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第１章 現状認識 

 

 

１ 東日本復興及び日本再生に向けて 

 

 ブロードバンド化・デジタル化された通信・放送ネットワーク1を通じて、社

会経済のあらゆる場面において、知識・情報のやり取りが活発に行われ、その

流通・共有・活用・蓄積が新たな価値を生み出す知識情報社会2の構築がグロー

バルに進みつつある。知識情報社会を実現するためには、情報通信技術

（Information and Communications Technology。以下「ＩＣＴ」という。）の

持つ力を最大限活用し、我が国が抱える少子高齢化3、人口減少4、環境問題5等の

解決に向けて利用者本位で取り組み、国民が生活の質の向上を実感できる社会

の実現が求められる。 

 

 本年２月の本審議会諮問第１７号「知識情報社会の実現に向けた情報通信政

策の在り方」においては、本格的な知識情報社会の実現に向けて、２０２０年

頃までを視野に入れて、今後の市場構造の変化、国民利用者の社会生活に及ぼ

す影響等を踏まえつつ、ＩＣＴ政策の今後の方向性を示すＩＣＴ総合戦略を描

くことを目的として検討が開始された。 

 

こうした検討過程の中、本年３月、観測史上最大のＭ９．０の地震に伴う東

日本大震災が発生した6。今回の震災においては、物理的な通信・放送網の損壊

はもとより、被災地間あるいは被災地と被災地外を結ぶ情報のやり取りが断絶

し、応急復旧のプロセスに多大の支障が生じた7。また、地方自治体の戸籍簿、

医療機関のカルテや学校の教科書等が津波により流失し、被災住民に対する行

政、医療、教育等の公的サービスの提供が円滑に行われなかった8。 

 

他方、緊急時の連絡や情報入手の手段として、衛星携帯電話、簡易無線9、コ

ミュニティＦＭ、中波ラジオ等が有効であった10ことに加え、ポータルサイトや

ソーシャルメディアの利用においてインターネットや携帯端末が活躍したこと

も指摘されている11。また、行政により避難状況の把握や情報提供が行われてい

た12ことに加え、安否情報や被災地のニーズと支援情報とのマッチング等につい

ては、多数の民間事業者やＮＰＯ（Non-Profit Organization）等によるインタ

ーネットを活用した迅速な情報流通が行われた13。その際、インターネットを介

して多数のボランティアが協働し、紙情報のデジタル化がネット上で行われた

り、災害情報の真偽確認などがネットを介して行われるなど、草の根での情報
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連携が行われた。 

 

また、住民関連データや母子手帳関連データのように都道府県や医療機関等

とのネットワークシステムが構築・運用されていた医療等の分野については、

当該システム上のバックアップデータの活用により迅速な復元や円滑な事業継

続が可能だった14。さらに、医師法15に基づく遠隔医療については、厚生労働省

の通知により、被災地の患者について、初診及び急性期であっても、その要請

に基づき実施することが認められることが改めて周知された16。さらに、現在、

紙しか認められていない処方箋の交付についても、臨時の措置としてファクシ

ミリ等により送付された処方箋に基づき調剤などを行うことが認められ、医療

サービスの継続を可能とする措置が講じられた17。その他、患者のカルテを作成

した担当医やその病院と連絡がとれない場合、それらの個人情報となる診療情

報について、当該患者が加入している一部の保険者に対し、個人情報保護法に

基づき、搬送先の病院が本人の同意を得ることなく、レセプト情報の提供を受

けることを可能とする運用がなされた18。 

 

このように、今次震災による損害がこれまでに経験したことのない甚大なも

のとなる中、「情報」が命を守るライフライン（生命線）であることが改めて強

く認識された。この点、ＩＣＴは、距離や時間の制約を超え、情報のリアルタ

イムの入手、共有、発信、蓄積、解析、活用等を容易にし、個のエンパワーメ

ントや利便性の向上、人と人のつながり力の強化、経済・社会活動の効率的遂

行などを可能とするものである19。今次震災以前においても、地域における過疎

化・高齢化や人材流出20、少子高齢化や人口減少、環境問題、産業の空洞化21や

国際競争力の低下22による経済の低迷等といった我が国が抱えている構造的な

課題を解決するため、ＩＣＴによる地域活性化及び新事業創出、ＩＣＴ産業の

グローバル展開による持続的経済成長の実現等の検討を行ってきたところであ

る23。そのような中で、今次災害によりこれらの課題へ取り組むことの緊要性が

あらためて浮き彫りになる24とともに、電力需給の逼迫等の更なる重要な課題に

も直面することとなった25。そこで、ＩＣＴ分野において今次震災から得られた

様々な経験を踏まえ、上記のＩＣＴ総合戦略を描くに際し、改めて検討の視点

を整理することとした。 

 

 

２ 東日本復興及び日本再生とＩＣＴ 

 

 今後、我が国における復旧・復興のプロセスは長期に及ぶものと考えられる。
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しかしながら、そのプロセスにおいては、被災地の地方自治体が主体となる東

日本復興とその原動力となる国家としての日本再生を同時並行的に推進してい

く必要がある26。その際、ＩＣＴの果たすべき役割として、以下の３点を踏まえ

る必要がある。 

 

 第１に、情報を求める側と情報を提供する側との間の円滑な情報のやり取り

を確保するための仕組み作りが喫緊の課題である。今次震災においては、津波

に関する情報が的確に住民に伝達されなかったこと、避難先で家族の安否や生

活に必要な物資等の情報を必要とする人に必ずしも十分な形で伝わっていなか

ったこと、そして、被災地の情報が他の地域に十分に伝わらなかったこと等が

挙げられている27。これらを解決するための円滑・迅速な情報流通を実現するた

めの仕組みについて災害時はもとより、東日本復興や日本再生のプロセスにお

いても重要であり、ハード・ソフト両面において、こうした仕組みを確立する

ことを重視すべきである28。 

 

 第２に、ＩＣＴを活用したコミュニケーション力の強化を図る必要がある。

災害時等において情報の円滑なやり取りの仕組みが確保されたとしても、この

情報を利用者が十分に活用できなければ「手段」としてのＩＣＴの機能は発揮

されたことにならない。今次災害においては、災害時においてインターネット

が重要な情報発信の手段となることが改めて確認されている。他方で、高齢者

は必ずしもＩＣＴに親しんでいるとはいえないのが現状である29ことから、特に

高齢者等を中心として、必要な地域情報に容易にアクセスでき、地域の絆の再

生・強化にＩＣＴが利用される仕組みの構築を重視すべきである30。 

 

第３に、復旧・復興プロセスにおけるＩＣＴ投資の経済効果に着目すべきで

ある。今次震災におけるストック被害額の推計については約１６兆９千億円と

されている31。この点、ＩＣＴ産業の設備損害額と民間企業の情報資本設備の損

害額の合計については２．５～４．４兆円と推計されているが32、とりわけ、通

信施設建設とソフトウェアに関する投資のＧＤＰ押し上げ効果や雇用創出効果

は一般資本設備より大きいと見込まれており33、ＩＣＴ投資が我が国における復

旧復興に向けて高い経済波及効果を持つことが示されている。 

 

 

３ ＩＣＴ総合戦略の基本理念 

 

 今後の我が国における復旧・復興プロセスにおいては、被災地が主役となる
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東日本復興を可能な限り速やかに進めていくことが必要であるのは当然である

が、そのためにも復興の原動力となる日本全体の経済復興を目指す日本再生も

同時並行的に実現していかなければならない。この東日本復興及び日本再生に

おけるＩＣＴの果たすべき役割を踏まえ、その役割を最大限に発揮させる観点

から、当面のＩＣＴ総合戦略の基本理念は以下の５つの柱に整理することがで

きる。 

 

 第１に、今次災害により改めて顕在化したＩＣＴに期待されている役割を果

たすための前提となる基盤作りが必要である34。そのため、通信インフラ等の耐

災害性の強化を図り、冗長性のある（ゆとりに幅がある）有機的なネットワー

ク連携を図ることにより、耐災害性に優れた新たな国土の形成を実現していく

ことが必要である。 

 

 第２に、情報を求める側と情報を提供する側との間の円滑な情報のやり取り

を通じた「人と人との絆」を深めることが必要である35。そのため、ＩＣＴの利

活用により、情報の円滑なやり取りの仕組みの確立や、コミュニケーション力

の強化を通じて、地域の絆の再生・強化を図るべきである36。具体的には、ソー

シャルメディア等の機能を活用しながら、ネットを通じたコミュニケーション

を深めることで距離の制約を越えて人と人のつながりが強まる「共生型ネット

社会」を実現していくことが必要である37。 

 

 第３に、耐災害性を有する事業環境の下で、持続的な経済成長を実現する新

事業の創出を可能とする社会経済システムを構築することが必要である38。その

ため、国の神経網とも言える社会インフラであるＩＣＴをツール（手段）とし

て社会経済システムに実装することにより、新事業の創出を推進すべきである。

具体的には、被災地の農林水産業の復興、行政・医療・教育などの公的サービ

スの瞬断なき提供を実現するため、ＩＣＴの利活用を促進することにより、新

事業の創出を目指すことが必要である。 

 

 第４に、持続的な成長が可能な経済を構築する上で、現在我が国が直面して

いるエネルギー制約を克服することが必要である。そのため、福島第一原子力

発電所の事故への対応に加え、エネルギー政策の見直し等が今後進められ39、中

期的に電力需給が逼迫する中にあって40、日本の生産力を最大限維持していくた

めにＩＣＴを活用し、当該制約の克服に貢献していくことが必要である41。 

 

 第５に、グローバルに経済社会が進展し続けている中で、日本経済を復興し、
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我が国の信頼を回復・向上することが必要である。そのため、我が国の経済成

長を支えている戦略的産業であるＩＣＴ産業のグローバル展開42や海外への情

報発信が必要である。具体的には、今次震災の影響に伴い、サプライチェーン

の機能低下等が発生し、生産拠点の海外流出による一層の産業の空洞化が懸念

される中、アジアの成長を取り込んだＩＣＴ産業の国際競争力の強化や、防災

等の「課題先進国」としての国際貢献等が必要である。 

 

 なお、上記の基本理念に基づきＩＣＴ総合戦略を推進するにあたり、東日本

復興及び日本再生について、以下の３点に留意する必要がある。 

 

第１に、東日本復興においては、被災地の住民や地方自治体が主体となり、

政府は最大限これを支援することが必要である43。また、その際には、単に損壊

した機能を復旧させるのではなく44、被災地が希望を持つことができる「創造的

復興」45が求められる。 

 

第２に、日本再生においてはＩＣＴを起点とする施策展開ではなく、日本再

生に向けた課題、とりわけ日本経済が抱える供給制約46を打開し、グローバル市

場の成長47も取り込んだ経済の活性化、今後の震災の可能性を踏まえた災害に強

い国創りや効率性の高い社会経済システムを構築する観点からＩＣＴがどのよ

うに貢献できるのかという視点が必要である48。 

 

第３に、東日本復興及び日本再生のプロセスの先にある知識情報社会の実現

に向けて、２０２０年頃を目途に世界最先端の新たな社会経済システムを実現

することを目標として設定することにより、長期的に実現すべき社会像を具体

化する必要がある。 

 

なお、現下の厳しい財政状況に鑑みれば、ＩＣＴ総合戦略の展開に際しても、

ＰＤＣＡサイクルの明確化等の観点から、関連施策のロードマップの策定と段

階的管理（研究開発段階、社会実験段階、試験導入段階及び普及促進段階の各

段階における施策評価と次の段階に進むかどうかの可否の判断等）、アウトカム

の設定と適切な事前評価の実施、適切な事後評価とフォローアップの実施、そ

して、施策の構造化・体系化による施策の整合性の確保と「見える化」等を推

進することが必要である。 
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４ 情報の利活用を推進するための 

情報流通連携基盤（プラットフォーム）の実現 

 

 これまでのＩＣＴ総合戦略は、ＩＣＴ基盤（インフラ）の構築、ＩＣＴを用

いて情報化を促進するＩＣＴ利活用の推進、ＩＣＴ利活用環境の整備及び研究

開発等の推進という政策領域を中心に展開されてきた。このうち、特にＩＣＴ

利活用については、行政、医療、教育などの個別分野ごとの情報化を促進する

ことに力点が置かれてきた。 

 

しかしながら、今次震災で顕在化したのは情報の横の連携ができていないと

いうことであった。例えば、行政システムの住民データと医療データ等を連携

させることができていれば、迅速できめの細かい被災者へのケアも可能であっ

たと考えられる。行政と民間がそれぞれ保有する情報の連携が出来ていれば、

より多角的な観点からデータを分析し、被害状況をきめ細かく把握することも

可能であった。 

 

また、短期間で大量の情報の流通が想定される災害時においては、情報提供

の様式となる情報フォーマットの統一化が重要である。今次震災においては、

避難者情報のフォーマットや受入先住居情報のフォーマット等、必要とされる

情報フォーマットが統一されていなかった。バラバラなフォーマット情報や手

書きの情報の集約に手間取り、多くの者が同一の情報源を元に手作業で再入力

し、また、不明点の問合せ等を行ったため、正確性と迅速性の両面で問題があ

った。 

 

他方で、各自動車メーカ等が収集・管理する自動車の通行実績情報を、共通

の情報フォーマットに変換して連携させることにより、被災地内外での当該情

報がインターネットを介して一元的に提供された。具体的には、ＮＰＯのイニ

シアティブにより、関係事業者に対して情報提供の依頼が行われ、それを踏ま

え、各事業者において、それぞれのカーナビゲーションシステムを使用して被

災地内外を運転した利用者から提供された情報のうち、緯度・経度情報につい

て共通のフォーマットへの変換が行われ、ＮＰＯに提供された。そして、ＮＰ

Ｏにおいて、それらの変換情報が集約・統合化されることにより、被災地内外

の自動車の通行実績情報がインターネットを介して提供され、災害時の支援等

のために被災地内外を自動車で移動する者等に活用された49。 

 

このため、これまでの個別分野ごとの「縦軸」の情報化はもとより、「情報の
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利活用」を推進するための情報流通連携基盤（プラットフォーム）の実現とい

う「横軸」の取り組みをＩＣＴ総合戦略として最重要の課題として位置づける

べきである。この取り組みを通じて、情報の流通・連携を通じた「人と人との

絆」が深まり、耐災害性や効率性の高い社会経済システムが構築されることに

より、東日本復興及び日本再生を支え、ひいては、そのプロセスの先にある知

識情報社会を実現していくことが期待される。 

 

また、今次震災の発生以前からの背景も踏まえる必要がある。ＩＣＴによる

情報の流通・連携を取り巻く背景として、現在のブロードバンド市場の事業モ

デルをみると、端末レイヤーにおいては一部の携帯端末でＳＩＭ（Subscriber 

Identity Module）ロックが解除され50、また、オープンソースＯＳ（Operating 

System）を搭載した携帯端末（スマートフォン）が普及に向かう51など、ＰＣ等

の固定端末のみならず携帯端末を含め、端末とネットワークとの間の紐帯関係

が緩和の方向に向かい、両者の間のインターフェースがオープン化の方向に向

かっている。 

 

さらに、ネットワークレイヤーにおいても、ＩＰ化の進展を軸として通信・

放送の融合・連携が進みつつあり、今次災害時においても緊急措置として、地

上テレビジョン放送のインターネットでの送信等が行われた52。制度的にも本年

６月に完全施行された新放送法53の施行により、ハードとソフトを自由に組み合

わせることができる環境が整備された。また、フェムトセル基地局等を活用し

た有線網と無線網が相互補完するＦＭＣ（Fixed Mobile Convergence）サービ

スや、センサー技術等を活用したＭ２Ｍ（Machine To Machine）54通信も普及の

兆しをみせており、真のユビキタス化が実現の方向に向かっている。 

 

このように、端末レイヤーやネットワークレイヤーにおいては従来の壁を越

えた柔軟な組み合わせが可能な環境が実現する方向に向かっている。しかしな

がら、依然として分野を超えた情報の流通・連携は立ち後れている。その背景

には、様々な情報システム間の連携を実現する認証・課金機能やミドルウェア

を含むプラットフォームレイヤーの連携が出来ていないことが大きい。また、

個人情報やプライバシーの取扱に関する問題、暗号化・匿名化等に係る技術的

な課題等が絡み、広く情報を公開し、情報相互間の連携を生み出すいわゆる「オ

ープンデータ」という概念がほとんどないことが挙げられる。 

 

こうした課題を克服し、情報流通連携基盤を実現するためには、各プラット

フォーム間のＡＰＩ（Application Programming Interface）のオープン化、デ
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ータ様式等の連携、認証・課金機能等の連携、各分野で異なる個人情報の取扱

に関するルールの整合性の確保等、あくまで個人情報保護に留意し、「個人の情

報の取扱は本人が決める」ことを前提としつつ、情報の利活用に係る技術規格

や運用ルールの策定等が必要である。 

 

このような取り組みを進めることにより、どの端末、どのネットワークから

も必要な情報にアクセスし、他者と共有し、新たな付加価値を生み出すことが

可能となる。また、こうした情報流通連携基盤は、前述のように、効率性の高

い社会経済システムはもとより、耐災害性の強い情報流通を実現することにも

繋がるものであり、平時と非常時の運用面での違いを十分認識しつつ、今次震

災の経験、さらには今後の震災の可能性を踏まえ、その実現に向けた取り組み

を急ぐ必要がある。 

 

なお、情報流通連携基盤の実現に向けて、政府においては、民間の取り組み

を積極的に支援するとともに、官民の情報流通連携を推進する観点から、民間

の動向を踏まえ、かつ国民利用者の意向等を踏まえつつ、これと整合的・一体

的にその実現に向けた取り組みを行う必要がある。 
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第２章 ＩＣＴ政策の基本的方向性 

 

 

 第１章では、今次震災の経験等を踏まえ、今後のＩＣＴ総合戦略について、

その基本理念として５つの柱を整理するとともに、特に情報流通連携基盤を実

現することの必要性を示した。 

 

 以上を踏まえ、本格的な知識情報社会の実現に向けて、東日本復興及び日本

再生を支える観点から当面推進すべきＩＣＴ政策の基本的方向性を以下の６点

に整理する。 

 

 

１ 通信インフラ等の耐災害性の強化 

 

（１）基本的方向性 

 

 ＩＣＴに期待されている役割を果たす上での前提となる基盤として、通信イ

ンフラ等の耐災害性の強化を図ることが重要である。今次震災において改めて

顕在化したように、発災直後において、通信・放送インフラが機能することに

よって必要な情報が流通・共有化され、初めて災害からの迅速な復旧、被災者

の安全・安心の確保が可能となる。このため、耐災害性の強い通信・放送イン

フラを開発・構築していく必要がある。また、迅速な被災者支援を可能とする

ためには、分散化されたシステム上でのバックアップデータの活用等の観点か

らの施策展開も求められる。 

 

（２）具体的施策 

 

上記の基本的方向性を踏まえ、今後具体的に推進すべき施策は以下の２点で

ある。 

 

① 通信インフラ等の耐災害性の強化・再構築 

 

 通信インフラ等の耐災害性を強化する観点からは、第１に、重層的な情報通

信ネットワークの構築が急務である。災害発生時に１つの情報通信網が途絶し

ても、他の情報通信網を介して地域住民に災害情報等を伝達できるよう、地方

自治体の防災無線、通信事業者の通信網、放送事業者の放送網等を連携させる
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仕組みの構築が必要である。また、ネットワークの冗長性を確保する観点55から

は、東京と大阪に集中しているＩＸ(Internet eXchange)56やデータセンタの地

域分散化、衛星インターネットと固定網・移動通信網を組み合わせたネットワ

ーク構築、通信途絶時に地域内の情報通信を確保するためのメッシュ型無線Ｌ

ＡＮ（Local Area Network）網の構築による応急復旧等も有効であり、通信事

業者等においてこうしたシステムの導入を加速化する必要がある。 

 

 なお、災害時における安全・信頼性向上、緊急時の輻輳状態への対応につい

ては、総務省の「大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方に関する検

討会」57において検討が進められ、検討結果が取りまとまったものから順次推進

するとともに、年内を目途に検討結果を取りまとめることとされており、本検

討会の検討結果も踏まえつつ、施策の具体化を図ることが適当である。 

 

 第２に、「自治体クラウド」58の構築を一層推進すべきである。今次震災では

戸籍簿等が津波によって流出し、住民サービスの再開等に困難をきたした。こ

のため、津波等による地域住民情報の消失を防ぐとともに、低コストで迅速な

行政機能の復旧を可能とする観点から、特別交付税措置59を活用しつつ、「自治

体クラウド」の早期導入を図る必要がある。その際、「社会保障・税番号大綱」
60等に基づき、個人情報保護に最大限配意しつつ国民ＩＤ制度を可能な限り速や

かに導入し、災害時における行政サービスや医療サービスを連携させることが

可能な仕組みを構築すべきである61。 

 

② 冗長性の高い情報提供基盤の構築 

 

 情報提供手段の多様性を確保するという観点からは、第１に、災害発生時に

必要な公的機関の情報へのアクセスが確保される必要がある62。具体的には、政

府、電力会社等のサイトへのアクセス集中によるサーバ負荷を分散する観点か

ら、公的機関のサイトにおけるミラーリングやクラウドサービスを活用したサ

ーバ機能の強化等を迅速に実施するための手順等について、高度情報通信ネッ

トワーク社会推進戦略本部（以下「ＩＴ戦略本部」という。）63を中心に政府一

体となって早急に確立・共有化すべきである64。 

 

第２に、住民に迅速かつ適切に災害情報を伝達するため、公的機関によるソ

ーシャルメディア等インターネットの活用を促進するためのガイドラインの策

定について、ＩＴ戦略本部を中心に政府一体となって進める65とともに、地方自

治体等からの情報を集約し、多様なメディアに提供可能な基盤である「安心・
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安全公共コモンズ」66の普及を推進すべきである。 

 

 

２ ＩＣＴによる地域の絆の再生・強化 

 

（１） 基本的方向性 

 

 地域では、過疎化・高齢化が進む中で、十分な保健・医療・福祉サービスの

提供、地域コミュニティ・公的サービスの維持、地域の産業の維持・振興等が

課題となっている。さらに、若年層を中心に、地域の人材が都市部等に流出す

る傾向も見られ、地域社会の活力の低下をもたらすとともに、高齢化等に伴う

課題の解決をより困難なものとしている。他方、今次震災では、前述のとおり、

災害時における情報流通に関する地域の課題が顕在化したところである。 

 

 このように地域社会が抱える課題は多様である。ＩＣＴの利活用は、本来、

地域社会が抱える課題の解決に資するものであるが、現状では、ＩＣＴを活用

することで地域の課題が解決できる可能性がある点が十分認識されていない等

の課題67、地域ニーズを反映したＩＣＴの利活用が進んでいない等のニーズ把握

面での課題、ＩＣＴの利活用を推進する人材の不足68、地域内や地域外との間の

関係主体の連携不足69、導入・運用コストの負担等70、地域におけるＩＣＴ利活

用自体についても様々な課題がある。 

 

 こうした地域社会の課題等を踏まえつつ、東日本復興及び日本再生を実現す

るためには、ＩＣＴによる地域の絆の再生・強化が不可欠である。その際、以

下の２点に留意する必要がある。 

 

第１に、効果が実感できるＩＣＴ政策の展開が必要である。ＩＣＴによる地

域活性化を推進するためには、「地域住民本位」、「地域自立型」、ＩＣＴの利活

用が立ち後れている地域に焦点を当てた「底上げ型」、地域住民、地方自治体、

ＮＰＯ等の「多様な連携型」及び「人に優しい」という５項目をＩＣＴ利活用

を推進する上での基本理念とし、地域住民にとって効果が実感できるＩＣＴ政

策を展開することが重要である。 

 

第２に、地域内における各主体による取組の連携とその広域展開を支えるＩ

ＣＴ政策の推進が必要である。地域に貢献するＩＣＴの仕組みは、地域に閉じ

たものとしてではなく、必要に応じていつでも他の地域や機関とつながり、情
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報を広く共有・相互参照し、協力と智慧とノウハウが相乗効果をもたらすよう

にデザインされ、活用されることが重要である。また、ＩＣＴが「人と人との

絆」を広げる手段となることや、ＩＣＴ投資の負担を軽減することが求められ

ることを踏まえ、広域的な展開を進めることにより、スケールメリットを実現

することが重要である。 

 

（２）具体的施策 

 

上記の基本的方向性を踏まえ、今後具体的に推進すべき施策は以下の５点で

ある。  

 

① 地域ＩＣＴ人材の育成・活用の推進 

 

 ＩＣＴによる地域活性化を進めるためには、地域の意見を集約して具体化す

る能力や、プロデュースの能力を有するリーダーとなり得る人材が必要である。

このため、地域におけるＩＣＴを活用した事業を軌道に乗せるべく、中長期に

わたって当該地域においてＩＣＴ利活用に関する助言を行う制度（「ＩＣＴ地域

マネージャー制度（仮称）」）を設け、地域において実際の取組を支援していく

ことが必要である。 

 

加えて、当該マネージャーが地域においてＩＣＴ利活用の取組に参画するこ

とにより、地域の中からもリーダー人材を育てるとともに、高齢者・若者それ

ぞれの能力を高めていくこともねらいとすべきである。その際、地域情報化の

支援や情報格差解消の観点から、地域のＮＰＯ等による学習講座の実施にあた

って、実施場所の確保や住民への周知に課題があることにも留意すべきである。 

 

また、同制度の活用等により、「住民ディレクター」71のように、ＩＣＴを活

用した地域からの情報発信力を高めることが可能な人材の育成を促進すること

も必要である。こうした人材を育成することにより、平常時はもとより、災害

時においても、被災地からの積極的な情報発信等を可能とすることが期待され

る。 

 

さらに、優良事例の普及・啓発を図るとともに、地域においてＩＣＴ利活用

に取り組む主体にとっての励みとなるようにするため、地域情報化の発展・普

及に関して貢献のあった個人や団体の表彰を行うことが必要である。その際、

優良事例について、その成功を可能とした要因分析を行うことで、その広域的
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な展開を支えていくべきである。 

 

② 課題解決指向の「地域自立型」の取組の推進 

 

地域におけるＩＣＴ利活用について、真に地域住民のニーズに即した「地域

住民本位」の案件を形成していくとともに、コストに関する課題を解決するこ

とにより、「地域自立型」の取組を推進していくことが必要である。 

 

そのため、各地域の総合通信局等72を中心に、ＩＣＴ利活用に関する地域ニー

ズの把握に積極的に取り組むとともに、このようなニーズを広く情報提供しつ

つ、当該ニーズを満たすことが可能なＩＣＴサービスを提供する事業者等との

マッチングを促進すべきである。また、コンテンツによる地域活性化に係る事

例収集と特性の整理・アーカイブ化、ベストプラクティスのモデル化等の体系

的な取組を進めることも必要である。 

 

また、ＩＣＴサービスに関するコストの低廉化と広域的な展開を可能とする

ため、クラウドサービスの活用を一層促進すべきである。 

 

さらに、行政・医療・教育等の公共分野や産業分野におけるＩＣＴ利活用に

関し、ＩＣＴサービスのコストの低廉化と広域的な展開を可能とするとともに、

より利便性の高い「効果が実感できる」サービスの提供につながる情報連携を

進めていくため、システムのオープン化・標準化や相互接続性の確保を進める

べきである。 

 

③ 地域におけるＩＣＴ利活用基盤整備の推進 

 

地域においてＩＣＴ利活用を進めていくためには、その前提として、利活用

の基盤となる環境の整備を行う必要がある。 

 

そのため、地理的デジタル・デバイドを解消する取組として、地域における

ハードとアプリケーションの一体的な整備を支援する「情報通信利用環境整備

推進交付金事業」73等による支援を引き続き推進すべきである。 

 

また、地方自治体の行政コストを大幅に圧縮し、実質的な業務の標準化の進

展を図るとともに、住民本位の電子自治体を確立する観点から、本章第１節で

も指摘したように、「自治体クラウド」を推進していくべきである。 
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さらに、今次震災の経験を踏まえ、防災・減災や災害時の対応を念頭に置い

たＩＣＴ利活用基盤の整備の取組について、平時より利用しているものが緊急

時にも活用できるという観点に留意しつつ推進すべきである。具体的には、小

中学校、公民館等の公的施設や道の駅等への無線アクセス等インターネット利

用環境の整備74、重層的な情報通信ネットワークの構築、ローカル局等における

放送コンテンツ等の地域の知的資産のデジタルアーカイブ化、分散・多重型の

蓄積等を推進すべきである。同時に、これらの施設への蓄電池、発電機等の配

備を図る必要がある。 

 

④ 官民情報連携の推進 

 

地域活性化に向けた個別の取組を単発的・局所的なものにとどめるのではな

く、あらゆる情報の連携を進めることにより、「人と人との絆」を生み、これら

の取組の相乗効果を生み出すため、行政と民間が情報連携を進めていくことが

必要である。 

 

その際、国は、国・地方自治体・民間部門の情報連携を促進するためのファ

シリテータ（推進役）としての役割を担うとともに、行政が保有するデータを

積極的に公開し、官民連携によって新たなサービスの提供を実現するいわゆる

「ガバメント２．０」75を積極的に推進することが望ましい。 

 

また、災害時において、被災地の支援物資等に関するニーズとＮＰＯ等のボ

ランティアとの間の需要・供給に関する情報の連携、リアルタイムベースの政

府情報の公開と情報の官民情報連携等を速やかに実現可能とするための環境整

備を行うべきである。 

 

そのため、ＩＴ戦略本部等の場を活用し、国及び公的機関の保有する災害関

連情報、地理データ等のデータについて加工しやすい形（ＸＭＬ（eXtensible 

Markup Language）、ＣＳＶ（Comma Separated Values）等）での公表の促進、

非常時における情報公開とこれに関連するルールの在り方の検討、災害時を想

定した情報連携を可能とするためのデータ様式の標準化、情報連携の手順の確

立、各システムに実装すべき項目の共通化等の検討・具体化を進めるべきであ

る76。 

  

⑤ 様々な分野におけるＩＣＴ利活用による地域活性化 
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地域情報・サービスの広域提供に向けた仕組みの構築を推進すべきである。

今次震災では沿岸部の被災地や福島第一原子力発電所の放射能汚染の被災地を

中心として居住地を離れ広域的に避難しなければならない事態が生じており77、

仮設住宅についても５０，８６０戸が必要と見込まれている78。こうした広域的

な避難においては、地元自治体からの情報提供、ＩＣＴを活用した遠隔でのサ

ービス提供の確保による地域の絆の再生・強化が必要である79。 

 

このため、被災住民の情報共有を実現する観点から、被災地自治体から疎開

先の住民に向けて生活情報等をインターネットを介して発信する仕組みの構築

を急ぐ必要がある。また、心のケアを含む医療サービスについて、遠隔医療等

による広域医療連携80、携帯端末を活用した過去の診療・調剤情報等の参照を可

能とする医療クラウド（いわゆる日本版ＥＨＲ(Electric Health Record)）81の

構築等が急務である82。 

 

また、今次震災により東北地方においては農林水産業が打撃を受けた83ところ

である。このため、勘と経験から客観的なデータに基づく産業への高度化及び

後継者の育成や技術継承の円滑化を可能とする観点から、農林水産業における

クラウドサービス等の活用等を推進する84ことが必要である。さらに、人づくり

において重要な役割を果たす教育分野の情報化85について引き続き推進すべき

である。 

 

 

３ ＩＣＴ利活用による新事業の創出 

 

（１） 基本的方向性 

 

 東日本復興の原動力となる日本再生を経済面から実現していくためには、Ｉ

ＣＴ利活用による新事業の創出を推進することが必要である。その際、以下の

３点を基本的視点に据えることが必要である。 

 

 第１に、これまで「技術ドリブン（中心・基軸）」であったＩＣＴ利活用施策

を、「課題ドリブン」、「ユーザードリブン」な施策へと展開する必要がある。そ

の際、高齢者や障がい者をはじめとする利用者のニーズを最大限尊重したＩＣ

Ｔサービスの開発等が求められる。 
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 第２に、異業種連携により各企業等の得意とする経営資源（コアコンピタン

ス）を持ち寄り、新たなソリューション等を生み出す非連続なオープンイノベ

ーションの創出が求められる。例えば、医療と介護のシステム連携、農業・物

流・環境を一体としてとらえたソリューションの開発・提供等、分野・領域横

断的な異業種連携型の施策を推進することが重要である。なお、オープンイノ

ベーションの推進は、近年急速に進展している「低価格化・高機能化」という

デジタル機器のコモディティ化とも密接に関連している。モノ作りとサービス

提供を一体としてとらえる「モノのサービス化」86によってＩＣＴ関連の製品・

サービスの高付加価値化を強化していくためにはオープンイノベーションは前

提条件である。 

 

 第３に、グローバルな視点に立ち、グローバル市場における日本企業にとっ

ての新産業領域を探り、グローバル市場で新事業を創出できる力を持ったプレ

ーヤーの育成を図る必要がある。その際、市場における「ユーザードリブン」

な傾向に対応していくためには標準化戦略との連携を強化する必要がある。具

体的にはデジュール標準だけではなく、製品・サービスの市場展開の可能性を

念頭に置きつつ、民間主導のデファクト標準（フォーラム標準）を政府として

も積極的に支援していくことが必要である。 

 

以上の基本的視点を踏まえつつ、電力需給の逼迫等の供給制約がある中、経

済活動の効率性の向上を図るとともに、耐災害性を有する持続可能な事業環境

を実現することが至上命題である。また、特に東日本復興の観点からは、東北

地方の強みを活かした新事業の創出が重要である87。 

 

（２） 具体的施策 

 

上記の基本的方向性を踏まえ、今後具体的に推進すべき施策は以下の６点で

ある。 

  

① クラウドサービスの普及促進 

 

 企業等におけるクラウドサービスの導入を従来以上に積極的に推進していく

必要がある。クラウドサービスについては、昨年５月、総務省により「スマー

ト・クラウド戦略」が策定・公表され88、これに基づき、同年１２月、(社)日本

経済団体連合会を中心とする民間組織「ジャパン・クラウド・コンソーシアム

（ＪＣＣ）」89が設立された。このコンソーシアムには既に３００社を越える企
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業等が参加し、農業、健康・医療、教育等の様々な分野におけるクラウドサー

ビスの具体的なサービスモデルの検討が行われている90。 

 

こうした取り組みを東日本において損壊した情報システムの復旧・復興に対

して先行的に活かしながら、クラウドサービスを最大限活用した東日本復興及

び日本再生を実現していくことが必要である。 

 

② テレワークの推進 

 

時間と場所を選ばない働き方を実現するテレワークの推進も重要課題として

浮かび上がってきている91。災害時のＢＣＰ(Business Continuity Plan)を強化

するとともに92、被災地と被災地外を通信回線で結び、被災地に雇用を創出する

観点からもテレワークの推進は重要である93。 

 

まずは、テレワーク導入によるＢＣＰや節電などの具体的な効果・事例の収

集・周知をはじめ、低廉かつ簡便なテレワークシステムの体系化、テレワーク

実施に係る運用規程（ひな形）等の整備、テレワーク導入・運営に係る人的支

援の仕組みを構築するとともに、これを踏まえ、テレワークにより被災地外の

業務を被災地で実施することにより被災地での雇用を創出する仕組みについて

検討していくことが必要である。 

 

③ 「情報の利活用」の積極的推進 

 

第１章第４節において前述した「情報の利活用」を推進するための情報流通

連携基盤を実現するためには、農業、医療、教育といった各領域の情報流通を

促進する他、損壊したサプライチェーンを再構築する観点から、各領域の情報

システムのＡＰＩのオープン化、データ様式の標準化、各分野ごとに異なる個

人情報の取扱に関するルールの整合性の確保等を推進していくことが必要であ

る。具体的には、関係府省とも密接に協力・連携しつつ、以下のような技術・

ルールの確立のための実証等を行うことが必要である。 

 

●個人情報に関する情報流通連携基盤：医療・健康や就労履歴・資格等の

個人の属性情報等を、セキュリティを担保しつつ、国、地方自治体、業

界全体等で共有・利活用するための技術・ルール 

●公共情報に関する情報流通連携基盤：地盤・社会資本や統計等、行政が

保有する公共情報をネットワーク上で連結・加工すること等により、新
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たな付加価値サービスの創出を促すための技術・ルール 

●専門知識に関する情報流通連携基盤：農業や社会資本管理等の分野にお

ける熟練者等の知識をノウハウ化・マニュアル化し、労働生産性の向上

や技能・経験の次世代への伝承等に繋げていくための技術・ルール 

●実世界情報に関する情報流通連携基盤：センサーネットワーク、電子タ

グ、スマートメータ等から得られる多様な情報を収集し、生産・流通管

理システムの記録や統一的管理等を行うための技術・ルール 

●コンテンツに関する情報流通連携基盤：デジタル化によるアナログ情報

のネットワーク上への移転・有効活用を促進し、情報を長期にわたって

利用・保存・継承するための技術・ルール 

●時空間情報に関する情報流通連携基盤：地域の各時点や各地点における

人々の経験や産業等の情報を集積、保存、一括閲覧・利用できるように

するための多様なデジタルアーカイブのコンテンツと地理・位置情報の

連結方法や汎用携帯端末での閲覧・利用方法に関する技術・ルール 

●通信放送の連携に関する情報流通連携基盤：ＩＰネットワークやデジタ

ル放送ネットワークを介して、利用者が高度かつ多様な情報サービスを

享受するためのプラットフォームとなる次世代のブラウザ等、通信と放

送を連携させた双方向サービスを様々な事業者が提供する共通の基盤に

関する技術・ルール 

 

また、「情報の利活用」を推進していく上では、非常時におけるＩＣＴ利活用

による減災等の観点から、行政・医療・教育等の公的サービスの提供における

ＩＣＴの利活用や分野・領域横断的な情報の利活用を阻む規制・制度の見直し94、

利用者本位のサービス等の開発を含むアクセシビリティ等の向上、人材の育成、

等を同時並行的に進めることも求められる。こうした取組は、東日本復興に向

けてＩＣＴの利活用を促進し、被災地域等の住民サービスの維持・向上、復興

プロセスの加速化につながることから、ＩＴ戦略本部を中心に、関係府省が連

携しつつ早急に取り組むべきである。 

 

④ 情報セキュリティの強化 

 

「情報の利活用」の推進に当たっては、並行して情報セキュリティの強化を

図ることが重要である。今後、ＩＣＴの利用者の裾野はこれまで以上に広がる

ことから、情報セキュリティ対策の意識やスキルが必ずしも高くない利用者層

が常に存在することが想定される。このような利用者層に対して、引き続き、

情報セキュリティに関する啓発を行うことが求められる。 
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また、民間企業及び政府機関に対する国境を越えたサイバー攻撃が頻発して

いることを受け、国内及び諸外国との連携を一層強化することが求められる。

具体的には、重要インフラの情報セキュリティ対策について、内閣官房情報セ

キュリティセンター（ＮＩＳＣ：National Information Security Center）を

中心とした分野横断的な官民連携体制が構築されていることを踏まえ、情報通

信インフラにおいて収集・分析した有用な情報の積極的な共有を推進すること

が必要である。さらに、サイバー攻撃を未然に防ぐ、又は即時対応を可能とす

るため、国内外におけるサイバー攻撃に関する情報を収集し分析する技術等の

開発を推進するとともに、サイバー攻撃に関する情報共有等を通じ、諸外国の

政府機関、研究機関、通信事業者等との連携強化を図ることが必要である。 

 

⑤ 東北地方における新たなＩＣＴ拠点の創造 

 

東日本復興に向けては、東北地方の強みを活かしたＩＣＴ拠点の創造も重要

である。東北地方は我が国有数の電気通信分野の研究拠点であり、５０年以上

の歴史を持つ東北大学電気通信研究所などを中心に、多大な研究成果を上げて

いる95。このため、テレワークを活用したソフトウェアの開発拠点の整備、国内・

海外研究開発・実証拠点の誘致等を通じて、ＩＣＴ産業の新たな拠点を東北地

方に設けることを検討すべきである。 

  

⑥ 電波を利用した新事業の創出 

  

電波を利用した新事業の創出も重要である96。今回の震災では携帯電話がつな

がらないという課題が顕在化した。他方、発災直後からの応急復旧の段階では、

衛星携帯電話、ＭＣＡ（Multi-Channel Access）無線、無線ＬＡＮ、衛星イン

ターネットなどの無線網が活躍した。このため、災害による被害を最小限のも

のとするため、ホワイトスペース97等の新たな無線技術の導入や防災行政無線の

高度化を図る必要がある。また、災害時に有効に機能し、地域情報等の通信手

段として重要な無線ＬＡＮ網を積極的に整備する必要がある。さらに、通信途

絶時でも可搬型高機能無線局が自立的にネットワークを構築する「壊れない無

線通信ネットワーク」の技術開発等を急ぐ必要がある。 

 

 ⑦ コンテンツ製作・流通の促進 

 

 グローバル市場における我が国の国際競争力の強化、経済・社会の活性化等
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の観点から、コンテンツの製作・流通の促進も重要である。特に、我が国の強

みを活かした３Ｄコンテンツの製作・流通、被災地を含む各地の中小のコンテ

ンツ製作事業者が活用できる製作・流通共用基盤等の整備等を推進し、コンテ

ンツ製作力の強化を図るとともに、クリエイターやビジネスプロデューサ等の

人材育成の強化を図る必要がある。また、不正流通対策、権利処理一元化等の

コンテンツ流通環境の整備を推進する必要がある。 

  

 

４ ＩＣＴによるエネルギー制約克服への貢献 

 

（１）基本的方向性 

 

 持続的な経済成長を可能とする社会経済システムを構築する前提として、今

後も中期的に続くことが懸念されているエネルギー制約を克服すると同時に生

産効率を向上させるため、ＩＣＴを最大限活用していくことが必要である。そ

の中心になるのが日本型スマートグリッドである。これは、太陽光発電などの

再生可能エネルギーを企業や家庭等の需要家が電力会社に販売することなどに

より系統電源への依存度を低下させ、環境負荷の軽減を目指すものである98。 

 

 今次震災前の日本において、国内の送配電網は諸外国と比べて十分スマート

（高信頼）であるという認識の下、将来的な再生可能エネルギーの導入に伴う

電力の需要家側からの電力の供給の増大に対応するための電力需給マネジメン

トシステムとしての役割が期待されてきた。しかしながら、今次震災の発生に

よって状況は一変したと言える。電力の供給が需要を下回る供給制約の状況が

懸念され、需要家側の節電をいかに実現していくかという点が政策課題として

急浮上した。 

 

（２）具体的施策 

 

上記の基本的方向性を踏まえ、今後具体的に推進すべき施策は以下の２点で

ある。 

 

① 日本型スマートグリッドの推進 

  

スマートグリッドの実現に向けては、電力使用量の「見える化」、電力の逼迫

状況等に合わせて機器制御を行う「デマンドレスポンス」、地域内での電力融通
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を行う「マイクログリッド」と段階的に進んでいくものと考えられる。 

 

そこで、電力使用量の「見える化」及び「デマンドレスポンス」に関しては、

スマートメータ99のコスト低減に資する通信プロトコルの標準化、スマートメー

タを家電やＥＶ（Electric Vehicle）といった機器と接続するとともに、機器

制御を行うための通信インターフェースの標準化を進めることが必要である。

また、スマートメータの設置にあたっては、設置エリアの地域特性に合わせた

通信環境を確保することが必要であることから、スマートメータに使用する無

線システムの技術実証等を進めることが重要である100。さらには、これらの通信

プロトコルや無線システムを活用したスマートメータや機器の実用性を、実環

境を用いて実証するための「地産地消モデル」101を構築し、実用性を実証するこ

とが重要である。 

 

そして、スマートメータ等の機器から収集された大量のリアルタイムデータ

（いわゆる「ビッグデータ」）を蓄積・分析するためには、クラウドサービスの

利活用が不可欠であることから、収集されたデータを安全に管理するためのセ

キュリティ等の課題についての検討が必要である。 

 

これらの取組については、総務省において、実施された実証実験の成果につ

いて国際電気通信連合（International Telecommunication Union。以下「ＩＴ

Ｕ」という。）や電気電子学会（Institute of Electrical and Electronics 

Engineers）等の国際標準化機関に対し提案が行われているところであるが、引

き続き国際標準の獲得に向けた取組を進めていくことが必要である。 

  

② グリーンＩＣＴの推進  

 

ＩＣＴによる電力消費量削減等に向けた取り組みとしては、スマートグリッ

ドの他、グリーンＩＣＴという観点から、以下の施策を展開する必要がある102。 

 

まず、ＩＣＴによるＣＯ２排出量の削減（Green by ICT）やＩＣＴ産業にお

けるＣＯ２排出量の削減（Green of ICT）の双方による電力消費量削減等を進

めるため、ＩＴＵ等における国際標準化を日本が主導し、省エネ･環境負荷低減

のベストプラクティスモデル及び国際的な環境影響評価手法の確立等を図るこ

とが必要である。 

 

また、Green of ICT の観点からは、データセンタ等における効率的な制御方
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式や通信ネットワークの省エネ化等、ＩＣＴ分野そのもののグリーン化を進め

るための研究開発や実証実験についても重点的に進める必要がある。 

 

さらに、Green by ICT の観点からは、前述の日本型スマートグリッドの推進

や、家庭・オフィス・学校等の消費電力の見える化や機器の電力消費の最適制

御など、ＩＣＴの徹底的な利活用による環境にやさしいまちづくりのための取

組等を進める必要がある。具体的には、総務省の先導的な地域実証で１８．３％

のＣＯ２削減例が得られた103等、実効的なモデルが示されているところであり、

地方自治体が家庭やオフィス等にこのようなＩＣＴ機器・ソリューションを導

入することについて支援し、ＩＣＴ利活用による省エネモデルを世界に先駆け

て普及させること等を検討すべきである。 

 

 

５ ＩＣＴ分野における国際協調・連携の強化 

 

（１）基本的方向性 

 

 我が国においては世界に例をみない速度で少子高齢化及び人口減少が進展し

つつある等、引き続き、国内市場は縮退傾向にある。また、既に述べたように

産業の空洞化が懸念されている。そして、我が国のＩＣＴ分野における国際競

争力は低下傾向にある。その背景には、要素技術の面では優位性を有している

としても104、パッケージとしてのソリューションの開発面で他国に遅れをとって

おり、相手国のニーズに合致した案件形成ができていない点が挙げられる。  

 

 こうした中、東日本復興の原動力となる日本再生を実現していくためには、

第１に、グローバル市場の成長を取り込んだＩＣＴ産業への転換が求められる。

特にＩＣＴ産業は我が国の経済成長の約３分の１を支える戦略産業であり105、Ｉ

ＣＴ産業の国際競争力を強化することは喫緊の課題である。 

 

 第２に、「課題先進国」としての国際貢献を推進する必要がある。我が国は少

子高齢化等の課題に直面しているが、これらの課題はアジア各国においても早

晩直面する課題であり106、我が国が有する知見や経験は今後同様の課題を抱える

国とって有益な解決策となり得る。このため、従来の企業、産業の枠を越えた

オープンイノベーションによる「課題解決型モデル」を構築し、相手国の課題

を共に解決することが必要である。 
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 第３に、グローバルな協働関係の構築が必要である。具体的には単に我が国

の製品・サービスをグローバル展開するだけではなく、相手国の実情を踏まえ、

相手国のニーズに合致したソリューションの提示が必要である。また、標準化

はグローバル展開の１つの有効な手段であることから、標準化の段階からグロ

ーバルなパートナー作りを進める等の協働関係を構築することが必要である。 

 

 第４に、グローバルな観点からの情報発信の強化が必要である。具体的には、

被災地の状況等の日本国内の情報が海外や国内の在留外国人に迅速かつ正確に

発信されるとともに、今次震災に伴う風評被害等により毀損した我が国の信頼

を回復させることが必要である107。また、我が国への世界からの期待に応えるた

め、今次震災を踏まえたＩＣＴ政策の海外への発信等により、我が国への信頼

を向上させることも必要である。 

 

（２）具体的施策 

 

 上記の基本的方向性を踏まえ、今後具体的に推進すべき施策は以下の５点で

ある。 

 

① 相手国との協働によるプロジェクト案件形成 

 

 相手国との協働によるプロジェクト案件形成を重視すべきである。具体的に

は、強みを掛け合わせた競争力のある案件形成を実現する観点から、日本企業

にはない強みを持つ海外企業や相手国企業を組み込んだ案件を形成する必要が

ある。 

 

 一般に、プロジェクトのライフサイクルは、基本構想、実施計画、投資、開

発建設、管理運営と進む。このため、基本構想やマスタープランといった相手

国における計画策定時点など上流工程から関与することにより、相手国の国土

開発等を共に考え、構築していくといった協働関係の構築が重要である。この

ため、政府間対話の実施、官民一体型ミッションの派遣等の取り組みを引き続

き強化していく必要がある。 

 

 また、相手国の社会インフラ分野における案件形成に際しては「技術ドリブ

ン」ではなく、「ニーズドリブン」な案件形成が必要である。その際、無線技術

やセンサー技術を活用した我が国の優れたユビキタスソリューションに重点を

置いて案件形成を図るとともに、開発工程からグローバル展開を念頭に置いた
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仕様策定や製品のモジュール化を進める必要がある。また、交通、電力、環境、

防災、物流、教育といった公共サービス・インフラをＩＣＴにより高度化する

ことを目的とする社会インフラ組み込み型の案件形成を重視すべきである。 

 

 相手国の実情を踏まえた案件形成を行う観点からは、人と人、モノとモノを

つなぐ「スマートネットワーク」のコンセプトを明確化し、東南アジア諸国連

合（Association of SouthEast Asian Nations。以下「ＡＳＥＡＮ」という。）

諸国108に対して日本のＩＣＴによる国際貢献を実現する観点から案件形成を進

めていく必要がある。具体的には、特に、主要な公的ＩＣＴソリューション分

野であり、かつ、我が国及びアジア諸国双方のニーズが高いと考えられる、セ

ンサーネットワーク、災害対応システム及び電子行政の３分野について推進し

ていくことが期待される。また、ＢＯＰ（Base Of Pyramid）109向けの案件形成

も重要であり、市場獲得に向けた海外企業と連携した仕様の策定、製造・開発

過程におけるモジュール化等、当初よりグローバル展開を目指した製品・サー

ビス開発を進めることが必要である。 

 

② 案件形成と一体となった標準化戦略 

 

 プロジェクト案件形成に際しては標準化戦略との連携を図る必要がある。具

体的には、我が国のシステム導入により、関連する技術を相手国の通信・放送

等の規格に盛り込み、相手国の標準方式としての採用を働きかけるとともに、

当該規格を相手国とともに広域展開することが重要である。また、日本の製品・

サービスの採用の可能性を高める観点から、デジュール標準やフォーラム標準

の策定・普及に向けた積極的な貢献や、将来の市場となり得る国に対する当該

標準の普及活動を行うなど、標準化を戦略的に推進することが重要である。 

 

 このため、産学官が連携して戦略的に標準化活動を実施していく観点から、

本年１月、「ＩＣＴ国際標準化推進会議」が設置され110、スマートグリッド、デ

ジタルサイネージ等の標準化活動について戦略的な対応方策が検討されている

ところである。 

 

 今後は、今次震災により国内の電力需給が逼迫する中、スマートグリッド分

野の標準化を急ぐ必要がある。具体的には、スマートメータを活用した消費電

力の「見える化」や「デマンドレスポンス」等、需要家の節電を促す取り組み

に必要な通信規格の標準化を特定重点分野として積極的に推進し、当該システ

ムのグローバル展開と連携させることが必要である。 
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 また、デジタルサイネージも特定重点分野として標準化すべきである。これ

までは、大型商業施設や交通機関等に設置される大型ディスプレイを軸に競争

がなされてきた分野と言えるが、ネットワークに繋がったデジタルフォトフレ

ーム等の小型ディスプレイを用いたデジタルサイネージシステムが小規模店舗

やオフィスにも広がりつつあり、今後、相当規模の市場成長が期待される分野

である。また、今次震災においても、貴重な情報源としての役割を果たした事

例も見られ、災害対策におけるメディアとしての重要性と有効性について、我

が国の経験をグローバルにも発信することにより、当該システムや製品のグロ

ーバル展開が期待される。 

 

 さらに、光アクセスシステムを特定重点分野として標準化を推進すべきであ

る。世界各国において光アクセスシステムの構築が進む中、光ファイバ網の整

備が進んでいる我が国は他国に比べて技術的優位性を持っている分野であるこ

とから、本分野における標準化の推進とグローバル展開を同時並行的に進める

ことが必要である。 

 

③ ファイナンスの積極的活用 

  

プロジェクト案件の形成に際してはファイナンスの積極的活用を図る必要が

ある。これまでＩＣＴ分野では国際協力機構（ＪＩＣＡ：Japan International 

Cooperation Agency。）、国際協力銀行（ＪＢＩＣ：Japan Bank for International 

Cooperation。）、日本貿易保険（ＮＥＸＩ：Nippon EXport and Investment 

Insurance。）等の政策金融111が効果的に活用されていない。確かに技術革新が激

しいＩＣＴ分野単独の案件では超長期のファイナンスには馴染まない面がある

が、電力、鉄道、水といったインフラ整備にＩＣＴを組み込むことにより、超

長期のファイナンス活用やＯＤＡ案件を形成することが考えられる。また、Ｊ

ＩＣＡは、ＰＰＰ（Public Private Partnership）事業112やＢＯＰビジネスに関

する事前調査等の支援を行う「協力準備調査」を実施している113ところであり、

これらの支援スキームを活用し、相手国の案件形成に向けた事前調査を行うこ

とが考えられる。 

 

 さらに、産学官連携による先端技術の事業化やグローバル展開、地方ベンチ

ャー企業と大企業との協業によるグローバル展開等を推進するため、産業革新

機構114との連携強化を図る他、ＩＴＵやその連携組織であるアジア太平洋電気通

信共同体（Asia Pacific Telecommunity。以下「ＡＰＴ」という。）115のプロジ
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ェクト支援スキームを活用することが考えられる。 

 

④ グローバル展開体制の組成 

 

 上記のジャパンイニシアティブによるプロジェクト案件形成やファイナンス

支援を有機的に組み合わせていくためには、国、通信事業者、メーカ、商社、

金融機関等で構成するグローバルコンソーシアムを民間主導で組成し、案件形

成の推進母体として活用していくことが望ましい。 

 

本コンソーシアムが有すべき機能としては、第１に、相手国における開発計

画の策定段階等の「上流工程からの協働」を実現するための情報共有を図るこ

とが考えられる。 

 

 第２に、グローバル展開においてはファイナンス面での支援が必須であり、

案件形成に向け、上記で述べた様々なファイナンス機能を組み込んでいくため

の総合調整を関係者間で行う機能を持たせることが考えられる。 

 

 第３に、案件のシーズの発掘から具体的な案件形成につなげるための様々な

支援策とのコーディネート、シンポジウムやセミナー等の開催が考えられる。

例えば、総務省が実施する「ＩＣＴ海外展開推進事業」116や「アジアユビキタス

シティ構想」117等の施策を活用した実証実験やフィージビリティスタディを行い、

相手国における展開拠点を確立した上で、ＯＤＡ案件やＰＰＰ案件として組成

することが考えられる。 

 

 第４に、参画企業間の調整を行う機能が必要である。オペレーションやマネ

ジメントを含んだパッケージでの展開を行うためには、多くのプレーヤーが関

与する必要があり、案件毎に最適な企業アライアンスを組成するコーディネー

タが必要であり、コンソーシアムが有すべき機能の１つであると考えられる。 

 

 第５に、グローバル展開に携わる人材の確保を推進すべきである。このため、

グローバル展開に携わった経験のある人材のノウハウの活用や、グローバル展

開に携わる新たな人材の育成を行うことが重要である。 

 

 なお、グローバルコンソーシアムの組成に際しては上記の５つの機能を兼ね

備えたものであることが望ましいが、まずはＡＳＥＡＮにおける試行プロジェ

クトの案件形成を図りつつ、案件のマッチング機能の充実、ファイナンス面で
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の連携等を軸に進め、その後、順次機能の拡大を目指すこととし、遅くとも、

１２年夏を目途にコンソーシアムを組成する方向で具体化を急ぐ必要がある。 

 

 ⑤海外への情報発信の強化 

 

今般の震災・原発事故に伴う風評被害等で毀損した日本ブランドを映像・コ

ンテンツの力を活かして回復させるため、日本の産業や産品等をコンテンツ化

し、異業種融合も意識しつつ、世界に発信していくことにより、コンテンツ産

業のみならず我が国の産業全体の競争力を強化していくことが重要である。 

 

このため、第１に、放送、インターネットその他の様々な手段による外国人

向けの映像の発信強化、海外メディアの招致等による共同製作機会の創出等を

通じて、震災から復興する被災地の姿や我が国の正確な情報の海外への発信を

強化するとともに、国際的イベントの活用による日本のコンテンツのグローバ

ルなＰＲ機会の創出、ソーシャルメディアを通じた情報発信等の取組を推進し

ていく必要がある。 

 

第２に、放送コンテンツの海外展開を強化するため、関係者が連携して、効

果的かつ効率的な権利処理のあり方を速やかに検討していくとともに、政府間

交渉や民間交流を通じて、諸外国におけるコンテンツ流通規制の緩和を働きか

ける必要がある。 

 

このような様々な取組を総合的・一体的に推進していく観点から、関係者が

一同に会する「場」として、戦略立案機能やビジネス・プラットフォーム機能

等を有する、グローバル・コンテンツの製作・流通に向けたオープンな官民連

携プラットフォームを速やかに構築する必要がある。 

 

  

６ ＩＣＴ分野における研究開発の推進 

 

（１）基本的方向性 

 

我が国がＩＣＴ分野における国際競争力を維持・強化するための１つの重要

な要素は技術力である。諸外国が研究開発投資を一層強化する中118、技術力を創

出する原動力である研究開発を強化し、我が国唯一の資源とも言うべき科学技

術イノベーションの力を高める必要がある。 
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そこで、ＩＣＴ分野の研究開発は、次の５点の基本的な考え方に基づいて効

果的かつ効率的に推進されるべきである。 

 

第１に、技術力をイノベーションとして実現していく鍵となる人材育成が重

要である。そのためには、産業界と大学との間の人材需給のミスマッチの解消

を図りつつ、研究開発プロジェクトや競争的資金の活用による人材育成を推進

していくことが必要である。 

 

第２に、研究開発の効果的な実施を図ることが必要である。そのためには、

実証的な研究環境に対する支援、基礎研究から実用化までの研究開発のフェー

ズに応じた支援スキームの構築、国際標準化を含めた知的財産戦略との一体的

な推進、産学官の連携強化と役割分担を推進していくことなどが求められる。 

 

第３に、国際競争力を強化していくことが必要である。そのためには、ＩＣ

Ｔ分野の国際共同研究を通じたオープンイノベーション環境を構築し、国内企

業が相手国のニーズに合致した製品・サービスを積極的に展開することが有効

と考えられ、政府等による委託研究等の一環として国際共同研究に対して委託

研究や研究助成を実施していくことが望まれる。 

 

第４に、地域の特性を活かしたＩＣＴによる地域社会づくりを進めるため、

地域コミュニティのニーズを発掘し、ニーズに合致した研究開発を促進するこ

とが重要である。このため、地域での分野横断的な産学官連携の強化や地域に

密着した研究開発体制の構築。 

 

第５に、研究開発の効率的な実施のためには、評価・検証・見直しが重要で

あり、最終的なアウトカム目標（研究開発の成果による社会に対する便益の目

標）を見据えた事業運営が求められている。また、社会ニーズは日々刻々と変

化するものであることから、設定されている達成目標等を適時見直し、社会ニ

ーズに対して常に最適なものになるように改善を行うことが重要である。 

 

以上の方向性を実現するためには、産学官の適切な役割分担の下で研究開発

の成果が効率的・効果的に実用化につながるよう、研究開発のスキームの改善・

強化、個別の研究開発施策の目標見直しについて不断に取り組んでいくことが

求められる。 
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（２）具体的施策 

 

上記の基本的方向性を踏まえ、今後具体的に推進すべき施策は以下の４点で

ある。 

 

①「研究開発戦略マップ」に基づく研究開発の推進 

 

今後の研究開発の推進にあたっては、民間が実用化可能なものは民間に委ね、

基礎的な研究開発課題など国として取り組むべき課題を体系的に整理し、これ

を計画的に推進していくことが必要である。このため、国として推進すべきＩ

ＣＴ政策と整合性をもった「研究開発戦略マップ」に基づき、研究開発戦略を

推進していくことが求められる。 

 

今回策定した「研究開発戦略マップ」119は、我が国の社会経済が抱える課題

を踏まえた３つの研究開発課題及び研究開発成果を発展させて社会にパラダ

イムシフトをもたらすための１つの研究開発課題に分類している。具体的には、

「通信インフラ等の耐災害性の強化」（本章第１節）を実現するための研究開

発であり、上記マップにおいては「東日本大震災を踏まえた復興・再生、災害

からの安全性向上への対応」に向けた研究開発を掲げている。また、我が国に

おいて進展している高齢化社会においてＩＣＴにより安心とうるおいを与え、

健康で自立して暮らせる社会を実現するため、「ＩＣＴによる地域の絆』の再

生」（本章第２節）に関連する研究開発として、「ライフ・イノベーション」を

研究開発課題として掲げている。さらに、「ＩＣＴによるエネルギー制約克服

への貢献」（本章第４節）に関連する研究開発として、「グリーン・イノベーシ

ョン」を研究開発課題として掲げている。加えて、「ＩＣＴ利活用による新事

業の創出」（本章第３節）に関連するものとして、「社会にパラダイムシフトを

もたらす未来革新の推進」を研究開発課題として掲げている。 

 

なお、今後５年間の科学技術の国家方針として位置づけられる「第４期科学

技術基本計画」の元となる「科学技術に関する基本政策について」120において、

我が国の将来にわたる成長と社会の発展を実現するための主要な研究開発の

柱として、「震災からの復興、再生の実現」、「グリーン・イノベーションの推

進」、「ライフ・イノベーションの推進」の３項目が掲げられているところであ

り、上記の分類とも整合的なものとなっている。 

 

また、「研究開発戦略マップ」は、日々刻々と変化する社会ニーズ等を踏ま
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えながら定期的に更新される必要があり、当面は、本審議会として有識者や企

業・団体、国民からの意見を広く求め、それら踏まえながら作成・更新してい

くための方法や体制について今後検討する必要がある。 

 

②研究開発の効果的な推進の仕組み等 

 

研究開発を推進するにあたっては基礎研究から実用化までのフェーズに応

じた、より効率的な仕組みを設けることが求められる。 

 

第１に、基礎的・基盤的な研究開発に係る国の施策を引き続き推進するべき

である。これらの研究開発は、研究開発期間が長期にわたるとともにその成果

が直ちに事業化に結びつきにくいなどリスクが高いことから、国が民間企業・

大学等に委託して研究開発を行っているほか、独立行政法人が中期計画に基づ

いて実施しているところであるが、引き続きこのような研究開発を推進するこ

とが望まれる。 

 

第２に、実用化に向けた研究開発に関する支援を強化すべきである。技術の

ブレークスルーやイノベーションを実現していくためには、独創性・新規性に

富む技術を有する中小企業・ベンチャーが重要な役割を果たすことが期待され

るが、いわゆる「死の谷」を克服するため、中小企業やベンチャーが担い手と

なって実施する実用化研究に至るまでの研究開発の助成措置の実施について

検討することが望ましい。 

 

第３に、医療、福祉、教育等の様々な分野に跨るＩＣＴの研究開発を効率的

に進める必要がある。このためには、異分野の研究者の協働を促進する場（オ

ープンイノベーション環境）の形成が必要であり、実用化を見据えた連携場の

設定や研究開発の管理等を行うコーディネータの配置が有効であると考えら

れる。 

 

第４に、広く研究開発課題を募ることで研究資金を配分する競争的資金制度
121については、「多段階選抜方式」122の導入が有効であり、幅広く案件を採択し

て実現可能性調査を実施することで、埋もれてしまいがちな中小企業・ベンチ

ャーの斬新な技術を発掘することが求められる。 

 

第５に、研究開発成果を適時、国際標準化を含めた知的財産権管理や実用化

につなげていくためには、評価・検証が必要であり、産学官が資源を有効活用
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しながら先端的技術の検証や相互接続性・相互運用性を担保するためのテスト

ベッドを構築し、応用展開や社会還元の促進を図ることが重要である。 

 

第６に、我が国で生み出された研究開発の成果のグローバルな展開を目指し

ていく観点からは、政府は国際共同研究や国際実証実験の実施等について支援

策を講じていくことが求められる。 

 
③人材の育成 

 

研究開発を通じてＩＣＴ分野のイノベーションを実現するためには人材の

育成が重要な課題となっており、具体的には以下の施策を推進すべきである。 

 

第１に、社会ニーズ等の動向を熟知しながら研究開発の基礎部分から製品・

サービスの事業化までの全体のシナリオを描きつつ、ビジネスモデルの確立及

びプロジェクト管理、知的財産権の管理等の管理業務を遂行する能力を有する

プロデューサーの育成又は発掘が急務である。 

 

第２に、研究開発に携わる人材には、各分野における深い専門知識のみなら

ず、様々な分野の見識を有し、幅広い視野で思考できるバランス感覚が求めら

れている。そのためには、例えば単一の研究プロジェクトに没頭することなく、

民間企業のビジネス現場も体験しつつ、これらの能力を習得できるインターン

制度やプログラム提供の充実を図ることが効果的である。 

 

第３に、我が国としてＩＣＴ分野で諸外国との競争で優位に立つためには、

優れた研究者・技術者を確保することが必要であり、グローバル市場を念頭に

供給規模の確保や特定分野に重点化した人材育成が必要である。そのためには、

海外の研究者の招へい及び国際的な研究交流に対する支援を行うことが効果

的と考えられる。 

 

第４に、国の安全保障や安全な国民生活の実現等にもつながる情報収集技術

等、国として今後取り組むべき技術であって研究開発投資の減少や人件費の縮

減により技術伝承が難しくなりつつあるものに対しては、次世代への確実な技

術伝承の観点から、国や独立行政法人は当該分野において一定の技術レベルを

堅持するために必要な人材の育成及び確保が図られるべきである。 

 



               

 

32 
 

第５に、産業界の求める人材と大学教育との間のミスマッチを解消すること

が喫緊の課題である。ＩＣＴ分野は技術進展が急速な分野であることから、定

期的に産業界と大学間の意見交換・対話を行う場を設けることにより、必要な

対応を迅速に実施していくことが望ましい。 

 

④地域の研究開発 

 

地域の特性を活かしたＩＣＴによる地域社会づくりを進めるため、地域コミ

ュニティのニーズを発掘し、ニーズに合致した研究開発を促進することが重要

である。 

そのためには、地域での分野横断的な産学官連携の強化や地域に密着した研

究開発体制の構築が必要であり、地域のニーズの発掘や産学官の連携強化に適

切に対処できる人材の育成・活用を進めていくことが有効であると考えられる。 
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第３章 東日本復興と日本再生の先にある知識情報社会の構築に向けて 

 

 

１ 東日本復興と日本再生の進展とＩＣＴ総合戦略の在り方 

 

 以上みてきたように、東日本復興と日本再生に向け、様々な観点からＩＣＴ

のもつ潜在力を生かした多様な施策展開が求められる。本答申で提言した各施

策は、ＩＣＴが距離や時間の制約を越え、情報共有を通じて人と人のつながり

力を強めたり、社会経済活動の効率化を実現するという特性を活かしたもので

ある。そして、これらの施策は、東日本大震災の発生前から重要性が認識され

ていた施策でもある。東日本大震災の発生とその後の甚大な被害は、こうした

ＩＣＴ関連施策の重要性を図らずも浮き彫りにする結果となっている。その意

味でも、東日本復興と日本再生の早期実現に向け、産学官の総力を挙げて取り

組むことが必要である。 

 

また、本答申で提言した各施策は相互に関連していることに留意する必要が

ある。すなわち、被災地や被災地外を含む地域活性化の取り組みの中で新しい

ソリューションが生まれ、これが新事業の創出を通じた国際連携・協調につな

がる可能性がある。また、こうした新たなソリューションはグローバル展開に

つなげていくことが期待される。地域ニーズに適合した技術開発の成果もまた、

日本の強みとしてグローバル展開していくためのシーズとなることが期待され

る。 

 

 我が国の復旧・復興のプロセスは今後長期間に及ぶ。ＩＣＴを軸とした東日

本復興及び日本再生を成し遂げ、２０２０年には世界最先端の情報流通連携基

盤を持つ国となることが期待される。そして、東日本復興と日本再生に取り組

む国家としての姿やそのプロセスをインターネット等を通じて海外に発信して

いくことも必要である。 

 

 なお、本答申で提言した施策については、「東日本大震災を踏まえたＩＣＴ復

興マスタープラン」として、別紙に改めて整理した。しかしながら、東日本復

興及び日本再生においては被災地の地方自治体のニーズ、経済動向等により、

今後とも政策の前提となる環境が大きく変わっていく可能性がある。このため、

復旧・復興プロセスを踏まえつつ、また、被災した地方自治体の意向を最大限

尊重しつつ、引き続き、ＩＣＴ政策の方向性について本審議会において検討を

深めていくことが必要である。 
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２ 知識情報社会の構築に向けて 

 

 東日本復興及び日本再生を推進しつつ、今後はそれらの先にある２０２０年

頃の目指すべき社会を具体化していくことが必要である。また、その具体化に

あたっては、社会経済システムにＩＣＴが深く組み込まれ、世界最先端の情報

流通連携基盤を通じた円滑な情報の流通・連携により、知識情報社会を実現す

ることが求められる。その際、例えば以下の項目を含め今後検討を深めていく

必要がある。 

 

（１） 通信・放送ネットワークの将来像 

 

今後、Ｍ２Ｍ通信が普及し、あらゆるモノがネットに接続されることにより、

リアル空間とサイバー空間の連携が強化される真のユビキタス社会が実現する

とともに、時間や距離の概念を越えてサイバー空間内における社会経済活動が

高度化した世界が実現していくのではないかと考えられる。 

 

また、従来のネットワークを起点とする垂直統合型の事業モデルから、各レ

イヤー間で自由に機能を組み合わせて事業モデルを構築する可能性が高まる一

方、知識情報社会の実現に向けて、ネットワークに依存しない端末とクラウド

サービスを組み合わせた新たな垂直統合型の事業モデルが主流となる可能性が

ある。その際、デバイスと通信・放送網の紐帯関係が緩くなり、端末、ネット

ワークの別を問わず情報が双方向で流通する仕組みの比重が高まるものと考え

られる。 

 

 こうした中、１：Ｎを基本とする放送網、１：１を基本とする通信網に加え

て、Ｎ：Ｎを基本とするソーシャルメディアが有機的・相互補完的に組み合わ

され、各ネットワーク（メディア）の特性を活かしつつ、官民の適切な役割分

担の下で、各利用者のニーズに応じて自由に連携可能な市場環境が実現してい

くものと考えられる。 

 

 他方、上記のように新たな垂直統合型の事業モデルがグローバル市場におい

て主流となるとすれば、我が国のＩＣＴ産業がこうした事業モデルに組み込ま

れ、柔軟な事業展開が阻まれる可能性がある。具体的には、プラットフォーム

を起点とする新たな垂直統合型の事業モデルが普及してきており、モバイル端
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末市場においても、従来の通信会社主体の垂直統合モデルからの移行が進みつ

つある。こうした中、従来は通信会社の提供する認証・課金機能を活用したコ

ンテンツ・アプリケーションの販売等によりモバイルコンテンツ市場が成長し

てきた。しかしながら、スマートフォンが主体となり新たな事業モデルへ移行

する中、通信会社、コンテンツプロバイダ等が win-win の関係を築くことがで

きる認証・課金機能の在り方等についても検討を進める必要がある。   

 

（２）ＩＣＴ利用環境の将来像 

 

知識情報社会を実現していくためには、ＩＣＴのエコシステム（生態系）に

参画する様々な主体が自立・分散・協調しつつ、その持てる知を最大限発揮で

きる活力ある社会を築いていくことが必要である。その際、集合知を活用した

商品・サービス開発、人と人のつながり力を活用したコンセンサスの形成など、

供給者ではなく利用者が主体となった社会経済システムに転換していくものと

考えられる。その際、情報流通連携基盤の構築が進むことにより、異なる領域

や地域の協働関係が構築され、これによって新たな価値が創造される社会に進

化していく可能性がある。 

 

 こうした中、ＩＣＴ利用環境の将来像を描く観点から、例えば以下のような

点を含め、今後さらに議論を深めていくことが求められる。 

 

まず、情報流通連携基盤が実現していく中で、これまでの大企業中心の事業

構築だけではなく、デジタルネイティブ等を中心とするベンチャー企業等が利

用者と共創する形で新たな事業を生み出すことができる活力ある市場環境を整

備していくことが必要であり、今後、その可能性について検討を深めていくこ

とが求められる。その際、具体的な新規事業を立ち上げる段階、立ち上がった

事業をさらに発展させる段階など、幾つかのステージに応じて課題が異なるこ

とを念頭に置きつつ議論を深めていくことが必要である。 

 

次に、情報流通連携基盤の一翼を担うソーシャルメディアが今後一層普及す

る中、ソーシャルメディアの普及によって、個人の情報発信やネット上での連

携が可能となる等、企業と個人との間、個人間のつながり力が高まっている反

面、情報の信頼性の問題、トラブルが発生した場合の解決手法等について、民

主導を原則としつつ必要な利用環境の整備を進めていく必要がある。 

   

さらに、個人情報保護の在り方についても、引き続き検討が必要である。す
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なわち、個人情報保護法に基づく個人情報の取扱いについては各分野において

異なる運用がなされているため、情報流通連携基盤による情報の組み合わせ（マ

ッシュアップ）を図るためには、異なる領域の個人情報取扱ルールの運用等に

ついて調整を図る必要が出てくる可能性がある。また、今次震災で明らかにな

ったように、非常時における個人情報の取扱いについて、生命を守るという観

点からどのような臨機の取扱いを行うことが可能であるのかについて個人の権

利などの法益のバランスなどを慎重に勘案しながら、関係者間で検討を深めて

いくことが必要である。 

 

加えて、コンテンツ・アプリケーション等の上位レイヤーとネットワーク等

の下位レイヤーとの間の公正競争を確保する観点から、引き続き「ネットワー

クの中立性」の在り方について検討を深めていく必要がある。その際、クラウ

ドサービスの普及が「ネットワークの中立性」にどのような影響をもたらす可

能性があるかについても検討を深めていく必要がある。 

    

ＩＣＴ利用環境の整備という観点からは、企業コンプライアンスの確保、プ

ライバシー保護や個人情報の適正な取扱等、国境を越えたデータ等の流通にお

ける法制度の適用関係等に係るクラウドサービスを巡る国際的なコンセンサス

の醸成、ＤｏＳ（Denial of Service）攻撃等のグローバルなサイバー攻撃への

対応等、ＩＣＴ産業のグローバル展開を視野に入れつつ他国との連携をさらに

推進していくことが必要である。 
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別 紙 

    

東日本大震災を踏まえたＩＣＴ復興マスタープラン 

  

 

１ 基本方針 

 

今般の東日本大震災を踏まえ、今後の東日本復興及びその原動力となる日本

再生を実現する観点から、 

（１）通信インフラ等の耐災害性の強化 

（２）ＩＣＴによる地域の絆の再生・強化 

（３）ＩＣＴ利活用による新事業の創出 

（４）ＩＣＴによるエネルギー制約克服への貢献 

（５）ＩＣＴ分野における国際協調・連携の強化 

を５本柱としつつ、これらと相互に密接に関連する 

（６）ＩＣＴ分野における研究開発 

を積極的に推進することが求められる。 

 上記の施策のうち、被災地の地方自治体が希望する施策については先行的・

重点的にその実施を国が支援することとし、そのための施策を 

（７）東日本復興に向けた重点支援策 

として国が支援することが望ましい。 

 なお、上記の施策は、東日本復興構想会議による「復興への提言～悲惨のな

かの希望～」（本年６月 25 日）等と整合性をとったものであることが求められ

る。 

 

２ 具体的施策 

 

（１）通信インフラ等の耐災害性の強化 

 

 ➤災害情報の円滑な伝達を可能とする、地方自治体の防災無線、通信事業者

の通信網、放送事業者の放送網等を連携させた重層的な情報通信網の構築 

 ➤ＩＸやデータセンタの地域分散化 

 ➤衛星インターネットと固定網・移動通信網を組み合わせたネットワーク構

築、通信途絶時に地域内の通信を確保するためのメッシュ型無線ＬＡＮ環

境の構築を迅速に行うための環境整備 
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 ➤「自治体クラウド」の早期導入 

 ➤社会保障・税に関わる番号制度及び国民ＩＤ制度の速やかな導入とこれを

活用した災害時の行政・医療サービスの官民連携の推進 

 ➤「安心・安全公共コモンズ」の普及促進 

 

（２）ＩＣＴによる地域の絆の再生・強化 

 

 ➤地域において中長期にわたりＩＣＴ利活用に係る助言等を行う「ＩＣＴ地

域マネージャー制度（仮称）」の創設 

 ➤地方総合通信局等の機能を活用したＩＣＴ利活用に関する地域ニーズとＩ

ＣＴ提供事業者等のマッチングの促進 

 ➤コンテンツによる地域活性化に係るアーカイブ化・ベストプラクティスの 

モデル化等の推進 

 ➤行政、医療、教育等の公的サービス分野におけるクラウドサービスの利活

用の促進 

 ➤地域に導入するＩＣＴ関連システムのオープン性を確保するための標準化

等の推進 

 ➤ハード（基盤）とアプリケーション（ソフト）の一体的整備を推進する「情

報通信利用環境整備推進交付金事業」（平成 23 年度から開始）の推進 

 ➤非常時に避難所等となる可能性がある小中学校等の公的施設、道の駅等へ

の無線アクセス等のインターネット利用環境の整備の推進 

 ➤放送コンテンツ等の地域の知的資産のデジタルアーカイブ化と分散・多重

型の蓄積の推進 

 ➤デジタルデータの官民情報連携を実現するためのいわゆる「ガバメント２．

０」の推進 

 ➤被災地自治体等から疎開先等の住民に向けて生活情報等をインターネット

を介して発信する仕組みの構築 

 ➤遠隔医療等による広域医療連携、携帯端末を活用した診療・調剤情報等の

参照を可能とする医療クラウド（いわゆる日本版ＥＨＲ）の推進 

 ➤農林水産業におけるクラウドサービス等の活用等の推進 

 ➤「フューチャースクール推進事業」等の教育の情報化を実現する事業の推

進 

 

（３）ＩＣＴ利活用による新事業の創出 

 

 ➤「ジャパン・クラウド・コンソーシアム（ＪＣＣ）」を中心とするクラウド
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サービスモデルの構築（地域活性化、医療・健康、農業、観光等） 

 ➤ＢＣＰや節電に貢献するテレワークの推進 

 ➤領域を越えた情報の流通や連携を促進する情報流通連携基盤の実現に向け

た技術・ルールの確立（医療・介護情報連携、地理・地盤情報や各種統計

情報の連携、センサー・電子タグ・スマートメータ等から収集される実世

界情報の連携、多様な時空間情報の連携等）等 

 ➤情報セキュリティ対策等の啓発、サイバー攻撃の予知・即応のための技術

開発及び国際連携の強化、重要インフラ間での情報共有の推進 

 ➤ホワイトスペース等を活用した減災、防災行政無線の高度化、「壊れない無

線通信ネットワーク」の技術開発等、電波を利用した新事業の創出 

 ➤製作力・人材育成の強化、流通環境の整備を通じたコンテンツ製作・流通

の促進 

 

（４）ＩＣＴによるエネルギー制約克服への貢献 

 

 ➤スマートメータ普及に向けた通信インターフェースの標準化、スマートメ

ータに使用する無線システムの技術実証の推進 

 ➤上記の通信プロトコルや無線システムを活用したスマートメータ等による

電力の「地産地消モデル」の実用化に向けた技術実証・標準仕様化の推進 

 ➤データセンタや通信ネットワークのグリーン化を実現する研究開発の推進 

 ➤地方自治体が行う家庭やオフィスにおけるグリーンＩＣＴの導入支援事業

の推進 

 

（５）ＩＣＴ分野における国際協調・連携の強化 

 

 ➤ジャパンイニシアティブによるグローバル展開のためのプロジェクト案件

形成やファイナンス支援を有機的に展開する民主導のグローバルコンソー

シアムの組成（遅くとも平成 24 年夏までに実施） 

 ➤ＡＳＥＡＮ諸国に対する国際貢献を実現する「スマートネットワーク」構

想の提案とその具体化の推進（センサーネットワーク、災害対応システム、

電子行政） 

 ➤グローバル展開が期待される光アクセス等の標準化活動の推進 

 ➤海外向けの映像の発信、国際共同製作、国際的イベントの活用等の取組を

総合的かつ戦略的に推進するオープンな官民連携プラットフォームの構築 

 

（６）ＩＣＴ分野における研究開発の推進 
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 ➤「研究開発戦略マップ」に基づく「グリーン・イノベーション」等、４つ

の研究開発課題に沿った国の研究開発の推進 

 ➤産学官連携による研究開発人材の育成 

 ➤基礎基盤研究から実用研究までをコーディネートする「研究開発プロデュ

ーサー」となる人材の育成・発掘 

 ➤テストベッド等の研究開発基盤の整備への支援、基礎研究から実用化まで

のフェーズに応じた支援スキーム構築、国際共同研究の促進 

 

（７）東日本復興に向けた重点支援策 

 

➤ＩＣＴを活用した新たなまちづくりによる東北地方の創造的復興及び海外

への発信による我が国の国際社会における信頼の回復・向上 

➤ＩＣＴに関するハード・ソフト・人材の一体的支援：通信インフラ等のハ

ード面での復興、ＩＣＴを活用したソフト面（利活用）の復興、ＩＣＴ復

興計画の策定・推進を図るための人材支援（派遣）を一体的・計画的に推

進する「標準メニューリスト」化とこれに基づく支援の推進 

・地域公共ネットワーク等の通信インフラの再構築 

・災害情報の円滑な伝達を可能とする、地方自治体の防災無線、通信事業

者の通信網、放送事業者の放送網等を連携させた重層的な情報通信網の

構築［再掲］ 

・衛星インターネットと固定網・移動通信網を組み合わせたネットワーク

構築、通信途絶時に地域内の通信を確保するためのメッシュ型無線 LAN

環境の構築を迅速に行うための環境整備［再掲］ 

・行政、医療、教育等の公的サービス分野におけるクラウドサービスの利

活用の促進［再掲］ 

・「自治体クラウド」の早期導入［再掲］ 

・テレワークによる被災地雇用の創出 

・被災地自治体等から疎開先等の住民に向けて生活情報等をインターネッ

トを介して発信する仕組みの構築［再掲］ 

・スマートメータ等による電力の「地産地消モデル」の実用化に向けた技

術実証・標準仕様化の推進［再掲］等 

➤東北地方における新たなＩＣＴ拠点の創造（テレワークを活用したソフト

ウェアの開発拠点の整備、国内・海外研究開発・実証拠点の誘致等） 

➤電波を利用した新事業の創出［再掲］ 

➤地方自治体が行う家庭やオフィスにおけるグリーンＩＣＴの導入支援事業
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の推進［再掲］ 

➤「東日本大震災被災地自治体ＩＣＴ担当連絡会」123への支援及び産学官連携

による被災地支援のための情報共有の場である「震災復興支援連絡会（仮

称）」の開催 
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用語集 

 

（アルファベット順） 

項 目 頁 

（初出）

解 説 

ＡＰＩ 

【Application 

Programming Interface】 

７

アプリケーションの開発者が、他のハード

ウエアやソフトウエアの提供している機

能を利用するためのプログラム上の手続

きを定めた規約の集合を指す。個々の開発

者は規約に従ってその機能を「呼び出す」

だけで、自分でプログラミングすることな

くその機能を利用したアプリケーション

を作成することができる。 

ＡＰT 

【Asia Pacific 

Telecommunity】 

 

 

25 

アジア・太平洋電気通信共同体。アジア・

太平洋地域における電気通信に関する専

門機関。アジア太平洋地域における電気通

信の均衡した発展を目的として、研修やセ

ミナーを通じた人材育成、標準化や無線通

信などの地域的な政策調整及び電気通信

問題の解決等を行う。 

ＡＳＥＡＮ 

【Association of South 

East Asian Nations】 

 

 

23 

東南アジア諸国連合。域内における経済成

長、地域における政治・経済的安定の確保、

域内諸問題の解決を目的として東南アジ

ア 10 カ国（ブルネイ、カンボジア、イン

ドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマ

ー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベ

トナム）が加盟する地域連合。 

ＢＣＰ 

【Business Continuity 

Plan】 17

何らかの障害が発生した場合に重要な業

務が中断しないこと、または業務が中断し

た場合でも目標とした復旧時間内に事業

が再開できるようにするための対応策な

どを定めた包括的な行動計画。 

ＢＯＰ 

【Base Of Pyramid】 

 

23

世界人口を所得別に分けた場合の、ピラミ

ッドの基底に位置づけられる主に開発途

上国の低所得者層のこと。 
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ＣＯ２ 

【Carbon Dioxide】 

21

二酸化炭素。大気中に 0.03％含まれる無色

無臭の気体。地球温暖化に及ぼす影響がも

っとも大きな温室効果ガス。人間活動に伴

う化石燃料の消費とセメント生産および

森林破壊などの土地利用の変化が、大気中

の二酸化炭素濃度を増加させつつある。 

ＣＳＶ 

【Comma Separated 

Values】 
14

データをカンマ(",")で区切って並べたフ

ァイル形式。主に表計算ソフトやデータベ

ースソフトがデータを保存するときに使

う形式。汎用性が高く、異なる種類のアプ

リケーションソフト間のデータ交換に使

われることも多い。 

ＤｏＳ攻撃 

【Denial of Service】 
35

サービス不能攻撃。標的となるコンピュー

タやルータに大量のデータを送りつけて

システムをダウンさせる攻撃。不正アクセ

スの一つ。 

ＥＨＲ 

【Electronic Health 

Record】 
15

電子健康記録。個人が自らの医療・健康情

報（診療情報、レセプト情報、健診情報、

調剤情報等）を電子的に長期にわたって管

理・活用できる仕組み。 

ＥＶ 

【Electric Vehicle】 
20

電気自動車。電気エネルギーでモーターを

原動力として走行する自動車。 

ＦＭＣ 

【Fixed Mobile 

Convergence】 
７

固定網（Fixed）と移動網（Mobile）を融

合（Convergence）させるサービス。利用

者は固定通信網と移動通信網を意識する

ことなく利用できる。 

ＧＤＰ 

【Gross Domestic 

Product】 

３

国民総生産（GNP）から海外で得た純所得

を差し引いたもので、国内の経済活動の水

準を表す指標となる。 

ＩＥＥＥ 

【Institute of 

Electrical and 

Electronics Engineers】 

 

 

20

電気電子学会。電気電子工学の研究を促進

するために 1963 年 1 月に米国で設立され

た。世界最大の電気・電子に関する非営利

の技術者組織であり、国際会議の開催、論

文誌の発行、技術教育、標準化などの活動

を行っている。 
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ＩＰ化 

【Internet Protocol】 
７

IP ネットワークをそのまま使って音声等

をやりとりすること。ＩＰ（インターネッ

トプロトコル）とは、インターネットによ

るデータ通信を行うための通信規約。 

ＩＴＵ 

【International 

Telecommunication Union】 

 

 

20

国際電気通信連合。電気通信に関する国連

の専門機関であり、多国間の円滑な通信を

行うため、世界各国が独自の通信方式を採

用することによる弊害の除去や、有限な資

源である電波の混信の防止、電気通信の整

備が不十分な国に対する技術援助等を目

的としている。 

ＩＸ 

【Internet eXchange】 
10

インターネット・サービス・プロバイダ

（ISP）相互間を接続する接続点。この相

互接続により、異なるプロバイダに接続し

ているコンピュータ同士の通信が可能。 

ＪＢＩＣ 

【Japan Bank for 

International 

Cooperation】 

 

25

国際協力銀行。2008 年 10 月に設立された

株式会社日本政策金融公庫の国際部門。日

本および国際経済社会の健全な発展並び

に国民生活の向上を目的とし、輸出金融や

輸入金融などの業務を行っている。 

ＪＣＣ 

【Japan Cloud 

Consortium】 
16

ジャパン・クラウド・コンソーシアム。ク

ラウドサービスの普及・発展を産学官が連

携して推進することを目的として、2010

年 12 月に設立された。 

ＪＩＣＡ 

【Japan International 

Cooperation Agency】 

 

 

24

国際協力機構。技術協力、有償資金協力（円

借款）、無償資金協力の援助手法を一元的

に担う、総合的な政府開発援助（ODA）の

実施機関の一つとして、2003 年 10 月に設

立された独立行政法人。 

LAN 

【Local Area Network】 10

企業内、ビル内、事業所内等の狭い空間に

おいてコンピュータやプリンタ等の機器

を接続するネットワーク。 

Ｍ２Ｍ 

【Machine to Machine】 ７

ネットワークに繋がれた機械同士が人間

を介在せずに相互に情報交換し、自動的に

最適な制御が行われるシステムのこと。 
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ＭＣＡ無線 

【Multi-Channel Access】 

 
19

複数の無線チャンネルを多数の利用者が

共有し、通信時には自動的に空チャンネル

を使用するよう制御する、電波の有効利用

と利便性を実現した無線システム。 

ＮＥＸＩ 

【Nippon EXport and 

Investment Insurance】 

 

 

25

日本貿易保険。対外取引において生ずる通

常の保険によって救済することができな

いリスクについての保険事業を、効率的か

つ効果的に行うことを目的に 2001 年 4 月

に設立された独立行政法人。 

ＮＰＯ 

【Non-profit 

Organization】 
１

様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員

に対し収益を分配することを目的としな

い団体の総称。非営利団体一般のことを指

す場合と、特定非営利活動促進法により法

人格を得た NPO 法人のみを指す場合があ

る。 

ＯＤＡ 

【Official Development 

Assistance】 
25

政府開発援助。政府によって開発途上国な

どに供与されるもので、開発途上国の経

済・社会の発展や福祉の向上のための資

金・技術提供による協力のこと。 

ＯＳ 

【Operating System】 

７

「基本ソフトウェア」とも呼ばれ、キーボ

ード入力や画面出力等の入出力機能、ディ

スクやメモリの管理など、多くのアプリケ

ーションソフトが共通して利用する基本

的な機能を提供し、コンピュータシステム

全体を管理するソフトウェア。 

ＰＤＣＡサイクル 

【Plan Do Check Action】 
５

マネジメントサイクルに関する方法論の 1 

つで、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、

改善（Act）のプロセスを継続的に実施し、

繰り返し改善を図っていくこと。 

ＰＰＰ 

【Public Private 

Partnership】 

 

 

 

25

従来地方自治体等が公営で行ってきた事

業において、民間事業者が事業の企画段階

から参加して、設備は官が保有したまま設

備投資や運営全般を民間事業者に任せる

ことで、より効率的な事業運営を目指す手

法のこと。 
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ＳＩＭロック 

【Subscriber Identity 

Module】 ７

特定の事業者あるいは利用者のＳＩＭカ

ード（利用者の電話番号、識別番号等の情

報を記録したＩＣカード）を差し込んだ場

合のみに動作するよう、端末に設定を施す

ことをいう。 

ＸＭＬ 

【eXtensible Markup 

Language】 

14

ＨＴＭＬと同様に、ウェブぺージを記述す

る際などに用いる言語であり、テキスト中

にタグと呼ばれる書式属性を定義する文

字列を埋め込み、文字列の位置付け等を記

述する。ＨＴＭＬとの違いは拡張性にあ

り、ＸＭＬでは任意のタグを定義してＨＴ

ＭＬにはない書式属性を定義することが

可能。 

 

 

（５０音順） 

項 目 頁 

（初出）

解 説 

アクセシビリティ 

18

情報やサービス、ソフトウェア等が、ど

の程度広汎な人に利用可能であるかをあ

らわす語。特に、高齢者や障害者等、ハ

ンディを持つ人にとって、どの程度利用

しやすいかということを意味する。 

アプリケーション 

13

ワープロ・ソフト、表計算ソフト、画像

編集ソフトなど、作業の目的に応じて使

うソフトウェア。 

イノベーション 

15

新技術の発明や新規のアイデア等から、

新しい価値を創造し、社会的変化をもた

らす自発的な人・組織・社会での幅広い

変革のこと。 

インターフェース 
７

機器や装置等が他の機器や装置等と交信

し、制御を行う接続部分のこと。 

遠隔医療 

２

医師と医師、医師と患者との間等におい

てＩＣＴ（インターネット、テレビ電話

など）を活用して、患者のバイタル情報

や放射線画像などを伝送し、診断等を行
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うこと。 

エンパワーメント 

 

 

２

個人が潜在的にもっている力を発揮し、

自分自身で問題や課題を解決する社会的

技術や能力を獲得すること。 

オープンイノベーション 

15

自社内外のイノベーション要素を最適に

組み合わせることで新規技術開発に伴う

不確実性を最小化しつつ新たに必要とな

る技術開発を加速し、最先端の進化を柔

軟に取り込みつつ、最短時間で最大の成

果を得ると同時に、自社の持つ未利用資

源を積極的に外部に切り出し、全体のイ

ノベーション効率を最大化する手法。 

オープンソース 

７

インターネット等を通じて、ソフトウェ

アの設計図であるソースコードを無償で

公開し、誰でもソフトウェアの改良や再

配布を行なえるようにすること。また、

そのようなソフトウェアのこと。 

オープンデータ 

７

政府等が統計・行政などのデータをオー

プンにすること。Data.gov （米国）や

Data.gov.uk （英国）などの取組が各国

政府によって、行われている。 

ガバメント２．０ 

 

 

 

 

14

米国のメディア企業オライリー・メディ

アの創設者であるティム・オライリーが

提唱した概念であり、情報流通のために

政府がプラットフォームとなる

（government as a platform）ことを基

本理念とする。 

クラウドサービス 

10

インターネット等のブロードバンド回線

を経由して、データセンタに蓄積された

コンピュータ資源を役務（サービス）と

して、第三者（利用者）に対して遠隔地

から提供するもの。なお、利用者は役務

として提供されるコンピュータ資源がい

ずれの場所に存在しているか認知できな

い場合がある。 

コアコンピタンス 15 competence とは、能力、適格、権能、権
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限という意味があり、そのコアとなるこ

との総称であるが、米国では勝ち残るた

めの能力という意味で使われる。このよ

うな言葉が登場した背景には、インター

ネットの普及により、ニュー・エコノミ

ーが注目されるようになり、一人勝ち現

象が起こったことが挙げられる。 

コミュニティＦＭ 

１

市町村単位を放送エリアとする FM 放送。

放送エリアが小さく、より地域に密着し

た番組を放送していることが特徴。 

コンセンサス 34 意見の一致。合意。 

コンプライアンス 

35

法令遵守。企業が経営・活動を行ううえ

で、法令や各種規則などのルール、さら

には社会的規範などを守ること。 

サプライチェーン 

５

取引先との間の受発注、資材の調達から

在庫管理、製品の配達まで、いわば事業

活動の川上から川下に至るまでのモノ、

情報の流れ。 

シーズ 

 

 

25

「種」という意味で、商品化や事業化、

実用化につながる可能性のある技術や研

究成果などのこと。 

死の谷 

 

 

 

29

研究成果などを、実用化などするまでに

は相当の期間が必要であるが、資金の不

足などにより、実用化などが阻害される

現象。 

冗長性 

４

設備を最低限必要な量より過剰に用意し

ておくことで、一部の設備が故障しても

サービスを継続して提供できるようにシ

ステムを構築すること。 

スマートグリッド 

19

発電設備から末端の機器までを通信網で

接続、電力流と情報流を統合的に管理す

ることにより自動的な電力需給調整を可

能とし、電力の需給バランスを最適化す

る仕組みのこと。 

スマートメータ 
18

双方向の通信機能を持つ電力計。家屋や

ビル、工場などの電力消費状況をリアル



               

 

49 
 

タイムで把握。データを電力会社が集計

して、電力を効率的に供給するスマート

グリッド（次世代送電網）の運用に役立

てる。電力会社の検針業務を自動化でき

るほか、消費者も家庭内の電力消費が分

かる。 

センサーネットワーク 

18

部屋、工場、道路など至る所に埋め込ま

れたセンサーが周囲の環境を検知し、当

該情報がユーザや制御機器にフィードバ

ックされるネットワーク。 

ソーシャルメディア 

１

ブログ、ソーシャルネットワーキングサ

ービス（SNS）、動画共有サイトなど、利

用者が情報を発信し、形成していくメデ

ィア。利用者同士のつながりを促進する

様々なしかけが用意されており、互いの

関係を視覚的に把握できるのが特徴。 

ソリューション 

15

課題やニーズに対して、情報通信の技術

要素(ハードウェア、ソフトウェア、通信

回線、サポート要員等）を組み合わせる

ことにより対応すること。（「～サービ

ス」、「～ビジネス」） 

中波ラジオ 

１

振幅変調（AM）による国内ラジオ放送。

526・5 キロヘルツから 1606・5 キロヘル

ツまでの周波数を使用して音声その他の

音響を送る放送。 

通信プロトコル 

20

通信するときの手順や方法の決まり。通

信されるデータにエラーがないかチェッ

クするための方法や圧縮の方式などが、

それぞれの通信プロトコルで決められて

いる。 

データセンタ 

10

サーバを設置するために、高度な安全性

等を確保して設計された専用の建物・施

設のこと。 

サーバを安定して稼働させるため、無停

電電源設備、防火・消火設備、地震対策

設備等を備え、ID カード等による入退室
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管理などでセキュリティが確保されてい

る。 

デジタルアーカイブ 

 

 

 

14

博物館、美術館、公文書館や図書館の収

蔵品や蔵書をはじめ、有形・無形の文化

資源等をデジタル化して保存等を行うこ

と。 

デジタルサイネージ 

 

 24

電子看板。屋外・店頭・公共空間・交通

機関など、あらゆる場所で、ネットワー

クに接続したディスプレイなどの電子的

な表示機器を使って情報を発信するシス

テム。 

テストベッド 

 
30

研究段階の技術を検証するための実験環

境。 

デジタルネイティブ 
34

子どものころからインターネットが存在

し、日頃から使っている世代。 

デジュール標準 

16

標準化機関により制定された標準で、明

確に定められた手続に基づき広範な関係

者の参加を得て策定されるもの。 

デファクト標準 

16

市場で多くの人に受け入れられることで

事後的に標準となったもの。デジュール

標準のような標準化のプロセスを経てい

ないが、「事実上の」標準となっているも

の。 

デマンドレスポンス 

 

 

 

 

20

電力網における需要（デマンド、特にピ

ーク需要時）に応答して顧客が電力消費

を低減したり、他の需要家に余剰電力を

供給したりすること、またはそのような

仕組み。 

テレワーク 

17

ICT を活用した、時間と場所にとらわれな

い、柔軟で多様な働き方。企業等に勤務

する被雇用者が行う雇用型テレワーク

（例：在宅勤務、モバイルワーク、サテ

ライトオフィス勤務等）と、個人事業者・

小規模事業者等が行う自営型テレワーク

（例：SOHO、住宅ワーク）に大別される。

電子タグ 18 IC チップとアンテナで構成され、電波を
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用いて IC チップに格納された識別データ

や履歴情報等の読み取り、書き込みが可

能なもの。 

ネットワークの中立性 

35

IP 化が進展する中でのネットワークの利

用の公平性（通信レイヤの他のレイヤに

対する中立性）及びネットワークのコス

ト負担の公平性（通信網増強のためのコ

ストシェアリングモデルの中立性）のこ

と。 

パラダイムシフト 

28

ある時代・集団を支配する考え方が、非

連続的・劇的に変化すること。社会の規

範や価値観が変わること。 

ビジネスモデル 

30

ビジネスの仕組み。事業として何を行い、

どこで収益を上げるのかという「儲けを

生み出す具体的な仕組み」のこと。 

ビッグデータ 

20

利用者が急激に拡大しているソーシャル

メディア内のテキストデータ、携帯電

話・スマートフォンに組み込まれた GPS

（全地球測位システム）から発生する位

置情報、時々刻々と生成されるセンサー

データなど、ボリュームが膨大であると

共に、構造が複雑化することで、従来の

技術では管理や処理が困難なデータ群。 

フィージビリティスタディ 

 

 

 

25

費用対効果調査、費用便益調査。具体的

には新製品や新サービス、新制度に関す

る実行可能性や実現可能性を検証する作

業のこと。 

フェムトセル基地局 

 

 

 

 

 

 

７

オフィスや宅内といった半径数メートル

～数十メートル程度の非常に狭いエリ

ア・セルをカバーする携帯電話用の小型

基地局。 

「フェムト」は 1000 兆分の１を表す数の

単位であり、非常に小さいことを示して

いる。 

フォーラム標準 
16

関係する企業が合同で規格を策定し、そ

れを標準としたもの。たとえば、W３C、
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IETF など。 

ベストプラクティス 
13

優れていると考えられている事例やプロ

セス、ノウハウなど。 

防災無線 

９

地震、火災、天災等の発生時等において、

国、地方自治体等の公共機関が円滑な防

災情報の伝達等を行うことを目的とした

無線通信。 

ポータルサイト 

１

インターネットに接続した際に最初にア

クセスするウェブページ。分野別に情報

を整理しリンク先が表示されている。 

ホワイトスペース 

19

放送用などある目的のために割り当てら

れているが、地理的条件や技術的条件に

よって他の目的にも利用可能な周波数。 

マイクログリッド 

 

 
20

一定の地域内で、複数の電源等を組み合

わせ、複数の需要家に電力を供給する、

小規模な分散電源のネットワークのこ

と。 

マッシュアップ 

35

Web 上に提供されている情報やサービス

などを組み合わせて、新しいソフトウェ

アやサービス、データベースなどを作る

こと。 

ミドルウェア 

７

ＯＳ上で動作し、アプリケーションソフ

トに対してＯＳよりも高度で具体的な機

能を提供するソフトウェア。決済処理用

やトランザクション処理用等、特定の分

野で必ず必要とされるような基本的な機

能は、ミドルウェアの形で提供されるこ

とが多い。 

ミラーリング 

10

データの複製を別の場所にリアルタイム

に保存すること。コンピュータに障害が

起きた時でも、別のコンピュータからデ

ータのコピーを取り寄せれば復旧でき

る。 

メッシュ型無線ＬＡＮ網 

10

広いエリアに設置した複数のアクセスポ

イントが互いに無線でパケットをやり取

りする技術をいう。バックエンドとなる
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インターネットなどへのアクセス回線が

減り、低コストで広い範囲の無線ＬＡＮ

網を構築でき、更に、障害に強いという

特長がある。 

モジュール化 

 

 

 

23

統一された標準や規格に沿って、複雑な

製品をいくつかの部分（モジュール）に

分解し、それぞれのモジュール毎に独立

したイノベーションが行われること。 

モバイルコンテンツ 

34

モバイルインターネット上で展開される

ビジネス（デバイスは、携帯電話端末）。

広義では、iPod や PSP など携帯型デジタ

ルオーディオ機器や携帯型ゲーム機での

コンテンツのダウンロードなども含む。 

ユビキタス（ネット）社会 

33

ユビキタスネットワーク技術を活用し、

いつでも、どこでも、何でも、誰でもが

ネットワークに簡単につながる社会像。

なお、ユビキタスとは「いたるところに

遍在する」という意味のラテン語に由来

した言葉。 

レセプト 

２

保健医療機関等が療養の給付等に関する

費用を請求する際に用いる診療報酬明細

書等の通称。急性期病院においては診療

内容の詳細情報も含まれる。 
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1 平成 22 年３月末現在、超高速ブロードバンドの世帯カバー率は約 92％（4,845 万世帯）、

また、本年３月現在、ブロードバンド加入契約者数（ＦＴＴＨ等を含む。）は約 3,496 万加

入、携帯電話加入数については、本年６月現在で、約 12,125 万加入等となっている。また、

放送のデジタル化（テレビジョン放送）のうち、特に、地上放送については、地上デジタ

ル放送対応受信機の普及世帯数は、平成 22 年 12 月現在、94.9％等となっている。【資料１

～５】 

 
2 「新たな情報通信技術戦略」（平成22年５月高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部

（以下「ＩＴ戦略本部」という。）決定。以下「新ＩＴ戦略」という。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/100511honbun.pdf参照）では、その「Ⅰ．基本認

識」として、「政府・提供者が主導する社会から納税者・消費者である国民が主導する社会

への転換」を掲げるとともに、「国民が主導する社会では、市民レベルでの知識・情報の共

有が行われ、新たな『知識情報社会』への転換が実現し、国民の暮らしの質を飛躍的に向

上させることができる。」としている。【資料６】また、総務省「スマート・クラウド研究

会報告書－スマート・クラウド戦略－」（平成22年５月17日同研究会。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu02_000034.html参照）によると、「ク

ラウドサービスを最大限活用し、企業や産業の枠を越えて、社会システム全体として、膨

大な情報や知識の集積と共有を図ることを可能とし、『農業社会』、『工業社会』に続く

今世紀型の『知識情報社会』の実現を目指すことを本報告書の最大の目的としている」と

されている。 

 
3 国土交通省国土審議会政策部会長期展望委員会「国土の長期展望」中間とりまとめ概要（本

年２月21日。以下「長期展望」という。http://www.mlit.go.jp/common/000135837.pdf参

照）によると、2020年においては、我が国の総人口は現在よりも減少し、65歳以上人口が

増加する一方で、生産年齢人口及び若年人口が減少することが推計されている。【資料７】

この点、総務省統計局「平成22年国勢調査抽出速報集計結果」（本年６月29日公表。

http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/index.htm参照。以下「平成22年国勢調査速報」

という。）によると、平成22年10月１日現在の我が国の人口１億2,805万６千人のうち、65

歳以上人口については、前回（平成17年）調査結果から、14.1％増となり、総人口に占め

る割合も20.2％から23.1％に上昇し、世界で最も高い水準となっている。なお、65歳以上

人口の15.6％が一人暮らしの単独世帯となっている。また、15歳未満人口については、前

回調査結果から、4.1％減となり、総人口に占める割合は13.8％から13.2％に低下している。

【資料８】 

 
4 長期展望によると、我が国の総人口は 2004 年の１億 2,784 万人（高齢化率 19.6％）をピ

ークとして、2030 年には１億 1,522 万人（高齢化率 31.8％）、2050 年には 9,515 万人（高

齢化率 39.6％）まで減少すると推計されている。【資料９】また、東日本大震災の被災地で

ある東北地方等の３大都市圏以外では、人口減少と高齢化の双方が進展している。【資料 10】

この点、「復興への提言～悲惨のなかの希望～」（本年６月 25 日東日本大震災復興構想会議。

以下「復興構想会議提言」という。

http://www.cas.go.jp/jp/fukkou/pdf/kousou12/teigen.pdf 参照）によると、「被災地の

経済は、震災前から必ずしも好調であったわけではない。過疎化が進行し人口減少社会の

抱える問題が先駆的に表れていたのがこの地域であった。」とされている（第４章（２）

②参照）。【資料 11～12】 

 
5 気候変動に関する政府間パネル(ＩＰＣＣ)第４次評価報告書統合報告書（平成19年11月。
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概要については http://www.env.go.jp/earth/ipcc/4th/ar4syr.pdf 参照。）によると、21

世紀末の世界平均地上気温の上昇は、20 世紀末と比較して、環境の保全と経済の発展を地

球規模で両立する社会で約 1.8℃、化石エネルギーを重視しつつ高い経済成長を実現する社

会で約 4.0℃と予測されている。【資料 13】 

 
6 「東日本大震災」の呼称については、本年３月 11 日 14 時 46 分頃に発生した東北地方太

平洋沖地震による災害として、同年４月１日に閣議決定された。政府の緊急災害対策本部

によると、平成 23 年７月 12 日 17 時現在、各地の震度（震度６弱以上）は、震度７が宮城

県北部、震度６強が宮城県南部・中部、福島県中通り・浜通り、茨城県北部・南部、栃木

県北部・南部、震度６弱が岩手県沿岸南部・内陸北部・内陸南部、福島県会津、群馬県南

部、埼玉県南部、千葉県北西部とされ、津波警報（大津波）については、同日 14 時 49 分

に発表とされている。そして、人的被害については、死者１万 5,555 名、行方不明 5,344

名、負傷者 5,688 名、建築物被害については、全壊 10 万 7,796 戸、半壊 11 万 7,383 戸、

一部損壊 43 万 4,850 戸とされている。また、被災者支援の状況について、全国の避難者９

万 9,236 名、仮設住宅等の状況について、応急仮設住宅の着工戸数として、４万 7,553 戸

が着工済み（うち３万 7,962 戸完成）、1,844 戸が着工予定、国家公務員宿舎や公営住宅等

の受入可能戸数が５万 8,756 戸（うち１万 2,213 戸提供済み）とされている（「東日本大

震災への対応～首相官邸災害対策ページ～」http://www.kantei.go.jp/saigai/index.html

参照）。 

 
7 固定回線（加入電話＋ISDN）については最大約 100 万回線が利用不可、携帯電話基地局に

ついては４社合計で最大約２万９千局が停波したが、固定電話の交換局（NTT 東日本）につ

いては本年４月末までに一部の地域を除き復旧、携帯電話の通話エリアについては同月末

までに一部の地域を除き震災前と同等レベルまで復旧している。放送局（ラジオ・テレビ）

の停波状況については、本年３月 12 日現在で、テレビ 120 ヶ所、ラジオ２ヶ所であったが、

同年６月１日、宮城県内の中継局１ヶ所を除きテレビジョン中継局はすべて放送を再開し

ている。また、本年６月 30 日時点で、被災３県のうち少なくとも 23 市町村において、公

設の情報通信基盤（ブロードバンド、ケーブルテレビ、イントラネット等）が損壊してい

る。【資料 14～16】 

 
8 戸籍簿については、例えば、宮城県女川町において、災害弔慰金の支給を申請する際に、

支給対象者と死亡者との関係が分かるものとして戸籍謄本が必要とされている（「女川町暮

らしの情報」http://www.town.onagawa.miyagi.jp/m/menu03-3.html#top 参照）。また、法

務省によると、戸籍の正本が滅失した場合には、管轄法務局で保存している戸籍の副本等

に基づき戸籍が再製されるが、東日本大震災により滅失した宮城県南三陸町・女川町、岩

手県陸前高田市・大槌町の戸籍の正本については、管轄法務局において保存していた戸籍

の副本等に基づき再製作業が行われ、本年４月 25 日に戸籍の再製データの作成が完了し、

戸籍の謄抄本については、各市町において戸籍情報システムが設置され、再製データを反

映した後に取得することが可能となる予定とされている（「東日本大震災により滅失した戸

籍の再製データの作成完了について」http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00024.html 参

照）。 

 また、カルテについては、例えば、少なくとも岩手県及び宮城県の 14 病院において、津

波による紙のカルテの流失や電子カルテのサーバの損壊により、患者情報が失われ、患者

の既往歴や処方薬が分からない状態になっていたという記事（本年６月 25 日読売新聞

http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=42797 参照）等がある。 

 そして、教科書については、例えば、(社)全国教科書供給協会のまとめによると、宮城

県、岩手県、福島県等６県で新学期から配布予定だった小中高校等の教科書の約50万４千
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冊が津波等により使用不可となったという記事（本年３月30日朝日新聞

http://www.asahi.com/national/update/0329/TKY201103290502.html参照）等がある。ま

た、文部科学省によると、一部の教科書が被災により使用できなくなり、災害等に対応す

るために用意している予備を含めて供給が行われるとともに、教科書発行者において並行

して増刷・出荷が進められ、最も遅いものでも、本年４月15日までに増刷が終了し、出荷

される予定とされている

（http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1304740.htm参照）。 

 
9 衛星携帯電話については、本年６月 30 日までに最大で総務省から計 353 台（国際電気通

信連合（ＩＴＵ）から総務省に無償供与されたものを含む。）、電気通信事業者からも計 940

台を被災自治体、各県対策本部等に無償貸与された。また、総務省が備蓄している簡易無

線及びＭＣＡ計 1,770 台が被災自治体、各県対策本部等に無償貸与された。この他、関係

団体からも簡易無線及びＭＣＡ計 1,443 台の提供があった。 

 
10 コミュニティ放送は、生活情報、行政情報、災害情報等の地域に密着した情報を住民に

提供するＦＭ放送であり、本年３月 14 日、総務省により、東北地方のコミュニティ放送事

業者（27 者）に対し、被災者の生活支援等のための放送に実施に努めるよう要請が行われ

た。総務省においては、本年６月 30 日現在、被災 24 市町から今次震災に係る災害情報を

市民に提供するための臨時災害放送局（地震等の災害が発生した場合に、その被害を軽減

するために役立つことを目的として、臨時かつ一時的に開設されるＦＭ放送局）開設の申

請により、その開設が臨機に許可されている。臨時災害放送局により、今次震災発生当初

においては、避難者情報、安否情報、支援物資情報等が中心に放送され、その後は、仮設

住宅等のための手続といった行政情報や入浴情報等が提供されている。また、災害時にお

いて、放送メディアは、輻そうなく迅速な情報提供が可能であるが、停電が広範囲に発生

してテレビの視聴が困難となった中で、電池等の方法で情報へのアクセスが可能なラジオ

放送が活用され、本年３月 11 日、総務省により、日本放送協会（ＮＨＫ）、（社）日本民間

放送連盟及び東北地方のラジオ放送事業者に対し、災害情報伝達の充実について要請が行

われた。さらに、放送事業者等により携帯用ラジオの配布が行われた。 

 
11 インターネットについては、テレビが視聴できない地域があること等に配慮し、放送事

業者により、放送と同時に、民間の動画配信サイトで番組の配信が行われた。また、公共

機関等によるソーシャルメディアを活用した情報発信や、公共機関等により２次利用しや

すい形で公開された情報を、民間事業者で加工等することによる各種情報提供サービスの

提供、そして、これらインターネット上の膨大な情報を整理しまとめる各種ポータルサイ

トの提供等が行われている。他方、携帯端末については、例えば、本審議会情報通信政策

部会新事業創出戦略委員会の下に設置されたＩＣＴ利活用戦略ワーキンググループ（座

長：村上輝康(株)野村総合研究所シニアフェロー。以下「利活用戦略ＷＧ」という。）第４

回会合（本年４月 26 日）資料「ＩＣＴ利活用による適切な災害対策情報流通のための課題

例」参照。なお、同会合において、「一番最初に情報が行き渡ったのは、実は携帯電話であ

る。こういう避難所のドクターと最初に連絡がとれたのもやはり携帯電話で、携帯電話の

メールである。いわゆるテキストメッセージが一番最初にたどり着く」という議論も行わ

れている。 

 
12 多くの住民が全国各地に避難し、避難前住所地の市町村や県において、避難者の所在地

等の情報把握が課題となっているため、避難者から避難先市町村へ避難先等に関する情報

について任意に提供を受け、その情報を避難元の県や市町村へ提供し、当該情報に基づき

避難元の県や市町村が避難者への情報提供等を行う「全国避難者情報システム」を構築す
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ることについて、本年４月 12 日、総務省により、各都道府県等に対して協力が依頼された

（「避難先における情報提供の受付について（全国避難者情報システム）」

http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000082.html 参照）。 

 
13 例えば、一般社団法人オープンストリートマップ・ファウンデーション・ジャパンの有

志やボランティア参加のメンバーにより運営されている「sinsai.info」サイトにおいては、

国土地理院等をデータ提供元として、建物レベルで、被災地情報（避難所、物資、消息、

インフラ）が閲覧可能となっている（http://www.sinsai.info/ushahidi/参照）。【資料 17】

なお、その他の情報プラットフォーム分野における民間による被災者向け支援サービス等

の具体例については、別添（１）の「新事業創出戦略～情報流通連携基盤の実現による東

日本復興・日本再生に向けて～」（平成 23 年６月 13 日本審議会情報通信政策部会新事業創

出戦略委員会。以下「新事業創出戦略」という。）の参考資料Ｃ「東日本大震災に係るＩＣ

Ｔ分野での官民の取組の状況」（利活用戦略ＷＧ第４回会合資料）参照。 

 
14 住民関連データについては、庁舎の壊滅等に伴い、市区町村の住民基本台帳が滅失し、

また、都道府県の住民基本台帳ネットワークシステム用サーバが使用不能となることによ

り、住民の安否確認や被災住民の支援活動に支障が生じるため、本年３月 17 日、総務省に

より、各都道府県に対し、同システムを活用した安否確認等のための都道府県による本人

確認情報の利用や市区町村による都道府県サーバ上の本人確認情報の確認等について通知

が行われた（「『東北地方太平洋沖地震により市区町村の住民基本台帳が滅失している場合

等の取扱いについて（通知）』の発出」

（http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_01000010.html）参照）。 

 また、母子手帳関連データについては、全県規模での周産期電子カルテネットワークと

Ｗｅｂ母子手帳が連携する「岩手県周産期医療情報ネットワークシステム『いーはとーぶ』」

（2009 年総務省 u－Japan 大賞受賞

http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ict/u-japan/pdf/bp_2009/02_0530.pdf 参照）によ

り、消失した沿岸部の妊婦データが岩手医科大学のサーバに保存されていたため、短期間

で復元が可能となった事例がある。 

 
15 昭和 23 年法律第 201 号。 

 
16 本年３月 23 日、厚生労働省より、各都道府県に対して通知が行われた（「情報通信機器

を用いた診療（遠隔診療）等に係る取扱いについて」

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015rt9-img/2r9852000001607e.pdf 参照）。 

 
17 脚注 16 に同じ。 

 
18 厚生労働省「『健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン』

を補完する事例集」（平成17年３月）における「問303」では、「あらかじめ本人の同意な

く、個人データを第三者に提供することができる場合とは、具体的にどのような場合か。」

として、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第23条第１項第２号「人の

生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困

難である場合（例えば、①意識不明となった本人について、血液型、家族の連絡先等に関

する情報を医療機関等に提供する場合や、②災害発生時に、宿泊者の安否確認のために保

養所が警察・消防機関等に対して宿泊者に関する情報を提供する場合など、人の生命、身

体又は財産が害されるおそれが高まっているとき）」等が挙げられている（利活用戦略Ｗ

Ｇ第４回会合資料「災害医療における制度的課題（東京大学政策ビジョン研究センター秋
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山昌範）」（http://www.soumu.go.jp/main_content/000112457.pdf）参照）。 

 
19 例えば、平成 22 年版情報通信白書

（http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h22/html/md000000.html）第

１部等参照。 

 
20 平成22年版情報通信白書

（http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h22/html/md000000.html）に

よると、人口の高齢化は、全国的に見られる現象であるが、むしろ大都市圏において顕著

であり、また、非大都市圏から大都市圏への人口移動は、90年代後半以降増加傾向にあり、

人口の社会減は、非大都市圏が特に直面する現象となっている。具体的には、平成16（2004）

年から平成21（2009）年までの人口増減率を見た場合、三大都市圏では1.3％の増加となっ

ている一方、それ以外の地方においては1.8％の減少となっている。【資料10】また、平成

22年国勢調査速報によると、総人口に占める都道府県別の65歳以上人口の割合について、

全国平均の23.1％に対し、例えば、東日本大震災の被災地である岩手県、宮城県及び福島

県はそれぞれ28.6％（前回調査結果では24.6％）、23％（同20％）及び25.8％（同22.7％）

となっており、高齢化が進展している。【資料18】 

 
21 内閣府経済社会総合研究所「平成 22 年度企業行動に関するアンケート調査報告書」

（http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html 参照）によると、近年、海外現地生

産を行う企業数の割合は、平成２年以降一貫して増加傾向にあり、製造業全体では、平成

21 年度実績は 67.1％、同 22 年度実績見込みは 67.2％、同 27 年度見通しは 67.7％となっ

ている。また、海外現地生産（生産高）比率は、製造業全体（実数値平均）でみると、同

21年度実績は17.1％、同22年度実績見込みは18.0％で推移し、同27年度見通しでは21.4％

と上昇する見通しとなっている。【資料 19～20】そして、東日本大震災の発生により、さ

らなる生産拠点の海外流失が懸念されており、復興構想会議提言によると、「今回の大震災

は、わが国の経済社会の構造変化を背景とする経済停滞のなかで生じた危機である。震災

を契機に、生産拠点を日本から海外に移転するなど、産業の空洞化が加速化するおそれが

あり、国内の立地環境の改善が急務である。」とされている（第４章（２）②参照）。 

 
22 例えば、本年４月のＷＥＦ（World Economic Forum）の「Global Information Technology 

Report」（http://www.weforum.org/issues/global-information-technology 参照）による

と、我が国のＩＣＴ分野の国際競争力ランキングは世界第 19 位となっている。また、本年

４月のＩＭＦ（International Monetary Fund）の「World Economic Outlook database」

（http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/index.aspx 参照）による

と、2010 年の実質経済成長率については、日本が 3.9％、米国が 2.8％と低水準にとどまる

一方、中国は 10.3％、ブラジルは 7.5％と新興国においては高い成長率を持続しており、

今後もさらなる市場拡大が予想されている。さらに、ＯＥＣＤ（Organization for Economic 

Co-operation and Development）の「OECD Communications Outlook 2011」

（http://www.oecd.org/document/44/0,3746,en_2649_34225_43435308_1_1_1_1,00.html

参照）によると、ＯＥＣＤ加盟国等における 1999 年と 2009 年の通信機器輸出額を比較す

ると、中国・韓国等は大幅に増加している一方、我が国の輸出額は微増となっており、輸

出額シェアについては 6.4％から 2.0％へと大幅に低下している。【資料 21～23】 

 
23 ＩＣＴによる地域活性化については、総務大臣主催の「ＩＣＴ地域活性化懇談会」（座長：

金子郁容慶應義塾大学政策・メディア研究科教授）、ＩＣＴによる新事業創出については、

本審議会情報通信政策部会の下に設けられた「新事業創出戦略委員会」（主査：新美育文明
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治大学法学部教授）、ＩＣＴグローバル展開の在り方については、総務副大臣主催の「ＩＣ

Ｔグローバル展開の在り方に関する懇談会」（座長：岡素之住友商事(株)代表取締役会長）、

また、研究開発・標準化の在り方については、同部会の下にそれぞれ設けられた「研究開

発戦略委員会」（主査：安田浩東京電気大学未来科学部長教授・（社）電子情報通信学会会

長）及び「情報通信分野における標準化政策検討委員会」（主査：徳田英幸慶應義塾大学政

策・メディア研究科委員長。本審議会諮問第18号「情報通信分野における標準化政策の在

り方」について検討するため、本年２月10日に本審議会情報通信政策部会の下に設置され

た。）において検討が行われた。さらに、デジタルコンテンツの活用による地域活性化や海

外への情報発信等については、総務副大臣主催の「デジタルコンテンツ創富力の強化に向

けた懇談会」（座長：中村伊知哉慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授）におい

て検討が行われた。【資料24～29】 

 
24 復興構想会議提言によると、「もともと、日本は世界に類を見ない高齢化に対応して、働

く意思と仕事能力のある人は年齢にかかわりなく、その能力を発揮できる生涯現役社会を

目指すべき状況にあった」とされている（第４章（２）②参照）。【資料 11】 

 
25 復興構想会議提言によると、「製造業の海外移転による空洞化、海外企業の日本離れを防

ぐため、電力の安定供給の確保を優先度の高い問題として取り組まなくてはならない。」

とされている（第４章（２）①参照）。【資料 11】 

 
26 「復興構想７原則」（本年５月 10 日東日本大震災復興構想会議決定）のうち「原則５」

として、「被災地域の復興なくして日本経済の再生はない。日本経済の再生なくして被災

地域の真の復興はない。この認識に立ち、大震災からの復興と日本再生の同時進行を目指

す。」ことが掲げられている。【資料 30】また、「政策推進指針～日本の再生に向けて～」

（本年５月 17 日閣議決定。「以下「政策推進指針」という。

http://www.npu.go.jp/policy/pdf/001.pdf 参照）においては、「東日本の復興を支え、震

災前から直面していた課題に対応するため、日本の再生に向けた取組も再スタートしなけ

ればならない」とした上で、「震災復興と並ぶ日本再生の方針」として、「財政・社会保

障の持続可能性確保」及び「新たな成長へ向けた国家戦略の再設計・再強化」を提示して

いる。さらに、「日本再生に向けた再始動」における「再始動に当たっての基本７原則」

として、「再始動に当たっては、震災で中断していたものを単に再開することではいけな

い。以下の基本原則にのっとり、新たな成長へ向けた戦略の『質的転換』を通じて、柔構

造の経済、産業、地域社会を再構築するとともに、これらを支える人材の育成を行う。東

日本大震災により露呈した弱点を克服するとともに、傷ついた信頼を回復し、世界との絆

を強めていく。力強い日本を再生させるものでなければならない。」とした上で、「①日

本再生が東日本復興を支え、東日本復興が日本再生の先駆例に」が掲げられている。【資

料 31】 

 
27 例えば、(株)東日本放送と(株)サーベイリサーチセンターが共同で実施した「東日本大

震災『宮城県沿岸部における被災地アンケート』調査結果」（本年４月）（宮城県沿岸部の

避難所における被災者への個別面接調査による）によると、生活上の不安や問題を解消す

るような情報提供が充分かどうかについて、「あまり提供されていない」が 42％と最も多く、

「まったく提供されていない」を合わせると約６割が情報提供が不足していると回答して

いる。また、震災に関する報道の問題点として、47％が「報道に取り上げられる場所とそ

うでない場所がある」、30％が「今自分たちに必要なことが報道されていない」と回答して

いる。 
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28 復興構想会議提言によると、「留意すべきは、さまざまな施策を講ずるに際して、人と人

とを切り離すのではなく、人と人とを結びつける工夫である。『つなぐ』ということは各

種施設を作るハード面でも、コミュニティを作るソフト面においても、同じように重要で

ある。」と提言されている（第１章（１）序参照）。【資料11】 

 
29 総務省「平成 22 年通信利用動向調査」

（http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/data/110518_1.pdf 参照）による

と、インターネットの利用率は高齢者層では依然として低く、70～79 歳で 39.2％、80 歳以

上で 20.3％となっている。【資料 32】 

 
30 復興構想会議提言によると、「復興に際しては、地域のニーズを優先すべきである。同時

に、長期的な展望と洞察を伴ったものでなくてはならない。一方で高齢化や人口減少等、

わが国の経済社会の構造変化を見据え、他方で、この東北の地に、来るべき時代をリード

する経済社会の可能性を追求するものでなければならない。そこで、高齢者や弱者にも配

慮したコンパクトなまちづくり、くらしやすさや景観、環境、公共交通、省エネルギー、

防犯の各方面に配慮したまちづくりを行う。」と提言されている（第２章（２）②参照）。

【資料11】 

 
31 東日本大震災に関しては、甚大な被害の全体像がまだ十分に把握できていないところで

あるが、今後の被災地の復旧・復興に関する関係各方面の議論の参考に資するため、スト

ック（建築物、ライフライン施設、社会基盤施設等）の被害額の推計について、各県及び

関係府省からの被害額（ストックの毀損額相当分）に関する提供情報に基づき、内閣府（防

災担当）において取りまとめられたもの（「東日本大震災における被害額の推計について」

http://www.bousai.go.jp/oshirase/h23/110624-1kisya.pdf 参照）。 

 
32 本年３月の内閣府による試算（「月例経済報告等に関する関係閣僚会議震災対応特別会合

資料－東北地方太平洋沖地震のマクロ経済的影響の分析－」

http://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei-s/1103.pdf参照）であるストック（社会資本・

住宅・民間企業設備）に関する被災地全域の毀損額約16～25兆円をもとに、(株)情報通信

総合研究所において、ＩＣＴ関連資本ストックの被害額を推計したもの（本年５月30日報

道発表「東日本大震災による民間ＩＣＴ関連資本の損害額は最大4.4兆円−ICT関連復興投資

のＧＤＰ押上げ効果は0.6％、雇用創出効果は35.7万人に−」

http://www.icr.co.jp/press/press20110530.html参照）。【資料33】 

 
33  (株)情報通信総合研究所によると、復興投資１兆円当たりの経済波及効果について、一

般資本設備の場合、ＧＤＰについては 0.81 兆円及び雇用者については 11.3 万人としてい

る一方、情報資本設備のうち通信施設建設の場合、ＧＤＰについては 0.85 兆円及び雇用者

については 14 万人、ソフトウェアの場合、ＧＤＰについては 0.91 兆円及び雇用者につい

ては 10.2 万人としている。【資料 33】 

 
34 復興構想会議提言によると、「人と人をつなぐ情報通信基盤に大きな被害が生じており、

次世代の発展につながるようにその復旧を進めるべきである。特に、震災発生後、携帯電

話が非常につながりにくい状態となったことから、そうした状況を改善するような取組を

進めるべきである。」と提言されている（第２章（６）③参照）。さらに、同提言では、

「今回の大震災のように未曾有の大災害が生じた場合でも、わが国全体としての経済社会

活動が円滑に行われるよう、国土利用のあり方そのものを考えねばならない。その際には、

『減災』という考え方に基づいて、生命・身体・財産を守る安全面に十分配慮する必要が
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ある。そのため、防災拠点の整備とともに、広域交通・情報通信網、石油・ガスなどのエ

ネルギー供給網や施設、上下水道などの社会基盤について、施設そのものの防災対策の強

化と同時に、これらのルートの多重化が必要である。」と提言されている（第３章（５）③

参照）。【資料 11】 

 
35 復興構想会議提言によると、各種取組により、「被災地における人と人との絆が確保され、

情報通信技術を活用する能力が向上することを通じて、被災地の人々が情報通信技術を使

いこなし、復興の主役となることが望まれる」ことが提言されている（第２章（６）③参

照）。【資料11】 

 
36 新ＩＴ戦略においては、その「Ⅰ．基本認識」における「新たな国民主権の社会を確立

するための、非連続な飛躍を支える重点戦略（３本柱）」の１つとして、「地域の絆の再

生」が掲げられている。【資料６】 

 
37 復興構想会議提言の「前文」において、「われわれは誰に支えられて生きてきたのかを自

覚化することによって、今度は誰を支えるべきかを、震災体験は問うている筈だ。その内

なる声に耳をすませてみよう。おそらくそれは、自らを何かに『つなぐ』行為によって見

えてくる。人と人とをつなぐ、地域と地域をつなぐ、企業と企業をつなぐ、市町村と国や

県をつなぐ、地域のコミュニティの内外をつなぐ、東日本と西日本をつなぐ、国と国をつ

なぐ。大なり小なり『つなぐ』ことで『支える』ことの実態が発見され、そこに復興への

光がさしてくる。」、そして、「そもそも、自衛隊をはじめとする全国から集まった人々

の献身的な救助活動は、まさにつなぎあい、支えあうことのみごとなまでの実践に他なら

なかった。そこで引き続き東北の復興を国民全体で支えることにより、日本再生の『希望』

は一段と身近なものへと膨らんでいく。そしてその『希望』を通じて、人と人をつなぐ『共

生』が育まれる。」と提言されている。【資料 11】 

 
38 復興構想会議提言によると、「人を活かす情報通信技術の活用」の観点から、「情報通信

技術の利用・活用を進め、地域医療や医療・介護の連携強化のための情報共有や、農林水

産業の６次産業化（略）など、震災で打撃を受けた地域の産業の再生・創出に取り組むべ

きである」ことが提言されている（第２章（６）③参照）。【資料11】 

 
39 復興構想会議提言によると、「エネルギー戦略の見直しにあたっては、再生可能エネルギ

ーの導入促進、省エネルギー対策、電力の安定供給、温室効果ガス削減といった視点で総

合的な推進を図る必要がある。」と提言されている（第４章（２）①参照）。【資料 11】 

 
40 政策推進指針の参考資料である「今後の政策対応（当面、短期、中長期）」（以下「政

策推進指針参考資料」という。

http://www5.cao.go.jp/keizai/bousai/pdf/shishin-sankou.pdf 参照）によると、例えば、

中長期的な電力需給の逼迫について、ＧＤＰの「抑制要因」として、「当面」は「電力制

約の影響」、「短期（今後３年程度）」は「電力制約が残る懸念」、そして、「中長期」

は「エネルギー・環境制約の懸念」が挙げられている。【資料 31】なお、福島第一原子力

発電所の事故をはじめとする今次震災の発電施設への影響により、被災地のみならず広範

囲にわたる電力の供給制約が生じており、電力需給緊急対策本部（本年５月 16 日に改組さ

れ、現在は「電力需給に関する検討会合」）において、本年５月 13 日、「夏期の電力需給対

策について」がとりまとめられた

（http://www.meti.go.jp/earthquake/electricity_supply/0513_electricity_supply_02

_00.pdf 参照）。これによると、今夏の供給力の見通しとして、東京電力(株)から東北電力
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(株)に最大限の融通を行うこととし、この結果、東京電力で 5,380 万 kw（本年７月末）、東

北電力で1,370万kw（本年８月末）となり、最低限必要な需要抑制率は、東京電力で▲10.3％、

東北電力で▲7.4％になるとされ、そして、余震等による火力の復旧の遅れ、再被災、老朽

火力の昼夜連続運転、被災火力の緊急復旧等に伴う技術的リスク、電力融通の不調等のリ

スクを踏まえ、東京・東北電力管内全域における需要抑制率について、▲15％の目標が設

定されている。これを踏まえ、本年７月１日より、今夏の電力需要が増加する見込みの期

間・時間帯において、東京電力(株)及び東北電力(株)管内の大口需要家（契約電力 500kW

以上）を対象とした電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第 27 条に基づく電力使用制限

（昨夏の同期間における使用最大電力から 15％削減）が実施されている（「電気事業法第

27 条による電気の使用制限の発動について」

http://www.meti.go.jp/earthquake/shiyoseigen/index.html 参照）。 

 
41 復興構想会議提言によると、「地域自立型エネルギーシステム被災地におけるインフラの

再構築にあたっては、先端的な自立・分散型エネルギーシステムを地域特性に応じて導入

していくことが必要である。そのシステムは、まず、省エネルギーシステムの効率的な活

用、次いで、再生可能エネルギーなど多様なエネルギー源の利用と蓄電池の導入による出

力不安定性への対応、さらにガスなどを活用したコジェネ（熱電併給）の活用を総合的に

組み合わせたものである。こうした自立・分散型エネルギーシステム（スマート・コミュ

ニティ、スマート・ビレッジ）は、エネルギー効率が高く、災害にも強いので、わが国で

長期的に整備していく必要がある。そこで、被災地の復興において、それを先導的に導入

していくことが求められる。」と提言されている（第２章（６）②参照）。【資料 11】 

 
42 平成 22 年版情報通信白書

（http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h22/html/md000000.html）に

よると、情報通信産業については、平成８年以降、一貫して日本経済の実質成長にプラス

の貢献をしており、特に、平成 20 年までの５年間の平均で約 38％の寄与率となっている。

【資料 34】また、新ＩＴ戦略においては、その「Ⅰ．基本認識」における「新たな国民主

権の社会を確立するための、非連続な飛躍を支える重点戦略（３本柱）」の１つとして、

「新市場の創出と国際展開」が掲げられている。【資料６】 

 
43 復興構想会議提言によると、「復興の主体は、住民に最も身近で地域の特性を理解してい

る市町村が基本とな」り、「国は、ビジョン・理念、支援メニューを含む復興の全体方針

を示し、復興の主体である市町村の能力を最大限引き出せるよう努力すべきである」こと

等が提言されている（第１章（６）①参照）。【資料 11】 

 
44 復興構想会議提言によると、「地域づくり（まちづくり、むらづくり）の考え方」として、

「今後の復興にあたっては、大自然災害を完全に封ずることができるとの思想ではなく、

災害時の被害を最小化する『減災』の考え方が重要である。この考え方に立って、たとえ

被災したとしても人命が失われないことを最重視し、また経済的被害ができるだけ少なく

なるような観点から、災害に備えなければならない。この『減災』の考え方に基づけば、

これまでのように専ら水際での構造物に頼る防御から、『逃げる』ことを基本とする防災

教育の徹底やハザードマップの整備など、ソフト面の対策を重視せねばならない。さらに、

防潮堤等に加え、交通インフラ等を活用した地域内部の第二の堤防機能を充実させ、土地

のかさ上げを行い、避難地・避難路・避難ビルを整備する。加えて、災害リスクを考慮し

た土地利用・建築規制を一体的に行うなど、ソフト・ハードの施策を総動員することが必

要である。なお、地域づくりにあたっては、これまで以上に、人と人の結びつきを大切に

するコミュニティの一体性を確保することについても、十分に考慮しなければならない。」
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ことが提言されている（第１章（２）①参照）。【資料11】 

 
45 「復興構想７原則」のうち「原則３」として、「被災した東北の再生のため、潜在力を

活かし、技術革新を伴う復旧・復興を目指す。この地に、来たるべき時代をリードする経

済社会の可能性を追求する。」ことが掲げられている。【資料 30】また、「東日本大震災

復興構想会議の開催について」（本年４月 11 日閣議決定）によると、同会議の開催の「趣

旨」として、「未曾有の被害をもたらした東日本大震災からの復興に当たっては、被災者、

被災地の住民のみならず、今を生きる国民全体が相互扶助と連帯の下でそれぞれの役割を

担っていくことが必要不可欠であるとともに、復旧の段階から、単なる復旧ではなく、未

来に向けた創造的復興を目指していくことが重要である。このため、被災地の住民に未来

への明るい希望と勇気を与えるとともに、国民全体が共有でき、豊かで活力ある日本の再

生につながる復興構想を早期に取りまとめることが求められている。」としている。 

 
46 政策推進指針参考資料によると、ＧＤＰの「抑制要因」として、「短期（今後３年程度）」

は「電力制約が残る懸念」や「企業・人材の流出懸念」等、そして、「中長期」は「エネ

ルギー・環境制約の懸念」や「企業・人材の流出懸念」等が挙げられている。【資料 31】 

 
47 脚注 22 参照。【資料 21～23】 

 
48 復興構想会議提言によると、「被災地の経済は、震災前から必ずしも好調であったわけで

はない。過疎化が進行し人口減少社会の抱える問題が先駆的に表れていたのがこの地域で

あった。その上に襲った震災の衝撃は激烈であったが、力強い復興をきっかけに、状況を

逆転していく意気込みが求められる。それを解く鍵の１つが、生涯現役社会の実現である。」

とされ、「こうして実現された元気な日本経済は、高付加価値を目指す生産性向上によっ

て支えられる」とされている（第４章（２）②参照）。【資料 11】 

 
49 本年３月 19 日から４月 28 日までの間、特定非営利活動法人 ITS Japan において、本田

技研工業(株)、パイオニア(株)、トヨタ自動車(株)及び日産自動車(株)からのプローブ情

報を活用した、被災地等での通行実績情報の作成・提供が行われ、後半の４月６日から４

月 28 日までの間は、国土地理院との連携により、通行実績・通行止情報として作成・提供

が行われた。具体的には、カーナビゲーションシステムの利用者の設定・操作により各事

業者に送信されている情報をもとに、匿名化された緯度・経度情報について各事業者にお

いて２４時間ごとに集計処理・統計処理を行い、通行実績のあった道路の情報としてＫＭ

Ｌ（Keynote Markup Language）ファイルに変換して ITS Japan に送信し、ITS Japan にお

いて各事業者の情報を１つの情報に集約・統合の上、サービスが提供された

（http://www.its-jp.org/saigai/参照）。なお、本サービスの提供にあたっては、総務省

等により実施された異なる事業者のプローブ情報の共通化等による交通渋滞やＣＯ２の削

減に関する調査等の経験が活かされている。例えば、総務省においては、異なる事業者同

士のマイカープローブ情報やタクシーのプローブ情報等を共通化し、交通情報の集約及び

統合化により、交通渋滞の削減及びＣＯ２削減の効果検証を行うことを目的として、平成

22 年度に「グリーンＩＴＳによるＣＯ２削減のための調査及び検討」が実施された。また、

同様の取組として、本田技研工業(株)とパイオニア(株)による前日の通行実績情報等が、

「Google Crisis Response」自動車・通行実績情報マップ

（http://www.google.co.jp/intl/ja/crisisresponse/japanquake2011_traffic.html 参照）

と「Yahoo!地図」道路通行確認マップ（http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?fa=in&road=ok

参照）で公開されている。 
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50 ＳＩＭロック解除が可能な端末については、ＮＴＴドコモ及びイー・アクセスからは既

に発売されている。【資料 35】 

 
51 (株)ＭＭ総研「国内携帯電話及びスマートフォンの市場規模予測」によると、スマート

フォンの販売台数については、平成 21（2009）年度で 217 万台、平成 22（2010）年度で 386

万台となる見通しであり、平成 27（2015）年度には 2,030 万台になると予測されている。

また、契約数については、平成 21 年度末の 315 万件から、平成 27 年度には 4,760 万件に

拡大すると予測されている。【資料 36】 

 
52 例えば、ＮＨＫや民間放送事業者により、放送と同時に「ユーストリーム」や「ニコニ

コ生放送」等の民間事業者による動画配信サイトに今次震災関連のニュースが提供され、

インターネットによる配信が行われた（コンテンツ分野における民間によるコンテンツ提

供の具体例については、別添の新事業創出戦略の参考資料Ｃ「東日本大震災に係るＩＣＴ

分野での官民の取組の状況」（利活用戦略ＷＧ第４回会合資料）参照）。 

 
53 平成 22 年 11 月 26 日に、放送法等の一部を改正する法律（平成 22 年法律第 65 号）が成

立し、通信・放送分野におけるデジタル化の進展に対応した制度の整理・合理化を図るた

め、各種の放送形態に対する制度を統合し、無線局の免許及び放送業務の認定の制度を弾

力化する等、放送、電波及び電気通信事業に係る制度の整備が行われた。免許不要局の拡

大等については本年３月１日に、放送番組の種別の公表等については同月 31日に施行され、

本年６月 30 日に完全施行された。【資料 37】 

 
54 Ｍ２Ｍとは、ネットワークに繋がれた機械同士が人間を介在せずに相互に情報交換し、

自動的に最適な制御が行われるシステムのことをいい、例えば、在庫管理、遠隔検診、運

行管理、配送管理がそのサービスシーンとして挙げられる。【資料 38】 

 
55 復興構想会議提言によると、「広域的インフラについては、各地域の復興プランと十分に

連携しながら、『多重化による代替性』（リダンダンシー）の確保という視点に留意しつ

つ、整備・再構築を図ることが重要である。」と提言されている（第２章（３）参照）。【資

料11】 

 
56 例えば、東京には６つ、大阪には４つのＩＸが設置されている。【資料 39】 

 
57 本年４月に設置後、同月８日以降、計４回の会合が開催され、①被災した通信インフラ

の復旧のために直ちに取り組むべき事項、②今後同様の緊急事態の発生に備えて、現行シ

ステムや技術を前提として取り組むべき事項、③技術革新を踏まえて取り組むべき事項等

について検討が実施されている。【資料 40～42】 

 
58 「自治体クラウド」については、近年さまざまな分野で活用が進んでいるクラウドコン

ピューティング技術を電子自治体の基盤構築に導入することにより、情報システムの効率

的な整備・運用や住民サービスの向上等を図ることを目的として、総務省において推進さ

れている（「自治体クラウドポータルサイト」

（ http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/lg-cloud/index.html ）

参照。 

 
59 総務省の「平成23年度の地方財政の見通し・予算編成上の留意事項等について」（平成

23年１月25日事務連絡http://www.soumu.go.jp/main_content/000099295.pdf参照）による
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と、「第３予算編成の基本的考え方」として、「自治体クラウドの推進については、地方

公共団体における行政コストの圧縮や実質的な業務の標準化の進展、住民サービスの向上

のための電子自治体の確立等に向けた取組を支援するため、複数の地方公共団体による情

報システムの集約と共同利用に向けた計画策定や情報通信基盤の整備構築に対する財政措

置を講じることとしている。」とされている。 

 
60 政府・与党社会保障改革検討本部（本部長：内閣総理大臣）において、本年６月 30 日に

決定された（内閣官房「社会保障・税に関わる番号制度」ウェブページ

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/110630/honbun.pdf 参照）。【資料 43～

44】 

 
61 「社会保障・税番号大綱」においては、「番号制度の目的は、正確な本人確認を前提に、

３．（１）で定義する『番号』（略）を活用して所得等の情報を把握し、それらの情報を社

会保障や税の分野で効果的に活用するとともに、ＩＴ化を通じ効率的かつ安全に情報連携

を行える仕組みを国・地方で連携し協力しながら整備することにより、国民生活を支える

社会的基盤を構築することである。」とし、同「仕組み」について、脚注１として、「情報

連携のためのルールや情報システム等。なお、このような仕組みについては、高度情報通

信ネットワーク社会推進戦略本部（略）において導入が検討されている『国民ＩＤ制度』

と共通するもの。」とされている。また、社会保障と税に関わる番号制度によりできるもの

として、防災福祉の観点から、災害時要援護者リストの作成及び更新や災害時の本人確認

等に加え、医療情報の活用として、「災害に伴いかかりつけの病院が被災し、個々人の医

療情報が滅失する可能性がある。このため災害時における特段の措置として、保険者が保

有するレセプト情報を医療機関等が『番号』を基に確認できるようにすれば、継続的、効

果的な医療支援を行うことができる。」ことが掲げられている（第２の２(3)参照）。【資

料 43～44】 

また、ＩＴ戦略本部企画委員会の下に設置された電子行政タスクフォースが本年６月に

取りまとめた「電子行政推進に関する基本方針に係る提言」（以下「電子行政推進基本方針

に係る提言」という。http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/denshigyousei/housin.pdf

参照）においては、「（略）高齢社会化等が進む中、国民一人一人の事情に対応したきめ細

かい行政サービスを提供していくことが政府の重要な責務となっている。社会保障の安心

を高め、税と一体的に運用すべく、電子行政の共通基盤として、官民サービスに汎用可能

ないわゆる国民ＩＤ制度を実現し、自己に関する情報の活用については、政府及び地方公

共団体において、本人が監視・コントロールできる制度及びシステムを整備することは、

我が国の電子行政において極めて重要な政策課題である。国民ＩＤ制度を実現するために

は、個人情報保護を確保し、府省・地方公共団体間等のデータ連携を可能とする情報連携

基盤を整備することが必要となる。情報連携基盤は、現在社会保障・税一体改革の中で導

入が検討されている社会保障と税に関わる番号制度（以下「番号制度」という。）と共通す

る事項であり、両制度において一体的に検討を進めていく必要がある。情報連携基盤にお

いては、個人を一意に識別するための符号を用いて各機関の情報の紐付けを行うことが必

要であるが、当該符号の在り方としては、個人情報保護やセキュリティ確保の重要性等を

踏まえれば、番号制度における『番号』とは別の識別子とし、また、一意性、悉皆性の観

点から、住民票コードに対応した新しいコードを符号とする方向で検討を進めることが望

ましい。なお、個人情報保護・セキュリティは、法制度やシステム、それらの運用方法を

含む番号制度及び国民ＩＤ制度全体で確保されるべきものであり、また、システムコスト、

国民の負担等も含む社会的コスト及び利便性との適切なバランスを図っていく必要がある。

平時における行政サービスの提供のみならず、災害時における被災者支援や復興等の観点

からも、番号制度及び国民ＩＤ制度により実現を目指している情報連携が大きな役割を果
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たす可能性を有しており、速やかな制度の整備に向けて取組を進める。今後の検討につい

ては、番号制度基本方針において『平成２７年１月 税務分野等のうち可能な範囲で利用

開始』というスケジュールが示されており、それに向けて、番号制度及び国民ＩＤ制度に

おいて共通する事項である上記の情報連携基盤のほか、個人情報保護の仕組み（第三者機

関の設立等）、本人確認、マイ・ポータル（仮称）等について、利用場面の拡大を見据えた

拡張性について十分に配慮しつつ、検討を加速することが必要である。」とされている（「第

４ 重要施策の推進」の「２．国民ＩＤ制度、企業コード等」のうち「（１）社会保障・税

に関わる番号制度と国民ＩＤ制度」参照）。 

 
62 例えば、文部科学省の「都道府県別環境放射能水準調査結果」のウェブページにおいて

は、「アクセスの集中を防ぐため、文部科学省ホームページほか、下記にも情報を掲載して

おりますので、ご覧ください。」とされ、５つのサイトが紹介されている

（http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1303723.htm 参照）。【資料 45】 

 
63 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（ＩＴ戦略本部）は、高度情報通信ネット

ワーク社会形成基本法（平成 12 年法律第 144 号）に基づき、平成 13（2001）年１月に内閣

に設置された本部である。内閣総理大臣を本部長、総務大臣等を副本部長とし、全閣僚が

構成員となっている。同本部においては、政権交代後初のＩＴ戦略として、平成 22（2010）

年５月に「新たな情報通信技術戦略」を、同年６月に同戦略の工程表を決定している

（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/参照）。 

 
64 電子行政推進基本方針に係る提言においては、「特に緊急時においては、限られたリソー

スの中で確実に情報を提供する観点から、（略）アクセスの集中により情報提供が不可能と

なる事態を回避するための方策を検討する必要がある」とされている（「第４ 重要施策の

推進」の「５．オープンガバメント」のうち「（２）行政情報の公開・提供」参照）。 

 
65 内閣官房、総務省及び経済産業省により、「現下の震災対応の中で、国、地方公共団体

等におけるソーシャルメディアの利用が増加していることから、当面留意が必要な事項に

ついて示すものであり、今後、必要に応じて関係機関で協議し、見直し等を行っていく」

ものとして、本年４月５日、「国、地方公共団体等公共機関における民間ソーシャルメディ

アを活用した情報発信についての指針」が策定されている。また、電子行政推進基本方針

に係る提言において、「特に緊急時においては、（略）迅速な情報提供の観点からは、今回

の震災に際しての有効性や留意点を検証しつつ、情報伝達を容易にするソーシャルメディ

アの効果的な活用方策について検討する必要がある」とされている（「第４ 重要施策の推

進」の「５．オープンガバメント」のうち「（２）行政情報の公開・提供」参照）。 

 
66 住民に提供すべき情報を発する者（地方公共団体等）と、住民に情報を直接伝える者（放

送事業者等）の中間に位置し、前者にとっては情報を発信しやすく、後者にとっては住民

向けに提供する情報を受け取りやすくするために情報を仲介する仕組みとして、「安心・安

全公共コモンズ」が挙げられる。【資料 46】現在、(財)マルチメディア振興センターにより、

「公共情報コモンズ」として、本年６月 13 日からサービス提供が開始され、同日現在、情

報発信者として８県 44 市町１団体、情報伝達者として放送事業者等 23 団体が参加してい

る。 

 
67 総務省「ＩＣＴ利活用システムの普及促進に係る調査研究」（本年３月実施。全国の市区

町村 1,746 及び都道府県 47 の計 1,793 団体にアンケート票を配布し、631 団体から回答が

あり（回収率 35.2％）、都道府県からの回答 25 を除いた市区町村の回答数 606 により分析
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を行っている。以下「総務省アンケート調査」という。）によると、ＩＣＴ利活用事業によ

る地域の課題解決について、既に事業を実施している地方自治体では、約４分の３が「所

定の成果が上がっている」又は「一部であるが、成果が上がっている」と回答しており、

事業未実施の地方自治体では、「役立つ・役立つ可能性が高い」との回答は 30.2％あるもの

の、4.8％が「役立たない・役立つ可能性が低い」、46.4％が「どちらともいえない」とし

ており、約半数の地方自治体でＩＣＴ利活用が地域の課題解決に有効であるかどうか判断

が付いていない状況にある。【資料 47】 

 
68 総務省アンケート調査によると、ＩＣＴ利活用における課題として 42.0％の地方自治体

が「自治体のノウハウ不足」、38.2％が「自治体の要員不足」を挙げている。そして、特に

不足と考えられているのは、82.1％の地方自治体が挙げている「ＩＣＴ特性と地域のニー

ズを理解して、ＩＣＴを活用した事業を考案できる人材（利活用人材）」、79.2％が挙げて

いる「ＩＣＴの事業を進める上で、内外の必要な人・企業・団体等との人脈を持ち、コー

ディネートできる人材（コーディネート人材）」、同じく 78.5％が挙げている「ＩＣＴの事

業を進める上で、チーム全体を指揮し、折衝・プレゼンテーション、全体コーディネート

が可能な人材（リーダー人材）」となっている。【資料 48】また、復興構想会議提言による

と、「被災地の再生のためには、人と人を『つなぐ』専門知識や技能を持つ人材が望まれる。」

とされ、例えば、「科学技術の知識を現場で活用できる専門家などを被災地外から呼び寄

せ、いずれは地元の人材養成に役立たせていく。」と（第１章（１）序参照）、また、「市

町村の住民は、復興事業に主体的に参画することが望まれ」、そのためには、「住民の合意

形成を支援するコーディネータやファシリテーターと呼ばれる『つなぎ』の役目を果たす

人材は、住民との円滑な人間関係の構築の面からも、地形や地理についての知識の面から

も、できれば住民内部から育成されることが望ましい」こと等が提言されている（第１章

（６）③参照）。【資料 11】 

 
69 総務省アンケート調査によると、地方自治体が実際に取り組んでいるＩＣＴ利活用事業

では、約６割で他団体からの参画が見られる。参画の内容としては、「事業へのニーズ・ア

イディア・専門知識等の提案等、初期段階の参加・協力」が 18.1％、「各種プランニング・

事業案の作成など企画～計画づくりへの参加・協力」が 16.3％、「事業運営全般」が 13.7％

等となっている。また、他団体の参画によるメリットとしては、「対象者のニーズのきめ細

やかな把握・柔軟な対応」が 18.0％、「ＩＣＴ・その他の事業に関係する経験・専門知識・

ノウハウ」が 16.3％等となっている。【資料 49】 

 
70 総務省アンケート調査によると、ＩＣＴ利活用における課題として、55.3％の地方自治

体が「導入コストが高い」、55.2％が「運用コストが高い」としており、コストに関する課

題は最大のものとなっている。また、47.5％の自治体が「費用対効果が不明確」、15.8％が

「費用対効果が見合わない」ことを挙げている。【資料 48】なお、総務省「ＩＣＴ産業の国

際競争力とイノベーションに関する調査」（平成 19（2007）年３月）等によると、民間企業

についても、ＩＣＴ投資が売上高に占める比率はおおむね１％程度であり、規模が小さな

企業では、さらに少ない割合のＩＣＴ投資となる傾向にある。 

 
71 複数の地域で取組がみられ、例えば、兵庫県佐用町においては、平成21年８月に台風９

号による豪雨の被害を受けた際、「住民ディレクター」を中心とした住民が映像を記録し、

被害状況等についての情報発信が行われている（ＩＣＴ地域活性化懇談会第２回会合（本

年４月28日）資料４－２「現場人間、世話役さんにＩＣＴ利活用を～緊急時、平時共に有

効な利活用策～」（岸本構成員）http://www.soumu.go.jp/main_content/000112802.pdf等

参照）。 
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72 総合通信局は、地域においてＩＣＴ行政を推進するための総務省の地方支分部局であり、

全国に 10 局（北海道、東北、関東、信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州）設置さ

れている。また、沖縄県については、沖縄総合通信事務所の管轄となっている。 

 
73 「情報通信利用環境整備推進交付金事業」とは、教育・医療等の分野における公共アプ

リケーションの導入を前提とした超高速ブロードバンド基盤整備を行う地方自治体等に対

し、事業費の一部を支援するものであり、平成23年度予算において措置されている

（http://www.chiiki-info.go.jp/measures/detail/2158参照）。【資料50】 

 
74 復興構想会議提言によると、「被災した学校の再建や整備にあたっては、災害時の応急

避難場所や重要な防災拠点としての役割を果たせるように工夫」し、「学校が避難所とし

て用いられることが多くなることから、こうした状況に備え、地域住民を守るという視点

からも、校長や教員等が適切に対応できるようにすべきである。学校・公民館等の再建に

あたっては、防災機能のみならず地域コミュニティの拠点としての機能強化を図ることが

必要である。」と提言されている（第２章（２）③参照）。【資料 11】 

 
75 いわゆる「ガバメント２．０」とは、米国のメディア企業オライリー・メディアの創設

者であるティム・オライリーが提唱した概念であり、情報流通のために政府がプラットフ

ォームとなる（government as a platform）ことが基本理念とされている。 

 
76 電子行政推進基本方針に係る提言においては、「行政情報を２次利用可能な形式で公開・

提供し、民間と連携した国民へのサービスを提供する。」とされ（「第２ 電子行政推進に

係る基本的な事項」の「２．今後の電子行政推進の基本的な視点、方向性」のうち「（６）

民間との連携」参照）、そして、「国民が必要とする行政情報を容易に利用できるようにす

る観点から、利用者の属性、利用環境、利用目的等も考慮しつつ、提供する情報の拡充、

迅速な情報提供、情報の分かりやすさや探しやすさの向上を図るとともに、統計情報、測

定情報、防災情報等について２次利用が可能な標準的な形式での情報提供を推進する必要

がある。」とされている（「第４ 重要施策の推進」の「５．オープンガバメント」のうち

「（２）行政情報の公開・提供」参照）。また、本年６月に「新しい公共」推進会議（座長：

金子郁容慶應義塾大学政策・メディア研究科教授）が取りまとめた提言「『新しい公共』に

よる被災者支援活動等に関する制度等のあり方について」

（http://www5.cao.go.jp/npc/pdf/suishin-shinsai-teigen.pdf 参照）によると、「ＮＰＯ、

企業、行政等の間での平時の情報連携に加え、災害時を想定して、データフォーマットや

プロトコルの標準化、認証プロセスについての合意など、事前に機関や組織による情報発

信や情報連携がスムースにできるような体制について合意し、整えておく必要がある」と

されている。 

 
77 各都道府県の被災者の受入状況等については、本年７月８日現在、少なくとも 12 府県が

被災者を受け入れており、その人数は、１万 4,276 人に及んでいる。【資料 51】 

 
78 国土交通省「応急仮設住宅、公営住宅等の状況について」によると、本年６月 10 日現在、

応急仮設住宅の必要戸数について、岩手県では 13,800 戸、宮城県では 22,795 戸、そして、

福島県では 13,950 戸等とされている。【資料 52】 

 
79 復興構想会議提言によると、「復興に際しては、多様なメディアを活用し、地理的に離れ

て避難している住民も含む被災者に対する正確で迅速な支援情報の提供をまず行うべきで
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ある。さらに、被災地の地方公共団体と地域住民が円滑にコミュニケーションを行える環

境を確保すべきである。これにより、多くの被災者・住民が復興の過程に自由に参加でき

るようになって、地域コミュニティが再生されることが期待できる。」、そして、「情報通

信技術の利用・活用を進め、地域医療や医療・介護の連携強化のための情報共有（略）な

ど、震災で打撃を受けた地域の産業の再生・創出に取り組むべきである。」と提言されて

いる（第２章（６）③参照）。【資料11】 

 
80 遠隔医療とは、医師と医師、医師と患者との間をＩＣＴ（インターネット、テレビ電話

など）を活用して、患者の情報を伝送し、診断等を行うことをいう。【資料 53】 

 
81 ＥＨＲとは、個人が自らの医療・健康情報（診療情報・健診情報等）を「生涯にわたっ

て」電子的に管理・活用できる仕組みのことであり、具体的効果として、過去の診療内容

に基づいた医療機関間における継続的な医療の実施、重複検査の回避等が挙げられる。【資

料 54】 

 
82 復興構想会議提言によると、「被災市町村の復興にあたっては、従来の地域のコミュニテ

ィを核とした支えあいを基盤としつつ、保健・医療、介護・福祉・生活支援サービスが一

体的に提供される地域包括ケアを中心に据えた体制整備を行う」とされ、「医療サービス

については、特に被災市町村が医師等の不足している地域である点を考慮し、医療機能の

集約や連携が行われるべきである。この時、在宅医療を推進し、患者の医療ニーズに切れ

目なく対応し、早期回復と患者の負担軽減が図られるよう努めなければならない。また、

周辺の健康関連サービスについて、民間企業の活用も含め、充実を図る必要がある。情報

通信技術なども活用し、保健・医療、介護・福祉の連携を図るとともに、今後の危機管理

のためにカルテ等の診療情報の共有化が進められねばならない。さらに、これらの分野は

雇用創出効果が高いことから、復興に向かう地域の基幹産業の１つに位置づけることがで

きる。」と提言されている（第２章（２）②参照）。また、同提言においては、「地域医

療を復興するため、大学病院を核とする医療人材育成システムを構築するとともに、医療・

健康情報の電子化・ネットワーク化とそれを活用した次世代医療体系を構築する。また、

地元企業と連携して創薬・橋渡し研究等を実施し、新たな医療産業の創出に努める。」こ

とが「東北における技術革新を通じた新産業・雇用の創出の具体例」として挙げられてい

る（第２章（５）①参照）。【資料 11】さらに、新ＩＴ戦略においては、医療分野等の取

組を３つの柱のうちの１つである「地域の絆の再生」の筆頭項目として掲げている。【資

料６】 

 
83 農林水産省等「津波により流失や冠水等の被害を受けた農地の推定面積（平成23年３月）」

によると、被害農地（６県計）の推定面積は、23,600ha とされている。また、被害が特に

大きい東北３県の市（宮古市、気仙沼市、陸前高田市、大船渡市、釜石市）においては、

その地域の産業人口のうち、100 人に 1.35～2.63 人が漁業に従事しており、全国平均の約

15～30 倍となっている。【資料 55】 

 
84 復興構想会議提言によると、「先端的な農業技術を駆使した大規模な実証研究を行い、

成長産業としての新たな農業を日本全国に提案する。」ことが「東北における技術革新を

通じた新産業・雇用の創出の具体例」として挙げられている（第２章（５）①参照）。【資

料11】 

 
85 平成 18（2006）年度文部科学省委託調査「教育の情報化の推進に関する研究」によると、

ＩＣＴを活用した授業の結果、授業後客観テストの結果が高く、また、児童の知識・理解
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や関心・意欲を高めることが実証されている。この点、総務省においては、文部科学省と

連携し、全児童・生徒一人一台のタブレットＰＣや全普通教室一台の電子黒板、無線ＬＡ

Ｎ等から成るＩＣＴ環境を構築し、その効果的・効率的な利活用を図ることを目的とする

「フューチャースクール推進事業」により、主として情報通信技術面での実証研究を実施

している（本年７月６日「総務省『フューチャースクール推進事業』及び文部科学省『学

びのイノベーション事業』に係る提案公募開始」

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu05_01000009.html 参照）。【資料 56】

また、復興構想会議提言によると、「学校等を核とした地域の絆を強化するため、広く住

民の参画を得て、地域の特色を生かした防災教育等を進める必要がある。阪神・淡路大震

災の際、近所の人たちの共助による人命救助が多く行われたのは、日頃から小学校や公民

館を拠点に祭などの活動が多かった地区であった。また、情報通信技術も活用し、学びを

媒介として被災地の住民が諸活動を行うことにより、災害時に力を発揮するネットワーク

の構築やコミュニケーションの場を提供するよう工夫する。」、そして、「被災地の復興に

向けたより長期的な視野に立って人材を育成するためには、科学技術や国際化、情報化の

進展等に対応した新たな教育環境の整備が必要である。」と提言されている（第２章（２）

③参照）。【資料 11】 

 
86 「モノのサービル化」とは、ある商品の汎用品化が進み、競合商品間の差別化が難しく

なり、価格以外の競争要素がなくなるモノのコモディティ化により、モノ単体を販売する

だけではなく、モノとサービスを一体的に提供することをいう。【資料 57】 

 
87 復興構想会議提言によると、「本格的な安定雇用は、被災地における産業の復興から生

まれる。その意味で、もともとこの地域の強みであった農林水産業、製造業、観光業の復

興、さらには新たに再生可能エネルギーなどの新産業の導入などが、雇用復興の鍵である。

これらの政策と一体となった雇用面からの支援が不可欠である。またそうした雇用を生む

被災地の企業の再建や引き留め、さらには外からの誘致に取り組む政策などは、雇用復興

の観点からもきわめて重要である。」と提言されている（第２章（４）②参照）。また、

同提言においては、「東北大学をはじめとして、多くの大学・大学病院、高専、研究機関、

民間企業等が、地域における重要な知的基盤・人材育成機関として共存している。このよ

うな東北の強みを生かし、知と技術革新（イノベーション）の拠点機能を形成することが

重要である。」、そして、「これまでの実績を踏まえ、研究開発の促進による技術革新を

通じて、『成長の核』となる新産業および雇用を創出するとともに、地域産業の再生をも

たらし、東北に産業と技術が集積する地域を創り出すことが期待される。」と提言され、

さらに、「東北における技術革新を通じた新産業・雇用の創出の具体例」として、「東北

の製造業が強みを有する電子部品、デバイス・電子回路などの分野と、東北の大学が強み

を有する材料、光やナノテク分野等の協働により、世界レベルの新規事業を興す。すでに、

材料開発や情報技術分野等においては、高専における産学連携も進んでおり、より一層優

秀な技術者が育成されることが期待される。」が挙げられている（第２章（５）①参照）。

【資料 11】 

 
88 平成 22 年５月 17 日に公表された「スマート・クラウド研究会報告書」の別添参照（「『ス

マート・クラウド研究会報告書』の公表」

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu02_000034.html 参照）。 

 
89 クラウドサービス関連企業・団体等におけるクラウドサービスの普及・発展に向けた様々

な取組みについて、横断的な情報の共有、新たな課題の抽出、解決に向けた提言活動等を

行うことを目的として設立されたものであり、現在、教育クラウド検討ＷＧ、農業クラウ
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ドＷＧ，健康・医療クラウドＷＧ等８つのＷＧが設置されている。また、総務省、経済産

業省及び農林水産省もオブザーバとして参加している。【資料 58～59】 

 
90 現在、ジャパン・クラウド・コンソーシアム（JCC）幹事企業等において実施されている

クラウドサービスの事例については、「クラウドサービス利活用事例集」（参考資料Ｃ）を

参照。 

 
91 復興構想会議提言によると、「今回の震災で、企業による事業継続計画策定の重要性が

改めて確認された。その導入が促進されるべきである。」と提言されている（第２章（５）

①参照）。【資料 11】また、「夏期の電力需給対策について」（本年５月 13 日電力需給緊

急対策本部決定）によると、節電啓発に係る政府の取組として、「テレワーク（在宅勤務

等）などを通じ、ライフスタイルの変革等を進めることにより、節電を図る」ことが掲げ

られている。 

 
92 東日本大震災の直後からテレワーク支援ツールの無償提供などのサービスが登場し、テ

レワークシステムに関する問い合わせ・相談が増加等した。【資料60】 

 
93  厚生労働省「震災による雇用の状況（速報値）」（本年６月８日報道発表。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001euw8.html 参照）によると、被災３県（岩

手県、宮城県及び福島県）の雇用保険離職票等交付件数は計 11 万 9,776 件（本年３月 12

日～６月５日)で前年比 2.3 倍となっている。また、本年６月３日現在、同３県の被災有効

求職者数が４万 457 人となっている一方で、全国の被災者向け有効求人数４万 1,668 人のう

ち、被災地を対象としたものは計 4,369 人（岩手県 605 人、宮城県 2,145 人、福島県 1,619

人）となっている。 

 
94 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部令（平成 12 年政令第 555 号）第２条の規定

に基づき、「情報通信技術の利活用を阻むような規制・制度・慣行、サービスの仕組みその

ものの在り方や運用等の洗い出しを行い、国民にとって利益となる形で抜本的に見直すた

めに必要な調査（略）を行うため」に設置された（平成 22 年６月 22 日ＩＴ戦略本部決定）。

ＩＣＴの利活用のための規制・制度改革に係る議論の詳細は、「情報通信技術利活用のため

の規制・制度改革に関する専門調査会報告書」（本年３月。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kaikaku/hokokusho.pdf）を参照。【資料 61～62】 

 
95 例えば、①テレビの受信用に使用されている八木・宇田アンテナ、②電子レンジに使用

されているマグネトロン、③光通信の３要素（発行素子、光伝送路、受光素子）、増幅器の

開発等、光ファイバ通信の基礎の確立等が挙げられる。【資料 63】 

 
96 社会インフラとして様々な分野での電波利用を推進し、新たな電波利用システムの実現

により、2020 年に新たに 50 兆円規模の電波関連市場が創出されることが見込まれている。

【資料 64～65】 

 
97 新たな電波利用システムやサービスが進展し、今後も周波数に対する需要の増大が予測

されている中、新たに利用可能な周波数を創出する「ホワイトスペース」の活用が世界的

に注目されている。【資料 66】 

 
98 機器の消費電力特性の抽出等により電力の流れが情報化され、①電力使用量の「見える

化」、②電力需要に対応した「デマンドレスポンス」、③トータルの電力使用量を地域レベ
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ルで最適制御（「マイクログリッド」）等が実現される。【資料 67】 

 
99 スマートメータは、電力使用量等を電力会社等に配信する双方向の通信機能を有してい

る。【資料 68】 

 
100 950～958MHz の周波数帯を用いた 950MHz 帯電子タグシステム等（パッシブタグシステム

及びアクティブ系小電力無線システム）については、生産・物流分野における物品管理等

で利用され、今後は、電力・ガス分野におけるスマートメータ等での利用拡大が期待され

ている中で、本年６月 24 日、総務省においては、本審議会から「小電力の無線システムの

高度化に必要な技術的条件」（平成 14 年９月 30 日諮問第 2009 号）のうち「920MHz 帯電子

タグシステム等に関する技術的条件」として、ＲＦＩＤ（Radio Frequency IDentification）

について、スマートメータ等の導入に向け、５MHz 幅拡充しつつ現行 950～958MHz から 915

～928MHz に移行すること等を内容とする一部答申を受けた。本一部答申を踏まえ、今後総

務省において、920MHz 帯電子タグシステム等の導入に向け、技術基準の策定が進められる

予定となっている。【資料 69】 

 
101 例えば、総務省の平成 21 年度２次補正予算の「環境負荷軽減型地域ＩＣＴシステム基盤

確立事業」における「ＩＣＴの技術仕様の検証のための地域実証」として、①西日本電信

電話(株)等を委託先として、福岡県北九州市において実施された事業、②鹿島建設等を委

託先として、愛媛県松山市において実施された事業、③弘前大学等を委託先として、青森

県六箇カ所村において実施された事業、④熊本赤十字病院等を委託先として、熊本県熊本

市において実施された事業、そして、同予算の「ネットワーク統合制御システム標準化等

推進事業」における「地域実証」として、①東北大学等を委託先として、宮城県栗原市に

おいて実施された事業、②慶應義塾大学等を委託先として、長崎県五島市において実施さ

れた事業がある。【資料 70～71】 

 
102 ＩＣＴ利活用の促進等により、2020 年には、最大で 1990 年比 12.3％のＩＣＴによるＣ

Ｏ２排出量削減効果が期待される。また、ＩＣＴ機器等の使用によるＣＯ２排出量は、光

通信技術等の研究開発やクラウドコンピューティングの利用推進等の対策を講じることで、

2012 年と同水準に抑制することが可能。【資料 72】 

 
103 脚注101の総務省の事業により、福岡県北九州市で実施された地域実証の結果として、

18.3％のＣＯ２削減効果が実証された。【資料73】 

 
104 例えば、液晶パネルを構成する多くの部材で、日本企業は大きなシェアを確保している。 

一方、液晶パネルの組み立て技術は比較的容易であるため、最終製品においては、韓国や

台湾企業にシェアを奪われている。【資料 74】 

 
105 脚注 42 に同じ。 

 
106 国際連合（United Nations）「World Population Prospects, the 2010 Revision」（本年

３月。http://esa.un.org/unpd/wpp/unpp/panel_population.htm 参照）によると、例えば、

中国においては、2030 年には 65 歳以上の老年人口の割合が 16％を超え、高齢社会を迎え

ることが見込まれている。【資料 75】 

 
107 総務省の「デジタルコンテンツ創富力の強化に向けた懇談会」中間取りまとめ（本年７

月同懇談会）によると、「本年３月 11 日に発生した東日本大震災では、多くの人命・財産
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が失われた。我が国に部品や素材の生産拠点がある製品のグローバルなサプライチェーン

が断ち切られ、世界経済に大きな影響を及ぼすとともに、『安心・安全』といった『日本ブ

ランド』のイメージが毀損し、我が国の食や製品に対する信頼性が失われた。東北に拠点

を置く生産基盤の破壊に加え風評被害が経済活動の停滞に拍車をかけており、その一因と

して、海外では我が国に関する情報が必ずしも正確に伝わっていないことが挙げられる。」

とされている。また、政策推進指針によると、「日本再生に向けた再始動」における「再

始動に当たっての基本７原則」として、「再始動に当たっては、震災で中断していたもの

を単に再開することではいけない。以下の基本原則にのっとり、新たな成長へ向けた戦略

の『質的転換』を通じて、柔構造の経済、産業、地域社会を再構築するとともに、これら

を支える人材の育成を行う。東日本大震災により露呈した弱点を克服するとともに、傷つ

いた信頼を回復し、世界との絆を強めていく。力強い日本を再生させるものでなければな

らない。」とされた上で、「③信認の維持（財政・社会保障と日本ブランド）」が掲げら

れている。【資料 30】 

 
108 1967年８月５日～８日にバンコクで開催された東南アジア５か国（インドネシア、マレ

ーシア、フィリピン、シンガポール、タイ）外相会議にて採択された「東南アジア諸国連

合（ＡＳＥＡＮ）設立宣言」（通称「バンコク宣言」）により、同年同月８日にバンコク

において設立された。現在、これらの５カ国に、ブルネイ、カンボジア、ラオス、ミャン

マー、ベトナムを加えた10カ国が加盟している。 

 
109 2007 年に公表された国際金融公社（ＩＦＣ：International Finance Corporation）と

世界資源研究所（ＷＲＩ：World Resources Institute）による「The Next 4 Billion : Market 

Size and Business Strategy at the Base of the Pyramid」

（http://rru.worldbank.org/thenext4billion 参照）によると、世界人口のうち年間所得

が３千ドル以下となっている約 40 億人のことをいう。 

 
110 総務省において平成 21 年 10 月に発足した「グローバル時代におけるＩＣＴ政策タスク

フォース」の「国際競争力強化検討部会」（座長：寺島実郎(財) 日本総合研究所会長）の

下に設置された「国際標準化検討チーム」の提言（平成 22 年１月 14 日）を受け、標準化

重点５分野（３Ｄテレビ、クラウドサービス、次世代ブラウザ、デジタルサイネージ、ス

マートグリッド）に関わる標準化の進め方等の検討を進める組織として、本年１月に、民

間において、以上のチームの体制を活かして設置された。【資料 76】 

 
111 公的なファイナンス面での支援として、例えば、ＪＩＣＡによる円借款、ＪＢＩＣの各

種出融資保証制度、ＮＥＸＩによる貿易保険のほか、(株)産業革新機構（脚注 112 参照）

による事業投資がある。これらについては、「新成長戦略」（平成 22 年６月 18 日閣議決定）

において、パッケージ型インフラ展開を推進する観点から機能強化の方向性が打ち出され、

その結果、同年 11 月、関係政令の改正により、ＪＢＩＣにおける投資金融の対象範囲が拡

大され、先進国におけるブロードバンドインフラ、スマートグリッド等のプロジェクト案

件についても新たな融資対象として加えられた。さらに、ＪＢＩＣにおいては、現地通貨

対応強化等の機能強化、ＮＥＸＩにおいては、投資先国の政策変更リスクに対するてん補

開始等の海外投資保険におけるリスクテイク機能の拡充、ＪＩＣＡにおいては、海外投融

資の再開等についても検討が進められている。【資料 77～88】 

 
112 「ＰＰＰ（Public Private Partnership）」とは、従来地方自治体等が公営で行ってきた

事業において、民間事業者が事業の企画段階から参加して、設備は官が保有したまま設備

投資や運営全般を民間事業者に任せることで、より効率的な事業運営を目指す手法のこと
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をいう。例えば、平成 20 年５月、マレーシアの旧エネルギー・水利・通信省（現 情報・

通信・文化省）は「高速ブロードバンド網整備計画」を公表した。同計画には、首都近郊

の光ファイバ網の整備が含まれており、ＰＰＰ方式で整備を行っている。また、ＰＰＰを

組成し運営されている事業は、公共性の高いサービスを安定的に提供し続けることが求め

られることから、結果として、長期的かつ安定的なキャッシュフローが生じる電力、水、

鉄道といった公共性の高いサービス分野が、ＰＰＰ案件に向いていると考えられる。【資料

89～90】 

 
113 ＪＩＣＡでは、官民連携で取り組むＰＰＰインフラ事業に関して、円借款事業の発掘・

形成の可能性のある全ての協力対象国において、調査提案を民間より公募し、1.5 億円を上

限に、当該ＰＰＰインフラ事業の事業計画策定に必要なフィージビリティ調査を委託する

支援策として、「協力準備調査（ＰＰＰインフラ事業）」を実施しており、平成 22 年度から

募集提案を行い、11 事業が採択されている。また、ＪＩＣＡ在外拠点所在国を対象に、Ｂ

ＯＰビジネスの事業化調査プロポーザルを民間（企業、ＮＧＯ、ＮＰＯ、大学等。但し、

当面日本法人に限る。）より公募し、５千万円を上限に、当該提案法人にフィージビリティ

調査を委託する支援策として、「協力準備調査（ＢＯＰビジネス連携促進）」を実施してお

り、同じく平成 22 年度から募集提案を行い、20 事業が選定されている。【資料 91】 

 
114 自らの経営資源以外の経営資源を活用し、高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は

新たな事業の開拓を行うことを目指した事業活動及び当該事業活動を支援する事業活動に

対し、資金供給その他の支援等を行うことを目的として、産業活力の再生及び産業活動の

革新に関する特別措置法（平成11年法律第131号）に基づき、株式会社として平成21年７月

に設置された。【資料92】 

 
115 国連アジア太平洋経済社会委員会（ＥＳＣＡＰ）が、アジア電気通信網計画の完成の促

進とその後の有効な運営を図るための地域的機関として 1976 年にＡＰＴ憲章を採択し、

1979 年の同憲章の発効により設立された。ＡＰＴは、同憲章第１条においてＩＴＵ憲章

（1973 年）第 32 条に合致する地域的電気通信機関として位置付けられており、ＩＴＵと連

携して活動を行うことが期待されている。【資料 93】 

 
116 我が国が強みを有するＩＣＴシステムの国際展開活動を加速するため、官民一体の連携

体制の下、システムごとに、相手国の実態・ニーズを踏まえたロードマップを作成し、当

該ＩＣＴシステムの展開を図るための調査、モデルシステムの構築・運営、セミナーの開

催等の実施を支援するものであり、本年度から５カ年計画で事業が開始される（本年度に

おいては、約 12 億円）。【資料 94】 

 
117 我が国の先端的なＩＣＴ利活用技術の海外展開を支援することにより、当該地域での社

会的課題の解決に役立てるとともに、我が国発ＩＣＴの国際標準化の推進、ＩＣＴ産業の

国際競争力の向上に資するために必要な調査研究を実施するものであり、本年度から３カ

年計画で事業が開始される（本年度においては、約２億円）。【資料 95】 

 
118 例えば、米国においては、米国連邦政府のＩＣＴ分野の研究開発プログラムとして、Ｎ

ＴＩＲＤ（Networking and Information Technology Research and Development）があり、

これに基づき情報通信分野の研究開発が推進されており、ＮＩＴＲＤ予算は、10年前と比

較し倍増し、本年は約42.6億ドルが要求されている。また、欧州においては、情報通信分

野の研究開発は、2007～2013の７年間を期間とする第７次フレームワークプログラム（Ｆ

Ｐ７：The 7th Framework Program）により、その総予算は530億ユーロ（約６兆円）であ
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り、協力（Cooperation)、構想（Ideas)、人材（People)、能力（Capacities)の４つの基

本構造から成り立っている。そのうち、協力（Cooperation）（総予算324億ユーロ（約3.8

兆円））では、ＩＣＴに最も多くの予算が割り当てられている（28%）。さらに、中国にお

ける情報通信分野の研究開発は「国家重点基礎研究発展計画」（973計画）や「第12次５か

年規画」（2011～2015の５か年）などの国家戦略に基づき推進され、同計画は、この５年

程度の間に急速に予算額が増加している。【資料96～104】 

 
119 「研究開発戦略マップ」については、本答申の別添「研究開発戦略委員会報告書～震災

からの復興と日本の再生に向けたＩＣＴの研究開発戦略について～（平成 23 年７月情報通

信審議会情報通信政策部会研究開発戦略委員会）の別添参照。 

 
120 我が国における今後５年間の科学技術に関する国家戦略として、科学技術基本法（平成

７年法律第130号）に基づき、平成８年度以降、５年ごとに科学技術基本計画が策定されて

おり、これまで、第１期（平成８～12年）、第２期（平成13～17年）、第３期（平成18～

22年）が策定された。本年度からの新たな第４期科学技術計画については、総合科学技術

会議により昨年12月に答申が行われ、本年３月に策定予定であったが、東日本大震災を受

けて、本年６月から再検討することとされている。現在、同計画の策定（本年８月中の閣

議決定を予定）に向けて、同答申の見直し案に関するパブリックコメントを経て、同会議

において検討が進められている（内閣府政策統括官（本年６月14日科学技術政策・イノベ

ーション担当「答申『科学技術に関する基本政策について』見直し案に関するご意見募集」

http://www8.cao.go.jp/cstp/pubcomme/kihon4_shinsai/release.pdf参照）。 

 
121 第３期「科学技術基本計画」（平成18年３月28日閣議決定）によると、「資源配分主体

が広く研究開発課題等を募り、提案された課題の中から、専門家を含む複数の者による科

学的・技術的な観点を中心とした評価に基づいて実施すべき課題を採択し、研究者等に配

分する研究開発資金」とされている。この点、「競争的資金の拡充と制度改革の推進につ

いて」（平成19年６月14日総合科学技術会議基本政策推進専門調査会）によると、競争的

資金制度の現状については、平成19年度予算では政府全体の競争的資金の予算は4,766億円

に上り、科学技術関係予算に占める割合が13.6％となっており、また、本制度数は、平成

12年度の７省22制度から平成19年度には８府省37制度に大幅に増加し、制度の拡充が進展

中となっている。他方、諸外国の状況を見ると、競争的資金の定義や範囲が異なるため、

単純な比較はできないが、例えば、競争的資金を活用し、研究競争力で世界の先頭に立っ

ていると言われる米国の2005年度の競争的資金は404億ドル（約4.5兆円。2005年のＩＭＦ

為替レート（１ドル110.22円）で換算。）、政府研究開発費1299億ドル（約14.3兆円。換

算レートは同じ。）に占める割合は31.1％となっている。【資料105～108】 

 
122 「多段階選抜方式（段階的競争選抜方式）」とは、技術開発をフィージビリティスタディ

から事業化までのいくつかの段階に分け、各段階で実施者を選抜するマネジメント手法の

ことをいう。この点、「平成22年度中小企業者等に対する特定補助金等の交付の方針につい

て」（平成22年８月20日閣議決定）によると、「国は、研究開発成果の事業化の拡大及び国

等からの調達の拡大を図る観点から、国等の調達ニーズを踏まえた技術開発課題を設定の

上、段階ごとに質の高い競争選抜を行う段階的競争選抜方式による『ＳＢＩＲ技術革新事

業』等を実施する。また、国は、研究開発成果の事業化を円滑化する観点から、本事業に

おける研究開発の初期段階からの事業化計画の策定支援等を含め、研究開発と事業化に対

する一体的な支援を行うとともに、本事業で採択された中小企業者の事例を紹介・公開す

るなど、段階的競争選抜方式の普及・拡大に努める。国等の調達機関は、第４期科学技術

基本計画の策定に向けた議論や一部の省庁において既に先導的に実施されている補助事業
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等の参考事例を踏まえつつ、自らの機関における補助事業等に対する同方式の導入等の可

能性について検討し、結論を得る。」とされ、また、「科学技術に関する基本政策につい

て」（平成22年12月24日総合科学技術会議決定）によると、「先端的な科学技術の成果を

有効に活用した創業活動の活性化は、産業の創成や雇用の創出、経済の活性化において 

極めて重要である。しかし、近年、大学発ベンチャーの設立数が、人材確保や資金確保の

問題を一因として急激に減少していることにもみられるように、創業を取り巻く環境は厳

しさを増している。このため、研究開発の初期段階から事業化まで、切れ目無い支援の充

実を図ることにより、先端的な科学技術を基にしたベンチャー創業等の支援を強化するた

めの環境整備を行う。」とし、その「推進方策」として、「国は、先端的な科学技術の成

果を事業化につなげるための仕組みとして、『中小企業技術革新制度』（ＳＢＩＲ（略））

における多段階選抜方式の導入を推進する。このため、各府省の研究開発予算のうち一定

割合又は一定額について、多段階選抜方式の導入目標を設定することを検討する。」とさ

れている。段階的競争選抜方式を実施している事業の例としては、「研究成果最適展開支

援事業」（文部科学省）、「イノベーション創出基礎的研究推進事業」（農林水産省）、

「省エネルギー革新技術開発事業」（経済産業省）及び「建設技術研究開発助成制度」（国

土交通省）がある。【資料109～114】 

 
123 「東日本大震災被災地自治体ＩＣＴ担当連絡会（ＩＳＮ：ICT Section Network for Local 

Authorities in the Great East Japan Earthquake disaster-stricken area）」とは、各

自治体の情報や支援に関する情報を自治体間で共有することにより、支援を効果的に活用

し、効率的に被災地の復興を進めていくことを目的として、本年５月 19 日、宮城県及び仙

台市により設置された。本年７月 11 日現在、宮城県、岩手県及び福島県並びに当該３県の

35 市町村を含む計 41 自治体が参加している。（本年５月 26 日宮城県「『東日本大震災被災

地自治体ＩＣＴ担当連絡会』の設置について」

http://www.pref.miyagi.jp/jyoho/other/110526ictrenrakukai.htm 及び同月 24 日仙台市

「『東日本大震災被災地自治体ＩＣＴ担当連絡会』を設置しました」

http://www.city.sendai.jp/shisei/1198705_1984.html 参照）。 



別添

（１） 新事業創出戦略～情報流通連携基盤の実現による東日本復興・日本再生に
向けて～（平成23年６月情報通信審議会情報通信政策部会新事業創出戦略委
員会）

（２） 知識情報社会の実現に向けた情報通信政策の在り方報告書～震災からの復
興と日本の再生に向けたＩＣＴの研究開発戦略について～（平成23年７月情報
通信審議会情報通信政策部会研究開発戦略委員会）

（３） ＩＣＴグローバル展開の在り方に関する懇談会報告書（平成23年７月ＩＣＴグロー
バル展開の在り方に関する懇談会）

（４） ＩＣＴ地域活性化懇談会提言（平成23年７月ＩＣＴ地域活性化懇談会）

資料２６－３－２ 別添



知識情報社会の実現に向けた情報通信政策の在り方
＜平成23年諮問第17号＞

平成２３年６月１３日

情報通信審議会

情報通信政策部会

新事業創出戦略委員会

【第１次取りまとめ概要】

新事業創出戦略
～情報流通連携基盤の実現による東日本復興・日本再生に向けて～



新事業創出戦略委員会の概要

1. 諮問事項
「知識情報社会の実現に向けた情報通信政策の在り方」（平成２３年２月１０日 諮問第１７号）

①ＩＣＴ市場の構造変化と将来像 、②新事業創出に向けた環境整備の在り方 、

③ＩＣＴの利活用促進における環境整備の在り方 、④新事業の創出と標準化の連携強化 等

2． 検討状況
• 平成２３年２月１０日、情報通信政策部会に「新事業創出戦略委員会」を設置。同年２月１７日以降、計８回の会合を開催し、検討を実施。

• ＩＣＴ利活用を重点的に推進していくべき分野と推進方策等について、同年２月１７日、同委員会に「ＩＣＴ利活用戦略ワーキンググループ」を

設置し、検討を実施。（＜参考②＞新事業創出戦略委員会 ＩＣＴ利活用戦略ワーキンググループの概要 参照）

• 同年６月１３日に「新事業創出戦略 ～情報流通連携基盤の実現による東日本復興・日本再生に向けて～」を取りまとめ。

構成員 （敬称略）（平成２３年２月現在）

氏 名 主 要 現 職

新美 育文
（主査）

明治大学 法学部 教授

村井 純
（主査代理）

慶應義塾大学 環境情報学部長・教授

秋池 玲子
ボストンコンサルティンググループ パートナー＆マ
ネージング・ディレクター

岩浪 剛太 （株）インフォシティ 代表取締役

太田 清久 起業投資（株） 執行役員専務

岡村 久道 弁護士 国立情報学研究所 客員教授

神門 典子 国立情報学研究所 情報社会相関研究系教授

國領 二郎 慶應義塾大学 総合政策学部長・教授

佐々木 俊尚 フリージャーナリスト

氏 名 主 要 現 職

野原 佐和子 （株）イプシ・マーケティング研究所 代表取締役社長

野村 敦子 （株）日本総合研究所 調査部 主任研究員

堀 義貴 （株）ホリプロ 代表取締役会長兼社長

三膳 孝通
（株）インターネットイニシアティブ 常務取締役 技術戦
略担当

村上 輝康 （株）野村総合研究所 シニア・フェロー

森川 博之 東京大学 先端科学技術研究センター 教授

山田 栄子
（株）三菱総合研究所 人間・生活研究本部 医療・福
祉経営グループ主任研究員

山田 メユミ （株）アイスタイル 取締役 ＠cosme主宰

吉川 尚宏 A.T.カーニー（株） プリンシパル

1



新事業創出戦略委員会の検討経緯 2
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ＩＣＴ政策の基本理念①【５つの柱】 3

①通信インフラ等の耐災害性の強化

②ＩＣＴによる地域の「絆」の再生・強化（「共生型ネット社会」の構築）

③ＩＣＴ利活用による新事業の創出

④ＩＣＴによるエネルギー制約克服への貢献（グリーンＩＣＴ等の推進）

⑤ＩＣＴ産業の国際競争力の強化（産業空洞化への対応、国際連携・協調の推進）

✔ 冗長性のある有機的なネットワーク連携により、耐災害性に優れた新たな国土（例えば、「コンパクトシティ」

が有機的にネットワークで結ばれている国土）の形成を実現

✔ インターネットの持つソーシャルメディアとしての機能等を活用しつつ、「共生型ネット社会」（ネットを通じた

コミュニケーションを深めることにより、距離等の制約を超えて人と人のつながりが深くなる社会）の構築

✔ 被災地の農林水産業の復興、行政・医療・教育等の公的サービスの瞬断なき提供を実現

✔ ＩＣＴ利活用人材の育成、アクセシビリティの向上に資するユニバーサルデザインの実現、情報セキュリティ

の向上等の共通基盤の整備

✔ 中期的な電力需給の逼迫や環境負荷の低減への対応に向けたＩＣＴの活用として、日本の生産力を最大限

維持していくためのグリーンＩＣＴ等の推進

✔ サービスや事業活動のグローバル化に対応しつつ、産業の空洞化を防ぐとともに、アジアの成長を取り込ん

だＩＣＴ産業の復興を実現



ＩＣＴ政策の基本理念②【４つの留意点】 4

①「東日本復興」

②「日本再生」

③復旧・復興プロセスの先に実現すべき社会像の具体化

✔ 地方自治体が主体となることが大前提であり、政府は最大限これを支援するとともに、単に損壊した機能の

復旧ではなく、被災地が希望を持つことができる「創造的復興」が必要

✔ ＩＣＴを起点とする施策展開ではなく、日本経済が抱える供給制約の打開、今後の震災の可能性を踏まえた

災害に強い国創りや効率性の高い社会経済システム構築の観点から、ＩＣＴの貢献が必要

✔ 「東日本復興」及び「日本再生」を通じた世界最先端の「情報流通連携基盤」を実現し、2020年頃に「知識

情報社会」という新たな社会経済システムを構築することを長期的な目標として設定することが必要

④その他配慮すべき事項

✔ 長期間に及ぶ「東日本復興」と「日本再生」において、政府が果たすべき役割として、アウトカム目標やスケ

ジュールの明確化、アカウンタビリティがこれまで以上に必要

✔ 研究開発、実証、標準仕様化、広域展開の各段階の明確化・体系化と一体的な推進、各年度における事後評価

の徹底等が必要



情報流通連携基盤（プラットフォーム）：「縦軸」から「横軸」へ 5

コンテンツ・
アプリケーション

レイヤー

プラットフォーム
レイヤー

ネットワーク
レイヤー

端末
レイヤー

（ＩＰ化を軸とする通信・放送の融合・連携の進展）
（Ｍ２Ｍ通信の普及）

（有線・無線ネットワークの有機的連携）

（端末・ネットワーク間の紐帯関係の緩和）
（オープンソースＯＳ等の普及）

クラウドサービスの活用
（クラウド間連携を含む）

情報流通連携基盤
（プラットフォーム）

（例）
➤APIのオープン化
➤データ様式の連携
➤認証・課金機能等の連携
➤個人情報の取扱に関する

ルールの整合性確保

レ
イ
ヤ
ー
間
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
の
オ
ー
プ
ン
化
（
標
準
化
）

情報
（コンテンツ）

マッシュアップ
（組み合わせて利用）



新事業創出戦略の方向性 6

① 「技術ドリブン（中心・基軸）」視点から「課題ドリブン」・「ユーザードリブン」な施策への転換
✔課題解決の最適解を導入するためのユーザー、専門家、有識者等の対話・意思疎通
✔高齢者や障がい者等の利用者のニーズを最大限尊重したＩＣＴサービスの開発等
✔耐災害性の強いネットワークの構築（ＢＣＰ of ＩＣＴ）
✔データの耐災害性を高めるクラウドサービスの積極的導入（ＢＣＰ by ＩＣＴ）

②異業種連携による新たなソリューション等を生み出す非連続な「オープンイノベーション」の創出
✔各主体が得意とする資源を持ち寄った新たな課題解決のためのＩＣＴと他分野との連携
✔医療･介護や農業･物流等の技術や制度に共通要素がある分野横断的な異業種連携の推進

③グローバルな視点にたったグローバル市場における新産業領域の創出等
✔社会的に実装、全国に展開、国際協調・貢献の視点から課題を共有する諸外国にも展開
✔標準化戦略との連携強化、民間主導のデファクト標準（フォーラム標準）を積極的に支援

３
つ
の
基
本
的
視
点

①「ロードマップ」の策定と「段階的管理」
②アウトカムの設定と適切な事前評価の実施

③適切な事後評価とフォローアップ
④ＩＣＴ利活用政策の構造化

検
討
の
方
向
性

具体的施策

ＩＣＴ利活用政策の推進における取組

●通信インフラ等の耐災害性の強化・再構築

●冗長性の高い情報提供基盤の構築
●日本型スマートグリッド等の推進

【通信インフラ等の耐災害性の強化】 【ＩＣＴによるエネルギー制約克服への貢献】

●スマート・クラウド戦略の推進

●テレワークの推進によるＢＣＰ強化・雇用創出

●「情報の利活用」の積極的推進

【ＩＣＴ利活用による新事業の創出】
●東北地方における新たなＩＣＴ拠点の創造

●電波を利用した新事業の創出

●ＩＣＴ利活用推進のための環境整備



新事業創出戦略の具体的施策① 7

①通信インフラ等の耐災害性の強化・再構築

✔ 重層的な情報通信ネットワークの構築（１つの情報通信網が途絶しても、他の情報通信網を介して災害情報等の伝達が

可能となる防災無線、通信網、放送網等を連携させる仕組みの構築）

✔ ＩＸ機能やデータセンタの地域分散化、衛星インターネットと固定・移動通信ネットワークを組み合わせた網構築、通信途絶時

のメッシュ型無線ＬＡＮ網による応急復旧等の推進

✔ 津波等による地域住民情報の消失を防ぐとともに、低コストで迅速な行政機能の復旧を可能とするための自治体クラ

ウドの構築の推進

✔ アクセス集中を回避するための公的機関によるミラーリング、クラウドの活用等の促進（手順等の確立・共有化）

✔ 迅速かつ適切に災害情報を伝達するための公的機関によるソーシャルメディア等インターネットの活用の促進（ガイドライン

の充実化）

✔ 自治体等の情報を集約し、多様なメディアに提供可能な基盤の普及推進（安心･安全公共コモンズ）

✔ 高齢者等のＩＣＴリテラシーの向上、高齢者等にとって使い勝手のよいサービス等の開発の促進（疎開先の住民に向け

て生活情報等をインターネットを介して発信し、容易に地元情報にアクセス可能な仕組みの構築）

✔ 遠隔医療等による広域医療連携、携帯端末などから診療・調剤情報等への参照を可能とする医療クラウド（日本版ＥＨＲ）、

医療情報等の電子化の推進、これらを支える安全かつ最適な通信ネットワークの仕組みの確立

✔ ＩＣＴ人材の定着を希望する地域と、地域への貢献を希望するＩＣＴ人材をマッチングさせる仕組みの創設、地域から

の情報発信を行う人材等の活用による地域における「共助」の仕組みの形成

②冗長性の高い情報提供基盤の構築



新事業創出戦略の具体的施策② 8

③スマート・クラウド戦略の推進

✔ 「ジャパン･クラウド･コンソーシアム (JCC)」におけるクラウドサービス普及に向けた取組の積極的な支援

✔ 被災地企業等のクラウドサービス導入に対する助言等の支援による復旧･復興プロセスの加速化、情報システムの耐災

害性や情報連携の強化等の推進

✔ 「ＡＳＰ･ＳａａＳ利用促進協議会 (ASPIC)」を通じたクラウドサービス等の提供者及び利用者に対するガイドライン策定

等の推進

✔ いわゆる「ビッグデータ」の解析等の効率的な実施やクラウド間の連携強化を実現するための研究開発の促進、クラウド間の

円滑なデータ流通を可能とするための標準化活動等を行う「グローバルクラウド基盤連携技術フォーラム(GICTF)」等の支援

④テレワークの推進によるＢＣＰ強化・雇用創出

✔ テレワーク導入によるＢＣＰ・節電などの具体的な効果･事例の収集･周知

✔ テレワークシステムの体系化、運用規程等の整備、導入等に係る人的支援の仕組みの構築

✔ 被災地外の仕事をテレワークを通じて被災地につなぐことによる雇用創出に向けた取り組みの実施

⑤「情報の利活用」の積極的推進

✔ 主体、分野・領域に閉じない情報の流通・連携を図るための「情報流通連携基盤」（各プラットフォーム間のＡＰＩのオープン
化、データ様式等の連携、認証･課金機能等の連携、クラウド事業者の遵守事項のガイドライン化等の汎用性のある技術・
運用ルール、情報セキュリティ、ＩＣＴ人材等による共通基盤）の実現の推進

✔ 国等が保有する災害関連情報等の復旧関連データのデジタルフォーマット（ＸＭＬ、ＣＳＶ等）による公開の促進等

⑥東北地方における新たなＩＣＴ拠点の創造

✔ テレワークを活用したソフトウェア開発拠点の整備、東北地方への研究開発及び実証拠点の誘致等



新事業創出戦略の具体的施策③ 9

⑦電波を利用した新事業の創出

✔ ホワイトスペースやセンサーネットワーク等の新たな無線技術の活用による地域の安心･安全の確保等

✔ 緊急警報をあらゆる情報通信手段を通じて、確実な警報伝達を可能とするための防災行政無線システムの高度化

✔ 災害に強い無線通信技術の開発、技術検証基盤の構築の推進（通信途絶時でも可搬型高機能無線局が自律的にネット

ワークを構成する技術開発の推進、様々なワイヤレスネットワークを災害時の通信代替手段として利活用できるブロードバンド

ワイヤレステストベッドの構築等）

⑧ＩＣＴ利活用推進のための環境整備

✔ ＩＣＴの利活用を阻む規制・制度の見直し（非常時におけるＩＣＴ利活用による減災等の観点から、行政・医療・教育

等の公的サービスの提供におけるＩＣＴの利活用や分野・領域横断的な情報の利活用を阻害している規制等の運用の明確化等）

✔ 利用者本位のサービス等の開発を含むアクセシビリティ等の向上（障がい者･高齢者等の全ての人のためのユニバーサ

ルデザインの実現、認証手段の多様化のための携帯端末等を媒体とした電子行政サービスへのアクセシビリティの向上）

✔ 「情報活用人材」（産学連携や人材相互交流の強化、ＣＩＯの確保育成、必要な情報活用能力の定義化・育成プログラ

ムの構築）、高度ＩＣＴ利活用人材の育成

✔ 情報セキュリティの強化（地域コミュニティの支援、サポーター育成、マッチングシステム、見守りセンター等）

⑨ＩＣＴによるエネルギー制約克服への貢献

✔ 需要家側における消費電力の「見える化」（ＨＥＭＳとスマートメータ等の連携にむけた標準仕様化）等の推進

✔ 需要家の承諾を前提とした、消費電力データを活用したクラウドサービスの提供、アプリケーションの活用等の促進、

スマートメータの先行的・試行的導入による電気予報のリアルタイム化の検討
✔ スマートメータから収集された消費電力に関するストリーミングデータのクラウドによる処理のためのセキュリティ基準の

策定等の推進

✔ 省エネ･環境負荷低減のベストプラクティスモデル及び環境影響評価手法の確立等の推進

✔ データセンタのグリーン化、通信ネットワークのグリーン化のための研究開発等の推進

✔ ＨＥＭＳの導入等による環境に優しいまちづくりのための取組の推進



ＩＣＴ利活用政策の推進における取組 10

①「ロードマップ」の策定と「段階的管理」

✔ 目標として解決すべき具体的課題の明確化

✔ 目標達成の評価指標や目標に至るまでの期間・プロセスを可視化する「ロードマップ」の事前の策定

✔ ロードマップを構成する全プロセスの複数年度にわたる４区分化

①研究開発段階

②社会実験段階

③試験導入段階

④普及促進段階

✔ 各段階でのＰＤＣＡサイクルの実施を通じた事業継続の可否の判断、当初設定した目標の検証、全体のロードマップの

修正や明確化

✔ 評価者毎の評価結果の公表等の「評価手法」の見直し

✔ 委託事業者等申請者の中で実際に携わるメンバーの事業実施能力やマネージメント能力の評価の重視等の「評価項目」

の見直し

✔ 外部評価委員による事後評価の適切な実施を通じた事業継続の可否の判断、当初設定した目標の検証、アウトカム

の修正や明確化

✔ 外部評価委員を交えた失敗の原因の要因検証、その経過と結果の公開、当該要因検証等の以後の政策立案への活用

②アウトカムの設定と適切な事前評価の実施

③適切な事後評価とフォローアップ

④ＩＣＴ利活用政策の構造化

✔ 様々な課題解決に取り組む個々のプロジェクトの相互補完的な役割を担うものとしての構造化



「東日本復興」及び「日本再生」プロセスの進展とＩＣＴ政策の在り方 11

「情報流通連携基盤」の実現

①通信インフラ等の耐災害性の強化・再構築

②冗長性の高い情報提供基盤の構築

③スマート・クラウド戦略の推進

④テレワークの推進によるＢＣＰ強化・雇用創出

⑤「情報の利活用」の積極的推進

⑥東北地方における新たなＩＣＴ拠点の創造

⑦電波を利用した新事業の創出

⑧ＩＣＴ利活用推進のための環境整備

⑨ＩＣＴによるエネルギー制約克服への貢献

→ネットワークの重層構造化、情報基盤間連携を図ることで
災害時における情報流通の「断」が生じないような環境を
整備する施策

→新たな「情報流通連携基盤」のシーズを生み出す施策

→従来の企業、産業の枠を超えた情報連携を実現する施策 →「情報流通連携基盤」の実現を促進するための環境整備
を図るための施策

→雇用の情報マッチングを距離の制約を越えて実現する施策 →エネルギーの流通情報と需要家側の情報を連携させる
施策（日本型スマートグリッド）

→「情報流通連携基盤」そのものを業態を越えて実現する施策

「東日本復興」と「日本再生」の早期実現に向け、以上の施策について、着実に実現に向けた取り組み
が行われるよう、産学官の総力を挙げて取り組むことが必要。



「東日本復興」及び「日本再生」プロセスの先にある「知識情報社会」の構築に向けて 12

（１）通信・放送ネットワークの将来像

（２）ＩＣＴ利活用の変化

① 人と人の「つながり力」を活用したコンセンサス形成等、利用者が主体となったＩＣＴ利活用が急速に進展し、

異なる領域、地域の情報連携等が進み、新たな価値が創造される社会に進化。

① Ｍ２Ｍ通信が普及し、リアルとサイバー空間の連携が強化され、サイバー空間内における社会経済活動が高度化。

② 新たな垂直統合型の事業モデルが主流となり、デバイスと通信・放送網の紐帯関係が緩まり、端末・ネットワーク

の別を問わずに情報が双方向で流通する仕組みが普及。

③ １：Ｎ（放送網）、１：１（通信網）、Ｎ：Ｎ（ソーシャルメディア）が有機的･相互補完的に組み合わされ、

各ネットワーク（メディア）の特性を活かしつつ、各利用者のニーズに応じて自由に連携可能な市場環境へ移行。

④ グローバル市場において主流となる新たな垂直統合型の事業に組み込まれ、我が国のＩＣＴ産業の柔軟な事業展開

が阻まれる可能性が発生。

⑤ 通信会社、コンテンツプロバイダ等がwin-winを築くことができる認証・課金機能の在り方等について検討が必要。

② 少子高齢化の進展等により心身機能やライフステージにあった仕事を開発するなど、ＩＣＴの利活用において、

従来にはない視点が追加。

（３）ＩＣＴ利活用環境の整備

① ベンチャー等が創業される環境の整備について、民主導を原則としつつ必要な政策の方向性について検討が必要。

② 情報の信頼性の問題、トラブルが発生した場合の解決手法等について、民主導を原則としつつ必要な利用環境の

整備が必要。

③ 震災における情報流通の円滑化等の社会的課題を解決する観点から、引き続き個人情報やプライバシーにおける

保護と利用の在り方について検討が必要。

④ アプリケーション等の上位レイヤーとネットワーク等の下位レイヤーとの間の公正競争を確保する観点から、引き

続きクラウドサービスの普及が与える影響等、「ネットワークの中立性」の在り方について検討が必要。
⑤ 国境を越えたデータ等の流通における法制度の適用関係等、クラウドサービスを巡る国際的なコンセンサスの醸成、

グローバルなサイバー攻撃への対応等、ＩＣＴ産業の国際展開を視野に入れつつ、他国との連携をさらに推進。



＜参考①＞ 復興に当たってのＩＣＴ投資による経済効果 13

ＧＤＰ 雇用者

0.75 0.8 0.85 0.9 0.95

ソフトウェア

通信施設建設

一般資本設備

0 5 10 15

ソフトウェア

通信施設建設

一般資本設備

０．９１兆円

０．８５兆円

０．８１兆円 １１．３万人

１４．０万人

１０．２万人

（兆円） （万人）

■ 復興投資１兆円当たりの経済波及効果

【出典】 （株）情報通信総合研究所調査（2011年5月30日、6月7日）

うちＩＣＴ関連 ２．５兆円 うちＩＣＴ関連 １．６兆円 うちＩＣＴ関連 ２０．１万人

※ 内閣府試算での被害額が１６兆円の場合を前提として試算。
※ 「復興投資の経済波及効果」とは、損害額に相当する復興投資を行った場合の経済波及効果をいう。
※ 「ＩＣＴ関連」とは、ＩＣＴ産業の一般資本設備と全産業の情報資本設備の合計を指す。

全産業 ９．０兆円 全産業 ６．９兆円 全産業 ９４．７万人

■ 東日本大震災による民間企業の資本設備損害額と復興投資の経済波及効果

資本設備損害額 復興投資の経済波及効果（ＧＤＰ） 復興投資の経済波及効果（雇用者）



＜参考②＞ 新事業創出戦略委員会 ＩＣＴ利活用戦略ワーキンググループの概要

1. 検討事項
（１）ＩＣＴ利活用を重点的に推進していくべき分野と推進方策について
（２）ＩＣＴ利活用施策の在り方について

2． 検討状況
・ 平成２３年２月１７日、情報通信政策部会新事業創出戦略委員会に「ＩＣＴ利活用戦略ワーキンググループ」を設置。
・ 平成２３年２月１７日以降、計６回の会合を開催し、検討を実施。
①「ＩＣＴ利活用を重点的に推進していくべき分野と推進方策」について検討（第１回～３回会合）
②「災害時におけるＩＣＴの利活用の課題」について検討（第４回会合）
③「ＩＣＴ利活用施策の在り方」について検討（第５回～６回会合）
また、上記①～③について、メーリングリスト上でも意見交換を行った。

・ 平成２３年６月１３日に「ＩＣＴ利活用戦略ワーキンググループ 第１次とりまとめ」を取りまとめ。

構成員 （敬称略）（平成２３年２月現在）

氏 名 主 要 現 職

村上 輝康（座
長）

野村総合研究所シニアフェロー

國領 二郎（座
長代理）

慶應義塾大学 総合政策学部長・教授

秋山 昌範 東京大学政策ビジョン研究センター教授

猪狩 典子
国際大学グローバル・コミュニケーション・セン
ター研究員

石川 雄章 東京大学大学院 情報学環 特任教授
岩野 和生 日本ＩＢＭ執行役員 未来創造事業担当

梶川 融
太陽ASG有限責任監査法人総括代表社員
（CEO）

角 泰志
日本ユニシス株式会社専務執行役員 ICTサービ

ス部門長

氏 名 主 要 現 職

亀岡 孝治
三重大学大学院生物資源学研究科 「食と農業を科
学するリサーチセンター」教授

北 俊一
株式会社野村総合研究所 情報・通信コンサルティン
グ部 上席コンサルタント

篠﨑 彰彦 九州大学大学院経済学研究院教授

三谷 慶一郎
ＮＴＴデータ経営研究所 情報戦略コンサルティング本
部長

野城 智也 東京大学生産技術研究所長
安田 直 NPO日本ネットワークセキュリティ協会主席研究員

山田 肇 東洋大学経済学部教授
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第１章 現状認識 

 

 

１．「東日本復興」及び「日本再生」に向けて 

 

（１）東日本大震災前の検討状況 

 

ブロードバンド化・デジタル化された通信・放送ネットワーク1を通じて、社会

経済のあらゆる場面において、知識・情報のやり取りが活発に行われ、その流通・

共有・活用・蓄積が新たな価値を生み出す「知識情報社会」2の構築がグローバル

に進展しつつある。「知識情報社会」を実現するためには、情報通信技術

（Information and Communications Technology。以下「ＩＣＴ」という。）

の持つ力を最大限活用し、我が国が抱える少子高齢化3、人口減少4、環境問題5等

の解決に向けて利用者本位で取り組み、国民が生活の質の向上を実感できる社会の

実現が求められる。 

 

本年２月の情報通信審議会諮問第 17 号「知識情報社会の実現に向けた情報通信

政策の在り方」においては、本格的な「知識情報社会」の実現に向けて、2020

年頃までを視野に入れて、今後の市場構造の変化、国民利用者の社会生活に及ぼす

影響等を踏まえつつ、ＩＣＴ政策の今後の方向性を示す「総合戦略」を描くことを

                                                  
1 平成 22 年３月末現在、超高速ブロードバンドの世帯カバー率は約 92％（4,845 万世帯）、また、平成 22 年
12 月現在、ブロードバンド加入契約者数（FTTH、DSL、ケーブルインターネット、無線（Fixed Wireless Access、
Broadband Wireless Access）を含む。）は約 3,450 万加入となっている。また、携帯電話加入数については、
平成 23 年４月現在で、約 12,018 万加入、そのうち IMT-2000（３Ｇ）加入数は、98.9％の約 11,885 万加入と
なっている。【資料１～２】また、放送のデジタル化（テレビジョン放送）については、平成８年６月の東経
124/128 度ＣＳ放送のデジタル化をはじめとして、平成 12 年 12 月にＢＳデジタル放送、平成 14 年３月に東経
110 度ＣＳデジタル放送、そして、平成 15 年 12 月から地上デジタル放送が開始されている。特に、地上放送
のデジタル化については、地上デジタル放送対応受信機の普及世帯数は、平成 22 年 12 月現在、94.9％等とな
っている。【資料３～５】 
2 「新たな情報通信技術戦略」（平成 22 年 5 月高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定）では、その
「Ⅰ．基本認識」として、「政府・提供者が主導する社会から納税者・消費者である国民が主導する社会への
転換」を掲げるとともに、「国民が主導する社会では、市民レベルでの知識・情報の共有が行われ、新たな『知
識情報社会』への転換が実現し、国民の暮らしの質を飛躍的に向上させることができる。」としている。【資
料６】 
3 2020 年においては、我が国の総人口は現在よりも減少し、65 歳以上人口が増加する一方で、生産年齢人口及
び若年人口が減少することが推計されている。【資料７】 
4 我が国の総人口は 2004 年の 12,784 万人（高齢化率 19.6％）をピークとして、2030 年には 11,522 万人（高
齢化率 31.8％）、2050 年には 9,515 万人（高齢化率 39.6％）まで減少すると推計されている。また、３大都市
圏以外である東日本大震災の被災地となった東北地方等の地域では、人口減少と高齢化の双方が進展している。
【資料８～９】 
5 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第４次評価報告書統合報告書（平成 19 年 11 月。概要については
http://www.env.go.jp/earth/ipcc/4th/ar4syr.pdf参照。）によると、21世紀末の世界平均地上気温の上昇は、
20 世紀末と比較して、環境の保全と経済の発展を地球規模で両立する社会で約 1.8℃、化石エネルギーを重視
しつつ高い経済成長を実現する社会で約 4.0℃と予測されている。【資料 10】 
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目的として検討が開始された。その中で、本委員会では、「新事業創出戦略」とい

う観点から、以下のような検討を行ってきた。 

 

第１に、「知識情報社会」の実現に向けて核となるＩＣＴ利活用の方向性につい

て議論が行われた。ＩＣＴは国の神経網とも言える社会インフラであり、行政・医

療・教育・農林水産業等といったＩＣＴ利活用が進んでいない分野6にＩＣＴを積

極的に導入していくことが求められる。しかし、これまでのＩＣＴ利活用推進のた

めの施策は分野ごとの情報化を実現する、いわば「縦軸」の視点で展開されてきた。

今後は、領域を超えた情報の流通・連携を促すなど情報利活用を通じた新産業の創

出はもとより、セキュリティの強化、ＩＣＴ人材の育成を含め、分野横断的・基盤

的な「横軸」の視点にも重点をおく必要がある。 

 

第２に、グローバルな事業モデルの登場について議論が行われた。携帯電話の事

業モデルに代表されるように、従来、ネットワークレイヤー（事業領域）を担う通

信事業者が主体となり、端末レイヤーはもとより、認証・課金等のプラットフォー

ムレイヤー、コンテンツ・アプリケーションレイヤー等、下位レイヤーから上位レ

イヤーに至る垂直統合型の事業モデルを中心に市場が拡大してきた。しかし、クラ

ウドサービスやオープンソースＯＳ（Operating System）の普及7等に伴い、近

年、プラットフォームレイヤーを中心とする新たな垂直統合モデルが形成されてき

ている。しかも、こうした新たな垂直統合型の事業モデルは、グローバルに展開さ

れており8、スケールメリットを最大限活かしたものとなっている。このため、新

事業創出の在り方を考える際にも、こうした事業モデルの変化を踏まえたものであ

る必要がある。なお、「プラットフォーム」については様々な捉え方があるところ

であり、共通認識を醸成することが求められる。 

 

第３に、ＩＣＴ産業のグローバル展開の在り方について議論が行われた。上記で

指摘したように、ＩＣＴ市場における事業モデルのグローバル化が進展している中、

国内市場とグローバル市場を分けて戦略を検討することは実態にそぐわない面が

ある。特に我が国の場合、少子高齢化に伴う人口減少により国内市場が縮退傾向に

あり、グローバル市場を見据えた新産業の創出、国内で創出された新事業の海外展

                                                  
6 国際連合（ＵＮ）が発表している 2010 年の電子政府発展指数（E-government development Index）によると、
日本は第 17 位となっている（http://www2.unpan.org/egovkb/global_reports/10report.htm 参照）。日本の学
校における校内ＬＡＮ整備率は米韓と比べて低く、81.2％等の状況となっている。また、我が国の診療所にお
ける電子カルテ導入率は諸外国と比べて低く、11.2％となっている。さらに、農業従事者のＩＣＴ活用に関す
る日米比較（2005 年）によると、パソコン保有は高いものの、インターネット利用や農業経営へのＩＣＴ活用
については、米国よりも低くなっている。【資料 11】 
7 我が国におけるクラウドサービスの浸透度は、前回 2010 年調査と比較して大企業で 25.2％増（18.3％→
43.5％）、中小企業においても 13.4％増（9.1％→22.5％）となっており、クラウドサービスに対する認知度が
高まってきている。調査の詳細については、総務省「スマート・クラウド戦略に関するプログレスレポート（第
１次）」（参考資料Ｃ）を参照。【資料 12～13】 
8 新事業創出戦略委員会第５回会合（本年４月 26 日）資料「ＩＣＴ産業の今後の在り方」（一般社団法人情報
通信ネットワーク産業協会）によると、「モバイルビジネスのパラダイムシフト」として、「端末性能が向上し、
サービスの供給元が事業者のネットワークの外に移ることによる、通信事業者の関与が変化する新しい形態の
ビジネスモデルが出現している」等としている。【資料 14】 
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開、ＩＣＴを利活用した社会的課題の解決策の提供によるアジア各国等への貢献が

強く求められる。 

 

第４に、ＩＣＴ分野のベンチャー企業の育成環境について議論が行われた。ベン

チャー企業の育成は新産業創出の観点からはきわめて重要である。なぜなら、従来

のように、大企業主体のイノベーションの創出だけでは限界があり、新たな技術や

事業モデルを持ったベンチャーが生まれ、ＩＣＴ市場に活力をもたらす環境の整備、

大手企業とベンチャー企業とのマッチングの促進等が重要な検討課題である。なお、

ベンチャー支援のための金融面での課題としては、日本版ＳＢＩＲ（Small 

Business Innovation Research）制度9、他国と比べた場合のエンジェル投資家

の不足10、投資回収のための手段であるＭ＆Ａの事例が少ない11こと等が挙げられ

る。 

 

第５に、ＩＣＴ利用環境整備の在り方について議論が行われた。ＩＣＴ分野にお

ける新事業創出を促すためには、利用者の視点に立ち、ＩＣＴ利用環境の整備が必

要である。例えば、近年急速にソーシャルメディアが普及12しており、企業と個人

との新たなつながりが生まれる一方、情報の発信元や責任の所在が不明瞭になりが

ちとなり、リテラシー等の差が情報格差となる懸念が生じており、こうした懸念に

対する対応策が求められている。 

 

（２）東日本大震災の経験を踏まえて 

 

こうした検討過程の中、本年３月、観測史上最大のＭ9.0 の地震に伴う東日本大

震災が発生した13。本震災により、民間事業者の通信・放送インフラをはじめ、地

方自治体の構築したブロードバンド基盤、ケーブルテレビ施設等が広範かつ甚大な

                                                  
9 中小企業者及び事業を営んでいない個人の新たな事業活動の促進を図る中小企業技術革新制度のことをいう。 
10 2010 年における米国のエンジェル投資額は日本の約 5,000 倍であるなど、日本のエンジェルやベンチャー
キャピタルによる投資額は、経済規模、資本市場規模に比べ、極端に少ない。【資料 15】 
11 日本におけるＥＸＩＴはＩＰＯの依存が高く、Ｍ＆Ａの割合が少なく、近年は新興市場の環境悪化からＩＰ
Ｏも難しい状況にある。【資料 16】 
12 例えば、ITmedia ニュースによると、平成 22 年３月に、米国で Facebook が Google のアクセス数を抜いて
第１位になったという記事がある（http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1003/16/news027.html 参照）。
また、nielsen の「日本のオンラインメディアの現状 環境変化の中、ビジネス機会をどう捉えるか」（August 
2010 創刊号）によると、過去５年間でソーシャルメディアの利用者は急増している
（http://www.jmra-net.or.jp/pdf/document/membership/release/OnlineReport_JP.pdf 参照）。【資料 17】  
13 「東日本大震災」の呼称については、本年３月11日14時46分頃に発生した東北地方太平洋沖地震による災害
として、同年４月１日に閣議決定された。政府の緊急災害対策本部によると、平成23年６月２日現在、各地の
震度（震度６弱以上）は、震度７が宮城県北部、震度６強が宮城県南部・中部、福島県中通り・浜通り、茨城
県北部・南部、栃木県北部・南部、震度６弱が岩手県沿岸南部・内陸北部・内陸南部、福島県会津、群馬県南
部、埼玉県南部、千葉県北西部とされ、津波警報（大津波）については、同日14時49分に発表とされている。
そして、人的被害については、死者15,327名、行方不明8,343名、負傷者5,364名、建築物被害については、全
壊108,825戸、半壊67,662戸、一部損壊306,334戸とされている。また、被災者支援の状況について、避難者99,592
名、仮設住宅等の状況について、応急仮設住宅の着工戸数として、37,455戸が着工済み（うち25,659戸完成）、
3,468戸が着工予定、国家公務員宿舎や公営住宅等の受入可能戸数が56,413戸（うち11,444戸提供済み）とさ
れている（「東日本大震災への対応～首相官邸災害対策ページ～」
http://www.kantei.go.jp/saigai/index.html参照）。 
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被害を受けるとともに、防災無線等も広域にわたり損壊した14。現在、被災地にお

ける通信・放送インフラについては、民間事業者の自主的な取り組み等により応急

措置が講じられ、ほぼ復旧しつつある15が、被災地において地方自治体等がこれま

で構築してきたＩＣＴインフラの再構築には着手されておらず、早期の復旧・復興

が求められている。 

 

また、東北地方の農林水産業16が打撃を受けるとともに、地域社会を支える行政、

医療、教育等の公的サービスについてはその継続的かつ安定的な提供が不可能にな

るなど、一刻も早い支援・治療等を必要とする被災者に更なる被害をもたらした。

このような状況において、ＩＣＴの利活用については、例えば、次のような事例が

見られた。 

 

➢津波により流失した被災者等に関する情報に関し、紙の戸籍やカルテのように

その復元に時間がかかったため、地方自治体等による各種支援等が円滑に行え

なくなった17。また、教科書や指導要録等の生徒の記録が流失し、新学期に間

に合わなかったり、避難先の学校に当該記録を引き継ぐことが困難となった18。 

                                                  
14 本年５月 30 日時点で、被災３県のうち少なくとも 18 市町村において、公設の情報通信基盤（ブロードバン
ド、ケーブルテレビ、イントラネット等）が損壊している。【資料 18】また、通信・放送インフラの状況につ
いては、以下脚注 15 参照。 
15 固定通信については、合計約 190 万回線の通信回線が被災し、また、移動通信については、合計約２万９千
局の基地局が停止し、現在は、それぞれ 90％以上復旧している。放送局（ラジオ・テレビ）の停波状況につい
ては、本年３月 12 日現在で、テレビ 120 ヶ所、ラジオ２ヶ所であったが、同年６月１日現在、宮城県内の中
継局１ヶ所を除きテレビジョン中継局はすべて放送を再開している。【資料 19～20】 
16 農林水産省等「津波により流失や冠水等の被害を受けた農地の推定面積（平成 23 年３月）」によると、被害
農地（６県計）の推定面積は、23,600ha とされている。また、被害が特に大きい東北３県の市（宮古市、気仙
沼市、陸前高田市、大船渡市、釜石市）においては、その地域の産業人口のうち、100 人に 1.35～2.63 人が漁
業に従事しており、全国平均の約 15～30 倍となっている。【資料 21】 
17 例えば、宮城県女川町では、災害弔慰金の支給の申請について、支給対象者と死亡者との関係が分かるもの
と し て 戸 籍 謄 本 が 必 要 と さ れ て い る （ 「 女 川 町 暮 ら し の 情 報 」
http://www.town.onagawa.miyagi.jp/m/menu03-3.html#top 参照）。法務省によると、戸籍の正本が滅失した
場合には，管轄法務局で保存している戸籍の副本等に基づき戸籍が再製されるが、東日本大震災により滅失し
た宮城県南三陸町、同県女川町、岩手県陸前高田市及び同県大槌町の戸籍の正本については、管轄法務局にお
いて保存していた戸籍の副本等に基づき再製作業が行われ、本年４月 25 日に戸籍の再製データの作成が完了
した。そして、戸籍の謄抄本については、各市町において戸籍情報システムが設置され、再製データを反映し
た後に取得することが可能となる予定とされている（「東日本大震災により滅失した戸籍の再製データの作成
完了について」http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00024.html 参照）。 
18 例えば、宮城県、岩手県、福島県等６県の小中高校で本年度から使用予定だった教科書について、津波によ
る流失等により約67万冊が使用不能になったことが文部科学省の調査で判明したという記事（本年３月28日読
売新聞http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20110328-OYT8T00532.htm参照）や、岩手県や宮城県等６県で
新学期から配布予定だった小中高校等の教科書について、(社)全国教科書供給協会のまとめによると、約50万
４千冊が津波等により使用不可となったという記事（本年３月30日朝日新聞
http://www.asahi.com/national/update/0329/TKY201103290502.html参照）がある。文部科学省によると、一
部の教科書が被災により使用できなくなり、災害等に対応するために用意している予備の本を含めて供給が行
われるとともに、教科書発行者において並行して増刷・出荷が進められ、最も遅いものでも、本年４月15日ま
でに増刷が終了し、出荷される予定としている（「東日本大震災に伴う教科書の供給について」
http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1304740.htm参照）。 
また、文部科学省は、各都道府県に対し、転出先の学校に在籍することとなった児童生徒については指導要

録を作成する必要があり、受け入れた時点で指導要録を作成して記入できる情報を記入し、後日、元の在籍校
からの指導要録の写しの送付等を受けて追記していく等の工夫があるが、元の在籍校での指導要録が紛失した
場合には、元の在籍校と連絡を取りながら、可能な範囲で追記し、児童生徒の指導や証明に生かせるように配
慮するよう通知を行っている（「被災した児童生徒等の弾力的な受入れ等に関するQ&A」
（http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1304392.htm参照）。なお、被災幼児児童生徒の学校
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➢他方、住民関連データや母子手帳関連データのように都道府県や医療機関等と

のネットワークシステムが構築・運用されていたものについては、当該システ

ム上のバックアップデータの活用により迅速な復元や円滑な事業継続が可能

であった19。 

 

➢また、医師法における遠隔医療の実施の可否を改めて明らかにするため、厚生

労働省は、被災地の患者について、初診及び急性期であっても、その要請に基

づき遠隔診療を実施して差し支えないことを被災地の各地方自治体に対して

通知した。さらに、現在、紙しか認められていない処方箋の交付についても、

臨時の措置としてファクシミリ等により送付された処方箋に基づき調剤等を

行うことが同省により認められた20。 

 

さらに、被災住民の遠方への二次避難や仮設住宅への入居に伴う居住地の分散21

により、地域コミュニティの維持や的確な情報提供も困難となり、また、被災地に

おける情報の遮断により、支援物資等が円滑に行き渡らなかったり、医療の提供に

支障が発生した。この点、ＩＣＴの利活用については、例えば、次のような事例が

見られた。 

 

➢緊急時の連絡や情報入手の手段としては、コミュニティＦＭや中波ラジオ等が

有効であったことに加え、ポータルサイトやソーシャルメディアの利用におい

てインターネットや携帯端末が活躍した22。 

 

                                                                                                                                                       
における受入れ状況（本年５月１日現在）について、文部科学省が被災地の学校から受け入れた幼児児童生徒
の数を調査した結果、震災前の学校と別の学校で受け入れた幼児児童生徒数は、21,769名（被害が甚大であっ
た岩手県、宮城県、福島県以外からの受入れ数を含む。また、福島県内での移動など同一都道府県内の学校か
らの受入れ数を含む。）となっている（「東日本大震災により被災した幼児児童生徒の学校における受入れ状
況について（５月１日現在）」http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/06/1306626.htm参照）。 
19 庁舎の壊滅等に伴い、市区町村の住民基本台帳が滅失し、また、都道府県の住民基本台帳ネットワークシス
テム（住基ネット）用サーバが使用不能となることにより、住民の安否確認や被災住民の支援活動に支障が生
じるため、本年３月 17 日、各都道府県に対し、総務省は、住基ネットを活用した安否確認等のための都道府
県による本人確認情報の利用や市区町村による都道府県サーバ上の本人確認情報の確認等について通知を行
った（「『東北地方太平洋沖地震により市区町村の住民基本台帳が滅失している場合等の取扱いについて（通
知）』の発出」（http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_01000010.html）参照）。 
 また、全県規模での周産期電子カルテネットワークと Web 母子手帳が連携する「岩手県周産期医療情報ネッ
トワークシステム『いーはとーぶ』」（2009 年総務省 u－Japan 大賞受賞
http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ict/u-japan/pdf/bp_2009/02_0530.pdf 参照）により、消失した沿岸
部の妊婦データが岩手医科大学のサーバに保存されていたため、短期間で復元が可能となった事例がある。 
20 本年３月23日、各都道府県に対し、厚生労働省より通知が行われた（「情報通信機器を用いた診療（遠隔診
療）等に係る取扱いについて」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015rt9-img/2r9852000001607e.pdf参照）。 
21 各都道府県の被災者の受入状況等については、本年６月８日現在、少なくとも 14 府県が被災者を受け入れ
ており、その人数は、15,472 人に及んでいる。【資料 22】 
22 ＩＣＴ利活用戦略ワーキンググループ第４回会合（本年４月26日）資料「ＩＣＴ利活用による適切な災害対
策情報流通のための課題例」（参考資料Ｃ）参照。また、同会合において、「一番最初に情報が行き渡ったのは、
実は携帯電話である。こういう避難所のドクターと最初に連絡がとれたのもやはり携帯電話で、携帯電話のメ
ールである。いわゆるテキストメッセージが一番最初にたどり着く」という議論も行われた。 
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➢行政により避難状況の把握や情報提供は行われていた23ことに加え、安否情報

や被災地のニーズと支援情報とのマッチング等については、多数の民間事業者

やＮＰＯ（Non-Profit Organization）等によるインターネットを活用した

迅速な情報流通が行われた24。 

 

➢患者のカルテを作成した担当医やその病院と連絡がとれない場合、それらの個

人情報となる診療情報について、当該患者が加入している一部の保険者に対し

て、個人情報保護法に基づき、搬送先の病院が本人の同意なく、レセプト情報

の提供を受けることを可能とする運用がなされた25。 

 

今次震災による損害がこれまでに経験したことがない甚大なものとなる中、ＩＣ

Ｔ分野において震災から得られた以上のような経験を踏まえ、上記の「総合戦略」

を描くに際し、震災前において検討されていた方向性を踏まえつつ、次項で述べる

ように検討の視点を再整理することとした。 

 

 

２．「東日本復興」及び「日本再生」とＩＣＴ 

 

今後、我が国の復旧・復興プロセスは長期に及ぶものと考えられるが、そのプロ

セスにおいては、被災地の地方自治体が主体となる「東日本復興」とその原動力と

なる国家としての「日本再生」を同時並行的に推進していく必要がある26。その際、

ＩＣＴの果たすべき役割として、次の３点を踏まえる必要がある。 

 

                                                  
23 本年４月 12 日、総務省は、各都道府県等に通知を行い、多くの住民が全国各地に避難し、避難前住所地の
市町村や県において、避難者の所在地等の情報把握が課題となっているため、避難者から避難先市町村へ避難
先等に関する情報について任意に提供を受け、その情報を避難元の県や市町村へ提供し、当該情報に基づき避
難元の県や市町村が避難者への情報提供等を行う「全国避難者情報システム」を構築することについて協力を
依 頼 し た （「 避 難 先 に お け る 情 報 提 供 の 受 付 に つ い て （ 全 国 避 難 者 情 報 シ ス テ ム ） 」
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000082.html 参照）。 
24 情報プラットフォーム分野における民間による被災者向け支援サービス等の具体例については、ＩＣＴ利活
用戦略ワーキンググループ第４回会合資料「東日本大震災に係るＩＣＴ分野での官民の取組の状況」（参考資
料Ｃ）参照。 
25 ＩＣＴ利活用戦略ワーキンググループ第４回会合資料「災害医療における制度的課題（東京大学政策ビジョ
ン研究センター秋山昌範）」（http://www.soumu.go.jp/main_content/000112457.pdf）参照。 
26 「政策推進方針～日本の再生に向けて～」（本年５月17日閣議決定）においては、「東日本の復興を支え、震
災前から直面していた課題に対応するため、日本の再生に向けた取組も再スタートしなければならない」とし
た上で、「震災復興と並ぶ日本再生の方針」として、「財政・社会保障の持続可能性確保」及び「新たな成長
へ向けた国家戦略の再設計・再強化」を提示している。さらに、「日本再生に向けた再始動」における「再始
動に当たっての基本７原則」として、「再始動に当たっては、震災で中断していたものを単に再開することで
はいけない。以下の基本原則にのっとり、新たな成長へ向けた戦略の『質的転換』を通じて、柔構造の経済、
産業、地域社会を再構築するとともに、これらを支える人材の育成を行う。東日本大震災により露呈した弱点
を克服するとともに、傷ついた信頼を回復し、世界との絆を強めていく。力強い日本を再生させるものでなけ
ればならない。」とした上で、「①日本再生が東日本復興を支え、東日本復興が日本再生の先駆例に」が掲げ
られている。また、「復興構想７原則」（本年５月10日東日本大震災復興構想会議決定）における「原則５」
として、「被災地域の復興なくして日本経済の再生はない。日本経済の再生なくして被災地域の真の復興はな
い。この認識に立ち、大震災からの復興と日本再生の同時進行を目指す。」ことが掲げられている。【資料23
～24】 
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第１に、復旧・復興プロセスにおけるＩＣＴ投資の経済効果に着目すべきである。

ＩＣＴは行政、医療、教育、農林水産業等の幅広い分野における効率性の向上や高

付加価値化を実現するものであり、またＩＣＴがもたらす経済波及効果として、Ｉ

ＣＴ産業は、輸送機器や建設業を上回る規模の雇用を誘発するとともに、その産業

全体への付加価値誘発効果は一貫して上昇し、全産業中最高水準となっている。従

って、ＩＣＴ投資を「東日本復興」及び「日本再生」のプロセスにおいて最重要の

投資分野の一つであると位置づける必要がある。 

 

 

ＩＣＴによる経済波及効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の震災においては、ＩＣＴ産業の設備損害額と民間企業の情報資本設備の損

害額の合計は、2.5～4.4 兆円と推計されている。仮に、4.4 兆円の復興投資を行

った場合の経済波及効果としてはＧＤＰ2.9 兆円、名目ＧＤＰ0.6％の押し上げ効

果を持ち、35.7 万人の雇用を創出すると見込まれる。とりわけ、通信施設建設と

ソフトウェアに関する投資のＧＤＰ押し上げ効果は、一般資本設備よりも大きいと

見込まれており、ＩＣＴ投資が「東日本復興」に向けて高い経済波及効果を持つこ

とが示されている。 
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■ 主な産業の雇用誘発数の推移※ ■ 主な産業の付加価値誘発額の推移※
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【出典】総務省「ＩＣＴの経済分析に関する調査」（平成２２年）
※ 主な産業部門の生産活動による雇用誘発数、付加価値誘発額
（各産業部門の粗付加価値額が、どの最終需要項目によってどれだけ誘発されたものであるか、その内訳を示すもの）
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復興にあたってのＩＣＴ投資による経済効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２に、今次震災において、物理的な通信・放送網の損壊はもとより、被災地間

あるいは被災地と被災地外を結ぶ情報のやり取りが断絶し、復旧に多大な支障が生

じた。このように、災害時はもとより「東日本復興」や「日本再生」のプロセスに

おいても、情報を求める側と情報を提供する側との間の円滑な情報のやり取りを確

保することは「命を守る」生命線であり、ハード・ソフト両面において、こうした

仕組みを確立することを重視すべきである。 

 

第３に、「東日本復興」及び「日本再生」のプロセスにおいて、ＩＣＴを活用し

たコミュニケーション力の強化を図ることが必要である。災害時において情報の円

滑なやり取りの仕組みが確保されたとしても、この情報を利用者が十分に活用でき

なければ「手段」としてのＩＣＴの機能は発揮されたことにならない。特に高齢者

等を中心として、必要な地域情報に容易にアクセスでき、地域の「絆」の再生・強

化にＩＣＴが利用される仕組みの構築を重視すべきである。 

 

このように、「東日本復興」と「日本再生」に向けたＩＣＴ投資の重視、ＩＣＴ

を社会インフラとして組み込むことによるハード・ソフト両面にわたる情報流通の

仕組みの確立、地域の「絆」27の再生・強化に向けたＩＣＴを活用したコミュニケ

ーション力の強化を検討の視点の軸としつつ、ＩＣＴを活用した新事業の創出を目

                                                  
27 「復興構想７原則」における「原則４」として、「地域社会の強い絆を守りつつ、災害に強い安全・安心の
まち、自然エネルギー活用型地域の建設を進める。」ことが掲げられている。【資料24】また、「新たな情報
通信技術戦略」では、その「Ⅰ．基本認識」における「新たな国民主権の社会を確立するための、非連続な飛
躍を支える重点戦略（３本柱）」の１つとして、「地域の絆の再生」を掲げている。【資料６】 

■ 東日本大震災による民間企業の資本設備損害額と復興投資の経済波及効果

資本設備損害額 復興投資の経済波及効果（ＧＤＰ） 復興投資の経済波及効果（雇用者）

うちＩＣＴ関連 ４．４兆円 うちＩＣＴ関連 ２．９兆円 うちＩＣＴ関連 ３５．７万人

■ 復興投資１兆円当たりの経済波及効果

ＧＤＰ 雇用者

0.75 0.8 0.85 0.9 0.95

ソフトウェア

通信施設建設

一般資本設備

0 5 10 15

ソフトウェア

通信施設建設

一般資本設備

０．９１兆円

０．８５兆円

０．８１兆円 １１．３万人

１４．０万人

１０．２万人

（兆円） （万人）

出典：(株)情報通信総合研究所調査（２０１１年５月３０日）

※ 内閣府試算での被害額が最大の場合を前提として試算。
※ 「復興投資の経済波及効果」とは、損害額に相当する復興投資を行った場合の経済波及効果をいう。
※ 「ＩＣＴ関連」とは、ＩＣＴ産業の資本設備と全産業の情報資本設備の合計を指す。

全産業 １６．０兆円 全産業 １２．３兆円 全産業 １６８．３万人
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指すとともに、その過程で生み出された新たなソリューションのグローバル展開を

図っていく必要がある。 

 

 

３．ＩＣＴ政策の基本理念 

 

今後、ＩＣＴを最大限活用した「東日本復興」及び「日本再生」を実現する政策

展開にあたっては、新たな官民の役割分担と相互連携のあり方を確立するとともに、

その基本理念として、以下の５つの柱を中心として検討していく必要がある。 

 

第１に、通信インフラ等の耐災害性の強化を図るべきである。具体的には、冗長

性のある28有機的なネットワーク連携により、耐災害性に優れた新たな国土の形成

（例えば、「コンパクトシティ」29が有機的にネットワークで結ばれている国土）

を実現していくことが必要である。 

 

第２に、ＩＣＴを活用した地域の「絆」の再生・強化を図るべきである。インタ

ーネットの持つソーシャルメディアとしての機能等を活用しつつ、被災地を含め、

地域の「絆」を強固なものとする「共生型ネット社会」（ネットを通じたコミュニ

ケーションを深めることにより、距離等の制約を超えて人と人のつながりが深くな

る社会）の構築が必要である。   

 

第３に、ＩＣＴをツール（手段）として組み込んだ新事業の創出を推進すべきで

ある。具体的には、被災地の農林水産業の復興、行政・医療・教育等の公的サービ

スの瞬断なき提供を実現するためのＩＣＴの利活用の促進や新事業の創出を目指

すべきである。同時に、容易かつ安心してＩＣＴを活用できるよう、ＩＣＴ利活用

人材の育成、アクセシビリティ（ＩＣＴ機器等を直感的かつ容易に使うことができ

ること）の向上に資するユニバーサルデザインの実現、情報セキュリティの向上等

の共通基盤の整備を図る必要がある。 

 

第４に、ＩＣＴによるエネルギー制約克服への貢献を推進すべきである。今般の

福島第一原子力発電所の事故への対応に加え、エネルギー政策の見直し30等が今後

進められる31中、中期的な電力需給の逼迫32や環境負荷の低減への対応に向けたＩ

                                                  
28 一般的には、システムやサービスの安全性、安定性又は継続性を確保するため、災害や事故等により一部の
障害が発生した後においても、システム等全体の機能が維持可能となるよう「ゆとりに幅がある」ことをいう。 
29 歩いて暮らせる街、環境にやさしい街をつくるための１つの方法として検討されている都市計画に関するス
タンスであり、市街地の未利用土地を積極的に活用し、都市中心部に様々な機能を集めることによって、相乗
的な経済交流活動を活発化させ、持続可能な暮らしやすい街をつくっていこうとする考え方である（「コンパ
クトシティ～よりよい暮らしのために～」http://www.thr.mlit.go.jp/compact-city/参照）。【資料 28～29】 
30 本年６月７日の新成長戦略実現会議において、「エネルギー・環境会議」が設置され、本年末目途に「革新
的エネルギー・環境戦略」の基本的な方針、来年に「革新的エネルギー・環境戦略」が策定される予定となっ
ている。 
31 「復興構想７原則」における「原則４」として、「地域社会の強い絆を守りつつ、災害に強い安全・安心の
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ＣＴの活用を推進すべきである。このため、電力需給が逼迫する中にあって日本の

生産力を最大限維持していくため、グリーンＩＣＴ（ＩＣＴによるＣＯ２排出量の

削減及びＩＣＴ産業におけるＣＯ２排出量の削減）等を推進する必要がある。 

 

第５に、ＩＣＴ産業の国際競争力の強化を図るべきである。具体的には、サービ

スや事業活動のグローバル化に対応しつつ、生産拠点の海外流出による産業の空洞

化33を防ぐとともに、アジアの成長を取り込んだＩＣＴ産業の復興を実現するため、

ＩＣＴ産業のグローバル展開、ＩＣＴによる相手国の課題解決等の国際連携・協調

を推進する必要がある。 

 

また、上記の５つの柱を中心に、ＩＣＴ政策を実施するにあたっては、以下の４

点に留意して進める必要がある。 

 

第１に、「東日本復興」においては、地方自治体が主体となることが大前提であ

り、政府は最大限これを支援することが必要である34。その際、「東日本復興」に

関しては、単に損壊した機能を復旧させるのではなく、被災地が希望を持つことが

できる「創造的復興」が求められる35。 

                                                                                                                                                       
まち、自然エネルギー活用型地域の建設を進める。」ことが掲げられている。【資料 24】 
32 「政策推進方針」の参考資料である「今後の政策対応（当面、短期、中長期）」において、ＧＤＰの「抑制
要因」として、「当面」は「電力制約の影響」、「短期（今後３年程度）」は「電力制約が残る懸念」、そし
て、「中長期」は「エネルギー・環境制約の懸念」が挙げられている。【資料 23】 
33 内閣府経済社会総合研究所「平成22年度企業行動に関するアンケート調査報告書」
（http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/ank.html参照）によると、近年、海外現地生産を行う企業数の割
合は、平成２年以降一貫して増加傾向にあり、製造業全体では、平成21年度実績は67.1％、同22年度実績見込
みは67.2％、同27年度見通しは67.7％となっている。また、海外現地生産（生産高）比率は、製造業全体（実
数値平均）でみると、同21年度実績は17.1％、同22年度実績見込みは18.0％で推移し、同27年度見通しでは
21.4％と上昇する見通しとなっており、東日本大震災の発生により、さらなる生産拠点の海外流失が懸念され
ている。【資料31～32】また、本年５月27日午後の官房長官会見においては、官房長官より「サプライチェー
ンの問題から空洞化につながる可能性ということは、地震発生の直後早い段階から政府としても大変大事な問
題として対応してきている…。現に工場等が稼働できないことによって、部品調達に困難をきたしているとい
うところについて、出来るだけ早く、…復旧を進めて頂くよう、主体は民間企業でありますけれども、政府と
しても最大限のバックアップをするということに努めてまいりまして、部品調達できないために直ちに空洞化
が生じるということをできるだけ小さくするという努力を進めてきたところ…。さらに、これからの中長期と
いう観点からは、もちろん企業経営者からは一定のリスクの分散という課題というのは避けられない部分ある
…と思いますが、その分散する先が日本の国内におけるリスク分散になるように、全体としての空洞化防止策
をさらに強化をする。逆に、今回たまたま東北地方が被災地になっておられますので、従来東北地方のみに拠
点をおいたところが西日本等にリスク分散をするということで、東北地方の空洞化が加速することのないよう、
逆に他の地域を拠点としているところがリスク分散を図る場合には東北地方に工場立地をして頂けるような
政策誘導もしていくという点で取り組んでいるところであります。」と回答している。 
34 「復興構想７原則」における「原則２」として、「被災地の広域性・多様性を踏まえつつ、地域・コミュニ
ティ主体の復興を基本とする。国は、復興の全体方針と制度設計によってそれを支える。」ことが掲げられて
いる。【資料 24】 
35 「復興構想７原則」における「原則３」として、「被災した東北の再生のため、潜在力を活かし、技術革新
を伴う復旧・復興を目指す。この地に、来たるべき時代をリードする経済社会の可能性を追求する。」ことが
掲げられている。【資料24】また、「東日本大震災復興構想会議の開催について」（本年４月11日閣議決定）
によると、同会議の開催の「趣旨」として、「未曾有の被害をもたらした東日本大震災からの復興に当たって
は、被災者、被災地の住民のみならず、今を生きる国民全体が相互扶助と連帯の下でそれぞれの役割を担って
いくことが必要不可欠であるとともに、復旧の段階から、単なる復旧ではなく、未来に向けた創造的復興を目
指していくことが重要である。このため、被災地の住民に未来への明るい希望と勇気を与えるとともに、国民
全体が共有でき、豊かで活力ある日本の再生につながる復興構想を早期に取りまとめることが求められてい
る。」としている。 



 
 

11 
 

 

第２に、「日本再生」においては、ＩＣＴを起点とする施策展開ではなく、「日本

再生」に向けた課題、とりわけ日本経済が抱える供給制約（サプライチェーンの機

能低下36、電力需給の逼迫等）を打開し、今後の震災の可能性を踏まえた災害に強

い国創りや効率性の高い社会経済システム構築の観点からＩＣＴがどのように貢

献できるのかという視点からの検討が必要である。 

 

第３に、「東日本復興」及び「日本再生」を通じた世界最先端の「情報流通連携

基盤」を実現し、2020 年頃に「知識情報社会」という新たな社会経済システム

を構築することを長期的な目標として設定し、復旧・復興のプロセスの先に実現す

べき社会像を具体化する必要がある。 

 

なお、「東日本復興」と「日本再生」の両面において長期間に及ぶと見込まれる

中、厳しい財政状況に鑑み、ＩＣＴ政策の展開に際しても、政府が果たすべき役割

として、アウトカム（成果）目標やスケジュールの明確化、アカウンタビリティ（政

策の必要性や実施状況に関する説明責任）が従来以上に求められる。また、研究開

発（基礎・応用）、実証、標準仕様化、広域展開の各ステージの明確化・体系化と

一体的な推進、各年度における事後評価の徹底・公表等が求められる。 

 

 

４．「情報の利活用」を推進するための「情報流通連携基盤（プラットフォーム）」

の実現 

 

以上みてきたように、今回の大震災の経験を踏まえ、ＩＣＴ投資の経済波及効果

の重要性を認識し、情報の連携を強化し、これを最大限活用可能な社会の構築が求

められる。このため、新たなＩＣＴ政策の方向性として、「情報の利活用」を推進

するための「情報流通連携基盤」の実現に主眼を置く必要がある。 

 

その背景としてブロードバンド市場の事業モデルの変化をみると、デジタル化・

ブロードバンド化が進展する中、そのモデルは大きく変化してきている。レイヤー

別にみると、端末レイヤーにおいては、一部の携帯端末においてＳＩＭ

                                                  
36 日本銀行「経済・物価情勢の展望（2011年４月）」（本年４月29日）によると、「背景説明」として、「２．2011
年度～2012年度の経済・物価の見通し（東日本大震災の影響）」については、「被災地域における生産活動の
縮小や、電力の供給制約は、サプライチェーンを通じて、非被災地域にも広がった。特に、部品点数が多く、
それらの在庫をあまり持たない自動車については、サプライチェーンの障害に伴う生産の落ち込みが、直ちに
かつ顕著にみられた。このように、震災後は、生産設備の毀損、サプライチェーンの障害、電力供給の制約な
どから、生産面を中心に下押し圧力が強い状態が発生した。先行きの状況についてみると、当面、生産面には
下押し圧力が働き続けるものの、その程度は徐々に薄まっていくものと予想される。すなわち、電力需給がい
ったんやや緩和するもとで、生産設備の修復や、海外を含めた非被災地域における代替生産などにより、数か
月程度で、サプライチェーンがある程度再構築されていくとみられる。もっとも、夏場には、冷房需要の高ま
りを背景に、電力供給の制約が強まると予想される。これに対し、供給面、需要面の双方から、停電を回避す
る様々な努力がなされる見込みながら、電力の制約が経済活動に対して相応の抑制要因となる可能性が高い。」
とされている。【資料33】 
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（Subscriber Identity Module）ロックが解除される37など、端末とネットワー

クの間の紐帯関係が緩和の方向に向かっている。また、オープンソースＯＳを搭載

した携帯端末（スマートフォン）が普及に向かう38など、ＰＣ等の固定端末のみな

らず携帯端末も含め、ネットワークとの間のインターフェースがオープン化の方向

に向かっている。 

 

次にネットワークレイヤーにおいては、ＩＰ（Internet Protocol）化の進展を

軸として通信・放送の融合・連携が進みつつあり、制度的にも新放送法39の施行に

伴い、ハードとソフトを柔軟に組み合わせることができる環境となっている。また、

従来の人と人の間の通信に加え、センサーネットワークや無線技術の進展により、

Ｍ２Ｍ（Machine to Machine）40通信の比重が高まりつつある。さらに、有線網

と無線網が相互補完し、ＦＭＣ（Fixed Mobile Convergence）サービスによる

真のユビキタスネットワーク化も進展しつつある。 

 

このように、端末レイヤーやネットワークレイヤーにおいては従来の壁を越えた

柔軟な組み合わせが可能なオープン化の方向に向かいつつある。しかしながら、依

然として分野内や分野を跨った情報の流通・連携は立ち後れている。オープン化に

向かう端末やネットワークを介して自由な情報の流通・連携が実現すれば、デジタ

ル情報の特性を活かし、これらを自由に組み合わせる（マッシュアップ）ことによ

ってさらなる付加価値を生むことも可能となり、「知識情報社会」の実現を加速化

することになる。 

 

自由な情報の流通・連携が実現していない背景には、プラットフォームレイヤー

の連携が出来ていないことが大きい。また日本では、個人情報やプライバシーの取

扱に関する問題、暗号化・匿名化等に係る技術的な課題等が絡んで、「オープンデ

ータ」という概念がほとんどない（各主体・地域等による「情報の囲い込み」が解

消されていない）ことが挙げられる。このため、政府や民間企業等の各主体が持つ

情報をオープン化・可視化し、各分野・制度内、さらには各領域を越えて共有・利

活用できるようにすることが重要である。このため、ＩＣＴ政策として、「情報の

利活用」を推進するための「情報流通連携基盤」の実現を最重要の課題として位置

                                                  
37 本年４月以降、ＮＴＴドコモより、同月以降発売する全ての端末においてＳＩＭロック解除が実施されてい
る。【資料 34】 
38 (株)ＭＭ総研「国内携帯電話及びスマートフォンの市場規模予測」によると、スマートフォンの販売台数に
ついては、平成 21 年度で 217 万台、平成 22 年度で 386 万台となる見通しであり、平成 27 年度には 2,030 万
台になると予測されている。また、契約数については、平成 21 年度末の 315 万件から、平成 27 年度には 4,760
万件に拡大すると予測されている。【資料 35】 
39 平成 22 年 11 月 26 日に、放送法等の一部を改正する法律（平成 22 年法律第 65 号）が成立し、通信・放送
分野におけるデジタル化の進展に対応した制度の整理・合理化を図るため、各種の放送形態に対する制度を統
合し、無線局の免許及び放送業務の認定の制度を弾力化する等、放送、電波及び電気通信事業に係る制度の整
備が行われた。【資料 36】 
40 Ｍ２Ｍとは、ネットワークに繋がれた機械同士が人間を介在せずに相互に情報交換し、自動的に最適な制御
が行われるシステムのことをいい、例えば、在庫管理、遠隔検診、運行管理、配送管理がそのサービスシーン
として挙げられる。【資料 37】 
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づけるべきである。 

 

これまでのＩＣＴ政策については、ＩＣＴ基盤の構築、ＩＣＴ利活用の推進、利

活用環境の整備の３点を主たる政策領域として展開されてきたが、特にＩＣＴ利活

用については、医療、行政、教育など個別分野ごとの情報化を促進することに力点

が置かれてきた。こうした取り組みはＩＣＴを各領域にどう展開していくかという

観点から引き続き重要であるが、こうした「縦軸」の情報化に加え、「情報の利活

用」のためのプラットフォーム作りという「横軸」の取り組みを重視すべきである。 

 

具体的には、各プラットフォーム間のＡＰＩ（Application Programming 

Interface）の標準化、データ様式等の連携、認証・課金機能等の連携、各分野で

異なる個人情報の取扱に関するルールの整合性の確保等、「情報の利活用」に係る

技術規格、運用ルールの策定等が必要である。こうした取り組みを進めることによ

り、どの端末、どのネットワークからも必要な情報にアクセスし、他者と共有し、

新たな付加価値を生み出すことが可能となる。また、こうした「情報流通連携基盤」

の実現は、耐災害性の強い情報流通を実現することにもつながるものであり、今回

の大震災の経験、更には今後の震災の可能性を踏まえ、その構築を急ぐ必要がある。  

 

なお、「情報流通連携基盤」の実現に向けて、政府においては、民間の取り組み

を積極的に支援するとともに、官民の情報流通連携を推進する観点から、民間の動

向を踏まえつつ、これと整合的・一体的にその実現に向けた取り組みを行う必要が

ある。 

 

 

情報流通連携基盤（プラットフォーム） 
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第２章 新事業創出戦略の方向性 

 

 

１．基本的考え方 

 

第１章では、今次震災の経験等を踏まえ、今後のＩＣＴ政策の基本理念を整理す

るとともに、「情報流通連携基盤」の実現を軸とする新たなＩＣＴ政策の方向性を

示した。 

 

以上を踏まえ、ＩＣＴ利活用の促進を通じた新産業の創出を図るためには、以下

の３点を基本的視点として整理することが適当である。 

 

第１に、これまで「技術ドリブン（中心・基軸）」視点であったＩＣＴ利活用施

策を、「課題ドリブン」、「ユーザードリブン」な施策へと転換することが必要であ

る。具体的には、ＩＣＴの専門家だけではなく、諸活動分野のＩＣＴを利用する「ユ

ーザー」（一般利用者を含む）を中心に、専門家、有識者・研究者、関係府省、Ｉ

ＣＴシステム構築事業者等の施策推進に関係するステイクホルダーが、より深く対

話し意思疎通を図りながら各施策を推進することで、共通の目標を明確にし、課題

解決に向けた最適解を導き出すことが求められている。その際、少子高齢化と人口

減少、一人暮らし高齢者の増加41等に対応するため、高齢者や障がい者をはじめと

した利用者のニーズを最大限尊重したＩＣＴサービスの開発等が求められる。 

 

また、ユーザードリブンなＩＣＴ利活用を推進する上では、災害時や大事故時等

において耐災害性の強いネットワークを構築する（ＢＣＰ（Business Continuity 

Plan） of ＩＣＴ）ことに加え、情報やデータの復元力・耐災害性を高める観点

からクラウドサービスの積極的導入等のＩＣＴの利活用を促進する（ＢＣＰ by 

ＩＣＴ）ことが必要である。 

 

第２に、ＩＣＴの利活用を新事業創出に結びつけていくためには、異業種連携に

より各企業等の得意とする経営資源（コアコンピタンス）を持ち寄り、新たなソリ

ューション等を産み出す非連続な「オープンイノベーション」の創出が求められる。

その際、技術や制度は各分野・領域に共通の要素があることから、例えば、医療と

介護との連携や農業と物流、環境を一体的に捉えたソリューションの提供等、分

野・領域横断的な異業種連携型の施策を推進することが重要である。 

                                                  
41 平成 20 年版高齢社会白書によると、65 歳以上の一人暮らし高齢者数については年々増加傾向にあり、平成
32（2020）年には約 631 万人に達することが見込まれている。【資料 39】 



 
 

15 
 

 

「オープンイノベーション」の推進は近年急速に進展している「低価格化・高機

能化」というデジタル機器のコモディティ化とも密接に関連している。モノ作りと

サービス提供を一体としてとらえる「モノのサービス化」によってＩＣＴ関連製

品・サービスの高付加価値化を強化していくためには、各プレーヤーが得意とする

経営資源（コアコンピタンス）を持ち寄り、「オープンイノベーション」による同

業他社連携や異業種連携を進めることが重要となる。また、「モノのサービス化」

が進む中、位置情報などを活用した「ローカル」という特性、ソーシャルメディア

によって不特定多数の利用者が相互につながり協働で価値を生み出す「ソーシャ

ル」という特性、自由に移動する中でコミュニケーションを円滑に行う「モバイル」

という特性を組み合わせる事業モデルが近年の潮流となっている42ことに留意が

必要である。 

 

第３に、グローバルな視点にたち、グローバル市場における日本企業にとっての

新産業領域を探り、創出するとともに、グローバル市場で新産業創出できるプレー

ヤーの創出・育成を図る必要がある。すなわち、「新事業創出戦略」の推進により

得られた成果については、社会的に実装され、広く全国に展開するとともに、でき

る限り、課題を共有する諸外国にも展開することが国際協調・国際貢献の視点から

必要とされる。 

 

その際、市場におけるユーザードリブンな傾向の高まりに対応していくためには

標準化戦略との連携を強化することが必要である。具体的には、デジュール標準だ

けではなく、製品・サービスの市場化を念頭に置きつつ、民間主導のデファクト標

準（フォーラム標準）を国としても積極的に支援していくことが必要である。 

 

 

２．検討の方向性 

 

（１）具体的施策 

 

第１章において、ＩＣＴ政策の基本理念として、１）通信インフラ等の耐災害性

の強化、２）ＩＣＴによる地域の「絆」の再生・強化、３）ＩＣＴ利活用による新

事業の創出、４）ＩＣＴによるエネルギー制約克服への貢献、５）ＩＣＴ産業の国

際競争力の強化の５つの柱を整理した。 

 

このうち、２）ＩＣＴによる地域の「絆」の再生・強化については、総務大臣主

                                                  
42 今後、モノを販売するだけでなく、その後もサービスを端末上で提供する「モノのサービス化」が進展し、
オープンな環境が「モノのサービス化」に対応し、付加価値を共創する場として、プラットフォーム間の連携
が必要になると考えられる。【資料 41】 
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催の「ＩＣＴ地域活性化懇談会」において検討が行われている43。また、５）ＩＣ

Ｔ産業の国際競争力の強化については、総務副大臣主催の「ＩＣＴグローバル展開

の在り方に関する懇談会」 において検討が進められている44。さらに、５つの柱

すべてに関連する研究開発・標準化の強化の在り方については、本審議会情報通信

政策部会の下に設けられた「研究開発戦略委員会」及び「情報通信分野における標

準化政策検討委員会」 において検討が進められている45。 

 

このため、本委員会においては、１）通信インフラ等の耐災害性の強化、３）Ｉ

ＣＴ利活用による新事業の創出、並びに４）ＩＣＴによるエネルギー制約克服への

貢献の３点を中心に具体的施策の検討を行った。なお、本委員会は「新事業創出戦

略」の検討を目的として設置されたものであり、３）ＩＣＴ利活用による新事業の

創出が、「新事業創出戦略」と直接的に関連するものである。しかしながら、前述

のとおり東日本大震災の経験を踏まえ、１）通信インフラ等の耐災害性の強化、４）

ＩＣＴによるエネルギー制約克服への貢献についても、新事業創出のための前提と

なるものであることから、本「新事業創出戦略」に位置づけた上で、具体的な施策

の取り組みについて次のとおり整理するものである。 

 

●通信インフラ等の耐災害性の強化：上記１） 

①通信インフラ等の耐災害性の強化・再構築 

②冗長性の高い情報提供基盤の構築 

 

●ＩＣＴ利活用による新事業の創出：上記３） 

③スマート・クラウド戦略の推進 

④テレワークの推進によるＢＣＰ強化・雇用創出 

⑤「情報の利活用」の積極的推進 

⑥東北地方における新たなＩＣＴ拠点の創造 

⑦電波を利用した新事業の創出 

⑧ＩＣＴ利活用推進のための環境整備 

 

●ＩＣＴによるエネルギー制約克服への貢献：上記４） 

⑨ＩＣＴによるエネルギー制約克服への貢献 
 

今後展開すべき具体的施策は以上の９項目であり、それらの概要は以下のとおり

である。 

 

                                                  
43 本年１月 26 日に設置され、同年２月 10 日以降、計３回の会合が開催され、同年５月 31 日に中間整理を取
りまとめる等、検討が実施されている。【資料 44】 
44 本年１月 31 日に設置され、同月 31 日以降、計２回の会合が開催され、検討が実施されている。【資料 45】 
45 前者については、本年２月 10 日に設置され、同月 28 日以降、計６回の会合が開催されており、後者につい
ては、本年２月 10 日に設置され、同月 25 日以降、計５回の会合（２つのワーキンググループを含む）が開催
され、それぞれ検討が実施されている。【資料 46～47】 
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①通信インフラ等の耐災害性の強化・再構築 

 

今回の震災において改めて顕在化したが、発災直後において、通信・放送イン

フラが機能することによって、初めて災害からの迅速な復旧、被災者の安全・安

心確保が可能となる。このため、耐災害性の強い通信・放送インフラを開発・構

築していく必要がある。また、迅速な被災者支援を可能とするためには、分散化

されたシステム上でのバックアップデータの活用等の観点からの施策展開も求

められる。具体的には、以下の施策に取り組む必要がある。 

 

第１に、重層的な情報通信ネットワークの構築が急務である。すなわち、災害

発生時に一つの情報通信網が途絶しても、他の情報通信網を介して地域住民に災

害情報等を伝達できるよう、防災無線、通信網、放送網等を連携させる仕組みの

構築が求められる。また、ネットワークの冗長性を確保する観点からは、ＩＸ

（Internet eXchange）機能46やデータセンタの地域分散化をはじめとして、

衛星インターネットと固定・移動通信ネットワークを組み合わせた網構築、通信

途絶時のメッシュ型無線ＬＡＮ（Local Area Network）網による応急復旧等

を推進すべきである。なお、総務省では本年４月より「大規模災害等緊急事態に

おける通信確保の在り方に関する検討会」を開催し、災害時における安全・信頼

性向上、緊急時の輻輳状態への対応について検討が進められており47、検討結果

が取りまとまったものから順次推進するとともに、年内を目途に検討結果を取り

まとめることとしており、本検討会の検討結果を踏まえつつ、施策の具体化を図

ることが適当である。 

 

第２に、自治体クラウド48の構築を一層推進すべきである。ブロードバンド環

境とデータセンタを活用したクラウドサービスを導入することにより、利用者で

ある地方自治体においては、これまで自治体ごと、部門ごとに整備されてきたサ

イロ型の情報システムの効率的な運用が可能となる。また、クラウドサービスを

導入することにより、必要に応じて低コストで柔軟かつ迅速にコンピュータ資源

を利用することも可能となる。今回の震災からの経験を踏まえ、津波等による地

域住民情報の消失を防ぐとともに、低コストで迅速な行政機能の復旧を可能とす

るためにも、地方自治体職員の情報リテラシーの向上と併せ、自治体クラウドの

構築を一層推進し、住民サービスの向上と情報システムの効率的な運用、業務継

続性の確保等を図るべきである。また、こうした取組が、今後、国や地方自治体

                                                  
46 例えば、東京には６つ、大阪には４つのＩＸが設置されている。【資料 48】 
47 本年４月に設置され、同月８日以降、計３回の会合が開催され、①被災した通信インフラの復旧のために直
ちに取り組むべき事項、②今後同様の緊急事態の発生に備えて、現行システムや技術を前提として取り組むべ
き事項、③技術革新を踏まえて取り組むべき事項等について検討が実施されている。【資料49～51】 
48 近年さまざまな分野で活用が進んでいるクラウドコンピューティング技術を電子自治体の基盤構築に導入
することにより、情報システムの効率的な整備・運用や住民サービスの向上等を図ることを目的としているも
のであり、詳細は、総務省「自治体クラウドポータルサイト」
（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/lg-cloud/index.html）参照。 
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の防災計画の見直し等にも反映できるよう関係機関と連携して取り組む必要が

ある。 

 

②冗長性の高い情報提供基盤の構築 

 

➢情報提供手段の多様性の確保 

 

ブロードバンドサービス及びウェブサイトによる情報提供が普及している

ものの、今回の震災でもみられたように災害発生時には政府・公共機関のウェ

ブサイトを中心としてアクセスが困難となった49。他方で前述のとおり、コミ

ュニティ FM や中波ラジオ等のみならず、ポータルサイトやソーシャルメディ

ア等が、緊急時の連絡や情報入手手段として有効であった。こうした経験も踏

まえ、情報提供手段を多様化する観点から、以下の施策に取り組む必要がある
50。 

 

第１に、災害発生時の政府、電力会社などの公的機関のサイトへのアクセス

集中により情報を得られない事態を回避するため、公的機関によるミラーリン

グ、クラウドサービスの活用等を促進するための手順等を政府部内において早

期に確立・共有化すべきである。 

 

第２に、住民に迅速かつ適切に災害情報を伝達するため、公的機関によるソ

ーシャルメディア等インターネットの活用を促進するためのガイドラインの

策定等を進めるとともに、地方自治体等からの情報を集約し、多様なメディア

に提供可能な基盤51の普及を推進すべきである。 

 

➢地域情報・サービスの広域提供に向けた仕組みの構築 

 

今回の震災では沿岸部の被災地、福島第一原子力発電所の放射能汚染の被災

地を中心として居住地を離れ広域的に避難をしなければいけない事態が生じ

ており52、仮設住宅についても 52,200 戸が必要と見込まれている53。こう

                                                  
49 例えば、文部科学省の「都道府県別環境放射能水準調査結果」のウェブページにおいては、「アクセスの集
中を防ぐため、文部科学省ホームページほか、下記にも情報を掲載しておりますので、ご覧ください。」とさ
れ、５つのサイトが紹介されている（http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1303723.htm 参照）。
【資料 52】 
50 なお、総務副大臣主催の「デジタルコンテンツ創富力の強化に向けた懇談会」においても、国内外に向けた
「多様な手段による正確・迅速な情報発信」の必要性が指摘されており、その実現のための具体的取組等が検
討されている。【資料 53】 
51 住民に提供すべき情報を発する者（地方公共団体等）と、住民に情報を直接伝える者（放送事業者等）の中
間に位置し、前者にとっては情報を発信しやすく、後者にとっては住民向けに提供する情報を受け取りやすく
するために情報を仲介する仕組みとして、「安心・安全公共コモンズ」が挙げられる。現在、「公共情報コモン
ズ」として、(財)マルチメディア振興センターにより、本年６月 13 日からサービス提供が開始され、同日現
在、情報発信者として８県 44 市町１団体、情報伝達者として放送事業者等 23 団体が参加している。【資料 55】 
52 脚注 21 に同じ。【資料 22】 
53 国土交通省「応急仮設住宅、公営住宅等の状況について」によると、本年６月６日 10 時現在、応急仮設住
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した広域的な避難においては、地元自治体からの情報提供、ＩＣＴを活用した

遠隔でのサービス提供の確保による地域の「絆」の再生・強化が必要である。

こうした地域情報・サービスの広域提供に向けた仕組みの構築の観点から、以

下の施策に取り組む必要がある。 

 

第１に、高齢者等のＩＣＴリテラシー（情報を読み解く力等）を向上させる

ことはもとより、高齢者等にとって使い勝手の良いサービス等の開発を促進す

べきである。例えば、被災地自治体から疎開先の地域住民に向けて生活情報等

をインターネットを介して発信し、高齢者等も容易に地元情報にアクセスする

ことができる仕組み（例えば、高齢者等において理解し、操作しやすいユーザ

ーインターフェースの開発等）を構築すべきである。 

 

第２に、遠隔医療等による広域医療連携54、携帯端末などから過去の診療・

調剤情報等の参照を可能とする医療クラウド（日本版ＥＨＲ（Electronic 

Health Record））55の構築、医療情報等の電子化を推進するとともに、これ

らを支える安全かつ最適な通信ネットワークの仕組み（例えば、衛星通信ネッ

トワーク、ＶＰＮ（Virtual Private Network）などをはじめ、非常災害時に

おいても、通信環境を安定的に確保し、秘匿性の高い情報をセキュアに伝送・

共有するとともに、情報を分散管理できる仕組み）を確立すべきである。 

 

第３に、ＩＣＴを活用した事業を軌道に乗せるところまで支援する人材を派

遣し、ＩＣＴ人材の定着を希望する地域と保有するスキルにより地域への貢献

を希望するＩＣＴ人材をマッチングさせる仕組みを創設すべきである。また、

地域からの情報発信を行う人材や、地域の情報発信環境の設定・運営を行うこ

とのできる人材等を活用し、「情報団」として組織化するなど、地域における

「共助」の仕組みを形成することも必要である56。 

 

③スマート・クラウド戦略の推進 

 

クラウドサービスは、コンピュータ資源を「所有から利用へ」と転換するもの

であり、行政機関や企業において重要データを手元に保管するのではなく、クラ

ウドサービス事業者のデータセンタに預けることとなる。データセンタにおいて

はデータ管理やセキュリティ対策が厳しく行われており、ＩＣＴの利用者からみ

                                                                                                                                                       
宅の必要戸数について、岩手県では 14,000 戸、宮城県では 23,000 戸、そして、福島県では 15,200 戸等とさ
れている。【資料 56】 
54 遠隔医療とは、医師と医師、医師と患者との間をＩＣＴ（インターネット、テレビ電話など）を活用して、
患者の情報を伝送し、診断等を行うことをいう。【資料 57】 
55 ＥＨＲとは、個人が自らの医療・健康情報（診療情報・健診情報等）を「生涯にわたって」電子的に管理・
活用できる仕組みのことであり、具体的効果として、過去の診療内容に基づいた医療機関間における継続的な
医療の実施、重複検査の回避等が挙げられる。【資料 58】 
56 地域人材の育成の在り方については「ＩＣＴ地域活性化懇談会」において具体的な検討が行われている。【資
料 44】 
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て情報システムの管理・運用の手間・コストの負担を大きく下げることを可能と

するものである57。 

 

総務省においては、2010 年５月、「スマート・クラウド戦略」を策定し、ク

ラウドサービスの利活用を促す利活用戦略、次世代クラウド技術の開発に向けた

研究開発戦略、クラウドサービスのグローバルな普及を見据えた国際戦略の３本

柱の下、様々な施策が展開されてきている。 

 

例えば、利活用戦略の一環として、昨年 12 月、（社）日本経済団体連合会（以

下「日本経団連」という。）を中心に、クラウドサービス事業者等により「ジャ

パン・クラウド・コンソーシアム」（ＪＣＣ）58が設立され、300 社以上の企業・

団体等が参加して、農業、健康・医療、教育等の様々な分野におけるクラウドサ

ービスの具体的なサービスモデルの検討等が民間主導で進められている（総務省

及び経済産業省はオブザーバーとして参加）。 

 

今回の震災、とりわけ津波被害において、地方自治体や企業の情報システムが

損壊・流出するなど甚大な被害が発生したが、前述のとおり、クラウドサービス

はコンピュータ資源を「所有から利用」へと変えるものであり、損壊した情報シ

ステムの復旧・復興を迅速かつ従来に比べて低廉に行うことが可能となる。この

ため、「東日本復興」のプロセスにおいてクラウドサービスの普及を積極的に図

ることが必要である。 

 

本年３月の総務省調査59によると、我が国におけるクラウドサービスの浸透度

は、前回調査（09 年 10 月）と比較して大企業で 25.2％増（18.3％→43.5％）、

中小企業においても 13.4％増（9.1％→22.5％）となっており、クラウドサー

ビスに対する認知度が高まってきており、復旧・復興の過程においてクラウドサ

ービスを活用する素地は整ってきている。また、クラウドサービスの市場規模は

2015 年時点で約 2.3 兆円まで拡大するものと見込まれており、新市場創出効

果が高いものと見込まれる60。 

                                                  
57 クラウドサービスの普及で期待される効果としては、産業の枠を超えた効率化の実現、社会インフラの高度
化の実現、環境負荷の軽減及び企業のグローバル展開の促進が考えられる。【資料 59～60】 
58 クラウドサービス関連企業・団体等におけるクラウドサービスの普及・発展に向けた様々な取組みについて、
横断的な情報の共有、新たな課題の抽出、解決に向けた提言活動等を行うことを目的として設立されたもので
あり、現在、教育クラウド検討ＷＧ、農業クラウドＷＧ，健康・医療クラウドＷＧ等６つのＷＧが設置されて
いる。【資料 61～62】 
59 調査の詳細については、「スマート・クラウド戦略に関するプログレスレポート（第１次）」（参考資料Ｃ）
を参照。【資料 12～13】 
60 2010 年のクラウドサービス市場規模は約 36 百億円であり、2015 年には６倍強の約 2.3 兆円へ成長が見込ま
れている。【資料 63】 
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このため、各分野におけるクラウドサービスの普及・促進に向けた取組を積極

的に推進することが必要であり、例えば以下の施策に取り組むことが求められる。 

 

第１に、政府は、ＪＣＣにおける農林水産業、健康・医療、教育等の分野にお

けるクラウドサービス普及に向けた取組を積極的に支援するとともに、被災地企

業等のクラウドサービス導入に対して助言等を行う等の支援を行い、復旧・復興

プロセスを加速化するとともに、情報システムの耐災害性や情報連携の強化等を

推進することが必要である。 

 

第２に、あらゆる分野でクラウドサービス等の適切な利用促進を図るため、引

き続き「ASP・SaaS 利用促進協議会」（ASPIC）61を通じて、クラウドサービ

ス等の提供者及び利用者に対するガイドラインの策定62等を進めるとともに、テ

キストデータ、位置情報、センサー等を経由して収集される膨大なストリーミン

グデータ（いわゆる「ビッグデータ」）の解析等の効率的な実施やクラウド間の

連携強化を実現するための研究開発の促進、クラウド間の円滑なデータ流通を可

                                                  
61 ＡＳＰ・ＳａａＳの唯一の業界団体として、社会・経済活動に不可欠なサービスインフラへと変貌するＡＳ
Ｐ・ＳａａＳの一層の促進のため、会員（本年６月時点で 160 社）に対する情報提供・共有、ビジネス支援、
コンサルティング受託、政策・制度立案支援等を実施している。【資料 64】 
62 例えば、医療情報の重要性から見た高度な安全性確保の要求を踏まえ、医療情報がＡＳＰ・ＳａａＳ事業者
によって適正かつ安全に取り扱われ、医療情報におけるＡＳＰ・ＳａａＳの利用の適切な促進を図ることを目
的に取りまとめた「ＡＳＰ・ＳａａＳ事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドライン」（平
成 21 年７月 14 日策定、平成 22 年 12 月 24 日改訂）等が挙げられる。【資料 65】 
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能とするための標準化活動等を行う「グローバルクラウド基盤連携技術フォーラ

ム」（GICTF）63等の活動の支援を引き続き行うことが適当である。 

 

④テレワークの推進によるＢＣＰ強化・雇用創出  

 

テレワーク（ＩＣＴを活用した在宅勤務等）は、時間と場所を選ばない働き方

を実現するものとして、これまで特にワークライフバランスやＣＯ２排出量削減

の観点から取り組みが進められてきた。他方、今回の震災の経験を踏まえると、

大規模停電・節電や交通機関の麻痺時においても事業継続を可能とするためにテ

レワークが有効であることが示されている64。さらに、被災地では津波等で職を

失ったものの、地元を離れて就職することが困難な地域住民等がテレワークを活

用することで地元において即効的かつ簡便に就業することを可能とすることも

考えられる。 

 

上記を踏まえ、今回の震災においては被災地における新規雇用の創出、さらに

は今後想定される非常災害時等における企業・自治体の業務・事業継続（ＢＣＰ

対策）、電力消費の抑制、ＣＯ２排出量削減などを実現する観点から、テレワー

クの一層の推進を図るべきであり、以下の施策に取り組む必要がある。 

 

具体的には、関係府省と連携しつつ、テレワーク導入によるＢＣＰ・節電など

の具体的な効果・事例の収集・周知をはじめ、低廉かつ簡便なテレワークシステ

ムの体系化、テレワーク実施に係る運用規程（ひな形）等の整備、テレワーク導

入・運営に係る人的支援の仕組みを構築することが必要である。また、被災地外

の仕事をテレワークを通じて被災地につなぐ等による雇用創出に向けた取り組

みを行うことも重要である。 

 

⑤「情報の利活用」の積極的推進 

 

第１章で述べたように、ＩＣＴの利活用について、分野ごとの「縦軸」のアプ

ローチに加えて、各分野を越えた「情報の利活用」という「横軸」のアプローチ

を加え、「情報流通連携基盤」の実現を進めていくことが必要である。このため、

以下の施策を展開が求められる。 

 

第１に、いわゆる「ビッグデータ」の分析的利用を可能にし、多様な主体がそ

れらを自由に組み合わせること（マッシュアップ）により新たな付加価値を生む

                                                  
63 クラウドシステム構築技術と利用技術、クラウドシステム間のインターフェース技術等に関する研究開発や
実証実験の支援、標準化等を推進し、より高信頼かつ高品質なクラウドサービスのグローバルな提供実現を目
指すために設立された。【資料 66】 
64 東日本大震災の直後からテレワーク支援ツールの無償提供などのサービスが登場し、また、テレワークシス
テムに関する問い合わせ・相談が増加等した。【資料 67】 
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「情報の利活用」を積極的に推進するため、主体、分野・領域に閉じない情報の

流通・連携を図るための「情報流通連携基盤」の実現を推進すべきである。具体

的には、各プラットフォーム間のＡＰＩの標準化、データ様式等の連携、認証・

課金機能等の連携、各分野ごとに異なる個人情報の取扱に関するルールの整合性

の確保、クラウド事業者の遵守事項のガイドライン化等の汎用性のある技術・運

用ルールと、情報セキュリティ、ＩＣＴ人材等を合わせて、情報の流通・連携の

ための基盤整備として捉え、これを「横軸」として常に意識していくことが重要

になる。 

 

「情報流通連携基盤」を実現するためには、重要な課題の解決を目標とした具

体的な「情報流通連携基盤」の検証の積み重ねを通じて、より汎用性の高いもの

へ漸進的に取り組んでいく必要がある。具体的には、分野所管の関係府省とも密

接に協力・連携しつつ、以下の施策に取り組んでいくことが重要である。 

 

●農業の生産性向上を目標として、農業生産者が保有している知識をセンサー

ネットワーク等から得られる土壌や天候等の客観的なデータで裏付け、ノウ

ハウ化することで誰もが利用可能なクラウドサービスとしてオープン化す

るための技術・ルールの確立 

●正確な就労・研修履歴や資格に応じた労働待遇、社会保障の確保を目標とし

て、建設現場就労者の就労履歴、研修履歴、資格等の個人情報を国、自治体、

業界全体等で共有・利用するための技術・ルールの確立 

●家屋・建物の生産効率化と長寿命化を目標として、多様かつ大量の建設部材

の生産・流通・建設・修繕・更新に関する情報を統一的に流通・利用するた

めの技術・ルールの確立 

●高齢者等のケアの質の向上と社会保障費用の効率化を目標として、高齢者等

の在宅疾病健康管理情報を介護、医療に係る従事者・機関で共有・利用する

ための技術・ルールの確立 

●社会インフラの維持管理における安全性の向上とコストの低廉化、長寿命化

を目標として、社会インフラに関する多様な情報の収集・管理や、市民から

提供された情報の活用等を効率的に実施するための技術・ルールの確立 

●地盤災害の防止を目標として、国、自治体、民間で紙又はデジタルで蓄積さ

れている地盤ボーリング柱状図を広く公開し、民間で流通・利用するための

技術・ルールの確立 

●食品サプライチェーンの効率化と食品安全性を確保することを目標に、食品

生産、加工、流通、消費に関する情報を、これに関わる多くの主体、行政、

消費者等で流通・利用するための技術・ルールを確立 

●アナログ情報のネットワーク上への移転・有効活用を促進し、情報を長期に

わたって利用・保存・継承することを目標に、情報の生成・収集・登録・管

理における、デジタル化の方法、長期利用・保存・継承に係る技術・ルール
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の確立 

●地域の各地点における人々の経験、営為、歴史、産業等の情報を集積、保存、

一括閲覧・利用できるようにすることを目標に、多様なデジタルアーカイブ

のコンテンツと地理・位置情報の連結方法や汎用携帯端末での閲覧・利用方

法に関する技術・ルールの確立 

●今後、ＩＰネットワークやデジタル放送ネットワークを介して、利用者が高

度かつ多様な情報サービスを享受するためのプラットフォームとなる次世

代のブラウザー等について、様々な事業者が、通信と放送を連携させた様々

な双方向サービスを提供する共通の基盤としていくための、技術や運用ルー

ルの確立 

 

第２に、国及び公的機関の保有する災害関連情報、地盤情報等の復旧・復興関

連データのデジタルフォーマット（ＸＭＬ（Extensible Markup Language）、

ＣＳＶ（Comma Separated Values）等）での公開65を促すとともに、その

活用方策等の検討を進めるべきである。 

 

⑥東北地方における新たなＩＣＴ拠点の創造 

 

「日本再生」のための成長力確保は日本全体での強みを活かしつつ実現してい

く必要があるが、とりわけＩＣＴの観点からは東北地方の持つ強みを十分に活か

していくことが必要である。 

 

東北地方は、我が国有数の電気通信分野の研究拠点としての歴史を持つ。例え

ば、東北大学では、1935 年に電気通信研究所を設置するなど、電気通信分野

の先駆的研究の重点化に戦前から組織的に取り組んでおり、多数の成果を上げて

いる66。このような東北地方の強み・蓄積を「東日本復興」のみならず、「日本

再生」のためにも最大限活かすことが必要である。この観点から、テレワークを

活用したソフトウェア開発拠点の整備、東北地方への国内・海外研究開発及び実

証拠点の誘致など、ＩＣＴ産業の新たな開発拠点の創造が求められる。 

 

⑦電波を利用した新事業の創出 

 

電波利用の発展・成長により、ネットワークへの接続機会や接続形態が飛躍的

に広がるとともに、電波利用をめぐる新たな技術革新により、公共分野や道路交

                                                  
65 各府省や地方自治体等のホームページにおいて、携帯電話等からのアクセスやネットワークの負荷軽減、情
報の二次的な利用など考慮し、ＰＤＦやＷｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ等の形式のみではなく、ＨＴＭＬ、ＣＳＶ等で
も提供されることが推奨されている。【資料 68】 
66 例えば、①テレビの受信用に使用されている八木・宇田アンテナ、②電子レンジに使用されているマグネト
ロン、③光通信の３要素（発行素子、光伝送路、受光素子）、増幅器の開発等、光ファイバ通信の基礎の確立
等が挙げられる。 
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通分野（ＩＴＳ（Intelligent Transport Systems））等において、電波利用技

術を活用した新しく多様なサービスが生まれ、電波の利用範囲が更に広がりを見

せている。これらの電波利用の更なる進展により、少子高齢化、新産業創出、地

域活性化、環境問題への対応等、新たな分野における電波利用が広がっており、

我が国が抱える様々な社会問題への貢献が期待されている。 

また、従来からの主要無線メディアの成長にあわせて、新しい無線通信技術を

利用したシステムやサービスが登場し、新たな付加価値が生み出され、新たな電

波利用市場が形成67されている。電波の利用は、現下の厳しい経済情勢のもと我

が国の経済成長の牽引役としての役割も期待されている。 

さらに復旧・復興においても、災害に強いという特性を持つ電波の活用はきわ

めて重要であり、地域の情報通信基盤の耐災害性の向上のための技術開発や電波

利用による新産業の創出が期待されている。 

これらの観点から「東日本復興」及び「日本再生」につなげる上で、災害に強

い無線通信技術の特性を活かした未来型都市の構築に向け、以下の取り組みを集

中的に進める必要がある。 

 

第 1 に、災害による被害の発生を未然に防止し、あるいは軽減するため、災

害に強い国づくり、地域づくりを進めることが必要である。 

具体的には、ホワイトスペース68やセンサーネットワーク等の新たな無線技術

を地区全体に整備・展開し、地域における情報通信基盤を確立することで、地域

の安心・安全を確保するほか、地域コミュニティの情報収集・発信手段や地場産

業への活用、地域の「絆」の再生などにも寄与し、魅力あるまちづくり等を推進

すべきである。また、今後の余震・高波等の新なる災害の可能性を視野に入れな

がら、災害発生時に緊急警報をあらゆる情報通信手段を通じて、確実な警報伝達

を可能とするための防災行政無線システムの高度化の実現を図るべきである。 

 

第２に、災害に強い無線通信技術の開発、技術検証基盤の構築を進め、地域に

おけるワイヤレスブロードバンド環境の早期実現を図るべきである。このために

は、地域の研究機関とも連携し、開発成果を被災地区において導入実証し、実際

の被災地における通信システムの有効性を総合的に検証する必要がある。 

具体的には、今般の東日本大震災における被災地の経験・ニーズを踏まえ、被

災地において必要な通信を確保するため、様々なワイヤレスネットワークを災害

時の通信代替手段として利活用できるブロードバンドワイヤレステストベッド

の構築を実現すべきである。また、本テストベットを活用し、通信途絶時でも、

可搬型高機能無線局が自律的にネットワークを構成する「壊れない無線通信ネッ

トワーク」の技術開発を進める必要があるとともに、その成果の導入実証を進め

                                                  
67 社会インフラとして様々な分野での電波利用を推進し、新たな電波利用システムの実現により、2020 年に
新たに 50 兆円規模の電波関連市場が創出されることが見込まれている。【資料 69～70】 
68 新たな電波利用システムやサービスが進展し、今後も周波数に対する需要の増大が予測されている中、新た
に利用可能な周波数を創出する「ホワイトスペース」の活用が世界的に注目されている。【資料 71】 
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る必要がある。 

 

⑧ＩＣＴ利活用推進のための環境整備 

 

「東日本復興」及び「日本再生」において、耐災害性の確保、高い経済波及効

果等、ＩＣＴの果たす役割は大きい。他方、ＩＣＴの利活用は医療・教育をはじ

め様々な分野と関係するものであり、各分野の制度が必ずしもＩＣＴの利活用を

前提としていない場合もある。また、利用者にとっての使いやすさ（ユーザビリ

ティ・アクセシビリティ）、人材育成、安全安心な利用の前提となるセキュリテ

ィ等、ＩＣＴの利活用推進にあたっては、その環境整備を図ることも重要な課題

である。このため、以下の取り組みを進める必要がある。 

 

➢ＩＣＴの利活用を阻む規制・制度の見直し 

 

ＩＣＴの利活用を阻む規制・制度の見直しについては、高度情報通信ネット

ワーク社会推進戦略本部企画委員会の下に置かれた「情報通信技術利活用のた

めの規制・制度改革に関する専門調査会」69において、昨年１０月から調査が

行われ、本年３月に報告書がとりまとめられた70 。今後、この報告書を踏ま

え、政府としての対処方針の策定及び「新たな情報通信技術戦略工程表」（平

成 22 年６月高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定）の改定が予定

されているが、今般の震災における経験も踏まえ、非常時におけるＩＣＴ利活

用による減災等の観点から、行政・医療・教育等の公的サービスの提供におけ

るＩＣＴの利活用や分野・領域横断的な情報の利活用を阻害している規制・制

度の運用の明確化等、ＩＣＴの利活用を阻む規制・制度の改革を引き続き促進

すべきである。 

 

➢利用者本位のサービス等の開発を含むアクセシビリティ等の向上 

 

アクセシビリティ政策については、これまで、例えば電話リレーサービス等

の高齢者・障がい者に特化したＩＣＴサービスの開発・提供に重点が置かれて

いたが、今後は、障がい者・高齢者を含む全ての人の情報へのアクセシビリテ

ィの向上に資するユニバーサルデザインの実現にも重点が置かれるべきであ

る。 

 

                                                  
69 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部令（平成 12 年政令第 555 号）第 2条の規定に基づき、「情報通
信技術の利活用を阻むような規制・制度・慣行、サービスの仕組みそのものの在り方や運用等の洗い出しを行
い、国民にとって利益となる形で抜本的に見直すために必要な調査（略）を行うため」に設置された（平成 22
年６月 22 日高度情報通信ネットワーク社会推進本部決定）。【資料 72～73】 
70 ＩＣＴの利活用のための規制・制度改革に係る議論の詳細は、「情報通信技術利活用のための規制・制度改
革に関する専門調査会報告書」（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kaikaku/hokokusho.pdf）を参照。 
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また、災害時に被災者が保持し利用するＩＣＴ手段としては、まず携帯端末

が挙げられるため、この携帯端末による情報流通・利用について、さらに有効

性や利便性を高めることが重要である。このため、災害時に限られることなく、

平時のいわゆる「プッシュ型行政サービス」 や「マイ・ポータル」の実現71の

ためにも、電子行政サービスへの認証手段を多様化する観点から、携帯端末等

を媒体としたアクセシビリティの向上を図ることが必要である。 

 

➢「情報活用人材」、高度ＩＣＴ利活用人材の育成 

 

従来から日本経団連等により指摘されてきた高度ＩＣＴ人材の重要性に加

えて、利用者の視点、より広い社会という視点に立っていわゆる「ビッグデー

タ」等からもたらされる情報・知識を活用し新しいビジネスモデルや社会シス

テムを創出できる人材の育成の重要性が高まっており、このような人材の獲得

競争が世界的に始まっている。この観点から以下の取り組みを進める必要があ

る。 

 

第１に、これら「情報活用人材」育成のために、これまで以上に産学連携や

人材相互交流の強化、各組織で中核となるＣＩＯの確保・育成が必要である。 

 

第２に、例えば、農林水産業、行政、医療、教育等、これまでＩＣＴ利活用

が進んでいない分野を中心として、今後、「情報活用人材」を急速に育成して

いくためには、必要となる情報活用能力を定義し、このための育成プログラム

を構築していくことが望まれる。 

 

➢情報セキュリティの強化 

 

情報セキュリティの向上には啓発・教育が重要となる。特に、「専門家」と

「一般ユーザ」の間を取り持つ「看護師」的な役割を果たすものとして、地域

コミュニティの支援、サポーター育成、マッチングシステム、見守りセンター

等が有効と考えられる。なお、セキュリティ対策の実施にあたっては、その対

策に費やすコストと対策しないことによるリスクとの比較評価による合理的

な対応とともに、想定外の事故が発生した場合でも、致命的な状態にならない

ようなセーフティネットの実現が肝要である。 

 

⑨ＩＣＴによるエネルギー制約克服への貢献 

                                                  
71 現在、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部企画委員会の下に置かれた「電子行政タスクフォース」
（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/denshigyousei/index.html 参照）、政府・与党社会保障改革検討本
部に置かれた「社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会」及びそれらの下に共同で設置された「情
報連携基盤技術ワーキンググループ」等（http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html#03 参照）
において検討が行われている。 
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福島第一原子力発電所の事故をはじめとする今回の震災の発電施設への影響

により、被災地のみならず広範囲にわたる電力の供給制約が生じている。電力需

給緊急対策本部（現「電力需給に関する検討会合」）では、本年５月13日、「夏

期の電力需給対策について」をとりまとめ、東京・東北電力管内全域において需

要抑制率について▲15％を目標としている72。 

 

ＩＣＴはこれまでも高い CO2 削減効果が期待される分野73として、ＩＣＴに

よる CO2 排出量の削減（Green by ICT）やＩＣＴ産業における CO2 排出量

の削減（Green of ICT）の取り組みが進められてきたが、喫緊の課題となって

いる電力供給不足による国民生活・経済活動への影響を極力小さくするため、

ICT によるエネルギー制約克服への貢献という観点から、以下の施策について積

極的に取り組んでいく必要がある。 

 

➢日本型スマートグリッドの推進 

 

スマートグリッドは、太陽光発電等の再生可能エネルギーを需要家が電力会

社に販売することなどにより、系統電源への依存度を低下させ、CO2 排出量

の削減を目指すものである74。しかし、上記のとおり東日本大震災の発生によ

り供給が需要を下回る供給制約が生じ、スマートグリッドの早期構築の必要性

が顕在化するとともに、こうした事態への対応が急務となっている。 

 

スマートグリッドを実現していくためには、エネルギー政策全体の中で総合

的・整合的に施策展開をしていく必要があり、昨年１月に設立された「次世代

エネルギー・社会システム実証関係省庁連絡会議」において関係府省が連携し

て取り組みが進められている75。 

 

スマートグリッドの推進にあたっては、送配電網の高度化という視点に加え、

再生可能エネルギーの「地産地消」の観点を重視すべきである。その際、再生

可能エネルギーは発電量の波動性が大きいことから、需要家間で電力を相互に

                                                  
72 今夏の供給力の見通しとして、東京電力から東北電力に最大限の融通を行うこととし、この結果、東京電力
で 5,380 万 kw（本年７月末）、東北電力で 1,370 万 kw（本年８月末）となり、最低限必要な需要抑制率は、東
京電力で▲10.3％、東北電力で▲7.4％になるとされ、そして、余震等による火力の復旧の遅れ、再被災、老
朽火力の昼夜連続運転、被災火力の緊急復旧等に伴う技術的リスク、電力融通の不調等のリスクを踏まえ、需
要抑制の目標が設定された。なお、本年５月 16 日に、電力需給緊急対策本部は電力需給に関する検討会合に
改組されている。 
73 ＩＣＴ利活用の促進等により、2020 年には、最大で 1990 年比 12.3％のＩＣＴによるＣＯ２排出量削減効果
が期待される。また、ＩＣＴ機器等の使用によるＣＯ２排出量は、光通信技術等の研究開発やクラウドコンピ
ューティングの利用推進等の対策を講じることで、2012 年と同水準に抑制することが可能。【資料 74～75】 
74 スマートグリッドとは、機器の消費電力特性抽出等により電力の流れを情報化し、①電力使用量の「見える
化」、②電力需要に対応した「デマンドレスポンス」、③トータルの電力使用量を地域レベルで最適制御（「マ
イクログリッド」）等を実現するものである。【資料 76】 
75 資源エネルギー庁、総務省（通信）、国土交通省（電気自動車、エコ住宅）、農林水産省（バイオマス）、環
境省、文部科学省、内閣官房等が参加している。 
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融通する仕組みの構築が必要である。ただし、その実現には所要の環境整備が

必要であり、中期的なアウトカム目標として位置付けつつ、地産地消モデルの

標準仕様化等を進めるとともに、地域における再生可能エネルギーの活用を進

め、域内循環を高めるための取組等、「緑の分権改革」76の推進に向けた取組

等を今後も着実に推進すべきである。 

 

こうした中期的な取り組みとともに、短期的な取り組みも求められる。具体

的には、以下の施策展開が求められる。 

 

第１に、需要家側における電力消費量を把握することができる「見える化」

実現のためのスマートメータ77の試行配備を地域単位で集中的に行うなどの

取り組みが必要である。その際、ＢＥＭＳ（Building Energy Management 

System）やＨＥＭＳ（Home Energy Management System）とスマート

メータ等の連携に向けた標準仕様化（需要家側における消費電力の「見える

化」）等を推進する必要がある。 

 

第２に、需要家の承諾を前提として、消費電力データを活用したクラウドサ

ービスの提供、アプリケーションの活用等の促進、スマートメータの先行的・

試行的導入による電気予報のリアルタイム化について検討することが必要で

ある。 

 

第３に、関係府省と連携しつつ、産学官連携の仕組みの下、スマートメータ

から収集された消費電力に関するストリーミングデータをクラウドで処理す

るためのセキュリティ基準等の策定等を推進することが求められる。 

 

➢グリーンＩＣＴの推進  

 

日本型スマートグリッドの推進は、ＩＣＴを活用し、エネルギーの需給バラ

ンスの調整を効率的かつ高度に実現するものであり、グリーンＩＣＴの主要な

一角を占めるものであるが、それ以外にも、グリーンＩＣＴという観点から、

以下の施策を展開することが必要である。 

 

ＩＣＴによるＣＯ２排出量の削減（Green by ICT）やＩＣＴ産業における

                                                  
76 地域主権型社会を確立するため、行財政制度のみならず、エネルギーや食料の供給構造をはじめとした個々
人の生活や地域の経済等における地域主権を目指すことが求められており、それぞれの地域資源（豊かな自然
環境、再生可能なクリーンエネルギー、安全で豊富な食料、歴史文化資産、志のある資金）を最大限活用する
仕組を地方公共団体と市民、ＮＰＯ等の協働・連携により創り上げ、地域の活性化、絆の再生を図ることを通
じて、地域から人材、資金が流出する中央集権型の社会構造を分散自立・地産地消・低炭素型に転換し、「地
域の自給力と創富力（富を生み出す力）を高める地域主権型社会」の構築を実現しようとするもの（総務省「緑
の分権改革」http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/bunken_kaikaku.html 参照）。
【資料 77】 
77 スマートメータは、電力使用量等を電力会社等に配信する双方向の通信機能を有している。【資料 78】 
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ＣＯ２排出量の削減（Green of ICT）を進めるため、省エネ･環境負荷低減の

ベストプラクティスモデル及び環境影響評価手法の確立等を図ることが必要

である。また、Green of ICT の観点からは、データセンタのグリーン化、通

信ネットワークのグリーン化のための研究開発等を重点的に進める必要があ

る。さらに、Green by ICT の観点からは、前項の日本型スマートグリッドの

推進に加え、ＩＣＴの徹底的な利活用による環境にやさしいまちづくりのため

の取組等を進める必要がある。 

 

（２）ＩＣＴ利活用政策の推進における取組 

 

今日の厳しい財政事情を考慮すると、ＩＣＴ利活用政策においても、他の政策同

様に、これまで以上の効率性・公正性・説明責任の担保が求められる。このため、

ＩＣＴ利活用政策の推進にあたっては、ＰＤＣＡサイクルの明確化等の観点から、

以下の取組を推進することが必要である。 

  

①ＩＣＴ利活用政策の「ロードマップ」の策定と「段階的管理」 

 

ＩＣＴ利活用政策の推進に当たっては、まず、ＩＣＴを使用した情報の流

通・利活用によりどのような具体的な課題を解決するのかを関連組織共通の目

標として明確にするとともに、目標達成の評価指標や目標に至るまでの期間・

プロセスを可視化するロードマップを個々のＩＣＴ利活用政策ごとに事前に

策定するべきである。 

 

ロードマップを構成する全プロセスは、複数年度にわたって、例えば、①技

術面での課題・リスクを明確化し、これに対処する研究開発段階、②社会・制

度面での課題・リスクを明確化し、これへの対処を図る社会実験段階、③社会・

制度面での改革に着手し、その効果を検証する試験導入段階、④普及状況を把

握し、必要な支援を行う普及促進段階に区分されることになる。個々のＩＣＴ

利活用政策の下でそれぞれの段階で個別のプロジェクトが実施されるが、個別

のプロジェクトについても、それぞれの解決すべき課題・リスクを明確化して

評価指標を定め、各段階でのＰＤＣＡサイクルを回して、次の段階を進めるこ

との可否の判断や、当初設定した目標の検証、全体のロードマップの修正や明

確化を行っていく必要がある。 

 

②アウトカムの設定と適切な事前評価の実施 

 
委託事業等の採択のための事前評価の精度を上げていくために、評価者毎の

評価結果の公表といった「評価手法」の見直し、これまで以上に委託事業等申

請者の中で実際に携わるメンバーの事業実施能力やマネージメント能力の評
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価の重視といった「評価項目」の見直しを行うべきである。 

 

③適切な事後評価とフォローアップ 

 

ロードマップを構成する各プロジェクト毎に、対応する課題・リスクに応じ

た事後評価を実施し、次の段階への移行の可否、アウトカムの修正や明確化等

を外部評価委員により適切に実施する必要がある。そして、成果と評価は合わ

せて広く公開し、次の段階へと繋げるともに、民間等による普及・展開の成功

に繋げるべきである。 

 

一方、技術革新のスピードが速く、常に多様な背景を持つ主体が複雑に関与

しやすいＩＣＴ利活用の分野においては、プロジェクトが失敗に終わり、次の

段階への移行が否定されることも起こりえるが、その場合にも、失敗の原因を

外部評価委員を交えて要因検証し、その経過と結果を広く公開することが重要

である。当該要因検証等を、以後の政策立案に生かしていくことが大切な点と

考えられる。この処置を続けることにより、中断と判断せざるを得ないプロジ

ェクトの数は減少していくと予想されるため、中長期的には、予算の有効活用

に役立つと期待される。 

 

 ④ＩＣＴ利活用政策の構造化 

 

新しいＩＣＴ利活用政策は汎用性のある情報流通連携基盤を実現すること

を全体的な成果物とすることから、個々のプロジェクトをばらばらに実施して

いくのではなく、様々な課題解決に取り組む多様なプロジェクトを汎用性の確

保のために相互補完的や役割を担うものとして束ね、構造化することが必要で

ある。 
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第３章 今後の検討課題 

 

 

１．「東日本復興」及び「日本再生」プロセスの進展とＩＣＴ政策の在り方 

 

第２章では、「新事業創出戦略」として、まずは、「東日本復興」及び「日本再生」

に関わりの深い施策を優先的に進めていく政策の方向性を示した。 

 

ここで提言された９項目に及ぶ施策は、いずれも「情報流通連携基盤」の実現に

貢献するものである。通信インフラ等の耐災害性の強化・再構築（①）や冗長性の

高い情報提供基盤の構築（②）は、ネットワークの重層構造化、情報基盤間連携を

図ることで災害時における情報流通の「断」が生じないような環境整備を図るもの

である。また、スマート・クラウド戦略の推進（③）は、従来の企業、産業の枠を

超えた情報連携を実現するものであり、テレワークの推進によるＢＣＰ強化・雇用

創出（④）は、雇用の情報マッチングを距離の制約を越えて実現するという意味で

「情報流通連携基盤」の一つと位置づけられよう。 

 

また、「情報の利活用」の積極的推進（⑤）は、「情報流通連携基盤」そのもの

を業態を越えて実現することを目指すものである。ＩＣＴによるエネルギー制約克

服への貢献（⑨）で掲げた日本型スマートグリッドの推進も、エネルギーの流通情

報と需要家側の情報を連携させる施策である。そして、東北地方における新たなＩ

ＣＴ拠点の創造（⑥）や電波を利用した新事業の創出（⑦）は新たな「情報流通連

携基盤」のシーズ（種）を生み出す施策である。 

 

ＩCT 利活用推進のための環境整備（⑧）についても、「情報流通連携基盤」の

実現を促進するための環境整備を図るための施策であると位置づけられる。 

 

なお、東日本大震災が発生する以前に本委員会において行われていた議論につい

ても、上記の９項目の施策の中に盛り込まれていることに留意する必要がある。す

なわち、それぞれの施策は東日本大震災の発生前から重要性が認識されていた施策

であるといえる。東日本大震災の発生とその後の甚大な被害は、こうしたＩＣＴ関

連施策の重要性を図らずも浮き彫りにする結果となっている。その意味でも、「東

日本復興」と「日本再生」の早期実現に向け、提言した施策について着実に実現に

向けた取り組みが行われるよう、産学官の総力を挙げて取り組むことが必要である。 

 

ただし、「東日本復興」及び「日本再生」においては被災地の地方自治体のニー
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ズ、経済動向等により、今後とも政策の前提となる環境が大きく変わっていく可能

性がある。このため、本取りまとめ以降も、復旧・復興プロセスを踏まえつつ、ま

た被災した地方自治体の意向を最大限尊重しつつ、引き続きＩＣＴ政策の方向性に

ついて検討を深めていくことが必要である。 

 

 

２．「東日本復興」及び「日本再生」プロセスの先にある「知識情報社会」の構築

に向けて 

 

また、「東日本復興」及び「日本再生」を進めながら、今後はそれらのプロセス

の先にある 2020 年頃の目指すべき社会を具体化していくことが必要である。そ

の具体化にあたっては、社会経済システムにＩＣＴが深く組み込まれ、世界最先端

の「情報流通連携基盤」を通じた円滑な情報の流通・連携により、「知識情報社会」

を実現することが求められる。その際、例えば以下の項目を含め今後検討を深めて

いく必要がある。 

   

  

（１）通信・放送ネットワークの将来像 

 

Ｍ２Ｍ通信が普及し、あらゆるモノがネットに接続されることにより、リアル

空間とサイバー空間の連携が強化される真のユビキタス社会が実現するととも

に、時間や距離の概念を越えてサイバー空間内における社会経済活動が高度化し

た世界が実現していくのではないかと考えられる。 

 

従来のネットワークを起点とする垂直統合型の事業モデルから、各レイヤー間

で自由に機能を組み合わせて事業モデルを構築する可能性が高まる一方、「知識

情報社会」の実現に向けて新たな垂直統合型の事業モデルが主流となる可能性が

あると考えられる。その際、デバイスと通信・放送網の紐帯関係が緩くなり、端

末、ネットワークの別を問わず情報が双方向で流通する仕組みの比重が高まるの

ではないかと考えられる。 

 

１：Ｎを基本とする放送網、１：１を基本とする通信網に加えて、Ｎ：Ｎを

基本とするソーシャルメディアが有機的・相互補完的に組み合わされ、各ネッ

トワーク（メディア）の特性を活かしつつ、官民の適切な役割分担の下で、各

利用者のニーズに応じて自由に連携可能な市場環境になっていくのではないか

と考えられる。 

 

新たな垂直統合型の事業モデルがグローバル市場において主流となるとすれ

ば、我が国のＩＣＴ産業がこうした事業モデルに組み込まれ、柔軟な事業展開
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が阻まれる可能性があるのではないかと考えられる。 

 

第１章「４．『情報の利活用』を推進するための『情報流通連携基盤（プラッ

トフォーム）』の実現」において指摘したように、プラットフォームを起点とす

る新たな垂直統合型の事業モデルが普及してきており、モバイル端末市場にお

いても、従来の通信会社主体の垂直統合モデルからの移行が進みつつある。こ

うした中、従来は通信会社の提供する認証・課金機能を活用したコンテンツ・

アプリケーションの販売等によりモバイルコンテンツ市場が成長してきた。し

かし、スマートフォンが主体となり新たな事業モデルへ移行する中、通信会社、

コンテンツプロバイダ等が win-win の関係を築くことができる認証・課金機能

の在り方等についても検討を進める必要がある。 

 

（２）ＩＣＴ利活用の変化 

   

集合知を活用した商品・サービス開発、人と人の「つながり力」を活用した

コンセンサスの形成等、供給者側ではなく利用者が主体となったＩＣＴの利活

用が急速に進むのではないかと考えられる。その際、異なる領域、異なる地域

の情報連携等が進み、新たな価値が創造される社会に進化していくのではない

かと考えられる。 

 

少子高齢化の進展等により心身機能やライフステージにあった仕事を開発す

るなど、ＩＣＴの利活用に従来はなかった視点を加えていく必要がある。 

 

（３）ＩＣＴ利用環境の整備 

   

「情報流通連携基盤」が実現されていく中で、ベンチャー等の新規事業者が

次々と創業される環境の整備については、民主導を原則としつつ必要な政策の

方向性について検討を深めていく必要がある。その際、具体的な新規事業を立

ち上げる段階と、立ち上がった事業をさらに発展させる段階において、それぞ

れ課題が異なることについても留意が必要である。 

 

ソーシャルメディアの普及によって、個人の情報発信やネット上での連携が

可能となる等、企業と個人との間、個人間の「つながり力」が高まっている反

面、情報の信頼性の問題、トラブルが発生した場合の解決手法等について、民

主導を原則としつつ必要な利用環境の整備を進めていく必要がある。 

   

政府や民間企業等の各主体が持つ個人に関する情報をオープン化・可視化し、

各分野・制度内、さらには各領域を越えて共有・利活用できるようにし、震災

における情報流通の円滑化等の社会的課題を解決する観点から、引き続き個人
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情報やプライバシーにおける保護と利用の在り方について検討を深めていく必

要がある。 

 

コンテンツ・アプリケーション等の上位レイヤーとネットワーク等の下位レ

イヤーとの間の公正競争を確保する観点から、引き続き「ネットワークの中立

性」の在り方について検討を深めていく必要がある。その際、クラウドサービ

スの普及が「ネットワークの中立性」にどのような影響をもたらす可能性があ

るかについても検討を深めていく必要がある。 

    

ＩＣＴ利用環境の整備という観点から、企業コンプライアンスの確保、プラ

イバシー保護や個人情報の適正な取扱等、国境を越えたデータ等の流通におけ

る法制度の適用関係等に係るクラウドサービスを巡る国際的なコンセンサスの

醸成、ＤｏＳ（Denial of Service）攻撃等のグローバルなサイバー攻撃への対

応等、ＩＣＴ産業の国際展開を視野に入れつつ他国との連携をさらに推進して

いくことが必要である。 



 
 

36 
 

用語集 

 

（アルファベット順） 

項 目 頁 

（初出）

解 説 

ＡＰＩ 

【Application 

Programming Interface】 

13

アプリケーションの開発者が、他のハードウ

エアやソフトウエアの提供している機能を

利用するためのプログラム上の手続きを定

めた規約の集合を指す。個々の開発者は規約

に従ってその機能を「呼び出す」だけで、自

分でプログラミングすることなくその機能

を利用したアプリケーションを作成するこ

とができる。 

ＡＳＰ 

【Application Service 

Provider】 

21

ビジネス用アプリケーションソフトをイン

ターネットを通じて顧客に提供する事業者。

ＡＳＰＩＣ 

【ASP-SaaS Industry 

Consortium】 
21

特定非営利活動法人 ASP・SaaS インダス

トリ・コンソーシアム。クラウド・ASP・

SaaS・データセンター事業の発展と支援を

目的として、１９９９年に設立された。  

ＢＣＰ 

【Business Continuity 

Plan】 14

何らかの障害が発生した場合に重要な業務

が中断しないこと、または業務が中断した場

合でも目標とした復旧時間内に事業が再開

できるようにするための対応策などを定め

た包括的な行動計画。 

ＢＥＭＳ 

【Building Energy 

Management System】 29

ビルエネルギー管理システム。業務用ビル等

において、室内環境・エネルギー使用状況を

把握し、室内環境に応じた機器または、設備

等の運転管理によってエネルギー消費量の

削減を図るシステム。 

ＣＯ２ 

【Carbon Dioxide】 

10

二酸化炭素。大気中に 0.03％含まれる無色

無臭の気体。地球温暖化に及ぼす影響がもっ

とも大きな温室効果ガス。人間活動に伴う化

石燃料の消費とセメント生産および森林破

壊などの土地利用の変化が、大気中の二酸化

炭素濃度を増加させつつある。 
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ＣＳＶ 

【Comma Separated 

Values】 
24

データをカンマ(",")で区切って並べたファ

イル形式。主に表計算ソフトやデータベース

ソフトがデータを保存するときに使う形式。

汎用性が高く、異なる種類のアプリケーショ

ンソフト間のデータ交換に使われることも

多い。 

ＤｏＳ攻撃 

【Denial of Service】 
35

サービス不能攻撃。標的となるコンピュータ

やルータに大量のデータを送りつけてシス

テムをダウンさせる攻撃。不正アクセスの一

つ。 

ＥＨＲ 

【Electronic Health 

Record】 
19

電子健康記録。個人が自らの医療・健康情報

（診療情報、レセプト情報、健診情報、調剤

情報等）を電子的に長期にわたって管理・活

用できる仕組み。 

ＦＭＣ 

【Fixed-Mobile 

Convergence】 
12

固定電話（Fixed） と移動電話（Mobile）

を収束（Convergence）させるサービス。

利用者は固定通信網と移動通信網を意識す

ることなく利用できる。 

ＧＤＰ 

【Gross Domestic 

Product】 

7

国民総生産（GNP）から海外で得た純所得

を差し引いたもので、国内の経済活動の水準

を表す指標となる。 

ＧＩＣＴＦ 

【Global Inter-Cloud 

Technology Forum】 
22

グローバルクラウド基盤連携技術フォーラ

ム。クラウドシステム間の連携インターフェ

ースやネットワークプロトコル（通信方式）

の標準化を推進し、より信頼性の高いクラウ

ドサービスの実現等を目指し、２００９年に

設立された任意団体。 

ＨＥＭＳ 

【Home Energy 

Management System】 
29

家庭用エネルギー管理システム。住宅に ICT

技術を活用したネットワーク対応型の省エ

ネマネジメント装置を設置し、自動制御によ

る省エネルギー対策を推進するシステム。 

ＩＰ化 

【Internet Protocol】 
12

IP ネットワークをそのまま使って音声等を

やりとりすること。ＩＰ（インターネットプ

ロトコル）とは、インターネットによるデー

タ通信を行うための通信規約。 

ＩＴＳ 

【Intelligent Transport 

Systems】 
25

高度道路交通システム。情報通信技術等を活

用し、人と道路と車両を一体のシステムとし

て構築することで、渋滞、交通事故、環境悪

化等の道路交通問題の解決を図るもの。 
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ＩＸ 

【Internet eXchange】 
17

インターネット・サービス・プロバイダ

（ISP）相互間を接続する接続点。この相互

接続により、異なるプロバイダに接続してい

るコンピュータ同士の通信が可能。 

ＪＣＣ 

【Japan Cloud 

Consortium】 
20

ジャパン・クラウド・コンソーシアム。クラ

ウドサービスの普及・発展を産学官が連携し

て推進することを目的として、２０１０年に

設立された。 

LAN 

【Local Area Network】 17

企業内、ビル内、事業所内等の狭い空間にお

いてコンピュータやプリンタ等の機器を接

続するネットワーク。 

Ｍ２Ｍ 

【Machine to Machine】 12

ネットワークに繋がれた機械同士が人間を

介在せずに相互に情報交換し、自動的に最適

な制御が行われるシステムのこと。 

ＮＰＯ 

【Non-profit 

Organization】 

6

非営利団体一般のことを指す場合と、特定非

営利活動促進法により法人格を得た NPO 

法人のみを指す場合がある。 

ＯＳ 

【Operating System】 

2

「基本ソフトウェア」とも呼ばれ、キーボー

ド入力や画面出力等の入出力機能、ディスク

やメモリの管理など、多くのアプリケーショ

ンソフトが共通して利用する基本的な機能

を提供し、コンピュータシステム全体を管理

するソフトウェア。 

ＰＤＣＡサイクル 

【Plan Do Check 

Action】 30

マネジメントサイクルに関する方法論の 1 

つで、計画（Plan）、実行（Do）、評価

（Check）、改善（Act）のプロセスを継続

的に実施し、繰り返し改善を図っていくこ

と。 

ＳaaＳ 

【Software as a 

Service】 

21

ネットワークを通じて、アプリケーションソ

フトの機能を顧客の必要に応じて提供する

仕組み。 

ＳＩＭロック 

【Subscriber Identity 

Module】 11

特定の事業者あるいは利用者のＳＩＭカー

ド（利用者の電話番号、識別番号等の情報を

記録したＩＣカード）を差し込んだ場合のみ

に動作するよう、端末に設定を施すことをい

う。 
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ＶＰＮ 

【Virtual Private 

Network】 19

仮想閉域網。公衆回線をあたかも専用回線で

あるかのように利用できるサービスのこと

をいう。企業内ネットワークの拠点間接続な

どに使われ、専用回線を導入するよりコスト

を抑えられる。 

ＸＭＬ 

【eXtensible Markup 

Language】 

24

ＨＴＭＬと同様に、ウェブぺージを記述する

際などに用いる言語であり、テキスト中にタ

グと呼ばれる書式属性を定義する文字列を

埋め込み、文字列の位置付け等を記述する。

ＨＴＭＬとの違いは拡張性にあり、ＸＭＬで

は任意のタグを定義してＨＴＭＬにはない

書式属性を定義することが可能。 

 

 

 

（５０音順） 

項 目 頁 

（初出）

解 説 

アクセシビリティ 

9

情報やサービス、ソフトウェア等が、どの

程度広汎な人に利用可能であるかをあらわ

す語。特に、高齢者や障害者等、ハンディ

を持つ人にとって、どの程度利用しやすい

かということを意味する。 

アプリケーション 

2

ワープロ・ソフト、表計算ソフト、画像編

集ソフトなど、作業の目的に応じて使うソ

フトウェア。 

イノベーション 

3

新技術の発明や新規のアイデア等から、新

しい価値を創造し、社会的変化をもたらす

自発的な人・組織・社会での幅広い変革の

こと。 

インターフェース 
12

機器や装置等が他の機器や装置等と交信

し、制御を行う接続部分のこと。 

遠隔医療 

5

医師と医師、医師と患者との間等において

ＩＣＴ（インターネット、テレビ電話など）

を活用して、患者のバイタル情報や放射線

画像などを伝送し、診断等を行うこと。 

エンジェル（投資家） 
3

ベンチャー企業に投資・支援する個人投資

家。 
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オープンイノベーション 

14

自社内外のイノベーション要素を最適に組

み合わせることで新規技術開発に伴う不確

実性を最小化しつつ新たに必要となる技術

開発を加速し、最先端の進化を柔軟に取り

込みつつ、最短時間で最大の成果を得ると

同時に、自社の持つ未利用資源を積極的に

外部に切り出し、全体のイノベーション効

率を最大化する手法。 

オープンソース 

2

インターネット等を通じて、ソフトウェア

の設計図であるソースコードを無償で公開

し、誰でもソフトウェアの改良や再配布を

行なえるようにすること。また、そのよう

なソフトウェアのこと。 

オープンデータ 

12

政府が統計・行政などのデータをオープン

にすること。Data.gov （米国）や

Data.gov.uk （英国）などの取組が各国政

府によって、行われている。 

クラウドサービス 

2

インターネット等のブロードバンド回線を

経由して、データセンタに蓄積されたコン

ピュータ資源を役務（サービス）として、

第三者（利用者）に対して遠隔地から提供

するもの。なお、利用者は役務として提供

されるコンピュータ資源がいずれの場所に

存在しているか認知できない場合がある。

コアコンピタンス 

14

competence とは、能力、適格、権能、

権限という意味があり、そのコアとなるこ

との総称であるが、米国では勝ち残るため

の能力という意味で使われる。このような

言葉が登場した背景には、インターネット

の普及により、ニュー・エコノミーが注目

されるようになり、一人勝ち現象が起こっ

たことが挙げられる。 

コミュニティＦＭ 

5

市町村単位を放送エリアとする FM 放送。

放送エリアが小さく、より地域に密着した

番組を放送していることが特徴。 

コンセンサス 34 意見の一致。合意。 

コンプライアンス 

35

法令遵守。企業が経営・活動を行ううえで、

法令や各種規則などのルール、さらには社

会的規範などを守ること。 
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サプライチェーン 

11

取引先との間の受発注、資材の調達から在

庫管理、製品の配達まで、いわば事業活動

の川上から川下に至るまでのモノ、情報の

流れ。 

冗長性 

9

設備を最低限必要な量より過剰に用意して

おくことで、一部の設備が故障してもサー

ビスを継続して提供できるようにシステム

を構築すること。 

ストリーミングデータ 

21

ストリーミング形式で送受信するデータ。

ストリーミングとは、インターネット等の

ネットワーク上の映像データや音声データ

を視聴する際に、データを受信しながら同

時に再生を行なう方式のこと。 

スマートグリッド 

28

発電設備から末端の機器までを通信網で接

続、電力流と情報流を統合的に管理するこ

とにより自動的な電力需給調整を可能と

し、電力の需給バランスを最適化する仕組

みのこと。 

スマートメータ 

29

双方向の通信機能を持つ電力計。家屋やビ

ル、工場などの電力消費状況をリアルタイ

ムで把握。データを電力会社が集計して、

電力を効率的に供給するスマートグリッド

（次世代送電網）の運用に役立てる。電力

会社の検針業務を自動化できるほか、消費

者も家庭内の電力消費が分かる。 

センサーネットワーク 

12

部屋、工場、道路など至る所に埋め込まれ

たセンサーが周囲の環境を検知し、当該情

報がユーザや制御機器にフィードバックさ

れるネットワーク。 

ソーシャルメディア 

3

ブログ、ソーシャルネットワーキングサー

ビス（SNS）、動画共有サイトなど、利用

者が情報を発信し、形成していくメディア。

利用者同士のつながりを促進する様々なし

かけが用意されており、互いの関係を視覚

的に把握できるのが特徴。 

ソリューション 

9

課題やニーズに対して、情報通信の技術要

素(ハードウェア、ソフトウェア、通信回線、

サポート要員等）を組み合わせることによ

り対応すること。（「～サービス」、「～ビジ
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ネス」） 

中波ラジオ 

5

振幅変調（AM）による国内ラジオ放送。

五百二十六・五キロヘルツから千六百六・

五キロヘルツまでの周波数を使用して音声

その他の音響を送る放送。 

データセンタ 

17

サーバを設置するために、高度な安全性等

を確保して設計された専用の建物・施設の

こと。 

サーバを安定して稼働させるため、無停電

電源設備、防火・消火設備、地震対策設備

等を備え、ID カード等による入退室管理な

どでセキュリティが確保されている。 

テキストデータ 
21

レイアウト情報や修飾情報を持たない、純

粋に文字のみで構成されるデータ。 

デジュール標準 

15

標準化機関により制定された標準で、明確

に定められた手続に基づき広範な関係者の

参加を得て策定されるもの。 

デファクト標準 

15

市場で多くの人に受け入れられることで事

後的に標準となったもの。デジュール標準

のような標準化のプロセスを経ていない

が、「事実上の」標準となっているもの。 

テレワーク 

16

ICT を活用した、時間と場所にとらわれな

い、柔軟で多様な働き方。企業等に勤務す

る被雇用者が行う雇用型テレワーク（例：

在宅勤務、モバイルワーク、サテライトオ

フィス勤務等）と、個人事業者・小規模事

業者等が行う自営型テレワーク（例：

SOHO、住宅ワーク）に大別される。 

ネットワークの中立性 

35

IP 化が進展する中でのネットワークの利用

の公平性（通信レイヤの他のレイヤに対す

る中立性）及びネットワークのコスト負担

の公平性（通信網増強のためのコストシェ

アリングモデルの中立性）のこと。 

ビジネスモデル 

27

ビジネスの仕組み。事業として何を行い、

どこで収益を上げるのかという「儲けを生

み出す具体的な仕組み」のこと。 

ビッグデータ 
21

利用者が急激に拡大しているソーシャルメ

ディア内のテキストデータ、携帯電話・ス
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マートフォンに組み込まれた GPS（全地球

測位システム）から発生する位置情報、時々

刻々と生成されるセンサーデータなど、ボ

リュームが膨大であると共に、構造が複雑

化することで、従来の技術では管理や処理

が困難なデータ群。 

フォーラム標準 

15

関係する企業が合同で規格を策定し、それ

を標準としたもの。たとえば、W３C、IETF、

IEEE など。 

プッシュ型行政サービス 

27

行政機関から個人に対して請求等がなくて

も各種通知・情報提供（例：出産時の子ど

も手当給付通知）を行うこと。 

ベストプラクティス 
30

優れていると考えられている事例やプロセ

ス、ノウハウなど。 

防災無線 

4

地震、火災、天災等の発生時等において、

国、地方自治体等の公共機関が円滑な防災

情報の伝達等を行うことを目的とした無線

通信。 

ポータルサイト 

5

インターネットに接続した際に最初にアク

セスするウェブページ。分野別に情報を整

理しリンク先が表示されている。 

ボーリング柱状図 

23

ボーリング調査結果で得られたボーリング

データのうち、土質・岩盤区分などのデー

タに対して、地表からボーリングが到達し

た深度までを柱状図形式で表示した図。 

ホワイトスペース 

25

放送用などある目的のために割り当てられ

ているが、地理的条件や技術的条件によっ

て他の目的にも利用可能な周波数。 

マイ・ポータル 

27

利用者が自己情報の閲覧や各種行政サービ

ス、民間サービスを受けるための総合窓口

となるポータルサイト。 

マッシュアップ 

12

Web 上に提供されている情報やサービス

などを組み合わせて、新しいソフトウェア

やサービス、データベースなどを作ること。

ミラーリング 

18

データの複製を別の場所にリアルタイムに

保存すること。コンピュータに障害が起き

た時でも、別のコンピュータからデータの

コピーを取り寄せれば復旧できる。 
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メッシュ型無線ＬＡＮ網 

17

広いエリアに設置した複数のアクセスポイ

ントが互いに無線でパケットをやり取りす

る技術をいう。バックエンドとなるインタ

ーネットなどへのアクセス回線が減り、低

コストで広い範囲の無線ＬＡＮ網を構築で

き、更に、障害に強いという特長がある。

モバイルコンテンツ 

34

モバイルインターネット上で展開されるビ

ジネス（デバイスは、携帯電話端末）。広義

では、iPod や PSP など携帯型デジタルオ

ーディオ機器や携帯型ゲーム機でのコンテ

ンツのダウンロードなども含む。 

ユーザビリティ 

26

ソフトウェアやウェブサイトの使い勝手の

尺度を表す言葉。ユーザビリティの高さは、

製品の操作性が優れていることを意味す

る。 

ユニバーサルデザイン 

9

バリアフリーは、障害によりもたらされる

バリア（障壁）に対処するとの考え方であ

るのに対し、ユニバーサルデザインはあら

かじめ、障害の有無、年齢、性別、人種等

にかかわらず多様な人々が利用しやすいよ

う都市や生活環境をデザインするという考

え方であり、ノースカロライナ州立大学（米

国）のロナルド・メイスが提唱。 

ユビキタス（ネット）社会 

33

ユビキタスネットワーク技術を活用し、い

つでも、どこでも、何でも、誰でもがネッ

トワークに簡単につながる社会像。 

ユビキタスネットワーク 

12

いつでも、どこでも、何でも、誰でもアク

セスが可能なネットワーク環境。なお、ユ

ビキタスとは「いたるところに遍在する」

という意味のラテン語に由来した言葉。 

ライフステージ 
34

人の一生を少年期・青年期・壮年期・老年

期などに区切った、それぞれの段階。 

リテラシー 

3

本来、「識字力=文字を読み書きする能力」

を意味するが、「情報リテラシー」や「IT

リテラシー」のように、その分野における

知識、教養、能力を意味することに使われ

ている場合もある。 

レセプト 
6

保健医療機関等が療養の給付等に関する費

用を請求する際に用いる診療報酬明細書等
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の通称。急性期病院においては診療内容の

詳細情報も含まれる。 
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ＩＣＴ利活用戦略ワーキンググループ 第一次とりまとめ 

 

平成 23 年 6 月 13 日 

 

 未曽有の被害が発生した東日本大震災からの復興は、第一優先の政策課題で

ある。この情勢下においても、ＩＣＴ利活用政策は、一層の安心・安全を提供

する、きめ細かな行政サービスを低廉に提供するなど、多様なメリットを国民

にもたらすため、継続して推進すべき重要政策である。 

 本とりまとめは、これまでのＩＣＴ利活用政策の問題点を明らかにしたうえ

で、一層成果の上がる政策の実現に向けて取り組むべき課題を提示し、具体的

な重点事項と推進方策の在り方を明確にするとともに、東日本大震災の経験を

ふまえた災害時における情報流通・利用の今後の課題について提言するもので

ある。 

 

１ 今後のＩＣＴ利活用政策に係る基本的な考え方 

（１）「技術ドリブン（＝中心・基軸）」から「課題ドリブン」、「ユーザードリ

ブン」への転換 

  これまでのＩＣＴ利活用政策は、新技術の発展可能性を実証し、実用化の

ための技術面を中心とした課題を明確化することに目標が置かれた、言わば

「技術ドリブン（＝中心・基軸）」な政策であった。しかし、ＩＣＴのコモデ

ィティー化（日用品化・低廉化）により技術的・経済的な制約がいよいよ小

さくなり、有線・無線のブロードバンド環境が全国的に整備され、クラウド

サービスの発展により大きなＩＣＴパワーを誰もが利用可能となった現在、

ＩＣＴ利活用政策は、様々な社会経済活動における課題を、様々なＩＣＴ技

術を自由に組み合わせ利用することで解決・軽減していくことに目標を置く、

いわば「課題ドリブン」な政策へと転換するべきである。 

  その際、「課題ドリブン」の「課題」が立場や視点に応じて複雑に絡み合う

点に注意を要する。例えば、経営的な視点から見た「セキュリティの向上」

という課題を解決するためのＩＣＴ利活用策が、「現場レベルでの処理の煩雑

化」という新たな課題を招くおそれがある。ＩＣＴを効果的に利活用するた

めには、課題を多角的な視点で整理・設定するとともに、ＩＣＴ導入の目標

は正しいか、実施する内容は正しいか、進め方は正しいかを検証しつつ、具

体的な取組を進めていく必要がある。概して、実際にＩＣＴを使用する現場

で課題を発生させるものは受け入れられないことから、「ユーザードリブン」

の視点を重視すべきである。 

  したがって、今後のＩＣＴ利活用政策は、「技術ドリブン」から「課題ド

（別添） 
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リブン」への転換と、「ユーザー」にとって真の課題解決につながる「ユー

ザードリブン」の発想を重視した施策推進が必要となる。具体的には、（Ｉ

ＣＴの専門家だけでなく、諸活動各分野のＩＣＴを利用する「ユーザー」（一

般利用者を含む）を中心に専門家、有識者・研究者、関係府省、事業者等の

施策推進に関係するステイクホルダーが、より深く対話し意思疎通を図りな

がら各施策を推進することで、共通の目標を明確にし、課題解決に向けた最

適解を導き出すことが求められている。 

 

（２）「ＩＣＴ利活用」から「情報利活用」への発展 

  今後のＩＣＴ利活用政策で重要な視点として、「『ＩＣＴ利活用』から『情

報利活用』への発展」を提起する。 

  東日本大震災を契機に、多様な機関が保有する情報をオープンに流通させ、

テキストデータ、位置情報、センサーデータ等の大規模データ群（｢ビッグデ

ータ｣（以下同））の分析的利用を可能にし、多様な主体がそれらを自由に組

み合わせ（マッシュアップ）て新たな付加価値を提供する、「価値ある情報の

利活用」の有効性・重要性が確認された。散在する情報がオープンに流通し、

より容易に集約、分析、加工、提供され、利用されることを通じて課題が解

決される。 

  ＩＣＴは情報を効率的に分析し、評価し、適切な関連付けを行い、伝達し、

共有し、保存することを可能とする道具として情報の利活用に係る課題解決

を支える。ただし、情報の利活用にＩＣＴを使用していくには、情報や知識

体系の整理・形式化による連携・共有（相互運用性の確保）を可能とする環

境を整備することが不可欠であり、そのための技術の確立・運用のルール作

りがＩＣＴ利活用政策上の重要な課題となる。 

 

（３）「分野」から「共通基盤」への重点化（「縦割」から「横軸」へ） 

  このような政策課題の推移（ＩＣＴ技術の利活用可能性の実証から、情報

利活用のためのＩＣＴ技術・ルールの確立）に伴い、ＩＣＴ利活用政策の体

系も転換していく必要がある。これまでのＩＣＴ利活用政策は、政府全体の

「ＩＴ戦略」として、医療、教育、行政等分野別の「縦割」でＩＣＴ政策を

体系化し、それぞれの分野でのＩＣＴ利活用を推進することにより、社会全

体でのＩＣＴ利活用を推進してきた。総務省のＩＣＴ利活用政策も、この枠

組みの中で、ＩＣＴの所管省として縦割り分野所管の関係府省と連携しつつ

主に技術的な観点から取り組んできた。しかし、縦割の枠組みの中に閉じて、

これに特化したＩＣＴの利活用を進めていくだけでは、情報流通・利活用に

よる価値創造の可能性を十分に生かせないおそれがある。また、ＩＣＴ自体
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が縦割内に閉じた情報流通を固定化してしまうおそれもある。主体だけでな

く、分野や領域を超えた情報流通・利活用を保証する汎用的なＩＣＴ環境を

確保していくことが求められる。実際に実現したいサービスや政策を縦糸と

すると、ＩＣＴは横糸の役割を果たすことになる。総合的で横断的な情報流

通を実現することが重要である。 

  したがって、今後は、個別分野・領域に閉じない情報流通・利活用を確保

するためのＩＣＴ利活用政策を重点的に推進していく必要がある。すなわち、

新しいＩＣＴ利活用政策においては、個別の課題への対応に閉じるのではな

く、様々な分野や領域の課題の解決に活用することを念頭に、情報の利活用

ルールを確立し、その成果をオープンに共有していく必要がある。ＩＣＴを

社会のクリティカルなインフラストラクチャーとして機能させていき、適切

な社会システムを構築する必要がある。 

その際、ＩＣＴは、システムだけを用意すれば機能するというものではな

く、地域社会における有機的な社会構造があってこそ十分に効用が発揮され

るものであることを踏まえ、地域におけるＩＣＴ利活用を豊かな社会づくり

に結びつける取組を推進することが必要である。 

  開かれた情報や知識体系の連携・共有環境の整備のための汎用性ある技

術・運用ルールと、情報セキュリティ、ＩＣＴ人材等とを合わせて、情報流

通・利活用のための共通基盤（情報流通連携基盤）として捉え、これを「横

軸」として常に意識していくことが重要になる。 

 

２ 成果の上がる政策の実現に向けた課題 

 

（１）ＩＣＴ利活用政策における効率性・公正性・説明責任の担保 

  今日の厳しい財政事情を考慮すると、ＩＣＴ利活用政策においても、他の

政策同様に、これまで以上の効率性（費用対効果を含む。）・公正性・説明責

任の担保が求められる。このため、民間のマネジメント手法の導入等により、

その推進手法自体を変革していく必要がある。すなわち、国民ニーズによる

政策目標の全体像の明確化、要する期間と直面する課題や不確実性等のリス

クの明確化、計画化、リスク回避のための関係府省等との積極的な連携、目

標と成果の比較評価と目標修正、事業内容・実施体制の見直しへのフィード

バックのＰＤＣＡサイクルを回すとともに、そのサイクル全ての説明責任と

情報開示を図っていくことが重要である。また、ＰＤＣＡサイクルすべての

段階においてＩＣＴを利用する「ユーザー」を積極的に関与させることで、「課

題ドリブン」「ユーザードリブン」の思想を貫く施策の展開が可能となる。 
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（２）ＩＣＴ利活用政策の「ロードマップ」の策定と「段階的管理」 

  ＩＣＴ利活用政策の推進に当たっては、まず、ＩＣＴを使用した情報の流

通・利活用によりどのような具体的な課題を解決するのかを関連組織共通の

目標として明確にするとともに、目標達成の評価指標や目標に至るまでの期

間・プロセスを可視化するロードマップを個々のＩＣＴ利活用政策ごとに事

前に策定するべきである。 

  ロードマップを構成する全プロセスは、複数年度にわたって、例えば、①

技術面での課題・リスクを明確化し、これに対処する研究開発段階、②社会・

制度面での課題・リスクを明確化し、これへの対処を図る社会実験段階、③

社会・制度面での改革に着手し、その効果を検証する試験導入段階、④普及

状況を把握し、必要な支援を行う普及促進段階に区分されることになる。個々

のＩＣＴ利活用政策の下でそれぞれの段階で個別のプロジェクトが実施され

るが、個別のプロジェクトについても、それぞれの解決すべき課題・リスク

を明確化して評価指標を定め、各段階でのＰＤＣＡサイクルを回して、次の

段階を進めることの可否の判断や、当初設定した目標の検証、全体のロード

マップの修正や明確化を行っていく必要がある。 

 

（３）アウトカムの設定と適切な事前評価の実施 

  ＩＣＴ利活用政策のロードマップにおいては、目標と達成評価指標を明確

に設定するとともに、これを構成する各段階のプロジェクトにおいても直面

するリスクと評価指標を設定する必要がある。 

  アウトカムは明確性やシンプル性の観点から数量化することが望ましいが、

安全性の向上や品質の向上等数値化に馴染みにくい目標もあることから、必

ずしもこれに限られるべきではない。ただし、その場合も、当該課題の解決

に責任を有する分野所管府省とアウトカムを共有化しておく必要がある。ま

た、中長期の取り組みを要し、当初は必ずしもアウトカムが達成可能か見通

せない場合もあるが、その場合でもロードマップに段階と直面するリスクを

明記し、年度ごとのＰＤＣＡサイクルを回すことにより、段階の進展に応じ

たアウトカムの明確化を図っていく必要がある。 

  委託事業等の採択のための事前評価に当たっては、外部有識者による評価

会が実施されているが、これまでの経験を踏まえ、より評価の精度を上げて

いく必要がある。具体的には、評価体制の強化や、評価者毎の評価結果の公

表といった評価手法の見直しを行い、評価者が緊張感をもって評価に取り組

めるようにすることが必要である。また、評価項目についても、これまで以

上に委託事業等申請者の中で実際に携わるメンバーの事業実施能力やプロジ

ェクトマネージメント能力を重視すべきである。 
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（４）適切な事後評価とフォローアップ 

  ロードマップを構成する各プロジェクト毎に、対応する課題・リスクに応

じた事後評価を実施し、次の段階への移行の可否、アウトカムの修正や明確

化等を外部評価委員により適切に実施する必要がある。 

  成果と評価は合わせて広く公開し、次の段階へと繋げるともに、民間等に

よる普及・展開の成功に繋げるべきである。一方、技術革新のスピードが速

く、常に多様な背景を持つ主体が複雑に関与しやすい ICT 利活用の分野にお

いては、プロジェクトが失敗に終わり、次の段階への移行が否定されること

も起こりうるが、その場合にも、失敗の原因を外部評価委員を交えて要因検

証し、その経過と結果を広く公開することが重要である。当該要因検証等を、

以後の政策立案に生かしていくことが大切な点と考える。この処置を続ける

ことにより、中断と判断せざるを得ないプロジェクトの数は減少していくと

予想されるため、中長期的には、予算の有効活用に役立つと期待される。 

  ロードマップのプロセスを終了し、その成果を民間による普及・展開段階

に移行した以降についても、実装・普及に係るリスクが民間の負担可能とな

るまで、定期報告等により状況把握に努め、予見されない課題への対処に努

めて、予算が最後に無駄に終わらないようにフォローアップしていく必要が

ある。 

 

（５）ＩＣＴ利活用政策の構造化 

  新しいＩＣＴ利活用政策は汎用性のある情報流通連携基盤を確立すること

を全体的な成果物とすることから、個々のプロジェクトをばらばらに実施し

ていくのではなく、様々な課題解決に取り組む多様なプロジェクトを汎用性

の確保のために相互補完的や役割を担うものとして束ね、構造化することが

必要である。 

 

３ 今後のＩＣＴ利活用政策の具体的な重点事項と推進方策 

 

（１）情報流通連携基盤 

  「技術ドリブン」から「課題ドリブン」、「ユーザードリブン」への転換、「Ｉ

ＣＴ利活用」から「情報利活用」への発展、さらには「分野」から「共通基

盤」への重点化を図る、新しいＩＣＴ利活用政策を実現するため、主体、分

野・領域に閉じない情報流通・利活用のための共通基盤として、情報・知識

やサービスの連携・共有環境の整備のための汎用性ある技術・運用ルールと、

情報セキュリティ、ＩＣＴ人材等とが整った環境（情報流通連携基盤）の整

備を推進すべきである。 
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  以下では、情報や知識体系の連携・共有環境の整備のための技術・運用ル

ールについて細分化して説明するとともに、これらを確立するための施策案

についての提案を行う。 

  なお、人材・リテラシー、アクセシビリティ、情報セキュリティについて

は、項を改めて説明する。 

 

ア 情報の取り扱いに関するルールと技術の確立 

 

① 情報のオープン化・共有化の推進 

  情報をビッグデータの分析的利用等のかたちで主体、分野・領域横断で流

通・集約・利用することにより、新たな事実や論理の発見による社会共有の

マニュアル化・ノウハウ化が可能となり、「価値ある情報の利活用」が実現す

る。このため、情報のオープン化、共有化を推進していくことが重要になる

が、情報の相互運用性を確保する観点から、情報をオープンにする際の技術

の規格化や二次利用のルール化が求められる。この規格は、情報流通・利活

用の中で、個々の情報利用者が求める様式（法令で定められた様式や、他の

情報とマッシュアップ可能なフォーマット等）に自動的・機械的に変換可能

であることが望ましい。 

  「価値ある情報の利活用」を実現するためには、原材料ともいえる多様な

情報が提供されることが必要であるが、情報の提供者として最も積極的な機

能・役割を発揮するべき主体は、政府である。国が持つデータの民間利活用

により新たな付加価値サービス創出を促す「オープンガバメント」を推進す

るべきであり、行政クラウドの構築に合わせる等して情報提供・公開やデー

タベースの構築に関するガイドラインを策定（ＸＭＬ形式での情報提供、Ａ

ＰＩの外部公開の推進、情報の二次利用ルールの策定等）することを通じて、

民間が新たなサービス・アプリケーションを開発する環境を提供することが

求められる。 

  また、同様の取り組みを民間主体間でも実施される環境（オープンデータ

環境）の形成促進も期待される。 

  一般利用者が参加してアプリケーションを開発するクラウドソーシングの

動きも積極的に取り入れることで「オープンガバメント」の推進にも寄与す

る。 

  どの分野でも個々の主体のうちに情報が留まる例が多く見られるが、この

要因のひとつとして、個人情報とセキュリティの取り扱いに関する現在の仕

組みに課題があると考えられ、その見直しが急務である。例えば、個人情報

について、個人情報保護と個人の受益のバランス、個人情報保護と公共の利



7 
 

益のバランス、セキュリティについては、リスクとコストのバランスを十分

考慮し、情報の囲い込みよりも流通・共有化による社会的な効用の増大を可

能とするようなインセンティブ付与の仕組みを取り入れる等の情報利活用ル

ールの確立が求められる。 

  米国では、消費者と事業者のサービス利用契約により、料金やサービス内

容に応じて個人情報の取扱いで差を設けることが一般的になっているが、日

本においても、電子商取引サイト等で Open ID 等、消費者の同意に基づき個

人の属性情報を事業者間で交換する仕組みの採用が進みつつあり、今後、例

えば、特区を活用するなどして、さらなる「オープンデータ」によるサービ

スの発展可能性を探ることが考えられる。 

  さらに、個人の属性情報等の管理に関しては本人のコントロール権限を明

確化し、この権限発動の容易さを技術的に確保するとともに、本人のコント

ロールに基づいた属性情報の利活用の基本的な在り方について議論を深める

ことによって、情報のオープン化が、幅広い社会的なコンセンサスを醸成し

ながら広範囲に進展することが期待される。 

  広範な情報連携を利用者の安心の下で可能とするためには、利用者におい

て、自らの情報が誰から提供され誰に利用されたのか、その属性情報等の流

通を追跡・管理できることや、利用者の同意を得る契約ひな形等の整備が必

要であり、分野ごとに流通する情報のデータ形式の統一等と併せて、認証・

課金機能等の連携に係る技術・ルールを確立することが求められる。 

  さらに、行政や民間の各機関に幅広く分散している情報の紐付け、連携を

進めるにあたって、社会保障と税の共通番号により整備される情報連携基盤

の活用が可能となれば、例えば、介護や福祉などの行政サービスの向上、行

政コストの削減による個人負担の軽減など、大きなメリットがある。 

 

② 情報の信頼性（クオリティ）の判別 

  ＩＣＴを使用して主体、分野・領域横断的に流通・利用される情報は、当

然、個々に信頼性のレベルが異なるものであるが、情報や見解は多様で多元

的であることが望ましい。 

  一方で、そうした情報を利用者が取捨選択するために、組織要件やレピュ

テーション（評判情報）等をもとにした信頼性の評価を第三者機関が提示す

る仕組みや、信頼性の異なる情報の集約・連携による新たなサービス創出に

向けて、技術の規格化が必要となると考えられる。「誰がいつ入力した情報か

（情報ソース）」等の情報に紐付けられるメタデータの記述方式の規格化や、

各分野で行われている「情報のクオリティーコントロールに係るベストプラ

クティス」の確立が考えられる。 
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イ プラットフォームのオープン性の確保 

 

① システムの相互運用性、オープンプラットフォームに係る技術の確立 

  個々の主体、分野・領域を横断し、情報が流通・利用されていくには、主

体、分野毎に構築されるシステム、プラットフォーム間の情報連携が技術的

に実現するとともに、主体、分野毎に異なるサービス水準やコンプライアン

ス上の要求を満足する形で、個別に構築されたプラットフォームのインター

フェースの互換性の確保（API の提供）、データ様式等の連携・標準化、サー

ビス横断での認証・課金の連携や、サービス責任分解・機密性確保の技術・

ルールを含め、相互運用性を確保していくことが必要である。 

 

② クラウドサービス等の利用環境の整備 

  こうした情報の取り扱い（上記ア）やプラットフォーム間の情報連携の確

保（上記イの①）については、現在進展が著しいクラウドサービスにおいて

も実現されるべきである。しかしながら、クラウド事業者間における標準化

の議論は必ずしも十分に成熟しているわけではない。今後、上記ア及びイの

①に関する技術・ルールは、クラウド事業者が利用者に提供するサービスの

中で実現されていく必要がある。クラウド事業者の順守事項をガイドライン

化するとともに、実現しているか否かを利用者が確認できるように情報開示

に係る仕組みが有用である。 

 

ウ 具体的な施策例 

  以上のような情報流通連携基盤を確立するためには、重要な課題の解決を

目標とした具体的な情報流通連携基盤の検証の積み重ねを通じて、より汎用

性の高いものへの漸進的に取り組んでいく必要がある。具体的には、分野所

管の関係府省とも密接に協力・連携しつつ、以下の施策に取り組んでいくこ

とが重要である。 

 

i)農業の生産性向上を目標として、農業生産者が保有している知識をセンサー

ネットワーク等から得られる土壌や天候等の客観的なデータで裏付け、ノウ

ハウ化することで誰もが利用可能なクラウドサービスとしてオープン化する

ための技術・ルールの確立。 

 

ii)正確な就労・研修履歴や資格に応じた労働待遇、社会保障の確保を目標とし

て、建設現場就労者の就労履歴、研修履歴、資格等の個人情報を国、自治体、

業界全体等で共有・利用するための技術・ルールの確立 
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iii)家屋・建物の生産効率化と長寿命化を目標として、構成する多様多数の建

設部材の生産・流通・建設・修繕・更新に関する情報を統一的に流通・利用

するための技術・ルールの確立 

 

iv)高齢者等のケアの質の向上と社会保障費用の効率化を目標として、高齢者等

の在宅疾病健康管理情報を介護、医療に係る従事者・機関で共有・利用する

ための技術・ルールの確立 

 

ｖ）社会インフラの維持管理における安全性の向上とコスト低廉化、長寿命化

を目標として、社会インフラに関する多様な情報の収集・管理や、市民から

提供された情報の活用等を効率的に実施するための技術・ルールの確立 

 

vi)地盤災害の防止を目標として、国、自治体、民間で紙又はデジタルで蓄積さ

れている地盤ボーリング柱状図を広く公開し、民間で流通・利用するための

技術・ルールの確立 

 

vii) 食品サプライチェーンの効率化と食品安全性を確保することを目標に、食

品生産、加工、流通、消費に関する情報を、これに関わる多くの主体、行政、

消費者等で流通・利用するための技術・ルールを確立 

 

viii) アナログ情報のネットワーク上への移転・有効活用を促進し、情報を長

期にわたって利用・保存・継承することを目標に、情報の生成・収集・登録・

管理における、デジタル化の方法、長期利用・保存・継承に係る技術・ルー

ルの確立 

 

ix）地域の各地点における人々の経験、営為、歴史、産業等の情報を集積、保

存、一括閲覧・利用できるようにすることを目標に、多様なデジタルアーカ

イブのコンテンツと地理・位置情報の連結方法や汎用携帯端末での閲覧・利

用方法に関する技術・ルールの確立 

 

（２）人材・リテラシー・アクセシビリティ 

ア 情報活用人材 

従来から経団連等により指摘されてきた高度ＩＣＴ人材の重要性に加えて、

利用者の視点、より広い社会という視点に立ってビッグデータ等からもたら

される情報・知識を活用し新しいビジネスモデルや社会システムを創出でき

る人材の育成の重要度が高まっており、このような人材の獲得競争が世界的
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に始まっている。これら「情報活用人材」育成のために、これまで以上に産

学連携や人材相互交流の強化、各組織で中核となるＣＩＯの確保・育成が必

要である。また、例えば農林水産、教育、医療、電子行政等、これまでＩＣＴ

利活用が進んでいない分野を中心として、今後「情報活用人材」を急速に育

成していくためには、必要となる情報活用能力を定義し、このための育成プ

ログラムを構築していくことが望まれる。 

 

イ アクセシビリティ 

  障がい者、高齢者の情報へのアクセシビリティ政策としては、これまでは、

例えばリレー電話サービス等の高齢者・障がい者に特化したＩＣＴサービス

の開発・提供に重点が置かれていたが、今後は、障がい者・高齢者を含む全

ての人の情報へのアクセシビリティの向上に資するユニバーサルデザインの

実現にも重点が置かれるべきである。また、個々のサービスや情報毎にアク

セシビリティの実現を図るのではなく、様々なサービスや情報へのアクセシ

ビリティをメディア変換（音声から文字、日本語から英語等）により実現す

るためのオープンインターフェースを確立することを目指すべきである。Ｉ

ＣＴ機器は革新のスピードが速いことから、オープンインターフェースの確

立は、多くの利用者にとっても価値が高いものと考えられる。 

 

（３）情報セキュリテイ 

  情報セキュリティの向上には啓発・教育が重要となる。特に、「専門家」と

「一般ユーザ」の間を取り持つ「看護師」的な役割を果たすものとして、地

域コミュニティの支援、サポーター育成、マッチングシステム、見守りセン

サー等が有効と考えられる。一方、「信頼度１００％の情報」というものは存

在しないので、セキュリティ対策に費やすコストと対策しないことによるリ

スクを比較評価する合理的な対応が求められる。想定外の事故が発生した場

合でも、致命的な状態にならないようなセーフティネットの実現が肝要であ

る。この点、国際比較調査（Symantec(2009): Norton Online Living Report 

2009 Survey Data (March 17,2009)）によれば、日本のインターネット利用

環境は「最も安全」でも、人々は「最も不安」と感じている現状にある。し

たがって、情報セキュリティ教育については、「過剰な不安感」をぬぐうよう

な教育も必要となる。 
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（補論）災害時における情報流通・利活用の課題 

 

１ 災害等の緊急時に対応できる情報流通連携基盤の整備 

  東日本大震災の発災以降、被災自治体、これを支援する他の地方公共団体

やＮＰＯ、国の間の情報連携に多くの課題が生じている。被災地の復旧・復

興において、情報連携は生命線とも言えるものである。 

  今般の東日本大震災においては、必要とされる情報と対応が地域によって、

また、時間軸によって刻々と変化した。これは、被害とひとくちに言っても、

地震による被害、津波による被害、原発被災に伴う被害、原発被災の影響に

よる停電等、多様であったことに基づくものであった。 

  このような危機に際してこそ、リアルタイムでの情報提供や時間軸に沿っ

たリスクマネジメントを実施する「リアルタイム電子行政」が必要とされる

が、今回の震災では、そのような取り組みが全く行われなかった。むしろリ

アルタイムの情報流通において際立っていたのは、安否情報や被災地のニー

ズ・マッチング等に関する多数の民間事業者、ＮＰＯによる素早い取り組み

であった。 

  危機においてこそ求められる、リアルタイムでの情報提供ができなかった

要因は、クラウド環境によるデータバックアップが進んでいないこと、「オー

プンガバメント」や「オープンデータ」の取組が進展していないこと、災害

時に優先順位に応じて即座に配分しなければならないＩＣＴ資源を保有して

いなかったことや、ＩＣＴに係る地方自治体間、あるいは地方自治体とＩＣ

Ｔ関係企業等との間の災害協力協定がなかったこと、住民の側からの情報を

吸い上げ行政として利用していく効果的な手法や被災地のニーズを情報面で

支援し発信していくファシリテーターの欠如等が考えられるのではないか。

こうした場合にこそ、必要な情報を必要な時に必要な人々に届けるというＩ

ＣＴが持つ機能が大きな力を発揮することが期待される。 

  一方、民間、ＮＰＯの取り組みも相互の連携に問題を抱え、被災地ニーズ

に照らして十分な役割が果たせたか必ずしも明らかではない。例えば、安否

確認の手段が、固定系、携帯系、ネットなど分散して多様化したことで、住

民はどこへ登録したらよいか分からず、使い勝手が悪かったのではないか。

手段は多様化してもよいが、それぞれのデータベースは連携するなど、住民

の目線に立って、民間同士、民間と行政との連携を進めることが必要である。 

  こうした観点から、政府がオープンなクラウド環境を整備し、この上で技

術面、運用面のルールに従って行政、民間やＮＰＯがそれぞれの取り組みを

行うことができれば、官民情報連携が実現し、被災者ニーズの把握や行政・

民間が実施する被災者支援策等、復旧・復興につなげる情報の可視化にも役
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立つと考えられる。 

  この官民による情報連携に集約される情報を元に、被災者・自治体、民間

企業やＮＰＯにより、ネット上のデジタル情報を避難所等で流通可能なアナ

ログ情報（張り紙等）へ変換すること（DtoA）や避難所等のアナログ情報（被

災者の声、被災者所在・安否情報等）をネット上で流通可能なデジタル情報

へ変換すること（AtoD）といった情報変換による多様な形態での情報流通・

利活用が可能になることが期待される。 

  行政のクラウド化が進展しつつあるが、単なる既存業務システムのアウト

ソーシングに留まらず、住民・企業等が行う公的な活動を支援するために必

要なＩＣＴ資源を必要に応じて迅速に提供できるようにすべきである。 

 

２ 情報の円滑な流通・利活用のための情報の規格化の推進 

 

  短期間で大量の情報の流通が想定される災害時においては、情報提供の様

式、すなわち、情報フォーマットの統一化が重要になる。今般の東日本大震

災においては、避難者情報フォーマットや受入先住居情報のフォーマット等、

必要とされる情報フォーマットが統一されておらず、バラバラなフォーマッ

ト情報や手書きの情報の集約に手間取り、多くの者が同一の情報源を元に手

作業で再入力し、また、不明点の問合せ等を行ったため、正確性、迅速性の

両面で問題があった。 

  また、インターネットで発信する情報のデータ形式についても、アクセス

集中による負荷に耐え、携帯端末等のPC以外の端末からでも閲覧できるよう、

汎用的で容量の小さいファイル形式の利用、自動収集・処理が容易となるよ

うな共通ファイル形式を予め規格化しておく必要がある。 

 

３ 被災地と全国を結ぶ情報団の組成等 

 

  今般の東日本大震災において、被災地となった地域のコミュニティのニー

ズを集約し、外部に円滑に発信できる人がいたか否かが支援物資の調達等で

極めて重要であった。物資や医療サービスなどの「被災地ニーズ」と「政府

や民間企業等が作ったシステム」はあるが、その両者を結びつける力、すな

わち「被災地ニーズ」を「システム」に乗せる力が不足していた。情報のフ

ァシリテイターやディレクターが「情報発信力」を支える仕組みを検討する

必要がある。 

  この観点から、予め、ＩＣＴによる地域づくり等を積極的に行っている方々

を「情報団」（地域ＩＣＴ活用人材）として組織化し、また、育成して、災害
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時には、インターネット環境の設定・運営やそれぞれが必要としている情報

提供を行うとともに、このネットワーク等を通じて外部にニーズ情報等を発

信する、「共助」の仕組みを形成することが有効と考えられる。 

  特に、被災時に情報活用弱者が集まる拠点（病院、学校、避難所になりえ

るところ）においては、前もって情報団員の育成等により情報活用能力を高

めておく必要がある。情報団員には、マネジメント能力、俯瞰工学的視点を

備えている人材も参画することが望ましい。 

  これに関連して、インフラ面においても、避難拠点（病院、学校等）にお

ける ICT 環境の整備・充実、ICT 環境の耐災害性向上（通信途絶対策、停電対

策等）を急ぐことも重要である。また、音声が中心である被災地等の正確な

情報の共有のため、機動的かつ確実に映像伝送を行うための「公共ブロード

バンド移動通信システム」の整備を急ぐべきである。 

 

４ 情報流通・利活用に関する防災計画の策定 

 

  国や地方自治体、指定公共機関の現在の防災計画は、従来の電気通信・放

送を中心に規定されており、新しいＩＣＴ（ツイッター、クラウド等）の利

用や、防災関係機関とＩＣＴ関係企業（ISP、ASP・SaaS 事業者等）との連携

は、ほとんど規定されていない。非常災害時におけるミラーサイト確保や、

災害対策関係ファイルの軽量化、新しいＩＣＴの活用等について、関係機関

の防災計画に盛り込む必要があると考えられる。 

  また、災害時における第三者によるミラーサイトの提供については、緊急

避難として認められる範囲を予め整理することや、本サイトとミラーサイト

の同期の取り方等、利用者に混乱を与えない運用の在り方を検討することが

必要である。 

  国や地方自治体、指定公共機関の現在の防災計画は、国－都道府県－市町

村間の連絡が維持されることを前提に規定されているが、これら組織相互が

十分に連絡を取り合うインターネット型の情報連絡網も、予備的に準備して

おくことも考えられる。この予備的情報連絡網では新しいＩＣＴ（ツイッタ

ー、クラウド等）を利用することも考えられる。 

  行政、医療等の公共分野や企業分野を問わず、情報・データのバックアッ

プ等の事業継続性を確保する取り組みを進めるべきである。その際には、情

報・データそのものの重要性や確保すべきセキュリティレベル等を考慮した

うえで、適切な方法を選択することが重要である。 
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５ アクセシビリティの確保 

  地域住民から旅行中の外国人まで災害に巻き込まれた多様な人々の情報ニ

ーズに対応できるアクセシビリティを予め準備しておく必要がある。このた

めには、地方自治体同士で事前に協力協定を締結し、災害時には被災自治体

のサイト更新サポートをする等の取り組みを推進すべきである。 

 

６ 災害に強い情報通信環境の整備 

 

  ＩＣＴリテラシーの低いユーザーでも容易に使え、かつ、災害に強い情報

通信環境の整備が必要である。 

  災害時に被災者が保持し利用するＩＣＴ手段としては、まず携帯端末が挙

げられる。この携帯端末による情報流通・利活用について、さらに有効性や

利便性を高めることが重要である。これは何も災害時に限られるものではな

く、平時のいわゆる「プッシュ型行政サービス」や「マイポータル」の実現

についても、携帯端末がその媒体として有効ではないかと考える。 

  また、移動中は３Ｇや WiMAX、ホットスポットや自宅では無線ＬＡＮ（+skype）

というように、ユーザーが意識せずに通信手段を選択してくれるヘテロジー

ニアス（異機種混在）なネットワーク環境の仕組みを、事業者が平時から構

築しておくことが重要である。 

  災害情報の伝達の一層の充実を図るため、緊急情報をあらゆる情報通信手

段を用いて伝える体制の整備を検討する必要がある。災害情報の提供手段に

ついては、従来のアナログ時代には放送（ラジオ、テレビ）や市町村の防災

無線（屋外拡声器及び家庭内の戸別受信機に情報提供）が主流であったが、

ICT 化の進展により、これらシステムがデジタル化されるとともに、インター 

ネット（ホームページ、ツイッター等）、携帯メール、エリアメール、IP 告知

システム（地域 ICT 基盤の一部）、コミュニティ FM、地デジデータ放送等メニ

ューも多様化している。こうした災害情報の提供システムについて、地域特

性を踏まえ、情報伝達の確実性、住民への普及状況、平常時にも利用される

こと等を考慮し、多様な手段を確保し適切に運用できるようにするとともに、

システムの耐災害性（停電対策等）を強化することが必要である。 

  人工衛星を活用した通信・情報収集等の有効性が、今回の大震災で確認さ

れた。引き続き人工衛星を活用した通信・情報収集等に関わる整備と研究開

発を継続すべきである。 

  各機関では定期的に防災訓練を行っているが、ＩＣＴの持つ多様な機能を

活用した減災に向け、住民、関係行政機関、指定公共機関、通信事業者、放

送事業者、ＩＣＴ関連企業、ＮＰＯ、学校施設関係者、情報団等の間におい
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て災害時における情報流通・利活用が的確に行われるよう、防災訓練の重要

な要素の一つとして位置づけ、「災害情報訓練」を実施することが必要である。 

 

７ 緊急時に対応した規制の見直し 

 

  情報共有を阻害する法制度・ルールの緩和が必要不可欠である。 

  今般の東日本大震災においては、医療分野等で平時に認められてこなかっ

た規制緩和が実施されているが、この経験を元に平時での規制緩和に繋げて

いく取り組みをすべきである。この点、今回の震災経験から、規制の前提と

なる「安心社会」を大前提とする思考状態から、リスクの存在を受け入れこ

れをマネジメントする方向に国民の意識が変わる可能性に留意する必要があ

る。 

  今回、個人情報を保護し過ぎていて、利活用しないことによるデメリット

（機会損失等）が明らかになった。個人情報保護法第 16 条第 3項第 2号や第

23 条第 1項第 2号は、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場

合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」を、本人のあらかじ

めの同意なしに個人情報を利用したり、第三者提供したりすることができる

場合の一つとして規定しているが、例えば今回、医療機関相互のレセプト情

報提供等が迅速かつ適切に行われたか否か、行われていなかったとすれば原

因は何か等について検証を行い、災害時における個人情報の共有の在り方に

ついて検討・整理しておくことが重要である。 

  また、プライバシーを害さず幅広い利用者による活発な利活用を推進する

情報連携のための国民ＩＤ制度の早期整備が重要である。 

 

８ 災害に関する情報の信頼性の評価 

 

  津波被害の拡大の要因として、これまでの津波警報が必ずしも的中せず、

油断を招いたことを指摘する意見がある。情報発信や情報流通のやり方等に

ついては、第三者が点検・検証し、有効性や信頼性を判別できるよう、社会

システムに組み込むことが必要である。 

  一方、災害支援については、フェイスブックやツイッターなどのソーシャ

ルメディアの有効性が明らかになった。ただし、高齢者の多くの方々はソー

シャルメディアに通じていたわけではない。また、元データが不足する中で

の情報発信の在り方や信頼度の判別には課題を残し、今般の被災地において

必ずしも有効に活用されたかどうかは不明である。利用し慣れた情報媒体こ

そ緊急時に活きるものとも考えられる。 
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  また、ボランティアやＮＰＯ等による「共助」の仕組については、組織性

や指揮命令系統が機能しないので、「継続性」に問題が生じる。このような「共

助」について、支援金の使途等財務に関する情報開示等を含め、ある種のレ

ピュテーション（評価）を作り、質の向上を考えることも必要である。 

 

９ 正確な被災情報の把握と共有、経験情報の継承 

 

津波被害を受けた沿海部だけでなく、地震被害の大きい内陸部においては、

行政の点検に加え市民からの通報やソーシャルメディアを通じた情報なども利

用して正確な被災情報を迅速に把握し共有することが重要となる。 

 また、今回のような震災被害を将来繰り返さないようにすることは、復旧、

復興と並んで重要なことであり、そのためには、自然現象や被災状況について

の情報を正しく後世に伝えることが重要である。今回の地震では、津波の様子

や被災直後の記録、写真や映像などが多数記録されている。そして、その後の

被災地の様子も、またこれから復旧、復興に取り組む地域の姿も数多く記録さ

れるであろう。記録、写真や映像情報は後世に適切に伝えるための非常に有効

な媒体である。こうした記録、写真や映像情報を将来利用も考え、適切にアー

カイブすると同時に、住民に伝えるべき貴重な記録、写真や映像情報について

は、日常的に市民の目に触れるようにする、学校教育で利用するなどの対応を

取ることも重要である。 

 

１０ その他 

 

  災害対応も含め、ＩＣＴ利活用政策の転換と一層の推進が必要であること

が再認識できた。ＩＣＴ利活用政策は、実証実験の成果を実装まで持ってい

く道筋を明確化する必要がある。そうでなければ、災害時には役に立たない。 
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知識情報社会の実現に向けた情報通信政策の在り方
＜平成23年諮問第17号＞

平成２３年７月７日

情報通信審議会

情報通信政策部会

研究開発戦略委員会

【報告書（第１次取りまとめ）概要】

研究開発戦略
～震災からの復興と日本の再生に向けたICTの研究開発戦略について～



審 議 事 項 及 び 構 成

構成員 （敬称略）（平成23年7月1日現在）

氏 名 主 要 現 職

主 査
臨時委員

安 田 浩
東京電機大学 未来科学部長 教授
（社）電子情報通信学会 会長

主査代理
委 員

荒 川 薫 明治大学 理工学部 教授

〃 伊 東 晋 東京理科大学 理工学部 教授

〃 近 藤 則 子 老テク研究会 事務局長

〃 高 橋 伸 子 生活経済ジャーナリスト

専門委員 片 山 泰 祥
日本電信電話（株） 常務取締役 技術企画部門長
次世代ネットワーク推進室長

〃 上條 由紀子 金沢工業大学大学院 准教授

〃 河合 由起子 京都産業大学 コンピュータ理工学部 准教授

〃 國 尾 武 光 日本電気（株） 執行役員常務

〃 久保田 啓一 日本放送協会 放送技術研究所長

〃 嶋 谷 吉 治 KDDI（株） 取締役執行役員専務 技術統括本部長

〃 関 祥 行 （株）フジテレビジョン 常務取締役

氏 名 主 要 現 職

専門委員 関 口 和 一 （株）日本経済新聞社 論説委員兼編集委員

〃 津 田 俊 隆 （株）富士通研究所フェロー

〃 堤 和 彦 三菱電機（株） 常務執行役 開発本部長

〃 戸井田 園子
All About家電ガイド／家電＆インテリアコーディネー
ター

〃 富 永 昌 彦 （独）情報通信研究機構 理事

〃 中川 八穂子
（株）日立製作所 中央研究所 新世代コンピューティ
ングＰＪ シニアプロジェクトマネージャ（ＰＪリーダ）

〃 西 谷 清
元ソニー（株）業務執行役員 SVP、環境、技術渉外
担当

〃 野原 佐和子 （株）イプシ・マーケティング研究所 代表取締役社長

〃 平 田 康 夫 （株）国際電気通信基礎技術研究所 代表取締役社長

〃 三 輪 真 パナソニック（株） 理事 東京R&Dセンター所長

〃 矢 入 郁 子 上智大学 理工学部 情報理工学科 准教授

〃 弓 削 哲 也 ソフトバンクテレコム（株） 顧問

③産学官の役割分担の在り方
【項目例】

➢研究開発における政府の役割の在り方、人材育成や次世代への
技術伝承、技術の海外流出防止等における産学官の役割分担に
ついて、どのように考えるか。

情報通信政策部会が決定した「検討アジェンダ」において研究開発
戦略として検討すべき事項

①今後取り組むべき研究開発課題
【項目例】

➢「新成長戦略」や次期「科学技術基本計画」の柱になっている「グ
リーンイノベーション」及び「ライフ・イノベーション」、その他我が国
が直面する重要課題（我が国の産業競争力の強化等）を推進する
上で取り組むべきＩＣＴ分野における研究開発課題は何か。

②研究開発の仕組み（システム）の在り方
【項目例】

➢技術シーズを事業化につなげていく上での解決すべき課題及びその解決
に向けた方策は何か。

➢教育、福祉、医療・介護、行政、観光、農業等の様々な分野におけるＩＣＴ
の利活用を進めていく上での研究開発の果たすべき役割、研究開発成果
を普及させるための技術実証の在り方として望ましい仕組みは何か。

➢地域コミュニティのニーズ（実需）に合致した研究開発の推進方策は何か。
➢複数の企業等が連携したオープンイノベーションを推進するための拠点の

在り方として、その役割・機能の強化方策は何か。
➢国の研究開発推進のための仕組み（基礎研究、競争的資金、戦略的知財

マネジメント等）を改善するための方策は何か。

1



審 議 経 過

計８回の委員会を開催して審議を行い、研究開発戦略に関する報告書のとりまとめを行った。

第１回委員会（平成２３年２月２８日）
委員会の運営方法、審議方針及び審議スケジュール等について審議を行い、企業・団体からのプレゼンテーションが行われ、

その内容に関する議論を行った。

第２回委員会（平成２３年３月７日）
企業・団体からのプレゼンテーションが行われ、その内容に関する議論を行った。

第３回委員会（文書審議）（平成２３年４月４日～平成２３年４月８日）
企業・団体からのプレゼンテーションが行われ、その内容に関する議論を行った。

第４回委員会（平成２３年５月１３日）
情報通信審議会情報通信政策部会で行われたパブリックコメントの結果の報告と、東日本大震災を踏まえた追加のプレゼン

テーションを行った。また、委員会報告のとりまとめに向けた論点整理（案）について議論を行った。

第５回委員会（平成２３年５月１９日）
委員会報告のとりまとめに向けた論点整理（案）について議論を行った。

第６回委員会（平成２３年６月１０日）
研究開発戦略委員会の報告書案について審議を行った。

第７回委員会（平成２３年６月２４日）
研究開発戦略委員会の報告書案について審議を行った。

第８回委員会（平成２３年７月７日）
研究開発戦略委員会の報告書案について審議を行い、とりまとめを行った。
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研究開発戦略委員会 報告書の全体構成
～震災からの復興と日本の再生に向けたＩＣＴの研究開発戦略について～

・環境問題等地球規模の問題が顕在化、資源・エネルギー等の国際的な獲得競争の激化、経済のグローバル化の加速、新興国市場の競争が一層激化。

・利用者ニーズの多様化、長期的労働力の減少、国内市場の縮小等の状況下において、科学技術力と人材こそが国際的地位を保持し続けるための資源。

・東日本大震災による未曾有の被害、社会的・経済的な深刻な影響 → あらゆる政策手段を動員して震災対応に取り組むことが必要

・第４期科学技術基本計画： ①「復興・再生、災害からの安全性向上への対応」、②環境・エネルギーの「グリーン・イノベーションの推進」、

③医療・介護・健康の「ライフ・イノベーションの推進」、④基礎研究の振興及び人材育成の強化

・政府負担による研究費：対ＧＤＰ比で０．７％の低水準で推移 ・民間企業の研究開発費の削減傾向 ・欧米や韓国の政府による研究開発支援の強化

第２章
今後取り組むべき
研究開発課題

第２章
今後取り組むべき
研究開発課題

第１章
研究開発に関す
る内外の動向

第１章
研究開発に関す
る内外の動向

（別添）
研究開発戦略マップ

②ワイヤレス

③セキュアネットワーク

④宇宙通信システム技術

⑤革新機能創成技術

（４）東日本大震災を踏まえた復興・再生、
災害からの安全性向上への対応

（１）グリーン・イノベーションの推進

①ＩＣＴの活用による省エネルギー化・低炭素化
（スマートグリッドに関する通信技術等）

②ＩＣＴそのものの省エネルギー化・低炭素化
（フォトニックネットワーク技術等）

（２）ライフ・イノベーションの推進

→国際標準化戦略を含めた知的財産戦略と一体的に推進
→日々刻々と変化する社会ニーズ等を踏まえながら研究開発戦略マップを定期的に更新（情報通信審議会の審議体制等について今後検討）

○ 事業化までの全体シナリオを描き､プロジェクトの管理等の管理業務を遂行する能力を有する

プロデューサー等の育成・発掘

○ インターン制度等を活用したバランス感覚を備えた人材の育成

○ 海外研究者の招へい及び国際的な研究交流に対する支援によるグローバル人材の育成・確保

○ 技術伝承のための対応 ○ 産業界と大学の間の人材需給のミスマッチの解消

○ 研究開発プロジェクトや競争的資金等を活用した人材育成の推進

（１）人材の育成 【産業界、大学、国、公的研究機関等が連携協力して人材育成を推進】

○ 研究開発の初期段階から基本概念の標準化を進め、研究に関わる様々な活動を有機的に
組み合わせて、同時並行的に推進していくことが必要

○ 研究開発の初期の段階からテストベッドを構築した上での研究開発の推進

○ 中小企業・ベンチャーが実用化に向けた研究開発の助成措置が必要

○ 実用化までを見据えて関係機関の調整を行うコーディネータの配置や連携の場の設定が有効

○ 競争的資金の活用による研究開発に多段階選抜方式を導入し、中小企業の研究開発を推進

（２）研究開発の効果的な推進の仕組み【研究開発、標準化、事業化モデル構築等を総合的に捉え

て、戦略性のある計画を策定】

○ 国際共同研究や国際実証実験の実施を通じたオープンイノベー

ション環境の構築

○ 関係府省、自治体等の関係機関の連携協力した幅広い支援

（３）国際競争力の強化
【産業として日本に国富をもたらす総合的な仕組み作り】

○ 産学官連携による地域ニーズに合致した研究開発の促進

○ 研究機関が集積した地域の特性を活かして研究開発拠点の

活性化

（４）地域の研究開発

○ PDCAサイクルの効果的な運用をするとともに、事前・採択・
継続・中間・終了・追跡の各段階における評価の徹底・見直し、
公表

（５）研究開発に係るマネジメント

①ネットワーク基盤

①ＩＣＴによる健康で自立して暮らせる社会の実現

（ユビキタスネットワークロボット技術等）

②人と社会にやさしいコミュニケーションの実現
（ユニバーサルコミュニケーション技術等）

③安心とうるおいを与える情報提供の実現
（放送・通信連携のオープンプラットフォーム技術等）

①通信・放送ネットワークの耐災害性の強化等

②災害の状況を遠隔からリアルタイムに把握・蓄積・分析等を可能とする
センサーネットワーク

（３）社会にパラダイムシフトをもたらす
技術革新の推進

第３章
研究開発の

システムの在り方

第３章
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第１章 研究開発に関する内外の動向

１ 研究開発に関する内外の動向

●環境問題をはじめとする地球規模の問題の顕在化、資源・エネルギー・食料の国際的獲得競争の激化、中国や
インドをはじめとする潜在的に大きな市場を擁する新興国の経済的台頭、経済のグローバル化が加速するとと
もに新興国市場における競争が一層激化。

●天然資源に乏しい我が国は科学技術力と人材こそが厳しい国際競争を勝ち抜き、優位な国際的地位を保持し続
けるための「資源」。

●東日本大震災による未曾有の被害、社会的・経済的な深刻な影響 あらゆる政策手段を動員して震災対応

に取り組む必要。

●今後５年間の科学技術の国家方針と位置づけられる「第４期科学技術基本計画」は、東日本大震災の発生に
よって本年３月中の閣議決定を見送り。８月中の閣議決定に向け総合科学技術会議において見直し中。

●我が国の将来にわたる成長と社会の発展を実現するための主要な柱として、①「復興・再生、災害からの安全
性向上への対応」、②環境・エネルギーを対象とする「グリーン・イノベーションの推進」、③医療・介護・
健康を対象とする「ライフ・イノベーションの推進」。

●科学技術全体の「研究費」対「国内総生産（ＧＤＰ）」の比率を比較すると、官民あわせた科学技術の研究開
発費（対ＧＤＰ比）では日本は世界のトップレベルの投資を維持。しかし、政府負担による研究開発費は、対
ＧＤＰ比で約０．７％の低水準の横ばいで推移。

●米国や欧州、中国、韓国等の諸外国では政府によるＩＣＴ分野の研究開発支援を強化。

（我が国を取り巻く状況）

（ＩＣＴ研究開発予算の動向）

（我が国の科学技術の基本計画）
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●国として今後取り組むべき研究開発課題を、主に社会経済が抱える課題（ニーズ）の面から分類し「研究開
発戦略マップ」を策定。

●研究開発課題を４分類に集約・整理し、それぞれの「目指す政策目標（成果のアウトカム）」、「技術分野
の概要」、「主な目標と期限」を明示するとともに、研究開発、標準化、実証・評価、市場展開のスケ
ジュールをロードマップとして記載。

●国が研究開発成果の支援を行う際には、研究開発戦略マップで明示された研究開発の目標やロードマップ等
に沿って、重点的かつ効率的な支援が行われるべき。

●世界規模でオープンイノベーションの取組が展開され、また研究活動や経済活動がグローバル化するなか、
国際標準化戦略を含めた知的財産戦略を研究開発戦略と一体的に推進していくことが必要。

＜今後の検討事項＞
●研究開発戦略マップは、日々刻々と変化する社会ニーズ等を踏まえながら本委員会において定期的に更新さ

れることが必要。

２ 今後取り組むべき研究開発課題

第２章 今後取り組むべき研究開発課題

（１）グリーン・イノベーションの推進 （２）ライフ・イノベーションの推進

（３）社会にパラダイムシフトをもたらす
技術革新の推進

（４）東日本大震災を踏まえた復興・再生、
災害からの安全性向上への対応

研究開発戦略マップの分類
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国として今後取り組むべき研究開発課題の一覧

①ＩＣＴの活用による省エネルギー化・低炭素化

＜スマートグリッドに関する通信技術＞ ○BEMS、HEMS等に関する通信技術

○電気自動車（EV)に関する通信技術 ○スマートメータリングに関する通信技術

＜その他のＩＣＴの活用による省エネルギー化技術＞

○多様エネルギー源からの最適発蓄送電技術

○資源再利用のための追跡システム技術 ○センサーネットワーク技術

①ＩＣＴによる健康で自立して暮らせる社会の実現

○ロボット技術 ○脳情報通信技術 ○ＩＣＴを活用した医療の高度化技術

○ＩＣＴを活用した医療連携技術 ○診断手段の高度化技術

○医療・介護現場及び関連機器のネットワーク化技術

②人と社会にやさしいコミュニケーションの実現

○ユニバーサルコミュニケーション技術 ○コンテキストアウェアネス技術

○ユーザーインターフェース技術

③安心とうるおいを与える情報提供の実現

○次世代放送衛星の周波数有効利用促進技術 ○次世代映像創製・伝送技術

○放送・通信連携のオープンプラットフォーム技術

①ネットワーク基盤 ○新世代ネットワーク技術 ○テストベッド技術

②ワイヤレス ○ブロードバンドワイヤレスネットワーク技術

○ホワイトスペース等の周波数高度利用技術

○家庭内超高速ワイヤレスブロードバンド技術

○ワイヤレスM2Mセンサークラウド技術

③セキュアネットワーク ○クラウドセキュリティ技術【再掲】

○巧妙化するサイバー攻撃に対する検知・分析技術

○最先端ネットワークセキュリティ技術

○違法・有害コンテンツ対策のための誹謗中傷・公序良俗違反・ ネットいじめ等の

検出技術 ○安全なプライバシー情報の管理・加工・利用技術

④宇宙通信システム技術 ○災害時衛星通信システム技術

○ブロードバンドモバイル衛星通信技術 ○光ワイヤレス通信技術

⑤革新機能創成技術 ○超高周波ICT技術 ○量子ICT 技術 ○ナノICT技術

○バイオICT技術 ○時空標準技術 ○電磁波センシング・可視化技術

○電磁環境技術

①通信・放送ネットワークの耐災害性の強化等

○通信・放送ネットワークの耐災害性の強化に関する技術

○津波等の緊急警報を多様な情報通信手段を用いて伝える技術

○避難所や罹災者のための技術（人命救助、安否確認等） 等

②災害の状況を遠隔からリアルタイムに把握・蓄積・分析等を可能とするセン

サーネットワーク （センシング技術、プラットフォーム技術等）

（１）グリーンイノベーションの推進 （２）ライフイノベーションの推進

（３）社会にパラダイムシフトをもたらす技術革新の推進

（４）東日本大震災を踏まえた復興・再生、災害からの
安全性向上への対応

②ＩＣＴそのものの省エネルギー化・低炭素化

＜フォトニックネットワーク技術＞ ○フォトニックネットワーク伝送技術

○フォトニックネットワーク制御技術 ○フォトニックネットワークノード技術

＜クラウドの基盤技術＞ ○クラウド間連携技術 ○大規模分散処理技術

○省エネルギー化技術 ○クラウドセキュリティ技術

＜その他のＩＣＴそのものの省エネルギー化技術＞

○省電力ネットワーク技術 ○低消費電力デバイス・ハードウェア

※研究開発戦略マップより抜粋
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２０１２年度 ２０１３年度 ２０１４年度 ２０１５年度 ２０１６年度 ２０２０年度

２０２０年度までの全体ロードマップ
国として取り組むべき
研究開発課題 ２０１１年度

①ＩＣＴの活用による省エネル
ギー化・低炭素化

②ＩＣＴそのものの省エネル
ギー化・低炭素化

①ＩＣＴによる健康で自立して
暮らせる社会の実現

②人と社会にやさしいコミュニ
ケーションの実現

③安心とうるおいを与える情報
提供の実現

（１）グリーンイノベーションの推進

（２）ライフイノベーションの推進

①ネットワーク基盤

②ワイヤレス

③セキュアネットワーク

④宇宙通信システム技術

⑤革新機能創成技術

①通信・放送ネットワークの耐災害性
の強化等

②災害の状況を遠隔からリアルタイム
に把握・蓄積・分析等を可能とする
センサーネットワーク

（３）社会にパラダイムシフトを
もたらす技術革新の推進

（４）東日本大震災を踏まえた復興・
再生、災害からの安全性向上
への対応

ＩＣＴの活用により、世界最高水準の環境負荷低減及び
省エネルギー化・低炭素化を達成した社会の実現

ＩＣＴの活用により、国民が心身ともに健康で、豊かさや、
生きていることの充実感を感じられる社会の実現

新たな価値創造による社会のパラダイムシフトの実現、
熾烈な国際競争を勝ち抜くための技術力創出

スマートグリッドに関する
ICTサービスの実現・普及

電気自動車(EV) 、
BEMS・HEMSの通
信技術導入・サービ
スの普及、展開 オール光ネットワー

クの実現

クラウドの基盤
技術の確立

高信頼・高品質なク
ラウドサービスの普
及・成熟

ﾈｯﾄﾜｰｸ型BMIｻｰ
ﾋﾞｽの実現

脳とICTに関する技術

を活用した情報通信ｼ

ｽﾃﾑの実現

シームレスな地域連携医療

ネットワークの実現

医療情報データベース等の

本格的活用

段階的に超臨場感コミュニ

ケーションシステム（高度遠

隔医療システム等）の実現

安心とうるおいを与え

る情報提供サービスの

実現

新世代ネットワークの

実現

いつでもどこでも接続

可能なブロードバンド

ワイヤレス環境の実現

安心・安全なネットワー

ク社会の実現

ＩＣＴの活用により、地震や津波等による自然災害や
重大事故等から国民の生命、財産を守る社会の実現

災害に強い通信・放

送ネットワーク等の

実現（短期的に取り

組めるもの）

災害に強い通信・放

送ネットワーク等の実

現（中長期的課題）

※研究開発戦略マップより抜粋 7



（研究開発プロジェクトのプロデューサー等の育成・発掘）

●研究開発の基礎部分から事業化までの全体シナリオを描きつつ、ビジネスモデルの確立及びプロジェクト管理、知的財産権の管理等

の管理業務を遂行する能力を有する「プロデューサー」の育成又は発掘が急務。

（バランス感覚を備えた人材の育成）

●研究開発に携わる人材には、各分野における深い専門知識のみならず様々な分野の見識を有し、幅広い視野で思考できるバランス

感覚が必要。異分野とのバランス感覚、コミュニケーション能力等を持ち、システム全体を評価できる能力を持つ人材の育成が必要。

（グローバルな人材の育成・確保）

●国際的に優位にある技術分野において、今後も諸外国との競争で優位に立っていくためには、グローバル市場を念頭に人材供給の

確保や特定分野に重点化した人材育成を行うことで優れた研究者・技術者を確保することが必要。

（技術伝承のための対応）

●国の安全保障や安全な国民生活の実現につながる通信技術等、国が中心となって取り組むべきであっても、技術伝承が難しくなり

つつある技術に対しては、当該技術分野における一定の技術レベルを堅持するために必要な人材育成及び確保が必要。

（産業界と大学の間のミスマッチの解消）

●産業界の求める人材と大学教育との間のミスマッチを解消することが喫緊の課題であり、研究開発プロジェクトや競争的資金等を

活用した人材育成を推進。

（その他）

●生まれた時からインターネットやパソコン、携帯電話のある生活環境の中で育ってきた世代、いわゆる「デジタルネイティブ世代」

が十分な活躍を出来るようにコンテストの実施などにより人材発掘が必要。

（１）人材の育成

第３章 研究開発のシステムの在り方 8



（研究開発の戦略的な実施）

● 技術競争のスピードが速くなっている昨今、「研究開発→実証実験→国際標準化→実用化」のような、いわゆる

「バケツ・リレー」ではイノベーション創出の国際的なスピード競争に即していない。

●研究開発の初期段階から基本概念の標準化を進め、実証実験の結果を研究開発にフィードバックするなど、研究に関わる様々な

活動を有機的に組み合わせて、同時並行的に推進していくことが必要。

（研究開発基盤の整備）

●ネットワークの基盤技術の研究では実用に供されているネットワークを研究開発に活用することが困難であるため、実環境

に近いネットワークを模擬した環境の構築が必要。 研究開発の初期の段階からテストベッド（実運用環境に近づけた

試験装置）を構築が必要。

（国による研究開発の推進）

●研究開発を推進するにあたっては基礎研究から実用化までのフェーズに応じた、より効率的な仕組みを設けることが求められる。

●基礎的な研究開発：研究開発期間が長期にわたるとともにその成果が直ちに事業化に結びつきにくいなど高リスク。

引き続き、国から民間企業・大学等への委託研究開発、独立行政法人が中期計画に基づいて実施する研究開発が重要。

●実用化に向けた研究開発：「死の谷」を越えるためのブレークスルーやイノベーションの実現が重要。そのため中小企業・

ベンチャーが実用化に至るまで研究開発の助成措置が必要。

●異分野との共同研究：実用化までを見据えて関係機関の調整を行うコーディネータの配置や連携の場の設定が有効。

●競争的資金による研究開発：「多段階選抜方式」の導入によって埋もれてしまいがちな中小企業・ベンチャーの斬新な技術を発掘。

（２）研究開発の効果的な推進の仕組み

第３章 研究開発のシステムの在り方 9



●我が国は、地上デジタルテレビ放送、ワイヤレス、光アクセス等、技術分野で他国に比べて優位性を有し

ているが、製品・サービスと展開しようとする相手国において他国製品に市場シェアを奪われている分野

が多く、技術優位性を十分に活かしきれていないとの指摘。

ＩＣＴ分野の国際共同研究や国際実証実験を通じたオープンイノベーション環境を構築し、国内企業

が相手国のニーズに合致した製品・サービスを積極的に展開することが有効。

●関係府省、自治体等の関係機関の連携協力した幅広い支援が有効。

（地域におけるニーズへの対応）

●地域コミュニティのニーズを発掘し、ニーズに合致した研究開発を促進することにより、地域の特性を

活かしたＩＣＴによる地域社会づくりを進めることが重要。

地域の分野横断的な産学官連携の強化、地域に密着した研究開発体制の構築が必要。

（研究開発拠点の活性化）

●我が国全体としての研究開発力を高め、国際競争力の強化を図るためには、地域の特性、強みを活かして

各々の研究開発拠点の活性化を図ることが重要。

（３）国際競争力の強化

第３章 研究開発のシステムの在り方

（４）地域のための研究開発
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（知的財産権）

●先端技術開発や優位性を有するコアコンピタンス技術（他社に真似できない核となる技術）を戦略的に活用

するビジネスモデルの確立と知財マネジメントによる競争力確保を進めていくことが重要。

（研究開発の評価）

●ＰＤＣＡサイクルを効果的に運用することにより、研究開発の終了前の段階であっても成果が期待できなく

なった研究開発は中止・縮小し、逆に大いに期待できるものは計画を前倒しする等の対応が必要。

●そのためには、現在実施している事前・採択・継続・中間・終了・追跡の各段階における検証並びに評価、

それらに基づく見直しを行い、そのプロセスも含めて公表することが求められる。

●国による研究開発には基礎研究をはじめとして、必ずしもビジネスに直結しないものもあるが、研究開発の

推進に際しては検証・評価・見直しを継続的に行うなど、アウトカム目標（研究開発の成果による社会に

対する便益の目標）を見据えた事業運営が求められる。

（５）研究開発に係るマネジメント
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Ⅰ 審議事項 

情報通信審議会情報通信政策部会研究開発戦略委員会（以下「研究開発戦略委員会」とい

う。）は、諮問第１７号「知識情報社会の実現に向けた情報通信政策の在り方」のうち、研

究開発戦略について検討を行った。具体的には、情報通信審議会情報通信政策部会における

議論・決定を踏まえて決定された「検討アジェンダ」に沿って研究開発戦略に関する下記の

事項の検討を行った。 

 

●「検討アジェンダ」（情報通信政策部会（２月１０日）決定）より抜粋 

 

次世代の事業シーズを生み出す研究開発力を強化することは、我が国のＩＣＴ産業の中長期的な活

力を維持し、我が国の持続的な経済成長や雇用の創出を実現していく上で極めて重要である。また、

今後政府決定される予定の平成２３年度以降５年間の科学技術に関する国家戦略である次期「科学技

術基本計画」に沿った形で、戦略的な研究開発等の政策展開が求められている。こうした観点から、

例えば次の事項についてどのように考えることが適当か。 

 

①今後取り組むべき研究開発課題 

【項目例】 

➢「新成長戦略」や次期「科学技術基本計画」の柱になっている「グリーン・イノベーション」及

び「ライフ・イノベーション」、その他我が国が直面する重要課題（我が国の産業競争力の強化

等）を推進する上で取り組むべきＩＣＴ分野における研究開発課題は何か。 

②研究開発の仕組み（システム）の在り方 

【項目例】 

➢技術シーズを事業化につなげていく上での解決すべき課題及びその解決に向けた方策は何か。 

➢教育、福祉、医療・介護、行政、観光、農業等の様々な分野におけるＩＣＴの利活用を進めてい

く上での研究開発の果たすべき役割、研究開発成果を普及させるための技術実証の在り方として

望ましい仕組みは何か。 

➢地域コミュニティのニーズ（実需）に合致した研究開発の推進方策は何か。 

➢複数の企業等が連携したオープンイノベーションを推進するための拠点の在り方として、その役

割・機能の強化方策は何か。 

➢国の研究開発推進のための仕組み（基礎研究、競争的資金、戦略的知財マネジメント等）を改善

するための方策は何か。 

③産学官の役割分担の在り方 

【項目例】 

➢研究開発における政府の役割の在り方、人材育成や次世代への技術伝承、技術の海外流出防止等

における産学官の役割分担について、どのように考えるか。 

  



 

2 

 

Ⅱ 委員会構成 

委員会の構成は、別表のとおりである。 

Ⅲ 審議経過 

計８回の委員会を開催して審議を行い、研究開発戦略に関する第一次的な報告書を取りま

とめた。 

（１）第１回委員会（平成２３年２月２８日） 

  委員会の運営方法、審議方針及び審議スケジュール等について審議を行った後、企業・

団体からのプレゼンテーションが行われ、その内容に関する議論を行った。 

（２）第２回委員会（平成２３年３月７日） 

  企業・団体からのプレゼンテーションが行われ、その内容に関する議論を行った。 

（３）第３回委員会（文書審議）（平成２３年４月４日～平成２３年４月８日） 

  企業・団体からのプレゼンテーションが行われ、その内容に関する議論を行った。 

（４）第４回委員会（平成２３年５月１３日） 

  情報通信審議会情報通信政策部会で行われたパブリックコメントの結果の報告と、東

日本大震災を踏まえた追加のプレゼンテーションを行った。また、委員会報告のとりま

とめに向けた論点整理（案）について議論を行った。 

（５）第５回委員会（平成２３年５月１９日） 

  委員会報告のとりまとめに向けた論点整理（案）について議論を行った。 

（６）第６回委員会（平成２３年６月１０日） 

  研究開発戦略委員会の報告書案について審議を行った。 

（７）第７回委員会（平成２３年６月２４日） 

  研究開発戦略委員会の報告書案について審議を行った。 

（８）第８回委員会（平成２３年７月７日） 

  研究開発戦略委員会の報告書案について審議を行い、とりまとめを行った。 
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Ⅳ 審議結果 
審議の結果、第１章において研究開発に関する内外の動向を整理した上で第２章に今後の

研究開発課題をとりまとめた。特に国として今後取り組むべき研究開発課題の政策目標や達

成年度等について「研究開発戦略マップ」（別添）として整理した。また、研究開発のシステ

ムの在り方についての検討結果については第３章にとりまとめた。  
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第１章 研究開発に関する内外の動向 

研究開発戦略の検討にあたり、国内外の社会経済の状況や政府の科学技術に関する基本的

な政策動向等を的確に捉える必要がある。 

 

（１）我が国を取り巻く状況 

現在、世界では環境問題をはじめとする地球規模の問題が顕在化し、資源・エネルギー・

食料などの国際的な獲得競争が激化するなかで、中国やインドをはじめとする潜在的に大

きな市場を擁する新興国の経済的台頭が見られ、経済のグローバル化が加速するとともに

新興国市場における競争が一層激化している。こうした背景の下、利用者ニーズの多様化

等に伴うイノベーション（技術革新）の必要性が高まっており、科学技術及びイノベーシ

ョンの鍵となる優れた人材の国際的な獲得競争が加熱している。 

一方、我が国は少子化・高齢化や人口減少等の社会的、経済的活力の減退につながる問

題に直面していることから、長期的に労働力減少と国内市場の縮小は避けられない状況に

ある。 

天然資源に乏しい我が国にとって科学技術力と人材こそが厳しい国際競争を勝ち抜き、

優位な国際的地位を保持し続けるための「資源」であるが、近年、若者の理工系離れが進

み、優秀な研究者・技術者が退職年齢を迎えつつあり、科学技術分野での我が国の存在感

の低下が懸念されている。 

そして、３月１１日の東日本大震災の発生により、我が国は人的及び物的に未曾有の被

害を受け、社会経済が深刻な影響を受けている状況にある。福島第一原子力発電所の事故

も含め、世界の国々と人々がこの震災を世界的課題ととらえて我が国の対応を注視してい

ることから、我が国はあらゆる政策手段を動員して震災対応と復興に取り組まなければな

らない。 

そうしたなか、研究開発に関する政策に期待される役割も大きく変化しており、これま

での実績と課題、可能性と限界、リスク等を検証した上で、我が国の復興、再生はもとよ

り、持続的な成長と社会の発展、安全で豊かな国民生活の実現等に積極的な役割を果たし

ていくことが求められている。 

 

（２）今後５年間の我が国の科学技術の基本計画 

１０年間を見通した今後５年間の科学技術の国家方針と位置づけられる「科学技術基本
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計画」は、昨年末に総合科学技術会議から答申された「科学技術に関する基本政策につい

て」（答申）を踏まえて、平成２３年度を始期とする第４期の基本計画として本年３月に

閣議決定される予定であった。しかし同月に東日本大震災が発生したために閣議決定は見

送られ、現在は８月中の閣議決定に向け総合科学技術会議において震災を踏まえた見直し

が進められている。 

具体的には、まず、今後目指すべき国の姿として、①震災から復興、再生を遂げ、将来

にわたる持続的な成長と社会の発展を実現する国、②安全かつ豊かで質の高い国民生活を

実現する国、③大規模自然災害など地球規模の問題解決に先導的に取り組む国、④国家存

立の基盤となる科学技術を保持する国、⑤「知」の資産を創出し続け、科学技術を文化と

して育む国が掲げられている。 

また、我が国の将来にわたる成長と社会の発展を実現するための主要な柱として、①「復

興・再生、災害からの安全性向上への対応」、②環境・エネルギーを対象とする「グリー

ン・イノベーションの推進」、③医療・介護・健康を対象とする「ライフ・イノベーショ

ンの推進」を示している。 

我が国が直面する重要課題としては、①安全かつ豊かで質の高い国民生活の実現、②我

が国の産業競争力の強化、③地球規模の問題解決への貢献、④国家存立の基盤の保持、⑤

科学技術の共通基盤の充実・強化を挙げている。 

さらに、研究開発投資の水準については、官民合わせた研究開発投資を対ＧＤＰ比の

４％以上にするとの目標に加え、政府研究開発投資を対ＧＤＰ比の１％にすることを目指

すこととし、その場合、第４期基本計画期間中の政府研究開発投資の総額の規模を約２５

兆円とすることが必要であるとしている。 

ＩＣＴ分野の研究開発戦略を検討するにあたっては、こうした政府全体の科学技術に関

する基本的な計画を踏まえた上で議論を行う必要がある。 

 

（３）ＩＣＴの研究開発投資の動向 

官民を合わせた科学技術全体の研究開発費（対ＧＤＰ比）については、日本は世界トッ

プレベルの投資額を維持しているものの、政府負担による研究開発費は、対ＧＤＰ比で約

０．７％の低水準の横ばいで推移している1。 

我が国の民間企業は近年、研究開発投資を縮小する傾向にあり、その内訳としては基礎

                         
1 「平成２２年 科学技術要覧」（文部科学省科学技術・学術政策局） 
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研究よりも技術の応用や製品開発のための研究開発に対してより多くの投資を行ってい

る2。また、民間企業及び大学のＩＣＴ分野の研究開発費（平成２１年度）の傾向として

は、研究開発投資額は対前年度比では１１．５％の減となっており、ライフサイエンスや

環境分野、ナノテクノロジー・材料等、他の主要分野と比較しても対前年度の減少幅は最

も大きい状況にある。さらに、平成２１年度の対前年度の減少幅は平成２０年度の対前年

度の減少幅（-４．０％）より拡大している。 

一方、総務省のＩＣＴ分野の科学技術関係予算は平成２１年までは横ばい傾向にあった

ものの平成２２年度以降は減少傾向にあり、昨今の厳しい財政状況等を踏まえ平成２３年

度は対前年度比で１２％の減少となった。 

なお、米国や欧州、中国、韓国等の諸外国の政府によるＩＣＴ分野の研究開発予算は増

加傾向にあり、例えば、本年２月に発表された米国の「２０１１年度大統領予算案」では

ＩＣＴ分野を含めた科学技術イノベーションのための研究開発に対して年間総額１４８

０億ドル（約１２兆円）を投資するとともに基礎研究分野への予算を倍増する努力を継続

することが謳われている。また、欧州委員会が昨年５月に策定した「欧州デジタル・アジ

ェンダ（A Digital Agenda for Europe）」ではＩＣＴ分野の研究開発に対する公的投資を

年間１１０億ユーロ（約１．２兆円）に倍増する目標を掲げている。 

ＩＣＴ分野の研究開発の支援制度等の在り方を検討する場合、このような国内外の研究

開発投資の動向を十分に踏まえた上で議論を行う必要がある。 

 

（４）関連する事業仕分けの結果とその対応 

総務省が行う「情報通信関係研究開発・実証実験・調査研究」については、平成２１年

に実施された行政刷新会議の事業仕分けの対象となり、「予算要求の縮減（１／３程度の

縮減）」が求められた。また、とりまとめコメントとしては、国の研究開発等の実施に際

しては民間企業にも相当の負担を求めるべきとの意見が多かった。 

これらの結果を踏まえ、総務省では、平成２２年度概算要求における計６１事業の予算

額（計１８７億円）を約１１億円縮減するとともに、技術標準の策定等を目的とした研究

開発や実証実験、調査研究を除き、民間に一定の負担を求めている。 

  

                         
2「科学技術研究調査」（平成２０年～平成２２年、総務省統計局） 
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第２章 今後取り組むべき研究開発課題 

（１）基本的な考え方 

我が国が今後取り組むべき研究開発課題は、技術シーズの面や社会経済が抱える課題

（ニーズ）の面から分類する方法が考えられるが、いずれにせよ一般の国民にとっても分

かりやすい形で策定される必要がある。 

研究開発課題の策定に際しては、目先の流行を追うのではなく、長期間の継続的な研究

が必要な基礎的な課題及び多様な技術を融合したシステム技術に関する課題等にも地道

に取り組む方向性が重要である。また、課題の解決のための時間軸として、例えば、短期

（３年程度）、中期（３年～５年程度）及び長期（５年～１０年程度）に分けて研究開発

の取り組みを整理する必要がある。 

また、取り組むべき研究開発課題としては、少子化・高齢化や人口減少等の問題に我が

国が直面していることを考慮すると、利用者の利便性向上に資するものが重要であり、「簡

単」、「使って楽しい」といったＩＣＴの使いやすさや社会的弱者を含めた利用者の満足度

の観点を踏まえた課題にも十分配慮する必要がある。さらに、研究開発成果を確実に実用

につなげ、社会で広く使われるものにする努力が我が国では求められており、そうした観

点からも研究開発課題を捉えるべきである。 

 

（２）研究開発課題の分類と整理 

前節での基本的な考え方を踏まえ、我が国が今後取り組むべき研究開発課題を視野に入

れつつ、特に国（政府）として今後取り組むべき現時点の課題を「研究開発戦略マップ」

として分類及び整理した（別添の研究開発戦略マップを参照）。今後、国が研究開発成果

の実用化・普及のための支援を行う際には、研究開発戦略マップで明示された研究開発の

目標やロードマップ等に沿って、重点的かつ効率的な支援が行われるよう、常に考慮され

るべきである。 

なお、研究開発戦略マップは、日々刻々と変化する社会ニーズ等を踏まえながら定期的

に更新されることが望まれるため、当面は、本委員会が更新の役割を担う必要がある。そ

のため、有識者や企業・団体、国民からの意見を広く求めつつ、それらを踏まえながら更

新作業の方法等を今後検討する必要がある。 

さらに、研究開発戦略マップを更新するアプローチとしては、例えば、それぞれの研究

開発課題を俯瞰しながら技術分野の全貌をまず調査し、その上で、①国がイニシアティブ

を持って推進するもの、②国と民間が協力して進めるもの、③民間の活力に任せるものに
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分類して記載することも有効である。 

 

研究開発戦略マップの作成にあたり、我が国の社会経済が抱える課題（ニーズ）につい

て議論を重ねた結果、まず、主要な３つの分野に集約した。 

第一に、東日本大震災の被災地域では地震と津波、液状化現象等によって、社会インフ

ラが寸断され甚大な被害が発生したことを受け、情報通信のインフラの復旧及び再生並び

にその機能性・利便性・安全性の一層の向上、通信・放送ネットワークの耐災害性の強化

は喫緊の課題であることから、「東日本大震災を踏まえた復興・再生、災害からの安全性

向上への対応」として震災に対応したＩＣＴの研究開発課題の分類を設けた。 

第二に、震災及び電力問題によってより深刻になりつつある日本経済の停滞から脱却し、

将来にわたる持続的な成長と社会の発展を実現していくため、エネルギーの安定確保と両

立した低炭素社会の実現とグローバルな気候変動への対応が必要であることから「グリー

ン・イノベーション」として研究開発課題の分類を設けた。この分類に該当するものとし

て、大別して①ＩＣＴの利活用による省エネルギー化・低炭素化（Green by ICT）及び②

ＩＣＴそのものの省エネルギー化・低炭素化（Green of ICT）の両面から、スマートグリ

ッドに関する通信技術、スマートクラウド技術、フォトニックネットワーク技術等の整理

を行った。 

第三に、我が国において進展している少子化・高齢化社会において、ＩＣＴを用いて安

心とうるおいを与え、健康で自立して暮らせる社会を実現するため、「ライフ・イノベー

ション」として研究開発課題の分類を設けた。例えば、国民の健康を守るため、疾患の早

期発見につながる診断手法の開発が重要であることから、３次元映像法など早期診断に資

する新たなイメージング技術、安全で有効性の高い遠隔診断及び遠隔治療のための技術、

並びにそれらを支援する画像情報処理技術等の研究開発課題の整理を行った。 

 

前述の３分野の課題に対応するものの他に、国として推進すべき研究開発課題としては、

情報通信システムの性能や安全・信頼性の抜本的な向上などを目指した高リスクで長期間

を要する基礎的・基盤的研究開発があり、その研究開発成果を発展させて社会での新たな

価値創造に繋げていくことが期待される。これに該当するものとして、「社会のパラダイ

ムシフトをもたらす技術革新の推進」として研究開発課題の分類を設け、この分類に該当

するものとして①ネットワーク基盤（新世代ネットワーク技術等）、②ワイヤレス（周波

数高度利用技術等）、③セキュアネットワーク、④宇宙通信システム技術、⑤革新機能創
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成技術（量子ＩＣＴ技術等）を整理した。 

 

（３）研究開発戦略マップの策定 

本委員会構成員及びゲストスピーカーからの提案並びに意見公募において提出された

提案を前節で述べた４つの分類に従って集約し、研究開発課題を整理した。それぞれの研

究開発課題に関する「目指す政策目標（成果のアウトカム）」、「技術分野の概要」、「主な

目標と期限」を研究開発戦略マップに明示するとともに、研究開発、標準化、実証・評価、

市場展開のスケジュールをロードマップとしてとりまとめた。 

例えば、光通信分野のフォトニックネットワーク技術は、情報通信ネットワークの超大

容量化及び超低消費電力化を目指すものであり、ＩＣＴの利活用増進に伴う通信量及び通

信機器の消費電力の急速な増大への対応に貢献する技術であることから、グリーン・イノ

ベーションに該当するものとして整理を行った。 

なお、研究開発戦略マップの分類は社会経済が抱える課題を出発点としているため、例

えば、「グリーン・イノベーション」又は「ライフ・イノベーション」の課題解決のため

に分類された技術であっても、震災からの復興・再生及び災害からの安全性向上のために

も活用され得る共通的な技術があることに留意する必要がある。 

 

（４）標準化戦略を含めた知的財産戦略との一体的な研究開発の推進 

世界規模でオープンイノベーションの取組が展開され、また研究活動や経済活動がグロ

ーバル化するなか、産業界や大学等がこれらの変化に適切に対応していくためには、国際

標準化戦略を含めた知的財産戦略を研究開発戦略と一体的に推進していく必要がある。 

とりわけ、ＩＣＴ分野においては相互接続性及び相互運用性の確保が必須であることか

ら、製品やサービスの海外市場への円滑な展開を狙うためには、知的財産権の確保を図り

つつ研究開発された技術を国際標準に戦略的に反映させることが重要である。このため、

研究開発戦略マップを更新するに際しては、国際標準化戦略を含めた知的財産戦略と一体

的に検討作業を進めることが求められる。 

例えば、情報通信政策部会「情報通信分野における標準化政策検討委員会」において、

中長期的な研究開発戦略及び諸外国の政策等を踏まえた標準化の重点分野として新世代

ネットワーク及び次世代ワイヤレスネットワークを掲げていることから、これらの分野に

関連する研究開発戦略マップについては、国際標準化戦略を含めた知的財産戦略の在り方

と一体的に検討が行われることが望ましい。  
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第３章 研究開発のシステムの在り方  

研究開発を今後効果的かつ効率的に推進するにあたっては、第２章で述べた研究開発課題

の設定とともに、研究開発に携わる人材の育成、研究開発を推進する仕組み等、研究開発の

システムの在り方が重要である。 

 

（１）人材の育成 

研究開発を通じてＩＣＴ分野のイノベーションを実現するためには人材の育成が重要

であり、次に掲げるような対応が求められている。 

ア.研究開発プロジェクトのプロデューサー等の育成・発掘 

ＩＣＴ分野の研究開発を効果的かつ効率的に推進していくためには、社会ニーズ等

の動向を熟知しながら研究開発の基礎部分から製品・サービスの事業化までの全体のシ

ナリオを描きつつ、ビジネスモデルの確立及びプロジェクト管理、知的財産権の管理等

の管理業務を遂行する能力を有するプロデューサーの育成又は発掘が急務である。プロ

デューサーの育成においては、過去の研究開発プロジェクトの課題や問題点について研

究実務の経験者とともに実例を通じてケーススタディーをすることが有効と考えられ

る。 

イ.バランス感覚を備えた人材の育成 

研究開発に携わる人材には、各分野における深い専門知識のみならず様々な分野の

見識を有し、幅広い視野で思考できるバランス感覚が求められているが、特に異分野融

合領域における課題を解決するための研究では、さまざまな学問分野が関わるシステム

的アプローチが必要である。 

そのため、大学・企業を問わず研究者は狭い専門分野の知識だけでなく、異分野と

のバランス感覚、コミュニケーション能力、マネジメント能力、グランドデザイン能力

を持ち、システム全体を評価できる能力が求められている。例えば単一の研究プロジェ

クトに没頭することなく、民間企業のビジネス現場も体験しつつ、これらの能力を習得

できるインターン制度やプログラム提供の充実を図ることが効果的である。 

ウ.グローバルな人材の育成・確保 

現在我が国が伝送容量等で国際的に技術優位にあるフォトニックネットワーク技術3

等の分野において、今後も諸外国との競争で優位に立っていくためには、優れた研究

                         
3 独立行政法人情報通信研究機構プレスリリースより（http://www.nict.go.jp/press/2011/03/10-1.html） 



 

11 

 

者・技術者を確保することが必要であり、グローバル市場を念頭に人材供給の確保や特

定分野に重点化した人材育成が必要である。このため、海外の研究者の招へい及び国際

的な研究交流に対する公的支援を行っていくことが望ましいと考えられる。 

また、東日本大震災を受けて、海外からの研究者等の離日や来日延期、我が国の研

究者も含めた流出等が懸念されるとの指摘がある4。こうした問題を解決するためには、

外国人研究者による競争的資金の活用等、外国人研究者が研究開発プロジェクトに参加

しやすい環境の整備が有効と考えられる。 

エ.技術伝承のための対応 

国の安全保障や安全な国民生活の実現等にもつながる情報収集技術、通信技術等5、

国が中心となって今後とも取り組むべき技術であっても、研究開発投資の減少や人件費

の縮減により技術伝承が難しくなりつつある技術分野がある。こうした技術については、

次世代への確実な技術伝承の観点から、国や独立行政法人は当該技術分野において一定

の技術レベルを堅持するために必要な人材の育成及び確保が図られることが必要であ

る。 

オ.産業界と大学の間のミスマッチの解消 

我が国の大学・大学院では個別の知識・技術を深く掘り下げる教育に主眼が置かれて

いるとの指摘があり、基礎的な専門知識・スキルと実行力が不十分であるために社会人

になってからのスキルアップが困難な場合があるなど、産業界の求める人材と高等教育

との間のミスマッチを解消することが喫緊の課題である。特に、ＩＣＴ分野は技術進展

が急速な分野であることから、定期的に産業界と大学間の意見交換・対話を行う場を設

けることがミスマッチ解消のために望まれているところであり、これまでにも様々な取

り組みが実施されてきたところであるが、現状では十分な解消には至っていない。6そ

こで産業界、大学、国及び公的研究機関等は、例えば以下の対応を進めることが望まし

いと考えられる。 

 

①産業界における対応 

・優れた研究者を確保するため、産業界は採用活動等を通じて自らが求める能力・人

材像を明確化し、大学・大学院の要請に応じてカリキュラム設計に反映出来るよう

                         
4 総合科学技術会議答申「科学技術に関する基本政策について」見直し案（パブリックコメント募集文書）（平成２３年６月 14 日）、p.29 
5 諮問第 11 号「科学技術に関する基本政策について」平成 22 年 12 月 24 日 

6 IT 人材白書 2011 より、IT 人材の「量」、「質」が不足していると感じている IT企業の人の割合は「量は」48.9％、「質」は 85.8％と依然高い状況にある。（2010

年度調査） 
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協力する。 

・大学・大学院において実践的な教育を行うための講師派遣に協力する。 

・情報通信人材のキャリアパスの明確化及び優れた人材に対する処遇の一層の向上を

図るとともに優れた研究者・技術者の育成に欠かせない学会活動を奨励し、特に若

手の研究者・技術者の学会活動を積極的に支援する。 

②大学教育・研究の充実 

・大学は、本来の使命である基礎的な分野の教育・研究を推進するとともに、経済学

や会社経営実務、財務会計、プロジェクト管理等の教育を通じて、産業界が求める

グローバルな環境変化に対応でき、かつ創造性を有する人材育成のためのコースの

設置やカリキュラムの作成を実施する。 

・個別の知識・技術を深く掘り下げる教育により先端技術分野の研究者を育成するこ

とに加え、グローバルな技術協力や国際標準化活動、知財マネジメント活動、サー

ビスや製品開発現場等で活躍できる人材も育成するとの観点が重要である。 

・このため、大学職員の意識改革を図るとともに、広く産業界等からの講師派遣を求

めることにより、産業界のミスマッチの解消に努める。 

③研究開発プロジェクトの推進を通じた人材育成 

・国や公的研究機関は、産学官が結集して行う研究開発プロジェクトにおいて、広く

産業界や大学からの参画の機会を設けることを通じて、相互啓発やネットワークの

形成を図っている。この結果、一定の成果が見られる7ことから今後とも研究開発現

場に複数の企業・大学・公的研究機関等が連携したオープンイノベーション環境を

構築し、効果的な人材育成に努めていくことが必要である。 

・総務省の競争的資金による研究開発（SCOPE)は、優秀な若手研究者の育成に一定の

貢献をしている8ところであるが、意欲的な研究に対してはより長期かつ多くの研究

資金が求められている状況にある。また、人材育成の観点からは、例えば、現在実

施している採択評価、中間評価及び終了評価の実施時点において、研究内容、進捗

状況及び将来見通しに対する評価に加えて、若手研究者の育成に繋がる意見や助言

並びに成果発表の際に産業界との意見交換及びマッチングが図られるような場の設

定等によって、研究者の視野を広げ産業界のニーズを研究に反映していく機会とす

ることが可能と考えられる。 

・また、競争的資金による研究開発に多段階選抜方式を導入することにより、最初の

段階では才能のある若手研究者の研究を支援し、その後成果見通しの具体化や知財

マネジメントを考慮して第２段階以降の採択を決定するというプロセスを踏むこと

                         
7 第 7 回研究開発戦略委員会資料７－２－１「人材育成」に関する意見において情報通信研究機構の産学官連携の取組みが紹介された。 

8 総務省の戦略的情報通信研究開発推進制度（SCOPE）により、平成 22 年度までに累計で約 400 人の若手研究者の育成(博士号の取得)に貢献している。 
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で、スキル向上のインセンティブが働くことが期待される。こうした人材育成の観

点からも多段階選抜方式の速やかな導入が期待される。 

・事業創造型人材の育成には研究開発にとどまらない職務経験が必要であり、ベンチ

ャー企業において複数の職務を経験するといった機会が有益であると考えられる。 

カ.その他 

近い将来、生まれた時からインターネットやパソコン、携帯電話のある生活環境の

中で育ってきた世代、いわゆる「デジタルネイティブ世代」が社会構成の中心となって

いくことは想像に難くない。このため、上述の人材育成においては、こうしたデジタル

ネイティブ世代が参画し十分な活躍ができるようにコンテスト9の実施等を通じた人材

発掘を図るとともに、社会ルールや規範等に関する教育・啓発も実施していくことが望

ましい。 

 

（２）研究開発の効果的な推進の仕組み 

ア.研究開発の戦略的な実施 

研究開発プロジェクトの進め方としては、「研究開発→実証実験→国際標準化→実用化」

といった流れが一般的であるが、技術競争のスピードが速くなったことに伴い、これまで

のようないわゆる「バケツ・リレー」ではイノベーション創出の国際的なスピード競争に

即していない状況が一部で生じているとの意見がある10。こうした状況を解決するため、

研究開発の初期段階から基本概念の標準化を進め、実証実験の結果を研究開発にフィード

バックするなど、研究に関わる様々な活動を有機的に組み合わせて、同時並行的に推進し

ていくことが必要であると考えられる。これに加えて複数の研究開発課題を大括り化して

横の連携や進捗を一体的に管理するとともに、基礎研究から実用化までの全体の流れを常

に意識しておくことも欠かすことができない。 

また、研究開発の成果を世界に通用する製品やサービスへとつなげていくためには、実

用化に向けた研究開発、標準化を含めた知的財産戦略、事業化モデル構築等を総合的に捉

えて、戦略性のある計画を構築する必要がある。 

さらに、各々の技術分野や研究プロジェクトについてどの部分で強みを発揮すべきかに

ついて早い時点から具体的に把握し、必要な強化を図りながら研究開発を進めていくこと

が望ましい。 

 

                         
9 例えば、みんなでつくる情報通信白書コンテスト 2011（総務省）など 
10 第 1 回研究開発戦略委員会における通信のノード機器市場を事例とした指摘事項（「第 1 回委員会の議事概要」を参照） 
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イ.研究開発基盤の整備 

新たなネットワークの基盤技術の研究では実用に供されているネットワークを研究開

発等に活用することが困難であるため、実環境に近いネットワークを模擬した環境の構築

が必要となる場合がある。こうした研究課題の実施に当たっては、研究開発の初期の段階

からテストベッド（実運用環境に近づけた試験装置）を構築して、計算機シミュレーショ

ンや実験室では予見し得ない影響を可能な限り排除し、ネットワーク全体からみたトラヒ

ック制御や運用方法を確立していく必要がある。 

また、情報セキュリティ技術や知識情報技術（積み重ねた大量のデータや情報を用いて

新たな知識や問題解決手法を提供するための技術）の研究では、技術の有効性を示すため

のシミュレーション環境や実証実験を通じた利用者からのフィードバックが重要であり、

実証的な研究環境の整備や実証実験に対する支援が期待されている。 

特に、競争的資金を活用した研究開発においては、その成果をより確実に検証するため

に上述のテストベッドや実証的な研究環境を積極的に利用していくことが望まれる。 

他方、ＩＣＴ分野の研究開発成果を適時、国際標準化を含めた知的財産権管理や実用化

につなげていくためには、評価・検証が不可欠であり、産学官が資源を有効活用しながら

先端的技術の検証や相互接続性・相互運用性を担保するためのテストベッドを構築し、応

用展開や社会還元の促進を図ることが重要である。 

さらに、ＩＣＴ分野においては、論文以外の成果物、例えばソフトウェアや集成データ

（言語に関するコーパス等）を蓄積、共有、流通するための基盤の整備は、研究開発成果

の社会還元、次の新たな研究開発の成果の創造に有用であると考えられる。 

 

ウ.国による研究開発の推進 

研究開発を推進するにあたっては基礎研究から実用化までのフェーズに応じた、より効

率的な仕組みを設けることが求められる。 

① 基礎的・基盤的な研究開発 

これらの研究開発は、研究開発期間が長期にわたるとともにその成果が直ちに事業化

に結びつきにくいなどリスクが高いことから、国が民間企業・大学等に委託して研究開

発を行っているほか、独立行政法人が中期計画に基づいて実施しているが、引き続きこ

のような研究開発を推進することが望まれる。 
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② 実用化に向けた研究開発 

技術のブレークスルーやイノベーションを実現していくためには、独創性・新規性に

富む技術を有する中小企業・ベンチャーが重要な役割を果たすことが期待される。しか

しながら、民間企業・大学の独自研究開発等の成果を製品やサービスに結びつける過程

において更なる技術開発や技術検証を要する場合があるが、技術開発等にリスクを伴う

ことにより自力では研究開発から実用化まで到達できない場合もある。いわゆる「死の

谷」である。こうした困難を克服するため、中小企業やベンチャーが担い手となって実

施する実用化に至るまでの研究開発に対する新たな助成措置の実現が望まれている。な

お、この検討にあたっては、適切な民間負担の在り方について事業仕分けの結果を踏ま

えつつ検討を行っておく必要がある。 

 

③ 異分野との共同研究 

教育、福祉、医療等の様々な分野に跨るＩＣＴの研究開発を効率的に進めるためには

異分野の研究者の協働を促進する場（オープンイノベーション環境）の形成が必要とな

っている。実用化を見据えてそのような連携の場の設定、企業や自治体等の多様な主体

の間の研究内容の調整や研究開発の管理を行うコーディネータの配置が有効であると

考えられる。 

 

④ 競争的資金による研究開発 

人材育成・発掘の観点から第３章（１）オ項において、競争的資金による研究開発に

「多段階選抜方式」を導入することが有効であることを述べたところであるが、こうし

た仕組みは中小企業における研究開発を効果的に推進していくためにも有用である。 

最初の段階において幅広く案件を採択して実現可能性調査（Feasibility Study）を

実施することで、埋もれてしまいがちな中小企業・ベンチャーの斬新な技術を発掘する

ことが可能となる。このため、これまでに行われた中小企業技術革新制度（SBIR：Small 

Business Innovation Research）等と連動して競争的資金による研究開発に多段階選抜

方式を導入していくことが望ましい。 

また、研究開発に参加する人や組織の幅を広げることにより将来のビジネスチャンス

を生み出すことが可能となることから、競争的資金の一層の効果的な活用を促すため、

資金の柔軟な繰り越しや研究実施期間全体を通した資金分配の実現等、競争的資金によ

る研究開発の仕組みの見直しが望まれている。 
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エ.産学官の連携強化と役割分担11 

企業の事業活動によって優れた商品・サービスを創出・提供する「産」は、民間企業や

ＮＰＯ等広い意味でのビジネスセクターであり、主な役割としては①市場ニーズの把握、

②ビジネスモデルの確立、③サービス／プロダクトの開発、④事業化、⑤国際標準化戦略

を含めた知的財産権管理がある。 

学術の中心として教育研究を行う「学」は、大学、大学共同利用機関、高等専門学校等

のアカデミックセクターであり、主な役割としては、①幅広い分野の基礎的な研究の着実

な実施、②教育・研究活動を通じた研究者・技術者の人材育成である。また、幅広い研究

者・技術者の結集する電気系学会（電子情報通信学会、情報処理学会、映像情報メディア

学会等）の役割は、③分野毎の研究開発成果の評価・共有、④技術動向の分析・共有があ

る。 

「官」は、国のほか国立試験研究機関、公設試験研究機関、研究開発型独立行政法人等

の公的資金で運営される政府系試験研究機関であり、主な役割としては、行政庁としての

役割のほか①長期的視点に立った研究開発方針の策定、②リスクが大きい基礎的な研究の

推進、③基盤的な研究開発・実証施設の整備、④研究成果を実用につなげるための民間投

資への支援（例：多額の投資が必要なインフラ整備における税制支援等）がある。 

こうした産学官の基本的な役割を踏まえ、「産」又は「学」において実施可能な研究開

発については、それぞれで実施することを基本としつつ、災害対応等の安心・安全確保や

国家安全保障に関連する基礎的・先端的な研究開発や、重要な政策課題の実現に不可欠な

研究開発であって、必要な資金や実施に要する期間の観点から民間では負えないリスクを

有している研究開発課題については国や情報通信研究機構等の公的機関が実施していく

ことが必要である。国として研究開発を推進する際には可能な限り「産」及び「学」の研

究能力の活用に配慮するとともに、研究成果が実用化につながるよう産学官相互の連携協

力を一層強化していくことが重要である。 

また、情報通信分野の研究者のみでは関連する多様な分野にまたがる幅広い課題を解決

することは困難であり、省庁間連携を含む、より強固な産学官にまたがる分野間連携の強

化が必要となっている。 

 

 

                         
11 「新時代の産学官連携の構築に向けて」(産学官連携推進委員会審議のまとめ)2003 年 4 月 28 日 
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（３）国際競争力の強化 

我が国は、地上デジタルテレビ放送、ワイヤレス、光アクセス等、技術分野で他国に比

べて優位性を有していると考えられる。しかしながら、製品・サービスと展開しようとす

る相手国において他国製品に市場シェアを奪われている分野が多く、技術優位性を十分に

活かしきれていないとの指摘がある12。その原因としては、要素技術の面では優位性を有

しているとしても、パッケージとしてのソリューションが提示できず、結果として相手国

のニーズに合致していないという実態があるものと考えられる。 

こうした課題の解決を図るため、ＩＣＴ分野の国際共同研究や国際実証実験を通じたオ

ープンイノベーション環境を構築し、国内企業が相手国のニーズに合致した製品・サービ

スを積極的に展開することが有効と考えられる。 

オープンイノベーション環境を構築する方法としては、例えば、国際共同研究や国際実

証実験への参加を促すことが有効であると考えられる。ちなみに、欧州では域内の複数の

企業・大学の共同研究や外国政府と連携した域外の企業・大学との共同研究に対する支援

制度を設けており、具体的には太陽光発電、宇宙、航空技術等の分野で国際共同研究が進

められている13。本制度の利点は大規模で高度な研究プラットフォームや異なる背景、異

なる国籍を持つ研究パートナーとの国際共同研究が可能になることが指摘されているこ

とから14、本制度のような支援策も参考になるものと考えられる。具体的には、政府等に

よる委託研究等の一環として国際共同研究に対して委託研究や研究助成を実施していく

ことが考えられる。 

こうした活動に加え、オープンイノベーションを促す国際連携協力を強化するためには、

関係府省や関係自治体を含む関係機関からの幅広い支援を伴いながら、世界トップレベル

の研究開発拠点を構築することが有効であると考えられる。 

なお、国際競争力を強化するためには、戦略的な知財マネジメントの下で国際標準を獲

得していくことにより国際競争において優位に立つことを目指していくことが求められ

る。 

                         
12「ＩＣＴグローバル展開の在り方に関する懇談会報告書」（平成２３年７月、ＩＣＴグローバル展開の在り方に関する懇談会） 

13 研究活動・技術開発活動・実証活動に関する欧州共同体は「フレームワークプログラム」として域内の複数の企業・大学の共同研究や外国政府と連携した域内外の

企業・大学との共同研究に対して１／２を上限とする助成を実施している。第７次フレームワークプログラムでは2007年～2013年の7か年計画で、総額約５３３億ユ

ーロ。うち情報通信分野は約１７％を占める最大の分野となっている。 

14「2011年日・EU研究協力の公募情報、2010年7月20日に発表」（EU News 223/2010、http://www.deljpn.ec.europa.eu/modules/media/news/2010/100805.html?ml_lang=jp）

より 
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（４）地域の研究開発 

ア.地域におけるニーズへの対応 

地域コミュニティのニーズを発掘し、ニーズに合致した研究開発を促進することにより、

地域の特性を活かしたＩＣＴによる地域社会づくりを進めることが重要である。 

地域のニーズに合致した研究開発を効率的に推進するためには、地域での分野横断的な

産学官連携の強化や地域に密着した研究開発体制の構築が必要であるが、そのためには地

域のニーズの発掘や産学官の連携強化に適切に対処できる人材の育成・活用を進めていく

ことが有効であると考えられる。現在でも、地域ニーズに合致した研究開発については競

争的資金により実施しているほか、地域ニーズの発掘等のために講演会、講習会、研修会、

見学会、意見交換会等の地道な活動を通じたＩＣＴの啓発活動が実施されているところで

あるが、こうした活動を通じて人材の育成を進めることは有効であると考えられる。 

イ.研究開発拠点の活性化 

我が国全体としての研究開発力を高め、国際競争力の強化を図るためには、地域の特性、

強みを活かして各々の研究開発拠点の活性化を図ることが重要である。 

しかしながら、研究開発拠点によっては、国の研究機関や企業・大学が集積しているも

のの、一部にはそれら機関の相互間での研究協力が不十分であったり、外部の研究者や企

業が参加しやすい環境が十分に実現されていないとの意見がある。拠点が形成されている

一定のエリアに多くの研究機関が集積しているというメリットを活かしてオープンイノ

ベーションを実現するため、組織の垣根を越えた交流を促すことが重要である。 

なお、情報通信研究機構は新世代ネットワーク技術の検証用テストベッドとして、平成

２３年４月よりＪＧＮ－Ｘ（Japan Gigabit Network-eXtreme）の運用を開始しているが、

このテストベッドは全国の主要な研究開発拠点にアクセスポイントを有しており、拠点間

の連携を促進するという役割を果たしている。今後とも新世代ネットワークの基盤技術や

新しいアプリケーションなどの研究開発を通じて、国内において分散された研究拠点の相

互連携や産学官のオープンイノベーションの活性化が期待されている。 

 

（５）研究開発に係るマネジメント 

ア.知的財産権 

我が国においては産業界を中心として、先端技術開発や優位性を有するコアコンピタン

ス技術（他社に真似できない核となる技術）を戦略的に活用するビジネスモデルの確立と

知財マネジメントによる競争力確保を進めていくことが重要である。そのためには、研究
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開発プロジェクトの評価においては、案件ごとに知財マネジメントの方針を評価項目に加

えていくことが効果的と考えられる。また、競争的資金による公募型研究においては、課

題採択時には研究内容の詳細を非公開にして、特許出願後に初めて公開する仕組みが有効

と考えられる。さらに、中小企業やベンチャー等が特許等の出願・維持をより実施しやす

いようにする仕組み作りが期待される。 

 

イ.研究開発の評価 

ＰＤＣＡサイクルを効果的に運用することにより研究開発の終了前の段階であっても

成果が期待できなくなった研究開発は中止・縮小し、逆に大いに期待できるものは計画を

前倒しする等の対応を進めていく必要がある。 

そのためには、現在実施している事前・採択・継続・中間・終了・追跡の各段階におけ

る検証並びに評価、それらに基づく見直しを行い、そのプロセスも含めて公表することが

求められる。具体的にはまず、過去及び現在実施中の研究開発の設定目標の確認を行い評

価の基準を明らかにした上で、達成状況については実用化等成果の展開状況の検証を行い、

その結果を一般国民に分かり易く公表することが必要である。 

国による研究開発には基礎研究をはじめとして、必ずしもビジネスに直結しないものも

あるが、研究開発の推進に際しては検証・評価・見直しを継続的に行うなど、アウトカム

目標（研究開発の成果による社会に対する便益の目標）を見据えた事業運営が求められる。

研究開発に携わる者は昨今の厳しい財政状況を踏まえ、アウトプット目標（研究開発の直

接的な成果目標）、アウトカム目標やスケジュールの明確化を行った上で、具体的な成果

等に関する説明責任を果たしつつ実効性をあげていく必要がある。 

なお、社会ニーズは日々刻々と変化するものであることから、設定されている研究開発

テーマや達成目標、研究開発体制等を適時適切に見直し、社会ニーズに対して常に最適な

ものになるように改善を行うことで研究開発の有効性を高めることも重要である。いうま

でもなく、研究開発の目標や実現時期について、海外市場も含めて十分な市場競争力を持

ち得るものであるか否かの視点からの見直しも必要である。 

以上の観点から、中間評価や継続評価の手法も含め、不断に見直しを行っていくことが

喫緊の課題であるといえる。 
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別表 

 

研究開発戦略委員会 構成員一覧 

（敬称略 五十音順）（平成２３年７月１日現在） 

氏    名 主 要 現 職

主 査 

臨時委員 安 田  浩 東京電機大学 未来科学部長 教授 

（社）電子情報通信学会 会長

主査代理

委 員 
荒 川  薫 明治大学 理工学部 教授 

〃 伊 東  晋 東京理科大学 理工学部 教授

〃 近 藤  則 子 老テク研究会 事務局長

〃 高 橋  伸 子 生活経済ジャーナリスト
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国として今後取り組むべき研究開発課題の一覧

①ＩＣＴの活用による省エネルギー化・低炭素化

＜スマートグリッドに関する通信技術＞

○BEMS、HEMS等に関する通信技術

○電気自動車（EV)に関する通信技術

○スマートメータリングに関する通信技術

＜その他のＩＣＴの活用による省エネルギー化技術＞

○多様エネルギー源からの最適発蓄送電技術

○資源再利用のための追跡システム技術

○センサーネットワーク技術

②ＩＣＴそのものの省エネルギー化・低炭素化

＜フォトニックネットワーク技術＞

○フォトニックネットワーク伝送技術

○フォトニックネットワーク制御技術

○フォトニックネットワークノード技術

＜クラウドの基盤技術＞

○クラウド間連携技術

○大規模分散処理技術

○省エネルギー化技術

○クラウドセキュリティ技術

＜その他のＩＣＴそのものの省エネルギー化技術＞

○省電力ネットワーク技術

○低消費電力デバイス・ハードウェア技術

①ＩＣＴによる健康で自立して暮らせる社会の実
現

○ロボット技術

○脳情報通信技術

○ＩＣＴを活用した医療の高度化技術

○ＩＣＴを活用した医療連携技術

○医療・介護現場及び関連機器のネットワーク化技術

○診断手段の高度化技術

②人と社会にやさしいコミュニケーションの実現

○ユニバーサルコミュニケーション技術

○コンテキストアウェアネス技術

○ユーザーインターフェース技術

③安心とうるおいを与える情報提供の実現

○次世代放送衛星の周波数有効利用促進技術

○放送・通信連携のオープンプラットフォーム技術

○次世代映像創製・伝送技術

①ネットワーク基盤

○新世代ネットワーク技術

○テストベッド技術

②ワイヤレス

○ブロードバンドワイヤレスネットワーク技術

○ホワイトスペース等の周波数高度利用技術

○家庭内超高速ワイヤレスブロードバンド技術

○ワイヤレスM2Mセンサークラウド技術

③セキュアネットワーク

○クラウドセキュリティ技術【再掲】

○巧妙化するサイバー攻撃に対する検知・分析技術

○最先端ネットワークセキュリティ技術

○違法・有害コンテンツ対策のための誹謗中傷・公序良俗違反・

ネットいじめ等の検出技術

○安全なプライバシー情報の管理・加工・利用技術

④宇宙通信システム技術

○災害時衛星通信システム技術

○ブロードバンドモバイル衛星通信技術

○光ワイヤレス通信技術

⑤革新機能創成技術

○超高周波ICT技術

○量子ICT 技術

○ナノICT技術

○バイオICT技術

○時空標準技術

○電磁波センシング・可視化技術

○電磁環境技術

①通信・放送ネットワークの耐災害性の強化等

○通信・放送ネットワークの耐災害性の強化に関する技術

○津波等の緊急警報を多様な情報通信手段を用いて伝える技術

○避難所や罹災者のための技術（人命救助、安否確認等）

○電力の使用抑制に資する技術【再掲】

○重要情報の喪失防止、業務継続性確保のための技術(クラウド

間連携技術等）【再掲】

○ＩＣＴによる健康で自立して暮らせる社会の実現に資する技術（在宅医
療・在宅介護における、センサーネットワーク活用による遠隔支援、遠
隔診断等） 【再掲】

○ブロードバンドワイヤレスネットワーク技術 【再掲】
○衛星自動捕捉・運用技術 【再掲】

②災害の状況を遠隔からリアルタイムに把握・蓄
積・分析等を可能とするセンサーネットワーク

（１）グリーンイノベーションの推進 （２）ライフイノベーションの推進

（３）社会にパラダイムシフトをもたらす技術革新の推進

（４）東日本大震災を踏まえた復興・再生、
災害からの安全性向上への対応

○センシング技術

○プラットフォーム技術

○ネットワーク技術

○システム化技術
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２０１２年度 ２０１３年度

• 携帯電話等の通信の混雑の抜本的軽減（つながるネットワーク）
• インフラが災害で損壊しても、直ちに自律的に修復して通信等を確保（壊れないネットワーク）
• 商用電源の断が生じても通信・放送インフラが稼働し続ける（止まらないネットワーク）
• 津波等の緊急警報を多様な情報通信手段を用いてシステム実現（確実な警報伝達） の実現

２０１４年度 ２０１５年度 ２０１６年度 ２０２０年度

２０２０年度までの全体ロードマップ

国として取り組むべ
き研究開発課題

２０１１年度

①ＩＣＴの活用による省エネ
ルギー化・低炭素化

・スマートグリッドに関する通信
技術

・その他のＩＣＴの活用による省エ
ネルギー化技術

②ＩＣＴそのものの省エネル
ギー化・低炭素化

・フォトニックネットワーク技術
・クラウドの基盤技術
・その他のＩＣＴそのものの省エネ

ルギー化技術

①ＩＣＴによる健康で自立
して暮らせる社会の実現

②人と社会にやさしいコ
ミュニケーションの実現

③安心とうるおいを与える
情報提供の実現

（１）グリーンイノベーショ
ンの推進

（２）ライフイノベーション
の推進

①ネットワーク基盤

②ワイヤレス

③セキュアネットワーク

④宇宙通信システム技術

⑤革新機能創成技術

①通信・放送ネットワーク
の耐災害性の強化等

②災害の状況を遠隔からリ
アルタイムに把握・蓄
積・分析等を可能とす
るセンサーネットワー
ク

（３）社会にパラダイムシ
フトをもたらす技術
革新の推進

（４）東日本大震災を踏
まえた復興・再生、
災害からの安全性
向上への対応

ＩＣＴの活用により、世界最高水準の環境負荷低減及び
省エネルギー化・低炭素化を達成した社会の実現

ＩＣＴの活用により、国民が心身ともに健康で、豊かさや、
生きていることの充実感を感じられる社会の実現

新たな価値創造による社会のパラダイムシフトの実現、

熾烈な国際競争を勝ち抜くための技術力創出

スマートグリッ
ドに関するICT
サービスの実
現・普及

電気自動車(EV) 、
BEMS・HEMSの
通信技術導入・
サービスの普及、
展開

オール光ネット
ワークの実現

クラウドの基盤
技術の確立

高信頼・高品質な
クラウドサービス
の普及・成熟

ﾈｯﾄﾜｰｸ型BMI
ｻｰﾋﾞｽの実現

脳とICTに関する
技術を活用した
情報通信ｼｽﾃﾑ
の実現

シームレスな地域連携
医療ネットワークの実
現

医療情報データベース
等の本格的活用

段階的に超臨場感コ
ミュニケーションシステ
ム（高度遠隔医療シス
テム等）の実現

安心とうるおいを
与える情報提供
サービスの実現

新世代ネット
ワークの実現

いつでもどこで
も接続可能なブ
ロードバンドワイ
ヤレス環境の実
現

安心・安全な
ネットワーク社
会の実現

災害に強い通
信・放送ネット
ワーク等の実現
（短期的に取り
組めるもの）

災害に強い通
信・放送ネット
ワーク等の実現
（中長期的課題）

ＩＣＴの活用により、地震や津波等による自然災害や
重大事故等から国民の生命、財産を守る社会の実現
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２０１２年度 ２０１３年度 ２０１４年度 ２０１５年度 ２０１６年度 ２０２０年度

２０２０年度までのロードマップ

課題となる要素技術
（※）

既存の施策（※）
２０１１年度

※ 「課題となる要素技術」は政府として取り組むべき技術の全体を示しており、「既存の施策」はそのうち既に着手している部分を再掲として示している。

要素技術の構成

電気自動車(EV)に関する通信技術

EV搭載蓄電池と宅内機器間の通信技術

EV充電インフラに関する通信技術

BEMS、HEMS等に関する通信技術

無線センサーノードの省電力技術

センサーデバイス遠隔管理技術

HGWインターフェース技術

ファシリティ統合制御インターフェース技術

センサー情報などに対するメタ情報フレームワーク技術

オフィスビル等設備制御技術

スマートメータリングに関する通信技術

通信技術導入・サービスの普及、展開

通信技術導入・サービスの普及、展開

通信技術導入・サービスの普及、展開

スマートグリッドに関するICTサービスの実現・普及
スマートグリッドに関する通信技

術の導入

国際標準化活動

国際標準化活動

国際標準化活動

実証・評価

技術規格策定

実証・評価

技術規格策定

国際標準化活動

実証・評価

技術規格策定

ネットワーク統合制
御システム標準化等
推進事業
（2010年度開始_2011年度
までの予算総額69億円）

電気自動車(EV)に関
する通信技術

BEMS,HEMS等に関
する通信技術

スマートメータリング
に関する通信技術

フィードバック

フィードバック

ネットワークのセキュリティ要件

メータ情報収集に関する通信技術

メータ制御・管理に関する通信技術

（１）グリーンイノベーションの推進

①ＩＣＴの活用による省エネルギー化・低炭素化
＜スマートグリッドに関する通信技術＞

目指す政策目標（成
果のアウトカム）

• スマートグリッドに関する通信技術の普及・実用化等、ＩＣＴ技術の積極的な活用により、環境負荷低減及び省エネル
ギー化・低炭素化を目指す。

技術分野
の概要

• ネットワークに接続された住宅・職場・工場・公共施設、車等の各設備等の位置情報や使用状況等の情報を検知・計
測して統合的に制御するシステムに関する通信技術。

主な目標
と期限

• スマートグリッド分野における各技術について、技術開発、機器間の通信インターフェース等の相互接続性の検証及
び電力削減効果等の導入効果の測定等に関する実証実験等を行い、併せて国際標準化活動を行うことにより、ス
マートグリッドに関する通信技術の普及・実用化を推進する。（CO2排出削減目標10%）

フィードバック

フィードバック
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（１）グリーンイノベーションの推進

①ＩＣＴの活用による省エネルギー化・低炭素化
＜その他のＩＣＴの活用による省エネルギー化技術＞

目指す政策目標（成
果のアウトカム）

• スマートグリッドに関する通信技術の普及・実用化等、ＩＣＴ技術の積極的な活用により、環境負荷低減及び省エネル
ギー化・低炭素化を目指す。

技術分野
の概要

• ＩＣＴを導入することでＣＯ２排出削減が可能な分野が多くあることから、これに利用可能な新技術の研究開発を進める。
• 地球温暖化対策は国際的に喫緊の課題であり、我が国は 『2020年に二酸化炭素の排出量を1990年比で25％削減す

る』という中期目標を国際公約とした。この国際公約を達成するため、エネルギーの供給、利用や社会インフラの低炭素
化を進める上で不可欠な基盤的技術である情報通信技術の研究開発を行う。

• また、東日本大震災を受けて今後想定される電力需給の逼迫による制約を踏まえ、省エネルギー化対策を推進するこ
とが重要であり、ＩＣＴの活用を促すことでグリーンイノベーションを推進する。

主な目標
と期限

• ＩＣＴの活用による二酸化炭素排出削減のためには、独創性や新規性に富み、効果的な二酸化炭素の排出量の削減が
見込まれる研究開発課題を大学・企業等から公募・委託するによって技術開発を促す必要があることから、平成２１年
度から当面の間、競争的資金による委託研究を進める。

• 多様なエネルギー源からの発蓄送電を最適化する技術については、電力の時間的、空間的な動的再配分を効率的に
行う仕組みを確立し、平成２８年度を目処に実証実験を行えるよう目指す。

• 資源を再利用するための追跡システムについては、システム設計の最適化や、資源の利用形態についての検討を進め、
平成２６年度以降に実証実験を行えるよう目指す。

• 低炭素排出社会の実現のためのセンサーネットワーク技術について平成２５年度以降に実証実験を行うことを目指す。
（ＩＣＴグリーンイノベーション推進事業により、2020年時点で700万トン以上のCO2排出量を削減（(1)②の目標分を含む））

要素技術の構成

２０１２年度 ２０１３年度 ２０１４年度 ２０１５年度 ２０１６年度 ２０２０年度

２０２０年度までのロードマップ

課題となる
要素技術（※）

既存の施策（※）

２０１１年度

※ 「課題となる要素技術」は政府として取り組むべき技術の全体を示しており、「既存の施策」はそのうち既に着手している部分を再掲として示している。

多様エネルギー源からの最適発蓄送電技術 資源再利用のための追跡システム技術

ＩＣＴグリーンイノベー
ション推進事業（ＰＲＥ
ＤＩＣＴ）
（2009年度開始、 2011年度
までの予算総額18.2億円）

製品開発・市場展開

競争的資金制度による研究開発

実証・評価

多様エネルギー源か
らの最適発蓄送電技
術

資源再利用のための
追跡システム技術

実証・評価
製品開発・
市場展開

実証・評価

基盤技術の研究開発

製品開発・
市場展開

センサーネットワーク
技術

実証・評価基盤技術の研究開発 製品開発・
市場展開

センサーネットワーク技術

基盤技術の研究開発
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２０１２年度 ２０１３年度 ２０１４年度 ２０１５年度 ２０１６年度 ２０２０年度２０１１年度

２０２０年度までのロードマップ
※ 「課題となる要素技術」は政府として取り組むべき技術の全体を示しており、「既存の施策」はそのうち既に着手している部分を再掲として示している。

高速・大容量光伝送技術

課題となる
要素技術（※）

光・無線融合技術

光配線技術

光メモリ技術

超高速光エッジノード技術
の研究開発
（2010年度開始、2011年度まで
の予算総額14.3億円）

既存の施策（※）

フォトニックネットワーク技術
に関する研究開発
○大容量光ファイバ技術
○光アクセス広域化技術
○光通信基盤技術
○光領域拡大技術
○光統合ネットワークノード技術

（2011年度開始、 2011年度
までの予算総額31.7億円）

標準化（ITU-T, IEEE, OIF等への入力、提案）

基盤技術の研究開発

実証・評価 製品開発・市場展開

基盤技術の研究開発 実証・評価

基盤技術の研究開発 実証・評価 製品開発・市場展開

製品開発・市場展開実証・評価

ＮＩＣＴからの委託研究による研究開発 実証・評価

成果入力

製品開発

ＮＩＣＴからの委託研究による研究開発
製品開発・
市場展開

実証・評価

ＮＩＣＴでの自主研究

成果入力

成果入力 成果入力

成果入力

成果入力

成果入力 ネットワークの
統合運用を実現

要素技術の構成

成果入力 成果入力 成果入力

フォトニックネットワーク制御技術

フォトニックネットワーク伝送技術

高速・大容量光伝送技術

大容量光ファイバ技術 光アクセス広域化技術

柔軟な光ネットワーキング運用・管理技術 光領域拡大技術

光配線技術 光通信基盤技術

フォトニックネットワークノード技術

超高速光エッジノード技術 光統合ネットワークノード技術

長距離・多分岐次世代ＦＴＴＨ技術

光・無線融合技術 光メモリ技術

基盤技術の研究開発

柔軟な光ネットワーキング
運用・管理技術

（１）グリーンイノベーションの推進

②ＩＣＴそのものの省エネルギー化・低炭素化
＜フォトニックネットワーク技術＞

目指す政策目
標（成果のア
ウトカム）

• フォトニックネットワーク技術による情報通信ネットワークの超大容量化及び超低消費電力化を実現や、既存のＩＣＴの一
層の省エネ化やネットワーク全体の最適制御を可能にする新技術を研究開発することで、ＩＣＴの利活用増進に伴う通信
量及び通信機器の消費電力の急速な増大に対処し、国民生活及び経済活動の根幹となる情報通信インフラ機能を維持
するとともに、グリーンイノベーションへ貢献する。

技術分野
の概要

• ネットワークでの伝送・交換を光信号のままで行うための伝送技術やネットワーク制御技術、ネットワークノード技術

主な目標
と期限

• ＩＣＴ利活用の増進に伴いインターネットの通信量は急成長を続けており、通信ネットワークの更なる高速化が喫緊の課題
となっている。しかし、これまでの通信ネットワークを単純に高速化した場合、その消費電力の増加は著しいものとなるこ
とから、大量の情報を高速かつ低消費電力で伝送する通信機器や通信方式の研究開発を実施。（CO2排出量削減目標
688万t ）

• 通信ネットワークの入口となる重要設備（エッジノード）において従来技術でボトルネックとなっていたパケット単位での処
理を極力不要とし、2015年頃までに現在の10倍（毎秒100ギガビット）の伝送を現状技術の1/3以下の低消費電力で動作
する設備を実現すべく、その基本技術を確立。

• 現在の電気通信ネットワークを、光信号のままで伝送・交換を行うネットワーク（オール光ネットワーク）へと抜本的に転換
し、通信機器の1端子あたり毎秒10テラビットの超大容量化と超低消費電力化を2020年頃までに実現すべく、その基本技
術を確立（一部の要素技術は、2020年以前に市場展開）。

基盤技術の研究開発

基盤技術の研究開発

基盤技術の研究開発

長距離・多分岐次世代
ＦＴＴＨ技術
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製品開発・市場展開

（１）グリーンイノベーションの推進

（１）②ＩＣＴそのものの省エネルギー化・低炭素化
＜クラウドの基盤技術＞

目指す政策
目標（成果の
アウトカム）

• フォトニックネットワーク技術による情報通信ネットワークの超大容量化及び超低消費電力化を実現や、既存のＩＣＴの一層の
省エネルギー化やネットワーク全体の最適制御を可能にする新技術を研究開発することで、ＩＣＴの利活用増進に伴う通信量
及び通信機器の消費電力の急速な増大に対処し、国民生活及び経済活動の根幹となる情報通信インフラ機能を維持すると
ともに、グリーンイノベーションへ貢献する。

• 仮想化技術を活用したクラウドサービス等は情報の所在・位置等が曖昧であり、従来の対策が適用できないという課題を有し
ている。このような課題を解決し、セキュリティ事故が許されない行政や医療分野における安心・安全なICT利活用を推進する。

技術分野
の概要

• 災害発生時等においても複数クラウドの高度な連携により高信頼・高品質なクラウドサービスの提供を可能とするクラウド間
連携技術、ネットワーク全体の電力消費を最適化する省エネルギー化技術を開発する。

• 仮想化技術を活用したサーバ環境の大規模化・集約化（クラウド等）の進展による情報漏えい等の情報セキュリティ上の課題
に対応するため、新たな情報セキュリティ対策技術を開発する。

• 中小を含む複数のクラウドが高度に連携し、米国等の巨大なクラウドに対応するとともに、全体の２～３割もの省エネルギー
化を図りつつ、高信頼・高品質なクラウドサービスを提供することを目指して、最先端の『グリーンクラウド基盤』の構築を図る。

主な目標
と期限

• 高信頼・高品質で省電力な最先端のクラウド間連携基盤（『グリーンクラウド基盤』）の構築に必要な要素技術の研究開発を平
成24年度までに実現する。（CO2排出削減目標246万ｔ）

• 平成24年度までに実用化に目処を付け、情報漏えいによる想定損害賠償額（2009年試算額、約3,890億円；民間調査）を、研
究開発成果を展開することによって、半減させる。

２０１２年度 ２０１３年度 ２０１４年度 ２０１５年度 ２０１６年度 ２０２０年度

課題となる要素技術（※）

既存の施策（※） ２０１１年度

最先端のグリーン
クラウド基盤構築に
向けた研究開発
（2010年度開始、2011年度ま
での予算額23.7億円）

製品開発・市場展開
総務省からの委託研究に

よる研究開発

クラウド対応型
セキュリティ技術の
研究開発
（2010年度開始、2011年度ま
での予算額6.9億円）

製品開発・市場展開
総務省からの委託研究に

よる研究開発

要素技術の構成

クラウドセキュリティ技術

省エネルギー化技術

クラウド間連携技術
リソース最適化割当技術

大容量データ伝送技術

ＳＬＡ制御技術

ＩＣＴ監視・運用技術

オンデマンドリソース割当技術 仮想化技術

大規模分散処理技術
イベント検知技術

統計処理・予測技術

タギングマッチング技術

ネットワークインフラ技術

リソース最適化割当技術 オンデマンドリソース割当技術

２０２０年度までのクラウドの基盤技術のロードマップ
※ 「課題となる要素技術」は政府として取り組むべき技術の全体を示しており、「既存の施策」はそのうち既に着手している部分を再掲として示している。

分散クラウド技術

クラウドセキュリティ
技術

省エネルギー化技術

クラウド間連携技術

大規模分散処理技術

製品開発・市場展開

標準化

基盤技術の研究開発

基盤技術の研究開発

製品開発・市場展開

製品開発・市場展開

運用管理技術

オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
技
術

実証・評価

実証・評価

実証・評価

基盤技術の研究開発

基盤技術の研究開発
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（１）グリーンイノベーションの推進

（１）②ＩＣＴそのものの省エネルギー化・低炭素化
＜その他のＩＣＴそのものの省エネルギー化技術＞

目指す政策目標（成
果のアウトカム）

• フォトニックネットワーク技術による情報通信ネットワークの超大容量化及び超低消費電力化を実現や、既存のＩＣＴの一
層の省エネルギー化やネットワーク全体の最適制御を可能にする新技術を研究開発することで、ＩＣＴの利活用増進に
伴う通信量及び通信機器の消費電力の急速な増大に対処し、国民生活及び経済活動の根幹となる情報通信インフラ
機能を維持するとともに、グリーンイノベーションへ貢献する。

技術分野
の概要

• 既存のＩＣＴの一層の省エネ化やネットワーク全体の最適制御を可能にする新技術を研究開発する。
• 地球温暖化対策は国際的に喫緊の課題であり、我が国は 『2020年に二酸化炭素の排出量を1990年比で25％削減す

る』という中期目標を国際公約とした。この国際公約を達成するため、エネルギーの供給、利用や社会インフラの低炭素
化を進める上で不可欠な基盤的技術である情報通信技術の研究開発を行う。

• また、東日本大震災を受けて今後想定される電力需給の逼迫による制約を踏まえ、電力の安定供給の確保や省エネル
ギー対策を推進することが重要であり、ＩＣＴの活用を促すことでグリーンイノベーションを推進する。

主な目標
と期限

• ＩＣＴの活用による低炭素化のためには、独創性や新規性に富み、効果的な二酸化炭素の排出量の削減が見込まれる
研究開発課題を大学・企業等から公募・委託するによって技術開発を促す必要があることから、平成２１年度から当面
の間、競争的資金による委託研究を進める。

• 省電力ネットワーク開発に向け、ＩＣＴ全体の省エネルギー化を実現するネットワーク制御技術、ネットワークアーキテク
チャーの最適化技術等の課題について、平成２５年度以降に実証実験を行うことを目指す。

• データセンター等の省エネに係る技術については、高電圧直流給電技術、気流制御・装置連係制御技術、高効率燃料
電池技術等の課題について、平成２６年度以降に製品開発することを目指す。

• 低消費電力デバイスに係る技術の研究開発を進める。高画質・低電力な反射型ディスプレイについては、基本的なカ
ラー表示技術、大画面駆動技術等を開発し、平成２７年にはディスプレイとしての実証実験を行うことを目指す。

（ＩＣＴグリーンイノベーション推進事業により、2020年時点で700万トン以上のCO2排出量を削減（(1)①の目標分を含む））

要素技術の構成

２０１２年度 ２０１３年度 ２０１４年度 ２０１５年度 ２０１６年度 ２０２０年度

２０２０年度までのロードマップ

課題となる要素技術（※）

既存の施策（※）
２０１１年度

※ 「課題となる要素技術」は政府として取り組むべき技術の全体を示しており、「既存の施策」はそのうち既に着手している部分を再掲として示している。

ＩＣＴグリーンイノベーション推
進事業（ＰＲＥＤＩＣＴ）
（2009年度開始、 2011年度まで
の予算総額18.2億円）

製品開発・市場展開

競争的資金制度による研究開発

実証・評価

最先端のグリーンクラウド基盤
構築に向けた研究開発
（2010年度開始、2011年度までの
予算総額23.7億円）

製品開発・市場展開
総務省からの委託研究による

研究開発

低消費電力デバイス・ハード
ウェア技術

省電力ネットワーク技術 基盤技術の研究開発 実証・評価 製品開発・
市場展開

実証・評価
製品開発・
市場展開

低消費電力デバイス・ハードウェア技術省電力ネットワーク技術

基盤技術の研究開発
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（２）ライフイノベーションの推進
（２）①ＩＣＴによる健康で自立して暮らせる社会の実現

目指す政策
目標（成果の
アウトカム）

• 我が国において世界で最も急速に高齢化が進展している中、ＩＣＴを活用して、医療・福祉の質の向上や高齢者・障がい者が
自立した生活を過ごすことを可能とするための支援技術の実現をはかり、健康で自立して暮らせる社会の実現に寄与する。

技術分野の
概要

• 医療・介護関係機関相互や家庭（在宅医療・在宅介護）を含めた連携の強化や医療の高度化を図ると同時に、医療の情報化
を促進/推進し、国民の健康を守るために疾患の早期発見を可能とする診断手段を獲得することを目指す。

• ヘルスケアや生活支援等情況に応じてきめ細やかなサービスを提供できるネットワークサービスを実用化するために必要と
なる技術や、脳科学の知見を応用し、簡単な動作や意図を強く念じることで機器に伝えることを日常的に可能とする技術等に
関する研究開発を行う。

主な目標
と期限

• 医療分野については、特別な情報通信技術が求められる領域ではないが、要求される信頼性、確実性、及び当該技術を用
いた際の患者等への安全性が極めて高いものとなる。同時に、その普及には、医師・患者などの利用者からの信頼と、保険
制度をはじめとする諸制度における位置づけが極めて重要となることから、研究開発は、これら外部の動きを後押しすべく、
先導的な役割を果たすべきである。

• ２０１５年度から段階的にライフサポート型ロボットを市場展開することを目指して、ユビキタスネットワークロボットに関する基
盤技術を２０１１年度までに確立し、その他の日常生活支援ロボット技術との融合をはかる。また、日常生活における行動・コ
ミュニケーション支援において必要となる簡単な動作や方向、感情等を「強く念じる」ことで機器に伝えることを可能とする技術
や、極めて低エネルギーで柔軟な「脳や生体の仕組み」を応用した情報通信ネットワーク制御技術について、２０１５年頃に基
本技術の確立を目指す。

要素技術の構成

ロボット技術

日常生活支援ロボット技術

ユビキタスネットワークロボット技術

ＩＣＴを活用した医療の高度化技術

ＩＣＴを活用した医療連携技術

現場のネットワーク化技術

診断手段の高度化技術

医療・診断機器のネットワーク化

非接触バイタルサイン検出技術

医用画像の高度化技術

在宅医療・介護におけるセンサーネットワーク
活用技術

２０２０年度までのロードマップ（生活支援技術）

脳ライフログデータベース
構築技術の確立
脳ライフログデータベース
構築技術の確立

脳活動の統合的活用
による情報通信技術、
脳の仕組みを活かし
たイノベーション創成
型研究開発
（2011年度開始、2011年度予

算額5.3億円）

日常生活支援ロボッ
ト技術

ライフサポート型ロ
ボット技術に関する研
究開発
（2009年度開始、2011年度ま
での予算総額17.4億円）

脳の仕組みを活かし
たイノベーション創成
型研究開発
・利用者が頭の中で考えた動

作・意図を推定し、ネット
ワークを介して機械に伝え
る技術

・脳の優れた特徴を活かした
省エネで自律的に動くネッ
トワークの制御技術

（2011年開始、2011年度予算
額9.0億円）

【利用者が頭の中で考えた動作・意図を推定し、ネットワークを介して機械に伝える技術】

【脳の優れた特徴を活かした省エネで自律的に動くネットワークの制御技術】

２０１２年度 ２０１３年度 ２０１４年度 ２０１５年度 ２０１６年度 ２０２０年度２０１１年度

製品開発・
市場展開

総務省からの委託研究による
研究開発

総務省からの委託研究による
研究開発

実証実験・
試験的導入

製品開発実証実験 段階的に市場展開
基盤技術
の開発

成果は適宜反映

[国による基盤技術の研究開発]
[民間企業による製品開発、普及展開]

基盤技術の研究開発

脳の情報処理の特徴を組み込んだ
ネットワーク制御プログラムの試作
脳の情報処理の特徴を組み込んだ
ネットワーク制御プログラムの試作

脳情報通信技術

脳の優れた特徴を活かした省エネで自律的に
動くネットワークの制御技術

利用者が頭の中で考えた動作・意図を推定し、
ネットワークを介して機械に伝える技術

【ユビキタスネットワークロボット技術】

専門医による遠隔
診療高度化技術

救急医療における救急車両と
搬送先病院との情報連携技術

医療システム全体の情報化により高度化・効率化

専門医等の暗黙知を機械学習等により抽出する技術

医薬品の副作用情報の早期抽出提供技術

医療・健康情報の分析を通じた早期診断の実現

個人ＩＤの活用による診療履歴情報の活用技術
バイタルサイン等の人体通信技術

既存の施策（※）

※ 「課題となる要素技術」は政府として取り組むべき技術の全体を示しており、「既存の施策」はそのうち既に着手している部分を再掲として示している。

課題となる要素技術（※）

基盤技術の研究開発
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２０２０年度までのロードマップ（医療・福祉）

専門医による遠隔診療高
度化技術

救急医療における救急車
両と搬送先病院との情報
連携技術

医療・介護現場及び関連
機器のネットワーク化技
術

在宅医療・在宅介護にお
ける、センサーネットワー
ク活用による遠隔支援、
遠隔診断

医療システム全体の情報
化により高度化・効率化

専門医等の暗黙知を機械
学習等により抽出する技術

医薬品の副作用情報の
早期抽出提供技術

医療・健康情報（カルテ、
レセプト、健康診断記録
など）の分析を通じた、早
期診断の実現

個人ＩＤの活用による診療
履歴情報の活用技術

電波を使った心拍・呼吸
等のバイタルサイン検出
技術

バイタルサイン等の人体
通信技術

医用画像の高度化技術

【ＩＣＴを活用した医療連携
技術】

【ＩＣＴを活用した医療の高
度化技術】

【現場のネットワーク化技術】

【診断手段の高度化技術】

２０１２年度 ２０１３年度 ２０１４年度 ２０１５年度 ２０１６年度 ２０２０年度２０１１年度

モデル事業等を通じた
実用化検討・検証

匿名化・
大量データ
分析技術

開発

関連技術開発（随時実用領域にスピンアウト）

シームレスな地域連携医療ネットワーク
の実現

本格的活用

レセプト、診断群分類データの利活用検
討等

ネッワーク
構築など

医療情報データベースの
検討・設計・構築等

競争的資金等を用いて技術課題を明確化
社会的ニーズ・技術的困難を踏まえ、適宜プロジェクト化を検討

競争的資金等を用いて技術課題を明確化
社会的ニーズ・技術的困難を踏まえ、適宜プロジェクト化を検討

※ 「課題となる要素技術」は政府として取り組むべき技術の全体を示しており、「既存の施策」はそのうち既に着手している部分を再掲として示している。

課題となる要素技術（※）

9



（２）ライフイノベーションの推進

（２）②人と社会にやさしいコミュニケーションの実現

目指す政策
目標（成果の
アウトカム）

• 人と人、人と機器の間でストレスを感じることなく意図を伝えることを可能とすることで、人と社会にやさしいコミュニケーション
を実現し、国民生活の利便性の向上や豊かで安心な社会の構築等に貢献する。

技術分野
の概要

• 利用者がＩＣＴの介在を意識することなく、真に人との親和性の高いコミュニケーションを実現するユニバーサルコミュニケー
ション技術、利用者の意図や状況に適応しながら最適なサービスを提供することを可能とするコンテキストアウェアネス技術
及び誰もが容易にＩＣＴを利用することを可能とするユーザーインターフェース技術を創造する。

主な目標
と期限

• より自然で円滑なコミュニケーションの実現は、情報通信技術の利活用促進を担う根幹技術であり、モールス信号から音声
へ、音声から映像へと発展を遂げてきたのと同様、永続的に取り組まれるべき領域である。

• このような中、ユニバーサルコミュニケーション技術については、自然で円滑なコミュニケーションを実現するための根幹的な
技術であることから、言語の壁を超えるコミュニケーションを実現する音声・言語コミュニケーション技術、インターネット上の
膨大な情報から価値ある情報を抽出する情報分析技術、テレコミュニケーションであることを感じさせない超臨場感コミュニ
ケーション技術などの基本技術について、２０１５年頃の確立を目指す。

• コンテキストアウェアネス技術、ユーザーインターフェース技術については、サービス依存の部分が大きく、民間の力により
既に一部で実用がなされている領域もあるが、より一層の高度化に向け、国際標準化の動向等を見据えつつ、国としての取
り組みも検討する。

要素技術の構成 ユニバーサルコミュニケーション技術

コンテキストアウェアネス技術

利用者の状況把握技術

利用者の意図把握技術

ユーザーインターフェース技術

仮想現実・拡張現実提示技術

対話型インターフェイス技術

ユニバーサル音声・言語コミュニケーション技術
革新的な３次元映像技術による
超臨場感コミュニケーション技術

統合ネットワーク技術 不特定多数への対応技術

２０２０年度までのユニバーサルコミュニケーション技術のロードマップ

ユニバーサル音声・
言語コミュニケーショ
ン技術の研究開発
（2011年開始、2011年度の
予算額28.5億円）

革新的な３次元映像
技術による超臨場感

コミュニケーション技
術の研究開発
（2011年開始、2011年度の
予算額16.2億円）

２０１２年度 ２０１３年度 ２０１４年度 ２０１５年度 ２０１６年度 ２０２０年度２０１１年度

基礎技術の開発

２０１３年までに旅行・観光分野におけるサービスを実用化、以降、順次多分野化

基盤技術の研究開発

順次、「知識・言語グリッド」を活用したサービス展開・普及

基盤技術の研究開発

応用技術の開発

応用技術の開発

基礎技術の高度化

順次サービス展開・普及

【自動音声翻訳技術】

【コンテンツ・サービス基盤技術】

【多言語コミュニケーション技術】

基盤技術の研究開発

▲
画面サイズ拡張方式の開発

標準化やガイドライン化に向けた取り組み

基盤技術の研究開発

【電子ホログラフィ技術】

【高画質裸眼立体映像表示技術を含む
超臨場感コミュニケーションシステム技術】

一般会話レベルを実現する
音声・言語基盤技術を確立

▲

▲
表示サイズ対角5インチ、
視域角20度の表示の実現

成果入力
成果入力

成果入力

成果入力

成果入力

視覚・聴覚等、多感覚情報の提示により人が感
じる臨場感の定量的・客観的な評価技術を開発

▲

裸眼立体映像の圧縮伝送のための効率的
な情報源符号化方式を開発

▲
実証実験用の大画面裸眼
立体映像提示装置を試作

基礎技術の高度化

成果入力 成果入力

基礎技術の高度化
成果入力

成果入力

基礎技術の高度化 成果入力

▲

既存の施策（※）

※ 「課題となる要素技術」は政府として取り組むべき技術の全体を示しており、「既存の施策」はそのうち既に着手している部分を再掲として示している。
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【仮想現実・拡張現実提示技術】

【対話型インターフェイス技術】

【不特定多数への対応技術】

２０１２年度 ２０１３年度 ２０１４年度 ２０１５年度 ２０１６年度 ２０２０年度２０１１年度

２０２０年度までのコンテキストアウェアネス技術のロードマップ

Ｍ２Ｍ（Ｍａｃｈｉｎｅ ｔｏ
ｍａｃｈｉｎｅ）通信技術

セキュア通信技術（プ
ライバシー保護、個人
特定・隠蔽技術）

位置、人間、構造物・
自動車、環境、などの
センシング技術

コンテキスト情報処
理・分析技術（変化検
知、状況分析、予測）

あいまい要求対応技
術

【利用者の状況把握技術】

【利用者の意図把握技術】

【統合ネットワーク技術】

２０２０年度までのユーザーインターフェース技術のロードマップ

３Ｄなど超臨場感インタ
フェース提示技術

拡張現実（ＡＲ：Ａｕｇｍｅｎ
ｔｅｄ Ｒｅａｌｉｔｙ）技術

対話型インタフェース技
術

基盤技術の研究開発 製品開発・市場展開実証・評価

研究開発・実証・評価

遠隔であることを感じさせ
ない円滑なインタフェース
の開発

５感ディスプレイやホログ
ラフィック立体ディスプレ
イなど、新たな感覚提示
技術

公衆化における対話型イ
ンタフェース技術

利用者に適合した情報表
示やタイミングを選択する
パーソナライズ技術

基盤技術の研究開発

製品開発・市場展開

２０１２年度 ２０１３年度 ２０１４年度 ２０１５年度 ２０１６年度 ２０２０年度２０１１年度

競争的資金等を用いて技術課題を明確化
社会的ニーズ・技術的困難を踏まえ、適宜プロジェクト化を検討

競争的資金等を用いて技術課題を明確化
社会的ニーズ・技術的困難を踏まえ、適宜プロジェクト化を検討

競争的資金等を用いて技術課題を明確化
社会的ニーズ・技術的困難を踏まえ、適宜プロジェクト化を検討

競争的資金等を用いて技術課題を明確化
社会的ニーズ・技術的困難を踏まえ、適宜プロジェクト化を検討

競争的資金等を用いて技術課題を明確化
社会的ニーズ・技術的困難を踏まえ、適宜プロジェクト化を検討

課題となる要素技術（※）

課題となる要素技術（※）

※ 「課題となる要素技術」は政府として取り組むべき技術の全体を示しており、「既存の施策」はそのうち既に着手している部分を再掲として示している。
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フィールド
試験・

相互接続
実験

次世代放送衛星の周波数有効利用促進技術

超急峻フィルタ技術 送信電力パターン可変技術

（２）ライフイノベーションの推進

（２）③安心とうるおいを与える情報提供の実現

目指す政
策目標
（成果のア
ウトカム）

• 21GHz帯での衛星放送を実現することで、広帯域伝送による次世代のテレビジョン放送により、豊かな放送サービスの提供が可能にな
るとともに、災害時においても各地の気象条件によらず安定した情報提供が可能。

• 高信頼・高品質で同報性のある放送と通信経由で送られてくる情報を視聴者毎にカスタマイズして提示するサービスを提供可能な基盤
を実現することで、新しいサービスが生まれるとともに、弱者への最適な情報提供、被災者等に安否情報等きめ細かな情報提供が可能。

• 低遅延・低消費電力・ロバストネス伝送を実現することで、緊急地震速報の迅速な伝送、限られた伝送容量の中での伝送、災害時の電
力不足の中での伝送が可能。また、放送で採択される映像創製・伝送技術は国内・国外問わず多くの産業分野への波及効果が大きく、
我が国の国際競争力を強化する観点からも重要。

技術分野
の概要

• 次世代放送衛星の周波数有効利用促進技術、放送・通信連携のオープンプラットフォーム技術及び次世代映像創製・伝送技術。

主な目標
と期限

• 次世代放送衛星の周波数有効利用促進技術については、海外との調整を前提とする衛星の軌道位置や周波数帯域の確保を目標とし、
2015年度までに超急峻フィルタ技術及び送信電力パターン技術の実現を図る。

• 放送・通信連携のオープンプラットフォーム技術については、放送網・通信網のそれぞれの特徴の違いを乗り越えて完全に一体化され
た基盤の実現を目標とし、2014年度までにタイムスタンプ技術、アプリケーション制御技術、ユーザ認証技術及びセキュリティポリシー
動的適応技術の実現を図る。

• 次世代映像創製・伝送技術については、低遅延・低消費電力・ロバストネス伝送を可能とすることを目標とし、2014年度までに低遅延・
低消費電力符号化技術、放送チャネル多重技術、スケーラブル配信技術及び超高速デコーダ技術の実現を図る。

要素技術の構成

放送・通信連携のオープンプラットフォーム技術

アプリケーション制御技術タイムスタンプ技術

ユーザ認証技術

次世代映像創製・伝送技術

放送チャンネル多重技術低遅延・低消費電力符号化技術

スケーラブル配信技術 超高速デコーダ連携技術

セキュリティポリシー動的適応技術

２０２０年度までのロードマップ
※ 「課題となる要素技術」は政府として取り組むべき技術の全体を示しており、「既存の施策」はそのうち既に着手している部分を再掲として示している。

課題となる要素技術(※)

２０１２年度 ２０１３年度 ２０１４年度 ２０１５年度 ２０１６年度 ２０２０年度

超急峻フィルタ技術

製品開発
・

市場展開

標準化の推進

２０１１年度

送信電力パターン
可変技術

低遅延・低消費電力
符号化技術

放送チャンネル
多重技術

スケーラブル配信技術

超高速デコーダ
連携技術

基本設計

基本設計
実証・評価

実証・評価

標準化の推進

タイムスタンプ技術

アプリケーション
制御技術

ユーザ認証技術

セキュリティポリシー
動的適応技術

製品開発
・

市場展開
実証・評価

基盤技術の研究開発

基盤技術の研究開発

基盤技術の研究開発

基盤技術の研究開発

基本設計

基本設計

基本設計

基本設計

国際調整

試作・検証

試作・検証
総合検証

試作・検証

試作・検証

試作・検証

試作・検証
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（３）社会にパラダイムシフトをもたらす技術革新の推進

（３）①ネットワーク基盤

目指す政策目
標（成果のア
ウトカム）

• サービス品質や信頼性・ネットワークセキュリティ等の現在のネットワークが抱える様々な課題を解決し、柔軟で環境に優しく、国民
の誰もがどんな時でも安心・信頼して使用できる将来の社会基盤としての新たな世代のネットワーク（新世代ネットワーク）を実現す
る。

技術分野
の概要

• 新世代ネットワークの実現に向け、光、ワイヤレス、セキュリティ分野の各要素技術の有機的な融合等によるシステム構成技術や多
様なネットワークサービスを迅速に開発・提供するためのプラットフォーム構成技術等を実現し、それらの統合化を図るとともに、そ
れら技術の実証・評価を進めることにより、新世代ネットワーク基盤技術を確立する。

• 研究開発用テストベッドネットワークや大規模計算機エミュレータ等のテストベッドを構築するとともに、新たなネットワークの運用管
理技術や最先端の大規模計算科学環境（スーパーコンピュータ）に適用可能なネットワーク技術等を確立する。また、テストベッドを
産学官に開放し、新しいアプリケーションのタイムリーな開発を促進する。

主な目標
と期限

• ２０１５年度までに個別のネットワークの管理運用機能を仮想化・連結し、統合的に管理運用するためのメタオペレーション技術を確
立するとともに、大規模エミュレーション技術の高度化を達成すると共に、新世代ネットワークのネットワークアーキテクチャを始めと
した基盤技術及びその制御技術を確立し、同一システム基盤上の検証環境における各要素技術の実証・評価を可能とする。

• ２０１７年度までに、超高速性や超高信頼性等の要件が全く異なる複数の新しい通信サービスを単一の通信インフラ上で同時に実
現することを可能とする。

• ユーザ全体の安心・安全の飛躍的な向上、超低消費電力化、及び社会経済の持続的な発展の基盤となる新世代ネットワークに関し
て、２０２０年度までに実現する。

• ２０２２年度までに、オール光ネットワークとの組合せにより、通信ネットワークの総消費電力量を非対策ケースと比較して1/100以下
に削減する。

要素技術の構成

２０１２年度 ２０１３年度 ２０１４年度 ２０１５年度 ２０１６年度 ２０２０年度

２０２０年度までのロードマップ

既存の施策（※）
２０１１年度

※ 「課題となる要素技術」は政府として取り組むべき技術の全体を示しており、「既存の施策」はそのうち既に着手している部分を再掲として示している。

テストベッド技術

有線・無線、実・仮想ネットワー
ク統合管理運用技術

大規模エミュレーション技術

新世代ネットワーク技術

ネットワーク仮想化技術

網状態予測検知・解析技術ネットワークアーキテクチャ技術

ネットワークプラットフォーム技術 超大規模情報流通技術

動的リソース制御技術

製品開発・市場展開

NICT交付金による研究開発・実証

テストベッド等を用いた実証・評価

実証・評価

基盤技術の研究開発

国内外の研究機関、ユーザ等と連携し、テストベッドを活用した国際共同研究を推進

NICT交付金によるテストベッド構築・研究開発・実証

▲ 新たなネットワーク
運用管理技術の確立

基盤技術の研究開発

標準化の推進（ITU-T SG13等）

新世代ネットワーク推進フォーラムにおける産学関連携による取組・諸外国との連携

新世代ネットワーク基盤
技術に関する研究開発
（2011年開始、2011年度の予算
額17.6億円）

新世代通信網テストベッ
ド（JGN‐X）構築技術
（2011年開始、2011年度の予算
額36.7億円）

課題となる要素技術(※)

大規模ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ技術

網状態予測検知・解析技術

超大規模情報流通技術

動的リソース制御技術

ネットワークアーキテクチャ

ネットワークプラットホーム

ネットワーク仮想化

有線・無線、実・仮想ネット
ワーク統合管理運用技術

基盤技術の研究開発

▲ユーザ指向ネッ
トワークサービス
基盤技術の確立

▲ネットワーク仮想化
基盤技術の確立

製品開発・市場展開

製品開発・市場展開

製品開発・市場展開
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（３）社会にパラダイムシフトをもたらす技術革新の推進

（３）②ワイヤレス

目指す政策目
標（成果のア
ウトカム）

• 屋内外を問わずどこでも接続が可能な超高速・大容量ネットワーク環境を構築し、ワイヤレス化による社会の利便性向上、
様々な社会問題の解決に寄与すると共に、国際標準化を通じた我が国の国際競争力の強化を図る。また、電波を有効
利用する技術の開発とその早期導入により、移動通信システムのトラヒックの急速な増加、急速な無線局数の増加に伴
う周波数のひっ迫状況を緩和し、新たな周波数需要に的確に対応する。

技術分野
の概要

• ワイヤレスモバイルの高度化に向けた、基地局高度化技術、超高速移動通信技術等のブロードバンドワイヤレス技術
• 地域コミュニティの情報収集・発信手段等への活用、地域の活性化、地域における情報通信基盤の確立に向け、電波の

利用状況を把握し、状況に応じて周波数を一層柔軟に利用可能とするホワイトスペース等の周波数高度利用技術
• 家庭内、店舗等の施設内においてコンテンツ等を超高速・大容量に伝送可能な近距離無線システムを実現するミリ波・テ

ラヘルツ波の利用促進技術
• 防災・安全・安心用途等におけるワイヤレスM2M/センサーネットワークの需要増に対応するための、動的無線ネットワー

クトポロジ制御技術等のワイヤレスM2M・センサーネットワーク技術

主な目標
と期限

• 2020年頃までに携帯電話等の無線通信システムにおいて光ファイバー並みの伝送速度を実現し、大容量かつ途切れの
ない高信頼・高品質な通信を可能とする。

• 2015年頃までに、リアルタイムセンシング技術、動的周波数管理技術、スペクトルアクセス技術等のホワイトスペースの
周波数高度利用技術を確立する。

• 2015年頃までに、家庭内において光ファイバー並の伝送速度を実現する超高速ショートレンジ無線伝送技術を確立する。
• 2015年頃までに、防災・安全・安心用途等に活用可能な、ワイヤレスM2Mセンサークラウド技術を確立する。

要素技術の構成

２０１２年度 ２０１３年度 ２０１４年度 ２０１５年度 ２０１６年度 ２０２０年度

２０２０年度までのロードマップ

２０１１年度

※ 「課題となる要素技術」は政府として取り組むべき技術の全体を示しており、「既存の施策」はそのうち既に着手している部分を再掲として示している。

ブロードバンドワイヤレスネットワーク技術

ホワイトスペース等の周波数高度利用技術

超高速近距離無線伝送技術 テラヘルツ帯基盤技術

ミリ波帯レーダー高度化技術

ミリ波帯無線アクセス技術
基地局高度化技術

リアルタイムセンシング技術 動的周波数管理技術

スペクトルアクセス技術

超高速移動通信技術

超高速ショートレンジワイヤレス技術

電波資源拡大のた
めの研究開発
（2007年度開始、2011年度
までの予算総額198億円）

ブロードバンドワイヤ
レスネットワーク技術

ホワイトスペース等
の周波数高度利用
技術

超高速ショートレン
ジワイヤレス技術

製品開発・市場展開

総務省からの委託研究による研究開発

順次実証・評価・制度化

順次実証・評価・制度化

基盤技術の研究開発

基盤技術の研究開発

順次実証・評価・制度化

製品開発・市場展開

製品開発・市場展開

国際標準化活動

IEEE 802, IEEE 1900等への入力、提案

ITU,IEEE, 3GPP等への入力、提案

基盤技術の研究開発

ワイヤレスM2Mセンサークラウド技術

ﾜｲﾔﾚｽM2M無線ﾃﾞﾊﾞｲｽ基盤技術

動的無線ﾈｯﾄﾜｰｸﾄﾎﾟﾛｼﾞ制御技術

順次実用化・制度化

ワイヤレスM2Mセン
サークラウド技術

順次実証・評価・制度化

無線リソース制御高度化技術

課題となる要素技術(※)

既存の施策（※）

製品開発・市場展開

製品開発・市場展開

ワイヤレスネットワー
ク技術の研究開発
（2011年開始、2011年度の
予算額8.1億円）

製品開発・市場展開

NICT交付金による研究開発・実証

MAC・保守管理ﾌﾟﾛﾄｺﾙ構築

ｽｹｰﾗﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ構成技術

国際標準化活動

国際標準化活動
ITU, IEEE 802.11ad Wireless Gigabit Alliance等への入力、提案

国際標準化活動 ITU,IEEE等への入力、提案

基盤技術の研究開発
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（３）社会にパラダイムシフトをもたらす技術革新の推進

（３）③セキュアネットワーク

目指す政策目
標（成果のア
ウトカム）

• 我が国に対するサイバー攻撃の脅威を早期に把握し、効率的な防御に結びつける。これにより、より安心・安全な国内インターネット
環境を実現する。

• 仮想化技術を活用したクラウドサービス等は情報の所在・位置等が曖昧であり、従来の対策が適用できないという課題を有している。
このような課題を解決し、セキュリティ事故が許されない行政や医療分野における安心・安全なICT利活用を推進する。

技術分野
の概要

• サイバー攻撃に関する様々な情報を高度に解析し、サイバー攻撃の正確な現状把握およびその将来動向予測を行う技術の開発を
実施する。

• 仮想化技術を活用したサーバ環境の大規模化・集約化（クラウド等）の進展による情報漏えい等の情報セキュリティ上の課題に対応
するため、新たな情報セキュリティ対策技術を開発する。

主な目標
と期限

• 国内外の関係機関と連携の上、世界各地で発生しているサイバー攻撃の情報をリアルタイムに収集・解析し、その脅威が国内に及
ぶ前に防御態勢を整えることが可能な技術を平成27年度までに開発する。

• 平成24年度までに実用化に目処を付け、情報漏えいによる想定損害賠償額（2009年試算額、約3,890億円；民間調査）を、研究開発
成果を展開することによって、半減させる。

要素技術の構成

２０１２年度 ２０１３年度 ２０１４年度 ２０１５年度 ２０１６年度 ２０２０年度

２０２０年度までのロードマップ

課題となる要素技術（※）

既存の施策（※）

２０１１年度

※ 「課題となる要素技術」は政府として取り組むべき技術の全体を示しており、「既存の施策」はそのうち既に着手している部分を再掲として示している。

国際連携によるサイ
バー攻撃予知・即応
技術の研究開発
（2011年開始、2011年度の
予算額2.3億円）

製品開発・市場展開
総務省からの委託研究による

研究開発

クラウド対応型

セキュリティ技術の
研究開発
（2010年開始、2011年度ま
での予算総額6.9億円）

製品開発・市場展開総務省からの委託研究による
研究開発

クラウドセキュリティ技術【再掲】

最先端ネットワークセキュリティ技術

巧妙化するサイバー攻撃に対する検知・分析技術

違法・有害コンテンツ対策のための誹謗中傷・公序良俗違反・
ネットいじめ等の検出技術

テキストフィルタリングのためのASP基盤技術

テキストフィルタリングにおける自動学習技術

画像フィルタリング技術

最先端ネットワーク
セキュリティ技術

クラウドセキュリティ
技術

巧妙化するサイバー
攻撃に対する検知・
分析技術

基盤技術の研究開発 製品開発・市場展開

基盤技術の研究開発

実証・評価

製品開発・市場展開基盤技術の研究

違法・有害コンテン
ツ対策のための誹
謗中傷・公序良俗違
反・ネットいじめ等の
検出技術

製品開発・市場展開実証・評価

安全なプライバシー情報の管理・加工・利用技術

安全なプライバシー
情報の管理・加工・
利用技術

実証・評価 製品開発・市場展開

標準化

基盤技術の研究開発

サイバー攻撃対策
技術・セキュアネット
ワーク技術・次世代
暗号基盤技術の研
究開発（2011年開始、

2011年度の予算額11.0億
円）

NICT交付金による自主研究

実証・評価
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（３）社会にパラダイムシフトをもたらす技術革新の推進

（３）④宇宙通信システム技術

目指す政策
目標（成果
のアウトカ
ム）

• 宇宙通信システム技術により、海上や宇宙空間までの広い空間に災害時等にも利用可能なネットワーク環境を展開することで、被災地
でも迅速に展開可能なブロードバンド通信を利用可能としたり、観測画像等の災害情報を迅速に収集する等、安心・安全な社会基盤の
実現に資する。

• 東日本大震災における衛星通信の有効性を考慮し、信頼性が高く容易に扱える次世代の宇宙通信システム技術の確立によって、宇
宙開発利用の推進に資するとともに、我が国の宇宙産業の国際競争力を強化する。

技術分野
の概要

• 簡易かつ迅速に衛星ネットワークを構築するとともに、災害時等の通信需要の変化に対応可能な災害時衛星通信システム技術。
• 高速移動体や海洋上等の過酷な環境においてもブロードバンド通信を可能にするブロードバンドモバイル衛星通信技術。
• 災害把握に大きく貢献する高精細な観測衛星のデータを大容量伝送可能な光ワイヤレス通信技術。

主な目標
と期限

• 簡易かつ迅速なＶＳＡＴ（超小型地球局）の設置・運用や衛星地上間のルーティングの最適化のための基盤技術について2015年頃まで
の確立を目指す。

• 災害時等の通信需要の変化に対応できるブロードバンドモバイル衛星通信の基盤技術について2015年頃までの確立を目指す。
• 観測画像等の災害情報を迅速に収集・提供する光ワイヤレス通信の基盤技術について2015年頃までの確立を目指す。

災害時衛星通信システム技術

要素技術の構成

衛星自動捕捉・運用技術

小型・軽量・高性能化技術

２０１２年度 ２０１３年度 ２０１４年度 ２０１５年度 ２０１６年度 ２０２０年度

２０２０年度までのロードマップ

課題となる要素技術（※）

既存の施策（※）

防災・減災対策に貢献する
衛星通信技術
（2011年開始、2011年度予算
額12.8億円）

２０１１年度

※ 「課題となる要素技術」は政府として取り組むべき技術の全体を示しており、「既存の施策」はそのうち既に着手している部分を再掲として示している。

NICT交付金による自主研究

実証・評価

製品開発
市場展開

成果入力

実証・評価

送信制御最適化技術

衛星クラウド技術 （回線選択最適化）

基盤技術の研究開発

実証・評価

実証・評価

光ワイヤレス通信技術ブロードバンドモバイル衛星通信技術

超大容量光衛星通信技術

高速移動体衛星通信技術

秘匿通信の基礎技術

高精度軌道決定技術

超小型光トランスポンダ技術

次世代ギガビット衛星通信技術

超大容量光衛星通信技術

秘匿通信の基礎技術

高精度軌道決定技術

超小型光トランスポンダ技術

移動体衛星通信技術

次世代ギガビット衛星通信技術

衛星自動捕捉・運用技術

小型・軽量・高性能化技術

送信制御最適化技術

衛星クラウド技術（回線選択最適化）

オンボードプロセッシング技術 基盤技術の研究開発

基盤技術の研究開発

基盤技術の研究開発

基盤技術の研究開発

基盤技術の研究開発

基盤技術の研究開発

基盤技術の研究開発

オンボードプロセッシング技術

基盤技術の研究開発

基盤技術の研究開発

基盤技術の研究開発

標準化の推進

成果入力
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２０１２年度 ２０１３年度 ２０１４年度 ２０１５年度 ２０１６年度 ２０２０年度

２０２０年度までのロードマップ
既存の施策（※）

２０１１年度

※ 「課題となる要素技術」は政府として取り組むべき技術の全体を示しており、「既存の施策」はそのうち既に着手している部分を再掲として示している。

電磁環境技術
（2011年開始、2011年度の

予算額2.8億円）

国際・国内技術基準国際標準化への寄与

基盤技術の研究開発 実証・評価 製品化・技術移転

電磁波センシング基盤技術の開発 実証・評価 グローバル観測技術展開、データ利用

宇宙・環境インフォマティクス基盤技術の開発

▲宇宙天気観測技術、大規模データ処理技術

データ処理検証実験 宇宙天気予報の高度利用

▲GPM、EarthCARE衛星打上
次世代ドップラーレーダ

▲Pi-SAR高機能化
高感度THz受信機

▲計測・通信連携実験センサ融合実験 ▲

電磁波センシング・
可視化技術

（2011年開始、2011年度の
予算額15.3億円）

データ収集・通信実験

時空標準技術
（2011年開始、2011年度の

予算額6.8億円）
日本標準時業務への展開

実証・評価

▲光格子時計・ｲｵﾝﾄﾗｯﾌﾟ光標準

光標準・時空標準の基盤技術開発

日本標準時高度化技術の開発 実証・評価

未踏周波数標準技術の開発

ＴＨｚ精密周波数計測の実現

実用展開

▲複合時計構築

実証・評価 実用展開

統合化・評価計測技術開発

［標準時・標準利用技術］

バイオICT技術
（2011年開始、2011年度の

予算額3.2億円）

バイオ素材・機能利用による高度情報取得・運用基盤技術の研究開発
生体－非生体材料
ハイ ブリッドセンサ技術の構築

生体信号検出・処理法構築▲

実証・評価

生体材料調整・配置技術の構築 ▲

ナノICT技術
（2011年開始、2011年度の

予算額6.8億円）

有機分子ナノフォトニクス基盤技術の研究開発

▲100GHz超の光変調・100ps以下の光スイッチ技術の確立

超伝導・量子フォトニクス基盤技術の研究開発

▲光子検出器アレイ化技術の確立

消費電力 1/ 10 ▲

▲検出効率50％

実証・評価

［次世代時空標準技術］

超小型化集積化▲

量子ICT技術
（2011年開始、2011年度の

予算額6.2億円）
量子ノード・量子計測標準・次世代量子暗号基盤技術の研究開発 実証・評価・段階的に製品開発

第一世代量子暗号ネットワークの試験運用・標準化推進 製品開発・市場展開

▲ 重要インフラ網へ展開 基幹・アクセス網へ展開▲セキュアフォトニックネットワーク技術の確立 ▲

超高周波ICT技術
ミリ波・テラヘルツ波による無線伝送、

イメージング・分光検査技術等

（2011年開始、2011年度の
予算額5.6億円）

▲500GHz級実測評価技術の確立

ミリ波・テラヘルツ波基盤技術の研究開発

実時間・定量分析の実現▲

▼
数十Gbps級 無線伝送技術の確立

実証・評価・製品開発・段階的に市場展開

超高周波ICT技術 量子ICT技術
量子暗号

ネットワーク技術
量子ノード技術

量子計測標準・基
礎理論・要素技術

ナノICT技術

バイオICT技術

バイオ素材・機能利用による高度情報取得・運用技術

時空標準技術
時空標準の

高度利用技術
次世代光・時空

計測技術
次世代光・時空

標準技術

電磁環境技術

通信システム
EMC技術

生体EMC技術 EMC計測技術

（３）社会にパラダイムシフトをもたらす技術革新の推進

（３）⑤革新機能創成技術

目指す政策
目標（成果の
アウトカム）

• 現行のＩＣＴ技術とは異なる原理による革新的な機能を実現することで、未来の情報通信の基礎となる新概念を創出し、ＩＣＴ技術が将来に
わたって国民生活の利便性の向上や経済・社会活動のさらなる効率化に貢献することを可能とする。また、電磁波を安全に利用するため
の計測技術及び災害や気候変動要因等を高精度にセンシングする技術等を創出することで、安心・安全な社会を支える基盤を構築する。

技術分野
の概要

• 革新的な機能や材料、物理原理を応用して情報通信の性能と機能の向上を目指すナノICT、量子ICTおよび超高周波ICTや、生体機能の
活用により情報通信パラダイムの創出を目指すバイオICT等の革新的機能を実現・実証する。

• これまでの研究開発成果として得られている電磁波計測の技術と知見を活かすとともに最先端の物理計測原理を導入し、時空標準、電磁
環境、電磁波センシングの個別研究課題における革新機能創成を目指すとともに、社会を支える基盤技術としての高度化を図る。

主な目標
と期限

• 有機電気光学光スイッチの実用化により、100Gbps超の光変調･光パケットスイッチを1/10以下の消費電力で実現する（2020年）。また、超
伝導等を用いた光子検出器のアレイ化技術を確立し（2015）、超伝導光子検出システムを量子暗号通信技術に適用する（2020年）。さらに、
640Gbps超高速超伝導ネットワークスイッチの実用化により、1/100以下の低消費エネルギーを実現する（2020年）。

• 量子暗号通信技術により、セキュアフォトニックネットワークを2015年に専用線に、2025年までに基幹網に適用しサービスを開始する。また、
量子計測標準を段階的に市場展開(2015年）するとともに、量子ノードの基盤研究を進め、量子ノードをネットワークに適用する(2030年）。

• バイオ素材の機能性を用いた精密構造作成、情報受容機構、応答信号の検出・評価・処理等に係る要素技術を2015年度までに実現する。
また、2020年度までに生体分子や細胞を直接、あるいはその仕組みを利用した生体－非生体材料ハイブリッドセンサ技術の構築を行う。

• 有線と速度差のない超高速・大容量の無線を実現し、ネットワークのラストアクセスのボトルネック解消により大容量情報へのアクセス利便
性を格段に向上（2020年）する。また、バイオ・医療、工業、インフラ管理等における実時間動作・非破壊非接触の内部構造観察、物質分布
可視化、定量分析、分子制御等を、2013年～2020年に順次性能を改善しながら実現。

• 次世代光時空標準、テラヘルツ周波数標準の基盤技術を確立するとともに、それらの技術を基礎にした時刻及び周波数標準配信、利用技
術の開発と実利用を通じた実証を進める（2015年）。

• 災害、電波障害等に関する空間情報をリアルタイム収集により可視化配信し、各種シーンにおける情報利用を容易にするための基盤技術
を開発する（2015年）。

• 省エネルギー機器等に対する電磁干渉評価技術、長波からミリ波までの電波の安全性評価技術、ミリ波からテラヘルツ帯までを含む精密
計測技術等を確立し、国内・国際技術標準に寄与する（2015年）。

製品開発・市場展開

製品開発・市場展開

標準化推進実証・評価

有機分子ナノフォトニクス基盤技術 超伝導・量子フォトニクス基盤技術
ミリ波・テラヘルツ波による

数十Gbps級無線技術
テラヘルツ帯実時間イメージング・

分光を用いた検査等技術

電磁波センシング・可視化技術
高周波電磁波
センシング技術

リージョナル電波
センシング技術

グローバル電波
センシング技術

宇宙・環境
インフォマティクス技術

要素技術の構成

標準技術開発・標準化推進
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（４）東日本大震災を踏まえた復興・再生、災害からの安全性向上への対応

（４）①通信・放送ネットワークの耐災害性の強化等

目指す政策目
標（成果のア
ウトカム）

• 東日本大震災では２万３０００人以上の人々が死亡、あるいは行方不明となっており、また、東北地方の太平洋沿岸域は
地震や津波によって壊滅的状況となった。この震災により、我が国は、直接的被害に加え、サプライチェーンの寸断等、
間接的被害も含め、社会経済に深刻かつ甚大な影響を受けた。

• このような状況のなか、通信・放送ネットワークは、国民生活や社会経済活動に必要不可欠な基盤であり、災害発生時等
に、緊急通報・安否確認等に係る通信や警察・防災通信等の基本的な重要通信及び放送サービスを確保することは、国
民の生命・財産の安全や国家機能の維持に不可欠であることから、将来の災害リスクに対応する耐災害性のある通信・
放送ネットワーク等を実現する。

技術分野
の概要

ア 通信・放送ネットワークの耐災害性の強化に関する技術 イ 津波等の緊急警報を多様な情報通信手段を用いて伝
える技術 ウ 避難所や罹災者のための技術（人命救助、安否確認、避難所支援等） エ 電力需給対策に関する技術
オ 重要情報の喪失防止、業務継続性確保のための技術（クラウド間連携技術等）

主な目標
と期限

• 災害時の携帯電話等の混雑を軽減するための技術（“つながるネットワーク技術”）については、今後同様の緊急事態の
発生に備えて、緊急に取り組み、一部の現行システムや技術を前提として取り組むべきものについては概ね２年以内、技
術革新を必要とする中長期的な課題として取り組むべきものについては４年以内に実用化する。

• 津波等の緊急警報を多様な情報通信手段を用いて伝える技術については、防災行政無線の高度化も含め取り組みを進
め、概ね２年以内に標準仕様案を策定・公表し、全国の自治体等での導入に向けた展開作業を行う。

• その結果として、①携帯電話等の通信の混雑の抜本的軽減（つながるネットワーク）、②インフラが災害で損壊して
も、直ちに自律的に修復して通信等を確保（壊れないネットワーク）、③商用電源の断が生じても通信・放送インフラ
が稼働し続ける（止まらないネットワーク）、④津波等の緊急警報を多様な情報通信手段を用いてシステム実現
（確実な警報伝達）を実現する。

イ. 津波等の緊急警報を多様な情報通信手段を用いて伝える技術

ア. 通信・放送ネットワークの耐災害性の強化に関する技術

要素技術の構成

Ａ 通信の混雑を軽減するための技術

Ｂ 災害で損壊しても自律的にネットワークを修復し通信・放送を確保する技術

Ｃ 商用電源の断が生じても通信・放送ネットワークが稼働し続けるための技術

２０２０年度までのロードマップ

ウ. 避難所や罹災者のための技術（人命救助、安否確認、被災者支援等）

エ. 電力の使用抑制に資する技術 【再掲】

ＩＣＴの活用による省エネルギー化・低炭素化 ＩＣＴそのものの省エネルギー化・低炭素化

２０１２年度 ２０１３年度 ２０１４年度 ２０１５年度 ２０１６年度 ２０２０年度

開発・実証・
評価

製品化・実装・整備・運用

課題となる要素技術（※）

成果入力

２０１１年度

現行システムや技術を前提として取り組むべきもの

開発・実証・評価 製品化・実装・整備・運用

標準化

連携して
同時並行
で実施

開発・実証・評価 製品化・実装・整備・運用

標準仕様案の策定・公表

全国の自治体等への横展開の働きかけ

標準化成果入力 成果入力 成果入力

標準化・防災関係機関との連携・調整

被災地等での実施での実証
運用状況を踏まえて改修や追加的な研究開発等を精査

防災に有効な情報通信システムとしてシステム・製品を海外展開

運用状況を踏まえて改修や追加的な研究開発等を精査

※ 「課題となる要素技術」は政府として取り組むべき技術の全体を示しており、「既存の施策」はそのうち既に着手している部分を再掲として示している。

アＡ 通信の混雑を軽
減するための技術

アＢ 災害で損壊しても
自律的にネットワー
クを修復し通信・放
送を確保する技術

アＣ 商用電源の断が
生じても通信・放送
インフラが稼働し続
けるための技術

イ 津波等の緊急警報
を多様な情報通信
手段を用いて伝える
技術

ウ 被災地の復興・再
生、避難所・罹災者
のための技術

基盤技術の研究開発

標準化

実証・評価

製品化・実装・整備・運用

技術革新を必要とする中長期的な課題として取り組むべきもの

新世代ネットワーク技術
有線・無線、実・仮想ネットワーク
統合管理運用技術
大規模エミュレーション技術 等

順次実証・評価・制度化

製品開発・市場展開

基盤技術の研究開発

現況機関等との連携による実証

運用状況を踏まえて改修や追加的な研究開発等を精査

電磁波センシング技術、
ブロードバンドワイヤレス技術 等

実装・整備・運用

成果入力

成果入力

開発・実証・評価

災害情報収集・蓄積・分析技術、超高周波応用センシング技術 等

オ. 重要情報の喪失防止、業務継続性確保のための技術(クラウド間連携技術等)

カ. ＩＣＴによる健康で自立して暮らせる社会の実現に資する技術（在宅医療・在宅介
護における、センサーネットワーク活用による遠隔支援、遠隔診断等） 【再掲】

キ ブロードバンドワイヤレスネットワーク技術 【再掲】

ク 衛星自動捕捉・運用技術 【再掲】
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（４）東日本大震災を踏まえた復興・再生、災害からの安全性向上への対応

（４）②災害の状況を遠隔からリアルタイムに把握・蓄積・分析等を可能とするセン
サーネットワーク

目指す政策
目標（成果の
アウトカム）

• 今般の大震災によって、大規模災害時におけるネットワークの脆弱性が顕在化したことを踏まえ、今後、国土・社会インフラが再構築される
際には、災害その他不測の事態にも対応可能であると同時に、防災・減災にも貢献する自律・分散型のセンサーネットワーク技術を活用し、
安全・安心な社会の実現に資する。

技術分野
の概要

• 様々な現象や物質、物体等の状態を高精度に計測するセンシング技術を高度化するとともに、センシングした情報を活用するためのプラッ
トフォームや、データの伝送のためのネットワーク技術についても併せて研究開発を行う。また、これらを統合しトータルシステムとして運用
するための技術開発を行う。

主な目標
と期限

• センシング技術については、基礎的な技術であるとともに、何が観測可能となるか、その感度・精度はどの程度か等、センシング技術の高度
化そのものが、極めてブレイクスルー的要素を持った領域である。このため、既に技術的蓄積があるミリ波レーダー技術の２０１４年頃の実
用化を目指すとともに、その他の技術についても社会的要請を踏まえつつ、着実な進展を図る。

• プラットフォーム技術については、情報収集、分析にかかる技術であり他のＩＣＴ技術からの援用が図られるべき領域である。このことから、
個別の具体的アプリケーションを念頭に、研究開発が進められるべきである。

• ネットワーク技術については、その多くの部分は、ネットワークそのものの研究開発の中で進められている技術であり、その援用を積極的に
図るべき部分である。その一方で、無給電センサー向けの超低消費電力の通信技術については、本領域ならではの技術であることから、そ
の高速化、高ビットレート化などの高性能化に向け、積極的に研究開発を行っていく必要がある。

• また、これらを統合して運用するためのシステム化技術については、具体的アプリケーションを念頭に、研究開発を進めることが必要である。

要素技術の構成

センシング技術

プラットフォーム技術

ネットワーク技術

シ
ス
テ
ム
化
技
術

○センサー技術 ○センサー配置・利用技術

○情報収拾技術 ○情報蓄積技術

○経路制御技術
○アドホック
ネットワーク技術

○低消費エネルギー
ネットワーク技術

２０２０年度までのロードマップ

２０１２年度 ２０１３年度 ２０１４年度 ２０１５年度 ２０１６年度 ２０２０年度２０１１年度

○リモートセンシング技術【再掲】

リモートセンシング
技術の研究開発
（2011年開始、2011年度の
予算額10.2億円）

【再掲】

ワイヤレスネットワー
ク技術の研究開発
（2011年開始、2011年度の
予算額8.1億円）

製品開発・市場展開

NICT交付金による研究開発・実証

電磁波センシング基盤技術の開発 実証・評価 グローバル観測技術展開、データ利用

▲GPM、EarthCARE衛星打上
次世代ドップラーレーダ

▲Pi-SAR高機能化
高感度THz受信機

▲計測・通信連携実験センサ融合実験 ▲

※ 「課題となる要素技術」は政府として取り組むべき技術の全体を示しており、「既存の施策」はそのうち既に着手している部分を再掲として示している。既存の施策（※）

課題となる要素技術(※)
振動音センシング技術

環境センシング技術（緑化状況、
ゴミ監視など）

センサーの超小型化／省電力
化技術

あらゆる場所に目立たないよう
にセンサーを配置するアンビエ
ント化技術

多量のセンサーから情報収集・
遠隔管理する技術

移動体へのセンサー配置技術

ストリームデータ向けデータ
ベース技術
情報保全技術

サイバーフィジカルシステム（Ｃ
ＰＳ）サービス技術

膨大な情報の蓄積・公開プラッ
トフォーム技術

無線を含めたメッシュネットワー
ク経路制御技術

外部給電不要な極小電力無線
通信技術
ストリームデータの送信に利用
可能な省電力無線通信技術

リアルタイム状況監視技術

自立型アドホックセンサＮＷ技術

競争的資金等を用いて技術課題を明確化
社会的ニーズ・技術的困難を踏まえ、適宜プロジェクト化を検討

競争的資金等を用いて技術課題を明確化
社会的ニーズ・技術的困難を踏まえ、適宜プロジェクト化を検討

競争的資金等を用いて技術課題を明確化
社会的ニーズ・技術的困難を踏まえ、適宜プロジェクト化を検討

競争的資金等を用いて技術課題を明確化
社会的ニーズ・技術的困難を踏まえ、適宜プロジェクト化を検討

競争的資金等を用いて技術課題を明確化
社会的ニーズ・技術的困難を踏まえ、適宜プロジェクト化を検討

【プラットフォーム技術】

【ネットワーク技術】

【システム化技術】

【センシング技術】（センサー技術）

【センシング技術】（センサー配置・利用技術）

○ワイヤレスネットワーク技術【再掲】
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ＩＣＴグローバル展開の在り方に関する懇談会
報告書 概要

平成２３年７月

ＩＣＴグローバル展開の在り方に関する懇談会



構成員 （敬称略）

氏 名 主 要 現 職

座長 岡 素之 住友商事株式会社 代表取締役会長

座長代理 村上 輝康 株式会社野村総合研究所 シニア・フェロー

構成員 磯部 悦男 株式会社三菱総合研究所 常務執行役員ソリューション部門長

〃 伊藤 明男 株式会社日立製作所 理事 情報・通信システム社 執行役員 プラットフォーム部門ＣＯＯ

〃 大畠 昌巳 シャープ株式会社 執行役員情報通信事業統轄兼通信システム事業本部長

〃 片山 泰祥 日本電信電話株式会社 常務取締役技術企画部門長

〃 北村 秀夫 株式会社東芝 取締役・代表執行役副社長

〃 佐々木弘世 独立行政法人国際協力機構 理事

〃 嶋谷 吉治 ＫＤＤＩ株式会社 取締役執行役員専務

〃 中島 透 三井物産株式会社 理事 ＩＴ推進部 部長

〃 中村 康佐 株式会社みずほコーポレート銀行 常務執行役員

〃 浜場 正明 富士通株式会社 執行役員常務

〃 松本 徹三 ソフトバンクモバイル株式会社 取締役 特別顧問

〃 宮部 義幸 パナソニック株式会社 常務取締役 技術担当

〃 椋田 哲史 社団法人日本経済団体連合会 常務理事

〃 村井 純 慶應義塾大学環境情報学部長・教授

〃 安井 潤司 日本電気株式会社 取締役 執行役員専務

〃 山本 直樹 Ａ.Ｔ.カーニー株式会社 パートナー

ＩＣＴグローバル展開の在り方に関する懇談会の概要

1. 検討事項
(1) ＩＣＴグローバル展開に向けた国の役割
(2)グローバル展開可能なＩＣＴプロジェクトの案件形成の在り方
(3) 上記と関連した標準化戦略の推進策
(4) ＩＣＴプロジェクトのファイナンスの在り方
(5) ＩＣＴプロジェクトのグローバル展開の推進体制の在り方
(6) 個別プロジェクトの進捗管理などプロジェクト推進のＰＤＣＡの在り方

2. 検討状況
・ 平成２３年１月３１日に初会合を開催。これまで３回の会合を開催し、検討を実施。
・ 本懇談会のもとに、「プロジェクト案件形成ワーキンググループ」及び「標準化戦略ワーキンググループ」の２つのワーキンググループを

設置。
・ 平成２３年７月２１日に、「ＩＣＴグローバル展開の在り方に関する懇談会報告書」を公表。
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「ＩＣＴグローバル展開の在り方に関する懇談会」報告書の全体構成

第１章

グローバル展開に
あたっての基本理念

2

● グローバル市場の成長を取り込んだＩＣＴ産業への転換

● 「課題先進国」としての国際貢献

● グローバルな「協働関係」の構築

第２章

今後取り組むべき
具体的方策

第３章

国の果たすべき役割

● 標準化戦略

● ファイナンスの積極的活用

● ジャパンイニシアティブによるプロジェクト案件形成

● グローバル展開体制の組成

● 政府間対話による働きかけの実施

● 相手国における実証実験等の支援

● 日本ブランドや復興に取り組む姿の情報発信

● 政府内における連携強化



 我が国においては世界に例をみない速度で少子高齢化が進展。引き続き、国内市場は縮退傾向。

 本年３月の東日本大震災による生産拠点の海外流出や海外の競合企業の参入などによる「産業の空洞化」が懸念。

 アジアをはじめとする新興国市場の成長力を取り込んだグローバル展開が必要。我が国の経済成長の約３分の１を支える
戦略的産業であるＩＣＴ産業の国際競争力の強化を図ることが重要。

3グローバル展開にあたっての基本理念

１．グローバル市場の成長を取り込んだＩＣＴ産業への転換

２．「課題先進国」としての国際貢献

 我が国は少子高齢化をはじめとする様々な社会的課題について「課題先進国」。我が国が有する知見や経験は、今後同
様の課題を抱える国にとって有益な解決策。

 従来の企業・産業の枠を越えた「オープンイノベーション」を実現し、同業他社間、異業種企業間の連携によるソリューショ
ン型プロジェクトの形成、グローバル展開に向けた支援体制の整備、国際戦略ビジョンの共有等が必要。

 政府は民間部門における「オープンイノベーション」を通じた「課題解決型モデル」の構築とグローバル展開を積極的に支援
し、官民一体となって推進することが必要。

３．グローバルな「協働関係」の構築

 グローバルな「協働関係」に基づくソリューションの形成を目指すことが必要。

 標準化はグローバル展開の有効な手段であり、標準化活動との有機的な連携が必要。

 標準化の段階からグローバルなパートナー作りを進める等の「協働関係」を構築していくことが必要。

第１章



■交通、電力、環境、防災、物流、教育といった公
共サービス・インフラ分野へのＩＣＴの組み込み

■インフラ関連事業者からソリューションを提供す
る事業者を含めた幅広い関係者による協働

■プロジェクトのライフサイクルの上流工
程から関与することが重要
（「初動」がポイント）

■相手国の国土計画や開発動向に関す
る情報収集・分析が重要。関係者が一
覧性を持って共有できる体制の構築。

■相手国の情報を基に、我が国として優
先的に取り組むべき案件を選定。

上流工程からの関与

■海外企業等も組み入れた
「ジャパンイニシアティブ」によ
る案件形成

■相手国のニーズ等を十分に踏
まえたプロモーションの実施

■相手国における雇用創出など
の具体的なメリットの提示

相手国との価値共有

■相手国における社会・経済・制度環境と
の協調

■ニーズドリブンな案件形成、技術のみで
はなく価格競争力も十分考慮した展開

■研究開発型のシステム構築から、実装・
応用型のシステム構築へのシフト

ニーズドリブンなシステム構築

ジャパンイニシアティブによるプロジェクト案件形成

ジャパンイニシアティブによる
プロジェクト案件形成

ジャパンイニシアティブによる
プロジェクト案件形成

■オペレーションやマネージメントを組み込んだ案件形成

■デジタル機器（システム）とサービスを組み合わせた「モノのサービス化」
に対応したソリューションの提供

■消費者・利用者視点や相手国の実情を踏まえたシステム作り
■我が国の優れたユーザーインターフェースの活用
■開発工程から海外展開を念頭に置いた仕様策定や製品のモジュール化
■相手国を軸とした近隣国への広域展開

課題解決型ソリューションの創出 社会インフラ組み込み型案件の形成

ジャパンイニシアティブによるプロジェクト
案件形成実現のための具体策
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5ジャパンイニシアティブによるプロジェクト案件形成（具体的プロジェクト）

■課題解決型社会インフラのグローバル展開を
進める上で重要な要素となるＩＣＴモデル

■展開方針
・相手国のニーズの高い社会インフラにセンサー
ネットワークを組み込んだモデル提案
・相手国の社会的ニーズの高い分野を念頭にお
いた利活用モデル提案 等
■留意点
・各種標準化活動
・東日本大震災の知見共有も含めた、我が国の
オペレーションの優位性を生かす 等
■重点対象国
インドネシア、タイ、ベトナム等

センサーネットワーク

■今後数年間で急速な普及が予想さ
れ、膨大な需要が期待される。

■展開方針
・ターゲット分野を絞り込み提案
・個別アプリケーション・サービス以外
のプラットフォームレイヤー／インフ
ラレイヤーとを連携させた提案 等

■留意点
・初期段階から相手政府へ働きかけ
・各国の現状を十分精査 等
■重点対象国
インドネシア、フィリピン、タイ、ベトナ
ム等

電子行政

■災害頻発地域でもあるＡＳＥＡＮ域内でのＩＣＴの活
用は有効な災害対策として大いに期待

■展開方針
・ 「特定国等」と「ASEAN全域」に向けたモデル提案
・システム特性と強調する機能別分類を踏まえた
「パッケージ型システム」モデルの構築・展開 等
■留意点
・東日本大震災の知見を、日本提案型システムと併
せて積極的に提示
・平時と緊急時に応じた多面的なシステム活用 等
■重点対象国
ＡＳＥＡＮ全域（共通基盤）及びインドネシア、ミャン
マー、フィリピン、ベトナム等

災害対応

【コンセプト】
・高速かつ多機能なＩＣＴインフラを用いて、人と人、モノとモノとをつなぐ
・我が国の課題解決型のＩＣＴ利活用モデルの導入
・ＡＳＥＡＮの計画（連結性マスタープラン、ＩＣＴマスタープラン等）への貢献
→ 経済の活性化、社会的課題の解決、コネクティビティ強化へ寄与するとともに、我が国ＩＣＴの普及にも裨益

ＡＳＥＡＮスマートネットワーク（仮）

重点３分野

【共通展開シナリオ】
■短期的対応（１～２年）
・分野ごとに関係企業等が連携し、総務省や関係府省等が必要に応じて活動を支援する国内連携体制を構築する
・重点対象国を選定し、当該国のニーズを精査しつつ、先行的な取組（フィージビリティスタディや小規模な実証実験等）を早急に実施
・成果を国際会議等の場を活用し、第三国に対してもアピールするとともに、ＡＳＥＡＮ全体の計画に適宜インプット
■長期的対応（３～５年）
・当該国における早期実システム化を目指すとともに、ＡＳＥＡＮ全体への具体的な働きかけを加速
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プロジェクト案件形成 重点３分野の共通展開シナリオ
2011‐2012（短期的対応） 2013‐2015（中長期的対応）

総務省に

おける検
討

国内
体制

重点
対象国

他の
ASEAN
諸国

（参考）

ASEANに対する
ｽﾏｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸ戦略

2015
ｽﾏｰﾄNW
実現

（目標年次）

①各分野ごとの国内連
携体制の構築

（フィードバック、情報共有）

⑦本格的なｼｽﾃﾑ導入に
向けた検討

■重点分野への展開に向けた検討
■パッケージ型システムモデルの展開

（セミナー・招聘）

ASEAN情報通信
大臣会合 他の国際会議・

各種会合 ⑧他の国／ASEAN全域での展開

についてのシナリオ作成・導入
推進

日ASEAN官
民協議会

情報通信
審議会

分科会

グローバ
ル懇談会

■ ASEAN域内における計画（連結性マスター
プ ラン、ＩＣＴマスタープラン等）への協力

②分野ごとの詳細な調査
研究（課題抽出等）

③相手国
との協議

④Ｆ／Ｓ（小規模な実証実験を含む）の実施

反映

ASEAN全域への共通基盤の構
築に向けた取組（防災）

■他のASEAN諸国でのニーズ把握
■成果の結合

⑥成果のインプット

⑤成果のアピール
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7標準化戦略

◆ 光アクセスサービスについては、世界的に
加入者が急激に増加し続けている現状があ
り、有力なグローバル市場が存在。

◆ 昨今、中国企業の台頭等があるものの、こ
の分野は日本企業のプレゼンスが比較的高
く、海外市場において優位性を持つ分野。

◆ 日本で採用している光アクセスネットワーク
の方式である、IEEE標準の「10GE‐PON（※1）」
については、2011年2月、ITU‐T SG15にて審
議が開始されており、2012年末の正式なITU
勧告化を目指し、引き続き議論を継続。

◆ 東日本大震災により国内の電力需給が逼
迫する中、日本がどのように対処していくの
かが問われており、その一つの手段として、
こうした機能を持つスマートグリッドのシステ
ム及びこれに関連する通信技術に関する期
待が上昇。

◆ ITUにおいてITU‐T FG Smartが2010年5月に
設立されており、IEC等においても議論の場が
設置されている。また、IEEE等では、スマート

メータ向けの効率的な無線通信等について
既に標準化活動を実施。

◆ 「有力なグローバル市場が存在するかどうか」、「日本企業のプレゼンスが高いかどうか」、「東日本大震災
の経験を活用できるかどうか」を判断基準として検討。

◆ 「光アクセスシステム」、「デジタルサイネージ」、「スマートグリッド」を重点分野として選定。

光アクセスシステム

◆ ネットワークに繋がった小型ディスプレイを用
いたデジタルサイネージシステムが小規模店舗
やオフィスにも広がりつつあり、相当規模の市
場成長が期待。

◆ 本年3月の東日本大震災においては、幅広く

情報配信するメディアとして有効性が示されて
おり、今後、我が国の経験をグローバルにも発
信することにより、この分野のシステムや製品
の海外への展開が期待。

◆ 本年3月に、マルチメディアを扱うITU‐T SG16に
おいて、デジタルサイネージの勧告化作業を進
めるための新規検討課題が設置され、勧告素
案の作成を開始。また、DPAA （※2）等のフォー
ラム団体でも標準化に向けた検討を実施。

デジタルサイネージ スマートグリッド

（三菱電機提出資料より作成） （ＮＴＴ提出資料）

推進体制を早期に構築 既存体制を活用し、検討を加速

※1 10 Gigabit Ethernet‐Passive Optical Network ※2   Digital Place‐based Advertising Association
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ファイナンスの積極的活用

■ＩＣＴ分野におけるＯＤＡの活
用

■次世代社会インフラシステ
ムとしてのグローバル展開
による円借款のスキームの
有効活用

■ＰＰＰインフラ事業やＢＯＰビ
ジネス連携促進に関する協
力準備調査の支援スキー
ムの活用

ＪＩＣＡ

プロジェクト案件の海外展開にあたっては
ファイナンス面の支援が重要な要素

ＪＢＩＣ／ＮＥＸＩ 産業革新機構 国際機関等

■現状として必要とされる支
援策は講じられていること
を確認

■ＪＢＩＣによる各種出融資保
証制度やＮＥＸＩによる貿易
保険等の積極的な活用

■融資適用条件の柔軟化や
リスクテイク拡大について
の継続的な取組、知見やノ
ウハウ共有のためのセミ
ナー等の実施を期待

■産学官連携による先端技
術の事業化や、地方ベン
チャー企業と大企業との協
業による海外展開等の案
件における投資スキームの
活用

■案件形成初期段階からの
協力による、収益性や企業
アライアンス組成等につい
ての有益な助言を期待

■ＩＴＵやＡＰＴによるフィージビ
リティスタディや共同研究、
パイロットプロジェクトの実
施等に係る支援の活用

■ＪＢＩＣとの協調融資スキー
ムの活用

■プロジェクトファイナンスの
活用

民間ファイナンス

■電力、鉄道、水といったインフラの高度化や、オペレーション・マネージメント機能にＩＣＴを組
み込むことで、超長期ファイナンスのスキームを活用することが有効

■パッケージ型インフラの案件形成の際は、ＰＰＰ（Public Private Partnership）の組成や民間
ファイナンスを主体とするプロジェクトファイナンスの活用を推進すべき

ファイナンススキーム活用のポイント
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■「センサーネットワーク」、「災害対応ＩＣＴシステム」、「電子行政」等の試行プロジェクトの案件形成を図りつつ、案件のマッチン
グ機能の充実、ファイナンス面での連携等を軸に進め、その後、順次機能の拡大を目指すことが適当。

■設立は民間主導で進められるべきであるが、政府もオブザーバとして参加するなど、官民が連携した体制として構築すること
が重要。

■各国におけるコンベンションやシンポジウム等の場を活用し、我が国ＩＣＴをパッケージ化して「日本ブランド」として積極的に発
信していくことが必要。

■震災復興に取り組む国家としての姿や復興プロセス等を情報発信するための環境整備が必要。

メーカ

グローバル展開体制の組成

通信事業者

商社金融機関

国

関係機関

（ ）
ＩＣＴグローバルコンソーシアム

（遅くとも２０１２年夏目途に組成）

① 展開対象国に関する情報収集や情報共有機能
② 案件形成に向けたファイナンス面での調整機能
③ 案件形成のシーズから具体的な案件につなげるための支援策との調整機能
④ 参画企業間の調整を行う機能
⑤ グローバル展開に携わる人材の確保

■我が国は個別技術に関しては優位であっても、それらの統合や応用といった点で課題がある。各企業の強みを結集し、産業
や組織の枠を超えた「オープンイノベーション」を実現するための体制の構築が必要。

■スムースな案件形成のための関係者による情報共有機能、ファイナンス支援スキームに関する知見の共有・調整機能、「オー
プンイノベーション」を実現するためのマッチング機能等を有する体制の整備が必要。

組成に向けた行動計画
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国の果たすべき役割

■政府間での積極的な働き
かけ（トップセールス）、官
民一体型ミッションの実施

■政府間対話による早期情
報収集

■相手国政府との覚書（Ｍｏ
Ｕ）の署名

政府間対話による
働きかけの実施

相手国における
実証実験等の支援

日本ブランドや復興に
取り組む姿の情報発信

政府内における
連携強化

■事前調査や実証実験の実
施等に対する支援

■実証実験の実施にあたって
は、実展開を見据えた実
装・応用型案件に転換する
ことが必要

■複数年度での展開を前提と
したプロジェクトについても
支援が可能となるよう、柔軟
な支援スキームを構築

■震災復興に取り組む国家
としての姿や復興プロセス
等を情報発信するための
環境整備

■コンベンションやシンポジ
ウム等の場を活用した積
極的な情報発信及び支援

■政府内における関連会合
や関係省庁間での連携を
強化

■各国におけるインフラ整備は、政府による国土・地域計画や都市開発計画の策定等とも密接に関連することから、政府間での
情報交換や協調体制の構築が有効であり、官民一体となった取組が必要。
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ＩＣＴ産業は主要先進各国において戦略的産業の一つと位置付けられており、グ

ローバル市場において激しい市場獲得競争が展開されている。我が国においても、

ＩＣＴ産業のグローバル展開は持続的経済成長を実現するための重要政策課題の

一つと位置付けられており、１０年５月、高度情報通信ネットワーク社会推進本部

が決定した「新たな情報通信技術戦略」1（以下、「新ＩＣＴ戦略」という。）にお

いても、同戦略の３本柱の一つとして「新市場の創出と国際展開」を政府全体とし

て推進することとされた。 

これらを踏まえ、ＩＣＴ産業の国際競争力強化について、１０年１２月、「グロ

ーバル時代におけるＩＣＴ政策に関するタスクフォース」の下に設置された「国際

競争力強化検討部会」最終報告書として、今後のグローバル展開方策にかかる基本

的方向性についての提言が取りまとめられた。 

本報告書においては、「重点推進プロジェクト」、「連携推進体制」及び「技術戦

略」の３項目が掲げられ、『重点推進プロジェクト』としてＩＣＴを組み込んだ「次

世代社会インフラシステム」を構築し国際展開を推進すること、『連携推進体制』

として「グローバル展開推進体制の確立」と「ファイナンス面での支援の充実・Ｏ

ＤＡ資金の活用」を推進すること等、今後重点を置いて推進すべき方策の基本的方

向性が示されたところである。 

本懇談会では、上記の基本的方向性を踏まえ、グローバル展開のための案件形成

から相手国における市場獲得に至るまでのプロセスについて、今後取り組むべき具

体的方策を提言するものである。 

 

 

                                                  
1 １０年５月、高度情報通信ネットワーク社会推進本部によって取りまとめられた、「知識情報

社会」の実現を目的とした、①国民本位の電子行政の実現、②地域の絆の再生、③新市場の創出

と国際展開、の３つの柱からなる戦略である。（参考資料１～２参照） 
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第１章 グローバル展開にあたっての基本理念 

 

 

 ＩＣＴ産業のグローバル展開にあたっては、①グローバル市場の成長を取り込んだ

ＩＣＴ産業への転換、②「課題先進国」としての国際貢献、③グローバルな「協働関

係」の構築の３点を基本理念として掲げることが適当である。具体的には以下のとお

りである。 

 

 

１．グローバル市場の成長を取り込んだＩＣＴ産業への転換 

 

我が国においては世界に例をみない速度で少子高齢化が進展しており、２０５５

年には人口が９千万人を割り込むと予想される等、引き続き、国内市場は縮退傾向

にある。また、本年３月の東日本大震災による生産拠点の海外流出や海外の競合企

業の参入などによる「産業の空洞化」が懸念される。 

こうした中、日本経済を復興させるためには、経済成長・市場拡大が続くアジア

をはじめとする新興国市場の成長力を取り込んだグローバル展開が必要であり、我

が国の経済成長の約３分の１を支える戦略的産業であるＩＣＴ産業の国際競争力

の強化を図ることが必要である。 

しかしながら、我が国のＩＣＴ分野における国際競争力は低下傾向にある。例え

ば、本年４月にＷＥＦ2が公表したＩＣＴ分野の国際競争力ランキングは世界第 

１９位となっている。他方、経済成長率に目を向けると、２０１０年度の実質経済

成長率3は日本が３．９％、米国が２．８％と低水準にとどまる一方、中国は    

１０．３％、ブラジルは７．５％と新興国においては高い成長率を持続しており、

今後もさらなる市場拡大が予想されるところであり、戦略的産業であるＩＣＴ産業

の国際競争力の強化は喫緊の課題4である。 

このため、被災地における生産拠点の立て直しをはじめとした「東日本復興」の

プロセスを着実に進めるとともに、その原動力となる「日本再生」を早期に実現す

るためには、ＩＣＴ産業のグローバル展開を積極的に進めることが極めて重要であ

                                                  
2 ＷＥＦ（World Economic Forum）“Global Information Technology Report”（１１年

４月）参照。（参考資料１２～１３参照） 
3 ＩＭＦ（International Monetary Fund）“World Economic Outlook database”参照。

（参考資料１４参照） 
4 ＯＥＣＤ加盟国における 1997 年と 2007 年の通信機器輸出額を比較すると、中国・韓国等

は大幅に増加している一方、我が国の輸出額は微減しており、輸出額シェアについても１２％か

ら３％へと大幅に低下している。（参考資料１５参照） 
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る。 

 

２．「課題先進国」としての国際貢献 

 

我が国は少子高齢化をはじめとする様々な社会的課題について「課題先進国」で

あり、こうした課題はアジア各国等も早晩直面する課題である。例えば、中国にお

いても、２０３０年には６５歳以上の老年人口の割合が１６％を超え5高齢社会を

迎えることが見込まれるなど、我が国が有する高齢社会に資する知見や経験が、今

後同様の課題を抱える国にとって有益な解決策になると考えられる。 

また、東日本大震災においては、コミュニティ FM や中波ラジオ等が有効に活用

されたことに加え、ポータルサイトやソーシャルメディアの利用においてインター

ネットや携帯端末が活躍した。また、通信・放送インフラが広範かつ甚大な被害を

受けるとともに、防災無線等も広域にわたり損壊したが、民間事業者の自主的な取

組等により応急措置が講じられ、ほぼ復旧しつつある。6 

このように、我が国は防災へのＩＣＴの活用や情報通信インフラの迅速な再構築

など、ディザスタリカバリーへの対応の迅速さや技術に関するノウハウを有してい

る。このような実体験に基づくノウハウや知見を蓄積・共有し、日本発の課題解決

モデルを形成し、これをグローバル展開することにより、アジア各国等の課題解決

に貢献することができる。 

新たな課題解決モデルをグローバル展開していくためには、各企業の持つコアコ

ンピタンスを維持しつつ、従来の企業・産業の枠を越えた「オープンイノベーショ

ン」を実現し、同業他社間、異業種企業間の連携により、ソリューション型プロジ

ェクトの形成を図るほか、企業の枠を越えたグローバル展開に向けた支援体制の整

備、国際戦略ビジョンの共有等を図ることが必要である。 

その際、「課題解決型モデル」の形成においては、個々の要素技術や製品ではな

く、オペレーションやマネージメントまでを意識したトータルなシステムを構築し、

そのグローバル展開を図っていくことが必要である。また、政府は民間部門におけ

る「オープンイノベーション」を通じた「課題解決型モデル」の構築とグローバル

展開を積極的に支援し、官民が一体となった取り組みを推進することが必要である。 

 

 
                                                  
5 United Nations 「World Population Prospects, the 2010 Revision」（１１年３月）参

照。（参考資料１６参照） 
6 固定通信については合計約１９０万回線の通信回線が被災し、移動通信については、合計約２

万９千局の基地局が停止したが、11 年 5 月末時点では、それぞれ９５％以上復旧している。（参

考資料１７～１８参照） 
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３．グローバルな「協働関係」の構築 

 

我が国の国際競争力を強化していくためには、単に我が国の製品・サービスをグ

ローバル展開するだけではなく、相手国の実情を踏まえ、グローバルな「協働関係」

に基づくソリューションの形成を目指すことが必要である。地上デジタルテレビ放

送日本方式の普及にあたっては、ブラジルとの協働関係をトップ外交により構築し、

この協働関係により南米をはじめとした１１カ国において日本方式が採用された

ところである。 

また、相手国のニーズに合致したパッケージとしてのソリューションを提示する

観点からは、我が国のこれまでの蓄積・強みを活かしつつ、従来の供給サイドの視

点に加え、消費者・利用者の視点を活かした「柔らかいシステム作り」を重視する

ことが必要である。 

さらに、標準化はグローバル展開の一つの有効な手段であることから、グローバ

ル展開にあたっては、標準化活動との有機的な連携が必要である。このため、市場

化を具体的に見据えたフォーラム標準等の標準化活動とソリューションの形成を

連動させる等、標準化の段階からグローバルなパートナー作りを進める等の「協働

関係」を構築していくことが必要である。 
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第２章 今後取り組むべき具体的方策 

 

 

１．ジャパンイニシアティブによるプロジェクト案件形成 

 

我が国は、地上デジタルテレビ放送、ワイヤレス、光アクセス等、技術力の面で

他国に比べて優位性を有する分野が多数存在する。しかしながら、製品・サービス

の展開において、他国製品に市場シェアを奪われている分野が多く、技術優位性を

十分に活かしきれていない。 

その背景には、要素技術の面では優位性を有しているとしても、パッケージとし

てのソリューションが提示できず、結果として相手国のニーズに合致していなかっ

たり、相手国におけるインフラ整備計画に組み込むことが出来ていないという課題

が存在する。このため、局所的な優位性に頼るのではなく、我が国のＩＣＴ産業の

総合力を発揮することを可能とする官民一体となった戦略的なグローバル展開が

求められる。 

 

（１）基本方針 

 

相手国のニーズに合致したパッケージとしてのソリューションを提示していく

ためには、①上流工程からの関与、②ニーズドリブンなシステム構築、③相手国と

の価値の共有の３点が不可欠である。 

 

① 上流工程からの関与 

相手国における案件受注にあたっては、単に製品やサービスを売り込むだけで

はなく、オペレーションやマネージメントを含めたパッケージでの受注を目指す

という観点から、プロジェクトのライフサイクルの上流工程から関与することが

重要であり、「初動」がポイントとなる。 

一般に、プロジェクトのライフサイクルは、基本構想、実施計画、投資、開発

建設、管理運営と進む。このため、基本構想やマスタープランという相手国にお

ける計画策定時点などの早期段階から関与することにより、我が国に有利な調達

環境を整えることが可能となり、システム開発から運用までを含めたフルターン

キー7やマネージド・サービス8の受注の確度を高めることが可能となる。このた

                                                  
7 フルターンキーとは、サービス提供が開始されるまでのすべてのプロセス（システム設計、設

備構築、試験運用等）を一括して請け負う方式である。（参考資料２４参照） 
8 マネージド・サービスとは、サーバーの保守管理等、ネットワークの管理・運営をベンダーが

請け負う方式である。（参考資料２５参照） 
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め、相手国の国土計画や開発動向に関する情報収集・分析が極めて重要である。 

現在、これらの情報は、国・関係団体・民間企業が個別に調査等を実施して収

集しているものの、関係者間で十分な共有がなされておらず、迅速な案件形成が

行われていない面がある。このため、各機関・企業の有する情報の中から関連企

業間においても共有可能な情報については、一覧性を持って共有できる体制の構

築が求められる。その上で、これらの収集した情報を基に、相手国の有する技術・

インフラ等のレベル、市場環境等を考慮した上で調査対象案件の選択・絞り込み

を行い、我が国として優先的に取り組むべき案件を選定する必要がある。 

 

② ニーズドリブンなシステム構築 

相手国における国土開発計画などの上流工程から関与し、単なる製品・サービ

スの展開ではなく、社会インフラシステムの受注を行うためには、相手国におけ

る社会・経済・制度環境との協調が必要である。 

相手国の制度環境に合わせたシステム構築を行うと、結果として開発コストが

大きくなり、価格競争力を持ち得なくなるとの指摘がある。我が国は、これまで

の案件形成において、テクノロジードリブン（中心・基軸）に考えがちであった

が、社会インフラ分野における案件形成についてはニーズドリブンで考えること

が重要であり、技術のみではなく価格競争力も十分考慮した展開が必要である。 

そのためには、研究開発型のシステム構築から、実装・応用型のシステム構築

にシフトすることが求められる。その際、相手国の制度環境に潜在するリスクを

回避する観点から、相手国の制度環境の見直しを政府から働きかける等の可能性

を模索することも必要である。 

 

③ 相手国との価値の共有 

相手国への展開にあたっては、新しい雇用の創出など相手国と価値を共有し、

相手国に十分なメリットをもたらすプロジェクトを形成することが必要である。 

プロジェクトを形成する体制としては、「オープンイノベーション」を原則と

し、各分野で強みを有する企業を中心に組成すべきである。その際、「強み」を

掛け合わせた競争力のあるプロジェクト案件の形成を実現する観点から、システ

ム・サービスの核となる部分（コアコンピタンス）は日本企業が主導しつつも、

日本企業にはない「強み」を持つ海外企業や相手国企業を組み入れるなど、ジャ

パンイニシアティブによるプロジェクト案件形成を重視すべきである。 

また、プロジェクト案件形成に際しては、相手国のニーズ等を十分に踏まえた

プロモーションを行う必要があり、加えて当該国における雇用創出などの具体的
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なメリットをわかりやすく示すことが受注につながると期待される。このため、

当該国に深く根付いている企業等との連携を重視し、大型のインフラ開発案件等

に付随してＩＣＴ関連システムの売り込みを行うことも重要である。こうした取

り組みは、相手国の制度環境などに合致するシステム構築を進める上でも重要で

ある。 

 

（２）具体的施策 

 

① 課題解決型ソリューションの創出 

上流工程からの関与、ニーズドリブンなシステム構築、相手国との価値の共有

という３つの基本方針を踏まえ、プロジェクト案件形成に際しては、ハードとソ

フトを組み合わせた課題解決型のソリューションを創出し、これらをグローバル

展開していくことが必要である。事業全体としての提案・展開を行うことにより、

ともすれば我が国の弱みとなりうる製品単体の価格競争力をカバーすることが

可能となるなど、我が国企業の受注に有利に展開することが考えられる。その際、

以下の４点に留意すべきである。 

第一に、ＩＣＴシステムのオペレーションやマネージメントを組み込んだ案件

形成に力点を置くべきである。デジタル機器の場合、高機能化と低価格化が急速

に進展するデジタル機器のコモディティ化が進んでいる。こうした中、デジタル

機器（システム）とサービスを組み合わせた「モノのサービス化」に対応したソ

リューションの提供が求められている。その際、ユビキタスネットワークとソリ

ューションを組み合わせたプロジェクト案件形成が有効であると考えられる。 

我が国においては、無線技術やセンサー技術を活用したユビキタスソリューシ

ョンが多数開発されているが、例えば、０９年８月、中国では「感知中国」9が

提唱され、ユビキタス技術を活用したソリューションの導入を積極的に進めよう

としている。こうした動きに対応し、日本の優れたユビキタスソリューションを

相手国に積極的に導入する方向で案件形成を進めることが必要である。 

第二に、相手国の課題やニーズを踏まえたシステム作りという観点では、消費

者・利用者視点でのシステム作り、相手国の実情を踏まえたシステム作り、我が

国の消費者の厳しい目線をクリアした優れたユーザーインターフェース（ＵＩ）

を製品・サービスに取り込んでいくことが必要である。 

第三に、ニーズドリブンなシステム作りを行うためには、開発工程から海外展

                                                  
9 温家宝首相がセンサーネットワークやユビキタス環境を次世代ネットワークの重要課題とし、

ネットワーク強化の戦略立案を指示した際に提唱した概念である。（参考資料２７参照） 
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開を念頭に置いた仕様策定や製品のモジュール化を進めることが有効10である。

そのためにも、プロジェクト初期段階から相手国におけるニーズのヒアリングを

念入りに行うとともに、ニーズに合致するシステムを作るために現地企業をアラ

イアンスに組み入れ、助言を求めることも必要である。 

第四に、相手国を軸としつつ、その近隣国への広域展開を図る必要がある。相

手国においてオペレーションやマネージメントを含めた事業全体として展開す

ることで、知見やノウハウを有する既存の企業アライアンスや体制を活かした展

開が可能となるほか、相手国との協働による近隣諸国への展開といった、システ

ムの広域展開の可能性が広がると考えられる。相手国と協働で展開し、近隣諸国

の生の情報を得ることにより、現地のニーズにより合致した、１０年後、２０年

後を見据えたコミュニティに求められる機能を見据えた提案が可能となるなど、

新たな価値・メリットを創出する魅力的な案件を形成することができる。 

 

② 社会インフラ組み込み型案件の形成 

交通、電力、環境、防災、物流、教育といった公共サービス・インフラにおい

ては、ＩＣＴを活用することにより、リアルタイムでの状況把握や高度な運用・

制御を行うことが可能になる。その際、クラウドサービスの活用等により、シス

テムから収集される膨大なストリーミングデータを解析し、意味のあるデータを

抽出し、実際の利用シーンに合わせたモデリングを行ってインフラ運用に活用す

ることで、高度な社会インフラシステムとして海外に展開することが可能となる。

また、我が国が強みを有するＩＣＴ関連機器の要素技術や環境負荷軽減に資する

技術に、クラウド基盤上でリアルタイムの膨大なストリーミングデータを統合管

理する仕組みを加えることで、省力化に資する高度なインフラ体系や社会資本ス

トックの効率的な管理が可能となる。 

こういったシステムを実現するためには、インフラを構築・整備する事業者か

ら運営・管理する事業者に加え、ソリューションを提供する事業者等、幅広い関

係者による協働での取組が必須となるが、クラウドを活用した新たなサービスモ

デルを検討する民間団体として、１０年１２月、ジャパン・クラウド・コンソー

シアム11が立ち上げられており、こういった関係機関における取組とも連携しつ

                                                  
10 Nokia は、中国における携帯電話ビジネスにおいて、２０００年頃から市場シェアが縮小し

つつあったが、高価格帯商品にシフトするのではなく低価格帯で対峙する戦略を採用した。モデ

ル開発当初より中国・インド等の新興国市場をターゲットにした独自モデルを開発する戦略を採

用することで、シェアを回復させた。また、Samsung は現地ニーズを把握することで、ユーザ

層に合わせた豊富な商品ラインナップを提供する戦略を採用するとともに、部材の共通化による

低コスト化、最新モデルの世界同時投入、現地量販店との連携等、総合的な取組を展開している。 
11 多様な企業、団体、業種の枠を超え、我が国におけるクラウドサービスの普及・発展を産学

官が連携して推進するため、（社）日本経済団体連合会を事務局幹事として１０年１２月に設立。

（参考資料３１～３３参照） 
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つ、具体的なモデルプロジェクトを形成することが必要である。 

    

③ 相手国の実情を踏まえた案件形成 

中国、インド、ＡＳＥＡＮ諸国等のアジアにおける新興国の成長を取り込んだ

グローバル展開を推進する観点から、ＩＣＴインフラとその利活用の双方を含む

課題解決型ソリューションのモデルを明確化し、早期に具体像を示すことが必要

である。 

具体的には、ＡＳＥＡＮ諸国に対し、高速かつ多機能なＩＣＴインフラを用い

て、人と人、モノとモノとをつなぎ、我が国の課題解決型のＩＣＴ利活用モデル

の導入を通して、ＡＳＥＡＮ域内の経済の活性化、社会的課題の解決、コネクテ

ィビティ強化へ寄与するとともに、我が国ＩＣＴの普及を図る「スマートネット

ワーク」のコンセプトを早急に明確化し、我が国からの具体的な貢献策を含めて

各国に提案することが必要である。そのうえで、我が国が強みを有する分野の中

から「選択と集中」を行い、日本ブランドとして強力に推進していく観点から、

具体的なプロジェクトを類型化し、対象国・地域、実施時期、導入による効果等

を具体化した上で、官民連携で取り組むことが必要である。 

その際、各国の具体的なニーズの把握、ＩＣＴ戦略の分析はもとより、ＡＳＥ

ＡＮ全体として策定した計画（連結性マスタープラン12 やＩＣＴマスタープラ

ン13 ）の推進への寄与を念頭におきつつ、プロジェクトを実施していくことが

肝要である。 

特に、主要な公的ＩＣＴソリューション分野であり、かつ、我が国及びアジア

諸国双方のニーズが高いと考えられる、「センサーネットワーク」、「災害対応Ｉ

ＣＴシステム」、「電子行政」の３分野のシステムについてＡＳＥＡＮ諸国への具

体的な活動を推進していくことが期待される。これらの分野の展開にあたってポ

イントとなる点は次のとおりである。 

 

（ⅰ）「センサーネットワーク」 

センサーネットワークは、収集した情報を保存管理・蓄積することにより、

リアルタイムな状況把握に加え時系列分析による推測を可能とする。これによ

り、例えば、ビル内の人感センサーや温度センサーの情報をリアルタイムで収

集・分析して一層の省エネや業務効率化を可能とする等、新たな付加価値を創

                                                  
12 15 年までのＡＳＥＡＮ共同体実現に向けた連結性強化のためのプラン。10 年 10 月のＡＳ

ＥＡＮ首脳会議で採択。（参考資料３７参照） 
13 ＡＳＥＡＮ域内のＩＣＴの発展と、ＩＣＴの利活用を促進することを目的として、１１年  

１月のＡＳＥＡＮ情報通信大臣会合において策定、公表。（参考資料３７参照） 
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造することができる。また、センサーネットワークは、「環境」「生産・物流管

理」「設備管理」「交通基盤」「都市開発」等幅広い分野での活用が可能である

ため、新興国の経済成長へ相当程度寄与するとともに、国民生活を向上させる

ための機能を果たすことが期待されるネットワークシステムであり、我が国が

「課題解決型」の社会インフラのグローバル展開を進めるうえでも重要な要素

となるＩＣＴモデルともいえる。 

上記を踏まえ、相手国へのシステム提案に際しては、大別して以下の２つの

モデルを提案することが適当である。 

第一に、相手国のニーズの高い社会インフラにセンサーネットワークを組み

込んだモデルの提案である。具体的には、センサーネットワークは、上記のと

おり、幅広い分野での活用が可能であるが、特にＡＳＥＡＮ諸国での需要が非

常に高い施設管理、交通基盤、都市基盤といった公共インフラ整備と組み合わ

せたモデルを構築しパッケージで提案することが適当である。 

第二に、相手国の社会的ニーズの高い分野を念頭においた利活用モデルの提

案である。具体的には、センサーネットワーク上で「安心・安全」（防災、警

備等）、「環境」、「医療」等の複数のアプリケーションが有効に機能し得るモデ

ルを早急に構築の上、提案することが考えられる。 

展開をより強力に推進するためには、センサーネットワークに関する各種標

準化活動について、今後も引き続き取組むことが重要であり、また、センサー

ネットワークシステムの有効性を示す上では、そのオペレーションが重要な要

素の一つであることを踏まえると、東日本大震災時の情報収集や通信システム

の復旧等の過程で培った知見の相手国との共有も含め、我が国のオペレーショ

ンノウハウの優位性を活かした提案を行うといった視点も重要であると考え

られる。 

なお、本システムの展開に当たっては、今後の経済成長性、企業の事業環境、

他のインフラニーズ等の観点から、インドネシア、タイ、ベトナムを重点対象

国として展開を進めることが重要である。14 

 

（ⅱ）「災害対応ＩＣＴシステム」 

ＩＣＴを利活用した災害対応システムは、大型の自然災害に晒される我が国

において人的・経済的被害の抑制に大きな効果を有するものであり、災害頻発

地域でもあるＡＳＥＡＮ域内等でも有効な対策として大いに期待される。一方、

                                                  
14  アジア諸国は高い経済成長に支えられ、今後も旺盛な社会インフラの需要が発生するものと

推測され、2010 年から 2020 年までの投資額は約８兆ドルと予測されているところである。（参

考資料１９参照） 
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災害対応ＩＣＴシステムの海外展開においては、対象国・地域の特性や被災リ

スク、通信網等のインフラ整備状況を踏まえた適切な提案と導入インセンティ

ブを高める効果的なアピールが不可欠となる。 

このため、実際の対象国・地域への展開にあたっては、その対象を各々の地

域特性等に応じた整備が求められる「特定国・地域」と、広域連携のためのシ

ステム構築を想定する「ＡＳＥＡＮ全域」とに分け、相互の連携も考慮しつつ、

それぞれに働きかけていくとともに、「特定国・地域」の中でも、地震や洪水

等の特定災害の対応が優先されるケースと、広く全般的な災害・緊急対応が求

められるケースに分けた上で、それぞれに最も適したシステム提案を行ってい

く必要がある。 

また、これをシステム面に着目すれば、まず日本提案型の各システムを単に

個別に提案するのではなく、機能別に「監視・計測」、「情報収集」、「情報分析・

意思決定」、「情報伝達」等に分類し、その特性を強調することで、相手国・地

域のニーズ等との適合性をより高めるよう図ることが重要であると考えられ

る。その上で、各機能を有機的に連携させた形での「パッケージ型システム」

モデルを構築し、展開することは、日本提案型システムの優位性を明確化する

上でも極めて有効な手法であることから、積極的に推し進めていくべきである。 

なお、このようなシステム提案に際して留意すべき点として、例えば、今般

の東日本大震災で得られた知見を収集・整理し、これを日本提案型システムと

併せて積極的に示していくことで、対象国・地域への説得力の高い提案を実現

していくことが挙げられる。同時に、対象国・地域への詳細なニーズ調査や政

府間対話等を通じた現地防災計画・プロジェクト等との協調、緊急時以外の平

時における他の公的サービスとしての活用によるシステム稼働性・効率性の向

上、現地の既存インフラの効果的活用に向けた専門家派遣、セミナー開催とい

ったソフト面での支援等の取組みについても充分な配慮が求められる。 

本システムの具体的な展開先としては、各国・地域における過去の人的・経

済的損害の深刻度を踏まえ、インドネシア（地震・津波、洪水）、ミャンマー

（サイクロン）、フィリピン（台風、洪水、地震・津波）、ベトナム（台風、洪

水）といった国々を重点対象国として想定することが合理的であり、またＡＳ

ＥＡＮ全域への、ディザスタマネジメント等の情報流通の促進を含めた、共通

基盤の構築に対しても並行して取り組んでいくことが求められる。 

 

   （ⅲ）「電子行政」 

行政分野の電子化は、業務の効率化・透明化を目的として本格的な導入が強

く見込まれる分野であり、ＡＳＥＡＮ諸国において今後数年間で膨大な需要の
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創出が期待される分野である。さらに、本分野は一旦システムが導入された場

合、それに付随又は関連する大規模なビジネスが見込まれる可能性があること、

近年は欧米に加えて、中国・韓国といった国の進出がめざましく、競争が一層

激化していること等を踏まえると、我が国としても早急な取り組みが求められ

ると考えられる。 

上記を踏まえると、本分野における相手国へのシステム提案に際しては、特

に以下の二つの観点を踏まえた具体的展開モデルを早急に構築し提案するこ

とが必要である。 

第一に、ターゲット分野の適切な絞り込みである。特に、本分野は相手国の

状況により求められるシステムの具体的ニーズが大きく異なることが予想さ

れることから、現地の状況・導入にあたっての考え方について十分な情報収

集・分析を行うと共に、相手国のニーズ次第では狭義の電子政府だけではなく

その周辺領域（各種公共サービス提供に関連するＩＣＴ利活用システム等）と

の組み合わせでの提供、もしくは当該領域からの先行導入、といったモデルに

ついても検討する必要があるものと考えられる。  

第二に、個別アプリケーション・サービス以外のプラットフォームレイヤー

／インフラレイヤーとの連携である。具体的には、より汎用性・拡張性の高い

ミドルウェア（行政情報基盤・認証基盤等）の先行導入や、システムを支える

インフラレイヤー（データセンター、拠点間のブロードバンド回線整備等）と

組み合わせたモデルの提示等についても併せて検討する必要があるものと考

えられる。 

展開を効果的に推進するためには、本分野では各国政府が基本計画を作成の

上順次整備を進めていく場合が多い点を踏まえると、初期の段階から相手国政

府への働きかけを行っていくことが他の分野と比較しても特に重要であると

考えられる。ただし、ＡＳＥＡＮ諸国では電子行政そのものの歴史が浅い国・

地域も多く、どの省庁・組織が責任を持って推進しているのか不明瞭な場合が

あることから、各国の現状を十分精査しながら、効果的な活動を展開していく

ことが重要である。また、本分野が公的基盤そのものを対象にしていることを

踏まえると、ＡＳＥＡＮ域内の連携、統合に向けた全般的な動きについても十

分注視しつつシステム提案を行っていくことが肝要である。 

なお、本システムの具体的な展開先としては、各国における経済状況、行政

の電子化の状況、ＩＣＴインフラの整備状況等を踏まえると、ＡＳＥＡＮ諸国

の中でも、インドネシア、フィリピン、タイ、ベトナムといった国々を当面の

重点対象国として想定することが合理的であると考えられる。 

上記３分野の展開に向けた共通の展開シナリオとしては、まず、短期的には、
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分野ごとに関係企業等が連携する体制を構築し、総務省や関係府省が必要に応じ

て連携しつつ、その活動を支援する、といった国内連携体制を構築するとともに、

重点対象国を選定し、当該国のニーズを精査しつつ、先行的な取組（フィージビ

リティスタディや小規模な実証実験等）を早急に実施することが適当である。こ

の成果は国際会議等の場を活用し第三国に対してもアピールするとともに、  

ＡＳＥＡＮ全体の計画（ＡＳＥＡＮ連結性マスタープラン、ＡＳＥＡＮＩＣＴ 

マスタープラン等）に対する日本の貢献として適宜インプットしていくことが求

められる。次に、中長期的には当該国における実システム化を目指すとともに、

ＡＳＥＡＮ全体への具体的な働きかけを進めることが必要である。 

また、ＢＯＰ(Base of Pyramid)向け案件形成にも注力すべきである。その際、

我が国の製品・サービスの品質をそのまま展開するのではなく、現地の実情やニ

ーズに応じた製品・サービスを展開することが求められている。 

そのためには、ニーズの把握に加え、相手国の生活環境やバリューチェーンの

実態把握、社会・経済・制度環境等に至るまで幅広く情報収集・分析した上で、

ニーズに添った商品開発やビジネスモデルを策定することが必要である。15 

また、ＢＯＰビジネスの展開にあたっては、従来の国内仕様と海外仕様を個別

に開発する手法や、高機能・高コストの国内仕様を相手国で成立しうるビジネス

を考慮せず売り込む手法を改めるとともに、いち早い市場獲得を睨んだ海外パー

トナー企業と連携した仕様の策定、製造・開発過程におけるモジュール化を進め

るなど、当初よりグローバル展開を目指した製品・サービス開発を進めることが

必要である。 

さらに、中国における物聯網（ユビキタス・ネットワーク）の取組や、インド

における DMIC（デリー・ムンバイ間産業大動脈構想）プロジェクトといった国

家的なインフラ整備プロジェクトに対しても、我が国からのシステム提案を通じ

た貢献を積極的に推し進めるとともに、南米等における海外展開にあたっては、

南米をはじめとする各国に普及した地上デジタルテレビ放送日本方式をコアと

した横展開型モデルの推進や、普及により構築された地域との「つながり」を積

極的に活用することが考えられる。 

 

 

 

                                                  
15 バングラデシュにおける「グラミンフォン」やケニアにおける「M-PESA」の事例に見られ

るように、現地が必要とする機能を搭載した携帯電話にマイクロファイナンスを組み合わせた仕

組みを提供することで、金融サービスへのアクセス改善等も含めた新たなサービスモデルが登場

している。（参考資料４３～４４参照） 
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２．標準化戦略 

 

（１）基本方針 

 

標準化はグローバル展開の有効な手段の一つであり、主に二つの意義があると考

えられる。 

第一に、市場規模の拡大である。標準化によって、製品やサービスに関する同一

の技術規格を採用する国や企業が増加することにより、新たなグローバル市場の創

出につながる。 

第二に、グローバルな調達によるコストの削減である。すなわち、標準化によっ

て、グローバルな製品・サービスの調達が可能となり、製造コスト等の低減も可能

となる。 

また、プロジェクト案件形成と標準化戦略との連携が必要である。具体的には、

我が国のシステムの導入により、関連する技術を相手国の通信・放送等の規格とし

て採用されるよう働きかけるとともに、当該規格を相手国とともに広域展開するな

どの取組が必要である。 

このような標準化の経済的な意義を具体化するためには、グローバル市場におけ

る展開を目指した製品やサービスの開発と並行して、デジュール標準16やフォーラ

ム標準17の策定・普及に向けた積極的な貢献や、将来の市場となり得る国に対する

当該標準の普及活動など、標準化を戦略的に推進することが重要である。 

もとより、こうした製品やサービスのグローバル展開とそれに伴う所要の標準化

活動については、基本的には民間企業の発意と自由な経営判断によるべきことは言

うまでもない。しかしながら、我が国では、地上デジタルテレビ放送日本方式につ

いて、官民共同で標準化と海外展開を進めることによって一定の成果を得てきてお

り、その意味で、官民の関係者間で貴重な経験が共有されていると言える。こうし

た経験を活かし、適切に分野を選択して、官民のリソースをその分野に集中するこ

とができれば、ＩＣＴに関わる製品やサービスの海外展開を、より効果的に進める

ことができる。

                                                  
16 各国政府の合意によって制定される標準規格（例：ＩＴＵ、ＩＳＯ等）（出典：通信・放送の

融合・連携環境における標準化政策の在り方＜平成２１年諮問第１６号＞答申（案）） 
17 関係する企業が合同で規格を策定し、それを標準としたもの。（例：Ｗ３Ｃ等）（出典：通信・

放送の融合・連携環境における標準化政策の在り方＜平成２１年諮問第１６号＞答申（案）） 



15 
 

このため、産学官が連携して戦略的に標準化活動を実施していく観点から、１１

年１月、「ＩＣＴ国際標準化推進会議」が設置された。本会議では、スマートグリ

ッド、デジタルサイネージ等の標準化活動について戦略的な対応方策を検討してい

るところである。 

こういった状況を踏まえ、今後、官民共同で取り組むべき重点分野及び標準化・

海外展開に関する具体的施策の検討にあたり、まず地上デジタルテレビ放送の標準

化・海外展開に関する取組について、実際にこれらの取組に携わった当事者の方々

の協力も得て検証を行った。 

地上デジタルテレビ放送日本方式の海外展開は、官民共同で標準化活動を実施し

た点、併せて、その後、対象とする国と地域を定め、海外展開を推進してきたとい

う点において、今後のＩＣＴのグローバル展開を考えていくにあたって、貴重な参

考事例と考えられる。 

官民を挙げてＩＴＵ等における標準化活動に取り組むとともに、トップセールス

や相手国における実証実験等を行った結果、０６年のブラジルにおける日本方式採

用決定以降、南米等を中心に、多くの国で日本方式が採用されるに至っている。 

  こういった取組により、約４億人の人口を擁する南米における送信機・受信機   

双方での新市場の創出に加え、日本の産業界にとっても、各国主管庁、事業者等と

の「つながり」の獲得・関係の深化、地上デジタルテレビ放送関連機器をはじめと

したＩＣＴ全般にわたる各国市場への新規参入や浸透拡大、受信機・送信機市場へ

の日本企業の一定の参入など、一定の効果が得られたと評価できる。  

  他方、以上のような積極的な効果に加え、今後の検討課題についても複数の意見  

があった。具体的には、輸入関税政策や円高の影響に対して、どのように取り組ん

でいくかについては今後の課題と考えられる。また、放送システムや通信ネットワ

ークを構成する機器の海外展開に際しては、送信設備等のいわゆる「はこもの」に

加え、付加価値の高い製品・システムの参入が課題と考えられる。 

 

（２）具体的施策 

  地上デジタルテレビ放送に続き、当面、官民共同で取り組むべき新たな重点分野

として推進すべき分野としては、「光アクセスシステム」、「デジタルサイネージ」、

「スマートグリッド」の３分野が適当である。各分野の概要と重点分野とすべき理

由については、以下に示すとおりである。 
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① 光アクセスシステム 

光アクセスシステム18とは、光伝送システムのうち、通信事業者の局舎と加入

者の建物との接続に光ファイバを用いたシステムの総称である。加入者の建物ま

で光ケーブルを敷設することにより高速・広帯域の通信が可能となる。また、光

アクセスシステムの伝送能力は向上し続けており、従来の光アクセスシステムが、

より能力の高いシステムに置き換えられることが想定される。   

現在、ブロードバンドサービスの普及率は世界的に急進傾向にあり、その中で

も光アクセスサービスについては、中国・米国をはじめ、開発途上国においても

加入者が急激に増加し続けている現状があり、有力なグローバル市場が存在して

いる。また、昨今、中国企業の台頭等があるものの、この分野は日本企業のプレ

ゼンスが比較的高く、海外市場において優位性を持つ分野であることから、今後、

日本企業が海外市場におけるシェアを獲得できる余地が大きいと期待される。   

また、海外市場への展開に際して、新興国をはじめとした国においては、   

ＩＴＵ勧告となっているかどうかが、機器等の採用の大きな基準の一つとなるこ

ともあり、このような標準化の動きは、各国への光アクセスシステムの展開への

一つの契機となり得ると考えられる。 

 

② デジタルサイネージ 

デジタルサイネージ19とは、屋外・店頭・公共空間・交通機関など、様々な場

所で、ネットワークに接続したディスプレイなどの電子的な表示機器を使って情

報を発信するシステムである。ディスプレイの発展、ネットワークのデジタル化

や無線 LAN の普及とあいまって、施設の利用者・往来者に対する新たな広告・

コンテンツの提供手段として利用されているほか、身近なコミュニティツールと

                                                  
18 日本で採用している光アクセスネットワークの方式である、ＩＥＥＥ標準の「10ＧＥ-ＰＯ

Ｎ（10 Gigabit Ethernet Passive Optical Network） 」については、１１年２月、ＩＴＵ-

ＴＳＧ１５にて審議が開始されており、12 年末の正式なＩＴＵ勧告化を目指し、引き続き議論

が継続されている。 
19 11 年 3 月に、マルチメディアを扱うＩＴＵ-ＴＳＧ16 において、デジタルサイネージの勧

告化作業を進めるための新規検討課題が設置され、「H.FDSS（Framework of Digital Signage 

Service）」の名称で、勧告素案の作成が開始された。また、5 月の会合では、震災を踏まえた提

案を行い、国際的にも各国から一定の関心が寄せられ、勧告素案に反映された。以上のようなデ

ジュール標準化機関における動きに加え、海外の業界団体の動きも活発である。例えば、米国の

ＤＰＡＡ（Digital Place-based Advertising Association）や欧州のＯＶＡＢ Europe

（Out-of-home Video Advertising Bureau Europe）、米国のＰＯＰＡＩ

（Point-of-Purchase Advertising International）等において、広告の効果測定のガイドライ

ンや標準化に向けた検討が進んでいる。 
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しての利用が想定されている。 

デジタルサイネージ分野は、これまでは、大型商業施設や交通機関等に設置さ

れる大型ディスプレイを軸に各企業のビジネスモデル・戦略で競争がなされてき

た分野と言えるが、ネットワークに繋がったデジタルフォトフレーム等の小型デ

ィスプレイを用いたデジタルサイネージシステムが小規模店舗やオフィスにも

広がりつつあり、相当規模の市場成長が期待できる。 

加えて、本年３月の東日本大震災においては、地震発生直後にＮＨＫ緊急放送

への切り替えを実施し、交通機関が麻痺する中、貴重な情報源としての役割を果

たした事例も見られ、信頼性の高いニュース、災害情報、交通情報等を提供し、

幅広く情報配信するメディアとして有効性が示された。今後、こうした災害対策

におけるメディアとしての重要性と有効性について、我が国の経験をグローバル

に発信することにより、この分野のシステムや製品の海外への展開が期待される。 

 

③ スマートグリッド 

スマートグリッド20について、主に以下の二つの機能を持つシステムを指す

ものとして検討を行った。 

 

第一に、電力需給両面での変化に対応し、電力利用の効率化を実現するため

に、ＩＣＴを活用して効率的に需給バランスをとり、生活の快適さと電力の安

定供給を実現する機能である。第二に、電気を消費する機器の消費電力特性の

抽出等により電力の流れを情報化し、電力使用量の「見える化」及びその情報

に基づいた建物内の機器の制御等を実現する機能である。 

東日本大震災により国内の電力需給が逼迫する中、日本がどのように対処し

ていくのかが問われており、その一つの手段として、こうした機能を持つスマ

ートグリッドのシステム、及びこれに関連する通信技術に関する期待が高まっ

ていると考えられる。通信技術についても、その標準化により、様々な機器の

適切な連携による利便性の向上のみならず、製品・サービスの提供に必要な部

品やシステムの製造コスト及び調達コストの低減が期待される。 

現在、我が国におけるスマートグリッド関連技術の国際標準化に関する検討

                                                  
20  ＩＴＵにおいてＦＧ Smart（Focus Group on Smart Grid）が 10 年 5 月に設立されて

おり（第 1 回会合は 6 月開催）、ＩＥＣ等においても議論の場が設置されている。また、ＩＥＥ

Ｅ等では、スマートメータ向けの効率的な無線通信等について既に標準化活動が行われている。   

加えて、米国のＮＩＳＴ（National Institute of Standards and Technology）、欧州のＥＴＳ

Ｉ（The European Telecommunications Standards Institute）など、各国の組織も積極的

な標準化活動を実施している。 
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は、関係企業・機関から構成される「スマートコミュニティ・アライアンス」（１

０年４月設立）において進められており、通信技術に関する国際標準化に向け

た議論についてもこの場を中心に行われている。スマートコミュニティ・アラ

イアンスにおける議論の成果を活かし、国際標準化の場等を通じてその積極的

な発信が図られれば、この分野の海外展開についても今後大きな貢献が期待で

きる。 

     上記の重点分野に関し、標準化活動とその活動に関連した海外展開を一体的

に推進するためには、官民の関係者から構成される体制を早急に整備すること

が必要である。本体制が有すべき機能としては、以下の２点が考えられる。第

一に、当該分野の関係者間において、標準化活動に関連して、重点的に対応す

べき対象組織、海外展開の対象とするシステム、展開先の国や地域、想定され

るスケジュールなど、標準化と海外展開に関する目的や戦略の共有である。 

第二に、当該分野に関わるデジュール標準化機関、フォーラム標準化機関へ

の対応、標準化活動に関連した相手国政府や関連企業への働きかけ、対象シス

テムのデモンストレーションの実施等である。地上デジタルテレビ放送の例に

見られるとおり、デジュール標準化機関において標準を獲得することは、特に

開発途上国での展開において有効であり、フォーラム標準化機関での活動は、

日本からの技術提案について、グローバルな賛同者を増やしていく観点からも

重要である。なお、実施にあたっては、関係者間で適切な役割分担やスケジュ

ールの明確化を行うことが必要である。 

一方で、どのような標準化機関で重点的に活動し、どのような海外企業と連携・      

交渉すべきかといった事項は、本来、各企業の自由な経営判断によって決められ

るべきものである。このため、具体的な案件の形成にあたっては、基本的には活

動の主体となる民の発意が尊重される必要があることから、本推進体制の設立に

ついては民間主導で進められるべきであるが、相手国政府への働きかけ等も必要

であることから、政府もオブザーバとして参加するなど、官民が連携した体制と

して構築することが望ましい。 

なお、スマートグリッドとデジタルサイネージ21については、国際標準化のあ

り方等について検討する体制が既に構築され、所要の議論が開始されており、引

き続きこの体制を活かしつつ対応を行うことが重要である。光アクセスシステム

についても、推進体制を早期に構築し、標準化とその活動に関連した海外展開の

実行に向けた具体策等に関する議論を行うことが必要である。 

                                                  
21 デジタルサイネージについては、「デジタルサイネージコンソーシアム」が０7 年 6 月に、「デ

ジタル・サイネージ・ユーザーズフォーラム」が１０年１１月に設立され、標準化に向けた検討

を進めている。 
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以上を踏まえ、ＩＣＴ分野の技術やサービスの進歩のスピードは日々加速して

おり、グローバル市場において、企業間の競争も激しさを増している。このよう

な状況にかんがみれば、以上の分野については、可能な限り早急に推進体制を強

化し、標準化と海外展開に向けた取組に着手することが不可欠である。 

 

 

３．ファイナンスの積極的活用 

 

（１）基本方針 

 

パッケージ型インフラの海外展開にあたっては、ファイナンス面の支援が重要な

要素となる。しかしながら、現状を整理してみると、ファイナンスを活用したプロ

ジェクト案件形成は有効に機能しているとは言い難い状況にある。 

公的なファイナンス面での支援としては、国際協力銀行（ＪＢＩＣ）の各種出融

資保証制度、日本貿易保険（ＮＥＸＩ）による貿易保険、国際協力機構（ＪＩＣＡ）

による円借款のほか、（株)産業革新機構22による事業投資などがある。 

これらの政策金融については、１０年６月に閣議決定された「新成長戦略」にお

いて、パッケージ型インフラ展開を推進する観点から機能強化の方向性が打ち出さ

れた。その結果、１０年１１月、関係政令の改正により、ＪＢＩＣにおける投資金

融の対象範囲が拡大され、先進国におけるブロードバンドインフラ、スマートグリ

ッド等のプロジェクト案件についても新たな融資対象として加えられた。さらに、

ＪＢＩＣにおいては、現地通貨対応強化等の機能強化、ＮＥＸＩにおいては、投資

先国の政策変更リスクに対するてん補開始等の海外投資保険におけるリスクテイ

ク機能の拡充、ＪＩＣＡにおいては、海外投融資の再開等についても検討が進めら

れている。しかしながら、ＩＣＴ分野のグローバル展開において、こうした政策金

融の利用実績は多いとは言えないのが実態である。 

    このため、ＪＢＩＣ、ＮＥＸＩ、ＪＩＣＡ等との連携を強化することにより、Ｉ

ＣＴ分野のプロジェクト案件形成を推進していくことが必要である。その際、プロ

ジェクト案件形成に向けたアプローチとして、以下の３点に留意することが必要で

ある。 

第一に、パッケージ型インフラ案件へのＩＣＴの組み込みを推進することが必要

である。新興国におけるインフラ受注においては、超長期のリスクテイクを求めら

れるケースがあるが、技術革新が激しいＩＣＴ分野単独の案件では、超長期のファ

                                                  
22 09 年 7 月、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に基づき設置された

機関であり、産業や組織の壁を超えた「オープンイノベーション」を活用し、新たな付加価値を

創出する革新性を有する事業に対して、中長期の産業資本を提供することを目的としている。 
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イナンスはそぐわない面がある。このため、ＩＣＴを組み込んだパッケージ型イン

フラとして、例えば電力、鉄道、水といったインフラの高度化や、オペレーション・

マネージメント機能にＩＣＴを組み込むことで、超長期ファイナンスのスキームを

活用することが考えられる。 

第二に、こうしたパッケージ型インフラの案件形成の際はＰＰＰ（Public 

Private Partnership）の組成を推進すべきである。従来地方自治体等が公営で行

ってきた事業において、民間事業者が事業の企画段階から参加して、設備は官が保

有したまま設備投資や運営全般を民間事業者に任せることで、より効率的な事業運

営を目指す手法が取り入れられてきている。23 

ＰＰＰを組成し運営されている事業は、公共性の高いサービスを安定的に提供し

続けることが求められることから、結果として、長期的かつ安定的なキャッシュフ

ローが生じる電力、水、鉄道といった公共性の高いサービス分野が、ＰＰＰ案件に

向いていると考えられる。24 

他方、ＩＣＴ分野においては、前述のとおり、技術革新のスピードが早く、ＩＣ

Ｔ分野単独では、長期的かつ安定的なキャッシュフローを生むことが難しいものの、

パッケージ型インフラの案件形成に際して、ＩＣＴを組み込むことで、ＰＰＰ案件

として形成することを考える必要がある。その際、相手国の国営会社やその子会社

等、日本企業にとらわれないパートナーシップを組む形のＰＰＰの組成も、プロジ

ェクト形成に効果的である。 

第三に、民間ファイナンスを主体とするプロジェクトファイナンスの活用が考え

られる。プロジェクトファイナンスは、特定のプロジェクトに対し、当該プロジェ

クトに関するすべての資産・権利を担保とした上で、プロジェクトのキャッシュフ

ローを返済原資として組成されることから、中長期的な案件に向いているものと考

えられている。他方、ＩＣＴ産業は、技術革新による市場変化が早いことから、長

期的かつ安定的なキャッシュフローをもたらす他分野のプロジェクトにＩＣＴを

組み入れることで、プロジェクトファイナンスを組成しやすくなると考えられる。 

我が国の金融機関によるプロジェクトファイナンスの現状をみると、グローバル

ランキング（０６年～１０年累計）25の上位１０行に邦銀が３行入っており、３行

で５年間累計７００件を超える案件を手掛け、総額８００億ドル（約６．４兆円）

                                                  
23 ０８年５月、マレーシアの旧エネルギー・水利・通信省（現 情報・通信・文化省）は「高速

ブロードバンド網整備計画」を公表した。同計画には、首都近郊の光ファイバ網の整備が含まれ

ており、ＰＰＰ方式で整備を行っている。（参考資料５８参照） 
24 例えば、水分野において、フランスは政府による資金協力やリスク保証のもとでＰＰＰを組

成し、オペレーションも含めた事業全体のノウハウを身につけた上で積極的な海外展開を行って

いる。 
25 Project Finance International 誌のランキングによる。（参考資料６０参照） 
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を超える融資を行うなど、我が国においても積極的に取り組まれており、民間ファ

イナンスと公的ファイナンスの各々の特徴を活かしつつ、一体的に推進する必要が

ある。 

そのためには、官民ファイナンスの連携を推進することが必要である。公的金融

機関であるＪＢＩＣの支援が得られる案件については、我が国の民間銀行も協調し

て融資を行いやすい面がある。このため、プロジェクト案件にＪＢＩＣによるファ

イナンスを組み入れることで、民間銀行のプロジェクトへの参画が容易になり、有

利な条件で融資を受けられる可能性が高まることが考えられる。 

 

（２）具体的施策 

 

① 国際協力機構（ＪＩＣＡ）との連携 

ＪＩＣＡは、資金協力（円借款、無償資金協力）、技術協力（専門家派遣、研

修受入）、協力準備調査等、多様なスキームを有し、案件の発掘・形成から、建

設、運営、維持・管理まで一貫した取組を行っており、パッケージプロジェクト

のグローバル展開にあたっては、これらの取組を活用することが重要である。 

近年、ＩＣＴ分野におけるＯＤＡ案件は少なく26、また、ＯＤＡを活用した開

発途上国におけるニーズ調査等も案件が少ないのが現状であるが、ＩＣＴインフ

ラは各国の社会経済活動の基盤として重要な役割を果たしている一方、世界全体

で見てみると、約５０億人がインターネットを利用しておらず、また、放送網が

整備されていない地域も多くあるなど、ＩＣＴの恩恵を十分に享受出来る環境に

ない状況に留まっている。 

このため、多くの途上国においても、ＩＣＴを国の経済成長のための重点分野

と位置づけ、ＩＣＴインフラの開発計画等を重要な政策課題としている27ことか

ら、今後ともＩＣＴ分野におけるＯＤＡの活用は必要である。その際、ＯＤＡ案

件としての展開を強化するためには、各国の開発計画等を上流工程から把握し、

ＯＤＡ案件として適切なタイミングで形成するための連携体制を、より一層整え

ていく必要がある。 

さらに、電力や道路・交通など長期間でのインフラ整備を前提としている分野

                                                  
26 ＩＣＴ分野においては、事業体が民営化されている場合が多いため、ODA 案件の対象となり

にくいこと、案件形成から実施に至るまでの手続きに数年が必要となる円借款のプロセスには、

技術革新の著しいＩＣＴインフラは、馴染みにくいこと等が考えられる。 
27 ＩＣＴ（とりわけブロードバンド）の普及は、新興国等を含めて高い経済成長をもたらす効

果があることが指摘されている。（世界銀行「Information and Communications for 

Development2009: Extending Reach and Increasing Impact」(０９年６月) （参考資料

６１参照） 
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について、これらのインフラをＩＣＴにより高度化する次世代社会インフラシス

テムとしてグローバル展開を行うことにより、円借款のスキームを有効に活用す

ることが出来ると考えられる。 

また、形成されたパッケージプロジェクトのグローバル展開にあたっては、相

手国の開発計画等のニーズ調査や、相手国のインフラ等の整備状況や法制度面等

との整合性の調査などが必要である。ＪＩＣＡでは、官民連携で取り組むＰＰＰ

インフラ事業に関して、民間からの提案に基づき事業計画策定を実施する枠組み

「協力準備調査（ＰＰＰインフラ事業）」28について１０年度から募集提案を行

っており、１１事業を採択している。また、企業等が行うＢＯＰビジネスとの連

携を促進する観点から、事前調査を支援する枠組み「協力準備調査（ＢＯＰビジ

ネス連携促進）」29を同じく１０年度から募集提案を行い、２０事業を選定して

いるところであり、相手国の事前調査にあたっては、これらのスキームを活用す

ることが有効である。 

 

② 政策投融資の活用 

製品・サービス単体での海外展開は、事業者によって個別にファイナンスの手

配が可能な額に収まるケースも比較的多い。しかし、我が国企業が案件受注に関

して有利に展開するには、製品やサービス単体での展開ではなく、オペレーショ

ンやマネージメントを含めた事業全体としてパッケージでの展開が望ましい。こ

うしたパッケージ展開を進めるにあたっては、多額の資金を準備する必要がある

上、超長期的なスキームを組む必要があるため、これまで以上にファイナンス面

の支援が重要な要素になってくる。しかしながら、ＩＣＴ分野単独でのＪＢＩＣ

による各種出融資保証制度やＮＥＸＩによる貿易保険等の利用実績は、必ずしも

多いとは言えないのが実情である。30 

米国31・韓国32・シンガポール33においては、政策金融の強化を国家戦略の柱

                                                  
28 円借款事業の発掘・形成の可能性のある全ての協力対象国において、調査提案を民間より公

募し、１．５億円を上限に、当該ＰＰＰインフラ事業の事業計画策定に必要なフィージビリティ

調査を委託する支援策。（参考資料６４参照） 
29 ＪＩＣＡ在外拠点所在国を対象に、ＢＯＰビジネスの事業化調査プロポーザルを民間（企業、

ＮＧＯ／ＮＰＯ、大学等：但し当面日本法人に限る）より公募し、５千万円を上限に、当該提案

法人にフィージビリティ調査を委託する支援策。（参考資料６４参照） 
30 他分野とパッケージ化して展開されている案件については、ＩＣＴ分野の数値として計上さ

れていない。 
31 オバマ政権は、輸出振興の観点から政策金融の拡充を図っており、米国輸出入銀行

（US-EXIM）の 2010 年度第１四半期の予算を、前年同期実績の約 3 倍にあたる 100 億ドル

とするなど、以降５年間で当該銀行の貿易金融の規模を倍増させる予定としている。 
32 １０年３月、中東諸国向け対外経済協力基金の３倍増を柱とする「ポスト・オイル時代の相

互パートナーシップ構築に向けた韓国・中東経済協力活性化案」を決定し、韓国輸出入銀行・韓

国輸出保険公社・対外経済協力基金の与信規模の拡大、公共投資ファンドの設立、アフリカ開発
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の一つとして打ち出しているところであり、我が国においても、民間ファイナン

スに加え、ＪＢＩＣの各種融資制度やＮＥＸＩによる貿易保険等の有効活用が不

可欠である。このため、本懇談会において、構成員企業等を対象として、具体的

なニーズや利用に係る課題について、アンケートを実施した。 

アンケート結果によると、ＪＢＩＣにおける融資対象国の拡大や取扱通貨の拡

大、ＮＥＸＩにおけるてん補範囲の拡大34等、パッケージ型インフラのグローバ

ル展開に向けた検討等を踏まえた取組が行われており、現状として必要とされる

支援策は講じられていることが確認された。 

他方、クラウドコンピューティングやＢＯＰ向け案件形成など今後新興国を中

心に有望視されるＩＣＴ分野へのファイナンス支援の強化など、融資適用条件の

柔軟化やリスクテイク拡大について引き続き取り組むことを期待する意見が寄

せられた他、各種ファイナンス支援スキームを有効に活用するため、知見やノウ

ハウ共有のためのセミナー・研修等の実施の希望が寄せられた。 

 

③ 産業革新機構等との連携 

（株）産業革新機構は、投資対象として、知財ファンド35による先端的な基礎

技術の事業展開や大企業との協働によるベンチャー企業の事業拡大、事業部門・

子会社の切り出しによる再編等を挙げており、ＩＣＴ分野や水・電力・鉄道等の

都市インフラ分野を投資セグメント事業例として掲げている。 

産業革新機構との連携によるプロジェクト案件形成の在り方としては、以下の

ような３つの可能性がある。 

第一に、当該機構は「オープンイノベーション」の実現による次世代産業の育

成を主眼に事業を展開していることから、ＩＣＴ分野においても、例えば、産学

官連携による先端技術の事業化や、地方ベンチャー企業と大企業との協業による

海外展開といった案件において、当機構の投資スキームを活用することが考えら

れる。 

第二に、水・電力・鉄道等の都市インフラ分野も投資セグメント事業の対象と

                                                                                                                                                            
銀行との協調融資の推進等を提示した。 
33 １０年２月、国際企業庁や公共事業庁の支援を目的に、シンガポール輸出入銀行の設立を決

定した。 
34 ＮＥＸＩの貿易保険では、比較的事故頻度が高く相応のリスクが伴う現地の許認可や政策変

更、補助金等約束の反故等の項目についても、てん補範囲に含まれていることから、特にこれら

のリスクが比較的高いと考えられる新興国に展開する際には有効であると考えられる。（参考資料

７３参照） 
35 知的財産に投資を行うファンド。知的財産戦略ネットワーク株式会社と株式会社産業革新機

構は、日本初の知財ファンドである「ＬＳＩＰ」を１０年 8 月に設立。 
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しており、水ビジネスのグローバル展開や鉄道・原子力ビジネスのグローバル展

開体制の構築に対しても投資実績を有していることから、ＩＣＴを組み込んだパ

ッケージでのインフラ展開においても、当該機構の投資スキームの活用が考えら

れる。 

第三に、当該機構は、ファイナンスソリューションの提供者という面以外にも、

事業に対する社会的ニーズや成長性・革新性といった幅広い観点から投資対効果

を考慮し、投資の是非を判断するノウハウや知見を有する投資家としての側面も

ある。このため、案件形成の初期段階から必要に応じて協力を求めることで、事

業の収益性や企業アライアンス組成等について有益な助言を得ることが期待で

きる。 

 

④ 国際機関等との連携 

国際機関等との連携としては、国際電気通信連合(ＩＴＵ）やアジア・太平洋

電気通信共同体(ＡＰＴ)に対して拠出した資金の活用が考えられる 

ＩＴＵでは途上国の技術援助等をするため、各種プロジェクトを実施している

が、上記の拠出金に基づき総務省と共同でフィージビリティスタディ等を行って

おり36、引き続きこうした取り組みを継続するとともに、これを活用していくこ

とが必要である。 

ＡＰＴでは、我が国の特別拠出金により複数のプログラムを実施しているが、

これらのうち、特に、相手国との共同研究プロジェクトや、相手国内において実

施するパイロットプロジェクトの活用が考えられる。37 

これらのプロジェクトの実施により、ファイナンス面のメリットに加え、相手

国の状況把握や人脈の構築のほか、相手国においてプロジェクトを実施するため

のノウハウを得ることが期待できるとともに、グローバル展開を行うためのプロ

ジェクトマネジメントやＳＩ能力等の能力開発・人材育成のためのツールとして

活用できる。 

他にも、ＡＳＥＡＮ地域に対しては、加盟各国及び我が国からの拠出金による

「ＡＳＥＡＮ ＩＣＴ基金」38を活用した各種プロジェクトの実施に加え、  

                                                  
36 ０９年には、ヨルダン・チュニジアの 2 地域を対象とした、通信網の整備に関するフィージ

ビリティスタディを実施。（参考資料７９参照） 
37 ２０１０年度については、約 192 万ドルを拠出。ＡＰＴでは、国際共同研究を９件、パイロ

ットプロジェクトを３件採択し、実施している（いずれも相手国と日本企業により実施）。（参考

資料８１参照） 
38 ＡＳＥＡＮ域内でのＩＣＴの発展を目的として設置されたもの。実施する活動については、

毎年開催される日・ＡＳＥＡＮ情報通信大臣会合もしくは高級事務レベル会合で決めることとな

っている。 
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ＡＳＥＡＮ域内の統合支援を目的として日本政府とＡＳＥＡＮが相互の協力を

促進するためにもうけられた「日・ＡＳＥＡＮ統合基金（Japan-ＡＳＥＡＮ 

Integration Fund（ＪＡＩＦ））」39を有効に活用していくことも考えられる。 

    

４．グローバル展開体制の組成 

 

（１）基本方針 

 

我が国においては、ＩＣＴ関連企業が多数存在する他、国・業界団体等プレーヤ

ーやステークホルダーが多く、個別技術に関しては優位であっても、それらの統合

や応用といった点で課題がある。急速に競争力を付けている海外の競合企業に対応

するためには、国内市場における競争だけではなく、グローバル市場でのビジネス

拡大を目指した経営体制の構築が求められる。このためには、各企業の強みを結集

し、産業や組織の枠を超えた「オープンイノベーション」を実現するためのマッチ

ング機能を有する体制の構築が必要である。 

また、ニーズドリブンなプロジェクト案件形成を行うためには、得意とする経営

資源を各企業が持ち寄り、それらをコーディネートし、プロジェクトとして組成す

る必要がある。さらに、機器とサービスの連携を図るためには、通信事業者、ベン

ダー、ＳIer などの連携が必要であるとともに、相手国の動向などに関する情報収

集・共有を行うためには、上記の主体の他、政府、商社等の連携が必要である。加

えて、ファイナンス面での各種支援を有効に活用するためには、政策金融機関や民

間金融機関との連携が必要である。 

このため、ＩＣＴ産業のグローバル展開を推進するための体制として、グローバ

ルコンソーシアムを民間主導で組成し、政府はその活動を支援することが必要であ

る。なお、政府の「新ＩＣＴ戦略」においても、民間主導の情報通信技術グローバ

ルコンソーシアム（開発調査、プロジェクトの形成、ファイナンス等を実施）の組

成を支援することとされている。40 

 

（２）具体的施策 

 

① グローバルコンソーシアムの機能 
                                                  
39 １５年までに共同体設立を目指し、域内格差是正を中心に統合を進めるＡＳＥＡＮ支援等 

のために設置された基金。日本及びＡＳＥＡＮが適当と判断する活動を実施することとなってい

る。 
40 我が国の情報通信技術関連システムの展開に向けて、民間主導の情報通信技術グローバルコ

ンソーシアム（開発調査、プロジェクトの組成、ファイナンス等を実施）の組成を支援するため、

関係府省が連携して検討を行い、推進体制を整備し、官民の役割分担をはじめとする具体的なア

クションプランを策定することとされている。 
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上記の基本方針に基づき、国、通信事業者、メーカ、商社、金融機関等で構成

するグローバルコンソーシアムを、遅くとも１２年夏を目途に組成することが適

当である。その際、本コンソーシアムが有すべき機能としては、以下の５点が挙

げられる。 

第一に、展開対象国に関する情報収集や情報共有機能を持つ必要がある。５頁

の「上流工程からの関与」で述べたように、案件受注のポイントとして、相手国

の開発計画策定段階における早期のプロジェクト形成が必要であり、展開対象国

に関する情報は、国・関係機関・民間企業それぞれが有しているものの、情報の

共有がなされていないため、スピーディーなプロジェクト形成が阻害されている

との指摘がある。そのため、展開対象国の国土計画や都市開発情報、プロジェク

トのマスタープラン策定状況や調達・事業開発に関する情報、政策動向や規制に

関する情報等を幅広く収集するとともに、コンソーシアム内で共有する機能を持

たせることが考えられる。 

第二に、案件形成に向けたファイナンス面での調整機能を持つ必要がある。海

外展開においてはファイナンス面での支援が必須であり、ＪＢＩＣやＮＥＸＩ等

の公的ファイナンス、ＪＩＣＡや産業革新機構等が行っている各種支援策を効率

的に連携させて活用するため、コンソーシアムと各支援機関が有機的に連携した

体制の構築が望まれるほか、前掲のアンケートにおいても要望があった通り、各

種ファイナンス支援スキームに関する知見やノウハウ共有のためのセミナー・研

修等の実施等が期待される。 

第三に、案件形成のシーズから具体的な案件につなげるための支援策との調整

機能を持つ必要がある。具体的には、フィージビリティスタディや実証実験等の

支援策とプロジェクトのコーディネート、相手国におけるセミナーやシンポジウ

ムの開催等を行うことが考えられる。例えば、相手国におけるプロジェクト展開

の足がかりを作った上で、「ＩＣＴ海外展開推進事業」41や「アジア・ユビキタ

スシティ構想」42等の予算を活用した実証実験やフィージビリティスタディを行

い、相手国における展開拠点を確立した上で、ＯＤＡプロジェクトや PPP プロ

ジェクトとして構築することが考えられる。 

                                                  
41 民間企業の海外展開を容易にするため、政府間において、我が国の高度のＩＣＴシステムの

展開に向けたハイレベルの戦略的協調関係を構築する一方で、それぞれのシステムごとに企業の

枠を超えたＩＣＴ産業の海外展開方針を作成し、関連調査の支援、モデルシステムの構築、セミ

ナーの開催等を実施する施策（１１年度予算額：１２億円）。（参考資料８２参照） 
42 我が国が確立したＩＣＴ技術や知見、経験をアジア各国と共有、諸課題の解決に役立てると

ともに、相手国のニーズや事情に合致した先端的なＩＣＴ利活用技術を海外展開していくために

必要となる①当該国におけるＩＣＴ利活用分野のニーズ調査、②技術・制度面の課題等の洗い出

し、③当該国開発計画と整合性のとれたマスタープランの策定、④ＩＣＴ利活用システム導入に

向けたフィービリティ調査等を行う施策（１１年度予算額：２億円）。（参考資料８３参照） 
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第四に、参画企業間の調整を行う機能が必要である。オペレーションやマネー

ジメントを含んだパッケージでの展開を行うためには、通信キャリア、ベンダー、

商社、ディベロッパー、法制度の専門家等、多くのプレーヤーが関与する必要が

あり、戦略的なコーディネーションの有無が受注の成否を分ける。そのため、案

件毎に最適な企業アライアンスを組成するコーディネータが必要であり、コンソ

ーシアムが有すべき機能の一つであると考えられる。併せて、各社が有する強み

を把握しつつ、案件毎に技術や機能においてもマッチングを行うことが求められ

る。 

一方で、プロジェクトの形成・展開においては、各企業が戦略を練り、個別に

アライアンスを組み、競合企業との競争のもと、案件受注に向けて取り組んでい

るところである。グローバルコンソーシアムは、これらの個別の取組において共

通的に必要となる機能を有する組織とするとともに、官民一体となって推進すべ

きプロジェクトを中心に、グローバルコンソーシアムを活用した企業アライアン

スの組成などを行うことが考えられる。 

第五に、グローバル展開に携わる人材の確保43が重要である。そのためには、

グローバル展開に携わった経験のあるＯＢ人材のノウハウの活用や、グローバル

展開に携わる新たな人材の育成を行うことが重要である。また、ＪＩＣＡでは、

国際協力キャリア総合情報サイト（PARTNER）による人材登録制度も構築され

ており、こうした取組との連携も有効である。 

なお、グローバル展開を効果的に進めるためには標準化は有効な手段であるこ

と、前述の重点分野においても「センサーネットワーク」と「スマートグリッド」

など、案件形成と標準化が相互に連携することによる相乗効果が期待されること

から、「ＩＣＴ国際標準化推進会議」において進められている標準化活動とも有

機的な連携を図ることが重要である。 

 

② 組成に向けた行動計画 

グローバルコンソーシアムの組成に際しては、上記５つの機能を兼ね備えたも

のであることが望ましいが、発足当初から、これらの機能すべてを実装するので

はなく、コンソーシアムの参加企業等の意向等を踏まえつつ、まずは試行プロジ

ェクトの案件形成を図りつつ、案件のマッチング機能の充実、ファイナンス面で

の連携等を軸に進め、その後、順次機能の拡大を目指すことが適当である。 

                                                  
43 海外展開において成功を収めている Samsung では、グローバル化に対応するため、１９９

０年より、社員の海外文化・習慣の習熟を目的とした「地域専門家制度」を導入。本制度では、

派遣先国に１年間滞在させ、事業開拓等の仕事は課すことなく、言語・習慣・文化等、派遣先国

を深く理解することを目的としており、他社が研修の実施等にとどまる中、市場開拓の一環とし

て先んじた世界市場へのアプローチを行っている。（参考資料８４参照） 
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このため、試行プロジェクトとして、「センサーネットワーク」、「災害対応Ｉ

ＣＴシステム」、「電子行政」等のプロジェクトのうち、相手国における事前調査・

フィージビリティスタディや実証実験を実施する案件を対象として、グローバル

コンソーシアムの立ち上げに向けた検討を早急に関係者において進めることが

重要である。その際、必要に応じて「ＩＣＴ海外展開推進事業」や「アジア・ユ

ビキタスシティ構想」等の支援策の活用も考慮すべきである。 

グローバル展開は、あくまでも民間企業が主役となって推進するものであるこ

とから、本コンソーシアムの設立は民間主導で進められるべきであるが、相手国

政府に対する政府間での働きかけ等も必要であることから、政府もオブザーバと

して参加するなど、官民が連携した体制として構築することが望ましい。 

また、グローバル展開を行う連携体制の構築とともに、相手国シーズの発掘や

プロジェクトの働きかけを行うために、各国におけるコンベンションやシンポジ

ウム等の場を活用して、我が国ＩＣＴシステムをパッケージ化し、積極的に発信

していくことが必要である。その際、今回の震災に伴い傷ついた我が国ＩＣＴ関

連製品の「安心・安全」というブランドイメージの回復に留意することが重要で

ある。更に、傷ついた信頼を回復し、世界との絆を深めていくためにも、震災復

興に取り組む国家としての姿や復興プロセス等を情報発信するための環境整備

が必要である。44 

                                                  
44 「政策推進方針～日本の再生に向けて～」（本年５月１７日閣議決定）においては、「東日本

の復興を支え、震災前から直面していた課題に対応するため、日本の再生に向けた取組も再スタ

ートしなければならない」とした上で、「日本再生に向けた再始動」における「再始動に当たって

の基本７原則」として、「東日本大震災により露呈した弱点を克服するとともに、傷ついた信頼を

回復し、世界との絆を強めていく。力強い日本を再生させるものでなければならない。」とした上

で、「⑥ 国と国との絆の強化による開かれた経済再生」、「⑦ 日本再生に関する内外の理解促進」

が掲げられている。 
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第３章 国の果たすべき役割 

 

 

第２章において、「ジャパンイニシアティブによるプロジェクト案件形成」、「標準

化戦略」、「ファイナンスの積極的活用」、「グローバル展開体制の組成」について、具

体的に取り組むべき施策について述べたところであるが、これらを要約し、今後、国

の果たすべき役割として、以下のとおり提言する。 

 

 

１．基本方針 

 

ＩＣＴ産業のグローバル展開は、あくまでも民間企業が主役となって推進するも

のであるが、各国におけるインフラ整備は、政府による国土・地域計画や都市開発

計画の策定等とも密接に関連することから、政府間での情報交換や協調体制の構築

が有効であり、我が国企業の積極的な海外展開を図る上では、官民一体となった取

組が必要である。 

なお、米国においても、１０年１月の一般教書演説において、今後５年間に米国

の輸出倍増と２００万人の雇用創出を謳った「国家輸出イニシアティブ（National 

Export Initiative）」45 を発表し、政府による支援を一層強化している。また、仏

国においても、大統領府に「国際契約の入札のための関係省庁委員会（ＣＩＡＣＩ）」

を設置し、優先すべきプロジェクトの「選択と集中」を図り、官民一体となった取

組を推進している。 

 

 

２． 具体的施策 

 

（１）政府間対話による働きかけの実施 

 

第一に、政府間での積極的な働きかけ（トップセールス）を強化するためには、

官民一体型ミッションの派遣が必要である。この点、これまでもインド、ベトナム

などにおいて実施してきており、引き続き、こうした取組を強化していくことが必

                                                  
45 「国家輸出イニシアティブ（National Export Initiative）」では、商談サポートのための専

門家３２８人を配置し１１年には２３０００社の商談サポート実施の他、今後５年間で中小企業

の貿易を倍増、中国・インド・ブラジルの３地域の重点地域化、環境技術や再生可能エネルギー

分野等の重点セクター化を掲げている。（参考資料８7 参照） 
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要である。46  

また、前述のＡＰＴにおけるパイロットプロジェクトの実施やＯＤＡの活用にあ

たっては相手国政府からの要請が必要であり、相手国への展開にあたっては相手国

の法制度環境との協調が前提となることからも、政府間対話による早期情報収集や

相手国政府との覚書（ＭｏＵ）の署名といった政府による働きかけと相互理解を深

めることが必要である。 

 

（２）相手国における実証実験等の支援 

 

海外展開にあたっては、ＩＣＴの製品・サービスそのものだけではなく、課題先

進国としての経験と先端的なＩＣＴの組合せを訴求していくことや、これまで官民

で取り組んできた実証実験等から得られた資産をパッケージ化し、相手国の課題を

解決するといった国際貢献の視点でのグローバル展開も必要である。そのための支

援の在り方としては、以下の３点が考えられる。 

第一に、グローバル展開を行うためには、相手国の社会インフラ全般の政策動向

やニーズの調査等に加え、相手国の法制度環境との協調など総合的な取組が必要で

あることから、事前調査やシステムの「見える化」を行う実証実験の実施等に対す

る支援が必要である。 

第二に、ニーズドリブンな展開を行う観点からは、システムの「見える化」を行

う実証実験についても、実展開を見据えた実装・応用型案件に転換すべきであり、

今後の案件選定にあたっては考慮すべき点である。また、案件の採択にあたっては、

事前評価において、展開ロードマップや推進体制等を踏まえた将来の受注可能性を

十分に検証すべきである。また、実証実験終了後の事後評価だけではなく、プロジ

ェクトの展開状況を継続して検証することが必要である。 

第三に、これまでは単年度毎に案件を選定することが一般的であったが、オペレ

ーションやマネージメントを含むパッケージでの展開に関しては単年度でプロジ

ェクトを完遂することは困難であることから、複数年度での展開を前提としたプロ

ジェクトについても支援が可能となるよう、柔軟な支援スキームを構築することが

必要である。 

 

（３）日本ブランドや復興に取り組む姿の情報発信 

 

グローバル展開にあたっては、連携体制の構築とともに、相手国への適切な情報

                                                  
46 韓国では、大統領が各国要人を訪問する際に情報通信担当大臣やＩＣＴ関連企業も同席させ

るなど、グローバル展開のための先導的な役割を官民連携して進めている。（参考資料８８参照） 
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発信が重要であり、以下の 2 点の取組が必要である。 

第一に、今回の震災に伴い傷ついた信頼を回復し、世界との絆を深めていくため

にも、震災復興に取り組む国家としての姿や復興プロセス等を情報発信することが

重要であり、復興に取り組む姿・プロセスに係るコンテンツ作成、コンベンション

の場の提供など情報発信を行うための環境整備が必要である。 

第二に、相手国シーズの発掘やビジネストレーディングを行うとともに、今般の

震災で傷ついた我が国ＩＣＴ関連製品の安心・安全ブランドの回復を図るため、各

国におけるコンベンションやシンポジウム等の場の提供や、これらの場を活用して、

我が国ＩＣＴを積極的に発信していくことが必要である。 

 

（４）政府内における連携強化 

 

社会インフラシステムにＩＣＴを組み込んだパッケージ型インフラの展開にあ

たっては、複数の分野にまたがることから関係省庁間における連携が必要である。

また、パッケージ型インフラ海外展開大臣会合等における検討など政府内における

関連会合とも連携しつつ推進することが必要である。 
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用語集 

 

（アルファベット順） 

項 目 
頁 

（初出）
解 説 

APT 

【Asia-Pacific Telecommunity】 

24 アジア・太平洋地域における電気通信に関

する専門機関。アジア太平洋地域における 

電気通信の均衡した発展を目的として、研修

やセミナーを通じた人材育成、標準化や無 

線通信などの地域的な政策調整及び電気通

信問題の解決等を行う。 

ASEAN 

【Association of South-East 

Asian Nations】 

9 域内における経済成長、地域における政治・

経済的安定の確保、域内諸問題の解決を目

的として東南アジア 10 カ国が加盟する地域

連合。 

BOP 

【Base of Pyramid】 

13 年間所得が購買力平価ベースで 3,000 ドル

以下の開発途上国の低所得階層。 

ＩＭＦ 

【International Monetary Fund】 

2 国際通貨基金。米国ブレトン・ウッズにおい

て調印された国際通貨基金協定に基づき、

1945 年に設立された。主な目的は、通貨に

関する国際協力を促進すること、為替の安

定を促進すること、国際収支困難に陥った加

盟国へ融資を行うこと。 

ＩＴＵ 

【International 

Telecommunication Union】 

15 電気通信に関する国連の専門機関であり、

多国間の円滑な通信を行うため、世界各国

が独自の通信方式を採用することによる弊

害の除去や、有限な資源である電波の混信

の防止、電気通信の整備が不十分な国に対

する技術援助等を目的としている。 

ＭoＵ【Memorandum of 

Understanding】 

30 覚え書き。一般的には、条約や契約書と異

なり、法的な拘束力はない。 

ODA 

【Official Development 

Assistance】 

1 政府または政府の実施機関によって開発途

上国または国際機関に供与されるもので、

開発途上国の経済・社会の発展や福祉の向

上に役立つために行う資金・技術提供による

協力のこと。 



33 
 

OECD 

【Organization for Economic 

Co-operation and 

Development】 

2 先進国間の自由な意見交換・情報交換を通

じて、１）経済成長、２）貿易自由化、３）途上

国支援に貢献することを目的とした国際機関

PPP 

【Public-Private Partnership】 

20 公共サービス提供に民間主体を活用し、官

民が協調して事業を実施する手法。 

SIer 

【System Integrater】 

25 情報システムの設計、開発から保守管理ま

でを一元的に提供する企業。 

UI 

【User Interface】 

7 コンピュータシステムあるいはコンピュータプ

ログラムとユーザとの間で情報をやり取りす

るための方法、操作、表示といった仕組みの

総称。 

WEF 

【World Economic Forum】 

2 世界経済の発展と協調の促進、新しい理念

と専門知識の共有の促進、諸政策やプロジ

ェクトの推進のため、独立的、継続的に非公

式のフォーラムの場を提供することを目的と

し、１９７１年に創設された非営利の公益財

団。 

 

 

 

（五十音順） 

項 目 
頁 

（初出）
解 説 

オープンイノベーション 3 自社内外のイノベーション要素を最適に組み合

わせることで新規技術開発に伴う不確実性を最

小化しつつ新たに必要となる技術開発を加速

し、最先端の進化を柔軟に取り込みつつ、最短

時間で最大の成果を得ると同時に、自社の持つ

未利用資源を積極的に外部に切り出し、全体の

イノベーション効率を最大化する手法。 

クラウドコンピューティ

ング 

23 データサービスやインターネット技術等が、ネッ

トワーク上にあるサーバー群にあり、ユーザは

今までのように自分のコンピュータでデータを加

工・保存することなく、「どこからでも、必要な時

に、必要な機能だけ」利用することができる新し

いコンピュータ・ネットワークの利用形態。 



34 
 

項 目 
頁 

（初出）
解 説 

高齢社会 3 65 歳以上の高齢者人口が総人口の 14％以上

21％未満の水準からなる社会。 

コミュニティＦＭ 3 市町村単位を放送エリアとする FM 放送。放送

エリアが小さく、より地域に密着した番組を放送

していることが特徴。 

コモディティ化 7 ある商品の普及が一巡して汎用品化が進み、

競合商品間の差別化が難しくなり、価格以外の

競争要素がなくなること。 

実質経済成長率 2 国内で生産された製品・サービスを時価で示し

た名目国内総生産から物価変動分を除いた実

質国内総生産の変化率。名目経済成長率から

物価上昇率を差し引いたもの。 

ストリーミングデータ 8 センサー、端末、サーバー等の機器から、連続

かつ大量に発生するデータ。 

スマートグリッド 15 発電設備から末端の機器までを通信網で接

続、電力流と情報流を統合的に管理することに

より自動的な電力需給調整を可能とし、電力の

需給バランスを最適化する仕組みのこと。 

中波ラジオ 3 526.5kHz から 1606.5kHz までの周波数を利用し

て音声その他の音響を送る放送で、我が国最

初の放送メディア。 

ディザスタリカバリー 3 自然災害などで被害を受けたシステムを復旧・

修復すること。また、そのための備えとなる機器

やシステム、体制のこと。 

デジタルサイネージ 15 ネットワークに接続したディスプレイなどの電子

的な表示端末機器を使って情報を発信するシス

テム。 

バリューチェーン 13 調達・開発・製造・販売・サービスといったプロセ

スごとに、それぞれが、一連の流れの中で、価

値を付加・蓄積していくものととらえ、この連鎖

によって顧客に向けた最終的な価値が生み出

されるとする考え方。 

フィージビリティスタディ 13 費用対効果調査、費用便益調査。具体的には

新製品や新サービス、新制度に関する実行可

能性や実現可能性を検証する作業のこと。 
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項 目 
頁 

（初出）
解 説 

プロジェクトファイナンス 20 企業の信用力や担保価値に依存するのではな

く、経営ノウハウや技術力等に着目し、事業そ

のものが生み出すキャッシュフローに返済原資

を限定する融資形態。 

モジュール化 8 統一された規格を下に、複雑な製品をいくつか

の部分（モジュール）に分解し、それぞれのモジ

ュール毎に独立したイノベーションが行われるこ

と。 

ユビキタスネットワーク 7 いつでも、どこでも、何でも、誰でもアクセスが可

能なネットワーク環境。ユビキタスとは「いたると

ころに遍在する」というラテン語由来の言葉。 

 

 



ＩＣＴグローバル展開の在り方に関する懇談会

参考資料
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資料２ 「新たな情報通信技術戦略」新市場の創出と国際展開
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第１章 グローバル展開にあたっての基本理念

 政府・提供者が主導する社会から納税者・消費者である国民が主導する社会への転換を図り、「知識情報社会」を実現。

 今回の戦略は、過去の戦略の延長線上にあるのではなく、新たな国民主権の社会を確立するための重点戦略（３本柱）
に絞り込んだ戦略。これは、別途策定される新成長戦略と相まって、我が国の持続的成長を支えるべきもの。

「新たな情報通信技術戦略」 概要

Ⅰ．基本認識

Ⅱ．３つの柱と目標

１．国民本位の
電子行政の実現

戦 略 の 全 体 構 成

２．地域の絆
の再生

３．新市場の創出と
国際展開

重点施策重点施策

■情報通信技術を活用した行政刷新
と見える化

■オープンガバメント等の確立

２０１３年までに国民が監視・
コントロールできる電子行政を実現 等

２０１５年頃を目途に
「光の道」を完成 等

２０2０年までに
約７０兆円の関連新市場を創出 等

重点施策重点施策

■医療分野、高齢者等、教育分野の
取組

■地域主権と地域の安心安全の確立
に向けた取組

重点施策重点施策

■環境技術と情報通信技術の融合に
よる低炭素社会の実現

■クラウドコンピューティングサー
ビスの競争力確保 等

Ⅲ．分野別戦略

資料1

２０１０年５月１１日に開催されたＩＣＴ戦略本部において「新たな情報通信技術戦略」を決定。



(1) 環境技術と情報通信技術の融合による低炭素社会の実現

• スマートグリッドを国内外で推進

• ＩＣＴを活用した住宅・オフィスの省エネ化、ITSによる人・モノの移動

のグリーン化のほか、ＩＣＴを活用した、あるいはＩＣＴ分野の環境負荷
軽減を実現する新技術の開発・標準化・普及等を推進

「新たな情報通信技術戦略」 新市場の創出と国際展開

 2020年までに、ＩＣＴを活用して約７０兆円の関連新市場を創出

 2020年までに、スマートグリッドを一般化するとともに、家庭・業務部門で率先してＣＯ２排出削減を可能に

 2020年までに、ＩＴＳを活用して全国の主要道における交通渋滞を2010年比で半減

 2013年までに、戦略分野（新世代・光ネットワーク、次世代ワイヤレス、クラウド、スマートグリッド、ロボット、３Ｄ映像等）に
おける集中的な研究開発を進め、主要海外市場における知的財産権・国際標準を戦略的な獲得・国際展開を可能に

ⅰ）スマートグリッドの推進と住宅やオフィスの低炭素化

・再生エネルギー等を活用したスマートグリッド技術に各種システムを組合せ、地域レベ
ルでの最適なエネルギーマネジメントを実現

ⅱ）人・モノの移動のグリーン化の推進
・グリーンITSを推進するため、ロードマップを策定（2010年度中）

ⅲ）情報通信技術分野の環境負荷軽減

・データセンター向けの省エネルギー指標の実測・公表・標準化を推進
・ＩＣＴ分野の環境負荷軽減に至る新技術の開発・標準化・普及等を推進

ⅰ）デジタルコンテンツ市場の飛躍的拡大

・コンテンツの海外展開への支援、人材育成、電子書籍の普及に向けた支援
ⅱ）空間位置情報サービスその他の電子情報を活用した新市場の創出
ⅲ）高度情報通信技術人材等の育成

・高度ＩＣＴ人材の育成・登用に向けたロードマップを策定（2010年中）

・特区制度創設等、データセンターの設置に係る規制緩和などを検討（2010年度中）

ⅰ）アジア太平洋地域内の取組

・アジア太平洋域内を知識経済化し、域内の情報通信基盤の整備等を推進
ⅱ）国際物流における貨物動静共有ネットワークの構築
ⅲ）情報通信技術グローバルコンソーシアムの組成支援

・民間主導のコンソーシアムの組成支援のため、アクションプランを策定（2010年度中）
ⅳ）情報通信技術による公共調達市場の拡大

・我が国が強みを有する技術分野について集中的に研究開発を実施
・国際標準獲得・知的財産活用につながる知的財産マネジメントを推進
・ＩＣＴに係る最先端の研究を行い、海外から有能な教員等を呼び込める高等教育機関
を強化

目標

(2) 我が国が強みを持つ情報通信技術関連の研究開発等の推進

• 我が国が強みを持つＩＣＴ関連の研究開発を重点的に推進し、早期の
市場投入を目指す

(3) 若い世代の能力を活かした新事業の創出・展開

• デジタルネイティブ世代の能力を活かせる環境を整備し、コンテンツ
やＩＣＴに関する新事業の創出・展開を推進

(4) クラウドコンピューティングサービスの競争力確保等

• データ利活用による新産業創出、データセンターの国内立地の推進、
関連技術の標準化等の環境整備を集中的に実施

(5) オールジャパンの体制整備による国際標準の獲得・展開及び輸出・
投資の促進

• オールジャパンの体制を整備し、集中的な研究開発、主要海外市場
における知的財産権・国際標準の戦略的な獲得・展開等を実施

具体的取組重点施策

タスクフォース設置

資料2

「グローバル時代におけるＩＣＴ政策に関するタスクフォース」 全体構成

政策決定プラットフォーム
（総務大臣、総務副大臣、総務大臣政務官（政務三役）及び各部会の座長・座長代理から構成）

過去の競争政策の
レビュー部会

国際競争力強化
検討部会

検討チーム

コンテンツ振興
検討チーム

国際標準化戦略に
関する検討チーム

環境問題対応
ワーキンググループ

遠隔医療等推進
ワーキンググループ

電子政府推進対応
ワーキンググループ

地球的課題検討部会

脳とＩＣＴに関する
懇談会

少子高齢化の急速な進展による経済成長への

影響等が懸念される中、グローバルな視点から、

競争政策を環境変化に対応したものに見直すとと

もに、ＩＣＴの利活用により、我が国及び諸外国が

直面する経済的、社会的課題等の解決に貢献す

るため、タスクフォースを発足。

タスクフォース発足の目的

「光の道」
ワーキンググループ

ワイヤレスブロードバンド
実現のための周波数

検討ワーキンググループ

電気通信市場の環境
変化への対応検討部会
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「グローバル時代におけるＩＣＴ政策に関するタスクフォース」 概要

政策決定プラットフォーム
（総務大臣、総務副大臣、総務大臣政務官（政務三役）及び各部会の座長・座長代理から構成）

座長：黒川和美

法政大学大学院
政策創造研究科教授

座長代理：相田 仁

東京大学大学院
工学系研究科教授

昭和６０年の電気通信市場の
自由化、電電公社の民営化以
降、講じられてきた各種規制緩
和措置や制度改革等が電気通
信市場の公正競争にもたらした
効果等を検証。

過去の競争政策の
レビュー部会

座長：山内弘隆

一橋大学大学院
商学研究科教授

座長代理：徳田英幸

慶應義塾大学大学院
政策・メディア研究科委員長

ＩＰ化、ブロードバンド化、モバ
イル化等近年及び将来の市場
環境の変化を踏まえ、グローバ
ルな視点から市場のさらなる発
展に向けた課題の解決方策に
ついて検討。

電気通信市場の環境
変化への対応検討部会

座長：寺島実郎

財団法人日本総合研究所
会長

座長代理：岡 素之

住友商事株式会社
代表取締役会長

少子高齢化による国内市場の
縮小を補い、新たな雇用を創出
する観点から、コンテンツ事業者、
メーカー等を含む幅広いＩＣＴ関
連企業によるオールジャパン体
制でのグローバル展開を促進す
る方策を検討。

国際競争力強化
検討部会

座長：金子郁容

慶應義塾大学大学院
政策・メディア研究科教授

座長代理：村上輝康

株式会社野村総合研究所
シニア・フェロー

創造、協働の理念に基づき、
環境問題や医療問題といった世
界各国が直面している地域的・
地球的課題について、コンテン
ツの豊かな流通を含むＩＣＴの利
活用により、全ての人々が等しく
恩恵を享受できるような解決方
策を検討し、来年度のＡＰＥＣ関
連会合等の場で提示するなど、
リーダーシップを発揮する。

地球的課題検討部会

連携

検討状況報告

連携 連携

指示 検討状況報告 指示 検討状況報告 指示 検討状況報告 指示

（敬称略）

少子高齢化の急速な進展による経済成長への影響等が懸念される中、グローバルな視点から、競争政策を環境変化に対
応したものに見直すとともに、ＩＣＴの利活用により、我が国及び諸外国が直面する経済的、社会的課題等の解決に貢献す
るため、タスクフォースを平成２１年１０月に発足。約１年間議論を行い、平成２２年１２月に取りまとめを行った。
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国際競争力強化検討部会 最終報告書構成

ＩＣＴグリーンプロジェクト 「次世代社会インフラシステム」の
国際展開

デジタルネイティブ世代のパワー等
を活かした新事業の創出支援

デジタルコンテンツ創富力の強化

グローバル展開推進体制の確立

研究開発戦略

ＩＣＴ国際競争力強化に向けた工程表 （別冊）

①重点推進プロジェクト

②連携推進体制

③技術戦略

➢スマートグリッド/スマートメータの
推進

➢ＩＣＴグリーン関連システムのス
ケールアウトの推進

➢パッケージでのアジア展開
➢地デジ等主要通信インフラの国際展開
➢ＩＣＴ利活用モデルの国際展開

➢高度ＩＣＴ人材の育成
➢デジタルネイティブ世代の活用
➢ＢＯＰ層を対象とした国際展開

➢Ｊコンテンツの発信力の強化
➢コンテンツの活用による経済活性化
➢デジタルコンテンツ流通環境の整備

➢ 「グリーン」「ライフ」「未来革新技術」分野の重点プロジェクトの推進

➢研究開発の成果展開の推進

➢ＩＣＴグローバル・コンソーシアムの構築
➢国際的なフォーラム(ISDB-Tインターナ

ショナル・フォーラム）等の活用推進

スマート・クラウド戦略
➢「知識情報社会」と新たな経済成長を実現 ➢「利活用戦略」「技術戦略」「国際戦略」の推進

Ⅱ．重点戦略分野

Ⅰ．３つの基本理念
● ＩＣＴによる持続的経済成長の実現 ● グローバルな「協働関係」の構築

グローバル市場の成長を取り
込んだＩＣＴ産業への転換 「課題先進国」としての国際貢献

相手国と共に課題解決を図る
人中心のシステム作り

➢研究開発環境・人材のグローバル化プロジェク
トの推進

➢ネットワーク基盤の構築（「アジア光の道」構想）
➢「知識・言語グリッドプロジェクト」の推進

アジア連携ネットワーク基盤の構築

➢政策金融制度の対象範囲・対象国の拡大
➢ＯＤＡを活用した社会基盤整備の総合的な推進
➢アジア高度人材ネットワークの形成

ファイナンス面での支援の充実・ＯＤＡ資金の活用

国際標準化戦略
➢標準化活動に対する支援
➢標準化に関する重点分野

● 日本のＩＣＴ「総合力」の発揮
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国際競争力強化検討部会 ３つの基本理念

● ＩＣＴによる持続的経済成長の実現・・・グローバル市場の成長を取り込んだＩＣＴ産業への転換

ＩＣＴは今後の経済成長を支える戦略的産業であり、グローバル市場の中で我が国ＩＣＴ産業の国際競争力の強化を図るこ
とが必要。

我が国の国際競争力は世界第21位（2010年）。一方で、中国、インドその他のアジア新興国では、急速な経済成長・市場
拡大が続いており、このようなグローバル市場の成長力を取り込んだＩＣＴ産業の育成が急務。

● 日本のＩＣＴ「総合力」の発揮・・・「課題先進国」としての国際貢献

我が国は少子高齢化をはじめとする様々な社会的課題について「課題先進国」であり、こうした課題は他国も共有するも
の。このため、日本発の優れたプロジェクトを多数組成し、これをグローバル展開することにより、アジア各国等の課題解決
に貢献することが可能。

新たな「課題解決モデル」をグローバル展開していくためには、これまでの企業や産業の枠を越えたオープンイノベーショ
ンを実現し、同業他社間、異業種企業間の連携により、ソリューション型プロジェクトの組成の他、企業の枠を越えた国際展
開支援体制の整備、国際戦略ビジョンの共有化を図ることが必要。

「課題解決モデル」の組成に際しては、個々の要素技術や製品ではなく、オペレーションやマネージメントまで意識したトー
タルなシステムを構築し、そのグローバル展開を図っていくことが必要。

また、政府はこうした民間部門の取組を積極的に支援し、官民一体となったグローバル展開を推進していくことが必要。

● グローバルな「協働関係」の構築・・・相手国と共に課題解決を図る人中心のシステム作り

日本の国際競争力を強化していくためには、単に日本の製品・サービスをグローバル展開するだけでなく、各国の実情を
踏まえ、グローバルな「協働関係」に基づくシステム作りを目指すことが必要。

その際、日本のこれまでの蓄積・強みを活かし、従来の供給サイドの視点に加え、消費者・利用者の視点を活かした「やわ
らかい」システム作りを重視することが必要。
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国際競争力強化検討部会 重点推進プロジェクト

・スマートグリッド/スマートメータの推進
 関連技術の技術仕様等を策定し、国際標準・規格作りを進めつつ、アジアを中心としたグローバル展開を目指す。
・ＩＣＴグリーン関連システムのスケールアウトの推進
 環境負荷軽減策に関する我が国のベストプラクティス等の各国への普及を図るとともに、ＩＣＴグリーン関連システムを社会シ

ステムとしてパッケージで展開。

「次世代社会インフラ
システム」の国際展開

デジタルネイティブ世代の
パワー等を活かした新事業
の創出支援

ＩＣＴグリーンプロジェクト

デジタルコンテンツ創富力
の強化

スマート・クラウド戦略

・パッケージでのアジア展開
 交通、物流、防災、教育等、ＩＣＴを組み込んだ具体的なグローバルモデルシステムを構築し、展開ロードマップを策定・実施。
・地デジ等主要通信インフラの国際展開
 地デジ・次世代ネットワーク・ワイヤレス等我が国が強みを発揮しうる通信インフラ分野を強力に国際展開。
・ＩＣＴ利活用モデルの国際展開
 国際貢献・国際協調の観点から、「アジアユビキタス特区（仮称）」等課題解決型モデルを積極的に展開。

・高度ＩＣＴ人材の育成
 クラウド技術を活用して、高度ＩＣＴ人材を育成するとともに、海外の優秀な人材を招へい。
・デジタルネイティブ世代の活用
 デジタルネイティブ世代の創造性を活用し、そのビジネス展開について積極的に推進。
・ＢＯＰ層を対象とした国際展開
 ＢＯＰ層を対象とした事業創出のために必要な支援策について検討。

・Ｊコンテンツの発信力の強化
 ｢コンテンツ海外展開コンソーシアム(仮称)｣に対する支援等、Ｊコンテンツの製作力・配信力を強化し、新しいコンテンツや

事業の創出を図る。
・コンテンツの活用による経済活性化
 各地域においてデジタルコンテンツの活用と全国規模の相互交流を通じた経済活性化を実現。
・デジタルコンテンツ流通環境の整備
 健全なコンテンツ流通が可能な国内外の環境を整え、適正な利潤が得られる市場環境を整備。

・「利活用戦略」「技術戦略」「国際戦略」の推進
・利活用戦略
 ＩＣＴの利活用が遅れている医療、教育、農業等の分野でクラウドサービスの普及を支援。
 スマートグリッド、次世代ＩＴＳ等にクラウドサービスを利活用した社会インフラの高度化を推進。
・技術戦略
 リアルタイムのストリーミングデータの活用、セキュリティ、環境を柱とする次世代クラウド技術を開発。
・国際戦略
 クラウドサービスを巡る国際的なルール作りに向けたコンセンサスの醸成を推進。
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２０５０年の主要国におけるＧＤＰ

（10
億
米
ド
ル
）

（10
億
米
ド
ル
）

２０５０年における主要国のＧＤＰ（予測）

２００６年における主要国のＧＤＰ

出典：ゴールドマン・サックス“Global Economics Paper No:153” (2007.3)

資料８

● 日本は、２０５０年には「経済大国」の地位を失うおそれ
～ＧＤＰは世界第２位（2006年）から第８位（2050年）に～

日本が抱える人口減少

国土交通省国土審議会政策部会長期展望委員会 「国土の長期展望」中間とりまとめ概要（平成23年2月21日）をもとに作成
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● 我が国の総人口は、2004年の12,784万人をピークに、今後100年間で100年前（明治時代後半）の水準
まで減少する可能性がある。
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情報通信産業 その他の産業 実質GDP成長率

電気機械

（除情報通信機器）

33.1兆円

3.3%
輸送機械

59.4兆円

6%
建設

（除電気通信施設

建設）

60.2兆円

6.0%

卸売

66.2兆円

6.6%

小売

33.2兆円

3.2%
運輸

41.1兆円

4.1%鉄鋼

34.9兆円

3.5%

その他

581.4兆円

57.8%

全産業の
名目国内生産額

(2008年)

1,005.1兆円

■ 実質ＧＤＰ成長に対するＩＣＴ産業の寄与率■ 主な産業の名目国内生産額（2008年）

ＩＣＴ産業
96.5兆円

9.6%

（％）

（年）

５年間の
平均寄与率は３８％

ＩＣＴ産業の日本経済への貢献

● ＩＣＴ産業は、全産業の名目国内生産額合計の約１割を占める我が国最大の産業。

● 我が国の実質ＧＤＰ成長の約３分の１をＩＣＴ産業がけん引。

出典：総務省「ＩＣＴの経済分析に関する調査」（平成22年）
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ＩＣＴ産業の経済波及効果
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■ 主な産業の雇用誘発数の推移※ ■ 主な産業の付加価値誘発額の推移※
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ＩＣＴ産業

建設

建設

小売

小売
輸送機器

輸送機器
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※ 主な産業部門の生産活動による雇用誘発数、付加価値誘発額
（各産業部門の粗付加価値額が、どの最終需要項目によってどれだけ誘発されたものであるか、その内訳を示すもの）

● ＩＣＴ産業は、輸送機械（自動車など）や建設業を上回る規模の雇用をあらゆる産業で誘発。

● ＩＣＴ産業の産業全体への付加価値誘発効果は一貫して上昇し、全産業中最大。

出典：総務省「ＩＣＴの経済分析に関する調査」（平成22年）

資料11



出典：世界経済フォーラム（WEF） 「Global Information Technology Report」 横軸は調査公表時の年。
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＜世界経済フォーラムによるＩＣＴ競争力ランキングの推移＞

台湾

ノルウェー

日本のＩＣＴ分野に関する国際競争力資料12

● 我が国のＩＣＴ分野に関する国際競争力は低迷しており、今後の新興国を中心としたグローバル市場の成長を
取り込んだＩＣＴ産業への転換が急務。

ＩＣＴ国際競争力評価の内訳

※順位は２０１１年の順位。 （ ）内は前年順位及び比較。

＜日本が特に低調な指標の例＞総合 19位（21位↑）

「環境」構成指標 21位（22位↑）

市場環境 30位（28位↓）

政治・規制環境 18位（20位↑）

インフラ環境 23位（25位↑）

「対応力」構成指標 38位（36位↓）

個人の対応力 80位（68位↓）

ビジネス対応力 15位（13位↓）

政府の対応力 37位（38位↑）

「利用」構成指標 8位（14位↑）

個人の利用 14位（26位↑）

ビジネスの利用 4位（3位↓）

政府の利用 19位（22位↑）

• 政府規制の負担 69位（ 22位↓）
• 課税範囲と効果 101位（101位→）
• 全体税率 97位（105位↑）

など

• 家庭用電話加入初期費用 134位（123位↓）
• 家庭用電話料金／月 87位（81位↓）
• 携帯電話料金 128位（106位↓）

など

• 政府でのＩＣＴの優先度 41位（44位↑）
• 先端技術財の政府調達 40位（49位↑）
• 政府の将来ビジョンでのＩＣＴの重要性 40位（33位↓）

など

• ＩＣＴ振興における政府の功績 53位（53位→）
• ＩＣＴ利用と政府の効率性 68位（77位↑）
•政府のオンラインサービス 13位（13位→）

など

インターネット＆電話の
市場競争

1位（－）

買い手の洗練度 1位（1位→）

産業クラスターの発展度 2位（1位↓）

ソフトウェアの不正コピー率 2位（－）

イノベーションの能力 2位（1位→）

科学者・技術者の供給力 2位（2位→）

企業のR&D投資 3位（2位↓）

企業レベルの技術吸収力 3位（2位↓）

国内特許庁への出願 3位（－）

地域のサプライヤーの質 4位（4位→）

個人ＰＣを保有する世帯率 4位（－）

＜日本が特に強い指標の例＞

※日本の順位が５位以上の指標を掲載。
順位は２０１１年の順位。（）は前年順位及び比較。

資料13

 ＩＣＴ競争力指数は、「環境」「対応力」「利用」の３つの要素からなる合計７１の指標を集計したもの。

 日本は、「環境構成指標」が２２位⇒２１位、「対応力構成指標」が３６位⇒３８位とほぼ横ばいである一方、「利
用構成指標」が１４位⇒８位と順位が上昇。

 日本の評価が低い指標
・ 「市場環境」（３０位）・・・・・・・政府の規制の負担や課税範囲等が低調
・ 「個人の対応力」（８０位）・・・電話関連の指標が低調
・ 「政府の対応力」（３７位）・・・政策面におけるＩＣＴの優先度や重要性等が低調。

出典：世界経済フォーラム（WEF） 「Global Information Technology Report」



実質経済成長率の比較（日本・米国・中国・ブラジル）

（％）

IMF - World Economic Outlook(2011年4月版) をもとに作成

資料14
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 ２０１０年の実質経済成長率は、我が国が３．９％、米国が２．８％と低水準にとどまる一方、中国は１０．３％、
ブラジルは７．５％と新興国においては高い成長を遂げている。

 ２００５年から２０１０年までの平均経済成長率をみても、日本は０．１％、米国は０．９％と低迷を続ける一方、
中国は１１．２％、ブラジルは４．４％と高い成長を続けるなど、同様の傾向が見られる。
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OECD加盟国における通信機器の輸出額

ＯＥＣＤ加盟国における通信機器の輸出額資料15

 ＯＥＣＤ加盟国における通信機器・サービスの貿易は、2006年に3786億ドルに達し過去最高額となったが、2007年にはやや
減少。

 中国・韓国は輸出額・世界シェアともに増加。

 日本は輸出額においては微減、シェアにおいては大幅に低下(12％→3％)。

出典：Table8.1 in OECD Communications Outlook 2009



主要国における人口高齢化率の長期推移・将来推計

中国

資料16

出典：United Nations 「World Population Prospects, the 2010 Revision」（１１年３月）

● 65歳以上の人口比率を表した人口高齢化率は、各国とも大きく上昇。特に、中国では 2010年以降急速に
高齢化が進展することが予想される。
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■合計約１９０万回線の通信回線が被災。５月末時点で９９％以上復旧。

■ＮＴＴ、ＫＤＤＩ、ソフトバンクテレコムは、一部エリアを除き、復旧済。

■合計約２万９千局の基地局が停止。５月末時点で９５％以上復旧。

■ｲｰ･ﾓﾊﾞｲﾙは、復旧済、ＮＴＴ、ＫＤＤＩ、ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ、ウィルコムは、一部エ
リアを除き復旧済。

■各社で、音声では、最大７０％～９５％の規制を実施（※） 。

■他方、パケットの規制は、非規制又は音声に比べ低い割合。
■各社で、固定電話について、最大８０％～９０％の規制を実施。

＜最大発信規制値＞

＜最大停止基地局数＞＜最大被災回線数＞
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東日本大震災における通信の被災・輻輳状況資料17



○ 同年６月１日 損壊により停波している宮城県の中継局１ヶ所を除きテレビジョン
中継局はすべて放送を再開。

＜停波局所：南三陸町 志津川新井田デジタル中継局（損壊）＞

○ 平成２３年３月１１日 東北地方太平洋沖地震（14:46 M9.0）

○ 同年３月１２日 【停波状況】；テレビ１２０ヶ所、ラジオ２ヶ所
（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、千葉、神奈川、長野）

（以降、商用電源の復電等により、順次放送再開（※））

○ 同年４月 ７日 宮城県沖地震（最大余震）（23:32 M7.1）
【停波状況】；テレビ１１ヶ所、ラジオ０ヶ所

○ 同年５月 ２日 【停波状況】；テレビ３ヶ所、ラジオ０ヶ所＜岩手県内のテレビ中継局が全て復旧＞

※ 「停波ヶ所数」については、NHK・民放及びアナログ・デジタルの区別なく、いずれかに停波情報がある場合「１ヶ所」とカウント

東日本大震災による放送局の停波状況資料18

(単位:10億ドル)

新規 更新 合計

電力 3,176 912 4,089

通信 325 730 1,056

携帯 181 509 691

固定 144 221 365

交通輸送 1,762 704 2,466

空港 7 5 11

港湾 50 25 76

鉄道 3 36 39

道路 1,702 638 2,341

水･衛生 156 226 381

衛生 108 120 227

水道 48 106 154

合計 5,419 2,573 7,992

INFRASTRUCTURE for a SEAMLESS ASIA(ADB&ADBI)をもとに作成

アジアのインフラ投資額
(2010～20年)

電力
4.089

通信
1.056

交通
輸送

2.466

水･
衛生

0.381

兆ドル

出典：アジア開発銀行資料をもとに作成

海外インフラ投資の展望資料19

 世界のインフラ投資 約４１兆ドル（2005年2030年：日本貿易会）

 アジアのインフラ投資 約８兆ドル（2010年-2020年：ADB&ADBI）



世界の上位ＩＣＴ企業２５０社（2009年）
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資料20

 世界のＩＣＴ企業の売上上位250社のうち日本企業は52社
を占め、米国（75社）に次ぐ第2位。

 日本企業の2009年収益は、2000年より17％増加するも、
米国の70％増等と比較すると低調。

 日本企業の2009年における雇用数は、対2000年比38％
増と堅調。

 2009年、日本企業の純利益が赤字に転落。

みずほコーポレート銀行産業調査部調査資料をもとに作成

日本 韓国 日韓比較

市場規模/1社
韓国：日本主要企業数 市場規模 市場規模/1社 主要企業数 市場規模 市場規模/1社

乗用車
7社

423万台 60万台 1社 102万台 102万台 1.7：1

鉄鋼 4社 76百万㌧ 19百万㌧ 2社 58百万㌧ 29百万㌧ 1.5：1

携帯電話 8社 4,059万台 507万台 2社 2,356万台 1,178万台 2.3：1

電力 10社 8,900億ｋｗｈ 890億kwh 1社 3,500億ｋｗｈ 3,500億kwh 3.9：1

石油元売 6社 4,845千b/d 807千b/d １社 2,291千b/d 2,291千b/d 2.8：1

日韓市場規模比較日韓市場規模比較

（注）2008年実績値

日韓の市場規模比較
資料21

● 韓国における一社あたりの市場規模は、日本を大きく上回る。



約１．８倍

世界の情報通信ビジネスの分野別・地域別成長見通し 世界市場における日系企業のシェア

世界の情報通信ビジネスの見通しと日系企業のシェア資料22

 ２００７年から２０２０年までの１４年間で、情報通信ビジネス全体で約１．８倍の伸びが見込まれる。

 世界市場における日系企業のシェアは、通信機器分野等では１０％を超える一方で、ソフトウェアの分野では約
３％と低調。

出典：電子情報技術産業協会(ＪＥＩＴＡ)電子情報産業の世界生産見通し(2009年12月)ＷＩＴＳＡ(世界情報サービス産業機構)『Digital Planet』（2008年）、IMF World Economic 
Outlook Database（2009年10月）よりみずほ情報総研作成

日本の製造業（エレクトロニクス・ＩＣＴ）の売上高・利益率資料23

● エレクトロニクス・ＩＣＴ分野では、日本勢は企業数が多いものの、世界の主要企業と比較すると収益率で見劣り

する。なかでも、米国企業の営業利益率の高さが顕著。

三菱UFJリサーチ&コンサルティング「ＩＴ産業の社会インフラ分野への国際展開調査」、各社決算情報から経済産業省作成



第２章 今後取り組むべき具体的方策

１．ジャパンイニシアティブによるプロジェクト案件形成



国・地域名 ベンダ 時期 内容

モザンビーク Ceragon Networks 2010年10月 携帯事業者mcelとバックボーン網等のネットワーク敷設においてターンキー契約を締結。

ボスニア・ヘルツェゴビナ Ericsson Nikola Tesla 2010年6月 BH Telecomの2G及び3Gモバイルネットワークの拡張についてフルターンキー契約を締結。

インド ノキア・シーメンス 2009年12月 Tata Teleserviceの携帯バックホール網の敷設においてフルターンキー契約を締結。

マカオ ノキア・シーメンス 2009年12月 携帯事業者SmarToneとネットワーク敷設においてフルターンキー契約を締結。

フルターンキー契約の実例

フルターンキー契約の実例資料24

● フルターンキー提案とは、サービス提供が開始されるまでのすべてのプロセス（システム設計、設備構築、試験

運用等）を一括して請け負う提案方式。

シンガポール Huawei 2009年9月 Nucleus Connect社と次世代NBNについて、end-to-end フルターンキーアクティブネット
ワークソリューションの提供とプロフェッショナルEOT (Establish, Operate, Transfer) サービ
スの契約を締結。

モザンビーク アルカテルルーセント 2009年9月 光ファイバーバックボーン網の敷設においてTdM社とターンキー契約を締結。

インドネシア ＮＥＣ 2009年7月 BakrieTelecomとIP網の拡張についてフルターキー契約を締結。

カナダ ノキア・シーメンス 2009年7月 3G網の敷設においてGlobalive Wireless社とターンキー契約を締結。契約はBOT(built-
operate-transfer)ベースとすることで、Globalive社がより早くサービスイン可能となる。

東南アジア ＮＥＣ 2009年3月 FIC社及びTPI社と、東南アジア地域の国々を結ぶ新しいintra-Asian Submarine Cable Asia 
Network(SCAN)ケーブルシステムのフルターンキー契約を締結。

カンボジア アルカテル・ルーセント 2009年2月 WiMAX Rev-eソリューションをターンキー契約でChuan Wei社へ提供。

コンゴ Alvarion 2009年2月 Cielux Telecomへフルターンキー契約で同社のWiMAXプラットフォームを提供。プロジェクト予
算は4,500万ドル。

インドネシア 富士通 2008年12月 ドイツのNSW GmBHと協力しTelekom Indonesiaと契約した海底光ファイバーケーブル網の敷
設が完成。フルターンキーソリューションを提供。

マルチメディア振興センター(FMMC)調査資料をもとに作成

国名 ベンダ 時期 内容

中国 Ericsson 2010年11月 中国聯通（China Unicom）と基地局、固定ネットワーク、伝送
装置においてマネージドサービス契約を締結。

スペイン Avanti 
Communications 
Group 

2010年11月 スペインのサービスプロバイダーNASSAT（Network & Satellite 
Systems de España）とマネージドサービス契約を締結。

マレーシア Huawei 2010年9月 携帯事業者Maxsisと次世代インターネット網の構築において
マネージドサービス契約を締結。

ロシア Nokia Siemens 
Networks 

2010年5月 ロシアの通信キャリアMTSとフルネットワークアウトソース契約
を締結。

シンガポール ＮＥＣ 2010年3月 総合テーマパーク「リゾート・ワールド・セントーサ」とITマネージド
サービス契約を締結。

インド アルカテル・ルーセント 2009年4月 Bharti Airtel のGSM網の管理契約を締結する方向で交渉。

マネージド・サービスの実例

マネージド・サービスの実例資料25

● マネージド・サービスとは、サーバーの保守管理等、ネットワークの管理・運営をベンダが請け負う方式。

マルチメディア振興センター(FMMC)調査資料をもとに作成



「モノのサービス化」のイメージ

￥

過去

モノ単体で稼ぐ。 モノのコモディティ化（価格
低下）が起こり、モノだけで
は高収益が見込めない。

今後、モノを販売するだけでなく、その後もサービスを端末上で提供する「モノのサービス化」が進展する。
オープンな環境が「モノのサービス化」に対応し、付加価値を共創する場として、プラットフォーム間の連携
が必要。

￥

大量生産

コモディティ化

モノとサービスを一体的に提供
することでコモディティ化を食い止
め、利益を生み出す。

￥

サービス提供

Ｗｅｂ、メール、
動画、音楽、書籍、
ゲーム・・・

最近の動き

その際、「ソーシャル」「ローカル」「モバイル」（注）の３つの特性が近年の潮流。

（注） クライナー・パーキンス・コーフィールド・アンド・バイヤーズという米国で最も有名なベンチャー・キャピタルのベンチャー・キャピタリストである
ジョン・ドーア氏は、So Lo Mo（Social, Local, Mobile）が今後のネットビジネスのキーワードになると述べている。

新事業創出戦略委員会第２回会合資料「ネットビジネスのトレンドと新事業創出への課題」（小池氏）をもとに作成

資料26

感知中国の概念

関連報道関連報道

➢ 2009年8月に温家宝首相が無錫地区の視察を行った際に「感知中国」の技術センターを構築し、
M2M（Machine to Machine：機器間通信）産業基地を建設する方針を打ち出した。

参考：中国次世代インターネット産業政策参考：中国次世代インターネット産業政策

資料27

● 温家宝首相がセンサーネットワークやユビキタス環境を次世代ネットワークの重要課題とし、ネットワーク強化の

戦略立案を指示。



中国における物聯網（ウーレンワン）の概念と主な動き資料28

 物聯網は「モノのネットワーク」の総称であり、感知中国の実装技術の総称として考えられている。

 単純な「モノとモノの繋がり」だけではなく、「モノと人の繋がり」を意識した環境を想定。

都市 主な動き

瀋陽市 IBMとスマートシティの実証実験

北京市 中関村物聯網産業連盟を設立。物聯網技術と産業発展戦略を発表

成都市 成都九州集団が3億元を投資して物聯網産業園を設立予定

重慶市 チャイナユニコムは、重慶市政府と戦略協力枠組み協議書に調印し、重慶市全体を網羅する物聯網の構築を目指す

上海市 物聯網2010～12年「3年アクションプラン」の作成に着手、スマート家電と衝突防止自動車が重点的テーマ

杭州市 物聯網産業パークの建設を検討し、2015年までに物聯網産業を1000億元規模に推し進めたいと公表

大連市 大連市交通・重要設備物聯網エンジニアリングセンターを設立

済南市 情報セキュリティ年を目指した計画を策定

江蘇省 江蘇省の物流業界の情報化推進とサービスのレベルアップを目的とした「パブリックプラットフォーム」の構築を準備中

物聯網（ウーレンワン）の概念

高橋睦、宇都正哲、井上泰一、松岡未季、水石仁、 『知的資産創造』2010年12月号より野村総合研究所作成

ＩＣＴを組み込んだ社会インフラの輸出資料29

 輸出対象が建物・構造物である場合、ＩＣＴ分野においてはシステム提供にとどまるケースが多い。

 一方、広域・連携を対象とした輸出である場合、アプリケーション開発等の上位レイヤーも含めた提案が可能。

三菱総合研究所調査資料をもとに作成



Samsungのマーケティング戦略資料30

● Samsungでは、リバースエンジニアリングとマーケティング力を武器に新興国市場を開拓。現地化によるニーズ

の吸い上げ、ユーザ層に合わせた豊富なラインナップ提供、部材の共通化による低コスト化、最新モデルの世界

同時投入、量販店との連携など総合的な取組も展開。

Samsungの戦略

東京大学教授吉川良三氏発表資料をもとに作成

携帯電話＝高額商品による新規参入

富裕層の取り込み／憧れと注目の創出

低価格商品への戦略的拡大（ライナンプ拡充）

若年層＝非保守的購買層（潜在顧客の獲得）

Samsungブランドの醸成・確立

富裕層のニーズに合った製品・デザイン・機能の開発・展開

富裕層向けデジタル製品や白物家電の展開

アッパーミドル層・ミドル層への製品拡大

Samsungのマーケティングの特徴Samsungの製品開発形態

ジャパン・クラウド・コンソーシアム概要

NＩＣＴ IPA JDCC GＩＣＴF

幹事会
（日本経団連ほか数社・団体からなる事務局を置く）

総会（年２回程度、シンポジウム併催）

WG WG WG

ジャパン・クラウド・コンソーシアム

関係機関ASPIC
ｸﾞﾘｰﾝIT

推進協議会
ＯＳＳ－Ｃ

WG

資料31

● 多様な企業、団体、業種の枠を超え、わが国におけるクラウドサービスの普及・発展を産学官が連携して推進するため、民間団

体「ジャパン・クラウド・コンソーシアム」を設立する。本コンソーシアムは、クラウドサービス関連企業・団体等におけるクラウドサー

ビスの普及・発展に向けた様々な取組みについて、横断的な情報の共有、新たな課題の抽出、解決に向けた提言活動等を行

うことを目的とする。総務省及び経済産業省は、本コンソーシアムのオブザーバとして活動を支援する。



ジャパン・クラウド・コンソーシアムの構成

幹事会

株式会社IDCフロンティア 株式会社インターネットイニシアティブ

ASP・SaaSインダストリ・コンソーシアム 株式会社ＮＴＴデータ

ＫＤＤＩ株式会社 株式会社セールス・フォース・ドットコム

ソフトバンク株式会社 日本アイ・ビー・エム株式会社

日本オラクル株式会社 社団法人日本経済団体連合会（※事務局担当代表幹事）

日本電気株式会社 日本電信電話株式会社

日本ユニシス株式会社 ネットワンシステムズ株式会社

株式会社野村総合研究所 マイクロソフト株式会社

株式会社日立製作所 富士通株式会社

●企業 （１８社・団体） ※五十音順

石川雄章 東京大学大学院情報学環特任教授 徳田英幸 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長

村田正幸 大阪大学大学院情報科学研究科教授

●有識者 （３名）

総務省情報通信国際戦略局情報通信政策課 経済産業省商務情報政策局情報処理振興課

宮原秀夫 大阪大学名誉教授

渡辺捷昭 日本経済団体連合会 副会長・情報通信委員長

青山友紀 慶應義塾大学教授 （グローバルクラウド基盤連携技術フォーラム（GＩＣＴF）会長）

村井純 慶應義塾大学環境情報学部長・教授

佐相秀幸 日本OSS推進フォーラム代表幹事

●会長 （１名）

●副会長 （４名）

オブザーバ

資料32

WG名 目標 課題認識 導入効果

次世代クラウドサー
ビス検討WG

次世代クラウドサービスの将来ビジョンを描く
・次世代クラウドサービスとは何か

・サービスモデルとしての構造
・必要な技術・法制度 等

必要な技術や法制度を開発・提言。

クラウド・マイグレー
ション検討WG

クラウドサービスへの円滑なマイグレーション実
現に必要な共通課題を検討・抽出

ユーザの視点でのシステム利活用の要件や課題
クラウドサービスへ移行する場合に、検討しておくべ
き要件や課題についての基本的なガイドラインを提示。

業務連携クラウド検
討WG

誰もが、安価に市場の変化を先取りし、効率的な
業務継続を可能にするＩＣＴ利活用の基盤として
のクラウドを構築

これまでの情報化は、主に企業系列毎に構築された
ネットワークであり、新たな企業連携が必要な場合、
ネットワークの再構築で、費用も時間も必要。中小企
業においては、系列ネットワークから外れると、業務継
続に影響。行政においても、適切な支援が難しい状況。

１）系列に捕らわれない企業間の業務連携「クラウド」
の検討。
２）いつでも業務連携の組み換えが可能で、業務継続
に支障をきたすことのない「クラウド」の検討。
３）自治体が、自エリア内の市場状況をリアルタイム
で把握することを可能とする「クラウド」の検討。

教育クラウド検討
WG

①SaaS等を通じた経費節減や負担軽減

②教材やナレッジデータベースをクラウドを介して
全国に提供

③遠隔教育における座学によらないシステム開
発演習等の可能性
各項の事例分析と検討課題に対する提言。

電子教科書・教材や情報機器の統合管理，必要なプ
ラットフォームの標準化、コンテンツフォーマットの高度
化，校務情報システムとの連動方式，教育クラウドと校
務クラウド等の連携機能・セキュリティ分離方式等の実
現・整備が，有効かつ急務の課題。

教育現場のＩＣＴ利活用促進による人材育成効果と，
日本の教育現場に対応するクラウド関連の技術革新
と周辺産業の活性化，授業における利活用モデルの
実証と洗練による研究者層の活性化，これらの将来
的な海外展開による関連企業のグローバル化の促進。

農業クラウドWG

農業の産業化、持続的経営の実現に向けて、農
業、ＩＣＴ業界、地方自治体が連携した農業クラウ
ドのモデル構築を図る。
具体的には、食、農関係者へ経営分析、生産技
術、販売、物流、融資等情報を提供し地域振興を
図るために自治体が構築する農業クラウドの基
盤構築や、各サービス提供の支援をＩＣＴベンダ
が行うモデル作りの検討を行う。

農業分野は地域の基幹産業であるが、約260万人の
就農者（個人）、約700のＪＡ、約15,000の農業生産法
人が主なプレーヤーであり、他産業と比較すると個々
の経営規模及びＩＣＴ投資に係る余力が小さく、全国的
にも農業でのＩＣＴ活用事例は限定的。自治体が地域
の農業関係者とＩＣＴ業界の仲介をすることで、農業分
野におけるＩＣＴ活用の促進が必要。

クラウドサービスを始めとしたＩＣＴ活用による地域の
農業分野のインフラ整備、及び、日本農業の競争力
強化の実現。

健康・医療クラウド
WG

ライフケアを軸に、健康・医療のみならず様々な
ライフログデータをクラウド上に蓄積・分析し新た
な形で出力することで、国民のQOLを向上させ、
生活習慣病予防の促進を図る。またサービス提
供者への新市場を創出する。

必要とされる諸条件（技術面、セキュリティ等）を
明確化し、その条件を満たす「健康・医療クラウ
ド」プロトタイプを構築する。

少子高齢化への社会変化の中で急増する医療費を適
正化する手段の1つとして、ＩＣＴを利用した効率の良い
社会インフラの形成が必要となっている。クラウドを活
用した国民主導のＩＣＴ化を促進すべく、インタフェース
標準化やセキュリティ等の諸課題を解決し、新たな市
場を創出できるモデルの構築及び検証を行う。

健康・医療クラウドにより国民の健康に関する意識を
高め、サービス提供者には市場を広げるための新た
な価値を提供することで、健康（医療・介護）を促進す
る良循環（正の連鎖）を構築する。

ジャパン・クラウド・コンソーシアムＷＧの目標、課題認識、導入効果資料33



アフリカ
1.25%
(451万）

アジア
31.66%
(1.1億）

欧州
29.11%
（1.1億）中東

0.91%
(328万)

北米
29.94%
(1.1億）

中南米
5.01%
(0.2億）

豪州等
2.11%
(0.1億）

アフリカ
5.70%
(1.2億）

アジア
44.00%
（9.2億）

欧州
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(4.8億）

中東
3.30%
(0.7億）

北米
13.00%
(2.7億）

中南米
10.30%
(2.2億）
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1.00%
(0.2億）

世界のインターネットユーザー数

３．６億

２０００年
２０１１年

２０．９億
出典：World Internet Users and Population Stats

Internet Usage Statistics(2011.3.31現在）
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 世界におけるインターネットユーザー数は、２０１１年３月末には約２１億と推定されており、２０００年末と比べ
５．８倍に増加。

 特に、アジア、中東、アフリカ、中南米等は、インターネットユーザー数が急速に増加しており、総ユーザー数に占
める比率も増加。

※世界の総人口（約６９億人）と比較すると、世界の総人口の約３割（約２１億）がインターネットユーザー数。

未利用は約７割（約４８億人）と推定され、アジア、中東、アフリカ、中南米等に多い。

日ＡＳＥＡＮ官民協議会について

ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）諸国は、近年急速な経済発展を遂げており、また多くの人口と巨
大なＩＣＴ市場を擁している。

このような状況に鑑み、ＡＳＥＡＮ諸国に対するＩＣＴ分野の海外展開に係る官民協力を一層推進す
ると共に、日本とＡＳＥＡＮ諸国との間の協力関係の強化を目指して、総務副大臣が主催する「日Ａ
ＳＥＡＮ官民協議会」を昨年４月に立ち上げ。

背景・目的

会合概要

○ 構成員は、早稲田大学後藤滋樹教授（座長）を含め関係の民間企業、研究機関等から構成。

（構成員については、別紙１参照）

○ 第１回会合を平成２２年４月、第２回会合を同年１２月に開催、第３回会合を同年７月に開催

○ 当面、成長著しいインドネシア、ベトナムに関する活動を中心に行い、その後、他のＡＳＥＡＮ諸
国への対象の拡大を図ることを基本路線としているところ。

これまでの主な活動

○ 平成２２年６月にインドネシアにおいてシンポジウムを開催

○ 平成２２年１２月に開催した第２回会合では、これまでの活動報告と共に、日ＡＳＥＡＮ情報通信
大臣会合への対応（本年１月にマレーシアで開催）について議論。また、併せて個別分野に関する具
体的検討を加速化させる観点から、分科会（別紙参照）の立ち上げを決定。

○ 協議会の活動の一環として、３月にベトナムへ官民ミッションを派遣（日本側総勢約７０名）

資料35



日ＡＳＥＡＮ官民協議会 分科会の設置について

平成22年４月、ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）諸国に対するＩＣＴ分野の海外展開に係
る官民協力の推進を目指して「日ＡＳＥＡＮ官民協議会」を立ち上げたところであるが、特に
我が国として重点的に取り組むべき個別分野について当該協議会の下に分科会を設けることと
し、当該分野における具体的な海外展開の方針・在り方について検討することとする。

背景・目的

当面のスケジュール及びメンバー

活動

（１）当面は、主要な公的ＩＣＴソリューション分野であり、かつ、我が国
及びＡＳＥＡＮ諸国双方のニーズが高いと考えられる、「電子行
政」、「防災システム」、「センサーネットワーク」に焦点をあて、下
記のような観点から検討を行う。
 官民の情報共有
 具体的な行動戦略（国際会議、APT、ODA等の活用）
 （必要に応じ）日本提案型モデルシステムの検討 等

（２）今後、我が国企業及びＡＳＥＡＮ諸国のニーズに基づき、他分野
についても適時分科会を設置。

日ＡＳＥＡＮ官民協議
会

電子行政

防災システム

センサー
ネットワーク

【概念図】

第一回分科会を平成22年年末～平成23年初頭に開催、その後順
次開催

メンバーは、協議会参加企業等を中心に構成

資料36

最先端のブロードバンド
インフラの整備 新たなＩＣＴ利活用の促進

・経済成長へのＩＣＴの貢献
・自国ＩＣＴ産業の育成
・イノベーションの創出

ＡＳＥＡＮ連結性マスタープラン及びＡＳＥＡＮ ＩＣＴ マスタープランに掲げられている主な
目標

ＡＳＥＡＮ各国の戦略
【マレーシア】2015年までにブロードバンド世帯普及
率を75％に拡大。

（「第10次マレーシア計画」（2010年6月））
【タイ】ブロードバンドを2015年までに人口普及率
80％、2020年までに同95％に拡大。ハブ都市は
2020年までに最低100Mbpsの光ファイバを敷設。

（「国家ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ政策」（2010年11月））
（「ＩＣＴ2020」（2011年3月））

【ベトナム】ほぼ全ての村へのブロードバンドの拡
大。
モバイルブロードバンドの人口普及率95％に拡大。

（「ＩＣＴ加速化戦略」（2010年9月））

ＡＳＥＡＮ各国の戦略
【マレーシア】E‐ラーニング、E‐ヘルスケア、電子政府

（「経済変革プログラム」（2010年9月原案））

【タイ】教育、公共医療、防災、その他公共サービス
のブロードバンドネットワークでの提供。国連の電子
政府ランキングで上位1/3に。85%以上の国民が満
足する電子政府を。

（「国家ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ政策」（2010年11月））
（ 「ＩＣＴ2020」（2011年3月） ）

【ベトナム】国連の電子政府ランキングで上位1/3に。
基本的公共サービスのオンラインでの提供。

「ＩＣＴ加速化戦略」（2010年9月）

ＡＳＥＡＮ連結性マスタープラン （2010年ＡＳＥＡＮ首脳会合で合意）：
2015年までのＡＳＥＡＮ共同体実現に向けた連結性強化のためのプラン。ＩＣＴが実現のための重要なツールの一つとされている。

ＡＳＥＡＮ ＩＣＴ マスタープラン （2011年にＡＳＥＡＮ情報通信大臣級会合で合意）：
ＡＳＥＡＮ連結性マスタープランを踏まえ、 2015年を目標年次とした域内のＩＣＴの発展を目的としたプラン。

ＡＳＥＡＮ スマートネットワーク (仮)の実現に向けて①資料37



クラウド
グリーン

センサーＮＷ
防災 電子行政

主要な貢献分野

セキュリティーの確保
多機能化
デジタルディバイドの解消
M2Mの増加
GreenＩＣＴ
人材育成
ＩＣＴ産業の発展

【利活用】
多分野の融合
幅広い層への浸透
公的分野への展開
社会的課題の解決

【インフラ】
無線通信へのシフト
高速・大容量化
ユーザの急激な増加
IP化
IPv6への円滑な移行
設備の有効活用
高信頼性の確保

インフラ関係
利活用関係

高速かつ多機能なＩＣＴインフラを用いて人と人・ものとものとをつなぐ「スマートネットワーク」構築の
早期実現に向け日本としても積極的に協力

→ ＡＳＥＡＮ域内の ①経済の活性化 ②社会的課題の解決 ③コネクティビティ強化へ寄与

ＩＰｖ6 情報
セキュリティ

超高速ブロードバンド
ネットワーク

2015年におけるＩＣＴのトレンド・課題

ＡＳＥＡＮ スマートネットワーク (仮)の実現に向けて②資料38

センサーネットワーク 社会インフラ組込型モデルの提案例

港湾部

高速道路（一般道）

地下鉄（電車）

都市部施設

水処理施設

河川湖沼域

工場等施設

センシングネットワークが
組込まれた社会インフラシステムの

統合データベース基盤・混雑状況
・課金情報（ETC） 等

・運行情報
・電力情報
・地震情報 等

・施設エネルギー情報
・セキュリティ情報 等

・物流監視
・潮位、波浪情報 等 ・流量・水位監視 等

・水質管理情報
・下水処理量情報 等

・再生可能エネルギー
・気象情報 等

ＩＰｖ６クラウドサービス
ＩａａＳ

ＰａａＳＳａａＳ
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分散型発電システム
(エネルギー供給)

・・・

環境センサー

ＩＰｖ６クラウドサービス
ＩａａＳ

ＰａａＳＳａａＳ

居住施設

商業施設

宿泊施設

統合管理センタ

業務施設

医療施設

EVインフラ
(エネルギー消費)

データ集約
・送信ノード

データ集約
・送信ノード

ＩｏＴ／Ｆａｃｉｌｉｔｙ
ＩｏＴ／Ｇｒｅｅｎ

河川湖沼域

港湾部

Application

ＩｏＴ／Natural
山間部/森林地帯

【都市計画策定】
・道路/物流状況（人の動き）
・施設の稼働状況 等

【地域エネルギー需給管理】
・再生可能エネルギーによる供給
・施設のエネルギー需要 等 【防災】

・河川/山間部等の情報
・気象情報 等

【安心・安全（医療）】
・施設の稼働による見守り
・医療情報の共有 等

データ集約
・送信ノード

サ
イ
ネ
ー
ジ

施設管理者
(公的施設) ラーニング

研究機関

センサーネットワーク 利活用モデルの提案例資料40

ＡＳＥＡＮ広域連携防災ネットワークのイメージ

近隣連携イメージ

県・市県・市

州州

県・市県・市

州州

県・市県・市

州州

国国

県・市県・市

州州

水平連携

垂直連携

PF

PFPF

PF

PF

ベトナム防災情報システム

インドネシア防災情報システム

ＡＳＥＡＮ広域連携

タイ防災情報システム

フィリピン防災情報システム

国国 国国国国

PF

PFPF

PF

PF

PF

PF

ＡＨＡ（ＡＳＥＡＮ防災・人道支援調整センター）

繋ぐ

繋ぐ

繋ぐ

繋ぐ

繋ぐ

監視カメラ

・各種センサー
・無線ネットワーク

センサーネットワーク

◇ AHA（ＡＳＥＡＮ防災・人道支援調整）センター

・ ｢ＡＳＥＡＮ防災・緊急対応協定｣（2005年署名）において、ＡＳＥＡＮ域内の自然災害や緊急事態への対応の際に、ＡＳＥＡＮ加盟国

の災害対応機関の間で連絡・調整を行うことを目的に設立することを規定。

・ 2011年2月、インドネシア・ジャカルタのBPPT（技術応用評価庁）施設内で本センターの一部機能が稼働。

・ 現在、本格稼働に向けて準備中。

・・・・・・・・・
（加盟各国システム）

災害
情報

リスク
レベル

観測
情報等
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気象の監視・計測
災害発生時のデータ取得

雨量計

風速計

水位計

等

常設センサー ※電力・通信
インフラの整
備状況に影響
される

予報・シミュレーション

情報共有、処理・分析、意思決定

※主要都市間
なので
概ねインフラ
整備済？

データ分析

気象衛星

気象
レーダー

監視アプリ

GISアプリ

地方都市

首都機能

ハザードマップ

テ
レ
メ
ー
タ
等

テ
レ
メ
ー
タ
等

GISアプリ

ハザードマップ

災害注意報・
警報

の発令等

住民への情報伝達・警報

防災無線
常設スピーカー等

放送
インターネット等

監視アプリ

被災情報収集
（状況把握）

移動型カメラ等

GISアプリ

情報共有、処理・分析、意思決定

GISアプリGISアプリ

ハザード
マップ

ハザード
マップ

共有画面共有画面

防災計画 防災計画
意思決定支援

救助・救援
ロジ支援

地方
都市

首都データセンタ
クラウド

総合防災システム
常設の監視
カメラ等

放送

ソーシャル
メディア

※地域コ
ミュニティの
特性に沿う
提案が必要

住民間の情報伝達

地方
都市

災害対応システムのＡＳＥＡＮ諸国への提案例

【提案例① 対 特定災害優先国】 【提案例② 対 災害全般想定国】
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Ｍ－ＰＥＳＡ 概要

 M-PESAは、ケニアを中心に利用が拡大しているモバイルバンキングで、小額取引に特化し、低い手数料、広い
地域で利用可能な、送金を中心としたサービス。

 ケニアの移動体通信事業者サファリコムの携帯通話時間の再販のネットワークと仕組みを利用して、マイクロフ
ァイナンスの借り手が受取や支払に使用するために開発を開始。

 M-PESA機能の付いたSIMを端末に装着し、M-PESAの代理店で携帯電話番号、氏名、誕生日をIDカードで証
明、登録し、4桁のPINコードと登録ワードを入力することで送金が可能になる。送金後、受取側にSMSメッセー
ジが送付され、当該メッセージとIDカードによる証明で現金を受け取ることができる。

 銀行の支店数が少ないアフリカのルーラル地域において、銀行に行くことなく送金を可能とするシステムとして、
金融サービスへのアクセスを大幅に改善。

・2008年4月時点で80％のケニア
人がM-PESAを認知。
・2008年7月の取引額210億Ksh
（約240億円）、2009年3月で1日
2万件の送金。
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Mobile Money for the Unbanked 2009年 年次報告書、GSMAをもとに作成



グラミンフォン 概要

● グラミン銀行が、小額の融資（マイクロファイナンス）を行い、その融資でグラミンフォンから携帯電話１台とソーラー式充

電器１台を購入の上、村に電話屋を開設し、村人に電話利用サービスを提供。このような仕組みを全国展開。
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三菱総合研究所調査資料をもとに作成

〔グラミンフォン〕
 ノルウェーのテレノール、丸紅、グラミン銀行等の出資により

設立された携帯電話会社。
バングラディシュの電話普及率は300人に1台。人口1億

4,800万人の大多数の農村部住民にとって、通信及びネッ
トワークの手段は存在せず。グラミンフォンは、そこに25万台
のビレッジフォンとして携帯電話を投入し、１億人に通信手
段を提供。

 2006年には農村全人口の半数を超える1億人以上が電話
を利用できるようになり、同社の純利益は2億ドル近くにまで
伸び、50万人以上の雇用を創出。

〔グラミン銀行〕
グラミン銀行はバングラデシュの銀行。貧困層を対象にマイク

ロクレジットと呼ばれる低金利の無担保融資を実施。
バングラデシュの首都ダッカに本部を置く。2006年5月現在、

支店数2,226、バングラデシュの86％以上の村（72,096）で
サービスを提供。

グラミン銀行では、貧困層向けに融資し、担保を求めない代
わりに、顧客5人による互助グループが作られ、それぞれ他の
4人の返済に責任を負う仕組みを採用。この仕組みによる貸
付金の返済率は98.9％と、一般的な銀行と比べて遜色ない
返済率。

グラミンフォンの
モデル

２．標準化戦略



情報通信分野における標準化の検討体制

知的財産戦略本部ＩＴ戦略本部 スマートコミュニティ・アライアンス

情報通信審議会 ＩＣＴ国際標準化推進会議

＜総合的な標準化政策の検討＞ ＜グローバルな展開＞ ＜具体的な標準化活動＞

【ＩＴＵへの対応】

Ｉ

Ｔ

Ｕ

部

会

関

連

委

員

会

・中長期戦略検討
・標準化活動の検討

【総合的な標準化政策の検討】

Ｔ
Ｔ
Ｃ
等
民
間
団
体

･･･

標
準
化
戦
略
Ｗ
Ｇ

情
報
通
信
分
野

に

お

け

る

標

準

化

政

策

検

討

委

員

会

次
世
代
ブ
ラ
ウ
ザW

eb 
and TV 

に
関
す
る
検
討
会

３
Ｄ
に
関
す
る
検
討

グ
ル
ー
プ

グ
ロ
ー
バ
ル
ク
ラ
ウ
ド
基

盤
連
携
技
術
フ
ォ
ー
ラ
ム

海
外
発
の
技
術
を
用
い
た

オ
ー
プ
ン
標
準
に
関
す
る

検
討
会

次
世
代W

eb

ブ
ラ
ウ
ザ
の

テ
キ
ス
ト
レ
イ
ア
ウ
ト
に

関
す
る
検
討
会

デ
ジ
タ
ル
サ
イ
ネ
ー
ジ
に

関
す
る
検
討
グ
ル
ー
プ

次世代ブラウザスマートグリッド（※）

ホ
ー
ム
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
仕

様
共
通
化
に
関
す
る
検

討
会

テ
レ
メ
ー
タ
リ
ン
グ
検
討

グ
ル
ー
プ

モ
バ
イ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
仕

様
共
通
化
に
関
す
る
検
討

会

ＩＣＴグローバル展開の
在り方に関する懇談会

※スマートグリッド関連会合については、スマートコミュニティ・アライアンスにおいて、標準化案の集約を行う。
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2011年6月現在
総務省作成

日本方式（ISDB‐T）
(Integrated Services Digital Broadcasting ‐ Terrestrial)

米国方式（ATSC）
(Advanced Television Systems Committee)

欧州方式（DVB‐T/T2）
(Digital Video Broadcasting – Terrestrial/Terrestrial2)

世界の地上デジタルテレビ放送方式

日本（ISDB‐T）
(2003年12月開始)

ペルー（ISDB‐T）
（2009年4月方式決定）
（2010年3月放送開始）

コスタリカ（ISDB‐T）
（2010年5月方式決定）

チリ（ISDB‐T）
（2009年9月方式決定）

ブラジル（ISDB‐T）
（2006年6月方式決定）
（2007年12月放送開始）

エクアドル（ISDB‐T）
（2010年3月方式決定）

ベネズエラ（ISDB‐T）
（2009年10月方式決定）

アルゼンチン（ISDB‐T）
（2009年8月方式決定）
（2010年4月放送開始）

フィリピン（ISDB‐T）
（2010年6月方式決定）

中国方式（DTMB）
(Digital Terrestrial Multimedia Broadcast)

ボリビア（ISDB‐T）
（2010年7月方式決定）

パラグアイ（ISDB‐T）
（2010年6月方式決定）

ウルグアイ（ISDB‐T）
（2010年12月方式決定）
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アナログ（米国方式）

７局中２局 ７局中５局

デジタル（日本方式）

欧州メーカ

米国メーカ

米国メーカ

欧州メーカ

米国メーカ

日本メーカ

日本メーカ

日本メーカ

日本メーカ

米国メーカ

日本メーカ

伯メーカ

日本メーカ

日本メーカ
日本方式採用

○ 2006年 6月 日本の地上デジタルテレビ放送方式の採用を決定
○ 2007年12月 サンパウロにおいて地上デジタルテレビ放送開始

日本メーカ販売実績
＜約８億円＞

日本メーカ販売実績
＜約１１０億円＞

ブラジル主要都市では日本方式採用により
日本メーカーの販売拡大

ブラジル主要都市：サンパウロ、リオデジャネイロ、ブラジリア、
サルバドール、 ポルトアレグレ

アナログ時代 デジタル化後

地デジ日本方式の海外展開について①

＜日本メーカの送信機シェアの推移＞

（参考）今後、南米諸国の放送システムの市場規模

１０年間で約１兆円

サンパウロの大手放送局の状況

地デジに関する海外市場の例（ブラジル）

・1人あたりＧＤＰ 8,121米ドル(2009年)
・人口 1億9千4百万人（2050年には約2億2千万人）
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地デジ日本方式の海外展開について②

【今後の展望】
・ワールドカップ(2014)、オリンピック(2016)に向
け、さらなる販売攻勢。

・人口増と経済成長による市場規模拡大期待

＜日本メーカの薄型テレビ販売シェアの推移＞

【出典】ブラジル電気通信事業者協会
ブラジル政府作成資料

2007 100

2008 276

2009 430

2010 約560

2011 約870

2012 約990

2013 約1100

<薄型テレビ販売台数>
(万台)

【出典】2009年11月24日読売新聞報道

ＬＧ（韓国） 38%

サムスン（韓国） 22%

ソニー（日本） 14%

フィリップス（オランダ） 13%

パナソニック（日本） 6%

その他 7%

<薄型テレビ販売シェア>

１０％
（2006年）

２０％

（2009年）

日本メーカのシェア

(参考)今後、南米諸国の受信機の市場規模

１０年間で約５．５兆円
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日本方式採用国の市場規模

地デジ日本方式の海外展開について③

ボリビア
【日本方式採用】

1,002万人

622万人

コロンビア
【欧州方式採用】

ウルグアイ
【日本方式採用】

4,450万人

333万人

コスタリカ
【日本方式採用】

452万人

パナマ
【欧州方式採用】

332万人

ペルー
【日本方式採用】

エクアドル
【日本方式採用】

ベネズエラ
【日本方式採用】

ブラジル
【日本方式採用】

チリ
【日本方式採用】

アルゼンチン
【日本方式採用】

1,680万人

3,988万人

1,400万人

2,850万人

2,860万人

1億9,400万人

パラグアイ
【日本方式採用】

フィリピン
【日本方式採用】

8,857 万人

[アジア] [南米]

日本を含む１２か国で約５億６０００万人の市場規模
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○ 地デジの展開で培ったネットワークやジャパンブランドを活かした他分野における展開

－ 高度道路情報システム（ＩＴＳ）、次世代携帯電話技術（ＬＴＥ）、無線ブロードバンド等のＩＣＴ

に関する分野での協力関係強化（ブラジル、アルゼンチンにおける官民ミッションの派遣）

－ 通信衛星システムの売り込み（チリにおける災害警報を織り込んだ通信衛星システム）

－ コンテンツ交流による文化交流の促進（日本の放送コンテンツの提供、製作協力）

－ 資源獲得に向けた働きかけ（ボリビアにおけるリチウム権益獲得に向けた働きかけ）

等

地デジ海外展開による他の分野への波及効果

地デジ日本方式の海外展開について④

地デジ日本方式のメリットを生かした世界への貢献

【日本方式の特徴】

・ 受信範囲が広い ・ワンセグを利用した携帯での受信

・ 安価な受信端末 ・緊急警報放送 等

－ 他の方式と比較して安価なネットワークが構築可能

－ 貧困層対策としての安価な端末（ワンセグ端末、セットトップボックス等）の提供

－ 地震・津波等の災害対策
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標準化の「場」に関する環境変化

デジュール標準

デファクト標準

フォーラム / 団体標準

各国政府の合意によって制定される標準
規格

－ ＩＴＵ，ＩＳＯ

自由市場において高い占有率（シェア）を
獲得したために、その規格が標準となった
もの。政府の介入や企業同意の合意によ
らない、あくまでも市場原理で確立される。

ＳＧ（研究委員会）による勧告の素案の作成

郵便投票

各国主管庁が投票

ＩＴＵ勧告の策定

ＷＧ（作業部会）による規格の素案の作成

ＩＥＥＥ規格の策定

スポンサー（※）投票

スポンサーが投票

ＳＧ会合

投票結果を受け追認
投票結果を受け追認

ＩＴＵ勧告の策定プロセス

（各国主管庁 主体の策定プロセス）

ＩＥＥＥ規格の策定プロセス

（ＩＥＥＥ構成員等（主に民間の個人・法人）による策定プロセス）

ＳＢ（Standard Boards：標準理事会）

・ＷＧ会合には、ＷＧ構成員（主に民間の個人・法人）が参加
・ＷＧ案は、ＷＧによって定められたルールにより承認される。
・投票権の維持には、会合への一定割合以上の参加が求められる。
・会合の度に参加費用の負担が求められる。

・ＳＧ会合には、ＩＴＵメンバー（主管庁及び民間企業）が
参加。

・ＳＧ案の承認は、会合参加者の全会一致による。

出典：「通信・放送の融合・連携環境における標準化政策に関する検討委員会」報告書（概要）から作成
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※ IEEE内で技術面、開発面、標準の維持管理等の責任を持つ
グループ。スポンサーはIEEEによって定められたルールに従い、
関心のある団体と実質的に影響を受ける団体がバランスをとっ
て投票できるよう確認をしながら、その標準案への投票に責任
を持つ。75％以上の投票率と75％以上の賛成で承認となる。

デジュール標準、フォーラム/団体標準とデファクト標準

◆ デジュール標準、フォーラム/団体標準、それぞれの策定の場の位置づけが変化。
・ デジュール標準の場における主体は政府機関。フォーラム/団体標準における主体は民間企業。標準の策定プロセスも異なる。
・ フォーラム/団体標準の場において、主なステイクホルダーの間で先行して標準に係るコンセンサスが形成され、デジュールの場において

追認される傾向が増大。
・ 昨今、デジュール標準の場のみならず、フォーラム/団体標準の場においても、日本のプレーヤーのプレゼンスを向上させる必要性が指摘。

複数の企業や学会等がIEEEやフォーラム
などの場において、関係者の合意により策
定される標準規格

－ W３C、IETF、IEEE など

資料52 光アクセスシステム 概要

◆ 光伝送システムのうち、通信事業者の局舎と加入者の建物との接続に光ファイバを用い
たシステムの総称。

◆ 加入者の建物まで光ケーブルを敷設することにより高速・広帯域の通信が可能となる。

◆ 光アクセスシステムの伝送能力は向上し続けており、旧来の光アクセスシステムが、より
能力の高いシステムに置き換えられることが想定される。

◆ 日本で採用している光アクセスネットワークの方式である、IEEE標準の「10GE‐PON（※） 」
については、2011年2月、ITU‐T SG15にて審議が開始されており、2012年末の正式なITU勧
告化を目指し、引き続き議論が継続されている。

◆ 新興国をはじめとした国においては、ITU勧告となっているかどうかが、機器等の採用の
大きな基準の一つとなることもあり、このような標準化の動きは、各国への光アクセスシス
テムの展開への一つの契機となり得ると考えられる。

分野の概要

ブロードバンドサービス普及率
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世界及び日本のブロードバンドサービス普及率
(ITU-D Statistics より)

ブロードバンドサービスは先進国でも未だ普及
途上

世界平均で8%、先進諸国で25%、途上国では5%

⇒日本は70%

但し、急伸傾向にあり

（三菱電機提出資料）

光アクセスサービスの成長性

加入者の観点

急伸傾向は続く。地域的には中国・米国
の伸びが顕著。

（三菱電機提出資料）

出典：富士キメラ｢2009光通信関連市場調査｣

光アクセス機器のシェアの推移

22

11

10
665

5

3

3

2

27

Huawei

ZTE

Mitsubishi

Sumitomo

UTStarcom

Fiber Home

Tellabs

Cisco

Alcatel-Lucent

Dasan

Others

出典: Ditteberner Associates, Inc. （三菱電機提出資料）
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（三菱電機提出資料）

2008年データ

（三菱電機提出資料より作成）



資料53 デジタルサイネージ 概要

◆ デジタルサイネージとは、屋外・店頭・公共空間・交通機関など、
様々な場所で、ネットワークに接続したディスプレイなどの電子的な
表示機器を使って情報を発信するシステムである。

◆ 本分野については、2011年3月や5月にITUにおいて、標準化の議
論が行われたところであるが、日本の震災の経験を踏まえた提案と
して、国際的にも一定の関心を集めたと考えられる。具体的には、
本年3月に、マルチメディアを扱うITU-T SG16において、デジタルサ
イネージの勧告化作業を進めるための新規検討課題が設置され、
「H.FDSS（※1）」の名称で、勧告素案の作成が開始された。

◆ 以上のようなデジュール標準化機関における動きに加え、海外の
業界団体の動きも活発である。例えば、米国のDPAA （※2）や欧州
のOVAB Europe （※3） 、米国のPOPAI （※4）等において、広告の
効果測定のガイドライン化や標準化に向けた検討が進んでいる。

分野の概要

デジタルサイネージの市場予測 デジタルサイネージのグローバル市場

（矢野経済研究所調べ）

（ＮＴＴ提出資料）

（三菱総合研究所調べ）

※1 Framework of Digital Signage Service ※2 Digital Place‐based Advertising Association ※3 Out‐of‐home Video Advertising Bureau Europe ※4 Point‐of‐Purchase Advertising International

資料54 スマートグリッド 概要

◆ 電力需給両面での変化に対応し、電力利用の効率化を実現するために、ICTを活用し
て効率的に需給バランスをとり、生活の快適さと電力の安定供給を実現する。

◆ 電気を消費する機器の消費電力特性の抽出等により電力の流れを情報化し、電力使
用量の「見える化」及びその情報に基づいた建物内の機器の制御等を実現する。

◆ 東日本大震災により国内の電力需給が逼迫する中、日本がどのように対処していくの
かが問われており、その一つの手段として、こうした機能を持つスマートグリッドのシス
テム、及びこれに関連する通信技術に関する期待が高まっていると考えられる。

◆ ITUにおいてスマートグリッドのフォーカスグループ（ITU-T FG Smart）が2010年5月に
設立されており（第1回会合は6月開催）、IEC等においても議論の場が設置されている。
また、IEEE等では、スマートメータ向けの効率的な無線通信等について既に標準化活動
が行われている。

◆ 加えて、米国のNIST（※1）、欧州のETSI（※2） など、各国の組織も積極的な標準化活
動を実施している。

分野の概要

スマートグリッドに関する連携体制

◆ 現在、我が国におけるスマートグリッド関連技術の国際標準化
に関する検討は、関係企業・機関から構成される「スマートコミュ
ニティ・アライアンス」において進められており、通信技術に関する
国際標準化に向けた議論についてもこの場を中心に行われてい
る。

（経済産業省作成資料）

（総務省作成資料）

※1 National Institute of Standards and Technology ※2 The European Telecommunications Standards Institute



３．ファイナンスの積極的活用

パッケージ型インフラ海外展開推進のための新たなファイナンス・メカニズム

出典：第６回パッケージ型インフラ海外展開関係大臣会合資料
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新たな情報通信技術戦略

パッケージ型インフラ海外展開関係大臣会合

産業構造審議会

新成長戦略

アジアを中心とする旺盛なインフラ需要に応えるため、「ワンボイ
ス・ワンパッケージ」でインフラ分野の民間企業の取組を支援する
枠組みを整備する。

 「パッケージ型インフラ海外展開関係大臣会合」の設置及び
重点分野の絞込み・分野別戦略の策定

 情報収集・海外ネットワーク機能の強化
 受注支援推進機能策の実施

・ＪＩＣＡにおける海外投融資再開に向けた制度設備
・ＪＢＩＣにおける先進国向け投資金融の対象拡大に係る政令改正
に関するパブリックコメントを実施

パッケージ型インフラ展開の検討状況

【主な検討事項】

インフラ分野にかかる我が国企業の海外展開を支援するため、個
別重点プロジェクトの支援、重点分野の戦略策定、横断的・構造的
問題等の改革について、国家横断的かつ政治主導での判断を行う。

【主な検討事項】

 重点プロジェクト・重点分野に関する考え方の共有
 政府全体として取り組むべき施策の共有
 各省連絡幹事会の設置を決定
 重点分野の１つである原子力発電分野について検討
 重要国であるベトナムへの展開策について検討

オールジャパンの体制整備による国際標準の獲得・展開及び輸出・
投資の促進策の１つとして、情報通信技術グローバルコンソーシア
ムを関係府省連携の上、整備・構築する。

 社会インフラシステムの構築・運用・サービスを一体的に受注でき
るコンソーシアムの構築

 輸出対象国・分野の調査分析及び戦略ロードマップの策定
 官民一体となったファイナンスの支援
 グローバルインフラ人材の育成
 関連基盤技術の国際標準化の推進
 官民一体となった戦略的なトップ外交の推進

産業構造審議会にて取りまとめられた「新成長戦略実現アクション１
００」において、４つの施策の柱と主要１１分野を決定。

【主な検討事項】
【主な検討事項】

 政府の推進体制の強化
・JETRO/NEDOの海外ネットワークの機能強化

 我が国インフラ関連産業の国際競争力の強化
・海外投資や国際提携において産業革新機構を活用

 公的金融支援の強化・国際ルールの改善
・JICAの海外投融資再開・円借款供与の迅速化

 各国の計画策定段階からの協力と戦略的マッチング
・官民一体となって取り組むべき案件候補の発掘
/我が国企業による事業実施可能性の調査拡充

【主な目標・期限等】
【主な目標・期限等】

 2010年度中に、鉄道分野/水分野/横断的・構造的問題について検討
（これまでに、原子力/ベトナムについて検討を実施）

【主な目標・期限等】
 2010年度中に、戦略ロードマップを策定
 2013年度までに、社会インフラシステムにおいて複数の案件を獲得

【主な目標・期限等】

 民間と連携したコンソーシアムの形成や分野別戦略の策定

内閣府

ＩＴ戦略本部

 2010年度中に、重点分野を絞込んだ上、分野別戦略を策定
 2011年度中に、ロードショー等のマーケティング機能強化策を実施

経済産業省
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融資適用要件の柔軟化・リスクテイク拡大に向けた継続的な取り組み

対象国の拡大や取扱通貨の拡大など、これまでの継続的な取り組みを歓迎。民間ファイナンスのみでは十
分対応できないような分野については、今後の継続的な取り組み強化を期待

クラウドコンピューティングなど、今後新興国を中心に有望視されるＩＣＴ分野へのファイナンス支援強化に期
待

連携強化への取り組み

民間金融機関は、必要に応じてアレンジャー機能を発揮し、ファイナンス面における官民連携、およびコン
ソーシアム形成に貢献することを期待

ファイナンスに関する知見の共有

各種ファイナンスの活用方法等に関し、セミナー・研修の実施

アンケートで寄せられた主な意見

ＩＣＴ分野の海外展開におけるファイナンスに関するアンケート実施結果資料57

 プロジェクト案件形成WG参画企業を対象に、ＩＣＴ分野の海外展開におけるファイナンス面での課題や、公的フ
ァイナンスに寄せる期待等についてアンケートを実施。

 アンケートでは、パッケージ型インフラ海外展開関係大臣会合における検討を踏まえた各機関における機能強
化の取組について歓迎の意見が寄せられるとともに、ファイナンスに関する知見の共有のためのセミナー開催
等についての要望が寄せられた。



ＰＰＰ/ＰＦＩを活用したＩＣＴインフラ整備事例

 MyICMS 886(06年)等の複数の国家ＩＣＴ戦略を策定しており、ブロードバンドインフラの構築を国家の新成長
エンジンの一つと位置付けている。

 2008年5月、旧エネルギー・水利・通信省（現情報・通信・文化省）は、「高速ブロードバンド網整備計画（HSBB
：High-Speed BroadBand Network project：）」を公表。

 同計画では、有線ブロードバンド（光ファイバ）を整備するゾーン1（首都近郊、各開発区、州都）と、3GやWiMAX
等による無線ブロードバンドを整備する地域を分類している（ゾーン2は地方都市部、ゾーン3はルーラル地域）。

 このうち、ゾーン1の光ファイバ網の整備では、テレコム・マレーシア（TM）との合意により、PPP（Public Private 
Partnership）方式で、向こう10年で152億RM（約3,995億400万円）の事業規模の整備を実施。

マレーシア 光ファイバ網整備

総務省「世界情報通信事情」をもとに作成
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● 第11次計画(2007～2011年)を策定し、ＩＣＴ産業のGDPシェアを2011年までに13.5%に拡大し、63億チュニ

ジア・ディナール（約3,600億円）に上る海外からの公的及び民間投資を推進。原則、PPP方式などの枠組みを

通じてＩＣＴセクターを拡大。

チュニジア ＩＣＴ産業育成

イギリス

イギリスはPPPの先進国であり、多くの英国企業が様々な分野に
おいて海外のPPP事業に参画しており、他国からもベンチマークさ
れる存在である。

 空港、水道、エンジニアリング、建設、サービス全般

主要国におけるＰＰＰ事業の取組状況

【主なＰＰＰ事業分野】

フランスは水道分野に強みを持つ。水道セクターは伝統的に民間を
積極活用しており、そのような環境下で、民間企業が事業のノウハ
ウを身に付け、積極的な海外展開を図っている。

アメリカ企業が、海外のPPP事業に参画している事例は少ない。水
道事業の一部に参画している事例は見受けられるものの、中心と
なってオペレーションまで担うまでには至っていない。

韓国では、1994年に制定されたPPI法に基づき、多くのPPPプロジェ
クト推進事業が実施されており、政府も海外におけるPPP事業への
節局的な参画を促している。

【政府の支援策】

 DFIC/InfraCoによる支援
他国や世界銀行との共同出資によりインフラ・コ（InfraCo）社を設立し、
開発途上国における事業発掘を行っている。

 各種セミナーの開催
在外大使館自ら、PPPに関するセミナーを民間人も招聘して行っている。

フランス

【主なＰＰＰ事業分野】

 水道、電力、通信、運輸

【政府の支援策】

 AFDによる支援
AFD（フランス開発庁）は、フランスODAの主要実施機関として位置付けら
れ、無償資金協力・有償資金協力・リスク保証を行う他、子会社の
PROPARCO（フランス経済協力振興投資公社）を通じたマーケット金利に
よる融資を実施。

アメリカ 韓国

【主なＰＰＰ事業分野】

 水道

【政府の支援策】

 USAIDによる支援
USAID（米国国際開発庁）は、多様な民間主体との連携を強化し、途上国
の開発目標達成に向けた各主体感の共同歩調の強化を目的にGDA政策
を打ち出し、アドバイザリーサービスを提供するとともに、シードマネーや
マッチングファンドといった用途のためのGDAインセンティブファンドを設

け、支援を行っている。

【主なＰＰＰ事業分野】

 建設業

【政府の支援策】

 海外建設促進法の制定による促進
同法により、政府は建設業の海外進出の促進のための取組が義務づけら
れ、これにより、政府はR&Dの拡充やODAの規模拡大等を掲げている。

 PIMACによる支援
インドネシアやベトナム等でPPPに関するセミナーを開催。
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プロジェクトファイナンス グローバルランキング資料60

三菱総合研究所、みずほコーポレート銀行調査資料をもとに作成

● ２００６～２０１０年累計のグローバルランキング（Ｐｒｏｊｅｃｔ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ誌）では上位１０行

に邦銀３行が入り、５年間累計で７００件を超える案件を手掛けている。

順位 銀行 金額
(百万米㌦)

組成件数

１ State Bank of India(印) 21,136.9 55

２ Bank of Taiwan(台) 12,005.1 1

３ IDBI(印) 11,019.4 25

４ Axis Bank(印) 8,512.2 24

５ BNP Paribas(仏) 8,338.5 69

６ Credit Agricole(仏) 7,614.5 82

７ IDFC(印) 7,371.1 30

８ 三菱ＵＦＪグループ 6,000.5 69

９ Societe General(仏) 5,487.4 55

１０ 三井住友グループ 4,589.7 41

2010年2006～2010年累計

順位 銀行 金額
(百万米㌦)

組成件数

１ State Bank of India(印) 62,969.8 161

２ BNP Paribas(仏) 54,221.2 425

３ RBS (U.K.) 50,672.6 303

４ Credit Agricole CIB(仏) 41,610.9 351

５ Societe Generale(仏) 31,716.7 253

６ 三菱ＵＦＪグループ 28,567.2 270

７ 三井住友グループ 28,102.7 232

８ Dexia （ベルギー） 27,826.1 267

９ みずほフィナンシャル
グループ

25,494.4 200

１０ BBVA (スペイン) 22,671.9 250

プロジェクトファイナンスランキング

ＩＣＴ普及率１０％上昇による経済成長押し上げ効果

出典：世界銀行「Information and Communications for Development 2009： Extending Reach and Increasing Impact.」（09年6月）
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ＧＤＰ成長率

（％、1980～2006年平均）

ＩＣＴ普及率１０％上昇による経済成長押し上げ効果
（世銀レポート）

高所得国

中・低所得国

（注）世界１２０か国のデータ（１９８０～２００６年）を
用いて推計

一人当たりＧＮＩが
概ね10,000～12,000
米ドル以上の国

● ＩＣＴ（とりわけブロードバンド）の普及は、新興国等を含めて高い経済成長をもたらす効果。

☞ 日本として、ＩＣＴを通じた国際貢献（アジアと共に成長する日本）を推進することが必要。

特にブロードバンド
普及の押し上げ効果
が高い。
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途上国民間セクター支援における
JICAのアディショナリティー

 資金：
長期でゆるやかな条件の資金提供

 技術：
民間事業成立に不可欠な要素を、各種スキームで総合的に支援

⇒ 例：政策・制度改善、計画立案、人材育成（例：維持管理指導等)の技術協力

 リスクコントロール：
途上国での豊富な支援実績を通じ構築した先方政府との信頼関係を活用し
リスクコントロール可能 （例：料金政策の着実な実行担保）

 情報・知見・ネットワークの提供：
途上国の情報、ネットワークや知見の提供

⇒ 例：情報不足の補完（コスト/参入障壁低減）

協力準備調査
（PPPインフラ, BOP）

協力準備調査
（PPPインフラ, BOP）

海外投融資
（再開に向け検討中）

海外投融資
（再開に向け検討中）

技術協力
（専門家派遣、研修）

技術協力
（専門家派遣、研修）

円借款円借款

パッケージ型インフラ海外展開におけるＪＩＣＡの支援スキーム

JICAは多様な協力スキームを動員し、案件発掘・形成から
建設、運営、維持・管理まで一貫して総合的な取り組みを行う

資料62

民間セクターへの投融資を通じ、途上国の開発課題を解決

①融資機能

②出資機能

・現地事業会社等への直接出融資

・本邦企業や特別目的会社、国際機関、投資組合等を通じ、
現地事業会社へ出融資

JICA

現地事業会社

JICA

現地事業会社

本邦企業・SPC、
国際機関、投資組合

融資 出資 融資 出資

融資 出資

ＪＩＣＡによる海外投融資資料63

国際協力機構の資料をもとに作成



ＪＩＣＡによる協力準備調査（ＰＰＰインフラ事業・ＢＯＰビジネスとの連携促進）

国際協力機構の資料をもとに作成

資料64

①制度概要：調査提案を民間より公募し、当該PPPインフラ事業の事業計画策定に必要なF/S調査を当該提案企業に委託するもの

②対象事業：以下４つを満たすPPPインフラ事業

・ 途上国の経済社会開発・復興や経済の安定に寄与する

・ 日本政府・JICAの方針（国別援助実施方針等）に沿っている

・ 円借款を活用する見込みがある

・ 建設及び運営を含むPPPインフラ事業であり、提案した当該企業が事業への投資家として参画する意図があること

③対象国：円借款事業の発掘・形成の可能性のある全ての協力対象国

④規模：調査金額（JICAの支払い対象金額）は１件につき上限1.5億円（年２回の公示）

ＰＰＰインフラ事業

①制度概要：BOPビジネスの事業化調査プロポーザルを民間（企業、NGO/ NPO、大学等。但し当面日本法人に限る）より公募し、

当該提案法人にF/S調査を委託するもの

②対象事業：以下に合致する提案を公募により選定

◆ 事業分野及び開発課題

・MDGsをはじめ開発課題の改善に資する事業

・JICA事業との連携で更なる開発効果がのぞめる事業

◆ 提案者(調査実施者)=BOPビジネス実施主体

本制度による調査実施後、主たる事業者として実際に当該BOPビジネスへの参画を予定していること

③対象国：全JICA在外拠点所在国

④規模：調査金額：１件５千万円上限（原則） 年２回公募

ＢＯＰビジネス

ＯＤＡ実施の国際比較

米国 英国 ﾌﾗﾝｽ ﾄﾞｲﾂ ｵﾗﾝﾀﾞ ｶﾅﾀﾞ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 日本

ODA実績総額（億$）2008年名目ﾍﾞｰｽ 260 114 110 139 70 47 32 94

多国間（%） 11% 35% 40% 36% 24% 30% 25% 29%

二国間（%） 89% 65% 60% 64% 76% 70% 75% 71%

無償（%） 92% 63% 55% 67% 78% 71% 75% 83%

【出典】OECD.Statより作成

無償開発援助比率の主要国との比較（2008年）

我が国の分野別無償資金協力比率

0%
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その他

通信

エネルギー

保健医療

教育

運輸

水と衛生

出典：ODA白書

約２．７％
(1082万ドル)

● 我が国のＯＤＡは金額的には第５位であるが、無償開発援助の比率は主要国の中では高水準。

● 無償資金協力における通信分野のシェアは、３％程度の低水準。
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ＪＢＩＣによる国内企業の海外事業展開に対する包括的支援

国際協力銀行

国際協力銀行は、我が国

企業の海外事業展開支援

のため、投資金融による

直接的な支援に加え、輸

出金融や事業開発金融等

による周辺インフラ整備

等の間接支援、情報提供

や政策対話等の融資以外

の支援を包括的に実施し

ています。

現地企業等→原材料等生産

インフラ整備等

投資金融

輸出金融

情報提供等側面支援

事業開発等金融

我が国企業の

海外拠点・事業

途上国政府･政府機関等

→インフラ整備（発電所、送配電、

情報・通信、道路、港湾等）

→裾野産業／サプライチェーン支援、等

原
材
料

供
給
等

電
力

物
流
等

資料66

国際協力機構の資料をもとに作成

ＪＢＩＣ 輸出金融について

■輸出金融では、日本国内で生産されたプラントや設備等(設備並びにその部分品および付属品)の開発途上地域への輸出、ま

たは日本から開発途上地域への技術の提供に必要な資金を融資。

■ 融資形態は、外国の輸入者または金融機関に対して直接融資するもの。 融資先が輸入者の場合をバイヤーズ・クレジット

（B/C）、金融機関の場合をバンクローン（B/L）と呼称。

■ 融資条件は、「ＯＥＣＤ公的輸出信用アレンジメント」に基づき決定。このうち融資金額、対象については、原則として、輸出契

約金額及び技術提供契約金額（外貨ポーション）の範囲で、頭金部分（最低１５％）を除いた金額。ローカル・コストは、原則、融

資対象に含めることはできないが、上記外貨ポーションの最大30％の範囲内で融資対象に含めることは可能。

■ 原則として、一般の金融機関と協調して必要な資金を融資。

■ B/Lのケースでは、一旦JBICから地域国際金融機関や現地金融機関等に対して融資を行い、 日本からの設備等の輸入を

行う現地企業に転貸させることを通じ、諸外国における日本製設備等の輸入を支援。

資料67

○外国の輸入者または金融機関に対して、日本からの設備
等の輸入、技術の受入れに必要な資金を直接融資。

○融資条件はOECDガイドラインに基づき決定。

輸出金融概念図

国際協力銀行の資料をもとに作成



ＪＢＩＣ 投資金融について

■投資金融は、日本企業の海外における生産拠点の設立・増設や資源開発など、海外での事業展開に必要な長期資金を対象

とする融資。

■プロジェクトの円滑な実施・運営をサポートすることにより、日本企業の国際競争力強化や海外市場の確保、日本の経済活動

に不可欠な資源の安定的確保など、日本経済にプラスの効果を得ることを目的とする。

■融資対象は、日本の法人等が出資する開発途上地域の現地法人が行う事業に、直接又は間接に充てられる資金。なお、日本

の資源の安定的確保に資する事業や先進国向け投資金融の対象事業として定められた一部の事業については、開発途上地

域以外のものも対象となる。

■原則として、一般の金融機関と協調して必要な資金を融資。

■JBICからの直接融資に加え、一旦JBICから開発途上地域の金融機関等に対して融資を行い、当該金融機関等から現地で事

業を行う日系企業に必要な長期資金を転貸させる「バンクローン」の形態もある。
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○投資金融

○日本企業の海外における生産拠点の設立・増設等、海外での事業展開に必要な
長期資金を対象とする融資。

○中堅・中小企業には優遇措置あり。
○資源開発等に関する場合、または中堅・中小企業向けである場合には、日本の

投資者に対する融資も可能。

投資金融概念図

国際協力銀行の資料をもとに作成

ＪＢＩＣ政令改正（先進国向け投資金融の対象拡大）

２０１０年１１月に公庫法施行令第十二条が改正され投資金融について、開発
途上地域以外の地域において行うことができる事業として、これらの８つの事
業を追加。

①原子力による発電に関する事業 （既存）
②鉄道に関する事業 （改正）（※１）
③上下水道・工業用水
④洋上風力発電等の再生可能エネルギー
⑤送配電
⑥石炭火力発電による石炭の高効率利用
⑦石炭ガス化による石炭の高効率利用
⑧二酸化炭素の回収・貯蔵
⑨スマートグリッド・スマートコミュニティ
⑩情報通信ネットワークの高度化

※１ 都市鉄道等（地下鉄・モノレールなど）を「鉄道に関する事
業」として追加。

■投資金融については、日本法人等が出資する発展途上地域の現地法人が行う事業への資金に加え、先進国

向け投資金融の対象事業として定められた一部事業についても融資対象となる。

■2010年11月、「パッケージ型インフラ海外展開推進会議」における議論を踏まえ、先進国向け投資金融の対

象事業が拡大。詳細は以下のとおり。

政令改正の概要

「パッケージ型インフラ海外展開推進会議」における議論を踏まえ、先進国向け投資金融の対象事業を拡大。本政令
改正における対象拡大事業は、以下記載の③～⑩の８事業。
本政令改正によって、「情報通信ネットワーク」の先進国向け事業も投資金融の対象範囲となる。

【先進国向け投資金融対象事業】
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ＪＢＩＣ 事業開発等金融 （アンタイドローン）について

■事業開発等金融とは、開発途上国等による事業および当該国の輸入に必要な資金、もしくは当該国の国際収支の均衡、通貨

の安定を図るために必要な資金を供与する仕組み。（日本企業から資機材の購入を条件としない）

■事業開発等金融による資金は、日本との貿易･投資関係の維持・拡大 、日本のエネルギー・鉱物資源の安定的確保、日本企

業の事業活動の促進、高い地球環境保全効果を有する案件への融資、国際金融秩序の維持等に明確かつ具体的に繋がるプ

ロジェクトへの融資などに用いられる。

■JBICからの直接融資に加え、一旦JBICから開発途上地域の金融機関等に対して融資を行い、当該金融機関等から、各ローン

の資金使途に合致したプロジェクト等の受注企業（一定の要件を満たす現地の地場企業ならびに合弁企業等）に転貸させる「バ

ンクローン」の形態もある。

■ 原則として、一般の金融機関と協調して必要な資金を融資。
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事業開発金融概念図

国際協力銀行の資料をもとに作成

ＮＥＸＩの海外展開に果たす役割と貿易保険の種類

１．輸出契約等・海外投資に伴う不安解消
代金回収不能、事業の継続不能など

２．輸出者の資金調達手段
貿易保険を担保に金融機関から資金調達

３．金融機関の融資の円滑化
荷為替手形の買取の円滑化・銀行等の中小企業への融資の円滑化

４．保険事故の未然防止・回収を支援
政府や政府機関などがからむ契約上のトラブルなどが起こった場合、経済産業省、外務省・在外日
本大使館など日本国政府が問題解決や代金回収などを支援
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ＮＥＸＩの役割

貿易一般保険 海外投資保険

海外事業資金貸付保険

資源ｴﾈﾙｷﾞｰ総合保険

地球環境保険

前払輸入保険

輸出手形保険

個別保険

消費財包括保険

設備財包括保険

企業総合保険

貿易一般保険包括保険（技術提供等）

知的財産権等ﾗｲｾﾝｽ保険

増加費用

地球環境保険

輸入の保険

貿易代金貸付保険

投融資の保険

限度額設定型貿易保険

中小企業輸出代金保険

簡易通知型包括保険

貿易取引の保険貿易保険の種類

日本貿易保険の資料をもとに作成



 海外投資保険について

 海外投資保険は、投資のための保険。

 日本に所在する企業が、海外で行った投資（出資、権利等の取得）について株主や債権者としての権利等が受け
る損失をてん補

 海外投資保険でてん補する危険

 海外投資保険では、投資先企業に係る非常危険（既投資案件も引受可能）による損失を最大95％まで担保。

 投資計画に合わせて保険期間、保険金額を設定可能。

資料72 海外投資保険の概要とてん補するリスク

海外投資保険概要

非常危険が顕在化し、「３月以上の事業の休止」や「事業の継続不能」により生じた損失をてん補

①収用リスク：株式や不動産に関する権利等の剥奪等
②戦争リスク：戦争、内乱（テロ行為）等により事業不能等
③不可抗力リスク：地震等自然災害、原子力事故、鳥インフルエンザ等
④権利侵害リスク：政策変更、契約違反等
⑤送金リスク：為替制限、戦争等

てん補するリスク

日本貿易保険の資料をもとに作成

海外投資保険におけるてん補範囲の拡大

１．対象となるセクター
資源・エネルギー、インフラ（原子力、鉄道等）、環境セクター（新エネルギー、ＣＤＭ等）

２．新たにてん補対象となるリスク
（１） 投資先国政府の投資先企業に対する合法的かつ一般的な行為(政策変更)によって、当該投資先企業が破産手続開始
の決定に至ったことにより受けた損失
（２） 投資先国政府の政策変更等による投資先企業に対する間接的な影響（投資先企業の「契約相手先」が政府の政策変更
等の影響を受け、投資先企業との契約を破棄したこと等）によって、当該投資先企業が破産手続開始の決定に至ったことによ
り受けた損失

３．具体的な政策変更の内容
（１） 投資先国政府の合法的かつ一般的な行為（政策変更）の具体例
① 投資先国政府の税財政措置に関する政策変更

税制の変更（優遇税制の変更、増税）・公定されているロイヤリティ料率の引上げ

② 投資先国政府による規制に関する政策変更
土地収用制度・運用の変更・外国政府等による事業会社の製品の価格統制、値下げ・外国政府等による事業に必要な水、
電気等インフラ供給価格の値上げ・法律改正による環境規制の変更・強化・法律改正による安全規制の変更・強化

（２） 投資先国政府の政策変更等の間接的な影響の具体例
政府の政策変更等により、投資先企業の契約相手先が政府からの補助金を受け取れなくなったことに起因する投資先企業との契約の破棄等

● 2010年7月1日より、日本貿易保険は、海外投資保険において、従来からてん補している非常リスクに加えて、投資
先国政府の合法的かつ一般的な行為（政策変更）に係るリスクをてん補対象に追加。
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日本貿易保険の資料をもとに作成



資料74 ＮＥＸＩ 貿易代金貸付保険・海外事業資金貸付保険 概要

日本に所在する金融機関が、外国企業等に本邦からの輸出貨物等の代金等の支払に充てる資金を貸付け、当該貸付金
が回収できなかった場合に生じる損失をてん補。

<貿易代金貸付保険でてん補する危険>

 貿易代金貸付保険では、非常危険および信用危険をてん補。

 非常危険のみのてん補も可能だが、一方で信用危険のみのてん補は不可。

貿易代金貸付保険

 海外事業資金貸付保険は、融資または債務保証のための保険。

 日本に所在する金融機関、商社等が、外国にある企業が行う事業に対し、貸付を行い、当該貸付金が回収でき
なかった場合に生じる損失をてん補。

 本保険では、非常危険及び信用危険をてん補します（親子ローンの場合は、信用危険不てん補）。非常危険のみ
のてん補も可能だが、一方で信用危険のみのてん補は不可。

 貿易代金貸付保険との違い

 海外事業資金貸付保険は、日本からの輸出等に結びつかない融資（輸出アンタイド）に対する保険。

ただし、支配法人への融資（NEXI創設まで海外投資保険の対象）の場合、本邦からのプラント建設資金又は機械
等の購入資金でも可能。

海外事業資金貸付保険

日本貿易保険の資料をもとに作成

産業革新機構の仕組み資料75

出典：産業革新機構作成資料



産業革新機構の投資対象 （事業ステージ別）資料76

出典：産業革新機構作成資料

オープンイノベーションを支える幅広い裾野の形成資料77

出典：産業革新機構作成資料
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電子記録債権 概要

利用者は、WebやFAXを使って記録請求することにより、電子記録債権を簡易に発生・譲渡すること
が可能であり、利用者において大幅なシステム改修等は不要（①）。

電子記録債権は、手形と異なり分割譲渡ができ、下請等企業は、地方公共団体が振り出した、信用
力の高い電子記録債権を活用することで、低い調達コストによる資金調達が可能（②）。

Web

Fax

記録機関 債務者（地方公共団体）

1次債権者（元請）

2次債権者（下請）

3次債権者（孫請） 金融機関

①簡易な方法で利用可能

（システム導入費用不要）

②分割譲渡が可能

（下請以下の資金調達コスト削減）

受取人
振出人

手形 電子記録債権

1次債権者 地方公共団体 地方公共団体

2次債権者 1次債権者 地方公共団体

3次債権者 2次債権者 地方公共団体

n次債権者 (n-1)次債権者 地方公共団体

下請等企業は、地方公共団体の信用力
を活用して資金調達することが可能。

分割譲渡

記録申請の流れ 債権の流れ

分割譲渡
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出典：三菱総合研究所作成資料

ＩＴＵによるフィージビリティスタディの実施

（目的）

○無線技術は低コストでブロードバンド環境を実現する手段として有望な技術であるが、途上国にはどの技術が適しているか判断が

難しいため、現地調査を含めた実現可能性調査（フィージビリティ・スタディ）を実施。

○日本が国際競争力を有するシステムの実現可能性を調査することで、今後の途上国地域への当該システムの海外展開につなげ

ていく。

１．実施時期：平成２１年１月から平成２２年６月

２．対象地域：ヨルダン及びチュニジアのルーラルエリア２ヶ所づつをケーススタディの対象地域として選定

３．調査主体：ＩＴＵコンサルタント（ NEC、ウィルコムの専門家）、小泉プロジェクトマネージャー

４．主な調査内容：

①対象地域の状況調査

ユーザー分布、周囲の地形や気候、電源の供給状況、周波数の利用状況、既存通信網の設置状況等を調査

②具体的システムの検証

対象地域において、複数の具体的な通信システムの導入ケースを想定し、見込まれる初期費用や導入までの期間、維持費用、

実際に想定される利用形態等を検証

５．費用：約１千万円

６．調査結果：

①対象地域における状況調査の結果、当該地域ではXGP(次世代PHS)やWiFi、WiMax等のシステムが適切

②パイロットプロジェクトの提案：

初期投資が低く抑えられるWiFi網を構築し、ユーザ利用評価も踏まえソフト面での有効性等も検証して総合評価

を行う

実施概要
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アジア・太平洋電気通信共同体(ＡＰＴ)概要

① 設立

国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）が、アジア電気通信網計画の完成の促進とその後の有効な運営を図るための
地域的機関として1976年にAPT憲章を採択。1979年に同憲章が発効し、設立。

APTは、APT憲章第1条においてITU憲章（1973年）第32条に合致する地域的電気通信機関として位置付けられており、ITU
と連携して活動を行うことが期待されている。

② 目的等

○ アジア太平洋地域における電気通信サービ
ス、情報基盤の均衡した発展

○ 研修やセミナーを通じた人材育成、標準化や
無線通信などの地域的政策調整等を実施。

③ メンバー

加盟国： 36か国
準加盟地域： 4地域
賛助加盟員： 122社

（通信事業者及びメーカー、団体）

④ 事務局（タイ・バンコク）

事務局長：山田 俊之（日本）
就任：2008年２月～

事務局次長：クライソン・ポーンスティー（タイ）
以下、職員 22名

North KoreaNorth Korea

KoreaKorea

IndiaIndia

AfghanistanAfghanistan

AustraliaAustralia

BangladeshBangladesh

BhutanBhutan

BruneiBrunei

ChinaChina

FijiFiji

IndonesiaIndonesia

JapanJapan

LaoLao

MalaysiaMalaysia

MaldivesMaldives

MarshallMarshallMicronesiaMicronesia

MongoliaMongolia

MyanmarMyanmar

NauruNauru

NepalNepal

New ZealandNew Zealand

PakistanPakistan

PalauPalau

PhilippinesPhilippines

SamoaSamoa

SingaporeSingapore

Sri LankaSri Lanka

ThailandThailand

TongaTonga

VietnamVietnam

Cook
Islands
Cook
Islands

Hong KongHong Kong

MacaoMacao

NiueNiue

PNGPNG

CambodiaCambodia

IranIran

North Korea

Korea

India

Afghanistan

Australia

Bangladesh

Bhutan

Brunei

China

Fiji

Indonesia

Japan

Lao

Malaysia

Maldives

MarshallMicronesia

Mongolia

Myanmar

Nauru

Nepal

New Zealand

Pakistan

Palau

Philippines

Samoa

Singapore

Sri Lanka

Thailand

Tonga

Vietnam

Cook
Islands

Hong Kong

Macao

Niue

PNG

Cambodia

Iran

加盟国（36カ国）加盟国（36カ国）

• アフガニスタン
• オーストラリア
• バングラディシュ
• ブータン
• ブルネイ
• カンボジア
• 中国
• フィジー
• インド
• インドネシア
• イラン
• 日本
• 韓国
• 北朝鮮
• ラオス
• マレーシア
• モルディブ
• マーシャル諸島
• ミクロネシア
• モンゴル
• ミャンマー
• ナウル
• ネパール
• ニュージーランド
• パキスタン
• パラオ
• パプアニューギニア
• フィリピン
• サモア
• シンガポール
• ソロモン諸島
• スリランカ
• タイ
• トンガ
• バヌアツ
• ベトナム

• クック諸島
• 香港

準加盟地域準加盟地域

• マカオ
• ニウエ

APT: Asia‐Pacific Telecommunity＝アジア・太平洋電気通信共同体
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ＡＰＴによる特別拠出金プログラム資料81

情報通信インフラ整備等に向けた研修支援

【平成４年度開始】

主としてインフラ整備・運用等に関わる実務担当者等を対象として、日本
における研修コース及び海外におけるワークショップ等を通じた基礎的な人
材育成を実施。

日本国内において年間１０件程度の研修を実施。毎年、１００名程度が
受講。
このほか、海外において数コースのワークショップを実施。

国際共同研究支援

【平成１３年度開始】

開発途上国と日本の研究者・技術者による国
際共同研究を支援。
毎年１０件程度を実施。

デジタル・ディバイド解消等のための
パイロットプロジェクト支援

【平成１７年度開始】

開発途上国内のルーラルエリアにおけるテレセン
ター等のパイロットプロジェクトを支援。
毎年２～３件程度を実施。

ブロードバンド整備等に向けた中期研修支援

【平成１８年度開始】

ブロードバンド化に向けた競争環境整備に必
要な人材育成支援・政策作成への支援を目
的として、中期研修（３週間程度）を年１回日
本で実施。

ＦＷＡを用いた降雨データ等環
境情報を自動取得するシステ
ムを農業分野へ応用するため
の研究

（2004年度 フィリピン）

Ｗｉ-Fi技術を活用し、ルーラルエリアにおけ

るインターネット接続環境を提供するテレ
センタープロジェクトの作業の様子

（2005年度 パプアニューギニア）

「Good governanceのための国家データベー
スの構築技術」（2009年度）

「 ブロードバンド通信のための
情報セキュリティ」

（2009年度）

「ブロードバンド時代の電気通信競争政策」

（2006年度）



４．グローバル展開体制の組成

ＩＣＴ海外展開の推進 概要

１ 施策の概要

新成長戦略や新たな情報通信技術戦略等の国家戦略に留意し、我が国の「主要通信・放送インフラシステム」等の海外展開
活動を実施。

具体的には、民間企業の海外展開を容易にするため、政府間において、我が国のＩＣＴシステムの展開に向けたハイレベルの
戦略的協調関係を構築する一方で、それぞれのシステムごとに企業の枠を超えたＩＣＴ産業の海外展開方針を作成し、関連調
査の支援、モデルシステムの構築、セミナーの開催等を戦略的に実施。

① 我が国ＩＣＴシステムの海外展開方策の検討のため、働きかけを実施する国又は
地域についての調査等を行う。（市場の開拓）

② 我が国ＩＣＴシステムの採用が有望視される国又は
地域については、業種横断的な連携体制の下、相手国
ニーズに対応したモデルシステムの構築・運用により、
当該システムの優位性を「見える化」し、当該システムの
導入を図る。

③ 相手国のＩＣＴシステムの導入度合いに応じて、当該
システムの理解度の向上や普及促進等を目的として
セミナー等を開催する。

２ 計画年数
５カ年計画

（事業開始平成２３年度～終了平成２７年度）

３ 所要経費
平成２３年度予算額 平成２２年度予算額

一般会計 １，２０１百万円 ２,４２６百万円

イメージ図
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 我が国が強みを有するＩＣＴシステムの海外展開活動を加速するため、官民一体の連携体制の下、システムごと
に、相手国の実態・ニーズを踏まえたロードマップを作成し、当該ＩＣＴシステムの展開を図るための調査、モデル
システムの構築・運営、セミナーの開催等の実施を支援。



１ 施策の概要
（１）我が国では、これまで多様なＩＣＴ利活用技術・人材が確立しつつあるところ。これらの技術や知見、経験をアジア各国と

共有、諸課題の解決に役立てるとともに、相手国のニーズや事情に合致した先端的なＩＣＴ利活用技術を海外展開して
いくために必要な調査研究を行う。

（２）具体的には、対象国を選定の上、①当該国におけるＩＣＴ利活用分野のニーズ調査、②技術・制度面の課題等の洗い出し、
③当該国開発計画と整合性のとれたマスタープランの策定、④ＩＣＴ利活用システム導入に向けたフィージビリティ調査等を
行う。

将来的には、こうした取組みにより、我が国のＩＣＴ利活用に
係る技術や知見・ノウハウの海外普及を促進し、もって我が国
技術の国際標準化の実現や我が国ＩＣＴシステムの相手国導入
等を通じた国際競争力の強化を図る。

２ 計画年数
３カ年計画

（事業開始平成２３年度～終了平成２５年度）

３ 所要経費
平成２３年度予算額 平成２２年度予算額

一般会計 ２０４百万円 なし

イメージ図

アジアユビキタスシティ構想 概要資料83

 我が国の先端的なＩＣＴ利活用技術の海外展開を支援することにより、当該地域での社会的課題の解決に役立
てるとともに、我が国発ＩＣＴの国際標準化の推進、ＩＣＴ産業の国際競争力の向上に資するために必要な調査
研究を実施。

Samsung 地域専門家制度

 Samsungは、グローバル化に対応するため地域専門家制度を導入し、海外に派遣する社員に現地語教育を徹
底。

 地域専門家制度では、派遣先国に1年間滞在し、事業開拓など仕事は課さず、土地の言語・習慣・文化を身に
つけ、その国を深く知ることだけに努めさせる。

資料84

〔Samsung ： 地域専門家〕
サムスンでは1990年から、「地域専門家制度」を導入しました。真の国際化を目指し、社員に海外の文化や習慣を習熟させ

て、その国の「プロ」となる人材を育てる目的で開始した制度です。入社3年目以上、課長代理クラスの社員が対象で、毎年
200～300人を選抜、アジア、欧米、中東、ロシアと世界各国に派遣されます。

地域専門家は派遣先の国に1年間滞在しますが、仕事の義務はありません。その国の言語や文化を学ぶため、自主的に計画
を立て、実行します。期間中の給料は支給されますが、家探しから日々の生活、語学学習、人脈作りなどは一切会社を頼ら
ず、自力で乗り切らなければなりません。

サムスンにとって国際化とは、現地社会に溶け込み共生すること。地域専門家は派遣先の国で「道案内人」となりました。中東
やインドなどの異文化地域でも、現地の事情を熟知した地域専門家制度の経験者がいれば、相互の理解が深まりビジネスコ
ミュニケーションがスムーズに運びます。

制度の開始以来、これまでに約3千500人が世界各国に派遣されました。その中で日本を選んだのはおよそ600人。今日では
日韓の懸け橋の役目を担う重要な業務に励んでいます。

日本Samsungホームページをもとに作成



国際協力機構 国際協力キャリア総合情報サイト（ＰＡＲＴＮＥＲ）

 PARTNERは、国際協力の分野で活躍を目指す個人、国際協力に係る人材を求める法人・団体を結び付けるこ
とを目的とし、双方に役立つさまざまな情報を提供する国際協力キャリア総合情報サイト。

 国際協力機構の情報だけでなく、国際機関、政府関係機関、自治体、NPO/NGO、公益法人、開発コンサルタ
ント、大学・学校法人、CSR活動を実施する一般企業の情報等、国際協力に携わる者のために各種情報の閲
覧・掲載、メール配信などのサービスを無料で提供。

 個人・団体各々向けに、国際協力活動に役立つ情報を提供するセミナーを開催。情報収集や国際協力に関心
を持つ方々とのコミュニケーションの場として活用。
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2010年度、PARTNERでは2,494件の求人案件数を掲載。

＜団体種別ごとの求人案件数＞ ＜地域ごとの求人案件数＞

国際協力機構ホームページをもとに作成

５．国の果たすべき役割
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● インフラ輸出に係る政府支援体制では、トップ外交、政府横断的な推進体制の構築、対象分野の選択と集中、

戦略的分野の選定等が行われている。

主要国における海外展開支援の概要

パッケージ型インフラ海外展開推進実務担当者会議（平成22年4月6日）をもとに作成

米国における海外展開支援

 Export Promotion Cabinet
 2010年1月27日のオバマ大統領の一般教書演説で、今後5年間に米国の輸出を倍増させる「国家輸出イニシアティブ」(National 

Export Initiative)が発表され、政府による商談サポートの一層の強化が重点分野の一つとされた。

 具体的には、①商談サポートのための328人の専門家の派遣、②2011年には23,000社の商談サポート、③今後5年間で中小企業
の貿易倍増、④中国、インド、ブラジルの重点地域化、⑤環境技術、再生可能エネルギー等の重点セクター化を掲げている。

 また、新たに商務省、国務省、中小企業庁、米国輸出入銀行、農業省等の各トップで構成される大統領直属の「Export Promotion 
Cabinet」を設置することが定められており、180日以内に、各機関が「National Export Initiative」に沿った具体的な輸出振興策を大
統領に提案することとなった。会合は、以降、定期的に実施。

 Trade Promotion Coordination Committee (TPCC)
 1992年のTrade Enhancement Act及び1993年の米大統領令により、貿易振興政策をトップダウンで進めるため、20の省・政府機

関からなる連絡会議TPCCを設立。

 2009年10月、オバマ政権発足後の初会合において、6つのWGを設置し、①中小企業による輸出振興、②特定新興国市場への参
入確保、③再生可能エネルギー等の米国が競争力を有する主要産業セクターの戦略策定、④外国市場における主要公的セクターの
プロジェクト獲得を目指す米国企業に対する米国政府のサポートについて、中長期的なアクションプランを策定することを決定。

 President’s Export Councilの再開
 2010年3月11日、オバマ大統領は、主として民間企業トップらにより構成される諮問会議「President’s Export Council」の再開を発

表。議長にボーイング社マクナーニーCEO、副議長にゼロックス社バーンズ CEOを任命。（President’s Export Councilは1973年の大
統領令で設けられた、主に民間企業からなる輸出振興に関する大統領の諮問会議。2008年以来休眠状態にあった。）

 その他
 オバマ政権は、2010年度の第1四半期の米国輸出入銀行の予算として、前年度同期実績の約3倍に当たる100億ドルの予算を承

認。向こう5年間で米国輸出入銀行の貿易金融の規模を倍増させる見込み（一般教書演説における米国の輸出倍増目標と連動）。

 ロック商務長官は、2010年に米国輸出振興のためのミッションを40以上派遣する計画。

 米国貿易開発庁（USTDA）は、新興国を中心に20カ国以上から250～300人以上の調達担当者を米国に招聘し、米国産業界との
交流を深めるプログラムを発足。
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パッケージ型インフラ海外展開推進実務担当者会議 中間とりまとめ (平成22年6月18日)をもとに作成



韓国における海外展開支援①

 海外建設活性化対策

 UAEの成功体験を踏まえ、2010年1月15日、「海外建設活性化対策」（対外経済関係閣僚会議決定）発表。その中で、「関
係機関受注支援協議会」の設置や「国土海洋官（国土海洋アタッシェ）」の在外公館への配置等、約20項目の具体的な輸
出促進策を提案。

 2010年度放送通信海外進出戦略

 2009年に4大輸出戦略品目、22カ国の拠点国家を選定し、戦略的支援を実施。

 世界的な放送通信市場の変化と業界のニーズを反映し、海外進出成果を極大化するための「2010年度放送通信海外進
出戦略」を策定。

 海外進出に係る重点推進事項として、①選択と集中による拠点国家への進出、②産業体共同進出強化のためのシナジー
効果の再考、③中小企業のための海外進出コンサルティング体系の構築、④放送通信分野のODA拡大を通じた海外進出
の支援強化、⑤各国の政府系国際機構との関係強化による海外進出基盤の拡大、の5項目を指摘。

 韓・中東経済協力活性化案

 韓国・対外経済長官会議は、2010年3月に中東諸国向け対外経済協力基金（EDCF）の3倍増等を柱とする「ポスト・オイル
時代の相互パートナーシップ構築に向けた韓国・中東経済協力活性化案」を決定。この中で、韓国輸出入銀行、韓国輸出
保険公社、対外経済協力基金の与信規模の拡大、公共投資ファンドの設立、アフリカ開発銀行との協調融資の推進、イス
ラム債発行のための法整備推進等が掲げられている。
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パッケージ型インフラ海外展開推進実務担当者会議 中間とりまとめ (平成22年6月18日)をもとに作成

韓国の海外建設活性化対策の推進課題（施策抜粋） 日程 担当機関

1. 新市場・新商品の開発

投資開発型事業の拡大 投資開発型事業を促進するための法的根拠の整備 (海外建設促進法) 2010年12月 国土部、企財部

パッケージ型戦略の活用 政府間協議チャンネルを通じて、中東・アフリカの需要を発掘 2010年5月 国土部、企財部

包括的パッケージの整備及び共同委員会などへの提案 2010年6月 国土、外交、企財

新市場開拓活動の強化 海外建設マーケティングの強化 (市場開拓団派遣及びロードショー開催等) 年内 国土部、外交部

国土海洋官（国土海洋アタッシェ）の再配置 2010年6月 国土、行政安全部、
外交、企財

戦略的研究開発の推進 親環境エネルギープラントに関する研究開発の推進 2011年10月 国土、知経、企財

2. 受注支援カの強化

政府の受注支援カの結集 関係機関が参加する「支援協議会」の構成・運営 (運営根拠の整備) 2010年12月 国土部、知経部、
外交部、企財部

専門人材の集中育成 プラント部門の基本設計カを強化するための専門人材育成 年内 国土部、知経部

プラント学科の新設など 2010年6月 知経部

金融支援の強化 グローバル・インフラファンドの造成 2010年6月 国土部、金融委

金融支援規模の拡大及び進行段階別金融パッケージ支援 2010年12月 金融委員会、 韓国
輸出入銀行

中小企業の引受限度拡大及び保険料割引制度の活性化 年内 韓国輸出保険公社

海外人的ネットワーク強化 グローバル・トレーニングセンターの運営 2010年12月 国土部、知経部

在外公館等を通じた積極的な広報 2010年12月 国土、知経、外交

教育履修者の履歴情報データベースの構築 2010年12月 国土部、知経部

3. 国産資機材の活用による外貨獲得率の向上

海外ベンダー登録支援事業の強化 2011年6月 知経部

パッケージ型インフラ海外展開推進実務担当者会議 中間とりまとめ (平成22年6月18日)をもとに作成

韓国における海外展開支援②資料89



シンガポールにおける海外展開支援

 トップ外交による共同プロジェクトの提案

 相手国政府首脳を訪問の際、首相等が共同プロジェクト実施を提案する等、積極的なトップセールス外交を展開(例：中国、
ベトナム、リビア、モロッコ等)。中国天津市で推進中のエコシティ計画は、ゴーチョクトン上級相による温家宝総理への提案
がきっかけ。

 政府トップレベルのイニシアティブのもと、政府系デベロッパー（アセンダス、ケッペル、セムコープ、メイプルツリー等）が中心
となって海外インフラ事業を展開。

 政府系コーディネーション会社の活用

 シンガポールには政府系金融機関が存在せず、テマセク・ホールディングやＧＩＣといった政府系投資会社の投資機能を活用
した民間企業支援を展開していたが、最近では、政府系コーディネーション会社を活用する手法に転換。

 経済戦略委員会の各種レポート（2010年1月末～2月初）で、シンガポール輸出入銀行の設立が決定、国際企業庁や公共
事業庁の政府部門と政府系コーディネーション会社の動きを、シンガポール輸出入銀行が金融支援でバックアップする体制
を構築。
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パッケージ型インフラ海外展開推進実務担当者会議 中間とりまとめ (平成22年6月18日)をもとに作成

Singapore Corporation Enterprise (SCE) Hexagon Development Advisors Pte Ltd

外務省と貿易産業省により設立された国際協力のための非営利会社(2006年5
月設立)。コスト・リカバリーの原則の下、コンサルタント料を取り、シンガポール
政府が培った開発政策・行政運営に関する知見・経験を途上国に移転している。
一義的な顧客は途上国政府だが、ソリューション提供段階でシンガポール企業
のスキルを活用・実施することで、シンガポール企業にビジネス機会を提供す
ることを狙いとしている。

ソブリン・ウェルス・ファンドのテマセク・ホールディングと民間投資家が設立した
投資・コンサルティング事業会社(2007年2月設立)。途上国政府上層部へのアド
バイザリーを実施し、ソリユーション提供段階でシンガポール企業やMNCのス
キルを活用、必要に応じ、自らも出資する(工業団地・不動産事業ではマイナー
出資、エネルギー・化学分野では大口出資も検討)。



ＩＣＴ地域活性化懇談会
提言 概要

平成２３年７月

ＩＣＴ地域活性化懇談会



1. 検討事項
・ 地域の自主性と自立性を尊重しつつ、ＩＣＴを軸として、地域が自ら考え実行する「地域自立型」の地域活性化を総合的に推進するため、

ＩＣＴによる地域活性化の在り方を検討。
【検討項目】 ● 地域がＩＣＴ利活用に取り組む上で抱える課題

● 課題解決に向けた取組の方向性 等

2. 検討状況
・ 平成２３年１月２６日、ＩＣＴによる地域活性化の在り方を検討する総務大臣主宰の「ＩＣＴ地域活性化懇談会」を設置。
・ 平成２３年２月１０日以降、計４回の会合を開催し、検討を実施。同年７月１２日に提言を公表。

構成員 （敬称略）（平成２３年５月現在）

氏 名 主 要 現 職

座 長 金子 郁容 慶應義塾大学 政策・メディア研究科 教授

座長代理 坪田 知己 (株)コラボトリエ 代表取締役

構成員 安藤 周治 NPO法人ひろしまNPOセンター 代表理事

〃 奥田 貢 和歌山県 北山村長

〃 嘉田由紀子 滋賀県知事

〃 片岡 恵一 愛知県 岩倉市長

〃 岸本 晃 (株)プリズム 代表取締役

〃 後藤 和子 埼玉大学 経済学部・経済科学研究科 教授

〃 近藤 則子 老テク研究会 事務局長

氏 名 主 要 現 職

構成員 坂本世津夫 四国情報通信懇談会 運営委員長

〃 立石 聡明 (有)マンダラネット 代表取締役

〃 土井美和子 (株)東芝 研究開発センター 首席技監

〃 藤沢 烈 RCF 代表

〃 本田 節 (有)ひまわり亭 代表取締役

〃 本田 敏秋 岩手県 遠野市長

〃 三友 仁志
早稲田大学 国際学術院アジア太平洋研究科

教授

〃 横石 知二 (株)いろどり 代表取締役社長

ＩＣＴ地域活性化懇談会の概要 1



第１章

地域が抱える
課題

第２章

課題解決に向けた
ＩＣＴ政策の方向性

● 地域社会が抱える課題

● 地域におけるＩＣＴ利活用
に関する課題 （次頁参照）

ＩＣＴ地域活性化懇談会 提言の全体構成 2

第３章

課題解決のために
今後展開すべき
具体的施策

第４章

東日本大震災の
被災地の復興に

向けた取組

◆人材の流出・高齢化
↓

・公的サービスの維持
・地場産業の維持・振興

◆災害時における情報流通等

● 基本的理念

政策パラダイムの転換

－事業者中心から利用者中心へ－

－組織中心から国民中心へ－

－技術中心から人中心へ－

① 「地域住民本位」の
② 「地域自立型」の
③ 「底上げ型」の
④ 「多様な連携型」の
⑤ 「人に優しい」

－ ICT利活用の推進

国が地方と連携しつつ、各地域
において共通する課題解決に向
けて取り組む

①地域ＩＣＴ人材の育成・
活用の推進

②課題解決指向の「地域
自立型」の取組の推進

③地域におけるＩＣＴ利活用
基盤整備の推進

④官民情報連携の推進

⑤様々な分野におけるＩＣＴ
利活用による地域活性化

① ＩＣＴに関するハード・
ソフト・人材の一体的支援

被災地におけるICTに関する

様々な課題を踏まえ、ハード面
やソフト面等を一体的に支援

② インターネット等による
被災地情報の疎開先等
への提供

③被災地自治体の人的
ネットワークへの協力各主体による取組の連携と

広域展開を支える
ＩＣＴ政策の推進

地域コミュニティ維持のため、
生活情報等をインターネットを
介して発信

利活用ニーズ

ICTを活用した被災地の復興

に当たり、関係者が意思疎通
を綿密に行い、連携して取り
組む

人材不足

関係主体の連携

コスト負担

 ICTによる課題解決の可能性

が認識されていない
 ニーズを十分に把握できてい

ない
 ニーズがICTシステムに反映

されていない
 ニーズと供給者のマッチング

機能が十分でない
 高齢者等に寄り添っていない

地域における個別の取組を超えた
総合的な視点からの制度設計
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■ＩＣＴ利活用事業における地域の課題解決の考え方
（実施自治体）

 ICT利活用事業を実施している地方自治体では、
約４分の３がICTによる地域の課題解決について

一定の成果を認識

 一方、事業未実施の地方自治体では、約半数で
有効かどうか判断がついていない状況

出典：総務省「ＩＣＴ利活用システムの普及促進に関する調査研究」（２０１１年３月）※自治体アンケート調査

■ＩＣＴ利活用事業における地域の課題解決の考え方
（未実施自治体）

■地域ＩＣＴ利活用における課題
（実施自治体）

■ＩＣＴ利活用事業における他団体からの
参画のメリット （実施自治体）

 ICT利活用における課題として、地方自

治体の半数以上が「運用コスト・導入コ
ストが高い」ことを挙げている

 このほか、要員・ノウハウの不足も課題
として挙げられている

 地方自治体のICT利活用事業への

他団体の参画によるメリットとして
は、利用者のニーズ把握やノウハウ
等の情報にあると回答している

■地域ＩＣＴ利活用における課題
（未実施自治体）
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43.2%

15.3%

45.9%

51.7%

52.1%

0% 20% 40% 60% 80%

自治体の要員不足

自治体のノウハウ不足

費用対効果が見合わない

費用対効果が不明確

導入コストが高い

運用コストが高い

費用

費用対
効果

要員・
ノウハウ

費用

費用対
効果

要員・
ノウハウ



① 地域ＩＣＴ人材の育成・
活用の推進

④ 官民情報連携の推進

③ 地域におけるＩＣＴ
利活用基盤整備の
推進

⑤ 様々な分野における
ＩＣＴ利活用による
地域活性化

② 課題解決指向の
「地域自立型」の取組
の推進

課題解決のために今後展開すべき具体的施策 4

（１）「ＩＣＴ地域マネージャー制度（仮称）」の創設
（２）地域からの情報発信力を高めることができる

人材の育成・活用
（３）地域情報化の発展・普及に関して貢献のあった

個人・団体への表彰

（１）利用者のニーズと供給側のマッチングの促進
（２）クラウドサービスの活用の促進
（３）システムのオープン化・標準化等の促進

（１）地理的デジタル・ディバイドの解消に向けた取組
（２）「自治体クラウド」の推進
（３）防災・減災や災害時の対応を念頭に置いたＩＣＴ

利活用基盤の整備

（１）「ガバメント２．０」のための情報の公開に関する
ルールの確立

（２）情報の連携に関するルールの確立

（１）ＩＣＴによる農林水産業の生産性向上
（２）ＩＣＴによる安心・安全な医療・介護の確保
（３）ＩＣＴによる地場産業・観光等の振興
（４）教育の情報化
（５）高齢者等に使い勝手の良いサービス等の開発

（６）テレワークの推進
（７）「グリーンＩＣＴ」による環境にやさしいまちづくり
（８）自治会活動等へのＩＣＴ利活用の推進
（９）ＩＣＴの利活用を阻む規制・制度の見直し

「ＩＣＴ地域マネージャー制度（仮称）」
・地域におけるＩＣＴを活用した事業を軌道に
乗せるため、中長期にわたって当該地域にお
いて取組を支援。

・取組に参画する中で、地域の中からのリー
ダー人材の育成や高齢者・若者等の能力向上
を図る。

利用者のニーズと供給側とのマッチングの促進
・各地域の総合通信局等を中心に、ＩＣＴ利活
用に関する地域のニーズの把握と、ニーズを
満たすことが可能なＩＣＴサービスを提供す
る事業者等とのマッチングを促進。

情報の公開に関するルールの確立
・国及び公的機関の保有する災害関連情報、地
理データ等について、デジタル加工しやすい
形で公表することを促進。

・公開情報のリスト化や、データ活用に向けた
標準手続の策定等を進める。

情報の連携に関するルールの確立
・データ様式の標準化、情報連携の手順の確立
等の検討を進め、具体化を図る。



東日本大震災の被災地の復興に向けた取組

課 題
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取 組 ・ 支 援

１ ＩＣＴに関する
ハード・ソフト・人材
の一体的支援

２ インターネット等
による被災地情報
の疎開先等への
提供

３ 被災地自治体の
人的ネットワーク
への協力

 大きな被害が生じた情報
通信基盤の再構築

 公共的サービスに関する
情報のデジタル化

 震災で打撃を受けた地域
の産業の再生・創出

 ＩＣＴに関する取組の人材
不足 等

 従来の地域コミュニティが
地理的に分断されること
による住民の心のケアや
地域の絆の確保

 ＩＣＴを活用した被災地の
復興に向けた各種主体の
円滑な情報共有と連携

①通信インフラ等のハード面での復興
②ＩＣＴを活用したソフト面（利活用）の復興
③ＩＣＴ分野の復興計画の策定・展開
等の一体的、計画的な支援

被災地自治体から疎開
先の住民に向けてのイ
ンターネットを介した情
報発信等

被災地の自治体職員に
よる情報共有・連携の取
組への協力、「震災復興
支援連絡会（仮称）」の
開催等

「ＩＣＴに関するハード・ソフト・人材の一体的支援」イメージ図
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はじめに 

 

 

 ＩＣＴ地域活性化懇談会は、地域の課題解決に向け、ＩＣＴ（情報通信技術）

による地域活性化の在り方を検討するため、総務大臣主宰の懇談会として本年２

月より開催されたものである。 

第１回会合開催の約１か月後に当たる本年３月１１日、東日本大震災が発生し、

本懇談会においても、この震災を受けてＩＣＴ政策として何に取り組むべきかと

いう観点を踏まえつつ検討を進めることとなった。 

東日本大震災による被害は、我が国がこれまで経験したことがない甚大なもの

である。東日本大震災は、被災地はもとより、我が国の社会・経済全体に深刻な

損害をもたらしており、被災地である東日本の復興さらには日本全体の再生が喫

緊の課題となっている。 

  これを受けて、政府においては、東日本大震災復興構想会議（議長：五百旗頭

真 防衛大学校長、神戸大学名誉教授）を開催し、被災地の住民に未来への明る

い希望と勇気を与えるとともに、国民全体が共有でき、豊かで活力ある日本の再

生につながる復興構想の検討が進められ、本年６月２５日に「復興への提言 ～

悲惨のなかの希望～」が取りまとめられるとともに、「政策推進指針 ～日本の

再生に向けて～」（２０１１年５月閣議決定）において、震災復興と並ぶ日本再

生の方針を提示したところである。 

 ＩＣＴは、行政・医療・教育・産業等のあらゆる分野において効率性の向上や

高付加価値化を実現することにより、地域の活性化を支える重要な手段となり得

るものである。また、ＩＣＴは、地域住民が様々な人々と連携し、協働すること

を可能とするとともに、「人と人との絆」を再生する役割を果たす媒介となるも

のである。 

このような機能を持つＩＣＴを最大限に活用して地域活性化を実現すること

は、東日本大震災の被災地の復興さらには日本の再生を目指す上で、極めて重要

な課題の一つと位置付けられる。本懇談会は、この認識に立ちつつ、ＩＣＴによ

る地域活性化に向けた方策についての提言を行うものである。 
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第１章 地域が抱える課題 

 

 

 今後のＩＣＴによる地域活性化の在り方の検討に当たっては、まずは現在地域が

抱えている課題を把握する必要がある。このような課題は、地域社会が抱える課題

と、地域におけるＩＣＴ利活用に関する課題に大別される。 

 

１ 地域社会が抱える課題 

 

地域社会は様々な課題を抱えているが、次のような課題はその根幹をなすもので

あると考えられる。地域活性化のためには、これら課題の解決にＩＣＴが貢献して

いくことが重要である。 

 

（１）過疎化・高齢化と人材の流出に関する課題 

   多くの地域においては、過疎化・高齢化が進む中で、十分な保健・医療・福

祉の提供や、地域コミュニティ・公的サービスの維持が課題となっている。ま

た、農業や地場産業を始めとする地域の産業は、住民に働く場を提供すること

により、地域社会の活力の維持・向上に大きな役割を果たすものであるが、こ

れらの産業の維持・振興が課題となっている。 

   このような中で、若年層を中心に、地域の人材が都市部等に流出する傾向が

見られる。人口の高齢化は、全国的に見られる現象であるが、むしろ大都市圏

において顕著である1。他方、非大都市圏から大都市圏への人口移動は、９０年

代後半以降増加傾向にあり、人口の社会減は、非大都市圏が特に直面する現象

となっている。具体的には、２００４年から２００９年までの人口増減率を見

た場合、三大都市圏では１．３％の増加となっている一方、それ以外の地方に

おいては１．８％の減少となっている（図表１）2。 

 

 

 

                                                  
1 ２００４年から２００９年までの６５歳以上人口増加率を見た場合、三大都市圏においては

２２．８％となっているのに対し、三大都市圏以外では１１．８％にとどまっている。総務省

「平成２２年 情報通信に関する現状報告」（２０１０年７月）（以下「平成２２年版情報通信

白書」という。）p36 参照。 
2 平成２２年版情報通信白書 p36 参照。 
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＜図表１＞三大都市圏とそれ以外の道県の高齢化と人口増減率 

（２００４年と２００９年の比較） 

（％）‐5 0 5 10 15 20 25

三大都市圏

以外

全国

三大都市圏

11.1

16.6

22.8

‐1.8

‐0.2

1.3

65歳以上人口増加率

人口増減率（’04→’09）

 

出典：総務省「平成２２年版情報通信白書」 

 

若年層を中心とする人材の流出は、それ自体が地域社会の活力の低下をもた

らすという問題があるのみならず、高齢化等に伴う様々な課題の解決をより困

難とするという問題があり、地域社会が抱える大きな課題となっている。 

 

（２）災害時における情報流通等に関する課題 

   東日本大震災では、災害時における情報流通に関する地域の課題が顕在化し

たところである。例えば、津波に関する情報が的確に住民に伝わらなかったこ

とが津波被害の拡大の一因となったとの指摘があるほか、多数の被災地住民が

避難所等への避難を余儀なくされ、家族の安否や、生活に必要な物資・サービ

ス等の情報を自ら入手しようとする中で、個々の団体や企業の取組については

一定の効果を上げたものがあるものの、全体としては必要とする情報が必要と

する人に必ずしも十分な形で伝わったとはいえないとの見方がある3。同時に、

全国各地から被災地と被災住民を支援するためのボランティア等による動き

                                                  
3 一例として、(株)東日本放送と(株)サーベイリサーチセンターが共同で実施した「東日本大震

災『宮城県沿岸部における被災地アンケート』調査結果」（２０１１年４月）（宮城県沿岸部の

避難所における被災者への個別面接調査による）によれば、生活上の不安や問題を解消するよ

うな情報提供が十分かどうかについて、「あまり提供されていない」が４２％と最も多く、「ま

ったく提供されていない」を合わせると約６割が情報提供が不足していると回答している。 
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が出てきた中で、被災地の情報が他の地域に十分に伝わらなかったという面も

あったところである4。 

このような状況は、地震と津波により、情報通信網のインフラがこれまでの

災害を超える被害を受けたことにもよるが、それを勘案したとしても、基本的

な部分で、多くの地域において、災害時における円滑・迅速な情報流通を実現

するための仕組みの確立が課題となっているといえよう。 

地震と津波はまた、各種のデータを含む書類の流出をもたらし、住民の生活

に大きな影響が及んだところである。例えば、紙のカルテが流出・毀損したた

め、被災者に対する医療の提供に支障を来したほか、被災地で計５０万４千冊

の教科書が使用不能となる5等の被害が生じている。このほか、宮城県南三陸町

では、庁舎全体が津波により水没したため、電子化された戸籍データが消失し、

生活を支える行政手続が困難となるという事態も生じたところである6。 

このような災害による被害を防止・軽減するとともに、被害からの早期の復

旧を可能とするべく、情報を安全に保存し、必要に応じて速やかに参照・検索

するためのバックアップ体制を整備することが課題となっている。 

 

２ 地域におけるＩＣＴ利活用に関する課題 

 

ＩＣＴは、その利活用を進めることで、１で述べたような地域社会が抱える課題

の解決に資するものであるが、現状では、地域におけるＩＣＴ利活用自体にも課題

があるところである。このような課題としては、次のとおり、ＩＣＴ利活用ニーズ

に関する課題、人材に関する課題、関係主体の連携に関する課題及びコスト負担に

関する課題に大別される。 

 

（１）ＩＣＴ利活用ニーズに関する課題 

 

ア ＩＣＴによる課題解決可能性に関する認識 

  ＩＣＴを活用した様々なサービスが「ソリューション」と呼ばれているこ

とに象徴されるように、ＩＣＴは、効率性の向上や高付加価値化、協働体制

の促進や「人と人との絆」の再生に大きく貢献するものであり、多くの課題

解決に貢献することが可能な手段である。特に、環境・医療・教育・福祉等

                                                  
4 上記「東日本大震災『宮城県沿岸部における被災地アンケート』調査結果」によれば、震災

に関する報道の問題点として、４７％が「報道に取り上げられる場所とそうでない場所がある」、

３０％が「今自分たちに必要なことが報道されていない」と回答している。 
5 (社)全国教科書供給協会の調査による。 
6 法務省の発表によれば、管轄法務局において保存していた戸籍の副本等に基づき再製作業を

行い、本年４月２５日に戸籍の再製データの作成が完了している。 
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の今日的な社会課題は、国や地方自治体の適切な施策が必要であることはも

ちろんであるが、市民一人ひとりの自発的で協力的な行動がなければ効果的

な解決は図れない。１で述べた地域社会が抱える課題についても、ＩＣＴは

全体の効率・効果をもたらすことが可能であるとともに、個々の市民の協働

や協力による新しい市民社会の形成を促進するものとして、それら課題の解

決に大きな可能性を有している。しかしながら、ＩＣＴの効果について実際

の経験が少ない地域においては、その地域が抱える課題をＩＣＴが解決でき

る可能性を持っていることが十分に認識されているとはいえないのが現状

である。 

  総務省が実施した地方自治体を対象とするアンケート調査（以下「自治体

アンケート調査」という。）7によれば、ＩＣＴ利活用事業8による地域の課題

解決について、既に事業を実施している地方自治体では、約４分の３が「所

定の成果が上がっている」又は「一部であるが、成果が上がっている」と回

答している（図表２）。他方、事業未実施の地方自治体では、「役立つ・役立

つ可能性が高い」との回答は３０．２％あるものの、４．８％が「役立たな

い・役立つ可能性が低い」、４６．４％が「どちらともいえない」としてお

り、約半数の地方自治体でＩＣＴ利活用が地域の課題解決に有効であるかど

うか判断が付いていない状況にある（図表３）。この調査結果は、あくまで

も地方自治体を対象としたものではあるが、地域において、ＩＣＴの課題解

決可能性についての認識が必ずしも十分ではないことを裏付けるものであ

るといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
7 総務省「ＩＣＴ利活用システムの普及促進に係る調査研究」（２０１１年３月実施）。本調査

研究では、全国の市区町村１，７４６及び都道府県４７の計１，７９３団体にアンケート票を

配布し、６３１団体から回答があった（回収率３５．２％）。都道府県からの回答２５を除いた

市区町村の回答数６０６により分析を行っている。 
8 医療・介護、福祉、教育、防災、防犯、観光、交通、農林水産業振興、産業振興（農林水産

業を除く。）、雇用及び地域コミュニティの１１分野の代表的な５１システムについて、地方自

治体とその関連団体による運営・導入及び参加・協力を対象としている。 
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所定の成果が

上がっている
35.7%

一部であるが、

成果が上がって

いる
40.1%

期待した成果が

不十分である
7.0%

無回答

17.2% 役立つ・役立つ

可能性が高い
30.2%

どちらとも

いえない
46.4%

役立たない・

役立つ可能性が

低い
4.8%

無回答

18.7%

 

出典：総務省「ＩＣＴ利活用システムの普及促進に関する調査研究」 

（２０１１年３月） 

 

 

  イ ＩＣＴ利活用ニーズの把握 

    地域において、ＩＣＴが様々な課題解決に有効であるにもかかわらず、そ

の可能性について認識が欠落している場合には、結果として、ＩＣＴ利活用

ニーズが「ない」とされることになる。他方、一部の地域では、現状におい

て、このような地域のニーズについて、当事者が感じていても、関係者が十

分に把握できていないという問題がある。 

したがって、地域におけるＩＣＴ利活用のニーズの十分な把握を関係者が

明示的に共有することが必要である。また、ニーズは必ずしも顕在化してい

ない場合もあることから、受動的な把握に努めるだけではなく、潜在的なニ

ーズを積極的に掘り起こしていくという姿勢も求められる。 

 

  ウ 地域ニーズを反映したＩＣＴ利活用 

  これまでの地域におけるＩＣＴ利活用の取組においては、ともすればシス

テムや機器を売り込むという供給側の姿勢が先行し、結果的に地域ごとに異

なるニーズを反映し実情にきめ細かく対応したＩＣＴ利活用が進まなかっ

たという問題や、供給者以外の関係者の間で、ＩＣＴ利活用に取り組む上で

の運用面でのノウハウや、取組を自立させるための事業計画が確立していな

いことから、取組の自立化が困難となったといった問題もあると考えられる。 

 

＜図表２＞ 

ＩＣＴ利活用事業における地域の

課題解決の考え方（実施自治体） 

＜図表３＞ 

ＩＣＴ利活用事業における地域の

課題解決の考え方（未実施自治体）
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  エ 地域ニーズと供給者のマッチング機能 

    地域ニーズを反映したＩＣＴ利活用を推進するためには、ＩＣＴ利活用に

関する地域のニーズと、供給者であるＩＣＴサービスの開発・提供主体（Ｉ

ＣＴ企業等）との間の意思疎通を円滑化するという点も課題として挙げられ

る。 

例えば、本懇談会において開催した農林水産業へのＩＣＴ利活用をテーマ

とする「公開ワークショップ」9の中で、農林水産業分野においては、これま

でそもそも生産者とＩＣＴ企業が顔を合わせる場すらなかったという意見

があった。 

効果的なＩＣＴの利活用のためには、地域のニーズに対してサービスの提

供が的確に行われることが不可欠であり、地域のニーズと供給者のマッチン

グ機能を充実させることが求められる。 

 

オ 「電算化」にとどまる意識 

    ＩＣＴ利活用の目的が、業務・事務の効率化にとどまり、地域が抱える課

題の解決等まで踏み込んでいない場合も多いと考えられる。 

１９６０～７０年代以降、地方自治体や企業等において、ＩＣＴの導入は

「電算化」として進められたが、その際の主な目的は、業務・事務の効率化

や正確性の向上といった点にあった。しかしながら、前述のとおり、ＩＣＴ

は高付加価値化とともに協働体制の促進や「人と人との絆」を再生するとい

う点に強みを発揮するものであり、ＩＣＴ利活用の目的が「電算化」にとど

まっている地域の関係者の意識改革も課題となっている。 

 

  カ 高齢者等に寄り添った解決策の提示 

    地域における高齢者の割合の高まりや、若年層の都市部への流出等が続く

中で、高齢者等を取り巻く課題の解決へのＩＣＴの貢献が期待される。しか

しながら、インターネットの利用率は高齢者層では依然として低く、７０～

７９歳で３９．２％、８０歳以上で２０．３％となっている（図表４）10等、

高齢者は必ずしもＩＣＴに親しんでいるとはいえないのが現状である。この

ような状況において、ＩＣＴの利活用が苦手な高齢者等に寄り添った解決策

（ソリューション）が十分に提示されていない点が課題となっている。 

 

                                                  
9 ２０１１年３月９日開催。 
10 総務省「平成２２年通信利用動向調査」（２０１１年５月報道発表）による。 
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＜図表４＞年齢階級別インターネット利用率の推移（個人） 

6歳以上

全体
6‐12歳 13‐19歳 20‐29歳 30‐39歳 40‐49歳 50‐59歳 60‐64歳 65‐69歳 70‐79歳 80歳以上

平成20年末（n=12,791） 75.3% 68.9% 95.5% 96.3% 95.7% 92.0% 82.2% 63.4% 37.6% 27.7% 14.5%
平成21年末（n=13,928） 78.0% 68.6% 96.3% 97.2% 96.3% 95.4% 86.1% 71.6% 58.0% 32.9% 18.5%

平成22年末（n=59,346） 78.2% 65.5% 95.6% 97.4% 95.1% 94.2% 86.6% 70.1% 57.0% 39.2% 20.3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 

出典：総務省「平成２２年通信利用動向調査」（２０１１年５月） 

 

 

また、東日本大震災では、災害時においてインターネットが重要な情報受

発信の手段となることが改めて確認されたが、上記のような高齢者のインタ

ーネット利用状況を踏まえると、災害時等における情報の受発信について、

依然として年齢層別のデジタル・ディバイドが存在している状況にあるとい

える。 

 

（２）人材に関する課題 

 

ア 中心人物（リーダー）とそれを支える人材1112 

ＩＣＴによる地域活性化を実現するためには、地域においてＩＣＴ利活用

の取組を軌道に乗せる（自立的な取組に導く）ことができる中心人物（リー

ダー）と、それを支える高度な専門性等を備えた人材が必要である。また、

リーダーの存在のほか、地域の多様な人材が地域の魅力を発見・発信し、ネ

ットワークを形成して地域を支えていくことが重要である。現状において、

地域でのＩＣＴ利活用の取組の自立化が困難となっている背景の一つとし

て、このような人材の不足が大きく関係していると考えられる。 

                                                  
11 平成２２年版情報通信白書においては、各種地域活性化の成功事例に共通する要素として、

まず「熱意ある中心人物」の活動を挙げている。 
12 内閣府経済社会総合研究所「地域活性化システム論カリキュラム研究会中間報告書」（２０

１０年７月）（以下「内閣府報告書」という。）においても、地域活性化に向けた地域のアイデ

ィア合戦の中で、活性化の成功事例の背景にいる中心人物、リーダーの役割により大きな焦点

が当たってきたとされている。 
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また、災害時において、仮に被災地でインターネットが利用可能な環境に

あったとしても、実際に情報の受発信に活用できる人材が十分に存在しない

という問題がある。第１章で述べたとおり、東日本大震災においては、必要

とする情報が必要とする人に必ずしも十分な形で伝わったとはいえず、また、

被災地の情報が他の地域に十分に伝わらなかったとの指摘がある。これは、

高齢者のＩＣＴ利活用能力とも関係するものであるが、上述のような人材が

存在していれば、被災地におけるより円滑な情報の受発信が可能となったも

のと考えられる。 

自治体アンケート調査の結果においても、地域ＩＣＴ利活用における課題

として、４２．０％の地方自治体が「自治体のノウハウ不足」、３８．２％が

「自治体の要員不足」を挙げており、人材に関する課題を抱えていることが

分かる（図表５）。特に不足と考えられているのは、８２．１％の地方自治体

が挙げている「ＩＣＴ特性と地域のニーズを理解して、ＩＣＴを活用した事

業を考案できる人材（利活用人材）」、７９．２％が挙げている「ＩＣＴの事

業を進める上で、内外の必要な人・企業・団体等との人脈を持ち、コーディ

ネートできる人材（コーディネート人材）」、同じく７８．５％が挙げている

「ＩＣＴの事業を進める上で、チーム全体を指揮し、折衝・プレゼンテーシ

ョン、全体コーディネートが可能な人材（リーダー人材）」であり、事業を進

める上での中心的人材が多くの地域で不足していることが分かる（図表６）。 
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出典：総務省「ＩＣＴ利活用システムの普及促進に関する調査研究」 

（２０１１年３月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：総務省「ＩＣＴ利活用システムの普及促進に関する調査研究」 

（２０１１年３月） 

＜図表５＞地域ＩＣＴ利活用における課題 （全分野平均） 

＜図表６＞地域におけるＩＣＴ利活用事業を進める上での人材の過不足感 
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  イ 地域内外の人材の活用 

地域におけるＩＣＴ利活用の取組を円滑かつ効果的に進めるためには、リ

ーダーとなり得る人材や、それを支える人材が、地域の中から生み出されて

いくことが重要である。ただし、地域で育ったＩＣＴ技術者等が、都市部等

に流出していくという課題があることにも留意が必要である。 

また、地域内の人材のみならず、地域外からこのような人材を受け入れ、

地域での取組に活用していくことも重要である13。 

 

（３）関係主体の連携に関する課題14 

 

ア 地域内の関係主体の連携 

ＩＣＴによる地域活性化を実現するためには、地域において様々な主体（異

主体・異業種）が、自律・分散・協調を基本として連携・協働することが重

要である。すなわち、地域が自ら考え、行動する「地域自立型」のＩＣＴ利

活用を進めていく上で、地域住民を中心に、地方自治体、ＮＰＯ、企業、大

学、病院・学校等の公的サービスを提供する組織等が連携し、相互支援をし

ながらそれぞれの力を発揮させていく、「新しい公共」の視点に沿った「協働

の場」の形成が大きな役割を果たす。 

自治体アンケート調査の結果においても、地方自治体が実際に取り組んで

いるＩＣＴ利活用事業では、約６割で他団体からの参画が見られる。参画の

内容としては、「事業へのニーズ・アイディア・専門知識等の提案等、初期段

階の参加・協力」が１８．１％、「各種プランニング・事業案の作成など企画

～計画づくりへの参加・協力」が１６．３％、「事業運営全般」が１３．７％

等となっている（図表７）。また、他団体の参画によるメリットとしては、「対

象者のニーズのきめ細やかな把握・柔軟な対応」が１８．０％、「ＩＣＴ・そ

の他の事業に関係する経験・専門知識・ノウハウ」が１６．３％等となって

おり、他団体の参画は、利用者のニーズ把握やノウハウ等の情報提供の面で

有用であることが分かる（図表８）。 

 

                                                  
13 内閣府報告書においては、地域づくり、まちおこしではよく「バカ者、よそ者、若者」の組

み合わせが必要だといわれるとした上で、「よそ者」の機能として、活動を客観的な眼で眺め必

要なアドバイスを行うことを挙げている。 
14 平成２２年版情報通信白書においては、各種地域活性化の成功事例に共通する要素として、

「熱意ある中心人物」のほかに、「住民・企業・ＮＰＯ・自治体・地元マスコミなどの異主体・

異業種の連携・協働」、「多様な外部の人材との連携」、地域資源の地域内外への「積極的な情報

発信と交流」、これらを支える「ＩＣＴによる緩やかなネットワーク」を挙げている。 
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＜図表７＞ＩＣＴ利活用事業における他団体からの参画内容（実施自治体） 
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出典：総務省「ＩＣＴ利活用システムの普及促進に関する調査研究」 

（２０１１年３月） 

 

 

＜図表８＞ＩＣＴ利活用事業における他団体からの参画のメリット（実施自治体） 

対
象
者
の
ニ
ー
ズ
の
き
め
細
や
か
な
把
握
・

柔
軟
な
対
応

Ｉ
Ｃ
Ｔ
・
そ
の
ほ
か
の
事
業
に
関
係
す
る
経
験
・

専
門
知
識
・
ノ
ウ
ハ
ウ

地
域
に
お
け
る
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
等
と
の
人
脈
・

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

組
織
力
（
会
員
組
織
、
支
援
組
織
等
）
、動

員
力

既
存
事
業
で
作
り
上
げ
た
各
種
事
業
の
し
く
み

行
政
の
制
度
的
な
枠
を
超
え
た
事
業
が
可
能

公
的
な
負
担
・利
用
者
の
負
担
が
少
な
い
運
営

財
政
・
資
金
調
達

情
報
コ
ン
テ
ン
ツ
の
豊
富
さ

そ
の
他

18.0%
16.3%

12.4%
11.1%

4.9%

11.7%

7.8%

3.1%

8.6%

1.8%

0%

5%

10%

15%

20%

 

出典：総務省「ＩＣＴ利活用システムの普及促進に関する調査研究」 

（２０１１年３月） 
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このように、現状において、地域でのＩＣＴ利活用の取組の自立化が困難

となっている背景の一つとして、前述の人材面の課題に加え、地域内の様々

な主体の連携が十分に図られていないことも関係していると考えられる。 

 

イ 外部を含めた連携 

地域内での連携に加え、多様な外部の人材・主体との連携も重要である。

外部の人材・主体は、地域内では入手できないノウハウやリソースの提供等

に大きな役割を果たすことが期待される。また、地域資源を地域内外に積極

的に情報発信し、情報交流を行うことが重要である。 

このような地域内外の関係主体の連携を支えるものとして、多様な人材・

主体が参加可能なＩＣＴによる緩やかなネットワーク（ソーシャルサービス

等）が重要な役割を果たすと考えられる15。 

ＩＣＴによる効果・効率が実現するには、地域内で、また、地域内外での

広い範囲で情報が共有され、個人・組織・機関の連携と協働が促進されるこ

とが重要である。 

 

（４）コスト負担に関する課題 

 

  ア ＩＣＴを地域ごとに導入・運用する際のコスト 

地域においてＩＣＴを利活用した取組を検討する場合、導入コストや運用

コストの負担（金額、負担者等）がネックとなっていることが多いと考えら

れる。 

自治体アンケート調査の結果においても、地域ＩＣＴ利活用における課題

として、５５．３％の地方自治体が「導入コストが高い」、５５．２％が「運

用コストが高い」としている。同調査結果においては、コストに関する課題

は最大のものとなっている（図表５（p10））。 

民間企業についても、ＩＣＴ投資が売上高に占める比率はおおむね１％程

度であり、規模が小さな企業では、さらに少ない割合のＩＣＴ投資となる傾

向にある16。したがって、いかに利便性や効果が高いものであっても、コスト

面の課題が解決されない限り、ＩＣＴ導入の進展は難しい。 

                                                  
15 内閣府報告書においては、ＩＣＴの進展に伴い、ユーザーが情報を発信し、形成していくソ

ーシャルメディアが台頭してきており、このような新しいサービスの特徴を上手く理解し、活

用することが重要になることを指摘している。 
16 総務省「ＩＣＴ産業の国際競争力とイノベーションに関する調査」（２００７年３月）、経済

産業省「平成２１年情報処理実態調査報告書」（２０１０年８月）参照。 
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このようなコスト負担に関する問題は、地域におけるＩＣＴ利活用の取組

が局所的・一時的なものにとどまり、他地域への展開や取組の継続的実施を

妨げる要因となっていると考えられる。そして、地域ごとに導入・運用する

場合のコストが高額である結果として、広域的な普及が実現せず、そのこと

が更にコストを高額なものにとどめるという悪循環に陥っているといえる。 

 

  イ 費用対効果 

コスト負担の問題は、ＩＣＴを地域ごとに導入・運用する際のコストが高

額であるという側面と、導入・運用のコストと比較した場合の効果が必ずし

も明確でないという側面の両方がある。 

自治体アンケート調査においても、地域ＩＣＴ利活用における課題として、

４７．５％の自治体が「費用対効果が不明確」、１５．８％が「費用対効果

が見合わない」ことを挙げている（図表５（p10））。 
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第２章 課題解決に向けたＩＣＴ政策の方向性 

 

 

 地域活性化に関する今後のＩＣＴ政策は、第１章で整理した課題を解決するもの

でなければならない。このことを踏まえつつ、本章においては、ＩＣＴによる地域

活性化推進に当たっての基本的理念を提示するとともに、今後の国の役割と支援の

在り方についての考え方を示す。 

 

１ ＩＣＴによる地域活性化推進に当たっての基本的理念 

 

（１）効果が実感できるＩＣＴ政策の展開 

ＩＣＴによる地域活性化を推進するためには、「事業者中心から利用者中心

へ」、「組織中心から国民中心へ」、「技術中心から人中心へ」と政策パラダイム

の転換を図り、次の基本理念に基づき「効果が実感できる」ＩＣＴ政策を展開

すべきである17。 

  ① 「地域住民本位」のＩＣＴ利活用の推進 

  ② 多様性を有する各地域が自ら考え実行する「地域自立型」のＩＣＴ利活用

の推進 

  ③ ＩＣＴの利活用が立ち後れている地域に焦点を当てた「底上げ型」のＩＣ

Ｔ利活用の推進 

  ④ 地域住民、地方自治体、ＮＰＯ、企業、大学、その他公的機関等の「多様

な連携型」のＩＣＴ利活用の推進 

  ⑤ 社会的に不利な状況にある人たちに光を当てた「人に優しい」ＩＣＴ利活

用の推進 

 

（２）各主体による取組の連携と広域展開を支えるＩＣＴ政策の推進 

   地域が抱える課題を解決し、地域活性化を実現するためには、地域自らが創

意工夫によって様々な取組を進めていくことが重要である。また、ＩＣＴが地

域ごとに異なるニーズを反映し実情にきめ細かく対応した形で活用されるこ

とが重要である。同時に、ＩＣＴの威力は、とりわけ「Ｃ」（Communication）

                                                  
17 総務省「グローバル時代におけるＩＣＴ政策に関するタスクフォース 地球的課題検討部会 

最終報告書」（２０１０年１２月）においても、「３つの基本理念」の１つとして、「①事業者中

心から利用者中心へ、②組織中心から国民中心へ、③技術中心から人中心へと政策パラダイム

の転換を図り、セキュリティと利便性の適切なバランスの下で、国民自身が自分の情報を自ら

管理しながら参画し、「ＩＣＴで生活や社会が良くなった」と実感できることが重要」とされて

いる。 
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の力を最大限に発揮すること、つまり、異なる組織・機関・個人の連携と協働

を効率的・効果的に実現することで発揮されるという基本原則を忘れてはなら

ない。つまり、地域に貢献するＩＣＴの仕組みは、地域に閉じたものとしてで

はなく、必要に応じていつでも他の地域や機関とつながり、情報を広く共有・

相互参照し、協力と智慧とノウハウが相乗効果をもたらすようにデザインされ、

活用されることが基本的に重要である。 

各主体による取組が単発的・局所的なものにとどまれば、その効果は限定的

なものとなるとともに、コストの高止まりを招き、結果的に地域活性化という

目的を果たすことが困難となるおそれがある。 

また、特にＩＣＴを活用した地域活性化の取組に関しては、ＩＣＴが「人と

人との絆」を広げる手段となることや、ＩＣＴ投資の負担を軽減することが求

められることを踏まえ、広域的な展開を進めることにより、スケールメリット

を実現することが重要である。 

したがって、これからのＩＣＴ政策は、地域ごとのニーズに対応し、地域の

自立を促進するとともに、システムのオープン化・標準化等の促進等、地域に

おける個別の取組を超えた総合的な視点からの制度設計を実現させることが

必要である。これらは、一見すると相反するものであるかのようであるが、実

際は、個々の地域ニーズを満たすこととその仕組みや智慧が広く普及すること

が両立してこそ、初めて「効果が実感できる」こととなる。その実現に向けて、

今後、各主体による取組の連携と広域展開を支えるＩＣＴ政策を推進すべきで

ある。 

このような連携と広域展開については、ＩＣＴが国境を越えた「人と人との

絆」を可能とするものであることを踏まえ、特定の地域や国内にとどまらず、

グローバルに展開するという視点に立ちつつ進めていくことが重要である18。 

 

２ これまでの国の支援策に関する評価 

 

これまで総務省では、地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業19、地域ＩＣＴ利活用

広域連携事業20等、地域におけるＩＣＴ利活用の取組への支援を行ってきたとこ

                                                  
18 総務省では、「ＩＣＴグローバル展開の在り方に関する懇談会」（座長：岡素之 住友商事株

式会社代表取締役会長）を開催し、日本の優れたＩＣＴをグローバル展開するための具体的な

施策展開の検討を行っている。 
19 「地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業」は、地域経済の活性化や少子高齢化への対応等地域が

抱えるそれぞれの課題について、ＩＣＴの利活用を通じてその解決を促進するためのモデル的

取組を委託事業として実施し、委託事業を通じて得た事業実施に必要な知見・ノウハウを他地

域にも普及することにより、地域のユビキタスネット化等の促進を図ることを目的に、総務省

において２００７年度から２００９年度までの間実施した事業である。 
20 「地域ＩＣＴ利活用広域連携事業」は、「地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業」の成果も踏ま
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ろであるが（図表９）、その成果の活用事例が全国各地に見られる等、これら施

策には一定の効果があったといえる21。 

他方、総務省による支援の終了後において、主に運用コストの負担の問題か

ら取組の継続が困難となる例もある等、取組の自立という観点からの問題や、

導入されたＩＣＴシステムが必ずしも十分に活用されていないという問題もあ

ったといえる。 

また、あくまでもＩＣＴ利活用に関する優良モデルを確立し、広域的な展開

を促進することを目的とする施策でありながら、必ずしも優良モデルの広域的

な展開につながっていない事例もあった。 

さらに、補正予算を活用した提案公募型の予算事業では、公募期間及び審査

期間が短く、結果的に、課題をＩＣＴにより解決するという地域の真のニーズ

を反映した取組の創出が不十分となった可能性がある。 

 

＜図表９＞総務省における最近の主な地域ＩＣＴ関係施策 

イ
ン
フ
ラ
整
備

利
活
用

情報通信利用環境整備推進交付金（平成23年度～）

2221201918

地域ＩＣＴ利活用広域連携事業(平成22～23年度）

地域情報化アドバイザー派遣（平成19年度～）

地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業（平成19～21年度）

地域情報通信基盤整備推進交付事業（平成18～21年度）

地域イントラネット基盤施設整備事業（平成10～21年度）

23年度

 

                                                                                                                                                        
えつつ、複数の地方公共団体の広域連携及びＩＣＴ人材育成・活用を実施することによる、効

率的・効果的なＩＣＴの利活用の取組を委託事業として実施し、情報通信技術面及び人材育成・

活用面を中心とした課題を抽出した上で、その成果を普及展開させることにより、全国各地域

における公共サービスの向上とともに、効率的・効果的なＩＣＴ利活用の促進を図ることを目

的に、総務省において２０１０年度から２０１１年度までの間実施している事業である。 
21 例えば、総務省「地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業」により構築された沖縄県伊江村の民家

体験泊事業支援システムを参考に、沖縄県や鹿児島県の市町村において同様のシステムが導

入・展開されている。また、東日本大震災においても、総務省「地域ＩＣＴ利活用モデル構築

事業」により構築・拡充された香川県の遠隔医療システムの活用が岩手県の被災地に計画され

るとともに、総務省「ユビキタスタウン構想推進事業」により実施された宮城県栗原市の遠隔

健康相談事業等の成果を活用し、同市の避難者に対する遠隔でのメンタルケアが計画されてい

る。 
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全般的に、地域の関係者がＩＣＴシステムそのものではなく、課題解決に役

立つサービスの利用を望んでいる中で、これまでの施策は、ニーズ把握が不十

分なまま、ハード重視・システム重視型の提案を誘発していた可能性があるこ

とは否定できない。今後、地域活性化のためのＩＣＴ政策を推進するに当たっ

ては、まずはこれらの点について真摯に省みることが必要である。 

 

３ 今後の国の役割と支援の在り方 

 

（１）ＩＣＴによる地域活性化を推進する上での国の役割 

今後の我が国の在り方として、地域のことは地域に住む住民が責任を持って

決めることが求められている一方で、個別の解決ではなく連携を促進させるた

めには、ＩＣＴによる地域活性化を推進する上で国が適切な役割を果たすこと

は欠かせない。このことを踏まえ、国の役割を整理し、明らかにしておく必要

がある。 

この点について、現状では、地域においてＩＣＴによる課題解決の可能性が

十分に認識されていないこと、地域の真のニーズを反映したＩＣＴ利活用を主

導する人材が不足していること、ＩＣＴの導入に当たってのコスト面の課題が

大きいこと等、各地域において共通する課題が存在していることを考慮すれば、

国が地方と連携しつつ、これらの課題解決に向けて取り組むことが必要である

と考えられる。 

 

（２）国による支援の在り方 

政府は、地域主権戦略大綱（２０１０年６月閣議決定）において、国から地

方への「ひも付き補助金」を廃止し、基本的に地方が自由に使える一括交付金

とする旨の方針の下、補助金・交付金等の改革を段階的に行うことを決定して

いるところである22。このような中、ＩＣＴによる地域活性化の推進に当たり、

国としては、一括交付金制度の中でＩＣＴ利活用への支援を行うことが可能と

なる方策を検討すべきである。同時に、国による取組を総括し、地域において

導入されたＩＣＴが実際に有効に使われたかを含めてその活用状況を検証しつ

つ、地方自治体に対して情報提供・助言していくとともに、各地方自治体のハ

ブとしての役割を担うことに重点を置いていくべきである。 

他方、第１章において示した現在の課題を踏まえると、地域のＩＣＴ利活用

                                                  
22 ２０１１年度には、「地域自主戦略交付金」の制度が導入され、各府省所管の都道府県向け

の投資に係る補助金等の一部が内閣府予算として一括計上されている。 
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の鍵となる「人材」に着目した支援策や、地域の真のニーズがより的確に実現

できるような支援策については一層の強化が必要である。これらの支援は、２

でこれまでの国の支援策に関する評価として述べた「省みるべき点」に即した

ものでなければならない。 

また、東日本大震災の被災地の復興に当たっては、地方自治体が主体となる

ことを原則としつつ、国としても積極的な支援が必要であり23、このことはＩＣ

Ｔ分野についても変わるものではない。ただし、その場合であっても、可能な

限り被災地が自らの意思で使途を決めることができるような支援策の制度設計

を行うことが重要である。 

 

  

                                                  
23 東日本大震災復興構想会議の「復興構想７原則」（２０１１年５月東日本大震災復興構想会

議決定）においては、「原則２」として、「被災地の広域性・多様性を踏まえつつ、地域・コミ

ュニティ主体の復興を基本とする。国は、復興の全体方針と制度設計によってこれを支える」

としている。また、同会議の「復興への提言 ～悲惨のなかの希望～」においては、「復興の主

体は、住民に最も身近で地域の特性を理解している市町村が基本となる」としつつ、「国は、ビ

ジョン・理念、支援メニューを含む復興の全体方針を示し、復興の主体である市町村の能力を

最大限引き出せるよう努力すべきである。その際、現場の意向を踏まえ、人材、ノウハウ、財

政などの面から適切な支援や必要な制度設計を行う」ことが掲げられている。 
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第３章 課題解決のために今後展開すべき具体的施策 

 

 

 本章においては、第１章で整理した地域が抱える課題を解決するため、第２章で

示したＩＣＴ政策の方向性を踏まえ、今後具体的に推進すべき施策を提示するもの

である。以下、 

① 地域ＩＣＴ人材の育成・活用の推進 

② 課題解決指向の「地域自立型」の取組の推進 

③ 地域におけるＩＣＴ利活用基盤整備の推進 

④ 官民情報連携の推進 

⑤ 様々な分野におけるＩＣＴ利活用による地域活性化 

の５つの柱の下、具体的な施策を示す。 

 

１ 地域ＩＣＴ人材の育成・活用の推進 

第１章で述べたとおり、ＩＣＴによる地域活性化に当たっては、人材に関する

課題を解決することが必要である。これを踏まえ、総務省において、次のとおり

人材に着目した施策を進めるべきである。 

 

（１）「ＩＣＴ地域マネージャー制度（仮称）」の創設 

ＩＣＴによる地域活性化を進めるためには、地域の意見を集約して具体化

する能力や、プロデュースの能力を有するリーダーとなり得る人材が必要で

ある。また、このようなリーダーが、地域において地方自治体、病院・介護

施設、学校等の公的機関、企業、ＮＰＯ等の多様な主体の連携を促すととも

に、必ずしもＩＣＴに強くない住民との橋渡し役を果たすことが期待される。 

地域の中で、このようなリーダーによるＩＣＴ利活用の取組が実際に進め

られていくことで、取組に携わる地方自治体関係者や地域住民のＩＣＴリテ

ラシー（情報を読み解く力等）を高めていくことや、高齢者や若者がそれぞ

れ持つ強みを活かし、地域において能力を発揮できる環境が整備される仕組

みを構築することが必要である。 

このため、地域におけるＩＣＴを活用した事業を軌道に乗せるべく、中長

期にわたって当該地域において助言を行う制度（「ＩＣＴ地域マネージャー制

度（仮称）」）を設けるべきである（図表１０）。 

総務省ではこれまで、「地域情報化アドバイザー」の派遣24を行い、地域活

                                                  
24 地域情報化に関する課題に対し、ＩＣＴによる地域再生を知見・ノウハウ面から支援するた
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性化の取組を支援してきたところである。しかしながら、実態として、「地域

情報化アドバイザー」の役割は、地域における単発的な講演を中心とした活

動にとどまっていた面は否定できない。新たに設ける「ＩＣＴ地域マネージ

ャー制度」においては、中長期にわたって地域に赴き、地域における実際の

取組を支援するという点で、これまでの取組を強化するものである。 

「ＩＣＴ地域マネージャー」には、事業全体を俯瞰して運営を行う人材、

ニーズや課題解決等の分析を行う人材等をそろえ、地域の多様な状況に応じ

た柔軟な助言が可能な制度とすることにより、地域の人材と外部の人材の連

携が円滑化し、相互作用が働くことが期待される。このことを通じ、地域の

中からも、リーダー人材、後方支援事務に強い人材、分析力のある人材等多

様なパターンの人材を育成・確保するとともに、高齢者・若者それぞれの能

力を高めていくこともねらいとすべきである。 

また、「ＩＣＴ地域マネージャー」同士においても、各地域での取組の事例

や経験を広く共有することにより、ノウハウの強化が可能となる。このよう

に、「ＩＣＴ地域マネージャー」同士での情報共有や意見交換を行うことがで

きる仕組みを構築すべきである。 

なお、上記を進めるに当たっては、地域における人材の定着を図り、将来

的には地域の中でそのような人材を確保し、制度を運営することも視野に入

れ、地域をよく知り、地域に対する誇りと自信に裏付けられた強い思い入れ

を持つ人材を生み出すことに留意すべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        
め、地域の要請に基づき、「地域情報化アドバイザー」（地域情報化に知見・ノウハウを持つ民

間有識者等の中から総務省が委嘱したもの）を派遣する施策。 
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＜図表１０＞ＩＣＴ地域マネージャーのイメージ 

ＩＣＴ利活用の更なる活用を検討する地域

・地域ニーズに即したマネー
ジャーを派遣

・マネージャーは当事者とし
て地域に長期間関与

・事業運営に関する具体的・
実務的ノウハウの伝授

地域が抱える課題の解決

既存システムの活用・進展

ＩＣＴ利活用を新たに検討する地域

 

 

 

（２）地域からの情報発信力を高めることができる人材の育成・活用 

地域からの情報発信力を高めることは、地域活性化にとって極めて有効な

手段であり、そのための人材の育成が必要である。また、ＩＣＴのメディア

特性を十分に認識した上で情報発信のノウハウを持つ人材が平時から存在す

ることは、災害時において、被災地からの積極的な情報発信を可能とする25と

ともに、被災地での情報の円滑な入手・伝達を可能とすることが期待される。 

このため、複数の地域で取組がみられる「住民ディレクター」のように、

ＩＣＴを活用した地域からの情報発信力を高めることが可能な人材の育成を

促進すべきである。 

併せて、住民主導の地域の情報通信環境の設定・運営や、地域住民自身が

必要としている情報の提供等、「共助」の役割を果たすことができる人材を活

用することが望ましい。 

このため、上記の「ＩＣＴ地域マネージャー制度」の活用等により、これ

らの人材の地域における活用、育成を推進すべきである。 

 

                                                  
25 例えば、兵庫県佐用町においては、２００９年８月に台風９号による豪雨の被害を受けた際、

「住民ディレクター」を中心とした住民が映像を記録し、被害状況等についての情報発信が行

われている。 
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（３）地域情報化の発展・普及に関して貢献のあった個人・団体への表彰 

総務省においては、２００４年１２月に打ち出した「u-Japan 政策26」に基

づき、生活やビジネスの様々な場面の課題を解決するＩＣＴサービス・シス

テムの事例を蓄積し、ユビキタスネット社会における活用モデルとして広く

普及啓発を図ることを目的とした表彰制度（「u-Japan ベストプラクティス」）

を設けていたところである。 

「u-Japan 政策」に基づく取組は終了したものの、地域におけるＩＣＴ利

活用の分かりやすい事例を生み出し、広く関係者が共有することが重要であ

り、引き続き表彰を通じた優良事例の積極的な普及・啓発を行うことが望ま

しい。その際、地域情報化の発展・普及に関して貢献のあった個人及び団体

を表彰し、活動内容の詳細な記録を残すことにより、優良事例の普及・啓発

という意義にとどまらず、地域においてＩＣＴ利活用に取り組む主体にとっ

て励みとなるような表彰制度とすべきである。 

また、今後は、記録を基に優良事例についてその成功を可能とした要因分

析も行うことで、その広域的な展開を支えていくべきである。 

 

２ 課題解決指向の「地域自立型」の取組の推進 

第１章で述べたとおり、ニーズに関する課題もＩＣＴによる地域活性化に当た

っての大きな課題となっている。地域におけるＩＣＴ利活用について、真に地域

住民のニーズに即した「地域住民本位」かつ「地域自立型」の案件を組成してい

くため、関係者が地域のニーズを的確に把握し、共有することが必要であり、ニ

ーズの把握に力点を置いた取組を促進すべきである。 

また、コストに関する課題の解決も重要である。クラウドサービス27の導入促

進や、システムのオープン化・標準化等の推進により、スケールメリットをいか

すことで地域におけるコスト負担の軽減が可能であると考えられる。 

これらを踏まえ、課題解決指向の「地域自立型」の取組を推進するため、次の

施策を進めていくべきである。 

 

                                                  
26 「u-Japan 政策」は、「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」ネットワークにつながり、

情報の自在なやり取りを行うことができる「ユビキタスネット社会（u-Japan）」を２０１０年

に実現することを目標として掲げていた総務省のＩＣＴ戦略である。 
27 クラウドサービスとは、インターネット等のブロードバンド回線を経由して、データセンタ

に蓄積されたコンピュータ資源を役務（サービス）として、第三者（利用者）に対して遠隔地

から提供するものをいう。 
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（１）利用者のニーズと供給側とのマッチングの促進 

総務省において、各地域の総合通信局等28を中心に、ＩＣＴ利活用に関する

地域のニーズの把握に積極的に取り組むとともに、このようなニーズを広く

情報提供しつつ、当該ニーズを満たすことが可能なＩＣＴサービスを提供す

る事業者等とのマッチングを促進すべきである。 

また、総務省においてＩＣＴ利活用に関するニーズを十分に調査分析し、

各地域の実情に沿う形での取組を促すほか、委託事業等において、委託先が

実施する取組がニーズを反映したものとなっているかどうかを十分に確認・

検証していくことも必要である。 

 

（２）クラウドサービスの活用の促進 

総務省においては、２０１０年５月に「スマート・クラウド戦略29」を取り

まとめ、クラウドサービスの普及を促進してきたところである。地域活性化

という観点からも、ＩＣＴサービスに関するコストの低廉化と広域的な展開

を可能とするため、クラウドサービスの活用を一層促進すべきである。 

クラウドサービスの活用により、ハード費用を大幅に抑制することができ

るほか、システムの管理・運用もクラウドサービス事業者側が行うことや、

複数の主体による共同利用による費用分担が可能である30ことから、コスト削

減効果が期待され、ＩＣＴ利活用に関する地域の負担が軽減されることにな

る。 

クラウドサービスの活用は、コスト負担の軽減の他にも、地域活性化に関

して大きな効果を生むことが期待される。すなわち、クラウドに蓄積された

情報を活用することにより、新たな価値の創造を図ることが可能となる31。ま

た、遠隔地のクラウドや堅固なデータセンタに重要なデータを分散して保管

することは、災害時においてこれらデータのバックアップ機能を果たすこと

                                                  
28 総合通信局は、地域においてＩＣＴ行政を推進するための総務省の地方支分部局であり、全

国に１０局（北海道、東北、関東、信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州）設置されて

いる。沖縄県については、沖縄総合通信事務所の管轄となっている。 
29 総務省「スマート・クラウド研究会報告書」（２０１０年５月）参照。同報告書においては、

「クラウドサービスを最大限活用し、企業や産業の枠を越えて、社会システム全体として、膨

大な情報や知識の集積と共有を図ることを可能とし、『農業社会』、『工業社会』に次ぐ今世紀型

の『知識情報社会』の実現を目指す」としている。 
30 例えば、後述の「自治体クラウド」の取組に関し、佐賀県・大分県・宮崎県・徳島県の４県

は、佐賀県のデータセンタを共同利用する形で開発実証事業を行っている。 
31 例えば、複数の商店街でＰＯＳデータ（商品の販売時において収集された販売データ）を共

通のクラウドに蓄積し、当該データを集計・分析することにより、各店舗において、販売方法

の改善点や商品の全体的な売上動向等を把握することが可能となり、販売力の向上につながる

ことが期待される。 
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を通じ、公的サービス等の迅速な復旧を可能とするものである。 

このため、地域活性化に貢献できるクラウドサービスの利活用モデルの構

築を支援し、これを地域の実情に合わせて柔軟に適合させることができる「地

域クラウドモデル」の構築について、民間主導で２０１０年１２月に設立さ

れたジャパン・クラウド・コンソーシアム32における取組を踏まえて具体化す

べきである。 

 

（３）システムのオープン化・標準化等の促進 

地域におけるＩＣＴ利活用の取組を促進する上で、技術面における課題に

ついても解決していく必要がある。 

例えば、農業分野においてセンサーネットワークを活用し、気温・湿度等

の気候データや土壌等に関するデータを収集・活用することは、生産性の向

上を実現する上で有効な手段となると考えられるが、現状ではセンサー端末

等が高額であり、非常にコストを要するものとなっている。このため、セン

サーの相互接続性・相互運用性を確保し、ベンダーごとの独自仕様ではない

オープンなセンサーネットワークを実現することによるコスト低廉化が望ま

れている。 

また、医療分野では、国公立／私立病院、保健行政、学校／企業、高齢者

施設等多様な主体がそれぞれの役割と仕組みを持っており、これら組織や機

関の間での情報共有と連携は、現状では十分になされていない。利用者の利

便性を高め、専門家の負担を減らす等といった課題の解決には、ＩＣＴの活

用が必要不可欠である。さらに、医療と介護の両分野間の連携、特に、ＩＣ

Ｔによる要介護者の状況のより良い把握を通じ、質の高い医療・介護サービ

スを実現することが可能となると考えられる。これらの実現に向けて、利用

者の利便性を高め、関係者の負担を軽減し、円滑な情報共有を進めるために

は、共有する情報の標準化が重要となっている。 

さらに、今回の震災を機にその重要性が注目されるようになった環境分野

においても、例えば、地域ごとのエネルギーマネジメントによる需給の最適

制御は、地域のニーズを踏まえたものである必要があり、また、住民一人ひ

とりの協力が不可欠であるとともに、マネジメントシステムは、一つの地域

に閉じたものではなく、広域連携を可能とする情報連携の仕組みとして構築

することで初めて包括的な効率と効果が実現するものである。 

                                                  
32 ジャパン・クラウド・コンソーシアムは、多様な企業、団体、業種の枠を超え、我が国にお

けるクラウドサービスの普及・発展を産学官が連携して推進するため、２０１０年１２月に設

立された民間の任意団体であり、総務省及び経済産業省がオブザーバーとなっている。 
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このように、行政・医療・教育等の公共分野や産業分野におけるＩＣＴ利

活用に関し、ＩＣＴサービスのコストの低廉化と広域的な展開を可能とする

とともに、より利便性の高い、「効果が実感できる」サービスの提供につなが

る情報連携を進めていくため、システムのオープン化・標準化や相互接続性

の確保を進めるべきである。 

これらを実現させるＩＣＴシステムのオープン化と標準化を進めるために

は、システムの技術面だけでは十分でないことは言うまでもない。国・地方

自治体その他の行政機関、地域組織、企業、大学・研究機関等の組織や機関

がこれまで以上によく連携して協力する体制を整えることが必要である。特

に、地域コミュニティのニーズに合致した研究開発を促進するための地域の

産学官連携の抜本的強化やそのための体制づくり等を進めるべきである。 

 

３ 地域におけるＩＣＴ利活用基盤整備の推進 

地域においてＩＣＴ利活用を進めていくためには、その前提として、利活用の

基盤となる環境の整備を行う必要がある。このような基盤には、ネットワークイ

ンフラのみならず、広範な利活用を支えるシステムや、制度的・技術的な環境も

含まれる。 

地域におけるＩＣＴ利活用基盤整備を推進するための取組として、次のような

施策を講じるべきである。 

 

（１）地理的デジタル・ディバイドの解消に向けた取組 

現在、全国９割超の地域においては、光ファイバ等による超高速ブロード

バンドの利用が可能となっているが、過疎地等を中心に、これらのサービス

が利用できない地域が存在する。 

こうしたＩＣＴインフラは、地域におけるＩＣＴ利活用を支えるものであ

り、まずは地理的なデジタル・ディバイドの解消が必要である。このため、

地域におけるハードとアプリケーションの一体的な整備を支援する情報通信

利用環境整備推進交付金33等による支援を引き続き推進すべきである。 

 

（２）「自治体クラウド」の推進 

総務省では、様々な分野で導入が進むクラウドサービスを電子自治体の基

                                                  
33 情報通信利用環境整備推進交付金は、教育・医療等の分野における公共アプリケーションの

導入を前提とした超高速ブロードバンド基盤整備を行う地方自治体等に対し、事業費の一部を

支援するものであり、２０１１年度予算において措置されている。 
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盤構築にも活用していく「自治体クラウド」を推進している34。地方自治体

の業務に対してクラウドを導入することは、行政コストを大幅に圧縮し、実

質的な業務の標準化の進展を図るとともに、住民本位の電子自治体を確立す

る観点から極めて重要である。 

この「自治体クラウド」の取組については、これまで実証実験を通じて導

入の効果や課題の検証等を行ってきたところであり、今後は相互運用性を確

保するための共通ルールの構築や情報セキュリティの確保・向上に取り組む

こととしている。また、２０１１年度からクラウドの導入に向けた共同化の

計画策定、データ移行等の取組に対し、特別交付税の措置等を講じることと

している35。このような施策を通じ、「自治体クラウド」を更に推進していく

べきである。 

 

（３）防災・減災や災害時の対応を念頭に置いたＩＣＴ利活用基盤の整備 

第１章で述べたとおり、必要なときに、必要とする情報が、必要とする人

に必ずしも十分な形で伝わったとはいえないといった東日本大震災の経験

を踏まえ、防災・減災や災害時の対応を念頭に置いたＩＣＴ利活用基盤の整

備の取組について、平時より利用しているものが緊急時にも活用できるとい

う観点に留意しつつ、推進すべきである。 

具体的には、市役所・町村役場や支所等に加え、災害時に避難所や災害対

策・支援拠点となり得る小中学校等の公的施設や道の駅36等への無線アクセ

ス等インターネット環境の整備や自家発電機の配備を進めるべきである。 

耐災害性の強い通信・放送インフラの構築という観点からは、重層的な情

報通信ネットワークの構築も急務となっている。すなわち、災害時に一つの

情報通信網が途絶しても、他の情報通信網を介して地域住民に災害情報等を

伝達できるよう、防災無線、通信網、放送網等を連携させる仕組みの構築が

求められる。また、ネットワークの冗長性を確保する観点からは、ＩＸ

（Internet eXchange）機能37やデータセンタの地域分散化を始めとして、衛

星インターネットと固定・移動通信ネットワークを組み合わせた網構築、通

信途絶時のメッシュ型無線ＬＡＮ（Local Area Network）網による応急復旧

                                                  
34 総務省では、省内横断的に自治体クラウドを推進するため、総務大臣を本部長とする「自治

体クラウド推進本部」を設けるとともに、同本部の有識者懇談会を開催している。 
35 総務省「平成２３年度の地方財政の見通し・予算編成上の留意事項等について」（２０１１

年１月事務連絡）参照。 
36 「道の駅」とは、道路利用者のための「休憩機能」、道路利用者や地域住民のための「情報

発信機能」、道の駅を核として地域と地域が手を結び活力ある地域づくりを共に行うための「地

域の連携機能」の３つの機能要件を併せ持った施設であり、２０１１年３月３日時点で９７０

駅が登録されている。 
37 例えば、東京には６つ、大阪には４つのＩＸが設置されている。 
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等を推進すべきである。 このような取組を通じ、災害時等において、必要

な人に必要な情報を届けることが可能な運営体制の整備を進めていくべき

である。 

さらに、地域の知的資産のデジタルアーカイブ化、分散・多重型の蓄積等

を推進すべきである。すなわち、地域の各地点における人々の経験、営為、

歴史、産業等の情報を収集・保存、一括閲覧・利用できるようにすることを

目標として、多様なデジタルアーカイブのコンテンツと地理・位置情報との

間の連結方法や汎用携帯端末での閲覧・利用方法に関する技術・ルールを確

立すべきである。 

このほか、国民ＩＤ制度38を有効に活用し、災害時におけるきめ細かい被

災者支援に役立てるべきである。 

 

４ 官民情報連携の推進 

第２章で述べたとおり、地域活性化に向けた個別の取組を単発的・局所的なも

のにとどめるのではなく、あらゆる情報の連携を進めることにより、「人と人と

の絆」を生み、これら取組の相乗効果を生み出すことが重要である。このため、

まずは主要なプレイヤーである行政と民間が、情報連携を進めていくことが求め

られる。 

また、東日本大震災の発災以降、被災自治体、これを支援する他の地方自治体

やＮＰＯ、国の間の情報連携に多くの課題が生じたところである。他方、被災地

の復旧・復興において、情報連携は生命を守り、被災者に必要な物資等を届ける

上でのまさに「生命線」であるといえる。 

国は、国・地方自治体・民間部門の情報連携を促進するためのファシリテータ

ーとしての役割を担うべきであり、そのための官民情報連携を積極的かつ迅速に

進めるべきである。 

その際には、行政が保有するデータを積極的に公開し、官民連携によって新た

なサービスの提供を実現する「ガバメント２．０」39を積極的に推進することが

望ましい。 

                                                  
38 国民ＩＤ制度は、後述の「新たな情報通信技術戦略」（２０１０年５月高度情報通信ネット

ワーク社会推進戦略本部決定）や「新成長戦略」（２０１０年６月閣議決定）において、個人情

報保護を確保し府省・地方自治体間のデータ連携を可能とする電子行政の共通基盤として導入

することが決定しているものである。 
39 「ガバメント２．０」とは、米国のメディア企業オライリー・メディアの創設者であるティ

ム・オライリーが提唱した概念であり、情報流通のために政府がプラットフォームとなる

（government as a platform）ことを基本理念とする。 
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また、災害時において、被災地の支援物資等に関するニーズとＮＰＯ等のボラ

ンティアとの間の需要・供給に関する情報の連携、リアルタイムベースの政府情

報の公開と情報の官民情報連携等を速やかに実現可能とするための環境整備を

行うべきである。 

このため、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（ＩＴ戦略本部）40等

の各府省連携の場を活用し、次のような取組を政府一体となって進めていくべき

である。 

 

（１）「ガバメント２．０」のための情報の公開に関するルールの確立 

国や公的機関による情報の公開について、単に Web サイトに掲載すると

いった手段では、インターネット上に多くの情報があふれる中で、必要とす

る住民に発見・認識されず、また、住民の様々なリテラシーの水準に応じた

きめ細やかな対応が困難であることから、必ずしも有効な情報公開とはなら

ない場合がある。 

したがって、国及び公的機関の保有する災害関連情報、地理データ等のデ

ータについて、デジタル加工しやすい形（ＸＭＬ、ＣＳＶ等）で公表するこ

とを促進することが求められる。このため、公開情報のリスト化や、データ

活用に向けた標準手続の策定等を進めるべきである。 

また、東日本大震災の経験を通じ、非常時において、身元確認や救援活動

等を円滑化するための情報公開の必要性と、著作権や個人情報保護等に関す

る既存のルールとの間の関係が問題となることが明らかとなった。例えば、

地方自治体の Web サイトに掲載されたデータを民間で二次利用する際、現

状では個別の許諾が必要であるが、被災による自治体機能の低下等により許

諾が得られず、十分な情報提供ができなかったという事態が生じた。個人情

報保護についても、避難所に避難している被災者の氏名等を整理・公表する

といった取組が行われたが、このような取組と既存のルールとの関係につい

ては、必ずしも明確ではないと考えられる。 

このため、非常時における情報公開と、これに関連するルールの在り方に

ついて、課題を整理した上で、非常時における人命救助等のための要請と、

権利の保護の両立に向けた解決策の検討を進めるべきである。 

 

                                                  
40 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（ＩＴ戦略本部）は、高度情報通信ネットワー

ク社会形成基本法（平成１２年法律第１４４号）に基づき、２００１年１月に内閣に設置され

た本部である。内閣総理大臣を本部長、総務大臣等を副本部長とし、全閣僚が構成員となって

いる。同本部においては、政権交代後初のＩＣＴ戦略として、２０１０年５月に「新たな情報

通信技術戦略」を決定している。 
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（２）情報の連携に関するルールの確立 

官民情報連携の推進に当たっては、平時における情報連携に加え、災害時

を想定し、必要性が生じた場合に速やかな情報連携が可能となるよう、デー

タ様式の標準化、情報連携の手順の確立、各システムに実装すべき項目の共

通化等が求められるところであり、これらについての検討を進め、具体化を

図るべきである。 

本年６月に政府の「新しい公共」推進会議41が取りまとめた提言「『新しい

公共』による被災者支援活動等に関する制度等のあり方について」において

も、「ＮＰＯ、企業、行政等の間での平時の情報連携に加え、災害時を想定

して、データフォーマットやプロトコルの標準化、認証プロセスについての

合意など、事前に機関や組織による情報発信や情報連携がスムーズにできる

ような体制について合意し、整えておく必要がある」とされているところで

あり、政府一体となり、このような体制の整備を進めていくことが望まれる。 

 

５ 様々な分野におけるＩＣＴ利活用による地域活性化 

地域のニーズは様々であるものの、上記のほか、次のような領域におけるＩＣ

Ｔ利活用が地域活性化への効果が高いと考えられるため、積極的に推進すべきで

ある。その際、４で述べた官民情報連携と同じく、関係府省との連携を図りつつ

進めていく必要がある。 

 

（１）ＩＣＴによる農林水産業の生産性向上 

農林水産業については、本年３月に開催した本懇談会の公開ワークショッ

プにおいて明確となったように、ＩＣＴを活用することにより「見える化」

を実現し、勘と経験に基づく産業から脱皮して客観的なデータに基づく産業

への高度化が可能となるとともに、熟練の農業従事者等の経験をデジタル化

することで、後継者の育成や技術継承の円滑化が可能となる。 

このため、農林水産業におけるデータの収集・蓄積と関係者による共有を

可能とするセンサーネットワークやクラウドサービスの活用を推進すべき

である。 

また、食品サプライチェーンの効率化と食品安全性を確保することを目標

に、食品生産、加工、流通、消費に関する情報を、関係する多くの主体、行

                                                  
41 「新しい公共」推進会議（座長：金子郁容 慶應義塾大学教授）は、官だけでなく、市民、

ＮＰＯ、企業などが積極的に公共的な財・サービスの提供主体となり、身近な分野において、

共助の精神で活動する「新しい公共」の推進について、「新しい公共」を支える多様な担い手が

検討を行う場として、内閣総理大臣が開催する会議である。 
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政、消費者等で流通・利用するための技術・ルールを確立すべきである。 

 

（２）ＩＣＴによる安心・安全な医療・介護の確保 

高齢化や医師の偏在・不足等を背景に、地域における医療・介護に関する

課題は深刻であり、ＩＣＴの利活用による解決策が特に期待される分野とな

っている。このため、「新たな情報通信技術戦略」（２０１０年５月ＩＴ戦略

本部決定）においても、医療分野等の取組を「地域の絆の再生」42の筆頭項

目として掲げているところである。 

同戦略が掲げる「シームレスな地域連携医療の実現」は、医療機関間の境

界だけではなく、医療機関等の存在する市町村・二次医療圏等といった地理

的境界、医療・介護といった職種の境界等を超えて、切れ目のない医療・介

護情報連携を実現することにより、地域の医療・介護サービスの質の向上を

目指すものである。 

同じく同戦略が掲げる「どこでもＭＹ病院」構想は、個人が自らの医療・

健康情報を医療機関等から受け取り、それを自らが電子的に管理・活用する

ことを可能とするものであり、継続的かつ効果的な医療サービスの実現につ

ながるものである。 

総務省においても、厚生労働省等の関係府省との連携・協力の下、遠隔医

療43等による広域医療連携、携帯端末等から過去の診療・調剤情報等の参照

を可能とする医療クラウドの構築、医療情報等の電子化を促進するとともに、

これらを支える安全かつ最適な通信ネットワークの仕組みを確立すべきで

ある。これらの取組は、独居老人を含む高齢者等の「見守り」を促進する等、

安心・安全な暮らしを支える上でも重要である。 

 

（３）ＩＣＴによる地場産業・観光等の振興 

ＩＣＴは、より効率的・効果的な生産管理・販売促進を可能とするもので

あり、地場産業の振興にとって重要な役割を果たす。また、地場産業におけ

るＩＣＴの活用は、農林水産業と同様、勘と経験を客観的なデータとするこ

とで、後継者の育成や技術継承の円滑化に効果が期待できる。 

観光分野においても、ＩＣＴを活用することにより、地域の魅力の効果的

かつ広範な情報発信や、観光地の魅力の向上、宿泊施設の経営改善等を通じ

た活性化を図ることが可能である。 
                                                  
42 「新たな情報通信技術戦略」は、「国民本位の電子行政の実現」、「地域の絆の再生」、「新市

場の創出と国際展開」を「三つの柱」としている。 
43 遠隔医療とは、医師と医師、医師と患者との間において、ＩＣＴを活用して患者の情報を伝

送し、診断等を行うことをいう。 
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特に、ＩＣＴを活用して地域の産品の流通に情報をリンクさせ、都市部等

の住民と地域の住民の「思い」が互いに伝わる仕組みを作り出すことにより、

都市部等の住民に地域とその活性化に対する「気付き」を与え、地方の名産

品の購入、地場産業への投資や現地への旅行等を促すことが可能となる。 

また、地域の伝統的な文化を維持・継承するとともに、新たな文化を創造

する上で、ＩＣＴが重要な役割を果たすことが期待される。さらに、これら

地域の文化をＩＣＴにより広く発信し、海外を含む他の地域との交流を進め

ていくことは、観光振興等に寄与するのみならず、住民が誇りと自信を持つ

ことができる地域づくりにもつながることとなる。 

これら地場産業・観光等の分野におけるＩＣＴの利活用を進めるため、１

で述べた「ＩＣＴ地域マネージャー制度」等を通じた支援を進めて行くべき

である。また、観光分野におけるクラウドサービスの活用方策について、ジ

ャパン・クラウド・コンソーシアム等の場を活用し、官民一体となって検討

を進めていくことが望ましい。 

 

（４）教育の情報化 

文部科学省の調査44によれば、ＩＣＴを活用した授業の結果、授業後客観

テストの結果が高く、また、児童の知識・理解や関心・意欲を高めることが

実証されている。人づくりは地域活性化の根本を成すものであり、このよう

な高い効果を有する教育の情報化は重要な役割を果たす。加えて、子供のみ

ではなく、大人の社会教育の場が存在することも期待されている。 

総務省においては、文部科学省と連携し、全児童・生徒一人一台のタブレ

ットＰＣや全普通教室一台の電子黒板、無線ＬＡＮ等が配備されたＩＣＴ環

境を構築し、その効果的・効率的な利活用を図ることを目的とする「フュー

チャースクール推進事業」により、主として情報通信技術面での実証研究を

実施し、教育分野の情報化を推進している。 

加えて、東日本大震災の際には、避難所となった体育館にＴＶチューナー

内蔵の電子黒板を運び込み、体育館で過ごす避難者の情報入手手段として活

用される等、学校施設のＩＣＴ環境は災害時にも活用し得ることが示された

ところであり、引き続き情報化を推進する取組を進めて行くべきである。 

なお、取組を進めるに当たっては、単にＩＣＴという「道具」の導入・活

用にとらわれるのではなく、ＩＣＴを活用してどのような教育・社会像を実

現するのかという点を踏まえつつ行うことが必要である。 

 

                                                  
44 ２００６年度文部科学省委託調査「教育の情報化の推進に関する研究」参照。 
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（５）高齢者等に使い勝手の良いサービス等の開発の推進 

第１章で述べたとおり、インターネットの利用率は高齢者層では依然とし

て低いものとなっており、平時においてＩＣＴの利活用による様々な課題解

決の可能性を阻んでいるほか、災害時においても、高齢者による情報の円滑

な受発信に支障を来す状況にある。 

また、総務省における従来の実証実験では、多くがＩＣＴリテラシーの高

い利用者を対象としているものの、実際の利用シーンではリテラシーの高く

ない利用者もおり、両者の間で分断が生じていることが、実証を実利用に導

くことができない原因の一つとなっていたと考えられる。 

このことを踏まえ、高齢者等のＩＣＴリテラシーを向上させることはもと

より、高齢者等に寄り添った解決策の提示に向けて、高齢者等にとって使い

勝手の良いサービス等の開発を推進すべきである。 

 

（６）テレワークの推進 

テレワーク（ＩＣＴを活用した在宅勤務等）は、時間と場所を選ばない働

き方を実現するものとして、これまで特に、ワークライフバランスや CO2

排出量削減という観点、幅広い人材の就労を促進するという観点から取組が

進められてきたところである。加えて、東日本大震災においては、大規模停

電・節電や交通機関の麻痺等においても事業継続を可能とするためにテレワ

ークが有効であることが示されたところである。また、被災地における雇用

の確保が重要な課題となる中、テレワークを活用することで、地元において

即効的かつ簡便に就業することも可能となると考えられる。 

このことを踏まえ、育児期の女性、障がい者、高齢者等多様な人材の就業

機会の拡大に寄与するテレワークの一層の推進を図るとともに、テレワーク

導入による節電等の具体的な効果・事例の収集をはじめ、低廉かつ簡便なテ

レワークシステムの体系化、テレワーク実施に係る運用規定（ひな形）等の

整備、テレワーク導入・運営に係る人的支援の仕組みを構築することが必要

である。また、被災地以外の仕事をテレワークを通じて被災地につなぐ等に

よる雇用創出に向けた取組を行うことも重要である。 

 

（７）「グリーンＩＣＴ」による環境にやさしいまちづくり 

ＩＣＴは、高いCO2削減効果が期待される分野45として、ＩＣＴによるCO2

                                                  
45 総務省「グローバル時代におけるＩＣＴ政策に関するタスクフォース 地球的課題検討部会」

においては、ＩＣＴ利活用の促進等により、２０２０年には、最大で１９９０年比１２．３％

のＩＣＴによる CO2削減効果が可能との試算を行っている。 
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排出量の削減（Green by ICT）や、ＩＣＴ産業における CO2 排出量の削減

（Green of ICT）の取組が進められてきたところである。東日本大震災を受

けて、電力供給不足による国民生活・経済活動への影響を極力小さくするた

め、ＩＣＴによるエネルギー制約克服への貢献という観点から、これらの「グ

リーンＩＣＴ」の取組を一層推進すべきである。 

具体的には、まず、再生可能エネルギーの「地産地消」の観点を重視しつ

つ、広域連携を可能とすることでローカルオプティマムにとどまらない最適

化を実現させる日本型スマートグリッドを推進すべきである。その際、再生

可能エネルギーは発電量の波動性が大きいことから、需要家間で電力を相互

に融通する仕組みの構築が必要である。ただし、その実現には所要の環境整

備が必要であり、中期的なアウトカム目標として位置付けつつ、新規開発の

住宅地等を中心に地産地消モデルの標準仕様化等を進めるべきである。また、

上述のテレワークを推進するとともに、省エネ・環境負荷低減のベストプラ

クティスモデルの確立等を図ることが必要である。 

 

（８）自治会活動等へのＩＣＴ利活用の推進 

地域において、「顔の見える」関係に基づき地域コミュニティの維持・再

生を図ることは重要であり、ＩＣＴがその補完的な役割を果たすことが期待

される。 

例えば、自治会・町内会は、地域住民同士が協力し合い、親睦・交流を通

じて連帯感を深め、地域の環境美化や防災・防犯を始めとする生活の諸問題

や高齢者の福祉等幅広い分野での課題解決に取り組む組織である。また、こ

れらの組織は、地域住民の「居場所」と「出番」を提供することにより、地

域コミュニティの維持・再生にとって重要な機能を果たしている。こうした

自治体・町内会の活動について、紙ベースで行われている各種情報提供の電

子化、Web サイトを活用した情報発信、デジタルサイネージの活用、他の自

治体等との連携等を進めることにより活性化を図ることが可能である。 

このような自治会活動等へのＩＣＴの利活用を進めるため、１で述べた

「ＩＣＴ地域マネージャー制度」等を通じた支援を進めることが望ましい。 

 

（９）ＩＣＴの利活用を阻む規制・制度の見直し 

ＩＣＴの利活用を進めるに当たっては、ＩＣＴの利活用を想定していない

制度・規制が障壁となる場合がある。このような制度・規制の見直しを進め

ていくべきである。 

ＩＴ戦略本部の下に置かれた情報通信技術利活用のための規制・制度改革
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に関する専門調査会において、ＩＣＴの利活用を阻む規制・制度の見直しに

ついて、昨年１０月より調査が行われ、本年３月に報告書が取りまとめられ

ている。今後、同報告書を踏まえ、政府としての対処方針の策定及び「新た

な情報通信技術戦略工程表」（２０１０年６月ＩＴ戦略本部決定）の改定が

予定されているところであるが、今般の震災における経験46等を踏まえ、引

き続き推進していくべきである。 

  

                                                  
46 例えば、東日本大震災を受けて、医師法における遠隔医療の実施の可否を改めて明らかにす

るため、厚生労働省は、被災地の患者について、初診及び急性期であっても、その要請に基づ

き遠隔医療を実施して差し支えないことを被災地の各地方自治体に対して通知している。また、

現在紙しか認められていない処方箋の交付についても、臨時の措置としてファクシミリ等によ

り送付された処方箋に基づき調剤等を行うことが同省により認められた。詳しくは、厚生労働

省「情報通信機器を用いた診療（遠隔診療）等に係る取扱いについて」（２０１１年３月事務連

絡）参照。 
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第４章 東日本大震災の被災地の復興に向けた取組 

 

 

 東日本大震災の被災地の復興に当たっては、効率性の向上や高付加価値化を可能

とするＩＣＴの利活用が極めて重要な役割を果たす。第３章において掲げた施策は、

基本的には国内のあらゆる地域を対象として推進すべきものであるが、これら施策

によって実現を目指す成果（アウトカム）について、東日本大震災の被災地におい

て積極的・先行的に取り組むことにより、復興に大きく貢献することが期待される。

また、今般の大震災が甚大な被害をもたらしたことを考えると、ここから、日本社

会が真に新しい社会の仕組みを作り出すことが重要である。このような認識に立ち

つつ、特に被災地を対象とした施策を次のとおり提示するものである。 

 

１ ＩＣＴに関するハード・ソフト・人材の一体的支援 

被災地においては、地方自治体の構築したブロードバンドやケーブルテレビ、

公共ネットワーク等の情報通信基盤に大きな被害が生じ、その再構築が課題とな

っている47。また、行政・医療・教育等の地域社会を支える分野のデータが震災

により滅失したことを踏まえ、これらの公共的なサービスに関する情報の一層の

デジタル化を進めるとともに、クラウドサービスの導入等を強力に推進し、社会

インフラの高度化を図ることが重要である。さらに、農林水産業の６次産業化等、

震災で打撃を受けた地域の産業の再生・創出に取り組むべきである。他方、被災

自治体において、このようなＩＣＴに関する取組を計画的に進めることができる

人材が不足しており、人材面での支援が必要とされる状況となっている。 

幸いなことに、今般の震災や原発被害からの復興プロセスにおいて、多くの国

民が「支え合い」や「人への配慮」を示し、「人の役に立つことを喜びとする」

という経験を通じ、協力への機運が高まっている。これは、日本国民の「底力」

を示すものであろう。その上で、未曾有の被害を受けた地域を「元に戻す」ので

はなく、被災地内の、そして、被災地内外の連携と協働を促進することで、被災

地を「希望の地」にすることを目指すべきである。 

このことを踏まえ、上記取組が相互に連関し、ＩＣＴの効用が最大限発揮され

るよう、一体的な整備・取組を進めていくことが必要である。具体的には、①通

信インフラ等のハード面での復興、②ＩＣＴを活用したソフト面（利活用）の復

興、③ＩＣＴ分野の復興計画の策定・展開等を一体的、計画的に支援するため、

                                                  
47 現時点において、被災３県（岩手県・宮城県・福島県）のうち少なくとも１６市町村におい

て、公設の情報通信基盤（ブロードバンド、ケーブルテレビ、イントラネット等）が損壊した

ことが確認されている。 
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国が「標準メニューリスト」を用意するとともに、基金等、被災地の地方自治体

が活用しやすい形での財政的な支援措置を講じるべきである（図表１１）。 

「①通信インフラ等のハード面での復興」としては、ブロードバンド基盤の再

構築や、学校等の公共施設におけるインターネット利用環境の整備等を進めるこ

とが想定される。また、「②ＩＣＴを活用したソフト面の復興」としては、ＩＣ

Ｔを活用した農林水産業の再生に関する取組、テレワークによる被災地における

雇用創出に向けた取組、被災地医療支援ネットワークシステムの構築等48が挙げ

られる。このほか、「③ＩＣＴ分野の復興計画の策定・展開等」を支援するため、

取組を行う地方自治体を公平・中立的な立場から助言・支援することができるア

ドバイザーを派遣することが望ましい。 

支援に当たっては、被災地の広域性・多様性を踏まえつつ、地域・コミュニテ

ィ主体の復興が可能となるよう、地方自治体自らの意思を尊重することが強く求

められる。このため、総務省は上記取組をあくまでも「標準メニューリスト」と

して提示し、被災地の各地方自治体がその中から必要施策を自由に選択して情報

化復興計画を策定し、支援を受けて実施するという仕組みとすべきである。 

その一方で、個々の取組をその地域だけのことにとどめるのではなく、広く情

報共有がなされ、様々な地域の経験やノウハウが相乗効果をもたらし、ＩＣＴシ

ステムへの投資が効果的にスケールすることのために、国がこのような「コーデ

ィネーター」としての役割を果たすことについては積極的に進めるべきである。 

特に「②ＩＣＴを活用したソフト面の復興」に関し、様々な分野における取組

が想定されることから、関係府省との協力・連携を十分に図ることが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
48 このほか、「ＩＣＴを活用したソフト面の振興」の取組として、学校施設の情報化促進、被

災地域児童向け電子書籍の配信、自治体クラウド、被災地における「就労履歴管理システム」

の活用、散在する地盤情報を収集・活用した災害アプリの開発等が想定される。 
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＜図表１１＞ＩＣＴに関するハード・ソフト・人材の一体的支援のイメージ 

地域情報の広域提供に向けた仕組みの構築
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２ インターネット等による被災地情報の疎開先等への提供 

今後、被災地の住民の仮設住宅への入居や遠隔地への避難が進むにつれ、従来

の地域コミュニティが地理的に分断されるおそれがあることから、住民の心のケ

アや地域の絆の確保が課題となる。これらの課題について、ＩＣＴを活用した解

決が図られるよう支援を行っていくべきである。 

具体的には、被災地自治体から疎開先の住民に向けて、生活情報等をインター

ネットを介して発信し、高齢者等も含めて疎開先の住民が容易に地元情報にアク

セスすることが可能な仕組みの構築等を進めるべきある。 

このような取組においては、文字だけに頼らないコミュニケーションを実現す

る技術、加齢による身体機能の低下を補完する技術、記憶のあいまいさをフォロ

ーする技術、文字の大きさを自由に変更できる技術等、ユニバーサルアクセスを

前提としたものとすべきである。 

 

３ 被災地自治体の人的ネットワークへの協力 

ＩＣＴを活用した被災地の復興に当たっては、関係者が意思疎通を綿密に行い、

目指すべき地域の将来像を明確化した上で、連携して取り組んでいくことが必要

である。 
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既に、宮城県及び仙台市のイニシアティブにより、被災地の自治体職員が、被

災地支援や災害復旧のためにＩＣＴ関連で互いの情報共有や連携を密にし、大震

災後の新しい東北、新しい日本を作っていくためのネットワークとして、「東日

本大震災被災地自治体ＩＣＴ担当連絡会」49が設置されている。同連絡会の主な

機能としては、①被災地全体へ連絡が必要と思われるＩＣＴ機器の提供申出等の

情報共有、②各自治体の個別ニーズの収集と各支援団体、企業への連絡、③復旧・

復興関係でのＩＣＴ関連の各種情報に関する各自治体間での情報共有が掲げら

れている。 

総務省（本省及び東北総合通信局）は、このような被災地の地方自治体による

取組に対して積極的に協力することにより、ＩＣＴに関する被災地のニーズの発

掘と供給者側とのマッチング、住民の心のケアを含む仮設住宅での生活等に関す

る課題のＩＣＴによる解決方策50の検討、１で掲げた支援策を活用したハード・

ソフトの一体的整備によるまちづくりの検討等、ＩＣＴによる東北地方の復興に

向けた課題の整理とその解決方策の検討等を円滑化し、ＩＣＴの真価を十分に発

揮した被災地の復興を推進すべきである。 

また、ＩＣＴを活用した被災地の復興に向けて取り組む民間の各種主体が、円

滑に情報共有と連携を進めていくことができるよう、総務省において「震災復興

支援連絡会（仮称）」を開催する等、産学官連携による必要な支援を行うことが

望ましい。 

                                                  
49 仙台市による発表<http://www.city.sendai.jp/shisei/1198705_1984.html>参照。 
50 例えば、これまでの実証実験等を通じて効果が確認されている見守りシステムの仮設住宅へ

の導入が考えられる。 



参考資料Ａ

資料１ ブロードバンド基盤の整備状況
資料２ 携帯電話加入数の推移
資料３ 地上デジタル放送対応受信機の普及目標と現況
資料４ 放送のデジタル化
資料５ 東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する

法律の概要
資料６ 「新たな情報通信技術戦略」の概要
資料７ 我が国が抱える少子高齢化①
資料８ 我が国が抱える少子高齢化②
資料９ 我が国が抱える人口減少
資料１０ 人口減少と高齢化の進展
資料１１ 東日本大震災復興構想会議について
資料１２ 「復興への提言～悲惨のなかの希望～」の全体構成
資料１３ 地球温暖化問題の現状
資料１４ 東日本大震災における通信の被災・輻輳状況
資料１５ 東日本大震災による放送局の停波状況
資料１６ 地方自治体の構築したブロードバンド基盤等の被害状況
資料１７ 民間ボランティア団体による情報連携の取組
資料１８ 都道府県別65歳以上人口の割合
資料１９ 海外現地生産を行う企業数の割合の推移
資料２０ 海外現地生産比率の推移
資料２１ 日本のＩＣＴ分野に関する国際競争力
資料２２ 実質経済成長率の比較（日本・米国・中国・ブラジル）
資料２３ ＯＥＣＤ加盟国等における通信機器の輸出額
資料２４ ＩＣＴ地域活性化懇談会の概要
資料２５ 新事業創出戦略委員会の概要
資料２６ ＩＣＴグローバル展開の在り方に関する懇談会の概要
資料２７ 研究開発戦略委員会の概要
資料２８ 情報通信分野における標準化政策検討委員会の概要
資料２９ デジタルコンテンツ創富力の強化に向けた懇談会の概要
資料３０ 東日本大震災復興構想会議における「復興構想７原則」
資料３１ 「政策推進指針～日本の再生に向けて～」の概要
資料３２ インターネットの年齢階級別利用状況
資料３３ 復興に当たってのＩＣＴ投資による経済効果
資料３４ ＩＣＴ産業の日本経済への貢献
資料３５ ＳＩＭロック解除の現況
資料３６ スマートフォンの普及状況
資料３７ 放送法等の一部を改正する法律の概要
資料３８ Ｍ２Ｍの概要
資料３９ 主なＩＸの状況
資料４０ 大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方に関する検討会
資料４１ 大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方に関する検討会

ワーキンググループ（ＷＧ）の設置について
資料４２ 大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方に関する検討会 検

討スケジュールについて
資料４３ 社会保障・税番号大綱（概要）①（基本的な考え方）
資料４４ 社会保障・税番号大綱（概要）②（法整備）
資料４５ 公的機関におけるミラーリング事例
資料４６ 「安心・安全公共コモンズ」の概要
資料４７ 地域におけるＩＣＴ利活用に関する課題①
資料４８ 地域におけるＩＣＴ利活用に関する課題②
資料４９ 地域におけるＩＣＴ利活用に関する課題③
資料５０ 情報通信利用環境整備推進交付金事業の概要
資料５１ 広域避難の状況
資料５２ 応急仮設住宅の状況
資料５３ 遠隔医療等のイメージ
資料５４ 健康情報活用基盤（日本版ＥＨＲ）のイメージ
資料５５ 被災地の農林水産業の被害状況
資料５６ フューチャースクール推進事業の概要
資料５７ 「モノのサービス化」のイメージ
資料５８ 「ジャパン・クラウド・コンソーシアム」（ＪＣＣ）の概要
資料５９ ＪＣＣ ＷＧの目標、課題認識、導入効果
資料６０ 震災後のテレワークの状況

資料６１ ＩＣＴ利活用のための利活用・制度改革について①
資料６２ ＩＣＴ利活用のための利活用・制度改革について②
資料６３ 被災地におけるＩＣＴ研究拠点
資料６４ 社会インフラとして様々な分野での電波利用の推進
資料６５ 新たな電波利用システムの実現による経済的効果
資料６６ ホワイトスペースの活用による地域活性化
資料６７ スマートグリッドについて
資料６８ スマートメータの概要
資料６９ 920ＭＨｚ帯ＲＦＩＤシステムに係る検討経緯
資料７０ 「地産地消モデル」の地域実証について①
資料７１ 「地産地消モデル」の地域実証について②
資料７２ ＩＣＴパワーによるＣＯ２排出量１０％以上の削減
資料７３ 福岡県北九州市における地域実証の概要
資料７４ 要素技術における我が国の優位性の例（液晶パネル部材）
資料７５ 主要国における人口高齢化率の長期推移・将来推計
資料７６ ＩＣＴ国際標準化推進会議の概要
資料７７ パッケージ型インフラ海外展開におけるＪＩＣＡの支援スキーム
資料７８ ＪＩＣＡによる海外投融資
資料７９ ＪＢＩＣによる国内企業の海外事業展開に対する包括的支援
資料８０ ＪＢＩＣによる輸出金融
資料８１ ＪＢＩＣによる投資金融
資料８２ ＪＢＩＣによる先進国向け投資金融の対象拡大の概要
資料８３ ＪＢＩＣによる事業開発等金融（アンタイドローン）
資料８４ ＮＥＸＩの海外展開に果たす役割と貿易保険の種類
資料８５ ＮＥＸＩによる海外投資保険の概要とてん補するリスク
資料８６ ＮＥＸＩによる海外投資保険におけるてん補範囲の拡大
資料８７ ＮＥＸＩによる貿易代金貸付保険・海外事業資金貸付保険の概要
資料８８ 産業革新機構の投資対象（事業ステージ別）
資料８９ ＰＰＰ／ＰＦＩを活用したＩＣＴインフラ整備事例
資料９０ 主要国におけるＰＰＰ事業の取組状況
資料９１ ＪＩＣＡによる協力準備調査（ＰＰＰインフラ事業・ＢＯＰビジネ

スとの連携促進）
資料９２ 産業革新機構の仕組み
資料９３ アジア・太平洋電気通信共同体（ＡＰＴ）の概要
資料９４ ＩＣＴ海外展開推進事業の概要
資料９５ アジアユビキタスシティ構想の概要
資料９６ 米国における研究開発
資料９７ 欧州における研究開発
資料９８ 中国における研究開発
資料９９ （参考）中国の最新動向①
資料100 （参考）中国の最新動向②
資料101 （参考）中国の最新動向③
資料102 （参考）中国の最新動向④
資料103 韓国における研究開発
資料104 インドにおける研究開発
資料105 競争的資金制度の概要
資料106 戦略的情報通信研究開発推進制度（ＳＣＯＰＥ）の概要
資料107 ＩＣＴグリーンイノベーション推進事業（ＰＲＥＤＩＣＴ）の概

要
資料108 競争的資金制度全体の課題
資料109 段階的競争選抜方式の導入拡大に関する政府の提言
資料110 段階的競争選抜方式を実施している事業の参考事例①
資料111 段階的競争選抜方式を実施している事業の参考事例②
資料112 段階的競争選抜方式を実施している事業の参考事例③
資料113 段階的競争選抜方式を実施している事業の参考事例③
資料114 段階的競争選抜方式を実施している事業の参考事例④

資料２６－３－２ 参考資料



ブロードバンド基盤の整備状況

ブロードバンド

超高速
ブロードバンド

2008年3月末

ブロードバンドの整備状況（サービスエリアの世帯カバー率推計）

95.2％
（4,863万世帯）

83.5％
（4,268万世帯）

2007年3月末

98.3％
（5,083万世帯）

86.5％
（4,471万世帯）

98.8％
（5,225万世帯）

90.1％
（4,765万世帯）

2009年3月末【出典】 総務省調査

99.1％
（5,239万世帯）

91.6％
（4,845万世帯）

2010年3月末

資料１

ブロードバンド
サービスを

全世帯において
利用

ブロードバンド
サービスを

全世帯において
利用

２０１５年度末目標
（平成28年3月末）
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光ファイバ（FTTH）
○加入契約数 ：2,024

無線（FWA、BWA）
○加入契約数 ： 82

ケーブルインターネット※

○加入契約数 ： 567
ケーブルインターネット※

○加入契約数 ： 567

DSL
○加入契約数 ： 820

ブロードバンド加入契約数の推移 （11.3末現在、単位:万契約）

計3,496万加入

※ 2010年（平成22年）3月末より、一部事業者で集計方法に変更が生じています。
【出典】 総務省 電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表
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携帯電話加入数の推移

2011年6月末現在 加入数
・携帯電話 :約12,125万加入
・IMT-2000(3G) :約12,003万加入
・IMT-2000(LTE) :約 12.1万加入

2001年
IMT-2000サービス開始

（年度末）

1996 1998 2000 2002 2004

2011.6
2006 2008

2010年12月
LTEサービス開始

2010
【出典】 社団法人電気通信事業者協会[TCA]調べ

資料２



地上デジタル放送対応受信機の普及目標と現況資料3

アナログ
放送停波

普
及
世
帯
数
（千
万
世
帯
）

０

１

２

３

４

５

2003 04 05 06 07 08 09 10 11 暦年

【普及世帯数の目標と実績】

調査結果(2010年9月)
90.3％

調査結果（２０１０年１２月）

９４．９％

普及目標(2010年9月)
91%

普及目標(2010年12月)

96%

● 受信機の世帯普及率は、平成22年12月現在で94.9％

● 受信機の出荷台数は、平成23年5月現在で１億1,732万台

アナログ
放送停波

04 05 06 07 08 09 10 11 暦年

普
及
台
数
（千
万
台
）

０

２

４

６

８

2003

１

３

５

７

９

１０

１１

【台数の目標と実績】

普及実績

1億1,732万台
(2011年5月)

普及目標
9,590万台

(2011年5月)

【出典】
普及世帯数については、総務省“地上デジタルテレビ放送に関する浸透度調査”（2010年12月）

普及台数については、JEITA、日本ケーブルラボ調べ（2011年5月末）

3

地
上
放
送

衛
星
放
送

ＢＳ

ＣＳ

ケーブルテレビ

ジョン放送

昭和5年
（1930）

音声放送

▲
アナログ放送終了予定 （平成23年7月）※

▲
アナログ放送終了予定 （平成23年7月）

昭和25年
（1950）

昭和45年
（1970）

平成2年
（1990）

デジタル放送

アナログ放送

デジタル放送

テレビジョン放送

アナログ放送

デジタル放送

アナログ放送

平成12年
（2000）

平成22年
（2010）

放送のデジタル化資料4

▲
短波開始

（昭和27年）

実用化試験放送の開始（平成15年10月） ▲

▲
中波開始

（大正14年）

▲
超短波開始
（昭和44年）

デジタル放送開始（平成15年12月） ▲

▲
白黒開始

（昭和28年）

▲
音声多重開始
（昭和57年）

▲
カラー開始
（昭和35年）

▲
データ多重開始
（平成8年10月）

▲
文字多重開始
（昭和60年）

▲
放送開始

（平成元年6月）

▲デジタル放送開始（平成12年12月）

▲
放送開始
（平成4年4月）

▲デジタル放送開始（平成8年6月）

▲テレビ放送終了（平成10年9月）

デジタル放送

▲
放送開始

（昭和30年）

▲
自主放送開始
（昭和38年）

▲デジタル放送開始（平成10年7月）

アナログ放送

デジタル放送

アナログ放送

※ 岩手、宮城、福島の３県を除く。（資料５参照）



東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律の概要資料５

東日本大震災により甚大な被害を受けた地域において地上デジタル放送の受信に必要な設備を整備することが困難と
なっていることに対処するため、特定の無線局区分の周波数の使用の期限及び当該周波数を使用する無線局の免許の有
効期間を延長する等の電波法の特例を定める。

周波数の有効利用に資する地上デジタル放送への円滑な移行を全国的に実現するため、関係者が一体となって地上デジタル放送の受信環
境の整備を推進してきたところである。

平成23年３月11日の東日本大震災により甚大な被害を受けた地域においては、平成23年７月24日までに、地上デジタル放送の受信環境の
整備が間に合わないと見込まれ、これに対処する必要がある。

岩手県・宮城県・福島県における地上デジタル放送の受信に必要な設備の整備を円滑に行うため、以下の措置を講じる。

（１）総務大臣は、当該地域における地上アナログ放送の周波数の使用の期限を平成24年７月24日を限度として延長することができること
とする

（２）（１）で延長した場合、当該地域における地上アナログ放送を行う無線局の免許の有効期間を（１）の延長した周波数の使用の期限
までとする

（３）当該地域における（２）で延長した地上アナログ放送を行う無線局の免許人は、平成23年７月25日以降の期間について、電波利用料
の納付を要しないこととする

（４）当該地域における（２）で延長した地上アナログ放送を行う無線局の平成23年７月25日以降の運用に要する費用の助成を電波利用料
により行えることとする

施行期日 公布の日（平成23年６月15日）

岩手県、宮城県、福島県における地上アナログ放送を平成24年3月31日まで延長するための基幹放送普及計画の一部変更等について、平成23年７

月13日、電波監理審議会から答申。同月22日告示。

背 景

措置事項

 政府・提供者が主導する社会から納税者・消費者である国民が主導する社会への転換を図り、「知識情報社会」を実現。

 今回の戦略は、過去の戦略の延長線上にあるのではなく、新たな国民主権の社会を確立するための重点戦略（３本柱）
に絞り込んだ戦略。これは、別途策定される新成長戦略と相まって、我が国の持続的成長を支えるべきもの。

Ⅰ．基本認識

「新たな情報通信技術戦略」の概要

（平成２２年５月１１日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定）

Ⅱ．３つの柱と目標

１．国民本位の
電子行政の実現

２．地域の絆
の再生

３．新市場の創出と
国際展開

重点施策重点施策

■情報通信技術を活用した行政刷新
と見える化

■オープンガバメント等の確立

２０１３年までに国民が監視・
コントロールできる電子行政を実現 等

２０１５年頃を目途に
「光の道」を完成 等

２０2０年までに
約７０兆円の関連新市場を創出 等

重点施策重点施策

■医療分野、高齢者等、教育分野の
取組

■地域主権と地域の安心安全の確立
に向けた取組

重点施策重点施策

■環境技術と情報通信技術の融合に
よる低炭素社会の実現

■クラウドコンピューティングサー
ビスの競争力確保 等

Ⅲ．分野別戦略

資料６



我が国が抱える少子高齢化①

● 日本の総人口は、2050年には、9,515万人まで減少。
● 具体的には、65歳以上人口は増加するのに対して、生産年齢人口（15‐64歳）及び若年人口（0‐14歳）は減少。

その結果、高齢化率でみれば約40％へ上昇。

資料７

【出典】 国土交通省国土審議会政策部会長期展望委員会 「国土の長期展望」中間とりまとめ概要（平成23年2月21日）

我が国が抱える少子高齢化②資料８

【出典】 総務省統計局「平成２２年度国勢調査 抽出速報集計結果」（平成23年6月29日公表）

● 我が国の総人口１億2,805万６千人（平成22年10月１日現在）のうち、65歳以上人口は、平成17年と比べ、362

万１千人（14.1％）増加し2,929万3千人となり、総人口に占める割合は20.2％から23.1％に上昇。また、15歳未満

人口は、平成17年と比べ、72万４千人（4.1％）減少し総人口に占める割合は13.8％から13.2％に低下。

● また、65歳以上人口（2,929万3千人）のうち、457万7千人（15.6％）が単独世帯。

年齢（３区分）別人口の推移 世帯の種類，男女別65 歳以上世帯人員の推移



我が国が抱える人口減少資料９

● 我が国の総人口は、2004年の12,784万人をピークに、今後100年間で100年前（明治時代後半）の水準に戻っ
ていく可能性。この変化は千年単位でみても類を見ない、極めて急激な減少。
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（1192年）
757万人

（1338年）
818万人

（1603年）
1,227万人

（1716～45年）
3,128万人

（1868年）
3,330万人

（1945年）
7,199万人

（2000年）
12,693万人

2004年12月にピーク
12,784万人

高齢化率 19.6%

2030年
11,522万人

高齢化率 31.8%

2050年
9,515万人

高齢化率 39.6%

2100年（中位推計）
4,771万人

高齢化率 40.6%

（年）

（万人）

2100年（高位推計）
6,407万人

2100年（低位推計）
3,770万人

【出典】 国土交通省国土審議会政策部会長期展望委員会 「国土の長期展望」中間とりまとめ概要（平成23年2月21日）

● 三大都市圏以外の地域では、人口減少と高齢化の双方が進展。

● 他方、都市圏では高齢化が加速。

■ 三大都市圏とそれ以外の道県の高齢化と
人口増減率（2004年、2009年比較）

（％）
‐5 0 5 10 15 20 25

三大都市圏

以外

全国

三大都市圏

11.1

16.6

22.8

‐1.8

‐0.2

1.3

65歳以上人口増加率

人口増減率（’04→’09）

人口減少と高齢化の進展資料10

【出典】 総務省「平成22年度版 情報通信白書」



 平成23年4月11日、閣議決定により「東日本大震災復興構想会議」を設置。

 同会議の下に、専門的事項について意見を述べるため、「検討部会」を設置。

 同会議は、「東日本大震災復興基本法」（平成23年6月24日法律第76号）に基づき、法律により設置される
機関として位置付けを変更。

 平成23年6月25日に提言書「復興への提言～悲惨のなかの希望～」を取りまとめ、内閣総理大臣に提出。

 部 会 長：飯尾 潤 政策研究大学院大学教授

 部会長代理：森 民夫 全国市長会会長、長岡市長

 専門委員 ：五十嵐 敬喜 法政大学法学部教授

池田 昌弘 東北関東大震災・共同支援ネットワーク事務局長

ＮＰＯ法人全国コミュニティライフサポートセンター理事長

今村 文彦 東北大学大学院工学研究科附属災害制御研究センター教授

植田 和弘 京都大学大学院経済学研究科教授

大武 健一郎 大塚ホールディングス株式会社代表取締役副会長

玄田 有史 東京大学社会科学研究所教授

河野 龍太郎 BNPパリバ証券経済調査本部長・チーフエコノミスト

西郷 真理子 都市計画家

佐々木 経世 イーソリューションズ株式会社代表取締役社長

荘林 幹太郎 学習院女子大学教授

白波瀬佐和子 東京大学大学院人文社会系研究科教授

神成 淳司 慶應義塾大学環境情報学部准教授

竹村 真一 京都造形芸術大学教授

團野 久茂 日本労働組合総連合会副事務局長

馬場 治 東京海洋大学海洋科学部教授

広田 純一 岩手大学農学部共生環境課程学系教授

藻谷 浩介 株式会社日本政策投資銀行地域振興グループ参事役

【検討部会】

 議長 ：五百旗頭 真 防衛大学校長、神戸大学名誉教授

 議長代理：安藤 忠雄 建築家、東京大学名誉教授

御厨 貴 東京大学教授

 委員 ：赤坂 憲雄 学習院大学教授、福島県立博物館館長

内館 牧子 脚本家

大西 隆 東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻教授

河田 惠昭 関西大学社会安全学部長・教授

阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター長

玄侑 宗久 臨済宗福聚寺住職、作家

佐藤 雄平 福島県知事

清家 篤 慶應義塾長

高成田 享 仙台大学教授

達増 拓也 岩手県知事

中鉢 良治 ソニー株式会社代表執行役副会長

橋本 五郎 読売新聞特別編集委員

村井 嘉浩 宮城県知事

 特別顧問：梅原 猛 哲学者

東日本大震災復興構想会議 【4月11日設置】

東日本大震災復興構想会議について資料11

（１） 序
（２） 地域における支えあい学びあう仕組み

① 被災者支援体制からの出発
② 地域包括ケアを中心とする保健・医療、介護・福祉の体制整備
③ 学ぶ機会の確保

（３） 地域における文化の復興
（４） 緊急雇用から雇用復興へ
（５） 地域経済活動の再生

① 企業・イノベーション
② 農林業
③ 水産業
④ 観光

（６） 地域経済活動を支える基盤の強化
① 交通・物流
② 再生可能エネルギーの利用促進とエネルギー効率の向上
③ 人を活かす情報通信技術の活用

（７） 「特区」手法の活用と市町村の主体性
（８） 復興のための財源確保

第１章 新しい地域のかたち

（１） 序
（２） 地域づくり（まちづくり、むらづくり）の考え方

① 減災という考え方
② 地域の将来像を見据えた復興プラン

（３） 地域類型と復興のための施策
（４） 既存復興関係事業の改良・発展
（５） 土地利用をめぐる課題

① 土地利用計画手続の一本化

② 土地区画整理事業、土地改良事業等による土地利用の調
整
③ 被災地における土地の権利関係

（６） 復興事業の担い手や合意形成プロセス
① 市町村主体の復興
② 住民間の合意形成とまちづくり会社等の活用
③ 復興を支える人的支援、人材の確保

（７） 復興支援の手法
① 災害対応制度の創設
② 今回の特例措置

第２章 くらしとしごとの再生

第３章 原子力災害からの復興に向けて

（１） 序
（２） 一刻も早い事態の収束と国の責務
（３） 被災者や被災自治体への支援
（４） 放射線量の測定と公開
（５） 土壌汚染等への対応
（６） 健康管理
（７） 復興に向けて

第４章 開かれた復興
（１） 序
（２） 経済社会の再生
（３） 世界に開かれた復興

① 日本再生に関する内外の理解促進
② 世界に開かれた経済再生

（４） 人々のつながりと支えあい
（５） 災害に強い国づくり

① 震災に関する学術調査
② 今後の自身・津波災害への備え
③ 防災・「減災」と国土利用
④ 災害の記録と伝承

「復興への提言～悲惨のなかの希望～」の全体構成資料12



地球温暖化問題の現状

● ２１世紀末の世界平均地上気温の上昇は、２０世紀末と比較して、環境の保全と経済の発展を地球規模で両立する社会で
約１．８℃（１．１～２．９℃）、化石エネルギーを重視しつつ高い経済成長を実現する社会で約４．０℃（２．４～６．４℃）と予測。

● 京都議定書第１約束期間（２００８～２０１２年）における目標達成に向け、各国は温室効果ガスの削減のための取組を実施
（日本は６％削減目標）。

● ２０１３年以降のポスト京都議定書の枠組み構築に向けた動きが近年活発化（ＣＯＰ、Ｇ８サミット等）。

・我が国の中期目標：２０２０年における温室効果ガスを１９９０年比２５％削減

長期目標：２０５０年における温室効果ガスを１９９０年比８０％削減

・Ｇ８における長期目標：２０５０年までに全世界における温室効果ガスを５０％以上削減、ただし、先進国は８０％以上削減

＜地上気温上昇（１９８０～１９９９年との比較）＞

世
界
地
上
気
温
の
上
昇
値
（℃

）

（年）

2000年の濃度で一定と
した時の気温

20世紀の気温

＜２１世紀の年平均気温の上昇（１９８０～１９９９年との比較）＞

※ １９８０～１９９９年を基準とした２０９０～２０９９年の上昇

資料13

【出典】 IPCC第４次評価報告書（統合報告書）（2007年11月）

東日本大震災における通信の被災・輻輳状況

被災状況

ドコモ au イー・
モバイル ウィルコム

NTT東
（固定電話）

NTT東
（FTTH）

KDDI
（固定電話）

KDDI
（FTTH・ADSL）

ソフトバンク
テレコム

（固定電話）

NTT東 KDDI ソフトバンク
テレコム

90%

30%

95%

0%
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（音声）
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（パケット）
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ソフトバンク
（パケット）

（％）

100.6

51.3

14.1
24.9

3.1
0
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（万回線） ソフトバンク
モバイル

6,720

3,680 3,786

704

13,760

0
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1000015000
～
～

（局）

輻輳状況 輻輳状況

■合計約１９０万回線の通信回線が被災。現在は９９％以上復旧。

■ＮＴＴ、ＫＤＤＩ、ソフトバンクテレコムは、一部エリアを除き、復旧済。

■合計約２万９千局の基地局が停止。現在は９５％以上復旧。

■ｲｰ･ﾓﾊﾞｲﾙは、復旧済、ＮＴＴ、ＫＤＤＩ、ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ、ウィルコムは、
一部エリアを除き復旧済。

■各社で、音声では、最大７０％～９５％の規制を実施（※） 。

■他方、パケットの規制は、非規制又は音声に比べ低い割合。
■各社で、固定電話について、最大８０％～９０％の規制を実施。

＜最大発信規制値＞

＜最大停止基地局数＞＜最大被災回線数＞

＜最大発信規制値＞

90％ 90％ 80％

0
20
40
60
80

100

被災状況

固定通信 移動通信

（％）

※イー・モバイルは音声・パケットとも規制を非実施

資料14



○ 同年６月１日 損壊により停波している宮城県の中継局１ヶ所を除きテレビジョン中継局は
すべて放送を再開。
＜停波局所：南三陸町 志津川新井田デジタル中継局（損壊）＞

○ 平成２３年３月１１日 東北地方太平洋沖地震（14:46 M9.0）

○ 同年３月１２日 【停波状況】；テレビ１２０ヶ所、ラジオ２ヶ所
（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、千葉、神奈川、長野）

（以降、商用電源の復電等により、順次放送再開（※））

○ 同年４月 ７日 宮城県沖地震（最大余震）（23:32 M7.1）
【停波状況】；テレビ１１ヶ所、ラジオ０ヶ所

○ 同年５月 ２日 【停波状況】；テレビ３ヶ所、ラジオ０ヶ所＜岩手県内のテレビ中継局が全て復旧＞

※ 「停波ヶ所数」については、NHK・民放及びアナログ・デジタルの区別なく、いずれかに停波情報がある場合「１ヶ所」とカウント

東日本大震災による放送局の停波状況資料15

地方自治体の構築したブロードバンド基盤等の被害状況

● 平成23年6月30日時点で、被災3県のうち少なくとも23市町村※において、公設の情報通信基盤
（ブロードバンド、ケーブルテレビ、イントラネット等）が損壊。

＜宮城県の被災状況 （平成23年6月30日時点で把握できているもの）＞

：公設の情報通信基盤が被災した市町村

※ 岩手県 久慈市、野田村、普代村、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市、一関市、洋野町、宮古市、山田町
宮城県 気仙沼市、石巻市、塩竃市、山元町、東松島市、南三陸町
福島県 新地町、相馬市、南相馬市、浪江町、いわき市、国見町

気仙沼市

●地域イントラネット
・伝送路破壊箇所 多数

●ケーブルテレビ
・伝送路破壊箇所 多数
・施設損壊 多数

●地域イントラネット
・伝送路破壊箇所 約70km
・３つの拠点施設で機器全壊
・約30の収容施設で機器全壊

石巻市

資料16



■ sinsai.info

・ 建物レベルで、被災地情報（避難所、物資、消息、インフ

ラ）が閲覧可能。

・ 主な使用データ提供元

－国土地理院

■ 自動車運行実績情報マップ

・ 被災地域内での移動の参考となる情報を提供。

・ 主な使用データ提供元

－本田技研工業株式会社（インターナビ・プレミアムクラブ

－パイオニア株式会社（スマートループ渋滞情報）

提供者：(社)オープンストリートマップ・ファウンデーション・ジャパン
参考URL： http://www.sinsai.info/ushahidi/

提供者：Google
参考URL：http://www.google.co.jp/intl/ja/crisisresponse/japanquake2011_traffic.html

民間ボランティア団体による情報連携の取組資料17

都道府県別65歳以上人口の割合資料18
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(25.8%）

【出典】 総務省統計局「平成２２年度国勢調査 抽出速報集計結果」（平成23年6月29日公表）

● 総人口に占める都道府県別の65歳以上人口の割合については、全国平均で23.1％。
● 例えば、被災地である岩手県、宮城県及び福島県の同割合は、それぞれ28.6％（前回調査結果では24.6％）、23％（同20％）

及び25.8％（同22.7％）となっており、高齢化が進展。



海外現地生産を行う企業数の割合の推移

【出典】 内閣府経済社会総合研究所「平成22年度企業行動に関するアンケート調査報告書」
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● 海外現地生産を行う企業数の割合は、平成２年以降一貫して増加傾向にあり、製造業全体では、平成21年度
実績は67.1%、同22年度実績見込みは67.2%、同27年度見通しは67.7%となっている。

海外現地生産比率の推移
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● 海外現地生産（生産高）比率は、製造業全体（実数値平均）でみると、平成21年度実績は17.1％、同22年度
実績見込みは18.0％で推移し、同27年度見通しでは21.4％と上昇する見通しとなっている。

【出典】 内閣府経済社会総合研究所「平成22年度企業行動に関するアンケート調査報告書」



【出典】 世界経済フォーラム（WEF） 「Global Information Technology Report」 横軸は調査公表時の年。

順位
国・地域名

２００９ ２０１０ ２０１１

2 １ １ スウェーデン

4 ２ ２ シンガポール

6 6 ３ フィンランド

5 ４ ４ スイス

3 ５ ５ 米国

13 11 ６ 台湾

1 ３ ７ デンマーク

10 ７ ８ カナダ

8 10 ９ ノルウェー

11 15 １０ 韓国

9 9 １１ オランダ

12 ８ １２ 香港

20 14 １３ ドイツ

21 17 １４ ルクセンブルク

15 13 １５ 英国

7 12 １６ アイスランド

14 16 １７ オーストラリア

22 19 １８ ニュージランド

17 21 １９ 日本

19 18 ２０ フランス

16 20 ２１ オーストリア
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実質経済成長率の比較（日本・米国・中国・ブラジル）

（％）

【出典】 IMF - World Economic Outlook(2011年4月版) をもとに作成
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● ２０１０年の実質経済成長率は、我が国が３．９％、米国が２．８％と低水準にとどまる一方、中国は１０．３％、
ブラジルは７．５％と新興国においては高い成長を遂げている。

● ２００５年から２０１０年までの平均経済成長率をみても、日本は０．１％、米国は０．９％と低迷を続ける一方、
中国は１１．２％、ブラジルは４．４％と高い成長を続けるなど、同様の傾向が見られる。
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ＯＥＣＤ加盟国等における通信機器の輸出額資料23

● 1999年（平成11年）と2009年（平成21年）の通信機器の輸出額を比較すると、中国及び韓国は大幅に増加。
一方、日本の輸出額は微増。

● また、日本の輸出額シェアにおいては、1999年の6.4%から2009年の2.0%に低下。
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【出典】 “OECD Communications Outlook 2011" Chap.9, Figure 9.4.

1. 検討事項
・ 地域の自主性と自立性を尊重しつつ、ＩＣＴを軸として、地域が自ら考え実行する「地域自立型」の地域活性化を総合的に推進するため、

ＩＣＴによる地域活性化の在り方を検討。
【検討項目】 ● 地域がＩＣＴ利活用に取り組む上で抱える課題

● 課題解決に向けた取組の方向性 等

2. 検討状況
・ 平成２３年１月２６日、ＩＣＴによる地域活性化の在り方を検討する総務大臣主宰の「ＩＣＴ地域活性化懇談会」を設置。
・ 平成２３年２月１０日以降、計４回の会合を開催し、検討を実施。同年７月１２日に提言を公表。

構成員 （敬称略）（平成２３年５月現在）

氏 名 主 要 現 職

座 長 金子 郁容 慶應義塾大学 政策・メディア研究科 教授

座長代理 坪田 知己 (株)コラボトリエ 代表取締役

構成員 安藤 周治 NPO法人ひろしまNPOセンター 代表理事

〃 奥田 貢 和歌山県 北山村長

〃 嘉田由紀子 滋賀県知事

〃 片岡 恵一 愛知県 岩倉市長

〃 岸本 晃 (株)プリズム 代表取締役

〃 後藤 和子 埼玉大学 経済学部・経済科学研究科 教授

〃 近藤 則子 老テク研究会 事務局長

氏 名 主 要 現 職

構成員 坂本世津夫 四国情報通信懇談会 運営委員長

〃 立石 聡明 (有)マンダラネット 代表取締役

〃 土井美和子 (株)東芝 研究開発センター 首席技監

〃 藤沢 烈 RCF 代表

〃 本田 節 (有)ひまわり亭 代表取締役

〃 本田 敏秋 岩手県 遠野市長

〃 三友 仁志
早稲田大学 国際学術院アジア太平洋研究科

教授

〃 横石 知二 (株)いろどり 代表取締役社長

ＩＣＴ地域活性化懇談会の概要資料24



新事業創出戦略委員会の概要

1. 諮問事項

「知識情報社会の実現に向けた情報通信政策の在り方」（平成２３年２月１０日 諮問第１７号）

①ＩＣＴ市場の構造変化と将来像 、②新事業創出に向けた環境整備の在り方 、

③ＩＣＴの利活用促進における環境整備の在り方 、④新事業の創出と標準化の連携強化 等

2． 検討状況

・ 平成２３年２月１０日、情報通信政策部会に「新事業創出戦略委員会」を設置。

・ 同年２月１７日以降、計８回の会合を開催し、検討を実施。

・ 同年６月１３日に「新事業創出戦略 ～情報流通連携基盤の実現による東日本復興・日本再生に向けて～」を取りまとめ。

構成員 （敬称略）（平成２３年２月現在）

氏 名 主 要 現 職

新美 育文
（主査）

明治大学 法学部 教授

村井 純
（主査代理）

慶應義塾大学 環境情報学部長・教授

秋池 玲子
ボストンコンサルティンググループ パートナー＆マ
ネージング・ディレクター

岩浪 剛太 （株）インフォシティ 代表取締役

太田 清久 起業投資（株） 執行役員専務

岡村 久道 弁護士 国立情報学研究所 客員教授

神門 典子 国立情報学研究所 情報社会相関研究系教授

國領 二郎 慶應義塾大学 総合政策学部長・教授

佐々木 俊尚 フリージャーナリスト

氏 名 主 要 現 職

野原 佐和子 （株）イプシ・マーケティング研究所 代表取締役社長

野村 敦子 （株）日本総合研究所 調査部 主任研究員

堀 義貴 （株）ホリプロ 代表取締役会長兼社長

三膳 孝通
（株）インターネットイニシアティブ 常務取締役 技術戦
略担当

村上 輝康 （株）野村総合研究所 シニア・フェロー

森川 博之 東京大学 先端科学技術研究センター 教授

山田 栄子
（株）三菱総合研究所 人間・生活研究本部 医療・福
祉経営グループ主任研究員

山田 メユミ （株）アイスタイル 取締役 ＠cosme主宰

吉川 尚宏 A.T.カーニー（株） プリンシパル

資料25

構成員 （敬称略）（平成23年７月現在）

氏 名 主 要 現 職

座長 岡 素之 住友商事株式会社 代表取締役会長

座長代理 村上 輝康 株式会社野村総合研究所 シニア・フェロー

構成員 磯部 悦男 株式会社三菱総合研究所 常務執行役員ソリューション部門長

〃 伊藤 明男 株式会社日立製作所 理事 情報・通信システム社 執行役員 プラットフォーム部門ＣＯＯ

〃 大畠 昌巳 シャープ株式会社 執行役員情報通信事業統轄兼通信システム事業本部長

〃 片山 泰祥 日本電信電話株式会社 常務取締役技術企画部門長

〃 北村 秀夫 株式会社東芝 取締役・代表執行役副社長

〃 佐々木弘世 独立行政法人国際協力機構 理事

〃 嶋谷 吉治 ＫＤＤＩ株式会社 取締役執行役員専務

〃 中島 透 三井物産株式会社 理事 ＩＴ推進部 部長

〃 中村 康佐 株式会社みずほコーポレート銀行 常務執行役員

〃 浜場 正明 富士通株式会社 執行役員常務

〃 松本 徹三 ソフトバンクモバイル株式会社 取締役 特別顧問

〃 宮部 義幸 パナソニック株式会社 常務取締役 技術担当

〃 椋田 哲史 社団法人日本経済団体連合会 常務理事

〃 村井 純 慶應義塾大学環境情報学部長・教授

〃 安井 潤司 日本電気株式会社 取締役 執行役員専務

〃 山本 直樹 Ａ.Ｔ. カーニー株式会社 パートナー

ＩＣＴグローバル展開の在り方に関する懇談会の概要資料26

1. 検討事項
(1) ＩＣＴグローバル展開に向けた国の役割
(2)グローバル展開可能なＩＣＴプロジェクトの案件形成の在り方
(3) 上記と関連した標準化戦略の推進策
(4) ＩＣＴプロジェクトのファイナンスの在り方
(5) ＩＣＴプロジェクトのグローバル展開の推進体制の在り方
(6) 個別プロジェクトの進捗管理などプロジェクト推進のＰＤＣＡの在り方

2. 検討状況
・ 平成２３年１月３１日に初会合を開催。これまで３回の会合を開催し、検討を実施。
・ 本懇談会のもとに、「プロジェクト案件形成ワーキンググループ」及び「標準化戦略ワーキンググループ」の２つのワーキンググループを

設置。
・ 平成２３年７月２１日に「ＩＣＴグローバル展開の在り方に関する懇談会 報告書」を公表。



1. 諮問事項
「知識情報社会の実現に向けた情報通信政策の在り方」（平成２３年２月１０日 諮問第１７号）

（２）研究開発戦略
①今後取り組むべき研究開発課題、②研究開発の仕組み（システム）の在り方、
③産学官の役割分担の在り方

2． 検討状況
 平成２３年２月１０日、情報通信政策部会に「研究開発戦略委員会」を設置。
 平成２３年２月２８日以降、計８回の会合を開催し、検討を実施。
 平成２３年７月７日、「知識情報社会の実現に向けた情報通信政策の在り方報告書 ～震災からの復興と日本の再生に

向けたＩＣＴの研究開発戦略について～」を取りまとめ。

研究開発戦略委員会の概要資料27

構成員 （敬称略）（平成23年7月現在）

氏 名 主 要 現 職

主 査
臨時委員

安 田 浩
東京電機大学 未来科学部長 教授
（社）電子情報通信学会 会長

委 員 荒 川 薫 明治大学 理工学部 教授

〃 伊 東 晋 東京理科大学 理工学部 教授

〃 近 藤 則 子 老テク研究会 事務局長

〃 高 橋 伸 子 生活経済ジャーナリスト

専門委員 片 山 泰 祥
日本電信電話（株） 常務取締役 技術企画部門長
次世代ネットワーク推進室長

〃 上條 由紀子 金沢工業大学大学院 准教授

〃 河合 由起子 京都産業大学 コンピュータ理工学部 准教授

〃 國 尾 武 光 日本電気（株） 執行役員常務

〃 久保田 啓一 日本放送協会 放送技術研究所長

〃 嶋 谷 吉 治 KDDI（株） 取締役執行役員専務 技術統括本部長

〃 関 祥 行 （株）フジテレビジョン 常務取締役

氏 名 主 要 現 職

専門委員 関 口 和 一 （株）日本経済新聞社 論説委員兼編集委員

〃 津 田 俊 隆 （株）富士通研究所フェロー

〃 堤 和 彦 三菱電機（株） 常務執行役 開発本部長

〃 戸井田 園子
All About家電ガイド／家電＆インテリアコーディネー
ター

〃 富 永 昌 彦 （独）情報通信研究機構 理事

〃 中川 八穂子
（株）日立製作所 中央研究所 新世代コンピューティ
ングＰＪ シニアプロジェクトマネージャ（ＰＪリーダ）

〃 西 谷 清
元 ソニー（株）業務執行役員 SVP、環境、技術渉外
担当

〃 野原 佐和子 （株）イプシ・マーケティング研究所 代表取締役社長

〃 平 田 康 夫 （株）国際電気通信基礎技術研究所 代表取締役社長

〃 三 輪 真 パナソニック（株） 理事 東京R&Dセンター所長

〃 矢 入 郁 子 上智大学 理工学部 情報理工学科 准教授

〃 弓 削 哲 也 ソフトバンクテレコム（株） 顧問

情報通信分野における標準化政策検討委員会の概要

1. 諮問事項
「情報通信分野における標準化政策の在り方」（平成２３年２月１０日 諮問第１８号）
(1)中長期的な研究開発戦略、諸外国の政策等を踏まえた標準化の重点分野の在り方
(2)フォーラム標準、デジュール標準も含め、標準化を促進する際の官民の役割分担の在り方

2. 検討状況
・ 平成２３年２月１０日、情報通信政策部会に「情報通信分野における標準化政策検討委員会」を設置。
・ 平成２３年２月２５日、２つのワーキンググループ（「中長期的戦略ワーキンググループ」、「標準化活動対応ワーキンググループ」）を設置。
・ 同年３～４月の間、事務局が各委員に対し、今後の進め方について、個別ヒアリングを実施。
・ 本委員会及び２つのワーキンググループをこれまでに計８回開催。
・ 平成２３年７月１５日、「情報通信分野における標準化政策の在り方」を取りまとめ。

構成員 （敬称略）（平成２３年７月現在）

氏 名 主 要 現 職

主 査
委 員

徳 田 英 幸 慶應義塾大学 政策・メディア研究科委員長

委 員
主 査 代 理

鈴 木 陽 一 東北大学 電気通信研究所 教授・情報シナジー機構長

委 員 荒 川 薫 明治大学 理工学部 教授

〃 高 橋 伸 子 生活経済ジャーナリスト

〃 三 尾 美 枝 子 六番町総合法律事務所 弁護士

臨 時 委 員 村 井 純 慶應義塾大学 環境情報学部長・教授

〃 安 田 浩 東京電機大学 未来科学部長 教授/（社）電子情報通信学会 会長

専 門 委 員 浅 野 睦 八 日本アイ・ビー・エム （株） エグゼクティブ・アドバイザー

〃 井 上 友 二 一般社団法人情報通信技術委員会 顧問

〃 冲 中 秀 夫 KDDI（株） 執行役員 技術統括本部 副統括本部長

〃 上 條 由 紀 子 金沢工業大学大学院 准教授

〃 河 村 真 紀 子 主婦連合会 事務局次長

〃 國 尾 武 光 日本電気（株） 執行役員常務

〃 久 保 田 啓 一 日本放送協会 放送技術研究所 所長

〃 篠 原 弘 道
日本電信電話（株） 取締役 研究企画部門長
（兼）情報流通基盤総合研究所長

〃 下 條 真 司
大阪大学 サイバーメディアセンター 応用情報システム研究部門・教授
（独）情報通信研究機構 テストベッド研究開発推進センター長

氏 名 主 要 現 職

専 門 委 員 関 祥 行
(株)フジテレビジョン 常務取締役
(社)デジタル放送推進協会 技術委員会委員長

〃 武 田 幸 子 （株）日立製作所 横浜研究所 主任研究員

〃 丹 康 雄 北陸先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 教授

〃 津 田 俊 隆 （株）富士通研究所フェロー

〃 堤 和 彦 三菱電機（株） 常務執行役 開発本部長

〃 長 田 三 紀 ＮＰＯ法人東京都地域婦人団体連盟 事務局次長

〃 西 谷 清 元 ソニー（株） 業務執行役員 SVP

〃 波 多 野 睦 子 東京工業大学大学院 理工学研究科 教授

〃 廣 瀬 弥 生 国立情報学研究所 客員准教授

〃 福 井 省 三 （株）トマデジ 取締役相談役 国際事業開発グループ リエゾン・ストラテジスト

〃 古 谷 之 綱 東京工業大学 特任教授

〃 堀 義 貴 （株）ホリプロ 代表取締役会長兼社長／（社）日本音楽事業者協会副会長

〃 水 越 尚 子 エンデバー法律事務所 弁護士

〃 宮 部 義 幸 パナソニック（株） 常務取締役 技術担当

〃 森 川 博 之 東京大学 先端科学技術研究センター 教授

〃 弓 削 哲 也 ソフトバンクテレコム（株） 顧問
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デジタルコンテンツ創富力の強化に向けた懇談会の概要

1. 検討事項
新成長戦略「クール・ジャパン戦略の推進」による新たな成長の達成に向け、コンテンツ製作・流通の促進に係る

次の各項目について検討し、国・民間等の各プレーヤが果たすべき役割や昨今の財政事情等も踏まえた今後展開すべき政
策の方向性を提言。
（１）政策目標等 （意義、方向性、国の役割等）
（２）重点推進分野（海外展開、人材育成、流通環境整備等）
（３）プロジェクトマネジメント（成果目標設定方法、成果評価方法、ベストプラクティスの展開・普及方策等）

2. 検討状況
・平成２３年２月から、平岡総務副大臣の主催により開催。
・同月の初回会合以降、これまでに計８回の会合を開催し、同年７月１５日に中間とりまとめを公表。

構成員 （敬称略）（平成２３年７月現在）

氏 名 主 要 現 職

座 長 中村 伊知哉 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授

座長代理 村上 輝康 株式会社野村総合研究所シニア・フェロー

構 成 員

音 好宏 上智大学文学部新聞学科教授

越塚 登 東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授

古嶋 雅史 デロイト トーマツ コンサルティング株式会社パートナー

小塚 荘一郎 学習院大学法学部教授

末吉 亙 潮見坂綜合法律事務所弁護士

細井 浩一 立命館大学映像学部教授

三尾 美枝子 六番町総合法律事務所弁護士

柳川 範之 東京大学大学院経済学研究科准教授
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東日本大震災復興構想会議における「復興構想７原則」

「東⽇本⼤震災復興構想会議」においては、４⽉１４⽇の第１回会議以来、精⼒的に審議を重ね、また、⼀
連の現地視察を実施した。
６⽉末⽬途の「第１次提⾔」に先⽴ち、本⽇、当会議は、「復興構想７原則」を策定したので、これを公表

する。
今後、この７原則に基づき、各界・各層のご意⾒を仰ぎつつ、更に議論を深め、未来の⽇本にとって希望と

なる復興の「⻘写真」を描いていきたいと考える。

原則1：失われたおびただしい「いのち」への追悼と鎮魂こそ、私たち⽣き残った者にとって復興の起点であ
る。この観点から、鎮魂の森やモニュメントを含め、⼤震災の記録を永遠に残し、広く学術関係者に
より科学的に分析し、その教訓を次世代に伝承し、国内外に発信する。

原則2：被災地の広域性・多様性を踏まえつつ、地域・コミュニティ主体の復興を基本とする。国は、復興の
全体⽅針と制度設計によってそれを⽀える。

原則3：被災した東北の再⽣のため、潜在⼒を活かし、技術⾰新を伴う復旧・復興を⽬指す。この地に、来た
るべき時代をリードする経済社会の可能性を追求する。

原則4：地域社会の強い絆を守りつつ、災害に強い安全・安⼼のまち、⾃然エネルギー活⽤型地域の建設を進
める。

原則5：被災地域の復興なくして⽇本経済の再⽣はない。⽇本経済の再⽣なくして被災地域の真の復興はない。
この認識に⽴ち、⼤震災からの復興と⽇本再⽣の同時進⾏を⽬指す。

原則6：原発事故の早期収束を求めつつ、原発被災地への⽀援と復興にはより⼀層のきめ細やかな配慮を尽く
す。

原則7：今を⽣きる私たち全てがこの⼤災害を⾃らのことと受け⽌め、国⺠全体の連帯と分かち合いによって
復興を推進するものとする。

復興構想７原則 （平成２３年５⽉１０⽇決定）
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「政策推進指針～日本の再生に向けて～」の概要

● 東日本復興を支え、震災前から直面していた経済の停滞、社会の閉塞状況に対応する、日本再生に向けた
政策推進指針が、平成23年5月17日に閣議決定された。

● 本指針では、当面・短期・中長期毎のフェーズに応じた経済財政運営の基本方針を策定。
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インターネットの年齢階級別利用状況資料32

● インターネットの年齢階級別利用率は、平成22年末で、70 歳以上の年齢階級は増加傾向にある

が依然として低く、70～79歳で39.2％、80歳以上で20.3％。

【出典】 総務省「平成22年通信利用動向調査」

6歳以上

全体
6‐12歳 13‐19歳 20‐29歳 30‐39歳 40‐49歳 50‐59歳 60‐64歳 65‐69歳 70‐79歳 80歳以上

平成20年末（n=12,791） 75.3% 68.9% 95.5% 96.3% 95.7% 92.0% 82.2% 63.4% 37.6% 27.7% 14.5%
平成21年末（n=13,928） 78.0% 68.6% 96.3% 97.2% 96.3% 95.4% 86.1% 71.6% 58.0% 32.9% 18.5%
平成22年末（n=59,346） 78.2% 65.5% 95.6% 97.4% 95.1% 94.2% 86.6% 70.1% 57.0% 39.2% 20.3%
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■ 東日本大震災による民間企業の資本設備損害額と復興投資の経済波及効果

資本設備損害額 復興投資の経済波及効果（ＧＤＰ） 復興投資の経済波及効果（雇用者）

うちＩＣＴ関連 ２．５兆円 うちＩＣＴ関連 １．６兆円 うちＩＣＴ関連 ２０．１万人

■ 復興投資１兆円当たりの経済波及効果

ＧＤＰ 雇用者

0.75 0.8 0.85 0.9 0.95

ソフトウェア

通信施設建設

一般資本設備

0 5 10 15

ソフトウェア

通信施設建設

一般資本設備

０．９１兆円

０．８５兆円

０．８１兆円 １１．３万人

１４．０万人

１０．２万人

（兆円） （万人）

※ 内閣府試算での被害額が１６兆円の場合を前提として試算。
※ 「復興投資の経済波及効果」とは、損害額に相当する復興投資を行った場合の経済波及効果をいう。
※ 「ＩＣＴ関連」とは、ＩＣＴ産業の一般資本設備と全産業の情報資本設備の合計を指す。

復興に当たってのＩＣＴ投資による経済効果

【出典】 （株）情報通信総合研究所調査（2011年5月30日、6月7日）

全産業 ９．０兆円 全産業 ６．９兆円 全産業 ９４．７万人
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情報通信産業 その他の産業 実質GDP成長率

電気機械

（除情報通信機器）

33.1兆円

3.3%
輸送機械

59.4兆円

6%
建設

（除電気通信施設

建設）

60.2兆円

6.0%

卸売

66.2兆円

6.6%

小売

33.2兆円

3.2%
運輸

41.1兆円

4.1%鉄鋼

34.9兆円

3.5%

その他

581.4兆円

57.8%

全産業の
名目国内生産額

(2008年)

1,005.1兆円

■ 実質ＧＤＰ成長に対するＩＣＴ産業の寄与率■ 主な産業の名目国内生産額（2008年）

ＩＣＴ産業
96.5兆円

9.6%

（％）

（年）

５年間の
平均寄与率は３８％

ＩＣＴ産業の日本経済への貢献資料34

● ＩＣＴ産業は、全産業の名目国内生産額合計の約１割を占める我が国最大の産業。

● 我が国の実質ＧＤＰ成長の約３分の１をＩＣＴ産業がけん引。

【出典】 総務省「ＩＣＴの経済分析に関する調査」（平成22年）



ＳＩＭロック解除の現況

■趣旨

 海外渡航時、携帯電話の番号ポータビリティ制度利用時など、携帯
電話利用者の中にはＳＩＭロック解除に対する要望が存在。

 事業者は、その主体的な取組により、対応可能な端末からＳＩＭロッ
ク解除を実施することとし、当分の間、法制化に係る検討は留保し、
事業者による取組状況を注視。

（※） モバイルバイルビジネス活性化プラン（2007年）には、「３．９Gや４Gを中心にＳＩ
Ｍロック解除を法制的に担保することについて、２０１０年の時点で最終的に結
論を得る。」と記載。

■対象となる端末

 2011年度以降新たに発売される端末のうち対応可能なものから解
除。対象端末、ＳＩＭロック解除に係る条件・手続を事前に公表。

■説明責任

 事業者は、①端末販売時、②ＳＩＭロック解除時、③役務の提供に
係る契約締結時に、以下の事項等を利用者に説明。

 ＳＩＭロック解除に係る条件及び手続

 他社のＳＩＭカードが差し込まれた際に、通信サービス等の利
用が制限される可能性

■その他

 通信サービスの不具合・機器の故障への対応

 現に役務を提供する事業者は、利用者への対応に当たる体
制を整備し、事業者等との間で取次方法等について協議。

 ガイドラインの見直し等

○2010年12月、携帯4事業者でＳＩＭロック解除の開始に伴う携帯事業者間の基本合意事項を締結
☞ 責任分担の原則、故障対応の切り分け等について確認。

○2011年度以降の各社のＳＩＭロック解除に向けた動き

ＮＴＴドコモ
→４月1日よりSIMロック解除の申込み受付開始。

４月１日、今後発売する全ての端末において原則ＳＩＭロック解除機能を
搭載する旨発表。既に数機種のＳＩＭ解除機能搭載端末を発売済。

ＳｏｆｔＢａｎｋ
→8月中旬以降にSIMロック解除対応端末を販売予定。

ａｕ
→他社と通信規格が異なるため互換性無し。今後検討を行う。

イー・アクセス
→５月13日今後発売する全端末においてＳＩＭロックフリーで発売する旨発表。

既に数機種のＳＩＭロックフリー端末を発売済。

ＳＩＭ単体発売
2010年８月、日本通信がmicroSIMを発売開始。iPhone４、iPadに対応。
NTTドコモ、ソフトバンク、イー・モバイルもSIMを単体で発売中。

ＳＩＭロック解除に関するガイドライン （2010年6月30日、総務省）

ＳＩＭロック解除に向けた事業者の動向

ＳＩＭロックとは？

■ ＳＩＭ（Subscriber Identity Module）カードとは、携帯事業者が発行する利用者識別用のＩＣカード。第3世代方式の携帯電話では国際規格化済み。

■ 携帯事業者各社は、各社が販売する端末の多くにつき、自社が発行するＳＩＭカード等が差し込まれた場合にのみ動作するよう設定（いわゆる「ＳＩＭロック」）。
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スマートフォンの普及状況

【出典】 （株）ＭＭ総研 「国内携帯電話およびスマートフォンの市場規模予測」

● スマートフォン販売台数は、 2015年度には2,030万台に達し、携帯電話販売台数に占める販売台数比率は
54.6%になると予測されている。

● スマートフォンの契約数は、 2015年度には4,760万件に拡大し、携帯電話端末の契約数※に占めるスマート
フォンの契約率は40%に達すると予測されている。 ※ 通信カード・通信モジュール契約数を除く

217万台

386万台

660万台

1,050万台

1,530万台

1,840万台

2,030万台

2009年度のスマートフォン販売台数は、
iPhoneの好調等により217万台に。

2010年以降、Android搭載機が相次いで
発売されてからは普及がさらに加速。
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（１）放送法関係
① 放送の参入に係る制度の整理・統合、弾力化
② マスメディア集中排除原則の基本の法定化
③ 放送における安全・信頼性の確保

④ 放送番組の種別の公表※２

⑤ 有料放送における提供条件の説明等
⑥ 再放送同意に係る紛争処理に関するあっせん

・仲裁制度の整備

放送法等の一部を改正する法律の概要

趣旨

通信・放送分野におけるデジタル化の進展に対応した制度の整理・合理化を図るため、各種の放送形態に対する制度を統合し、
無線局の免許及び放送業務の認定の制度を弾力化する等、放送、電波及び電気通信事業に係る制度の整備を行う。

改正内容

１．通信・放送法体系の見直し：放送関連４法の統合等、
法体系の見直しを６０年振りに行う。

通 信 ・ 放 送

新たな法体系

電 波 法

有線電気通信法

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法

有
線
ラ
ジ
オ
放
送
法

放

送

法

電
気
通
信
役
務

利
用
放
送
法

通 信 放 送

電気通信事業法

有線放送電話法

放 送 法

（電気通信役務利用放送法、
有線テレビジョン放送法、
有線ラジオ放送法は廃止）

電気通信事業法

（有線放送電話法は廃止）

電 波 法

有線電気通信法

現行の法体系

２．主な改正事項

施行期日

平成２３年６月３０日 ただし（※１）は平成２３年３月１日、（※２）は平成２３年３月３１日に施行

（２）電波法関係
① 通信・放送両用無線局の制度の整備

② 免許不要局の拡大※１

③ 携帯電話基地局の免許の包括化※１

（３）電気通信事業法関係
① 紛争処理機能の拡充

② 二種指定事業者に係る接続会計制度の創設※２
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Ｍ２Ｍの概要

● Ｍ２Ｍ（エムツーエム）とは、ネットワークに繋がれた機械同士が人間を介在せずに相互に情報交換し、自動
的に最適な制御が行われるシステムのこと。

在庫管理
（自動販売機、コピー機等）

運行管理
（バス、タクシー等）

遠隔検診
（ガスメーター、水道メーター等）

配送管理
（物流、トレーサビリティ等）

荷物の配送状況を自動的に把握
ドライバーの居場所に応じ、必要な情報を提供

渋滞の影響を受けやすいバスの運行を管理し、
最適な運行計画を実現

メーターに通信モジュールを取り付け、遠隔から
自動的に使用量をチェック

自動販売機の在庫を確認し、不足しそうな時だけ
補充に向かう等、手間やコストを削減

Ｍ２Ｍのサービスシーン
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主なＩＸの状況

NSPIXP (Network Service Provider Internet eXchange Point)
WIDE Projectが運営するIX

JPIX (Japan Internet eXchange) 
日本インターネットエクスチェンジ株式会社が運営するIX
1997年7月に旧KDDを中心に設立

JPNAP (Japan Network Access Point) 
インターネットマルチフィード株式会社が運営するIX
1997年9月にNTTグループとIIJを中心に設立

BBIX
BBIX株式会社が運営するIX
2003年6月にソフトバンクグループが設立

※ IX (Internet eXchange)：インターネット接続事業者間を相互接続する相互接続点

dix-ie (distributed ix in edo 旧NSPIXP2)
1996年WIDEプロジェクトにより設置され

た実験用IX

jpix大手町
1997年JPIX（株）により設置されたIX

JPNAP東京Ⅰ
2001年インターネットマルチフィード（株）

により設置されたIX
JPNAP東京Ⅱ

2008年インターネットマルチフィード（株）
により設置されたIX

BBIX東京
2003年BBIX（株）により設置されたIX

BBIX東京第2
2006年BBIX（株）により設置されたIX

東京

NSPIXP3
1997年WIDEプロジェクトにより設置され

た実験用IX

jpix大阪
2002年JPIX（株）が新たに大阪に設置し

たIX

JPNAP大阪
2002年インターネットマルチフィード（株）

により設置されたIX

BBIX大阪
2004年BBIX（株）により設置されたIX

大阪

BBIX沖縄
2006年BBIX（株）により設置されたIX

沖縄

jpix名古屋
2001年KMN（株）により設置されたIX

BBIX名古屋
2005年BBIX（株）により設置されたIX

名古屋

BBIX福岡
2004年BBIX（株）により設置されたIX

福岡
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大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方に関する検討会

● 通信インフラは、国民生活や産業経済活動に必要不可欠な基盤であり、災害発生時等に、緊急通報・安否確

認等に係る通信や警察・防災通信等の基本的な重要通信を確保することは、国民の生命・財産の安全や国家

機能の維持に不可欠。

● 本検討会は、このような重要性を有する通信インフラにおいて、東日本大震災の発生により、広範囲にわた

り、輻輳や通信途絶等の状態が生じたことを踏まえ、①被災した通信インフラの復旧のために直ちに取り組むべ

き事項、②今後同様の緊急事態の発生に備えて、現行システムや技術を前提として取り組むべき事項、③技術

革新を踏まえて取り組むべき事項など、緊急事態における通信手段の確保の在り方について検討することを目

的として開催。

検討事項案

①緊急時の輻輳状態への対応の在り方

②基地局や中継局が被災した場合における通信手段確保の在り方

③今回の震災を踏まえた今後のネットワークインフラの在り方

④今回の震災を踏まえた今後のインターネット活用の在り方 等

具体的には、以下の検討事項について検討する。

概 要
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● 本検討会では、構成員の提案等を踏まえ、取り扱うべき検討項目を整理したところであるが、今後、当該検討項目に基づき、

具体的な検討を行うため、本検討会のもとに、「ネットワークインフラＷＧ」と「インターネット利用ＷＧ」を設置。

大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方に関する検討会

ネットワークインフラＷＧ インターネット利用ＷＧ

大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方に関する検討会
ワーキンググループ（ＷＧ）の設置について
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●緊急時の輻輳状態への対応の在り方

●基地局や中継局が被災した場合における通信手段確保の

在り方

●今回の震災を踏まえた今後のネットワークインフラの在り方

●今回の震災を踏まえた今後のインターネット利用の在り方

検討事項 検討事項

構成員 構成員

（主 査）服部委員

（主査代理）相田委員

（構 成 員）ＮＴＴ東日本、ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、ソフトバンクモ

バイル、イー・アクセス、ジュピターテレコム、

ウィルコム、ＵＱ、スカパーＪＳＡＴ、移動無線セ

ンター、ＣＩＡＪ、ＮＩＣＴ（実務者クラス）

（主 査）相田委員

（主査代理）服部委員

（構 成 員）ＮＴＴ東日本、ＫＤＤＩ、ソフトバンクモバイル、ＪＡＩ

ＰＡ、ＮＥＣビッグローブ、ヤフー、日本マイクロソ

フト、グーグル、日本ＩＢＭ、ＮＩＣＴ（実務者クラス）

大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方に関する検討会
検討スケジュールについて
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番号制度の導入時期については、制度設計や法案の成立時期に

より変わり得るものであるが、以下を目途とする。

 Ｈ23年秋以降 可能な限り早期に番号法案及び関係法案の国
会提出

 法案成立後、可能な限り早期に第三者機関を設置

 Ｈ26年6月 個人に「番号」、法人等に「法人番号」を交付
 Ｈ27年1月以降 社会保障分野、税務分野のうち可能な範囲で「番

号」の利用開始
 Ｈ30年を目途に利用範囲の拡大を含めた番号法の見直しを引き続

き検討

 税務署に提出される法定調書のうち、名寄せが困難なもの
については活用に限界

 より正確な所得・資産の把握に基づく柔軟できめ細やかな
社会保障制度・税額控除制度の導入が難しい

 長期間にわたって個人を特定する必要がある制度の適正
な運営が難しい（年金記録の管理等）

 医療保険などにおいて関係機関同士の連携が非効率
 養子縁組による氏名変更を濫用された場合に個人の特定

が難しい 等

 継続的な健康情報・予防接種履歴の確認
 乳幼児健診履歴等の継続的把握による児童虐待等の

早期発見
 難病等への医学研究等において、継続的で正しいデー

タの蓄積が可能となる
 地域がん登録等における患者の予後の追跡が容易と

なる
 介護保険被保険者が異動した際、異動元での認定状

況、介護情報の閲覧が可能となる
 各種行政手続における診断書添付の省略
 年金手帳、医療保険証、介護保険証等の機能の一元

化

 少子高齢化（高齢者の増加と労働力人口の減少）
 格差拡大への不安
 情報通信技術の進歩
 制度・運営の効率性、透明性の向上への要請
 負担や給付の公平性確保への要請

理念

背景

番 号 導 入

課題

複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報である
ということの確認を行うための基盤がないため、

 番号を用いて所得等の情報の把握とその社会保障や税へ
の活用を効率的に実施

 真に手を差し伸べるべき人に対しての社会保障の充実
 負担・分担の公正性、各種行政事務の効率化が実現
 ＩＴ化を通じ効率的かつ安全に情報連携を行える仕組みを

国・地方で連携協力しながら整備し、国民生活を支える社会
的基盤を構築

 ＩＴを活用した国民の利便性の更なる向上も期待

効果

 より公平・公正な社会の実現
 社会保障がきめ細やかかつ的確に行われる社会の実現
 行政に過誤や無駄のない社会の実現
 国民にとって利便性の高い社会の実現
 国民の権利を守り、国民が自己情報をコントロールできる社会

の実現

将来

 「総合合算制度（仮称）」の導入
 高額医療・高額介護合算制度の現物給付化
 給付過誤や給付漏れ、二重給付等の防止

（１）よりきめ細やかな社会保障給付の実現

（２）所得把握の精度の向上等の実現

 災害時要援護者リストの作成及び更新
 災害時の本人確認
 医療情報の活用
 生活再建への効果的な支援

 各種社会保険料の支払や、サービスを受けた際に支
払った費用（医療保険・介護保険等の費用、保育料等）
の確認

 制度改正等のお知らせ
 確定申告等を行う際に参考となる情報の確認

 所得証明書や住民票の添付省略
 医療機関における保険資格の確認
 法定調書の提出に係る事業者負担の軽減

（３）災害時における活用

（４）自己の情報や必要なお知らせ等の情報を
自宅のパソコン等から入手できる

（５）事務・手続の簡素化、負担軽減

（６）医療・介護等のサービスの質の向上等

付番 新たに国民一人ひとりに、唯一無二の、民‐民‐官で利用

可能な、見える「番号」を最新の住所情報と関連づけて付番す
る仕組み

情報連携 複数の機関において、それぞれの機関ごとに「番
号」やそれ以外の番号を付して管理している同一人の情報を紐
付し、紐付けられた情報を活用する仕組み

本人確認 個人や法人が「番号」を利用する際、利用者が「番
号」の持ち主であることを証明するための本人確認（公的認証）
の仕組み

システム上の安全措置

•「番号」に係る個人情報の分散
管理

•「番号」を用いない情報連携

•個人情報及び通信の暗号化

•アクセス制御 等

国家管理（一元管理）への懸念
名寄せ・突合により集積・集約された個人情報の漏えい等
の危険性への懸念

不正利用による財産その他の被害発生への懸念

制度上の保護措置

• 第三者機関の監視
• 法令上の規制等措置（目
的外利用の制限、閲覧・複
写の制限、告知要求の制限、
守秘義務等）

• 罰則強化 等

住民基本台帳ネットワークシステム最高裁合憲判決（最判平
成20年3月6日）を踏まえた制度設計

４.安心できる番号制度の構築

５.今後のスケジュール

社会保障・税番号大綱（概要）①（基本的な考え方）資料43

現在
２．番号制度で何ができるのか１.番号制度導入の趣旨 ３.番号制度に必要な３つの仕組み

○番号法の構成（イメージ）

Ⅰ 基本理念

Ⅱ 個人に付番する「番号」

 「番号」の付番、変更、失効

Ⅲ 「番号」を告知、利用する手続

• 国民年金及び厚生年金保険、確定給付年金及び確定拠出年金、共済

年金、恩給等の被保険者資格に係る届出、給付の受給及び保険料に関
する手続

• 健康保険（国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に関

する短期給付を含む）及び国民健康保険法等の被保険者資格に係る届
出、保険料に関する手続

• 母子保健法、児童福祉法等による医療の給付の申請、障害者自立支援

法による自立支援給付の申請に関する手続

• 介護保険の被保険者資格に係る届出、保険給付の受給、保険料に関す

る手続

• 児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害給付金等の支給申請に
関する手続

• 生活保護の申請や各種届出に関する手続

• 母子寡婦福祉資金貸付、生活福祉資金貸付の申請に関する手続

• 社会保障及び地方税の分野の手続のうち条例に定めるもの

• 災害等の異常事態発生時の金融機関による預金等の払戻し等に係る利
用

• 雇用保険の被保険者資格に関する届出、失業等給付の受給、公共職業

安定所への求職申込、労災保険給付の支給に関する手続

• 国税又は地方税に関する法令若しくは地方税に関する法令に基づく条例

の規定により税務署長等又は地方公共団体に提出する書類への記載及
びこれに係る利用

• 国税又は地方税に関する法令若しくは地方税に関する法令に基づく条例

の規定に基づき、税務職員等又は地方公共団体の職員等が適正かつ公
平な国税又は地方税の賦課及び徴収のために行う事務に係る利用

○情報の機微性に応じた特段の措置

 医療分野等における個人情報保護法の特別法を整備

（医療分野等の特に機微性の高い医療情報等の取扱い

に関し、個人情報保護法又は番号法の特別法として、

特段の措置を定める法制を番号法と併せて整備。）

年金分野

医療分野

介護保険分野

福祉分野

税務分野

労働保険分野

その他

ⅩⅢ 法人等に対する付番

 付番、変更、通知

 検索及び閲覧（法人等基本３情報（商号又は名称、本店

又は主たる事務所の所在地、会社法人等番号）に係る検

索、閲覧サービスの提供）

 「法人番号」の適切な利用に資する各種措置

 法人等付番機関（国税庁）

ⅩⅡ 罰則

 行政機関、地方公共団体又は関係機関の職員等を主体
とするもの

 行政機関の職員等以外も主体となり得るもの

 委員会の委員長等に対する守秘義務違反

ⅩⅠ 第三者機関

 設置等（内閣総理大臣の下に委員会を置く）

 権限、機能（調査、助言、指導等）

Ⅹ マイ・ポータルへのログイン等に必要なＩＣカード

 交付

 公的個人認証サービスの改良

Ⅸ 自己情報の管理に資するマイ・ポータル

 設置、機能、運営機関（情報連携基盤の運営機関と同一の機関
とする）

Ⅷ 情報連携

 「番号」に係る個人情報の提供等（情報連携基盤を通じて情報の
提供が行われること。）

 情報連携の範囲

 住基ネットの基本４情報（住所、氏名、生年月日、性別）との同期
化

 情報連携基盤の運営機関

Ⅶ 「番号」を生成する機関

 組織形態（地方共同法人）

 市町村への「番号」の通知

 情報保有機関との関係（情報保有機関は番号生成機関に対し、
基本４情報（住所、氏名、生年月日、性別）の提供を求めることが
できること。）

Ⅵ 「番号」に係る個人情報の保護及び適切な利用に

資する各種措置

 「番号」の告知義務、告知要求の制限、虚偽告知の禁止

 閲覧、複製及び保管等の制限

 委託、再委託等に関する規制

 守秘義務、安全管理措置義務

 「番号」に係る個人情報へのアクセス及びアクセス記録の確認

 代理の取扱い

 情報保護評価の実施

Ⅴ 「番号」に係る本人確認等の在り方

 本人確認及び「番号」の真正性確保措置

 「番号」のみで本人確認を行うことの禁止

Ⅳ 「番号」に係る個人情報
 番号
 左記Ⅲに掲げる手続のために保有される個人情報

社会保障・税番号大綱（概要）②（法整備）資料44



公的機関におけるミラーリング事例

● 政府、電力会社などの公的機関のサイトへのアクセス集中により情報を得られない事態を回避するため、
ミラーリングが行われた事例がある。

【参考】 文部科学省ウェブページ
http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1303723.htm

【参考】 経済産業省ウェブページ
http://www.meti.go.jp/earthquake/touhoku_epco/index.html

アクセス集中への対策

アクセス集中への対策

【参考】 東京電力ウェブページ
http://www.tepco.co.jp/keikakuteiden/kensaku-j.html

アクセス集中への対策
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安心・安全
公共コモンズ

地方公共団体
［例：避難勧告・指示］

交通関連事業者
［例：交通機関

運行（運航）情報］

ライフライン事業者
（ガス・水道等）

［例：ライフライン
復旧見通し情報］

情報発信主体

パソコン

多様なメディア
から情報提供

情報を収集・フォーマット変換

デジタルＴＶ

パソコン

携帯電話

生活者（住民）

データの交換方式の統一

「安心・安全公共コモンズ」は、住民に提供するべき情報を発する者（情報発信者：地方公
共団体など）と、住民に情報を直接伝える者（情報伝達者：放送事業者など）の中間に位
置し、前者にとっては情報を発信しやすく、後者にとっては住民向けに提供する情報を受
け取りやすくするために情報を仲介する仕組み

地域において、災害情報等の授受を共通化する仕
組みとして、①情報の収集・配信等の機能、②
データの入出力方式を同じにする機能、を有する
災害情報基盤システムを構築

情報を提供

今後、参加
を働き掛け

「安心・安全公共コモンズ」の概要

【出典】 総務省「地域の安心・安全情報基盤に関する研究会」報告書をもとに作成
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地域におけるＩＣＴ利活用に関する課題①

■ＩＣＴ利活用事業における地域の課題解決の考え方
（実施自治体）

● ICT利活用事業を実施している地方自治体では、約４分の３がICTによる地域の課題解決について一定の成
果を認識。

● 一方、事業未実施の地方自治体では、約半数でＩＣＴ利活用が地域の課題解決に有効かどうか判断がつい
ていない状況。

【出典】 総務省「ＩＣＴ利活用システムの普及促進に関する調査研究」（２０１１年３月）

■ＩＣＴ利活用事業における地域の課題解決の考え方
（未実施自治体）
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地域におけるＩＣＴ利活用に関する課題②資料48

● ＩＣＴ利活用における課題として、42.0％の地方自治体が「自治体のノウハウ不足」を挙げている。
● 特に不足と考えられているものとして、82.1％の地方自治体が「ＩＣＴ特性と地域のニーズを理解して、ＩＣＴを活用した事業を考案できる人材（利活用

人材）」、79.2％が「ＩＣＴの事業を進める上で、内外の必要な人・企業・団体等との人脈を持ち、コーディネートできる人材（コーディネート人材）」、同じく
78.5％が「ＩＣＴの事業を進める上で、チーム全体を指揮し、折衝・プレゼンテーション、全体コーディネートが可能な人材（リーダー人材）」を挙げている。

● また、ＩＣＴ利活用における課題として、55.3％の地方自治体が「導入コストが高い」を挙げている。

■地域ＩＣＴ利活用における課題（全分野平均）

■地域におけるＩＣＴ利活用事業を進める上での人材の過不足感

【出典】 総務省「ＩＣＴ利活用システムの普及促進に関する調査研究」（２０１１年３月）



地域におけるＩＣＴ利活用に関する課題③資料49

● 地方自治体が実際に取り組んでいるＩＣＴ利活用事業では、約６割で他団体からの参画が見られる。参画の内容としては、「事
業へのニーズ・アイディア・専門知識等の提案等、初期段階の参加・協力」が18.1％、「各種プランニング・事業案の作成など企画
～計画づくりへの参加・協力」が16.3％、「事業運営全般」が13.7％等となっている。

● 他団体の参画によるメリットとしては、「対象者のニーズのきめ細やかな把握・柔軟な対応」が18.0％、「ＩＣＴ・その他の事業に関
係する経験・専門知識・ノウハウ」が16.3％等となっている。
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■ＩＣＴ利活用事業における他団体からの参画のメリット
（実施自治体）

【出典】 総務省「ＩＣＴ利活用システムの普及促進に関する調査研究」（２０１１年３月）

利用できない世帯 約６％（約３２０万世帯）

・ 超高速ブロードバンド未整備地域であって、当該地域に過疎、辺地、山村、離島等の条件不利地域を含むものについて整

備する事業が対象。

・ これにより整備されるインフラの利用を促進するため、医療、教育等の公共アプリケーションの導入を前提とする。

②認定

③公共アプリケーションの導入のための超高
速ブロードバンド基盤整備について、事業費
の３分の１を交付

国民
利用者

①事業計画の
認定を申請（＊）

④超高速ブロードバンドイ
ンフラの貸与

⑤公共アプリ
ケーションの提供

⑤超高速ブロードバ
ンドアクセスサービ
スの提供

地方公共
団体等

総務大臣

電気通信事業者局舎
公共施設

（学校、医療機関等）

一般世帯

超高速ブロードバンド
（光ファイバ） （無線も活用）

民間
事業者

仕組み
イメージ

（＊）電気通信基盤充実臨時措置法に基づき認定を受ける

超高速ブロードバンド 利用可能率（インフラ整備）

超高速ブロードバンドが利用可能な世帯 約９４％
【２０１１年３月末時点（推定）】

自治体等による利活用と一体的なインフラ整備を支援

2015年頃を目途に、すべての世帯で超高速ブロードバンドサービスを利用する「光の道」構想の実現を加速させるた

め、教育・医療等の分野における公共アプリケーションの導入を前提とした超高速ブロードバンド基盤整備を実施する地
方公共団体等に対し、事業費の一部（３分の１）を支援する。

（23年度予算額：24億円）

概要

情報通信利用環境整備推進交付金事業の概要資料50



広域避難の状況

受入可能人数 受入人数 施設数

北海道 ２，９９２人 ８２５施設

青森県 １，１１４人

秋田県 ２４，０００人程度 １，５２５人 ５７０施設程度

山形県 ８１６人 １６７人 １０施設

茨城県 ２３８人 ２４施設

栃木県

群馬県 ２，３７１人 ８０施設

埼玉県 ４，４２２人 ２，７３２人 ６７施設

千葉県

東京都

神奈川県 約１，５２１人 ６５人 ２０施設

新潟県 ３，７３５人

石川県

福井県 ５０３人

山梨県

長野県

静岡県 １，３９１人

愛知県 ２０施設

三重県

受入可能人数 受入人数 施設数

滋賀県 ４，２２９人 １９５人 ４００施設

京都府 ２４０人

大阪府

鳥取県

島根県

岡山県 ２０施設

広島県 １，３６０人程度 ２６施設

山口県

徳島県 ８１戸

香川県 ５０５人 ６施設

愛媛県 ２０４戸

高知県 ２１２戸

福岡県

佐賀県 １３,６７１人

長崎県

５３８世帯
（概ね１，７００人分）
→第一次受け入れ

熊本県 １２０戸

大分県 １，１００人程度

沖縄県

【出典】
総務省ウェブページ “東日本大震災 総務省・地方自治体等による支援について
◆各都道府県の被災者受入態勢・状況” をもとに作成

http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu03_000015.html

● 少なくとも12府県が被災者を受入れており、その人数は、14,276人にも及ぶ。各都道府県等は、
県有施設等の提供や相談窓口の開設により、被災者受入体勢を整えている。

各都道府県の被災者受入体勢・状況（平成２３年７月８日現在）

※１ 各都道府県のホームページをもとに作成
２ 市町村や民間の受入については、都道府県ホームページで確認できたもののみ掲載
３ 公営住宅への受入については、国土交通省ホームページ参照
４ 表中、特に数字のない県は、相談窓口の開設などの支援を行っている
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応急仮設住宅の状況

着工・完成戸数の推移

（参考） 阪神・淡路大震災における孤独死／独居死

入居者 孤独死／独居死 （※）

仮設住宅 46,617人 233人 （1995年から1999年末まで累計）（※※）

復興住宅 42,100戸 681人 （2000年から2010年まで累計）

50,860戸（平成23年６月10日現在）
内訳

・岩手県 13,800戸
・宮城県 22,795戸
・福島県 13,950戸 など

※ 兵庫県警
※※ 仮設住宅は、2000年に解消

必要戸数

※ 国土交通省「応急仮設住宅の完成見通し（市町村別）について」 （平成23年6月14日）

※ 平成23年7月8日 10時00分現在（国土交通省住宅局）

完成戸数
37,046戸

着工確定戸数※

（完成したもの含む）
49,397戸

着工確定戸数
（完成したもの含む）

完成戸数

（※）各県が公表している着工予
定及び着工済み戸数

戸数

日付

資料52



情報通信
ネットワーク

遠隔診療・遠隔健康管理

【概要】生体情報（体温、血圧、脈拍、尿糖値等）を共有するとともに、
TV電話等を介して遠隔地の医師による診療・健康指導等を実施

【効果】予防医療の推進、きめ細かい健康指導等が可能に

地方病院・診療所 利用者宅

診療・健康指導

生体情報伝送

遠隔医療：医師と医師、医師と患者との間をＩＣＴ（インターネット、テレビ電話など）を活用して、患者の情報を伝送し、診断等を行うこと

自宅や近くの診療所等で幅広い医療サービスを受けることが可能に ⇒ 医師不足等に悩む地域医療の問題軽減に即効的な効果

し、【概要】体組織の顕微鏡映像（病理画像）や患者のX線写真等を伝送し、
遠隔地の専門医が画像診断を実施

【効果】専門医による高度で専門的な診断を短時間で受けられる

地方病院・診療所
専門医療機関

情報通信
ネットワーク

遠隔病理診断・遠隔放射線診断

読影結果送信

画像伝送

専門医

地方病院・診療所

情報通信
ネットワーク

遠隔相談・遠隔教育

【概要】診療所や地方病院の医師が遠隔地の専門医療機関等から診療
支援を受ける

【効果】専門医不足の地域でも専門的な医療を受けられるようになる

専門医療機関

総合医
診療支援

患者情報伝送

専門医

遠隔医療等のイメージ資料53

健康情報活用基盤（日本版ＥＨＲ）のイメージ

ア
登
録

イ
保
存

ウ

閲
覧

健康情報活用基盤

個人 保健師
保健相談ｾﾝﾀｰ
地域包括支援ｾﾝﾀｰ

健診結果等

日々の健康記録
（体重、腹囲、血圧等の身体記録）

保健師

日常の健康情報 健診情報調剤情報診療情報

救急隊員 医師会
歯科医師会
薬剤師会

匿
名
化

市役所

安全性を確保した基盤

診療情報

医師

調剤情報

薬剤師

医師
（医師会）

地域の医療機関／
調剤薬局との情報連携

医師

○過去の診療内容に基づいた医療機関間における継続的な医療の実施、重複検査の回避 等
○生活習慣病予防等、医療費削減への寄与
○匿名化された健康情報の疫学的活用
○日々の健康管理による、個人の健康増進への貢献

具体的効果

健康情報の疫学的活用

※ＥＨＲ（Electronic Health Record）：
個人が自らの医療・健康情報（診療情報・健診情報等）を「生涯にわたって」電子的に管理・活用できる仕組み
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0.10
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0.69

0.85

1.35

1.54

1.71

2.05

2.63

0.00 1.00 2.00 3.00

全国平均

南相馬市（福島県）

八幡平市（岩手県）

相馬市（福島県）

いわき市（福島県）

東松島市（宮城県）

塩竈市（宮城県）

石巻市（宮城県）

久慈市（岩手県）

釜石市（岩手県）

大船渡市（岩手県）

陸前高田市（岩手県）

気仙沼市（宮城県）

宮古市（岩手県）

被災地の農林水産業の被害状況

漁業の従業者数割合

被害が特に大きい東北３県の市では、その地域の
産業人口のうち、100人に1.35人～2.63人が漁業に
従事。

全国平均の
約15倍～30倍

（%）

平成21年経済センサス‐基礎調査 東日本太平洋岸地域等に係る特別集計「第1‐1表 産業
（大分類）別全事業所数及び従業者数」（総務省統計局）をもとに作成。
（注１） 漁業の従業員数割合は、漁業従業員数÷全産業従業員数×100（%）により算出。
（注２） 東北３県（岩手県、宮城県、福島県）の市において、漁業の従業員数割合が全国平均

（0.08%）を超えるものを掲載。

農地の被害面積

（注１） 被害農地面積には、地割れ、液状化等の被害を受けた農地は含まれていない。
（注２） 被害面積率(%)＝流出・冠水等被害面積／耕地面積（平成22年）×100による。
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ＩＣＴを使った「協働教育」等を推進するため、ＩＣＴ機器を使ったネットワーク環境を構築し、学校現場における情報通信技術
面を中心とした課題を抽出・分析するための実証研究を行う。

教育分野におけるＩＣＴの利活用を促進し、ＩＣＴを使って児童・生徒が教え合い、学び合う「協働教育」や児童・生徒一人ひとりに応じた個別教育の
実現を推進するため、タブレットＰＣやインタラクティブ・ホワイト・ボード等のＩＣＴ機器を使ったネットワーク環境を構築し、学校現場における情報通信
技術面を中心とした課題を抽出・分析するための実証研究を行う。実証研究の成果については、ガイドライン（手引書）としてとりまとめ、普及展開を
図る。

■ＩＣＴ環境の構築
①学校にタブレットＰＣ、インタラクティブ

・ホワイト・ボード等ＩＣＴ環境を構築
②校内無線ＬＡＮの整備
③家庭との連携のためのＩＣＴ環境構築
④協働教育プラットフォームの構築

■実証研究事項
①ＩＣＴ環境の構築に関する調査

・構築に際しての課題の抽出・分析
・利活用に関しての課題の抽出・分析
・導入・運用に係るコスト・体制等分析

②ＩＣＴ協働教育の実証
・ＩＣＴ利活用方策の分析
・協働教育プラットフォームの分析

③実証結果を踏まえたＩＣＴ利活用推進
方策の検討

ガイドラインの作成・公表
「教育分野におけるICT利活用推進のための情報通信技術面に
関するガイドライン（手引書）2011」（平成23年４月８日報道発表）

実証校（平成２２年度～）

地域 東日本 西日本

実証校 石狩市立紅南小学校（北海道）
寒河江市立高松小学校（山形県）
葛飾区立本田小学校（東京都）
長野市立塩崎小学校（長野県）

内灘町立大根布小学校（石川県）

大府市立東山小学校（愛知県）
箕面市立萱野小学校（大阪府）

広島市立藤の木小学校（広島県）
東みよし町立足代小学校（徳島県）
佐賀市立西与賀小学校（佐賀県）

○平成２３年度においては、平成２２年度から継続する上記の公立小学校に、新たな実証
校として中学校８校及び特別支援学校２校を追加して実施。

調査研究の概要

平成23年度実証結果を踏まえたガイドラインの改訂

資料56 フューチャースクール推進事業の概要



「モノのサービス化」のイメージ

￥

過去

モノ単体で稼ぐ。 モノのコモディティ化（価格
低下）が起こり、モノだけで
は高収益が見込めない。

今後、モノを販売するだけでなく、その後もサービスを端末上で提供する「モノのサービス化」が進展する。
オープンな環境が「モノのサービス化」に対応し、付加価値を共創する場として、プラットフォーム間の連携
が必要。

￥

大量生産
コモディティ化

モノとサービスを一体的に提供
することでコモディティ化を食い止
め、利益を生み出す。

￥

サービス提供

Ｗｅｂ、メール、
動画、音楽、書籍、
ゲーム・・・

最近の動き

その際、「ソーシャル」「ローカル」「モバイル」（注）の３つの特性が近年の潮流。

（注） クライナー・パーキンス・コーフィールド・アンド・バイヤーズという米国で最も有名なベンチャー・キャピタルのベンチャー・キャピタリストである
ジョン・ドーア氏は、So Lo Mo（Social, Local, Mobile）が今後のネットビジネスのキーワードになると述べている。

【出典】 新事業創出戦略委員会第２回会合資料「ネットビジネスのトレンドと新事業創出への課題」（小池氏）をもとに作成
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NICT IPA JDCC GICTF

幹事会
（日本経団連ほか数社・団体からなる事務局を置く）

総会（年２回程度、シンポジウム併催）

WG WG WG

ジャパン・クラウド・コンソーシアム

関係機関

多様な企業、団体、業種の枠を超え、わが国におけるクラウドサービスの普及・発展を産学官が連携して推進するため、民間団体
「ジャパン・クラウド・コンソーシアム」を設立する。

本コンソーシアムは、クラウドサービス関連企業・団体等におけるクラウドサービスの普及・発展に向けた様々な取組みについて、
横断的な情報の共有、新たな課題の抽出、解決に向けた提言活動等を行うことを目的とする。

総務省、経済産業省及び農林水産省は、本コンソーシアムのオブザーバとして活動を支援する。

ASPIC ｸﾞﾘｰﾝIT
推進協議会

ＯＳＳ－Ｃ

WG

「ジャパン・クラウド・コンソーシアム」（ＪＣＣ）の概要資料58



ＪＣＣ ＷＧの目標、課題認識、導入効果資料59

WG名 目標 課題認識 導入効果

次世代クラウドサー
ビス検討WG

次世代クラウドサービスの将来ビジョンを描く
・次世代クラウドサービスとは何か

・サービスモデルとしての構造
・必要な技術・法制度 等

必要な技術や法制度を開発・提言。

クラウド・マイグ
レーション検討WG

クラウドサービスへの円滑なマイグレーション実現に必要な
共通課題を検討・抽出

ユーザの視点でのシステム利活用の要件や課題
クラウドサービスへ移行する場合に、検討しておくべき
要件や課題についての基本的なガイドラインを提示。

業務連携クラウド
検討WG

誰もが、安価に市場の変化を先取りし、効率的な業務継続を
可能にするICT利活用の基盤としてのクラウドを構築

これまでの情報化は、主に企業系列毎に構築されたネットワーク
であり、新たな企業連携が必要な場合、ネットワークの再構築で、
費用も時間も必要。中小企業においては、系列ネットワークから
外れると、業務継続に影響。行政においても、適切な支援が難し
い状況。

１）系列に捕らわれない企業間の業務連携「クラウド」
の検討。
２）いつでも業務連携の組み換えが可能で、業務継続
に支障をきたすことのない「クラウド」の検討。
３）自治体が、自エリア内の市場状況をリアルタイムで
把握することを可能とする「クラウド」の検討。

教育クラウド検討
WG

①SaaS等を通じた経費節減や負担軽減

②教材やナレッジデータベースをクラウドを介して全国に提
供

③遠隔教育における座学によらないシステム開発演習等の
可能性
各項の事例分析と検討課題に対する提言。

電子教科書・教材や情報機器の統合管理、必要なプラットフォー
ムの標準化、コンテンツフォーマットの高度化、校務情報システ
ムとの連動方式、教育クラウドと校務クラウド等の連携機能・セ
キュリティ分離方式等の実現・整備が、有効かつ急務の課題。

教育現場のＩＣＴ利活用促進による人材育成効果と、日
本の教育現場に対応するクラウド関連の技術革新と周
辺産業の活性化、授業における利活用モデルの実証
と洗練による研究者層の活性化、これらの将来的な海
外展開による関連企業のグローバル化の促進。

農業クラウドWG

農業の産業化、持続的経営の実現に向けて、農業、ＩCＴ業界、
地方自治体が連携した農業クラウドのモデル構築を図る。
具体的には、食、農関係者へ経営分析、生産技術、販売、物
流、融資等情報を提供し地域振興を図るために自治体が構
築する農業クラウドの基盤構築や、各サービス提供の支援を
ＩCＴベンダが行うモデル作りの検討を行う。

農業分野は地域の基幹産業であるが、約260万人の就農者（個
人）、約700のＪＡ、約15,000の農業生産法人が主なプレーヤーで
あり、他産業と比較すると個々の経営規模及びＩCＴ投資に係る余
力が小さく、全国的にも農業でのＩCＴ活用事例は限定的。自治体
が地域の農業関係者とICT業界の仲介をすることで、農業分野に
おけるＩCＴ活用の促進が必要。

クラウドサービスを始めとしたＩＣＴ活用による地域の農
業分野のインフラ整備及び日本農業の競争力強化の
実現。

健康・医療クラウド
WG

ライフケアを軸に、健康・医療のみならず様々なライフログ
データをクラウド上に蓄積・分析し新たな形で出力することで、
国民のQOLを向上させ、生活習慣病予防の促進を図る。また
サービス提供者への新市場を創出する。

必要とされる諸条件（技術面、セキュリティ等）を明確化し、そ
の条件を満たす「健康・医療クラウド」プロトタイプを構築する。

少子高齢化への社会変化の中で急増する医療費を適正化する
手段の1つとして、ICTを利用した効率の良い社会インフラの形成
が必要となっている。クラウドを活用した国民主導のICT化を促進
すべく、インターフェース標準化やセキュリティ等の諸課題を解決
し、新たな市場を創出できるモデルの構築及び検証を行う。

健康・医療クラウドにより国民の健康に関する意識を
高め、サービス提供者には市場を広げるための新たな
価値を提供することで、健康（医療・介護）を促進する
良循環（正の連鎖）を構築する。

観光クラウド
WG

ICT技術を利活用することで、中小を含む観光関連事業者が
低価格で効率的に各サービスの提供ができる「観光クラウド」
モデル作りの検討を行う。

観光客誘致のための情報内容や発信経路が大きく変化して来て
いる中、観光コンテンツの提供環境、規格形式、権利処理の問題
等が存在する。さらに、震災後の自粛風潮や風評被害も深刻で
ある。

観光事業分野にＩＣＴを利活用することで、外国人観光
客の訪問数を増加させるとともに、地域活性化につな
げることを目標とする。

水産業クラウド
WG

クラウドをはじめとするＩＣＴを活用した新しい水産業ビジネス・
モデルを構築し、日本の水産業の高収益化、ブランド競争力
の向上に資するとともに、消費者にとって安心・安全な「水産
物」の流通、提供の仕組みを検討し、具現化する。

ＩＣＴを活用した新しい水産業ビジネスモデルを構築するためには、
ＳＣＭの構築、トレーサビリティのための仕組み、技術的インター
フェースの検討等が必要である。

日本の水産業における高収益化、ブランド競争力の向
上を通じて、経済の活性化を図る。

震災後のテレワークの状況

● 平成23年3月11日の震災直後からテレワーク支援ツールの無償提供などのサービスが登場。また、テレワー
クシステムに関する問い合わせ・相談が増加。

● 震災直後の通勤困難や計画停電等の非常時における業務継続（ＢＣＰ対応）、今夏の節電対策の一環とし
て、在宅勤務の導入を検討・実施する企業が増加。

■ 日本ユニシス
ＵＳＢ型認証キーを使用したリモートアクセスツール「SＡＳＴＩＫサービス」の問

い合わせが約５倍に急増。 また、震災・停電等により通勤困難な社員・職員
がいる企業・団体向けに同サービスを３か月間無償提供。

■ NTTコミュニケーションズ
クラウド型のシンクライアントサービスである「Bizデスクトップサービス」につい
て、震災後2週間で問合せ・相談が通常の約5倍（150件）に急増。

■ NTTアイティ

ASPサービスである「マジックコネクト」の申込みが震災後約10倍に急増。

■ シスコシステムズ、富士通
在宅勤務用のウェブ会議の支援サービスを無償提供。

■ マイクロソフト
Lync (音声／ビデオ通話、プレゼンスによる在席確認、時間管理、インスタント

メッセージング、オンライン会議等の統合ソフトウェア）のオンライン版を含めた
メール・ポータル等のクラウドサービスを現在90日間無償で提供。また、オンラ
イン会議やPCを経由したIP電話についての問い合わせが増加。

■ ＩＩＪ、サイボウズ、ブイキューブ、ライフネス
クラウド/ＳａａＳ型在宅勤務サービスの提供に向けた協業プロジェクトを４月か
ら開始。

■ 帝人
3月14日以降、交通事情等により出社できなかった職員に対して、可能な範囲で業務

を実施するよう通知。また、今後の震災対策として、東京本社、東電管内の事業所・研
究所の全職員（約2,000名）を対象としたテレワーク導入を目指す。

■ 日本マクドナルド
本社オフィスでは、残業ゼロの推進・空調・照明の削減と合わせて、社員合計約300名

を在宅勤務登録するともに、一斉夏期休業取得を奨励することで、オフィス消費電力
の前年比25%削減を目指す。

■ 富士通ワイエフシー

昨年度から全社員がテレワークできる制度に改定・テレワークを実施しているが、今夏
もBCP対策として引き 続きテレワークを実施予定。

■ NTTグループ

節電対策の一環として、持株会社、ドコモ、コミュニケーションズ、データなどで在宅勤
務制度の活用を検討。特に、持株及びデータはフロア閉鎖の手段としてフロア単位で
全社員の在宅勤務の拡大実施。

■ ソフトバンク
グループ５社のほぼ全社員２万人近くを対象に、在宅勤務ソリューションを5月から順

次導入し、６月に導入完了予定。空調温度設定の変更や照明器具の間引き、照度変
更等の節電対策と併せ、オフィス消費電力30%削減を目指す。

■ ＫＤＤＩ

節電対策の一環として、就業開始時間を１～２時間早め５時間の内勤＋午後２．５時
間の在宅勤務とする制度を導入。終日在宅勤務の奨励も含め、本社ビル勤務者の約
４割で在宅勤務を実施。

震災後のテレワークシステム提供企業の動向例 震災後のテレワーク導入企業の動向例
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○新たな情報通信技術戦略 （平成２２年５月１１日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定）
Ⅳ．今後の検討事項 ２．情報通信技術の利活用を阻む既存の制度等の徹底的な洗い出し

今後、企画委員会を中心に、行政刷新会議とも連携しつつ、情報通信技術の利活用を阻む既存の制度等の徹底的な洗い出しを行い、それらの抜本
的な見直しを図るため、「情報通信利活用促進一括化法（仮称）」を検討する。（略）

■ 政府の「新成長戦略」や「新たな情報通信技術戦略」において、ＩＣＴの利活用を阻む制度・規制等の徹底的な洗い出しを行

い、それらの抜本的な見直しを図ること等が掲げられたところ。

○新成長戦略 （平成２２年６月１８日閣議決定）
第３章 ７つの戦略分野の基本方針と目標とする成果 ≪21世紀日本の復活に向けた21の国家戦略プロジェクト≫

Ⅴ．科学・技術・情報通信立国における国家戦略プロジェクト 16. 情報通信技術の利活用の促進

（略）また、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（IT戦略本部）を中心に、情報通信技術の利活用を阻害する制度・規制等の徹底的な洗い
出し等を実施する。あわせて、「光の道」構想（2015年頃を目途にすべての世帯でブロードバンドサービスを利用）の実現を目標とし、速やかに必要
な具体的措置を確定した上で、所要の法案等を提出する。

高度情報通信ネットワーク社
会推進戦略本部
（ＩＣＴ戦略本部）

企画委員会

情報通信技術利活用の
ための規制・制度改革に

関する専門調査会

２０１０年 ２０１１年

第１回
（19日）

４６検討項目
（たたき台）

の提示

対処方針
とりまとめ

対処方針
の決定

（※）Ａランク：専門調査会でヒアリング（早期に法改正を要するもの含む）、Ｂランク：事務的にヒアリング等、Ｃランク：各省庁等の取組のフォロー

３月１０月 １１月 １２月 １月 ２月

検討項目の各省
回答・ランク分け
（※）、法改正事項
の意見交換

Ａランクの５項目等 ヒアリング

７月

■ 検討の経緯

第２回
（16日）

第３回
（30日）

第４回
（28日）

第５回
（20日）

第６回
（3日）

第７回
（15日）

第８回
（24日）

1) 一般用医薬品のインターネット販売等（第３回）
2) 政府統計データの活用（第４回）
3)国税関係帳簿書類の電子保存の承認要件の緩和（第５回）

報告

報告

今通常国会に「情報通信利活用
促進一括化法（仮称）」を提出す
る前提で議論する状況にはない
ことを確認。

4)行政機関が保有する情報の再提出不要化（第６回）
5)匿名化された個人の情報の活用（第７回）
6)遠隔医療（第７回）、著作権制度・教科書の電子化（第８回）

第５回（２日）
［持ち回り］

・専門調査会
の検討状況

報告

第９回
（14日）

報告書案

４月～

各省協議

工程表修正
に反映

報告書
公表

29日
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７月以降

分野 分類
通し
番号

項目名 分野 分類
通し
番号

項目名

電子
行政

手続きの電子化

1 償却資産税申告の電子化
電子
行政

行政保有情報の活用

24 自動車関連情報の参照（自動車に関する履歴情報の集約システム化）

2 地方税等の収納方法に関する規制の緩和 25 住基情報の利活用範囲の拡大

3 納税告知書等の電子的方法による通知 26 交通情報提供事業に関する提供範囲の拡大

4 航空機登録申請の添付書類を削減した上での電子化
政治活動に関する電子化

27 政治活動に関する電子化（電子投票等） ※

5 航空機用火工品輸入手続きの電子化及び簡素化 28 政治活動に関する電子化（インターネットを活用した選挙活動） ※

6 特定原産地証明書の電子発給について
医療

遠隔医療

29 遠隔医療の実施可能範囲の明確化

オンライン手続きの利便性
向上

7 輸出入・港湾関連手続きシステム（次世代シングルウィンドウ）の利便性向上及び利用促進 30 遠隔医療に対するインセンティブの付与

8 雇用保険被保険者離職証明書（離職者の電子署名省略） 31 特定保健指導の遠隔指導

9 自動車登録のワンストップサービスの拡充 32 処方せんの電子化

電子署名・認証の利便性向
上

10 公的個人認証サービスにおける署名検証者の民間事業者への拡大及び認証機能の付加

医療情報の電子化
33 診療報酬請求及びカルテの完全電子化

11 電子署名法における利用者の真偽の確認方法の緩和 34 医療情報の２次利用に関する規定の整備

申請手続等の統一化

12
全国共通の電子行政サービス実現のための申請様式等の統一化（①住民税関連手
続き（住民税特別徴収関連手続き全般の電子化及び窓口の一本化））

手続きのオンライン化 35 医薬品の承認、一部変更承認及び軽微変更届における手続きの電子化

13
全国共通の電子行政サービスの実現のための申請様式等の統一化（②廃棄物処理
法上の行政手続き）

対面販売原則の緩和 36 一般用医薬品のインターネット販売及びテレビ電話等を活用した医薬品販売

14 自治体情報システムの統合・集約化
その
他

教育
37 教科書の電子化

15 自動車の保管場所証明申請書の統一及び記載方法の見直し 38 指導要録・表簿の電子化

手続きのワンストップ化

16 行政機関が保有する情報の再提出不要化（①引越時の各種行政手続）

書面の電子化

39 国税関係帳簿書類の電子保存の承認要件の緩和

17 行政機関が保有する情報の再提出不要化（②証明書類の添付） 40 電子的な手法による労働条件の明示

18 行政期間が保有する情報の再提出不要化（③登記申請に添付する情報） 41 特定の商取引における書面交付の電子化

19 戸籍関係証明書の本籍地以外の市区町村での交付 42 保険契約の解約返戻金がないことを記載した書面の電磁的交付

20 都市開発等に係る各種行政手続きの窓口の一本化

事業環境の整備

43 匿名化された個人の情報の活用

行政内部手続きの効率化 21 旅費業務に関する関係法令等改正による旅費業務の簡素化 44 データセンターの国内立地環境整備

行政保有情報の活用
22 インターネット官報の無料公開 45 著作権制度の整備（フェアユース）

23 政府統計データの活用 46 プロバイダ責任制限法の対象拡大

Ａランク：専門調査会でヒアリング（早期に法改正を要するもの含む）
Ｂランク：事務的にヒアリング（ ：専門調査会でヒアリング）
Ｃランク：各省庁等の取組のフォロー

※ 27及び28については事務局預かりとされた。
【出典】 ＩＴ戦略本部「情報通信技術利活用のための規制・制度改革に関する専門調査会」第２回（11月16日） 資料５をもとに作成

ＩＣＴ利活用のための規制・制度改革について②

情報通信技術利活用のための規制・制度改革に関する専門調査会における46検討項目の分類に関する整理表

資料62



■ 東北地方は、我が国有数の電気

通信分野の研究拠点としての歴史を

持つ。

■ 東北大学では、1935年に電気通信

研究所を設置するなど、電気通信分

野の先駆的研究の重点化に戦前か

ら組織的に取り組んでおり、多数の

研究成果を上げている。

（成果の例）

・ テレビの受信用に使用されている八木・宇田

アンテナ

・ 電子レンジに使用されているマグネトロン

・ 光通信の3要素（発光素子、光伝送路、受光素子）、

増幅器の開発等、光ファイバ通信の基礎を確立

東北大学電気通信研究所

東北工業大学工学部

仙台工業高等専門学校
日本に3校しか存在しない
電波高専の1つ

会津大学

日本大学工学部

福島工業高等専門学校

＜被災地におけるＩＣＴ研究拠点等＞

岩手大学工学部

岩手県立大学ソフトウェア情報学部

一関工業高等専門学校

岩手県地域連携研究センター

いわき明星大学科学技術部

石巻専修大学理工学部

東北学院大学工学部

八戸工業大学工学部

八戸工業高等専門学校

弘前大学工学部

青森大学
ソフトウェア情報学部

被災地におけるＩＣＴ研究拠点資料63

次世代情報家電、ホームネットワーク物流管理・食の安全性

電子タグによる物流管理、食品のトレーサビリ
ティの高度化・効率化等を実現

・バス位置情報管理システム
・観光情報提供システム

地域ワイヤレスシステム

ワイヤレス家電システムの導入を実現

医療

健康管理の効率化、新たな診察技術の実現

ＩＴＳ

事故を未然に防止する安心･安全な高度化ＩＴＳ
の導入を実現

側方車

先行車

～１００ｍ

側方車

側方車

先行車

～１００ｍ

側方車

側方車

先行車

～１００ｍ

側方車

ロボット

電波による対象物の認知、姿勢制御等
の高度なセンサ技術、遠隔制御技術の
実現

電子マネー・料金収受 公共分野、安全・安心海のマルチメディア

携帯電話等による電子決済、ガス残量・使
用量の確認等料金収受の効率化

海上航行の安全性を高めるブロード
バンド通信の実現

新たな電波利用を実現するための利用技術の実現、促進方策等への対応

様々な分野での
電波利用の推進

公共分野の無線通信の高度化等による安
全・安心な社会の実現

社会インフラとして様々な分野での電波利用の推進資料64



新たな電波利用システムの実現により、2020年に新たに50兆円規模の電波関連市場を創出

ワイヤレス新サービス・関連分野波及

アプリケーションサービス
・携帯用ゲーム機市場 ・カーナビシステム市場

・RFID市場 ・携帯電話向けゲーム市場

・音声・音楽の携帯電話配信市場 等

ワイヤレス基本サービス
・携帯電話市場（通話・データ伝送料）

・ワイヤレス・ブロードバンド市場

・テレビ放送事業市場 ・ラジオ放送事業市場 等

ワイヤレスインフラ
・携帯電話市場（ハードウェア） ・薄型テレビ市場

・ラジオ受信機市場

・移動系通信事業の設備投資

・地上波放送の設備投資額 等

0

10
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40

50

60

70

80

90

現在 2013年 2015年 2018年 2020年

4.4兆円 5.9兆円 6.3兆円 6.8兆円 7.2兆円

11.6兆円
14.3兆円 15.2兆円 16.0兆円 16.2兆円

6.4兆円

18.7兆円
24.8兆円

31.7兆円
35.0兆円

2.8兆円

5.7兆円

9.1兆円

16.4兆円

22.1兆円

25.3兆円

44.6兆円

55.5兆円

70.9兆円

80.4兆円

これらの直接効果に加え、
70兆円規模の波及効果を創出

2015年 ⇒ 37.6兆円
2020年 ⇒ 68.9兆円

積極的な国際展開方策により、
8兆円規模の輸出市場も創出

2015年 ⇒ 6兆円
2020年 ⇒ 8兆円

新たに５０兆円の電波関連市場の創出

新たな電波利用システムの実現による経済的効果資料65

・レコーダー市場

・広告用ディスプレイ市場

・カプセル内視鏡による検診

・ノートPC市場

・ホームセキュリティ市場

・パートナーロボット市場 等

ホワイトスペースの活用による地域活性化

ホワイトスペースの
活用事例

地域コミュニティ向け情報
提供サービス

自治体

地域のタウン情報や行政紹介、医
療情報、子育て支援などコミュニ
ティ向けの情報を提供

スポーツ競技施設・遊園地

スポーツ競技場で、独自コンテンツ
や実況中継の配信

居酒屋
メ ニュ ー＆ク ーポン

居酒屋●●●●

[ 住所 ]●●●●●●●●●●●●
[ 電話 ]●●●●●●●●●●●●

実況中継

交通機関

地下鉄や空港で広告や独自コンテ
ンツを配信

観光

居酒屋
メ ニュ ー＆ク ーポン

居酒屋●●●●

[住所 ]●●●●●●●●●●●●
[電話 ]●●●●●●●●●●●●

旅行者に対し、観光スポッ
トやイベント情報を配信

● 新たな電波利用システムやサービスが進展し、今後も周波数に対する需要の増大が予測されている
中、新たに利用可能な周波数を創出する「ホワイトスペース」の活用が世界的に注目されている。

● 我が国においても、ホワイトスペースを地域コミュニティの情報発信等に活用することにより、地域活
性化や新産業の創出などにつながり、内需主導型の経済成長に寄与していくことが期待。

※ ホワイトスペースとは、放送用などある目的のために割り当てられているが、地理的条件や技術的条件によって
他の目的にも利用可能な周波数をいう。
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機器の消費電力特性抽出等により電力の流れを情報化し（電力×ICT）、
①電力使用量の「見える化」
②電力需要に対応した「デマンドレスポンス」
③トータルの電力使用量を地域レベルで最適制御（「マイクログリッド」） 等を実現

家庭

地域レベルでのエネルギー
最適割当

地域

電気自動車

太陽電池パネル

情報の流れ

電力の流れ

情報・電力の流れ

電力ﾃﾞｰﾀ
収集ｻｰﾊﾞ・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

直交変換/
電力流制御

1067 1073 1012 1023 968 983 2148 1690 1505 1578 1653 1648 1581 1565 1539 1508 1504 1612 1678 1486 1473 1504 1672 1593 1522 1495 1507 1440 1325 1287 1430 1326

26565

21378

16643

27685
24548

21234

24547
21740 23140

18010
21385

23698
25670

28831
26040 27005

30603

35155

29106

24769 25048

29959
26624

33853
30604

28420 26857

31395 31279 30001 31539 29963

27 27 27 27
26

28 28
27 27 27

26 26

24 23
24

23
24 24

23 23 23 23
22

23 24 24
23

22

24

21
22

24

0
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20000

25000

30000

35000

40000

11/18 11/19 11/20 11/21 11/22 11/23 11/24 11/25 11/26 11/27 11/28 11/30 12/1 12/2 12/3 12/4 12/5 12/6 12/7 12/8 12/9 12/10 12/11 12/12 12/13 12/14 12/15 12/16 12/17 12/18 12/19 12/20 （日付）

（Wh）

0

5

10

15

20

25

30

35
（℃）全体

冷蔵庫
室温

・電力逼迫時に機器を自動制御
（エアコンの温度を1度上げるなど）

電力の流れの情報化

地域レベルでの
最適制御

（マイクログリッド）

需要家による
「デマンドレスポンス」

電力使用量の
「見える化」

スマートグリッド＝エネルギー流×情報流

電気自動車

ビル

スマートメーター

スマートグリッドについて資料67

電力会社

スマートメータ

宅内

電力会社のネットワーク
蓄電池

メーターの制御

PC

TV

エアコン

HEMS
（Home Energy Management System）

スマートメータ

ソーラーパネル

燃料電池

電力使用量・逆潮流値等、
メーターにより計測されたデータ

ホームディスプレイ

「機器制御」
（デマンドレスポンス）

「見える化」

スマートメータの概要資料68



920MHz帯RFIDシステムに係る検討経緯

● 950MHz帯電子タグ（RFID*）システムについては、物流等での個体識別に利用されるパッシブタグとスマー
トメーター等での活用が期待されるアクティブ系小電力無線システムが制度化。

● 一方、「ワイヤレスブロードバンド実現のための周波数検討ＷＧとりまとめ（平成22年11月）」では、900MHz
帯の再編に伴い、RFIDについて、2012年以降、現行の950MHz帯から920MHz帯に移行させるとともに、
5MHz幅を新たに追加すべきとする基本方針を提示。

● これを受け、本年2月、情報通信審議会情報通信技術分科会において、920MHz帯RFIDシステムの技術的
条件について検討を開始。検討にあたっての主なポイントは以下のとおり。

○パッシブタグ
 大規模事業場での電子タグの高速・大量読み取りニーズへの対応

→ タグ読取装置の高密度配置、高速読み取りが可能な方式（ﾐﾗｰｻﾌﾞｷｬﾘｱ方式）の導入

利便性の向上 → 従来免許が必要だった250mW局を免許不要（特定小電力）化

○アクティブ系小電力無線システム
スマートメーター等新たなニーズへの対応
→ 5MHz幅拡張分を主にアクティブ系に割当（使用可能なチャネル数の大幅拡大）
→ 送信出力制限の緩和による、利便性・安定性の向上

スマートメータ
パイプシャフトｹﾞｰﾄ型入出荷検品作業用(高出力型) ﾊﾝﾃﾞｨ型納品商品管理用(中低出力型)

パッシブタグの利用例 アクティブ系小電力無線システムの利用例

各種リモコン

* RFID (Radio Frequency Identification)
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環境クラウド

宅内ネットワーク

近隣ネットワーク

環境に優しい街づくりを支援するため、最先端のＩＣＴを利用し、地域特性に合わせた
ＩＣＴシステム基盤を構築・実証、環境負荷軽減のために必要な通信の技術基準を確
立し、通信基盤等の標準化を推進。

環境クラウドにおけるデータ管理や
セキュリティの課題を検証

地域の特性に合った地産地消モデルを実証

無線システムの技術実証
（Wimax、ホワイトスペース等）

広域ネットワーク

通信プロトコル（通信手順）の標準化
（家電、センサー、ＥＶ等との接続）

「地産地消モデル」の地域実証について①資料70



「地産地消モデル」の地域実証について②

【宮城県栗原市（東北大学等） 】
生活拠点や都市機能が広域に分散する地域（広域分散型地域コ
ミュニティ）を一体化し自然環境と人が共生するためのＩＣＴシ
ステムを構築する。

【長崎県五島市（慶應義塾大学等） 】
港湾ターミナルを中心とし、既に独立して
策定されている各種標準化案件（通信網・
通信QoS・セキュリティ・情報家電・
EV/ITS・スマートグリッド）を利用し、
それらを統合するための通信システムを構
築する。

【青森県六ヶ所村（弘前大学等） 】
各家庭に設置したセンサーによって電力使用量を測
定するとともに、地域ネット－ワーク接続型クラウ
ド内の需要予測シミュレーションシステムにより、
電力利用の効率化・最適化の実現を支援するICTシス
テムの構築・実証を行う。

【愛媛県松山市（鹿島建設株式会社等） 】
住宅地において宅内等の通信の技術仕様の検証を行い、電気･ガ
ス･水道・自動車等の複数のエネルギー･資源を対象として、日
本型スマートグリッドの可能性を検証する。

【福岡県北九州市（NTT西日本株式会社等） 】
コミュニティ内のエネルギーマネジメントシステムのための通
信基盤の信頼性とセキュリティの確保やエネルギーの見える化
を行い、環境負荷軽減への貢献度を検証する。

【熊本県熊本市（熊本赤十字病院等） 】
病院を中心にした地域コミュニティにおいて、エネルギー消費
の実態を見える化し、データ等から電力使用量の予測シミュ
レート等を行うための仕様を構築する。また、将来的に必要と
される、地域蓄電情報システム及び電力融通システムのシミュ
レート及び制度検討も行う。
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ＣＯ２削減効果が
高い分野の例

● ＩＣＴ利活用の促進等により、２０２０年には、最大で９０年比１２．３％のＩＣＴによるＣＯ２排出量削減効果
（by ICT）が期待される。

● 他方、ＩＣＴ機器等の使用によるＣＯ２排出量（of ICT）は、光通信技術等の研究開発やクラウドコンピュー
ティングの利用推進等の対策を講じることで、２０１２年と同水準に抑制することが可能。

ＩＣＴ分野全体のＣＯ２排出量とＩＣＴの利活用によるＣＯ２削減効果
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）

12.3%

特段の
対策なし 対策実施

3,000万ｔ-CO2 3,000万ｔ-CO2

ＩＣＴ機器などの使用による
CO2排出量(of ICT)

5,100万ｔ-CO2

ICT利活用による
CO2排出削減効果(by ICT)

15,500万ｔ-CO29,500万ｔ-CO26,800万ｔ-CO2

（「グローバル時代におけるＩＣＴ政策に関するタスクフォース」地球的課題検討部会
環境問題対応ワーキンググループによる試算）

差し引きでの、トータルの
ICTによるCO2排出削減量
12,500万t-CO2 （10%）

ＢＥＭＳ、ＨＥＭＳ

2,393万t-CO2

スマートグリッド

2,240万t-CO2

サプライチェーン
マネジメント

2,289万t-CO2

テレワーク

103万t-CO2

オンライン取引

1,456万t-CO2

対策実施ケースの場合。

ＩＴＳ

1,332万t-CO2

ＩＣＴパワーによるＣＯ２排出量１０％以上の削減資料72



福岡県北九州市における地域実証の概要

<期待される成果>
①ICTによりエネルギーの見える化システムを構築することによるCO2排出量削減のベストプラクティスモデル
②スマートネットワークの技術仕様（信頼性、安定性、セキュリティ要件、データ容量、オープンなプラットフォーム仕様）
③当該技術仕様をもとにした標準モデルを国内他地域へ展開促進。

【見える化画面】

電力使用率 多

電力使用率 少

【実証イメージ】

【実証期間：2010年11月～2011年3月】

実証におけるＣＯ２削減効果：１８．３％
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要素技術における我が国の優位性の例（液晶パネル部材）

【出典】 ディスプレイサーチ調べ

● 液晶パネルを構成する多くの部材で、日本企業は大きなシェアを確保。

● 一方、液晶パネルの組み立て技術は比較的容易であるため、最終製品においては、韓国や台湾企業にシェ

アを奪われている。
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日
本
企
業
の
シ
ェ
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（％
）

2006年世界市場規模（億円）

アセンブリが容易なため
韓国・台湾企業が台頭

３M（ロール金型法）寡占市場

従来日本企業が優位の市場

韓国・台湾政府が内製化推進

市場規模の大きい部材で
日本メーカのシェアは低い

光学フィルムを中心とした市場
で日本メーカのシェアは高い

中小型液晶パネルのメーカー別シェア
（２０１０年出荷実績）

主な液晶パネル用部材の市場規模と日本企業のシェア

【出典】 総務省調査研究より



主要国における人口高齢化率の長期推移・将来推計

【出典】 United Nations 「World Population Prospects, the 2010 Revision」（２０１１年３月）

● 65歳以上の人口比率を表した人口高齢化率は、各国とも大きく上昇。
● 例えば、中国においては、2030年には65歳以上の老年人口の割合が16％を超え、高齢社会を

迎えることが見込まれる。
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※事務局は（株）三菱総合研究所が担当

政策決定プラットフォーム

過去の競争政策の
レビュー部会

電気通信市場の環
境変化への対応検

討部会

「光の道」
ワーキンググ

ループ

脳とＩＣＴに関する
懇談会

環境問題対応
ワーキンググループ

遠隔医療等推進
ワーキンググループ

電子政府推進対応
ワーキンググループ

検討チーム

コンテンツ振興
検討チーム

国際標準化戦略
に関する検討

チーム

地球的課題検討部会
国際競争力強化

検討部会

ワイヤレスブロード
バンド実現のため
の周波数検討ワー
キンググループ

構成員

１．背景・目的

「グローバル時代におけるICT政策に関するタスク
フォース・国際競争力強化検討部会・国際標準化検
討チーム」（以下「ICTタスクフォース」という。）の提言
（2010年12月14日）（※1）を受け、標準化重点5分野
（※2）に関わる標準化の進め方等の検討を進める。

※1 第4回政策決定プラットフォーム 岡座長代理発言（関連部分）

標準化戦略に関しては、国際標準化戦略に関する検討チームで
ご検討を頂いた、３Ｄやスマートグリッド等、製品やサービスに
近い分野は、まずは民間において、国際標準化検討チームの体制
を活かして、実行組織を立ち上げていくべきと思う。

※2 上記検討チームにおいて、標準化の重点分野として指摘された例
３Ｄテレビ、クラウドサービス、次世代ブラウザ、
デジタルサイネージ、スマートグリッド

２．検討項目

(1) タスクフォースで提言された5分野等について
① フォーラム標準化団体の動向等、情報共有

② 標準化活動を実施していく際の、対応方針等の検討

(2) 関係企業間で連携して推進すべき、新たなフォーラム標準
分野等の検討及び提案

３．スケジュール等

平成23年1月31日（月）設立。

【参考】政策決定プラットフォームの検討体制

ＩＣＴ国際標準化推進会議の概要資料76

村井 純 慶應義塾大学環境情報学部長 教授（検討チーム構成員）

磯部 悦男 (株) 三菱総合研究所 常務執行役員 ソリューション部門長

大澤 善雄 住友商事（株）代表取締役 常務執行役員ﾒﾃﾞｨｱ･ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ事業部門長

冲中 秀夫 KDDI(株) 執行役員技術統括本部 副統括本部長

篠原 弘道 日本電信電話(株) 取締役研究企画部門長

國尾 武光 日本電気(株) 執行役員常務

久保田 啓一 日本放送協会放送技術研究所 所長

福田 俊男 (社)日本民間放送連盟 専務理事

宮部 義幸 パナソニック（株）常務取締役 技術担当

弓削 哲也 ソフトバンクテレコム(株) 顧問



途上国民間セクター支援における
JICAのアディショナリティー

 資金：
長期でゆるやかな条件の資金提供

 技術：
民間事業成立に不可欠な要素を、各種スキームで総合的に支援

⇒ 例：政策・制度改善、計画立案、人材育成（例：維持管理指導等)の技術協力

 リスクコントロール：
途上国での豊富な支援実績を通じ構築した先方政府との信頼関係を活用し
リスクコントロール可能 （例：料金政策の着実な実行担保）

 情報・知見・ネットワークの提供：
途上国の情報、ネットワークや知見の提供

⇒ 例：情報不足の補完（コスト/参入障壁低減）

協力準備調査
（PPPインフラ, BOP）

協力準備調査
（PPPインフラ, BOP）

海外投融資
（再開に向け検討中）

海外投融資
（再開に向け検討中）

技術協力
（専門家派遣、研修）

技術協力
（専門家派遣、研修）

円借款円借款

パッケージ型インフラ海外展開におけるＪＩＣＡの支援スキーム

JICAは多様な協力スキームを動員し、案件発掘・形成から
建設、運営、維持・管理まで一貫して総合的な取り組みを行う
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民間セクターへの投融資を通じ、途上国の開発課題を解決

①融資機能

②出資機能

・現地事業会社等への直接出融資

・本邦企業や特別目的会社、国際機関、投資組合等を通じ、
現地事業会社へ出融資

JICA

現地事業会社

JICA

現地事業会社

本邦企業・SPC、
国際機関、投資組合

融資 出資 融資 出資

融資 出資

ＪＩＣＡによる海外投融資

国際協力機構の資料をもとに作成
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ＪＢＩＣによる国内企業の海外事業展開に対する包括的支援

国際協力銀行

国際協力銀行は、我が国

企業の海外事業展開支援

のため、投資金融による

直接的な支援に加え、輸

出金融や事業開発金融等

による周辺インフラ整備

等の間接支援、情報提供

や政策対話等の融資以外

の支援を包括的に実施し

ています。

現地企業等→原材料等生産

インフラ整備等

投資金融

輸出金融

情報提供等側面支援

事業開発等金融

我が国企業の

海外拠点・事業

途上国政府･政府機関等

→インフラ整備（発電所、送配電、

情報・通信、道路、港湾等）

→裾野産業／サプライチェーン支援、等

原
材
料

供
給
等

電
力

物
流
等

国際協力銀行の資料をもとに作成
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ＪＢＩＣによる輸出金融

● 輸出金融では、日本国内で生産されたプラントや設備等(設備並びにその部分品および付属品)の開発途上地域への輸出、

または日本から開発途上地域への技術の提供に必要な資金を融資。

● 融資形態は、外国の輸入者または金融機関に対して直接融資するもの。 融資先が輸入者の場合をバイヤーズ・クレジット

（B/C）、金融機関の場合をバンクローン（B/L）と呼称。

● 融資条件は、「ＯＥＣＤ公的輸出信用アレンジメント」に基づき決定。このうち融資金額、対象については、原則として、輸出契

約金額及び技術提供契約金額（外貨ポーション）の範囲で、頭金部分（最低１５％）を除いた金額。ローカル・コストは、原則、融

資対象に含めることはできないが、上記外貨ポーションの最大30％の範囲内で融資対象に含めることは可能。

● 原則として、一般の金融機関と協調して必要な資金を融資。

● B/Lのケースでは、一旦JBICから地域国際金融機関や現地金融機関等に対して融資を行い、 日本からの設備等の輸入を

行う現地企業に転貸させることを通じ、諸外国における日本製設備等の輸入を支援。

○外国の輸入者または金融機関に対して、日本からの設備
等の輸入、技術の受入れに必要な資金を直接融資。

○融資条件はOECDガイドラインに基づき決定。

輸出金融概念図

国際協力銀行の資料をもとに作成
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ＪＢＩＣによる投資金融

● 投資金融は、日本企業の海外における生産拠点の設立・増設や資源開発など、海外での事業展開に必要な長期資金を対

象とする融資。

● プロジェクトの円滑な実施・運営をサポートすることにより、日本企業の国際競争力強化や海外市場の確保、日本の経済活動

に不可欠な資源の安定的確保など、日本経済にプラスの効果を得ることを目的とする。

● 融資対象は、日本の法人等が出資する開発途上地域の現地法人が行う事業に、直接又は間接に充てられる資金。なお、日

本の資源の安定的確保に資する事業や先進国向け投資金融の対象事業として定められた一部の事業については、開発途上

地域以外のものも対象となる。

● 原則として、一般の金融機関と協調して必要な資金を融資。

● JBICからの直接融資に加え、一旦JBICから開発途上地域の金融機関等に対して融資を行い、当該金融機関等から現地で

事業を行う日系企業に必要な長期資金を転貸させる「バンクローン」の形態もある。

○日本企業の海外における生産拠点の設立・増設等、海外での事業展開に必要な
長期資金を対象とする融資。

○中堅・中小企業には優遇措置あり。
○資源開発等に関する場合、または中堅・中小企業向けである場合には、日本の

投資者に対する融資も可能。

投資金融概念図

国際協力銀行の資料をもとに作成
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ＪＢＩＣによる先進国向け投資金融の対象拡大の概要

２０１０年１１月に、株式会社日本政策金融公庫法施行令の一部を改正する政
令（平成２２年政令第２２８号）により、同施行令第１２条が改正され投資金融
について、開発途上地域以外の地域において行うことができる事業として、こ
れらの８つの事業を追加。

①原子力による発電に関する事業 （既存）
②鉄道に関する事業 （改正）（※１）
③上下水道・工業用水
④洋上風力発電等の再生可能エネルギー
⑤送配電
⑥石炭火力発電による石炭の高効率利用
⑦石炭ガス化による石炭の高効率利用
⑧二酸化炭素の回収・貯蔵
⑨スマートグリッド・スマートコミュニティ
⑩情報通信ネットワークの高度化

※１ 都市鉄道等（地下鉄・モノレールなど）を「鉄道に関する事
業」として追加。

● 投資金融については、日本法人等が出資する発展途上地域の現地法人が行う事業への資金に加え、先進

国向け投資金融の対象事業として定められた一部事業についても融資対象となる。

● 2010年11月、「パッケージ型インフラ海外展開推進会議」における議論を踏まえ、先進国向け投資金融の

対象事業が拡大。詳細は以下のとおり。

政令改正の概要

「パッケージ型インフラ海外展開推進会議」における議論を踏まえ、先進国向け投資金融の対象事業を拡大。本政令
改正における対象拡大事業は、以下記載の③～⑩の８事業。
本政令改正によって、「情報通信ネットワーク」の先進国向け事業も投資金融の対象範囲となる。

【先進国向け投資金融対象事業】

国際協力銀行の資料をもとに作成
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ＪＢＩＣによる事業開発等金融 （アンタイドローン）

● 事業開発等金融とは、開発途上国等による事業および当該国の輸入に必要な資金、もしくは当該国の国際収支の均衡、通

貨の安定を図るために必要な資金を供与する仕組み。（日本企業から資機材の購入を条件としない）

● 事業開発等金融による資金は、日本との貿易･投資関係の維持・拡大 、日本のエネルギー・鉱物資源の安定的確保、日本企

業の事業活動の促進、高い地球環境保全効果を有する案件への融資、国際金融秩序の維持等に明確かつ具体的に繋がるプ

ロジェクトへの融資などに用いられる。

● JBICからの直接融資に加え、一旦JBICから開発途上地域の金融機関等に対して融資を行い、当該金融機関等から、各ロー

ンの資金使途に合致したプロジェクト等の受注企業（一定の要件を満たす現地の地場企業ならびに合弁企業等）に転貸させる

「バンクローン」の形態もある。

● 原則として、一般の金融機関と協調して必要な資金を融資。

事業開発金融概念図

国際協力銀行の資料をもとに作成
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ＮＥＸＩの海外展開に果たす役割と貿易保険の種類

１．輸出契約等・海外投資に伴う不安解消
代金回収不能、事業の継続不能など

２．輸出者の資金調達手段
貿易保険を担保に金融機関から資金調達

３．金融機関の融資の円滑化
荷為替手形の買取の円滑化・銀行等の中小企業への融資の円滑化

４．保険事故の未然防止・回収を支援
政府や政府機関などがからむ契約上のトラブルなどが起こった場合、経済産業省、外務省・在外日
本大使館など日本国政府が問題解決や代金回収などを支援

ＮＥＸＩの役割

貿易一般保険 海外投資保険

海外事業資金貸付保険

資源ｴﾈﾙｷﾞｰ総合保険

地球環境保険

前払輸入保険

輸出手形保険

個別保険

消費財包括保険

設備財包括保険

企業総合保険

貿易一般保険包括保険（技術提供等）

知的財産権等ﾗｲｾﾝｽ保険

増加費用

地球環境保険

輸入の保険

貿易代金貸付保険

投融資の保険

限度額設定型貿易保険

中小企業輸出代金保険

簡易通知型包括保険

貿易取引の保険貿易保険の種類

日本貿易保険の資料をもとに作成
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 海外投資保険について

 海外投資保険は、投資のための保険。

 日本に所在する企業が、海外で行った投資（出資、権利等の取得）について株主や債権者としての権利等が受ける損失をてん補

 海外投資保険でてん補する危険

 海外投資保険では、投資先企業に係る非常危険（既投資案件も引受可能）による損失を最大95％まで担保。

 投資計画に合わせて保険期間、保険金額を設定可能。

ＮＥＸＩによる海外投資保険の概要とてん補するリスク

海外投資保険概要

非常危険が顕在化し、「３月以上の事業の休止」や「事業の継続不能」により生じた損失をてん補

①収用リスク：株式や不動産に関する権利等の剥奪等

②戦争リスク：戦争、内乱（テロ行為）等により事業不能等

③不可抗力リスク：地震等自然災害、原子力事故、鳥インフルエンザ等

④権利侵害リスク：政策変更、契約違反等

⑤送金リスク：為替制限、戦争等

てん補するリスク

日本貿易保険の資料をもとに作成
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ＮＥＸＩによる海外投資保険におけるてん補範囲の拡大

１．対象となるセクター
資源・エネルギー、インフラ（原子力、鉄道等）、環境セクター（新エネルギー、ＣＤＭ等）

２．新たにてん補対象となるリスク
（１） 投資先国政府の投資先企業に対する合法的かつ一般的な行為(政策変更)によって、当該投資先企業が破産手続開始
の決定に至ったことにより受けた損失
（２） 投資先国政府の政策変更等による投資先企業に対する間接的な影響（投資先企業の「契約相手先」が政府の政策変更
等の影響を受け、投資先企業との契約を破棄したこと等）によって、当該投資先企業が破産手続開始の決定に至ったことによ
り受けた損失

３．具体的な政策変更の内容
（１） 投資先国政府の合法的かつ一般的な行為（政策変更）の具体例
① 投資先国政府の税財政措置に関する政策変更

税制の変更（優遇税制の変更、増税）・公定されているロイヤリティ料率の引上げ

② 投資先国政府による規制に関する政策変更
土地収用制度・運用の変更・外国政府等による事業会社の製品の価格統制、値下げ・外国政府等による事業に必要な水、
電気等インフラ供給価格の値上げ・法律改正による環境規制の変更・強化・法律改正による安全規制の変更・強化

（２） 投資先国政府の政策変更等の間接的な影響の具体例
政府の政策変更等により、投資先企業の契約相手先が政府からの補助金を受け取れなくなったことに起因する投資先企業との契約の破棄等

● 2010年7月1日より、日本貿易保険は、海外投資保険において、従来からてん補している非常リスクに加えて、投資先国
政府の合法的かつ一般的な行為（政策変更）に係るリスクをてん補対象に追加。

日本貿易保険の資料をもとに作成
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ＮＥＸＩによる貿易代金貸付保険・海外事業資金貸付保険の概要

日本に所在する金融機関が、外国企業等に本邦からの輸出貨物等の代金等の支払に充てる資金を貸付け、当該貸付金

が回収できなかった場合に生じる損失をてん補。

<貿易代金貸付保険でてん補する危険>

 貿易代金貸付保険では、非常危険および信用危険をてん補。

 非常危険のみのてん補も可能だが、一方で信用危険のみのてん補は不可。

貿易代金貸付保険

 海外事業資金貸付保険は、融資または債務保証のための保険。

 日本に所在する金融機関、商社等が、外国にある企業が行う事業に対し、貸付を行い、当該貸付金が回収でき

なかった場合に生じる損失をてん補。

 本保険では、非常危険及び信用危険をてん補します（親子ローンの場合は、信用危険不てん補）。非常危険のみ

のてん補も可能だが、一方で信用危険のみのてん補は不可。

 貿易代金貸付保険との違い

 海外事業資金貸付保険は、日本からの輸出等に結びつかない融資（輸出アンタイド）に対する保険。

ただし、支配法人への融資（NEXI創設まで海外投資保険の対象）の場合、本邦からのプラント建設資金又は機械

等の購入資金でも可能。

海外事業資金貸付保険

日本貿易保険の資料をもとに作成

資料87

産業革新機構の投資対象 （事業ステージ別）

【出典】 産業革新機構作成資料
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ＰＰＰ/ＰＦＩを活用したＩＣＴインフラ整備事例

 MyICMS 886(06年)等の複数の国家ＩＣＴ戦略を策定しており、ブロードバンドインフラの構築を国家の新成長
エンジンの一つと位置付けている。

 2008年5月、旧エネルギー・水利・通信省（現情報・通信・文化省）は、「高速ブロードバンド網整備計画（HSBB
：High-Speed BroadBand Network project：）」を公表。

 同計画では、有線ブロードバンド（光ファイバ）を整備するゾーン1（首都近郊、各開発区、州都）と、3GやWiMAX
等による無線ブロードバンドを整備する地域を分類している（ゾーン2は地方都市部、ゾーン3はルーラル地域）。

 このうち、ゾーン1の光ファイバ網の整備では、テレコム・マレーシア（TM）との合意により、PPP（Public Private 
Partnership）方式で、向こう10年で152億RM（約3,995億400万円）の事業規模の整備を実施。

マレーシア 光ファイバ網整備

【出典】 総務省「世界情報通信事情」をもとに作成

● 第11次計画(2007～2011年)を策定し、ＩＣＴ産業のGDPシェアを2011年までに13.5%に拡大し、63億チュニ

ジア・ディナール（約3,600億円）に上る海外からの公的及び民間投資を推進。原則、PPP方式などの枠組みを

通じてＩＣＴセクターを拡大。

チュニジア ＩＣＴ産業育成
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イギリス

イギリスはPPPの先進国であり、多くの英国企業が様々な分野に
おいて海外のPPP事業に参画しており、他国からもベンチマークさ
れる存在である。

 空港、水道、エンジニアリング、建設、サービス全般

主要国におけるＰＰＰ事業の取組状況

【主なＰＰＰ事業分野】

フランスは水道分野に強みを持つ。水道セクターは伝統的に民間を
積極活用しており、そのような環境下で、民間企業が事業のノウハ
ウを身に付け、積極的な海外展開を図っている。

アメリカ企業が、海外のPPP事業に参画している事例は少ない。水
道事業の一部に参画している事例は見受けられるものの、中心と
なってオペレーションまで担うまでには至っていない。

韓国では、1994年に制定されたPPI法に基づき、多くのPPPプロジェ
クト推進事業が実施されており、政府も海外におけるPPP事業への
節局的な参画を促している。

【政府の支援策】

 DFIC/InfraCoによる支援
他国や世界銀行との共同出資によりインフラ・コ（InfraCo）社を設立し、
開発途上国における事業発掘を行っている。

 各種セミナーの開催
在外大使館自ら、PPPに関するセミナーを民間人も招聘して行っている。

フランス

【主なＰＰＰ事業分野】

 水道、電力、通信、運輸

【政府の支援策】

 AFDによる支援
AFD（フランス開発庁）は、フランスODAの主要実施機関として位置付けら
れ、無償資金協力・有償資金協力・リスク保証を行う他、子会社の
PROPARCO（フランス経済協力振興投資公社）を通じたマーケット金利に
よる融資を実施。

アメリカ 韓国

【主なＰＰＰ事業分野】

 水道

【政府の支援策】

 USAIDによる支援
USAID（米国国際開発庁）は、多様な民間主体との連携を強化し、途上国
の開発目標達成に向けた各主体感の共同歩調の強化を目的にGDA政策
を打ち出し、アドバイザリーサービスを提供するとともに、シードマネーや
マッチングファンドといった用途のためのGDAインセンティブファンドを設

け、支援を行っている。

【主なＰＰＰ事業分野】

 建設業

【政府の支援策】

 海外建設促進法の制定による促進
同法により、政府は建設業の海外進出の促進のための取組が義務づけら
れ、これにより、政府はR&Dの拡充やODAの規模拡大等を掲げている。

 PIMACによる支援
インドネシアやベトナム等でPPPに関するセミナーを開催。
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ＪＩＣＡによる協力準備調査（ＰＰＰインフラ事業・ＢＯＰビジネスとの連携促進）

国際協力機構の資料をもとに作成

①制度概要：調査提案を民間より公募し、当該PPPインフラ事業の事業計画策定に必要なF/S調査を当該提案企業に委託するもの

②対象事業：以下４つを満たすPPPインフラ事業

・ 途上国の経済社会開発・復興や経済の安定に寄与する

・ 日本政府・JICAの方針（国別援助実施方針等）に沿っている

・ 円借款を活用する見込みがある

・ 建設及び運営を含むPPPインフラ事業であり、提案した当該企業が事業への投資家として参画する意図があること

③対象国：円借款事業の発掘・形成の可能性のある全ての協力対象国

④規模：調査金額（JICAの支払い対象金額）は１件につき上限1.5億円（年２回の公示）

ＰＰＰインフラ事業

①制度概要：BOPビジネスの事業化調査プロポーザルを民間（企業、NGO/ NPO、大学等。但し当面日本法人に限る）より公募し、

当該提案法人にF/S調査を委託するもの

②対象事業：以下に合致する提案を公募により選定

◆ 事業分野及び開発課題

・MDGsをはじめ開発課題の改善に資する事業

・JICA事業との連携で更なる開発効果がのぞめる事業

◆ 提案者(調査実施者)=BOPビジネス実施主体

本制度による調査実施後、主たる事業者として実際に当該BOPビジネスへの参画を予定していること

③対象国：全JICA在外拠点所在国

④規模：調査金額：１件５千万円上限（原則） 年２回公募

ＢＯＰビジネス
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産業革新機構の仕組み

【出典】 産業革新機構作成資料
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アジア・太平洋電気通信共同体(ＡＰＴ)の概要

① 設立

国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）が、アジア電気通信網計画の完成の促進とその後の有効な運営を図るための
地域的機関として1976年にAPT憲章を採択。1979年に同憲章が発効し、設立。

APTは、APT憲章第1条においてITU憲章（1973年）第32条に合致する地域的電気通信機関として位置付けられており、ITU
と連携して活動を行うことが期待されている。

② 目的等

○ アジア太平洋地域における電気通信サービス、
情報基盤の均衡した発展

○ 研修やセミナーを通じた人材育成、標準化や
無線通信などの地域的政策調整等を実施。

③ メンバー

加盟国： 36か国
準加盟： 1カ国3地域
賛助加盟員： 122社

（通信事業者及びメーカー、団体）

④ 事務局（タイ・バンコック）

事務局長：山田 俊之（日本）
就任：2008年２月～

事務局次長：クライソン・ポーンスティー（タイ）
以下、職員 22名

North KoreaNorth Korea

KoreaKorea

IndiaIndia

AfghanistanAfghanistan

AustraliaAustralia

BangladeshBangladesh

BhutanBhutan

BruneiBrunei

ChinaChina

FijiFiji

IndonesiaIndonesia

JapanJapan

LaoLao

MalaysiaMalaysia

MaldivesMaldives

MarshallMarshallMicronesiaMicronesia

MongoliaMongolia

MyanmarMyanmar

NauruNauru

NepalNepal

New ZealandNew Zealand

PakistanPakistan

PalauPalau

PhilippinesPhilippines

SamoaSamoa

SingaporeSingapore

Sri LankaSri Lanka

ThailandThailand

TongaTonga

VietnamVietnam

Cook
Islands
Cook
Islands

Hong KongHong Kong

MacaoMacao

NiueNiue

PNGPNG

CambodiaCambodia

IranIran
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Korea

India
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Malaysia
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Pakistan
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Singapore
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Macao
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PNG

Cambodia

Iran

加盟国（36カ国）加盟国（36カ国）

• アフガニスタン
• オーストラリア
• バングラディシュ
• ブータン
• ブルネイ
• カンボジア
• 中国
• フィジー
• インド
• インドネシア
• イラン
• 日本
• 韓国
• 北朝鮮
• ラオス
• マレーシア
• モルディブ
• マーシャル諸島
• ミクロネシア
• モンゴル
• ミャンマー
• ナウル
• ネパール
• ニュージーランド
• パキスタン
• パラオ
• パプアニューギニア
• フィリピン
• サモア
• シンガポール
• ソロモン諸島
• スリランカ
• タイ
• トンガ
• バヌアツ
• ベトナム

• クック諸島
• 香港

準加盟（1カ国3地域）準加盟（1カ国3地域）

• マカオ
• ニウエ

APT: Asia‐Pacific Telecommunity＝アジア・太平洋電気通信共同体
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（投票権なし）

ＩＣＴ海外展開推進事業の概要

１ 施策の概要

新成長戦略や新たな情報通信技術戦略等の国家戦略に留意し、我が国の「主要通信・放送インフラシステム」等の海外展開
活動を実施。

具体的には、民間企業の海外展開を容易にするため、政府間において、我が国のＩＣＴシステムの展開に向けたハイレベルの
戦略的協調関係を構築する一方で、それぞれのシステムごとに企業の枠を超えたＩＣＴ産業の海外展開方針を作成し、関連調
査の支援、モデルシステムの構築、セミナーの開催等を戦略的に実施。

① 我が国ＩＣＴシステムの海外展開方策の検討のため、働きかけを実施する国又は
地域についての調査等を行う。（市場の開拓）

② 我が国ＩＣＴシステムの採用が有望視される国又は
地域については、業種横断的な連携体制の下、相手国
ニーズに対応したモデルシステムの構築・運用により、
当該システムの優位性を「見える化」し、当該システムの
導入を図る。

③ 相手国のＩＣＴシステムの導入度合いに応じて、当該
システムの理解度の向上や普及促進等を目的として
セミナー等を開催する。

２ 計画年数
５カ年計画

（事業開始平成２３年度～終了平成２７年度）

３ 所要経費
平成２３年度予算額 平成２２年度予算額

一般会計 １，２０１百万円 ２,４２６百万円

イメージ図

● 我が国が強みを有するＩＣＴシステムの海外展開活動を加速するため、官民一体の連携体制の下、システムごと
に、相手国の実態・ニーズを踏まえたロードマップを作成し、当該ＩＣＴシステムの展開を図るための調査、モデルシ
ステムの構築・運営、セミナーの開催等の実施を支援。
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１ 施策の概要
（１）我が国では、これまで多様なＩＣＴ利活用技術・人材が確立しつつあるところ。これらの技術や知見、経験をアジア各国と

共有、諸課題の解決に役立てるとともに、相手国のニーズや事情に合致した先端的なＩＣＴ利活用技術を海外展開して
いくために必要な調査研究を行う。

（２）具体的には、対象国を選定の上、①当該国におけるＩＣＴ利活用分野のニーズ調査、②技術・制度面の課題等の洗い出し、
③当該国開発計画と整合性のとれたマスタープランの策定、④ＩＣＴ利活用システム導入に向けたフィージビリティ調査等を
行う。

将来的には、こうした取組みにより、我が国のＩＣＴ利活用に
係る技術や知見・ノウハウの海外普及を促進し、もって我が国
技術の国際標準化の実現や我が国ＩＣＴシステムの相手国導入
等を通じた国際競争力の強化を図る。

２ 計画年数
３カ年計画

（事業開始平成２３年度～終了平成２５年度）

３ 所要経費
平成２３年度予算額 平成２２年度予算額

一般会計 ２０４百万円 なし

イメージ図

アジアユビキタスシティ構想の概要

● 我が国の先端的なＩＣＴ利活用技術の海外展開を支援することにより、当該地域での社会的課題の解決に役立
てるとともに、我が国発ＩＣＴの国際標準化の推進、ＩＣＴ産業の国際競争力の向上に資するために必要な調査研
究を実施。
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米国における研究開発

（１）ICT研究開発に係る政策・プログラム

（２）ICT研究開発投資の動向

 2011年1月、オバマ大統領が発表した「一般教書演説」におい

て、バイオ医療技術、情報通信技術、クリーンエネルギー技術の
３分野のイノベーションへの重点投資を掲げている。

 米国連邦政府のICT分野の研究開発プログラムとして、NITRD
（Networking and Information Technology Research and 
Development）があり、これに基づき情報通信分野の研究開発が
推進されている。

 NITRDプログラムでは、8つの研究開発領域を設定し、研究開発
を推進。

 NITRD予算は、10年前と比較し倍増している。2011年は約42.6億
ドルが要求されている。

 ここ数年間の傾向として、人間とコンピュータのインタラクションと
情報管理（ HCIIM ）、セキュリティと情報保証（ CSIA ）、ハイエンド
コンピューティングインフラとアプリケーション（ HECIA ）の予算額
が増加している。

M
ill

io
ns

 U
S

D

（NITRD資料より作成）NITRDプログラムの予算推移

研究開発領域
ハイエンドコンピュータのインフラとアプリケーション(HECIA)
ハイエンドコンピュータの研究開発(HECRD)
セキュリティと情報保証(CSIA)
人間とコンピュータのインタラクションと情報管理(HCIIM)
大規模ネットワーク(LSN)
高信頼なソフトウェアとシステム(HCSS)
社会・経済・雇用との連携および人材開発(SEW)
ソフトウェアの設計と生産性(SDP)

（出典：ＣＳＴＰ分野別推進総合ＰＴ情報通信ＰＴ（第12回）資料）

1ドル＝83円
（平成23年2月時点）
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欧州における研究開発

（１）ICT研究開発に係る政策・プログラム

（２）ICT研究開発投資の動向

 欧州委員会は、2010年5月「欧州デジタル・アジェンダ（A Digital 
Agenda for Europe）」を公表し、「キー・パフォーマンス目標」として、
ICT研究開発に対する公的投資を年間110億ユーロに倍増する等を
挙げている。

 欧州における情報通信分野の研究開発は、第７次フレームワーク
プログラム（FP7：The 7th Framework Program）。 期間は、2007‐2013
の７年間。

 FP7 の情報通信分野では、3つの技術課題と社会経済上の重点４
分野の7つの重点領域を掲げている。

 FP７における７年間の総予算は530億€（約6兆円）であり、協力
（Cooperation)、構想（Ideas)、人材（People)、能力（Capacities)の4つ
の基本構造から成り立っている。そのうち、協力（Cooperation）（総
予算324億€（約3.8兆円） ）では、ICTに最も多くの予算が割り当てら
れている（28%）。

 ICT分野では、融合領域に予算が多く配分されている。ここ数年の傾
向として、特にネットワーク領域の研究開発予算額が増加。

3つの技術課題

Cooperation：324億€（3.8兆円）
7年間総額

ICT（90.5億€）

Food, Agriculture 
and Biotechnology

Health

Security
Space

Socio-economic 
Sciences and 
Humanities

Environment

Energy

Nano production

Transport

1. ネットワークとサービスのインフラ

2. 認知システム、インタラクション、ロボティクス

3. 部品、システム、エンジニアリング

4. デジタル図書館とコンテンツ

5. 健康のためのICT
6. 移動・持続的成長のためのICT
7. 自立した生活、一体性、統治のためのICT

４つの社会課題

FPの研究開発投資の推移

（出典：ＣＳＴＰ分野別推進総合ＰＴ情報通信ＰＴ（第12回）資料）

1ユーロ＝113円
（平成23年2月時点）

（出典：FP7 Factsheetsより作成）
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中国における研究開発

中国の情報通信分野の研究開発は「国家重点基礎
研究発展計画」（９７３計画）や「第１２次５か年計画」
（ ２０１１～２０１５の５か年）などの国家戦略に基づ
き推進。

９７３計画では、この5 年程度の間に急速に予算額が

増加しており、ネットワーク領域とデバイス及びディス
プレイ領域に重点が置かれている。

第１２次５か年計画では、次世代ネットワーク、移動通
信技術、FTTx技術、セキュリティ技術などに重点が置
かれている。

（１）ICT研究開発に係る政策・プログラム

（２）ICT研究開発の動向

９７３計画におけるICT研究開発投資額の推移
（出典：ＣＳＴＰ分野別推進総合ＰＴ情報通信ＰＴ（第12回）資料）

1元＝12.5円
（平成23年2月時点）

第１２次５か年計画の１０重点分野
1.電気通信の発展環境及び趨勢
2.産業全体の発展戦略・目標
3.ユーザー及びサービス
4.業務
5.技術及びネットワーク
6.市場開放及び海外進出
7.セキュリティ及び応急対応
8.政策及び管理・監督
9.持続的発展
10.地域の通信発展

第１２次５か年計画の48の研究テーマ例
○技術及びネットワークに関する研究
20、次世代ネットワークに関する中核技術の研究及び発展戦略（電信研究院企画設計研究所）
21、TD‐SCDMAの技術研究開発及び産業化の促進政策（大唐移動通信設備有限公司）
22、次世代伝送網の発展趨勢及びアプリケーション（武漢郵電科学研究院）
23、三網融合に関する技術の発展計画（電信研究院通信標準研究所）
24、3Gの進化及びその中核技術（江蘇省電信企画設計院）
25、FTTx技術の進化及び利用モデル（武漢郵電科学研究院）
26、新世代業務運営を支えるシステムの仕組み及び新しい技術（北京郵電大学）

○セキュリティ及び応急対応に関する研究
29、「１２５」期間中の応急通信の発展計画（南京郵電大学）
30、移動通信網とインターネットの融合に関するセキュリティ技術（北京郵電大学）
31、通信業界における安全生産保障に関する戦略及び政策（電信研究院企画設計研究所）
32、インターネット・ネットワークのセキュリティ（北京電信企画設計院）
33、移動通信システムにおける情報セキュリティの保障及び評価システム（北京郵電大学）
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（参考）中国の最新動向①

●中国共産党中央委員会、国民経済・社会発展の第１２次５か年計画（２０
１１－２０１５）の策定についての建議を発表

【出典：中央人民政府サイト、2010/10/27】

中央人民政府サイトの掲載によると、中国共産党中央委員会は、「国民経
済・社会発展の第12次5か年計画（2011-2015）」（注）の策定についての建
議を発表したとのことである。同建議は、12条56項からなり、うち情報通信
に関する内容は、以下のとおり。

四、現代産業体系を発展させ、産業のコア競争力を向上させる
（13）戦略的な新興産業を育成・開発する。未来の市場ニーズの変化や技

術発展のトレンドを見据え、政策的支援や計画の牽引を強化する。
重要技術の研究開発を強化し、新世代情報技術、省エネ・環境保
護、新エネルギー、バイオ、ハイエンド製造、新材料、新エネル
ギーを利用する自動車などの新興産業を積極的に取組み、基幹産業
に育成し、競争力や利潤を引き上げる。国家重大科学技術の牽引機
能をいかし、財務や租税などの金融支援策を強化し、ハイテク産業
の量的、質的な発展を推進する。

（16）情報化の水準を向上させる。情報化と工業化の融合を促進し、経済
社会における各分野の情報化を加速させる。ソフトウェア産業や電
子商取引の発展を推進する。重要な情報システムの構築を通じて、
地理、人口、金融、税収、統計等の基本情報資源の開発・実用化を
強化する。電気通信網、放送網、インターネットの三網融合を実現
し、広帯域、融合された安全な次世代情報インフラを構築する。イ
ンターネットの研究開発・実用化を推進し、電子政府のネットワー
クを構築し、政府の公共服務機能と管理能力を向上させる。基本情
報ネットワーク及び重要な情報システムのセキュリティを確保す
る。

●科学技術部、国家統計局、財政部、「２００８年全国科学技術
の投資に関する統計公報」を発表。研究開発（Ｒ＆Ｄ）への
支出総額が４，６１６億元、前年比２４．４％増、対ＧＤＰ
比１．５４％

【出典：科学技術部サイト、2009/12/21】

科学技術部は、国家統計局、財政部と共同で作成した「2008年
全国科学技術の投資に関する統計公報」を12月21日にそのサイト
で掲載した。研究開発（R&D）への支出に関しては、以下のとお
り。
支出総額は4,616億元（約6兆1,200億円）で、前年同期比（以

下同）24.4%増、GDPに占める割合は1.54%である（2007年は
1.49%）。
内容別に見れば、基礎研究、応用研究、試験への支出額が支出

総額に占める割合はそれぞれ4.8%、12.5%、82.8%で、前年とほぼ
同じ水準である。
実施主体別に見れば、企業による支出額は3,381億7,000万元

（約4兆4,800億円）、同比26.1%増、伸び率は同比0.5ポイント増。
政府部門に属する研究機構は811億3,000万元（約1兆800億円）、
同比17.9%増、伸び率は3.4ポイント減。大学は390億2,000万元
（約5,200億円）、同比24%増、伸び率は10.3ポイント増である。
地域別に見れば、R&Dへの支出額が100億元（約1,300億円）以

上の省・市は15となっており、その中、江蘇省は初めて北京を抜
いて1位となった。
また、投入額に関しては、企業による投入額は3,311億6,000万

元（約4兆4,000億円）、投入総額の71.7%を占める。政府による
投入額は1,088億9,000万元（約１兆4,400億円）であり、そのう
ち、研究機構、大学、企業への投入額の割合はそれぞれ64.3%、
20.7%、13.4%である。

● ２００８年の研究開発への支出総額は4,616億元（約6兆1,200億円）。前年同期比（以下同）24.4%増、GDPに占める割合は1.54%
● 重要技術の研究開発を強化し、新世代情報技術などの新興産業を積極的に取組み、基幹産業に育成。
● 電気通信網、放送網、インターネットの三網融合を実現。インターネットの研究開発を推進し、電子政府のネットワークを構築。
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●工業・情報化部、電気通信分野における「第１２次５か年計画」（２０１１－２０１５年）の研究課題と研究機構の選定結果を発表。電気
通信の発展環境及び趨勢、市場開放及び海外進出、地域の通信発展等十の重点研究分野で計４８の研究課題を選定

【出典：工業・情報化部サイト、2009/07/02】

工業・情報化部（以下「工信部」）は、電気通信分野における「第１２次５か年計画（以下「１２５」」（2011-2015年）の研究課題と研
究機構の選定結果を7月2日にそのサイトで発表した、とのことである。
工信部は、5月13日に、電気通信産業の５か年規画作業の準備に向け、大学、研究所、大手企業、業界協会、地方通信分野の主管部門等の

機構に対して、電気通信産業における５か年規画の重点研究課題を募集した。下記どおり、①電気通信の発展環境及び趨勢、②産業全体の発
展戦略・目標、③ユーザー及びサービス、④業務、⑤技術及びネットワーク、⑥市場開放及び海外進出、⑦セキュリティ及び応急対応、⑧政
策及び管理・監督、⑨持続的発展、⑩地域の通信発展という十の重点研究分野が設定された。
同部通信発展司は、各応募機構から提出された研究方案を審査した結果、48の研究テーマを選定した（下記参照）。また、選定された機構

は、今年の11月末までに同司に報告書を提出することになっている。

一～四 （略）
五、技術及びネットワークに関する研究
20、次世代ネットワークに関する中核技術の研究及び発展戦略（電信研究院企画設計研究所）
21、TD-SCDMAの技術研究開発及び産業化の促進政策（大唐移動通信設備有限公司）
22、次世代伝送網の発展趨勢及びアプリケーション（武漢郵電科学研究院）
23、三網融合に関する技術の発展計画（電信研究院通信標準研究所）
24、3Gの進化及びその中核技術（江蘇省電信企画設計院）
25、FTTx技術の進化及び利用モデル（武漢郵電科学研究院）
26、新世代業務運営を支えるシステムの仕組み及び新しい技術（北京郵電大学）

六、（略）
七、セキュリティ及び応急対応に関する研究
29、「１２５」期間中の応急通信の発展計画（南京郵電大学）
30、移動通信網とインターネットの融合に関するセキュリティ技術（北京郵電大学）
31、通信業界における安全生産保障に関する戦略及び政策（電信研究院企画設計研究所）
32、インターネット・ネットワークのセキュリティ（北京電信企画設計院）
33、移動通信システムにおける情報セキュリティの保障及び評価システム（北京郵電大学）

● 電気通信分野における「第１２次５か年計画」（2011-2015年）の研究課題と研究機構を選定。
● 次世代ネットワーク、アプリケーション、FTTx技術、各種のセキュリティ技術 等々。
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●科学技術部、「国家重要な基礎研究発展計画及び科学研究計画」
の２０１０年の課題募集を開始。情報分野で光電子デバイス等８
つの方向

【出典：科学技術部サイト、2010/01/19】

科学技術部は、研究機関と大学に向け、「国家重要な基礎研究発
展計画及び科学研究計画」の2010年の課題募集を開始したことを1月
19日にそのサイトで掲載した。
情報分野では、新型光電子デバイス及び集積システムの基礎研究、

省エネやエコの光集積回路の基礎研究、広帯域無線通信ネットワー
クの理論、大量情報の知能的処理の理論及び方法、複雑な応用環境
向けのデータ保存システムの理論及び技術、デジタル設計製造の理
論及びアルゴリズム、新しいコンピューティングモードの理論及び
方法、インターネット（Network of Things）の理論及び設計の8つ
の方向を設けている。
また、情報分野以外に、農業、エネルギー、自然資源、人間及び

健康、材料、学際的分野、最先端科学分野の7つの基礎研究と蛋白質、
量子制御、ナノ技術、発育・生殖の4つの重要な科学研究に関する課
題を募集している。選定される研究課題は2011年から5年間にかけて
実施される。研究課題ごとに、3,000万元（約4億円）以上、1,500万
-3,000万元、1,000万-1,500万の3種類の助成金の予算が講じられる。

●科学技術部、デジタルホームに対応する技術の研究開発及び実
用化について実施主体を募集

【出典：科学技術部サイト、2010/09/19】

科学技術部は、9月下旬に「国家科学技術サポート計画」
（注）の重要プロジェクトとして、一連の課題の実施主体を募集
している。「デジタルホームに対応する技術の研究開発及び実用
化」は、その一つである。以下はその概要。

同プロジェクトは、8つの課題を設置し、実施期間は、2011年
から2013年までの3年間である。予算は、1億8,000万元（約23億
円）である。うち、デジタルホームの運営・サポート技術の研
究、デジタルホームのメディア設備の共有・相互接続の技術研
究、総合制御基盤の研究開発・実用化の3つの課題について、募
集の要件を公表され、その予算がそれぞれ1,400万元（約1億
7,600万円）、1,800万元（約2億3,000万円）、2,300万元（約2億
8,900万円）である。
国内企業または国内資本が筆頭株主である企業や、研究院、大

学等の独立法人は、応募資格があるが、研究機関と企業が提携し
て応募することを奨励する。

注：「国家中長期科学・技術発展計画綱要(2006-2020)」を実施
する一環として、2006年7月に改めて制定された国家の科学
技術計画。

● 「国家重要な基礎研究発展計画及び科学研究計画」の2010年の課題として、新型光電子デバイスの基礎研究、広帯域無線通信ネットワー
ク、大量情報の知能的処理の理論及び方法、インターネット（Network of Things）の理論及び設計等々。

● デジタルホームに対応する技術の研究開発及び実用化にも注力。３年間で２３億円。
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●科学技術部、２０１１年中核的電子部品、ハイエンド汎用チップ及び基礎ソフトウェア製品に関する研究課題の実施主体の募集を開
始【出典：科学技術部サイト、2010/05/20】

科学技術部サイトの5月20日の掲載によると、同部は、2011年中核的電子部品、ハイエンド汎用チップ及び基礎ソフトウェア製品に関
する研究課題の実施主体の募集を開始したとのことである。研究開発の実施期間は、2011-2012年であり、中央政府、地方政府から補助
金が支給される。研究については、6つの課題が設定され、具体的には以下のとおり。

1、埋込式メモリのIPハードコア（注）の開発と実用化
SoCに適用する低消費電力・高集積SRAM IPハードコアとコンパイラーを開発し、SoC設計に実用する。また、国内の技術を利用

し、ハードコアの開発を推進する。同課題では、中央政府と実施主体は、2：1の割合で資金拠出する。

2、高速シリアルインターフェース（HSSI）のIPハードコアの開発と実用化
高機能コンピュータ、移動通信及び情報セキュリティ等の分野での実用化のため、高速・低消費電力のHSSI IPハードコアを開

発する。また、国内のCMOS技術の採用を推進する。中央政府と実施主体は、2：1の割合で資金拠出する。

3、新型ネットワークコンピューティングのOS
インターネットやモノのインターネット等のネットアプリケーションに向けて、クラウドコンピューティング等の新型ネット

ワークコンピューティングのOSをサポートする製品、技術、組織体制を研究し、ネットワークコンピューティングOSの構成や参
照モデルを研究する。資金の拠出の割合は未定。

4、ネットワークOS対応のアプリケーション
ネットワークOS対応のアプリケーションの体系と参考モデルを設計し、同ツールの実用と産業化を研究する。資金の拠出の割

合は未定。

5、検索エンジンとブラウザ
新しい検索エンジンとブラウザ関連製品の形態を研究し、画像・動画等の情報やウェブ情報をリアルタイムで検索できるエン

ジンとブラウザの体系構造を研究開発する。資金の拠出の割合は未定。

6、データリソースセンター
ネットワーク上のデータや情報を取り扱うデータリソースセンターのシステム設計、データの収集・利用等を研究開発する。

資金の拠出の割合は未定。

● ２０１１年の中核的電子部品やハイエンド汎用チップ、基礎ソフトウェア製品に関する研究課題の実施主体を募集開始
● クラウドコンピューティング等の新型ネットワークコンピューティングのOS技術、検索エンジンとブラウザ
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韓国における研究開発

（１）ICT研究開発に係る政策・プログラム

（２）ICT研究開発投資の動向

 2009年１月に国家科学技術委員会および未来企画委員会の合同委員会において、緑色技術産業（クリーンエネ

ルギー）、先端融合産業、高付加価値サービス産業を３代分野とする「新成長動力ビジョンおよび発展戦略」が策
定（下表）。

 2009年9月、イ・ミョンバク政権の総合的なIT戦略を示した「ＩＴコリア未来戦略」を発表。IT融合戦略産業、ソフトウェ
ア、主力IT機器、放送通信サービス、インターネットを５大核心戦略とし、今後５年間で関連産業に189兆ウォン（約
15兆円：政府14.1兆ウォン、民間175.2兆ウォン）を投資。2013年の潜在成長率が0.5%上昇すると予想している。

 2010年5月、放送通信委員会は、放送通信市場に活力を呼び込み、新しい未来成長力を創出するため、「放送通
信未来サービス戦略」を発表。4G放送（3DTV/UHDTV）、モバイルコンバージェンスサービス（4G移動通信）など無線
を中心とした「10大未来サービス」（下図）を実現するための研究開発に集中投資することとしている。

 ICT研究開発プログラムは、毎年

度、知識経済部により策定される
「情報通信研究開発施行行動計
画」であり、2008年度の予算規模
は、9282億ウォン（約680億円、
2011年の為替レート）である。

新成長動力 主要推進戦略

放送通信融合産業
（IPTVサービス、次世代
無線通信）

＜応用技術開発＞
・放送通信コンテンツ成長のためのインフラ基盤構築
・次世代IPTV技術及びIPTV公共サービス標準モデル
・革新基礎固定技術開発（実感メディア、次世代DTV・
DMB、WiBro）等

IT融合システム
（知能型自動車、Flexible
ディスプレイ）

＜応用技術開発＞
・自動車、造船等IT融合応用及び基盤技術開発
・RFID/USN革新技術開発等

「新成長動力ビジョンおよび発展戦略」における情報通信分野の推進戦略（抜粋）

[1] 4G放送(3DTV/UHDTV)：目の前に繰り広げられる実感放送
[2] Touch DMB（WiBro+DMB）：より一層鮮明で双方向のDMB
[3] McS(Mobile Convergence Service)：最も速くて便利な無線インターネット
[4] 事物知能通信：人と世界を連結する通信サービス
[5] 未来インターネット：安全で賢い未来型インターネット

[6] K‐Star(放送通信衛星)：いつも私を守る放送通信
[7] “SMART” Screenサービス：途切れることなく利用できる融合メディアサービス
[8] Next‐Waveサービス(未来電波応用)：電波がもたらす便利な生活
[9] 認知型統合保安サービス：クリック一度で心配を減らしてくれる安全サービス
[10] 統合グリーンICTサービス：通信技術を活用した生活エネルギー管理

資料103

インドにおける研究開発

情報通信分野の研究開発投資の推移

（１）ICT研究開発に係る政策・プログラム

（２）ICT研究開発投資の動向

 インドでは、情報通信省において情報通信分野の研究開発を推進
しており、１０の研究開発領域が設定されている（下表）。

 情報通信技術に関する技術開発や人材育成を行っているC‐DAC
（インド先端電算技術開発センター） に対して最も多くの予算（180
千万ルピー：33億円）が割り当てられており、インドにおける情報通
信分野の研究開発の中心的な役割を担っている。

研究開発領域 主な研究テーマ

1 SAMEER マイクロ波、ミリ波、電磁気学に関する先端技術

2 Microelectronics & Nanotechnology Development Program ナノ・マイクロエレクトロニクス、MEMS （マイクロマシン技術）、VLSI（超大規模集積回路）

3 Technology Development Council 産業、農業、水資源の分野のICT利活用のための研究開発や新しい技術の国内普及支援

4 Convergence, Communications & Strategic Electronics 次世代有線・無線ブロードバンドネットワークや放送

5 Components & Material Development Program 環境にやさしい電子材料の開発、IT と光通信に関連する光通信学技術

6 C‐DAC (Centre for Development of Advanced Computing) グリッドコンピューティング環境の構築、 多言語と多文化に関するコンピューティング

7 Electronics in Health & Telemedicine 医療用電子設備、リハビリ装置、遠隔医療システムの開発

8 Technology Development for Indian Languages インド人がコンピュータやシステムを方言で操作できるようにするためのツール開発

9 IT for Masses (Gender, SC/ST) 人材育成

10 Media Lab Asia 学際的な研究開発や実証実験、パイロットプロジェクト、

 情報通信技術に関する技術開発や人材育成を行っているC‐DAC に
対して最も多くの予算（180千万ルピー：33億円）が割り当てられて

おり、インドにおける情報通信分野の研究開発の中心的な役割を
担っている。

 また、2010年は前年度に比べて、ナノ・マイクロエレクトロニクスや
他分野のICT利活用促進のための研究開発や普及支援に関する
研究開発を急増させている。

1インドルピー＝1.84円
（平成23年2月時点）

（一千万ルピー）

（出典：DIT Annual Report より作成）
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競争的資金制度の概要

“資源配分主体が広く研究開発課題等を募り、提案された課題の中から、専門家を含む
複数の者による科学的・技術的な観点を中心とした評価に基づいて実施すべき課題を
採択し、研究者等に配分する研究開発資金”

第３期科学技術基本計画（平成１８年３月２８日、閣議決定）より

競争的資金制度の状況

① 平成１９年度予算では政府全体の競争的資金の予算は４，７６６億円に上り、科学技術関係予算に
占める割合が１３．６％。（平成１２年度は２，９６８億円、同じく７．９％）。また、競争的資金の制度
数は、平成１２年度の７省２２制度から平成１９年度には８府省３７制度に大幅に増加し、制度の拡
充が進展中。

② 諸外国の状況を見ると、競争的資金の定義や範囲が異なるため、単純な比較はできないが、例え
ば、競争的資金を活用し、研究競争力で世界の先頭に立っていると言われる米国の２００５年度の
競争的資金は４０４億ドル（約４．５兆円※）、政府研究開発費１，２９９億ドル（約１４．３兆円※）に
占める割合は３１．１％（※２００５年のＩＭＦ為替レート（１ドル１１０．２２円）で換算。）

出典：「競争的資金の拡充と制度改革の推進について」 （平成19年6月14日 総合科学技術会議基本政策推進専門調査会）

あらかじめ政府が研究課題を指定する委託研究（課題指定型）とは異なり、
研究者間の競争を促進しつつ、若手研究者や意欲的・挑戦的研究への思い
切った研究投資を行うことで優れた研究成果を得ようとするもの。

資料105

戦略的情報通信研究開発推進制度（ＳＣＯＰＥ）の概要

２３年度新規公募プログラム

（１） ＩＣＴイノベーション創出型研究開発 （上限2000万＊３か年度）
イノベーションを創出する独創性や新規性に富む萌芽的・基礎的な研究開発を推進

（２） 若手ＩＣＴ研究者育成型研究開発 （上限500万 /1000万/2000万＊３か年度）
次世代を担う若手研究者が実施する独創性や新規性に富む研究開発を推進

（３） 地域ＩＣＴ振興型研究開発 （上限1000万＊２か年度）
地域における情報通信技術振興、地域社会の活性化、地域の研究ポテンシャル
向上等に貢献する地方の大学や企業等の研究開発を推進

１４
年度

１５
年度

１６
年度

１７
年度

１８
年度

１９
年度

２０
年度

２１
年度

２２
年度

２３
年度

応募
件数

352 348 375 405 341 273 300 294 249 252

採択
件数

45 46 47 43 43 50 54 54 52 未定

継続
件数

18 57 96 106 104 97 102 85 79 69

予算
額

15.0
億円

23.9
億円

30.8
億円

31.8
億円

32.1
億円

29.5
億円

25.7
億円

21.8
億円

17.9
億円

16.5
億円

【各年度の課題件数及び予算額】

ICT分野のイノベーションを生み出すことを目指し、独創性・

新規性に富む研究開発課題を広く公募し、外部有識者による

選考評価の上、研究を委託する競争的資金制度

研究成果に関する新聞記事

平成２３年度予定額:１６．５億円
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ＩＣＴグリーンイノベーション推進事業（ＰＲＥＤＩＣＴ）の概要

普及に向けた課題への
対策

効果の検証
民間企業

大学

国・地方自治体
の研究機関 温暖化対策に資する

ICT分野における競争的な
研究開発環境の醸成

事業化・実用化
モデル事業

国際展開

地域活性化
中小企業支援

府省連携

プロジェクト化

論文

特許

ノウハウ

国際標準

採
択
評
価

継
続
・
終
了
評
価

開
発

研
究

成
果

公募

〔スキーム図〕

【対象課題 】 研究終了２～３年後に実用化・事業化へ着手可能で、CO2排出削減効果が期待できる課題

【対 象 者】 大学、民間企業、独立行政法人、国、地方自治体等の研究機関に所属する研究者 等

【選 考】 「総務省情報通信研究評価実施指針」に従い、外部有識者による評価（書面評価やヒアリングなど）を実施

【委 託 額】 １課題あたり各年度3,000万から１億円

【期 間】 最大３か年度（各年度継続評価を実施）

国際的に喫緊の課題である地球温暖化対策に資するために、CO2 排出削減、省エネルギー化に貢献する
情報通信技術（ICT ）分野のイノベーションを創出し、研究開発を促進していくことを目的とした競争的資金制度

平成２３年度予定額:８．７億円
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競争的資金制度全体の課題

① 交付期間が短いものが多く、各制度内及び制度間の研究費交付の継続性が不足している。このため、研
究が中途半端に終わったり、せっかく成果が出ても、それを長期的に発展させる視点が乏しく、それまで
の投資が生かされないおそれがある。

② 単年度会計主義に伴う課題、使用ルールが制度間で異なることなどに由来する制度の複雑さ、効率の悪
さや現場での混乱が、多くの研究機関・研究者から意見がある。

③ 優れた研究成果をイノベーションにつなぐシームレスな仕組みを構築するため、研究評価結果の次の資
金配分への活用促進等、資金制度間の連携強化を進めるとともに、特許化、技術移転、成果発表等を配
分機関側で支援する仕組みを充実し、社会・国民への還元に資するようにする必要がある。

● 「競争的資金の拡充と制度改革の推進について」（平成19年6月14日 総合科学技術会議基本政策推進専門調査会）より

① 競争的資金については、使用ルールの統一化及び類似制度の整理統合が必要

●「研究開発システムワーキング・グループ 報告書」 （平成22年12月14日 総合科学技術会議 研究開発システムＷＧ）より
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● 平成２２年度中小企業者等に対する特定補助金等の交付の方針について（平成２２年８月２０日 閣議決定）

平成２２年度中小企業者等に対する特定補助金等の交付の方針
２ 中小企業等に対する特定補助金等の支出の機会の増大を図るための措置

（２）中小・ベンチャー企業を対象とする段階的競争選抜方式の導入

国は、研究開発成果の事業化の拡大及び国等からの調達の拡大を図る観点から、国等の調達ニーズを踏まえた技術

開発課題を設定の上、段階ごとに質の高い競争選抜を行う段階的競争選抜方式による「ＳＢＩＲ技術革新事業」等を実施
する。

また、国は、研究開発成果の事業化を円滑化する観点から、本事業における研究開発の初期段階からの事業化計画

の策定支援等を含め、研究開発と事業化に対する一体的な支援を行うとともに、本事業で採択された中小企業者の事例
を紹介・公開するなど、段階的競争選抜方式の普及・拡大に努める。

国等の調達機関は、第４期科学技術基本計画の策定に向けた議論や一部の省庁において既に先導的に実施されて

いる補助事業等の参考事例を踏まえつつ、自らの機関における補助事業等に対する同方式の導入等の可能性について
検討し、結論を得る。

先端的な科学技術の成果を有効に活用した創業活動の活性化は、産業の創成や雇用の創出、経済の活性化において
極めて重要である。しかし、近年、大学発ベンチャーの設立数が、人材確保や資金確保の問題を一因として急激に減少し
ていることにもみられるように、創業を取り巻く環境は厳しさを増している。このため、研究開発の初期段階から事業化ま
で、切れ目無い支援の充実を図ることにより、先端的な科学技術を基にしたベンチャー創業等の支援を強化するための環
境整備を行う。
＜推進方策＞

・国は、先端的な科学技術の成果を事業化につなげるための仕組みとして、「中小企業技術革新制度」（ＳＢＩＲ（Small 
Business Innovation Research））における多段階選抜方式の導入を推進する。このため、各府省の研究開発予算のうち一
定割合又は一定額について、多段階選抜方式の導入目標を設定することを検討する。

Ⅱ．成長の柱としての２大イノベーションの推進
４．科学技術イノベーションの推進に向けたシステム改革
（２）科学技術イノベーションに関する新たなシステムの構築

① 事業化支援の強化に向けた環境整備

● 科学技術に関する基本政策について（平成２２年１２月２４日 総合科学技術会議決定）

段階的競争選抜方式の導入拡大に関する政府の提言資料109

段階的競争選抜方式を実施している事業の参考事例①

● 研究成果最適展開支援事業（文部科学省事業）

事業費：
ＦＳ：１３０万円程度／年～８００万円程度／年
本格研究開発：総額２０００万円程度～２０億円程度

研究開発機関
ＦＳ：１年まで
本格研究開発：２年程度～７年程度

【出典】 独立行政法人科学技術振興機構ＨＰのデータを参考に総務省が作成

～大学等で生まれた研究成果を基にした実用化を目指すための幅広い技術開発を支援～
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段階的競争選抜方式を実施している事業の参考事例②

● イノベーション創出基礎的研究推進事業（農林水産省事業）

【出典】 農林水産省ＨＰのデータを参考に総務省が作成

～農林水産・食品産業分野等におけるイノベーションの創出を目指し、目的基礎研究及び応用段階の研究開発を推進～
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段階的競争選抜方式を実施している事業の参考事例③

● 省エネルギー革新技術開発事業（経済産業省事業）その１

【出典】 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構ＨＰのデータを参考に総務省が作成

～基盤的な技術から、実用化目前の技術まで、エネルギーの使用合理化（省エネルギー）に関わる幅広い技術開発を支援～
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段階的競争選抜方式を実施している事業の参考事例③

【出典】 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構ＨＰのデータを参考に総務省が作成

● 省エネルギー革新技術開発事業（経済産業省事業）その２
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段階的競争選抜方式を実施している事業の参考事例④

● 建設技術研究開発助成制度（国土交通省事業）

【出典】 国土交通省ＨＰのデータを参考に総務省が作成

～建設分野の技術革新を推進していくため、国土交通省の所掌する建設技術の高度化および国際競争力の強化、
国土交通省が実施する研究開発の一層の推進等に資する技術研究開発への助成を行う。～
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資料６ ＩＣＴ利活用戦略ワーキンググループ 構成員 名簿

資料７ ＩＣＴ利活用戦略ワーキンググループ 審議経過

資料８ 研究開発戦略委員会 構成員 名簿

資料９ 研究開発戦略委員会 審議経過

資料１０ ＩＣＴグローバル展開の在り方に関する懇談会 構成員 名簿

資料１１ ＩＣＴグローバル展開の在り方に関する懇談会 審議経過

資料１２ ＩＣＴ地域活性化懇談会 構成員 名簿

資料１３ ＩＣＴ地域活性化懇談会 審議経過

資料１４ 中間答申に関する検討体制



諮 問 第 １ ７ 号  

平成２３年２月１０日  

 

情報通信審議会会長 殿 

 

 

 

総務大臣 片山 善博        

 

 

 

 

諮 問 書 

 

 

 

下記について、別紙により諮問する。 

 

 

 

記 

 

 

知識情報社会の実現に向けた情報通信政策の在り方 

  

資料１



諮問第１７号 

 

 知識情報社会の実現に向けた情報通信政策の在り方 

 

１ 諮問理由 

 ＩＣＴ(Information and Communications Technology：情報通信技術)分野に

おいては、ブロードバンド・ゼロ地域の解消（２０１１年３月見込み）及び地

上デジタル放送への完全移行（同年７月）により、通信・放送ネットワークの

「完全デジタル化」が完了するとともに、現在アナログ放送に用いられている

周波数を活用した新たな通信・放送ネットワークの整備を進めることとされて

いる。また、昨年１１月に成立した「放送法等の一部を改正する法律」が順次

施行される等により、今後、通信・放送の融合・連携等が本格的に始まるもの

と見込まれる。 

 こうした中、ＩＣＴは、社会の姿を大きく変えつつある。新たな技術やイノ

ベーションが次々と生み出され、これらを活用した新しい事業モデルが間断な

く登場して市場環境の変化を加速化するとともに、社会インフラや公的主体に

おけるＩＣＴの利活用にも大きな可能性が期待されている。また、インターネ

ットを通じて、そこで流通する様々な知識や情報を無数の人が常時共有するこ

とが可能となり、それらの活用・蓄積による「協働」を通じた地域の課題解決

や、新たな知恵や文化の創造も進みつつある。さらに、こうした知識や情報の

流通は、国境を越えたレベルでも加速しており、経済活動のグローバル化の進

展と相まって、ＩＣＴ産業のグローバル化も急速に進展しつつある。 

このように、ブロードバンド化・デジタル化された通信・放送ネットワーク

を通じて、社会経済のあらゆる場面において、知識・情報のやり取りが活発に

行われ、その流通・共有・活用・蓄積が新たな価値を生み出す「知識情報社会」

の構築がグローバルに進展しつつある。また、ＩＣＴの利活用に当たっては、

これまで以上に我が国が抱える少子高齢化等の解決に向け利用者本位で取り組

み、国民が生活や社会の改善を実感できるようにすることが求められている。 

こうした中、今後、政府が重点的に取り組むべき情報通信政策の方向性につ

いて検討することが必要である。 

以上を踏まえ、２０２０年頃までを視野に入れ、「知識情報社会」の実現に向

けた情報通信政策の在り方について、情報通信審議会に諮問する。 

 

２ 答申を希望する事項 

 (1) ＩＣＴ市場の構造変化と将来像 

 (2) 今後重点的に取り組むべき情報通信政策の方向性 

別紙



  （具体的事項） 

  ・新事業創出戦略 

  ・研究開発戦略 

  ・国際戦略 

  ・標準化戦略 

  ・地域活性化戦略 

 (3) その他必要と考えられる事項 

 

３ 答申を希望する時期 

  平成２４年７月目途（平成２３年７月目途に第一次答申） 

 

４ 答申が得られた時の行政上の措置 

  今後の情報通信行政の推進に資する。 

 

 



 （平成23年4⽉1⽇現在　敬称略・五⼗⾳順）

主　　要　　現　　職

会 ⻑ ⼤ 歳
お お と し

卓 ⿇
た く ま ⽇本アイ・ビー・エム㈱ 会⻑

会⻑代理 坂 内
さ か う ち

正 夫
ま さ お 国⽴情報学研究所 所⻑

委 員 相 澤
あ い ざ わ

彰 ⼦
あ き こ 国⽴情報学研究所 教授・東京⼤学⼤学院 教授

〃 相 ⽥
あ い だ

仁
ひとし 東京⼤学⼤学院 ⼯学系研究科 教授

〃 ⻘ ⽊
あ お き

節 ⼦
せ つ こ 慶應義塾⼤学 総合政策学部 教授

〃 浅 沼
あ さ ぬ ま

弘 ⼀
こ う い ち 全⽇本電機・電⼦・情報関連産業労働組合連合会 書記⻑

〃 荒 川
あ ら か わ

薫
かおる 明治⼤学 理⼯学部 教授

〃 井 ⼿
い で

秀 樹
ひ で き 慶應義塾⼤学 商学部 教授

〃 伊 東
い と う

晋
すすむ 東京理科⼤学 理⼯学部 教授

〃 井野
い の

勢津⼦
せ つ こ ＳＡＰジャパン㈱ 代表取締役最⾼財務責任者

〃 清 ⽥
き よ た

瞭
あきら ㈱⼤和証券グループ本社　取締役名誉会⻑

〃 清 原
き よ は ら

慶 ⼦
け い こ 三鷹市⻑

〃 近 藤
こ ん ど う

則 ⼦
の り こ ⽼テク研究会 事務局⻑

〃 斎 藤
さ い と う

聖 美
き よ み ジェイ・ボンド東短証券㈱ 代表取締役社⻑

〃 嶌
し ま

信 彦
の ぶ ひ こ ジャーナリスト

〃 新 町
し ん ま ち

敏 ⾏
と し ゆ き ㈱⽇本航空 社友

〃 鈴 ⽊
す ず き

陽 ⼀
よ う い ち 東北⼤学 電気通信研究所 教授・情報シナジー機構⻑

〃 須 藤
す ど う

修
おさむ 東京⼤学⼤学院 情報学環 教授

〃 ⾼ 橋
た か は し

伸 ⼦
の ぶ こ ⽣活経済ジャーナリスト

〃 徳 ⽥
と く だ

英 幸
ひ で ゆ き 慶應義塾⼤学　政策・メディア研究科委員⻑

〃 新 美
に い み

育 ⽂
い く ふ み 明治⼤学 法学部 教授

〃 野 間
の ま

省 伸
よ し の ぶ ㈱講談社 代表取締役社⻑

〃 服 部
は っ と り

武
たけし 上智⼤学 理⼯学部 教授

〃 広崎
ひ ろ さ き

膨太郎
ぼ う た ろ う ⽇本電気㈱ 特別顧問

〃 藤 沢
ふ じ さ わ

久 美
く み シンクタンク・ソフィアバンク 副代表

〃 前 ⽥
ま え だ

⾹ 織
か お り 広島市⽴⼤学⼤学院 情報科学研究科 教授

〃 町 ⽥
ま ち だ

勝 彦
か つ ひ こ シャープ㈱ 代表取締役会⻑

〃 三尾
み お

美枝⼦
み え こ 六番町総合法律事務所 弁護⼠

〃 村 本
む ら も と

孜
つとむ 成城⼤学 社会イノベーション学部 教授

〃 ⼭ 内
や ま う ち

弘 隆
ひ ろ た か ⼀橋⼤学⼤学院 商学研究科 教授

情 報 通 信 審 議 会 委 員 名 簿

⽒　　　名

010958A
テキストボックス
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（平成23年4⽉1⽇現在　敬称略・五⼗⾳順）

主　　要　　現　　職

部 会 ⻑ 須 藤
す ど う

修
おさむ 東京⼤学⼤学院　情報学環　教授

部会⻑代理 新 美
に い み

育 ⽂
い く ふ み 明治⼤学　法学部　教授

委 員 浅 沼
あ さ ぬ ま

弘 ⼀
こ う い ち 全⽇本電機・電⼦・情報関連産業労働組合連合会　書記⻑

〃 荒 川
あ ら か わ

薫
かおる 明治⼤学　理⼯学部　教授

〃 伊 東
い と う

晋
すすむ 東京理科⼤学　理⼯学部　教授

〃 井野
い の

勢津⼦
せ つ こ SAPジャパン㈱　代表取締役最⾼財務責任者

〃 清 ⽥
き よ た

瞭
あきら ㈱⼤和証券グループ本社　取締役名誉会⻑

〃 清 原
き よ は ら

慶 ⼦
け い こ 三鷹市⻑

〃 近 藤
こ ん ど う

則 ⼦
の り こ ⽼テク研究会　事務局⻑

〃 嶌
し ま

信 彦
の ぶ ひ こ ジャーナリスト

〃 鈴 ⽊
す ず き

陽 ⼀
よ う い ち 東北⼤学　電気通信研究所　教授・情報シナジー機構⻑

〃 ⾼ 橋
た か は し

伸 ⼦
の ぶ こ ⽣活経済ジャーナリスト

〃 徳 ⽥
と く だ

英 幸
ひ で ゆ き 慶應義塾⼤学　政策・メディア研究科委員⻑

〃 野 間
の ま

省 伸
よ し の ぶ ㈱講談社　代表取締役社⻑

〃 藤 沢
ふ じ さ わ

久 美
く み シンクタンク・ソフィアバンク　副代表

〃 町 ⽥
ま ち だ

勝 彦
か つ ひ こ シャープ㈱　代表取締役会⻑

〃 三尾
み お

美枝⼦
み え こ 六番町総合法律事務所　弁護⼠

臨時委員 村 井
む ら い

純
じゅん 慶應義塾⼤学　環境情報学部⻑

〃 安 ⽥
や す だ

浩
ひろし 東京電機⼤学　教授

情報通信審議会 情報通信政策部会 名簿

⽒　　　名
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（平成23年6⽉13⽇現在　敬称略・五⼗⾳順）

主　　要　　現　　職
主 査
委 員 新 美

に い み

育 ⽂
い く ふ み

明治⼤学　法学部　教授

臨 時 委 員 村 井
む ら い

純
じゅん 慶應義塾⼤学　環境情報学部⻑・教授

専 ⾨ 委 員 秋 池
あ き い け

玲 ⼦
れ い こ ボストンコンサルティンググループ　パートナー＆マネージング・ディレクター

〃 岩 浪
い わ な み

剛 太
ご う た （株）インフォシティ　代表取締役

〃 太 ⽥
お お た

清 久
き よ ひ さ 起業投資（株）　執⾏役員専務

〃 岡 村
お か む ら

久
ひ さ

道
み ち 弁護⼠　国⽴情報学研究所客員教授

〃 神 ⾨
か ん ど

典 ⼦
の り こ 国⽴情報学研究所　情報社会相関研究系教授

〃 國 領
こ く り ょ う

⼆ 郎
じ ろ う 慶應義塾⼤学　総合政策学部⻑・教授

〃 佐 々 ⽊
さ さ き

俊 尚
と し な お フリージャーナリスト

〃 野 原
の は ら

佐 和 ⼦
さ わ こ （株）イプシ・マーケティング研究所　代表取締役社⻑

〃 野 村
の む ら

敦 ⼦
あ つ こ （株）⽇本総合研究所　調査部　主任研究員

〃 堀
ほ り

義 貴
よ し た か （株）ホリプロ　代表取締役会⻑兼社⻑

〃 三 膳
み よ し

孝 通
た か み ち （株）インターネットイニシアティブ　常務取締役　技術戦略担当

〃 村 上
む ら か み

輝 康
て る や す （株）野村総合研究所　シニア・フェロー

〃 森 川
も り か わ

博 之
ひ ろ ゆ き 東京⼤学　先端科学技術研究センター　教授

〃 ⼭ ⽥
や ま だ

栄 ⼦
え い こ （株）三菱総合研究所　⼈間・⽣活研究本部　医療・福祉経営グループ主席研

究員
〃 ⼭ ⽥

や ま だ

メ ユ ミ （株）アイスタイル　取締役　＠cosme主宰

〃 吉 川
よ し か わ

尚 宏
な お ひ ろ A.T. カーニー（株）　プリンシパル

新事業創出戦略委員会構成員名簿

⽒　　　名

010958A
テキストボックス
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新事業創出戦略委員会 審議経過 

年月日  主な議事 

平成 23 年 2 月 17 日 第１回 (1) 委員会の運営について 

(2) 諮問の背景及び検討事項について 

(3) 構成員プレゼンテーション 

① 岩浪構成員プレゼンテーション 

② 太田構成員プレゼンテーション 

③ 森川構成員プレゼンテーション 

(4) 自由討議 

(5) その他 

平成 23 年 2 月 23 日 第２回 (1) 第１回会合における主な議論 

(2) 構成員等プレゼンテーション 

   ① 三膳構成員プレゼンテーション 

 ② 秋池構成員プレゼンテーション 

③ 野村構成員プレゼンテーション 

④ 小池聡氏（3Di 株式会社）プレゼンテーション 

(3) 自由討議 

(4) その他 

平成 23 年 3 月 2 日 第３回 (1) ＩＣＴ利活用戦略ＷＧ 活動状況報告 

(2) 構成員プレゼンテーション 

   ① 村上構成員プレゼンテーション 

② 山田栄子構成員プレゼンテーション 

③ 山田メユミ構成員プレゼンテーション 

   ④ 吉川構成員プレゼンテーション 

(3) 自由討議 

(4) その他 

平成 23 年 3 月 11 日 第４回 (1) 構成員プレゼンテーション 

   ① 岡村構成員プレゼンテーション 

② 佐々木構成員プレゼンテーション 

③ 野原構成員プレゼンテーション 

(2) 自由討議 

(3) その他 

 

  

010958A
テキストボックス
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年月日  主な議事 

平成 23 年 4 月 26 日 第５回 (1) ゲストプレゼンテーション 

① 情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）  

プレゼンテーション 

② テレコムサービス協会 プレゼンテーション 

③ 日本インターネットプロバイダ協会（JAIPA）  

プレゼンテーション 

(2) 自由討議 

(3) その他 

平成 23 年 5 月 16 日 第６回 (1) 構成員等プレゼンテーション 

   ① 神門構成員プレゼンテーション 

② 電通総研プレゼンテーション 

③ 博報堂ＤＹメディアパートナーズ 

プレゼンテーション 

(2) 論点整理に向けた議論 

(3) その他 

平成 23 年 5 月 30 日 第７回 (1) 論点整理 

(2) 自由討議 

(3) その他 

平成 23 年 6 月 13 日 第８回 (1) 第１次取りまとめ（案） 

(2) その他 

 

 

 

 

 



 （平成23年２⽉17⽇現在　敬称略・五⼗⾳順）

主　　要　　現　　職

座 ⻑ 村 上
む ら か み

輝 康
て る や す 株式会社野村総合研究所　シニア・フェロー

座⻑代理 國 領
こ く り ょ う

⼆ 郎
じ ろ う 慶應義塾⼤学総合政策学部⻑・教授

秋 ⼭
あ き や ま

昌 範
ま さ の り 東京⼤学政策ビジョン研究センター教授

猪 狩
い が り

典 ⼦
の り こ 国際⼤学グローバルコミュニケーションセンター研究員

⽯ 川
い し か わ

雄
ゆ う

章
しょう 東京⼤学⼤学院情報学環特任教授

岩 野
い わ の

和 ⽣
か ず お ⽇本アイ・ビー・エム株式会社執⾏役員　未来創造事業担当

梶 川
か じ か わ

融
とおる 太陽ASG有限責任監査法⼈総括代表社員（CEO）

⾓
か ど

泰
やす

志
し ⽇本ユニシス株式会社専務執⾏役員　ICTサービス部⾨⻑

⻲ 岡
か め お か

孝
た か

治
は る 三重⼤学⼤学院⽣物資源学研究科「⾷と農業を科学するリサーチセンター」教授

北
き た

俊 ⼀
し ゅ ん い ち 株式会社野村総合研究所　情報・通信コンサルティング部上席コンサルタント

篠
し の

﨑
ざ き

彰 彦
あ き ひ こ 九州⼤学⼤学院経済学研究院教授

三⾕
み た に

慶⼀郎
け い い ち ろ う ＮＴＴデータ経営研究所　情報戦略コンサルティング本部⻑

野 城
や し ろ

智 也
と も な り 東京⼤学⽣産技術研究所所⻑・教授

安 ⽥
や す だ

直
な お ＮＰＯ⽇本ネットワークセキュリティ協会主席研究員　サイバー⼤学IT総合学部教授

⼭ ⽥
や ま だ

肇
はじめ 東洋⼤学経済学部教授

ＩＣＴ利活⽤戦略ワーキンググループ構成員名簿

⽒　　　名
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テキストボックス
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ＩＣＴ利活用戦略ワーキンググループ 審議経過 

年月日  主な議事 

平成 23 年 2 月 17 日 第１回 （1） 開催要綱について 

（2） 検討の進め方について 

（3） これまでのＩＣＴ利活用施策について 

（4） フリーディスカッション 

平成 23 年 2 月 28 日 第２回 （1）構成員プレゼンテーション 

① 篠崎構成員 

② 岩野構成員 

③ 秋山構成員 

④ 亀岡構成員 

⑤ 野城構成員 

（2） フリーディスカッション 

（3） その他 

平成 23 年 4 月 12 日 第３回 （1） 構成員プレゼンテーション 

① 安田構成員 

② 石川構成員 

③ 角構成員 

④ 山田構成員 

⑤ 三谷構成員 

（2） フリーディスカッション 

（3） その他 

平成 23 年 4 月 26 日 第４回 （1） 災害時における ICT 利活用の課題 

（2） フリーディスカッション 

（3） その他 

平成 23 年 5 月 27 日 第５回 （1） 構成員プレゼンテーション 

北構成員 

（2） 現在の ICT 利活用施策スキーム等について 

（3） 野村総合研究所より調査研究結果報告 

（4） 構成員プレゼンテーション 

① 猪狩構成員 

② 柴谷氏（梶川構成員代理） 

③ 山田構成員 

（5） フリーディスカッション 

平成 23 年 5 月 31 日 第６回 （1） ICT 利活用戦略ワーキンググループ第一次とりまとめ

（案） 

（2） フリーディスカッション 
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（平成23年7⽉１⽇時点　敬称略・五⼗⾳順）

主　　要　　現　　職
主 査
臨 時 委 員 安 ⽥

や す だ

浩
ひろし 東京電機⼤学　未来科学部⻑　教授

（社）電⼦情報通信学会　会⻑
委員 荒 川

あ ら か わ

薫
かおる 明治⼤学　理⼯学部　教授

〃 伊 東
い と う

晋
すすむ 東京理科⼤学　理⼯学部　教授

〃 近 藤
こ ん ど う

則 ⼦
の り こ ⽼テク研究会　事務局⻑

〃 ⾼ 橋
た か は し

伸 ⼦
の ぶ こ ⽣活経済ジャーナリスト

専⾨委員 ⽚ ⼭
か た や ま

泰 祥
や す よ し ⽇本電信電話（株）　常務取締役　技術企画部⾨⻑　次世代ネットワーク推

進室⻑

〃 上 條
かみじ ょ う

由 紀 ⼦
ゆ き こ ⾦沢⼯業⼤学⼤学院　准教授

〃 河 合
か わ い

由 起 ⼦
ゆ き こ 京都産業⼤学　コンピュータ理⼯学部　准教授

〃 國 尾
く に お

武
たけ

光
みつ ⽇本電気（株）　執⾏役員常務

〃 久 保 ⽥
く ぼ た

啓 ⼀
け い い ち ⽇本放送協会　放送技術研究所⻑

〃 嶋 ⾕
し ま た に

吉 治
よ し は る KDDI（株）　取締役執⾏役員専務　技術統括本部⻑

〃 関
せき

祥 ⾏
よ し ゆ き （株）フジテレビジョン　常務取締役

〃 関 ⼝
せ き ぐ ち

和
わ

⼀
いち （株）⽇本経済新聞社　論説委員兼編集委員

〃 津 ⽥
つ だ

俊 隆
と し た か （株）富⼠通研究所フェロー

〃 堤
つつみ

和 彦
か ず ひ こ 三菱電機（株）　常務執⾏役　開発本部⻑

〃 ⼾ 井 ⽥
と い だ

園
その

⼦
こ All　About家電ガイド／家電＆インテリアコーディネーター

〃 富 永
と み な が

昌 彦
ま さ ひ こ （独）情報通信研究機構　理事

〃 中 川
な か が わ

⼋ 穂 ⼦
や お こ （株）⽇⽴製作所　中央研究所　新世代コンピューティングＰＪ

シニアプロジェクトマネージャー（ＰＪリーダ）
〃 ⻄ ⾕

に し た に

清
きよし 元ソニー（株）　業務執⾏役員　SVP、環境、技術渉外担当

〃 野 原
の は ら

佐 和 ⼦
さ わ こ （株）イプシ・マーケティング研究所　代表取締役社⻑

〃 平 ⽥
ひ ら た

康 夫
や す お （株）国際電気通信基礎技術研究所　代表取締役社⻑

〃 三 輪
み わ

真
まこと パナソニック（株）　理事　東京R&Dセンター所⻑

〃 ⽮ ⼊
や い り

郁 ⼦
い く こ 上智⼤学　理⼯学部　情報理⼯学科　准教授

〃 ⼸ 削
ゆ げ

哲 也
て つ や ソフトバンクテレコム（株）顧問

研究開発戦略委員会　構成員　名簿

⽒　　　名

010958A
テキストボックス
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研究開発戦略委員会 審議経過 

年月日  主な議事 

平成 23 年 2 月 28 日 第１回 (1) 研究開発戦略委員会の設置及び運営等について 

(2) 諮問の背景及び検討アジェンダ等について 

(3) ＩＣＴの研究開発を巡る状況 

(4) 企業・団体からのプレゼンテーション 

① 富永構成員プレゼンテーション 

② 片山構成員プレゼンテーション 

③ 久保田構成員プレゼンテーション 

④ 津田構成員プレゼンテーション 

(5) 質疑応答・自由討議 

(6) 当面の検討スケジュール（案） 

(7) その他 

平成 23 年 3 月 7 日 第２回 (1) 第 1 回委員会の議事概要の確認 

(2) 第 1 回委員会における主な議論（論点）等 

(3) 総務省の競争的資金制度について 

(4) 有識者・企業・団体からのプレゼンテーション 

① 増子ゲストプレゼンテーション 

② 平田構成員プレゼンテーション 

③ 嶋谷構成員プレゼンテーション 

④ 西谷構成員プレゼンテーション 

(5) 質疑応答・自由討議 

(6) 第 3 回・第 4 回委員会のプレゼンテーションの予定 

について 

(7) その他 
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年月日  主な議事 

平成 23 年 4 月 4 日 

～ 

平成 23 年 4 月 8 日 

第３回 文書審議（下記の構成員・ゲストの資料をもとに、メール審

議） 

① ルネサスエレクトロニクス株式会社 

② 株式会社東芝 セミコンダクター社 

③ 九州工業大学 尾家祐二氏 

④ 東京工業大学 像情報工学研究所 社会情報流通

基盤研究センター 大山永昭氏 

⑤ 河合構成員 

⑥ 國尾構成員 

⑦ 東京大学 齊藤忠夫氏 

⑧ 情報処理学会 

⑨ 津田構成員 

⑩ 堤構成員 

⑪ 中川構成員 

⑫ 大阪大学 西尾章治郎氏 

⑬ 三輪構成員 

⑭ 東京大学先端科学技術研究センター 森川博之氏

⑮ 住友電気工業株式会社 

⑯ 奈良先端科学技術大学院大学 山口英氏 

⑰ 弓削構成員 

平成 23 年 5 月 13 日 第４回 (1) 第 2 回委員会以降の議論等について 

① 第 2 回委員会の議事概要及び主な議論 

② 東日本大震災の発生以降に行ったメール審議 

（第 3 回委員会） 

③ 意見募集（パブリックコメント）の結果 

④ 震災を受けた政府の動き 

(2) 東日本大震災を踏まえた追加のプレゼンテーション 

① 富永構成員プレゼンテーション 

② 津田構成員プレゼンテーション 

③ 中川構成員プレゼンテーション 

(3) 委員会報告のとりまとめに向けた論点整理（案） 

(4) その他（今後のスケジュール等） 

  



 

年月日  主な議事 

平成 23 年 5 月 19 日 第５回 (1) 第 4 回委員会の議事概要の確認 

(2) 近藤構成員からのプレゼンテーション 

(3) 総務省・NICT における研究開発の成果について 

(4) 委員会報告のとりまとめに向けた論点整理（その２）

及び情報通信審議会情報通信政策部会への検討状況

の報告について 

(5) その他 

平成 23 年 6 月 10 日 第６回 (1) 第 5 回委員会の議事概要の確認 

(2) 情報通信政策部会の状況報告について 

(3) 総務省及び NICT における研究開発の成果について

(4) 研究開発戦略委員会の報告（案）の検討 

(5) その他 

平成 23 年 6 月 24 日 第７回 (1) 第 6 回委員会の議事概要の確認 

(2) 「情報通信人材の育成」について 

(3) 研究開発戦略委員会報告書（案）の検討 

(4) その他 

平成 23 年 7 月 7 日 第８回 (1) 第 7 回委員会の議事概要の確認 

(2) 研究開発戦略委員会の報告書（案）のとりまとめ 

(3) その他 

 

 



（平成23年7⽉8⽇現在　敬称略・五⼗⾳順）

主　　要　　現　　職

座 ⻑ 岡
お か

素 之
も と ゆ き 住友商事株式会社　代表取締役会⻑

座 ⻑ 代 理 村 上
む ら か み

輝 康
て る や す 株式会社野村総合研究所　シニア・フェロー

磯 部
い そ べ

悦 男
え つ お 株式会社三菱総合研究所  常務執⾏役員ソリューション部⾨⻑

伊 藤
い と う

明 男
あ き お 株式会社⽇⽴製作所　理事　情報・通信システム社　執⾏役員

プラットフォーム部⾨ＣＯＯ

⼤ 畠
お お ば た け

昌 ⺒
ま さ み シャープ株式会社　執⾏役員情報通信事業統轄兼通信システム事業本部⻑

⽚ ⼭
か た や ま

泰 祥
や す よ し ⽇本電信電話株式会社　常務取締役技術企画部⾨⻑

北 村
き た む ら

秀 夫
ひ で お 株式会社東芝　執⾏役専務　社会インフラ事業グループ分担

佐 々 ⽊
さ さ き

弘 世
ひ ろ よ 独⽴⾏政法⼈国際協⼒機構　理事

嶋 ⾕
し ま た に

吉 治
よ し は る ＫＤＤＩ株式会社　取締役執⾏役員常務

中 島
な か じ ま

透
とおる 三井物産株式会社　理事　ＩＴ推進部　部⻑

中 村
な か む ら

康 佐
こ う す け 株式会社みずほコーポレート銀⾏　常務執⾏役員

浜 場
は ま ば

正 明
ま さ あ き 富⼠通株式会社　執⾏役員常務

松 本
ま つ も と

徹 三
て つ ぞ う ソフトバンクモバイル株式会社　取締役副社⻑

宮 部
み や べ

義 幸
よ し ゆ き パナソニック株式会社　常務取締役　技術担当

椋 ⽥
む く た

哲 史
さ と し 社団法⼈⽇本経済団体連合会　常務理事

村 井
む ら い

純
じゅん 慶應義塾⼤学環境情報学部⻑・教授

安 井
や す い

潤 司
じ ゅ ん じ ⽇本電気株式会社　取締役　執⾏役員専務

⼭ 本
や ま も と

直 樹
な お き Ａ.Ｔ. カーニー株式会社　パートナー

ＩＣＴグローバル展開の在り⽅に関する懇談会　構成員　名簿

⽒　　　名

010958A
テキストボックス
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ＩＣＴグローバル展開の在り方に関する懇談会 審議経過 

年月日  主な議事 

平成 23 年 1 月 31 日 第１回 (1) 構成員プレゼンテーション 

① 磯部構成員プレゼンテーション 

② 永井構成員プレゼンテーション 

③ 村上構成員プレゼンテーション 

(2) 事務局説明 

① 検討アジェンダ（案）について 

(3) フリーディスカッション 

平成 23 年 5 月 24 日 第２回 (1) プレゼンテーション 

① 京都大学大学院情報学研究科 石田教授 

(2) ワーキンググループからの報告 

① プロジェクト案件形成ワーキンググループにおける

議論について 

② 標準化戦略ワーキンググループにおける議論につ

いて 

(3) 日 ASEAN 官民協議会における検討状況について 

(4) 事務局説明 

① 中間整理（案）について 

(5) フリーディスカッション 

平成 23 年 7 月 8 日 第３回 (1) 日 ASEAN 官民協議会における検討結果について 

(2) ワーキンググループからの報告 

① プロジェクト案件形成ワーキンググループにおける

議論について 

② 標準化戦略ワーキンググループにおける議論につ

いて 

(3) 事務局説明 

① 報告書（案）について 

(4) フリーディスカッション 
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（平成23年6⽉30⽇現在　敬称略・五⼗⾳順）

主　　要　　現　　職

座 ⻑ ⾦ ⼦
か ね こ

郁 容
い く よ う 慶應義塾⼤学政策・メディア研究科教授

座 ⻑ 代 理 坪 ⽥
つ ぼ た

知 ⼰
と も み 株式会社コラボトリエ代表取締役

安 藤
あ ん ど う

周 治
し ゅ う じ NPO法⼈ひろしまNPOセンター代表理事

奥 ⽥
お く だ

貢
みつぐ 和歌⼭県北⼭村⻑

嘉 ⽥
か だ

由 紀 ⼦
ゆ き こ 滋賀県知事

⽚ 岡
か た お か

恵 ⼀
け い い ち 愛知県岩倉市⻑

岸 本
き し も と

晃
あきら 株式会社プリズム代表取締役

後 藤
ご と う

和 ⼦
か ず こ 埼⽟⼤学経済学部・経済科学研究科教授

近 藤
こ ん ど う

則 ⼦
の り こ ⽼テク研究会事務局⻑

坂 本
さ か も と

世 津 夫
せ つ お 四国総合通信懇談会運営委員⻑

⽴ ⽯
た て い し

聡 明
と し あ き 有限会社マンダラネット代表取締役

⼟ 井
ど い

美 和 ⼦
み わ こ 株式会社東芝研究開発センター⾸席技監

藤 沢
ふ じ さ わ

烈
れつ RCF代表

本 ⽥
ほ ん だ

節
せつ 有限会社ひまわり亭代表取締役

本 ⽥
ほ ん だ

敏 秋
と し あ き 岩⼿県遠野市⻑

三 友
み と も

仁 志
ひ と し 早稲⽥⼤学国際学術院⼤学院アジア太平洋研究科教授

横 ⽯
よ こ い し

知 ⼆
と も じ 株式会社いろどり代表取締役社⻑

ＩＣＴ地域活性化懇談会　構成員　名簿

⽒　　　名
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ＩＣＴ地域活性化懇談会 審議経過 

年月日  主な議事 

平成 23 年 2 月 10 日 第１回 (1) 「ICT 地域活性化懇談会における検討アジェンダ

（案）」について 

(2) フリーディスカッション 

(3) 「ICT 地域活性化懇談会の今後の進め方（案）」に 

ついて 

平成 23 年 2 月 22 日

  ～ 同年 3 月 17 日

意見募集 「ICT 地域活性化懇談会における検討アジェンダ」に対す

る意見募集 

平成 23 年 3 月 9 日 第１回 

（公開 

ワーク 

ショップ） 

(1) 「ICT 地域活性化懇談会における検討アジェンダ」 

及び「質問事項」説明 

(2) プレゼンテーション 

(3) フリーディスカッション 

平成 23 年 4 月 28 日 第２回 (1) 農林水産業に関する公開ワークショップの概要に 

ついて 

(2) 検討アジェンダに対する意見募集の結果について 

(3) 今後の検討の進め方について 

(4) フリーディスカッション 

平成 23 年 5 月 31 日 第３回 (1) 中間整理（案）について 

(2) フリーディスカッション 

平成 23 年 6 月 30 日 第４回 (1) 提言（案）について 
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中間答申に関する検討体制

ＩＣＴグローバル
展開懇談会

＜副大臣主催＞

情報通信審議会

情報通信政策部会

研究開発
戦略委員会

新事業創出
戦略委員会

検討状況等を報告

ＩＣＴ地域活性化
懇談会

＜大臣主催＞

標準化政策
検討委員会

部 会 長 須藤 修 （東大教授）

部会長代理 新美 育文 （明大教授）

主 査 新美 育文 （明大教授）

主査代理 村井 純 （慶大教授）

主 査 安田 浩 （東京電機大教授）

主査代理 荒川 薫 （明大教授）

主 査 徳田 英幸 （慶大教授）

主査代理 鈴木 陽一

（東北大教授）

座 長 金子 郁容 (慶大教授)

座長代理 坪田 知己

(コラボトリエ代表)

座 長 岡 素之 （住商会長）

座長代理 村上 輝康

（野村総研 シニア・フェロー）

(6月 取りまとめ) (7月 取りまとめ) (7月 取りまとめ) (7月 取りまとめ)(7月 取りまとめ)

※ 「情報通信分野における標準化政策の

在り方」（平成23年2月10日諮問第18号）
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「知識情報社会の実現に向けた情報通信政策の在り方」に係る
検討アジェンダに対する意見募集の結果（概要）

平成２３年４月

「１ 検討の目的」 「２ 基本理念」 「３ ＩＣＴ市場の構造変化と将来像」
「４（１）新事業創出戦略」 「５ その他検討すべき事項」 部分

資料１－１

１ 「知識情報社会の実現に向けた情報通信政策の在り方」に係る
検討アジェンダに対する意見募集について

1

１ 背景

 情報通信審議会情報通信政策部会は、平成２３年２月１０日、総務大臣からの諮問を受け、「知識情報社
会の実現に向けた情報通信政策の在り方」についての審議を開始。

 検討アジェンダを取りまとめ、ＩＣＴ総合戦略の推進に際し留意すべき事項等、検討アジェンダに掲げた
事項について、総務省ホームページ及び電子政府の総合窓口において幅広く国民より意見募集を実施。

２ 意見募集期間
平成２３年２月２４日（木）～４月１４日（木）

３ 意見募集の結果
６０者から１４１件の意見提出

４ 意見提出者 （計６０者）

・アルプス電気株式会社
・合同会社ウィトラ
・ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社
・社団法人関西経済連合会産業部
・グローバルクラウド基盤連携技術

フォーラム
・グローバルフレンドシップ株式会社
・株式会社ケイ・オプティコム
・株式会社KDDI研究所（６者）
・車両情報活用研究所

（１）個人（２９者）

（２）民間事業者等（３１者）

・ソフトバンクＢＢ株式会社／ソフトバンク
テレコム株式会社／ソフトバンクモバイル
株式会社

・株式会社ディーピーシステム
・社団法人デジタルメディア協会
・社団法人テレコムサービス協会
・ナシュアソリューションズ株式会社
・株式会社ナチュラシステムズ
・株式会社ニーモニックセキュリティ
・日本電気株式会社

・社団法人日本ケーブルテレビ連盟
・日本セキュアテック研究所
・株式会社日立製作所
・富士通株式会社
・株式会社毎日放送
・三菱電機株式会社宇宙システム事業部
・一般社団法人モバイル・コンテンツ・

フォーラム
・株式会社ラック
・早稲田大学研究戦略センター



２ 提出された主な意見 2

■ 「２ 基本理念」 に対する意見

 完全電子化を前提とした「先進特区」を具体化し、その具体例と成功事例を商品化し、日本の国家戦略とし
て本気で海外にインフラからサービス提供していく産業創出を行うことで、前述特区に対する巨額の投資を、
国家としての新産業創出で 回収するような本格的な取り組みを即断し、実行することを切望。【グローバル
フレンドシップ（意見番号2）】

 医療・介護、教育、行政、農業等の分野において、国として目指すべき理想像を合意形成することが第一。
その理想像に向かって、官・民の垣根を越えたサービスのワンストップ化を実現するために、ＩＣＴがどの
ような役割を果たせるかを議論するのが、正しい検討手順。【ケイ・オプティコム（意見番号3）】

 ＩＴシステムに人間が合わせるのではなく、一人ひとりに合わせた人間中心のシステムによって、「ＩＣＴ
で生活や社会が良くなった」と実感できることが重要。【ナチュラシステムズ（意見番号4）】

 追加すべき理念として 「強固で柔軟な情報社会基盤の実現」を提案。強固な情報社会基盤を構築するには、
ＩＣＴ技術として、以下が挙げられる。１．自然災害、安全保障危機に耐えうる「強固性」、２．想定外の
事象に対応可能な「柔軟性」、３．強固かつ柔軟なＩＣＴ基盤上における「人としての視点に連携した利活
用性」。【日本電気（意見番号5）】

■ 「１ 検討の目的」に対する意見

 平時において品質を高いレベルで保って経済成長を促すが、有事に向けた備えも低いコストで両立させてお
き、利用者の生活を保護することもできるような二面性の両立を目指すべきではないか。 【個人（意見番号
1）】

２ 提出された主な意見 3

■ 「２ 基本理念」 に対する意見（続き）

 安全・安心および地方／地域の個別ニーズへの対応を図るためには、地上通信と衛星通信とを有機的に連携
させたトータルネットワークシステムの構築が重要であり、「総合戦略」の一部として検討することが必要。
【三菱電機宇宙システム事業部（意見番号6）】

 地震大国日本における震災対策へのＩＣＴの有効かつ実質的な活用のご検討をお願いいたします。その際、
震災弱者となる高齢者等の視点に立って検討を進めることが必要。【ラック（意見番号7）】

 検討アジェンダ全体において、知識情報社会におけるＩＣＴ利活用による効果の程度が具体的に定められて
いるのか。【個人（意見番号8）】

 真の知識情報社会とは、多様な繋がりを許容した、より効率的で無駄のない情報流通が基礎。より全ての国
民を公平に捉え、早期に国民を巻き込んだ計画を立案し、それに従って政策を進めて頂きたい。スマートグ
リッドへの取り組み、ラストワンマイルをどれだけケアできるのかも重要。【個人（意見番号9）】

■ 「２（１）国民本位のＩＣＴ政策へのパラダイム転換」 に対する意見

 過度に「国民本位」「消費者視点」を強調すると、新しい技術開発が疎かにされ、競争力を減退させる恐れ
なきにしもあらずと考えますので、ＩＣＴ政策としては、「技術の優位性は確保した上で、国民本位の･･･」
という書き方の方がよいのではないか。【デジタルメディア協会（意見番号10）】

 国全体としてのＩＣＴリテラシの向上の取り組み、国民を含めた情報セキュリティ体制の整備を行い、国民
自らが実践的な知識・知見を身に付けることができるよう、単なる議論や報告書の提言に留まらない、国を
挙げた社会システムを構築いただきたい。【ラック（意見番号11）】

 平時は多くの利用者が快適に使用でき、有事において発生した問題にも対応できるバックアップ体制を用意
しておくべきである。 【個人（意見番号12）】



２ 提出された主な意見 4

■ 「２（２）ＩＣＴによる社会的諸課題の解決と国際貢献」 に対する意見

 ＩＣＴによる社会的諸課題の解決と国際貢献を検討するに当たっては、「グローバル展開も見据えたＩＣＴ
の利活用の地域での実証（国内制度の変革も含む）」まで踏み込むことも検討する必要があるのではないか。
【デジタルメディア協会（意見番号13）】

 社会的諸課題の解決には、まず政府自らが新しい基盤でＩＣＴと社会システムをパッケージ化し徹底的に利
活用いただいたうえで、地球的課題の解決に「貢献するシステム」として提供をお願いしたい。【ラック
（意見番号14）】

 国内外の様々なデータの分析基盤の整備や、データの活用を促進するためのユニバーサルコミュニケーショ
ン技術などを推進し、ガラパゴス化した進化ではなく、真に国際的に貢献できるソリューションを開発する
ことが必要である。 【個人（意見番号15）】

■ 「２（３）ＩＣＴによる持続的な経済成長の実現」 に対する意見

 「ＩＣＴの利活用」は効率向上や社会的問題の解決には非常に有効だと思いますが、それを持続的に可能に
して経済成長につなげるには「技術開発」が不可欠。【デジタルメディア協会（意見番号16）】

 社会を脅かす可能性のある最先端の脅威に関する研究を戦略的に行いその防御方法を先んじて実装していく
ことが、持続的な経済成長と国際貢献のための技術基盤として必須。【ラック（意見番号17）】

 国内外を問わずにイノベーション的な提案を募集し、国としての特区制度の適用やベンチャー企業支援を行
うことで、復興を支援することが求められる。 【個人（意見番号18）】

２ 提出された主な意見 5

■ 「３①通信・放送ネットワークの変化とその影響」 に対する意見

 ユビキタスネットワークを実現するうえでのボトルネックは個々のICT技術よりもむしろ、都市インフラと連
携した活動の経済性が大きく影響してきている。都市インフラと通信インフラの連携の検討を提案したい。
【ウィトラ（意見番号20）】

 ＩＣＴ利活用を図る上で、利用者が権利侵害を懸念することなく利用できるよう、法やガイドラインの整備
を検討課題として挙げていただきたい。【ケイ・オプティコム（意見番号21）】

 ＩＰ生放送では、大容量の基幹網を必要とし、配信事業者は通信事業者に多額の支払いを必要とする。配信
事業者の負担を軽減し、新しいマスメディアチャネルを育てるような検討をお願いしたい。また、ＩＰ同時
再送信も含めてお願いしたい。【デジタルメディア協会（意見番号22）】

 災害時等におけるシームレスな情報伝達手段（ネットワーク等）の確保について、検討をお願いしたい。
【日本ケーブルテレビ連盟（意見番号23）】

 検討アジェンダ中、ケーブルテレビ事業者によるサービス展開の観点も含め、次の項目について重点的な検
討をお願いしたい。「 固定ブロードバンド網の整備、ワイヤレス分野における次世代通信網（3.9G）の普及、
携帯端末向けマルチメディア放送の開始等が進み、本格的なユビキタスネット社会を迎える中、今後、通
信・放送ネットワーク市場はどのように変化していくと考えられるか。」等。【日本ケーブルテレビ連盟
（意見番号24）】

 既存ネットワークから新世代への移行には、増設や保守作業中もユーザへのサービスを継続できるよう、管
理者によって適切に制御可能なネットワーク構造のあり方についての議論を提案。また、放送と通信の融
合・連携のためには、サービスプロバイダ/放送局/端末メーカなど業界横断の推進体制が必要。【日立製作
所（意見番号25）】

■ 「３ ＩＣＴ市場の構造変化と将来像」（全般） に対する意見

 新世代ネットワーク等、既存のネットワークに捉われない新しい概念を創出するような研究は早急に検討が
必要。また、物理ネットワークがよりオープンに運用されるべき。【個人（意見番号19）】



２ 提出された主な意見 6

■ 「３①通信・放送ネットワークの変化とその影響」 に対する意見（続き）

 「利用者便益に直結するコンテクストに応じた多様な配信ネットワークの整備」を謳うことが妥当ではない
か。【毎日放送（意見番号26）】

 生活に密着した空間（例えば全国の駅など）にて通信手段（専用線＋Wifi、Irda）とPF事業（信頼できる国内
事業者）を展開すれば、生活に密着している空間なので国民が便利になったと実感、パケット通信代が完全
従量に移行しても消費者負担は激減、キャリアの設備投資も抑制可能ではないか。【個人（意見番号27）】

 高齢者にとってのＩＣＴの利便性向上として、文化習慣となった家電との連携の推進、ＴＶ本体に無線通信
モジュールと相互通信可能なＵＩの装備、冷蔵庫の前面にタッチパネル式通信機器を搭載するのはどうか。
【個人（意見番号28）】

 「通信衛星と地上網を有機的に結合／一体化したブロードバンド通信網」の構築の検討も戦略的に行うべき。
【個人（意見番号29）】

 災害時などの安心・安全に係る情報通信、情報格差の解消、地域毎のニーズへのきめ細かい対応を重視した
ユビキタスネットワークの構築は、知識情報社会に不可欠であり、安心・安全な社会の実現、ビジネス機会
の創出等が可能。【個人（意見番号30）】

 今後の技術動向について、インフラとしての安定性や最大接続数の増加などの観点が必要。 【個人（意見番
号31）】

 様々な分野での著作権に関係するベンチャー企業の構想を募集し、再送信に対しての問題が発生した際に、
行政からの意見反映が可能な仕組みを作りながら著作権の枠組みを整備することが必要。 【個人（意見番号
32）】

 ネットワーク型のサイネージはユーザから広告主への方向に情報を流すことができる点で従来の広告とは決
定的に異なるため，今後は，これをうまく活かす形で，ユーザ毎に異なる嗜好に適応した多様な広告情報提
示の方法を開発することが重要。【個人（意見番号33）】

２ 提出された主な意見 7

■ 「３②ＩＣＴ利活用の変化とその影響」 に対する意見

 教育分野におけるＩＣＴ利活用の一層の促進に向け、デジタル教材等のコンテンツフォーマットの高度化・
標準化や各種ＩＣＴツールの統合管理を実現するプラットフォームの標準化等の検討及びセキュリティに配
慮した情報連携方式の実現に向けた具体的検証等を進めていくことが必要。【ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ（意
見番号34）】

 ＳＮＳを医療・行政・教育等の分野で、どのように活用していくかを、検討課題として挙げていただきたい。
【ケイ・オプティコム（意見番号35）】

 車両情報を点から線へ結びつけ、ライフサイクルの視点で統一した仕組みや施策が必要。【車両情報活用研
究所（意見番号37）】

 ＩＣＴを適用する医療・介護、教育、行政、農業等の分野ごとに関係府省と制度・規制のあり方等のご検討
を提案。【日立製作所（意見番号38）】

●各分野（医療、教育、行政、交通等）における利活用

●ソーシャルメディアの普及等

 ソーシャルネットの未来像として、情報の正確性、安全性が今以上に必要であり、“信頼性“を保障する仕
組みが必要。また、DPIの浸透に応じた（個人）情報の取り扱いについて、事前に対策を練る必要があるので
はないか。【個人（意見番号41）】

 ソーシャルメディアは現在日本が抱えている様々な閉塞感を打ち破る可能性を秘めている。日本にその波が
いくためには、多くの障壁があるが、この点について考えることがまさに日本が世界に先駆けてＩＣＴの革
命として果たすべき内容。【個人（意見番号48）】

 近い将来、大学、医療機関、政府、官僚による非匿名の情報発信が次世代的なSNSの形で実現することを見
越して、専門領域の言語資源、知識資源、テキスト解析技術、推薦技術、専門家発見技術、知識の自動抽出
技術などの「知」のインフラを整備することが最も重要なこと。【個人（意見番号49）】



２ 提出された主な意見 8

■ 「３②ＩＣＴ利活用の変化とその影響」 に対する意見（続き）

 センサーネットワークの活用にあたっては、相互接続のためのルール整備や基盤となるクラウド関連技術確
立のための更なる具体的検証等を推し進めていくことが望ましい。【ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ（意見番号
34）】

 クラウドサービス利用時のリスク及びそのマネジメント方法に関するガイドライン策定等の環境整備が必要。
環境整備にあたり、関連する事業者等が積極的に取組むことはもちろんですが、国においても国際的なルー
ルづくり等の観点から各種施策を推進していくべき。【ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ（意見番号34）】

 クラウドという手段を利用して、先人の構築した信頼性に優れる生活インフラシステムの“知恵“”知識”
サービスを世界に提供すれば、国際貢献できるばかりでなく継続可能なビジネスモデルを構築することが可
能。【個人（意見番号40）】

●クラウドサービスの普及等

 全国的な非常時連絡網SSSA（Social Solidarity Systemsupported by Anonymity、匿名化に支えられた社会的連
帯の仕組み)を提案。安否確認サービスの一元化と利用者属性情報の蓄積により、たとえば地震発生直後の安
否確認サービス提供が可能。【個人（意見番号39）】

 緊急時の通信確保として、国民の財産である電波を利用して事業を行っている方たちには、生活基盤の支え
であるという認識を強い意識を持って運営していただくとともに、フレクシブルに対応（代替）可能な
（データ）通信インフラの準備が必要ではないか。【個人（意見番号44）】

●緊急時の通信確保等

２ 提出された主な意見 9

■ 「３②ＩＣＴ利活用の変化とその影響」 に対する意見（続き）

 ＡＲ、ライフログ等、現実空間とサイバー空間を連携させたサービスが新しい市場を形成していく際に留意
すべき事項としては、プライバシーや個人情報の保護が挙げられる。一方、膨大なライフログデータを収
集・記録し、縦横かつ柔軟に分析することを可能にする法的な枠組みも必要。【KDDI研究所Webデータコン
ピューティンググループ（意見番号36）】

 ＥＣサイトの出現、個人同士の直接的な商行為等による既存仲介業のビジネスモデルの構造変化を容認する
方向なのか、規制する方向なのか、方向性の明確な提示を行う必要があるのではないか。【個人（意見
42）】

 日本銀行の管理する紙幣、貨幣以外にもネット上で同様の価値として存在するワールドワイドに通用する
様々な実態のない“お金のようなもの”が出現している。総務省、金融庁などであらかじめ各事象を想定し
法整備しておくことが重要ではないか。【個人（意見番号43）】

 放送通信のあり方として、有事の際には、各民間メディアは必要にあわせた放送体系ルールを明確にしてお
く必要があるのではないか。また、電波を利用した事業を展開している事業者については、“生活インフ
ラ”という認識の下に新たな条件などを義務付けることはできないか。【個人（意見番号45）】

 消費者の生活空間や実世界にきめ細かく入り込み、正確な状況把握と的確な制御を可能とする、実世界と連
携した情報通信基盤の整備が必須。特に、信頼性、例えば可用性やプライバシーの保証、さらに堅牢性は必
須の要件。これを、安価なサービス提供、消費者の負荷軽減など、他の要件と同時に満足させることが、実
用化に向けて取り組むべき課題。【個人（意見番号46）】

 記事収集・検索のシステムをできれば国のプロジェクトとして集中的に進めていくことが理想的。【個人
（意見番号47）】

 ＩＣＴの適用分野を「高度化／付加価値」の方向にシフトさせていくとともに社会制度や雇用制度の柔軟性
などを長期的に整備すべきである。 【個人（意見番号50）】

●その他
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■ 「３②ＩＣＴ利活用の変化とその影響」 に対する意見（続き）

 今後の日本におけるサービスビジネスは、不安定な電力供給状況下であってもインターネットやＩＣＴ機器
の利用が可能になるような「社会的責任」を意識した開発思想であるべき。 【個人（意見番号51）】

 国外の独占的位置づけの企業の進出に対して、情報公開やユーザサポートの質向上などの義務づけが必要。
【個人（意見番号52）】

 デジタル機器開発会社とＩＣＴベンチャー企業など、事業規模や業種を越えたコラボレーションの場が必要。
【個人（意見番号53）】

 コンテンツの流通の仕組みではなく、マーケティング的な観点での活用やマネタイズを行うべき分野の開拓
など、実際の需要を喚起させる仕組みを作るべきである。 【個人（意見番号54）】

 オープンガバメントのような、国の情報の透明性を高める活動振興させる取り組みは、長期的に見ると虚偽
情報の流布を防ぎ、不要な心理的不安を増加させないための強力な解決法の１つである。【個人（意見番号
55）】

 大災害に強いインフラ技術を作るとともに、国民の防災意識を高めるべきである。【個人（意見番号56）】

●その他（続き）

■ 「３③その他留意すべき事項」 に対する意見

 大震災時の通信の輻輳等によりＩＣＴに対するユーザの安心感の低下が危惧されます。より災害やテロ攻撃
に対する「耐性強化」のご検討を提案。【日立製作所（意見番号57）】

２ 提出された主な意見 11

■ 「４ ＩＣＴ総合戦略の検討」（全般） に対する意見

 ソーシャルネットワーク等のサービス層の標準化への取り組みは急務。国民中心で政策を進めるのであれば、
国民にサービスを提供するあらゆる分野の企業の参加が必要。【個人（意見番号58）】

■ 「４（１）新事業創出戦略」（全般） に対する意見

 「光の道」を着実に完成させ、全ての国民が等しく情報にアクセスすることを可能にする「情報アクセス
権」を保障する環境を整えることこそが、新事業創出促進策の基礎になるもの。【ソフトバンクＢＢ／ソフ
トバンクテレコム／ソフトバンクモバイル（意見番号59）】

 社会的責任の精神に基づいた「安心」と平時に利用する際の「高機能」という要素を安価に両立させること
が必要。 【個人（意見番号60）】
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■ 「４（１）①新事業創出に向けた環境整備の在り方」 に対する意見

 教育、医療、福祉、行政サービス等を一元化した「Japanクラウド」として構築することにより、利用者が、
いつでもどこでも利用可能なサービスを実現すべき。また、地域のニーズに適合した電子行政サービスや電
子医療サービス等を実現することが重要。【ソフトバンクＢＢ／ソフトバンクテレコム／ソフトバンクモバ
イル（意見番号61）】

 新規事業の創出には（社内も含めた）ベンチャー企業が大きな役割を果たすと考えますが、最大の課題は
ファイナンス。総務省（国）がファイナンス面の支援を検討するにあたっては、ベンチャー投資に前金から
の支援ができるような制度、タイムリに資金を提供できる制度の検討をお願いしたい。【デジタルメディア
協会（意見番号62）】

 新たに構築されるネットワーク上で多種多様なアプリケーションが出現する環境の整備、アプリケーション
サービスを提供しようとする事業者がネットワークの機能を簡単に利用できる様々な通信プラットフォーム
サービスの提供、固定網と移動体網それぞれのプラットフォームレイヤの開放等が必要。【テレコムサービ
ス協会（意見番号63）】

 日本の階層的ソフトウェアビジネス構造を変化させるための施策として、将来的に地域活性化に貢献するた
めのサービス/システムソフトウェアの提供が可能な地域ＩＣＴ事業会社を公的に立ち上げ、国/自治体/地
方大学が支援する体制が必要。【ナシュアソリューションズ（意見番号64）】

 均衡ある国土発展と地域経済のためのＩＣＴ関係事業者の役割と利活用、特に利活用体制構築の具体的な在
り方について、検討をお願いしたい。【日本ケーブルテレビ連盟（意見番号65）】

２ 提出された主な意見 13

■ 「４（１）②ＩＣＴ利活用促進における環境整備の在り方」 に対する意見

 引き続き、国においても環境分野におけるICT利活用を推し進めていくことが必要。クラウドサービスの利用
によって実現される電力消費効率化やCO2排出量削減効果等の評価モデルの策定を行っていくことが有効で
はないか。【ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ（意見番号66）】

 ＩＣＴ利活用を推進することで、災害の予知・予防や災害時の情報収集・伝達等の高度化を実現し、被害の
最小化等に資する。多様な観測・監視情報を広範囲に渡ってクラウド基盤上に収集し、それらを効果的に分
析・活用することで、より精度の高い避難勧告や経路誘導等を効率的に実現することが可能。【ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｺ
ﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ（意見番号66）】

 情報セキュリティ対策は今後も重点的に推進していくべき。特に昨今急速に普及が進んでいるスマートフォ
ン等の新たなＩＣＴ端末についても検討を行っていくことが求められる。【ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ（意見
番号66）】

 クラウドサービスを利用して情報管理等を行う際、業法や各省庁が公表しているガイドラインがどのように
適用されるかが不明確なため、利活用に向けた環境整備が図ることが必要。また、企業の基幹業務や電子行
政等の社会インフラにおいてクラウドサービスの一層の利活用を進めていくためには、高い信頼性や即応性
が求められる。このようなクラウドサービスの高度化を実現するためには、例えば複数のクラウド間におけ
る連携の仕組みを構築することが有効であり、そのためのインターフェースやネットワークプロトコル等の
標準化に向けた研究開発が求められる。【ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ（意見番号66）】

 災害対策という観点におけるＩＣＴの役割等を再度検証すべき。具体的には、ＩＣＴインフラの耐障害性や
早期復旧方法といったネットワークの提供手段確保に係る検討の他、ＩＣＴを用いた有効な災害情報の提供
やテレワークの促進といった災害時におけるＩＣＴの利活用方策等の検討が必要。【ソフトバンクＢＢ／ソ
フトバンクテレコム／ソフトバンクモバイル（意見番号67）】

 コンテンツ業界の人材教育について、国として、英語を使いこなせない人材を前提に、海外教材・文献の日
本語化を支援することは、非常に意味のあること。【デジタルメディア協会（意見番号68）】
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■ 「４（１）②ＩＣＴ利活用促進における環境整備の在り方」 に対する意見（続き）
 社会インフラにおけるICT利活用については、今後橋梁や河川等の屋外の広範囲に渡る維持管理が重要になる。

多数の対象物のユニークな管理と、危険性の高い構造物においてはセンシングデータも活用した管理が必要。
モバイル端末に搭載した短・中・長距離通信機能を活用し、短距離通信での通常管理、中距離通信での異常
状況の認識、長距離通信での管理ＤＢへのアクセスを組み合わせる技術の検討を提案。また、基盤的環境整
備として、通信インフラの強化も提案。【日立製作所（意見番号69）】

 セキュリティやコンテンツ著作権管理の分野において、それらの技術等が広く標準化されたものが普及する
ことが、ユーザ・事業者にとってのメリットに繋がる。国内にとどまらず世界標準化や、モバイル分野にお
いては日本初の世界標準化を進めるための普及方策等も検討願いたい。【モバイル・コンテンツ・フォーラ
ム（意見番号70）】

 東日本大震災の後、様々な市町村の復興が行われるが、その際に新しい市街地のビジョンを多くの企業から
募集し、公募に沿った形で国が復興を支援する。復興までの数年間は特区扱いとし、例えば住民台帳や医療
データなどのプライバシーを提供してもらい、震災で被害を受けたユーザのケアを行う代わりに現行法では
扱えない個人情報を利用したWEBサービスを提供する等である。企業が復興を支援する代わりに、データ実
証フィールドとして町自体を提供する仕組みを作ることで、産と官の両方にメリットのある仕組みを作るべ
き。 【個人（意見番号71）】

■ 「４（１）③新事業の創出と標準化の連携強化策」 に対する意見
 モバイル分野は日本が非常に進んでいるところではあるが、新事業を創出するにあたり、出来る限り標準的

なものとして普及されるよう、国から企業への研究資金や標準化のための活動支援があるとよい。【モバイ
ル・コンテンツ・フォーラム（意見番号72）】

 今後有望と思われる国際標準規格の獲得を目指す分野については、国が行う実証実験フェイズから他国の企
業と共同で市場を開拓し、その後のグローバル展開につなげるべき。 【個人（意見番号73）】

 少子化、高齢化、今回の震災によるダウンスパイラル等に対応した、経済成長戦略と「神経系」としてのＩ
ＣＴ／情報ネットワークの具体的役割について、検討をお願いしたい。【日本ケーブルテレビ連盟（意見番
号74）】

２ 提出された主な意見 15

■ 「４（１）④その他」 に対する意見

 サイバー攻撃の対処にあたっては、情報流通の際のデータフォーマット・インターフェースの共通化や情報
共有システムの構築等が有効。また、サイバー攻撃の予知・検知の精度を向上させていくことも重要。【ｴ
ﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ（意見番号75）】

 現在広範に使用されているパスワードは可用性と機密性の両立が極めて困難であり、本腰を入れたパスワー
ド問題研究を推進しては如何か。【ニーモニックセキュリティ（意見番号76）】

 データの流通を促進する安全なプラットフォームの構築を検討するとともに、不正データの被害拡散防止に
は国際的な連携が不可欠。データの流通を促すプラットフォーム、不正データの被害拡散防止のためのス
キームを検討されることを提案。【日立製作所（意見番号77）】

 デジタルコンテンツのライセンス管理においては、利用者が権利として所有するが所有する端末の場所・機
器は問わないことが望ましく、このような所有形態にすることにおいては、別途著作権法の改正等により、
適切な措置が必要であることは言うまでも無く、関係省庁間で連携した協議を希望。【モバイル・コンテン
ツ・フォーラム（意見番号78）】

 予期せぬ災害などで一切の所持物を失っていても即座に社会活動の再開を可能にする本人認証と情報通信の
プラットフォームを検討すべき。【個人（意見番号79）】

 大手のコミュニティサービス会社に関しては、社会的責任の一環として、統一の情報発信手段や誤情報の検
知・情報拡散の状況などを調査できる仕組みを整えるべき。 【個人（意見番号80）】

 国内における規格のあり方や認定基準を見直した上で、国際的に競争優位性を持てる製品につながる施策を
検討するべき。 【個人（意見番号81）】

 ＩＣＴが使えなくなる事態や、その状況で被害状況や対処方法を検討する方策をシミュレートし、平時にも
有事にも国民生活を保証することが必要。 【個人（意見番号82）】



２ 提出された主な意見 16

 ＩＣＴ政策のみならず行政の運営に当たっての政策議論や保有する情報の公開については、英国や米国の事
例を参考にした「オープンガバメント」の展開と有効利用の実現に向けた施策を、より積極的に推進すべき。
【ソフトバンクＢＢ／ソフトバンクテレコム／ソフトバンクモバイル（意見番号134）】

■ 「５ その他すべき事項」（全般） に対する意見

■ 「５①「オープンガバメント」の推進」 に対する意見

 今後、参照系サービスが普及することを想定したオープンガバメントへのアクセス手段としてモバイル技術
についての検討を提案。【日立製作所（意見番号135）】

 省庁ごとにばらばらの情報開示体制をやめるべき。省庁・下部組織に共通した情報開示基盤に関して運用を
含めて検討すべき。【ラック（意見番号136）】

■ 「５②ＩＣＴによる社会変化や文化への影響」 に対する意見

 ＩＣＴの発展が重要インフラにどのような効果を与えうるか、また各インフラ事業のＩＣＴ投資促進に対し
てどのようなスキームが考えうるかについて、関係府省、関係事業者におけるご検討を提案。【日立製作所
（意見番号137）】

 国家というものが国民のコミュニティと情報を公的に集めたものである、という基本概念をサービスレベル
の視点まで落とし込むことが必要。 【個人（意見番号138）】

２ 提出された主な意見 17

■ 「５③その他の事項」 に対する意見

 有線通信と無線通信の役割分担を明確化し、耐障害性、可用性、費用対効果等の面から、それぞれをどのよ
うな方針で構築していくべきか検討すべき。【ケイ・オプティコム（意見番号139）】

 今後の経済活動を支える電力供給の安定化についての議論を行って頂きたい。既存のＩＣＴ技術を組み合わ
せて如何に効果を創出するかについての検討を提案。【日立製作所（意見番号140）】

 現状のＩＣＴ基盤を活用した国民意見の収集手段を積極的に推進すべき。また、政府で行われている統計制
度、情報収集などに積極的に活用いただき、我が国国民の意見を即時に大量に収集する手段の一つとして有
効活用をお願いしたい。【ラック（意見番号141）】
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ジ

ェ
ン

ダ
項

目
順

に
並

べ
た

も
の

意
見

番
号

意
見

提
出

者
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

項
目

提
出

意
見

（
長

文
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

そ
の

一
部

）

1

個
人

１
　

検
討

の
目

的
　

2
0
1
1
年

3
月

の
東

日
本

大
震

災
の

発
生

以
降

、
国

内
外

で
報

道
さ

れ
る

日
本

の
姿

は
、

有
事

に
お

い
て

も
自

己
の

利
益

を
主

張
せ

ず
、

整
然

と
規

範
を

保
つ

日
本

国
民

の
姿

で
あ

っ
た

。
　

こ
の

姿
が

事
実

で
あ

る
か

、
そ

れ
と

も
現

実
で

は
違

う
問

題
が

発
生

し
て

い
た

か
、

正
確

に
判

断
は

出
来

な
い

。
だ

が
、

日
本

を
含

め
た

世
界

中
の

人
間

に
と

っ
て

の
理

想
的

な
姿

と
は

、
こ

の
よ

う
な

「
平

時
は

経
済

大
国

」
だ

が
「
有

事
は

規
範

と
助

け
合

い
」
を

実
現

で
き

る
こ

と
で

あ
る

、
と

い
う

イ
メ

ー
ジ

を
つ

か
む

こ
と

が
出

来
た

。
　

こ
れ

ら
の

状
況

を
受

け
て

、
ＩＣ

Ｔ
の

利
用

方
法

に
つ

い
て

大
き

な
変

化
が

必
要

で
あ

る
と

考
え

る
。

　
生

物
が

周
囲

の
環

境
に

応
じ

て
そ

の
姿

を
変

え
る

よ
う

に
、

ＩＣ
Ｔ

の
利

用
方

法
を

環
境

に
応

じ
て

変
更

す
る

「
カ

メ
レ

オ
ン

の
よ

う
に

変
化

す
る

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

」
を

提
言

し
た

い
。

　
こ

れ
は

、
例

え
ば

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

サ
ー

バ
を

複
数

の
地

域
に

分
散

し
て

所
有

す
る

、
と

い
う

単
純

な
概

念
で

は
な

い
。

　
す

な
わ

ち
、

平
時

に
お

い
て

は
経

済
活

動
を

促
進

す
る

た
め

に
存

在
す

る
も

の
が

、
有

事
に

お
い

て
は

ラ
イ

フ
ラ

イ
ン

や
人

命
救

助
に

活
用

で
き

る
も

の
で

あ
る

べ
き

、
と

い
う

シ
ス

テ
ム

の
概

念
の

多
様

化
で

あ
る

。
　

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
イ

ン
フ

ラ
で

い
う

な
ら

ば
、

平
時

は
高

速
の

通
信

速
度

を
実

現
し

て
、

経
済

活
動

を
推

進
す

る
が

、
有

事
に

お
い

て
は

速
度

は
遅

く
と

も
最

大
接

続
数

が
あ

が
り

、
多

く
の

人
間

同
士

が
情

報
を

交
換

で
き

る
シ

ス
テ

ム
に

変
更

で
き

る
、

と
い

う
要

素
が

求
め

ら
れ

る
。

　
ま

た
、

大
規

模
コ

ン
ピ

ュ
ー

テ
ィ

ン
グ

な
ど

に
お

い
て

も
、

平
時

に
お

い
て

は
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

シ
ョ

ッ
ピ

ン
グ

の
行

動
分

析
や

配
送

に
関

す
る

ロ
ジ

ス
テ

ィ
ク

ス
分

析
の

手
法

に
よ

っ
て

経
済

活
動

を
促

進
す

る
が

、
有

事
に

お
い

て
は

流
言

飛
語

の
拡

散
防

止
や

、
食

料
支

援
物

資
の

ジ
ャ

ス
ト

イ
ン

タ
イ

ム
配

給
を

実
現

す
る

た
め

に
利

用
で

き
る

、
な

ど
の

要
素

と
な

る
。

　
現

状
の

ＩＣ
Ｔ

技
術

に
お

い
て

、
こ

の
よ

う
な

シ
ス

テ
ム

の
転

用
が

出
来

な
い

の
は

、
シ

ス
テ

ム
の

根
本

に
流

れ
る

概
念

が
異

な
る

た
め

、
シ

ス
テ

ム
の

容
易

な
転

用
が

出
来

な
い

か
ら

で
あ

る
。

　
例

え
ば

、
米

国
な

ど
で

開
発

さ
れ

た
Ｅ

Ｃ
向

け
の

レ
コ

メ
ン

ド
エ

ン
ジ

ン
は

、
今

回
の

震
災

に
お

い
て

被
災

者
や

計
画

停
電

適
用

地
域

に
必

要
と

さ
れ

る
商

品
を

類
推

す
る

こ
と

に
は

役
立

た
な

か
っ

た
。

ベ
ー

ス
と

な
る

シ
ス

テ
ム

が
、

効
率

的
な

流
通

の
実

現
の

た
め

に
構

築
さ

れ
て

い
る

た
め

、
非

常
時

の
物

流
の

改
善

に
は

寄
与

で
き

る
仕

組
み

に
な

っ
て

い
な

い
か

ら
で

あ
る

。
　

今
後

の
ＩＣ

Ｔ
を

構
築

す
る

根
本

的
な

概
念

と
し

て
、

人
命

救
助

や
正

確
な

情
報

伝
達

な
ど

「
社

会
的

責
任

」
を

ベ
ー

ス
と

す
る

研
究

開
発

を
推

進
し

な
い

こ
と

に
は

、
経

済
成

長
を

優
先

す
る

現
状

の
ＩＣ

Ｔ
ソ

リ
ュ

ー
シ

ョ
ン

の
代

替
た

り
え

な
い

と
考

え
る

。
　

平
時

に
お

け
る

品
質

を
高

い
レ

ベ
ル

で
保

っ
て

経
済

成
長

を
促

す
が

、
有

事
に

向
け

た
備

え
を

低
い

コ
ス

ト
で

両
立

さ
せ

て
お

き
、

利
用

者
の

生
活

を
保

護
す

る
こ

と
も

で
き

る
。

そ
の

二
面

性
の

両
立

こ
そ

「
も

の
つ

く
り

」
の

技
術

を
磨

い
た

こ
と

で
、

「
低

価
格

で
高

品
質

」
の

両
立

を
実

現
し

た
日

本
が

、
高

度
な

知
識

情
報

社
会

に
向

け
て

目
指

す
べ

き
姿

で
は

な
い

か
と

考
え

る
。

2

グ
ロ

ー
バ

ル
フ

レ
ン

ド
シ

ッ
プ

株
式

会
社

２
　

基
本

理
念

（
１

）
国

民
本

位
の

ＩＣ
Ｔ

政
策

へ
の

パ
ラ

ダ
イ

ム
転

換
　

中
途

半
端

な
IT

化
は

、
実

社
会

で
の

ア
ナ

ロ
グ

と
デ

ジ
タ

ル
の

混
乱

状
況

を
長

引
か

せ
、

且
つ

実
コ

ス
ト

を
大

き
く
さ

せ
続

け
る

要
因

と
な

る
。

（
２

）
ＩＣ

Ｔ
に

よ
る

社
会

的
諸

課
題

の
解

決
と

国
際

貢
献

　
完

全
電

子
化

を
前

提
と

し
た

「
先

進
特

区
」
を

具
体

化
す

る
。

そ
こ

で
は

、
最

初
か

ら
電

子
デ

ー
タ

を
原

本
と

し
て

取
り

扱
う

社
会

と
し

て
、

世
界

で
も

最
先

端
の

都
市

実
現

を
行

な
う

。

（
３

）
ＩＣ

Ｔ
に

よ
る

持
続

的
な

経
済

成
長

の
実

現
　

上
記

特
区

で
の

具
体

例
と

成
功

事
例

を
商

品
化

し
、

日
本

の
国

家
戦

略
と

し
て

本
気

で
海

外
に

イ
ン

フ
ラ

か
ら

サ
ー

ビ
ス

提
供

し
て

い
く
産

業
創

出
を

行
う

こ
と

で
、

前
述

特
区

に
対

す
る

巨
額

の
投

資
を

、
国

家
と

し
て

の
新

産
業

創
出

で
 回

収
す

る
。

　
上

記
を

具
体

化
す

る
際

に
、

す
で

に
日

本
政

府
は

「
IT

立
国

」
、

「
知

財
立

国
」
と

い
っ

た
基

本
的

ス
タ

ン
ス

を
示

し
て

い
る

。
　

上
記

特
区

に
お

け
る

、
先

進
社

会
で

は
広

範
な

範
囲

で
完

全
電

子
化

の
影

響
が

及
ぶ

が
、

同
時

に
バ

イ
オ

、
ＩＴ

、
コ

ン
テ

ン
ツ

と
い

っ
た

解
り

や
す

い
分

野
の

先
進

性
や

事
業

性
を

支
え

る
電

子
化

基
盤

と
、

更
に

そ
の

成
果

を
国

家
と

し
て

海
外

か
ら

安
定

収
入

を
得

る
為

の
根

拠
確

保
と

し
て

、
知

的
財

産
を

フ
ル

活
用

し
て

日
本

復
興

の
産

業
振

興
の

土
台

を
構

築
す

べ
き

。
　

更
に

、
我

が
国

発
祥

の
技

術
等

が
あ

る
の

で
あ

れ
ば

、
積

極
的

に
実

用
化

等
を

行
な

う
こ

と
で

、
国

際
競

争
力

も
確

保
で

き
る

。
　

し
か

る
に

、
そ

の
知

財
創

出
を

実
現

す
る

者
へ

の
支

援
と

補
助

、
ま

た
海

外
等

へ
の

不
本

意
な

流
出

や
パ

テ
ン

ト
ト

ロ
ー

ル
対

策
を

国
家

レ
ベ

ル
で

実
施

す
る

こ
と

も
同

時
に

行
な

う
こ

と
が

肝
要

と
考

え
る

。
こ

れ
は

、
知

財
に

関
す

る
法

律
が

施
行

さ
れ

て
も

そ
こ

か
ら

具
体

的
な

産
業

立
ち

上
が

ら
な

い
こ

と
に

対
す

る
一

つ
の

打
開

策
に

な
る

可
能

性
が

あ
る

。
　

つ
ま

り
、

特
許

等
を

保
有

す
る

こ
と

の
意

義
。

社
会

的
評

価
、

経
済

的
成

功
、

名
誉

等
が

実
際

に
付

与
さ

れ
る

こ
と

を
国

家
と

し
て

保
証

す
る

こ
と

で
も

あ
る

。
　

現
状

の
我

が
国

は
、

全
国

民
、

官
民

問
わ

ず
力

を
合

わ
せ

て
現

状
を

打
破

し
、

未
来

へ
の

布
石

を
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

状
況

で
あ

る
。

前
述

の
よ

う
な

本
格

的
な

取
り

組
み

を
即

断
し

、
実

行
す

る
こ

と
を

切
望

す
る

。

3

株
式

会
社

ケ
イ

・
オ

プ
テ

ィ
コ

ム
２

　
基

本
理

念
我

が
国

の
成

長
戦

略
と

し
て

、
ＩＣ

Ｔ
に

重
要

な
役

割
を

期
待

す
る

点
に

同
意

い
た

し
ま

す
。

し
か

し
、

現
状

で
は

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

の
標

準
化

が
進

ん
で

い
な

い
た

め
、

機
能

が
重

複
し

た
上

に
仕

様
が

異
な

る
シ

ス
テ

ム
が

複
数

構
築

さ
れ

、
結

果
的

に
コ

ス
ト

増
大

、
利

便
性

低
下

等
を

招
い

て
い

る
例

が
散

見
さ

れ
ま

す
。

医
療

・
介

護
、

教
育

、
行

政
、

農
業

等
の

分
野

が
今

後
の

成
長

分
野

で
あ

る
と

示
さ

れ
て

お
り

ま
す

が
、

そ
れ

ぞ
れ

の
分

野
に

お
い

て
、

規
制

緩
和

・
競

争
原

理
導

入
や

、
逆

に
新

た
な

市
場

ル
ー

ル
の

設
定

等
、

国
と

し
て

目
指

す
べ

き
理

想
像

を
合

意
形

成
す

る
こ

と
が

第
一

と
考

え
ま

す
。

そ
の

理
想

像
に

向
か

っ
て

、
官

・
民

の
垣

根
を

越
え

た
サ

ー
ビ

ス
の

ワ
ン

ス
ト

ッ
プ

化
を

実
現

す
る

た
め

に
、

ＩＣ
Ｔ

が
ど

の
よ

う
な

役
割

を
果

た
せ

る
か

を
議

論
す

る
の

が
、

正
し

い
検

討
手

順
で

あ
る

と
考

え
ま

す
。

4

株
式

会
社

ナ
チ

ュ
ラ

シ
ス

テ
ム

ズ
２

　
基

本
理

念
弊

社
の

製
品

開
発

は
、

日
本

が
世

界
に

誇
れ

る
文

化
『
守

・
破

・
離

＝
シ

ュ
ハ

リ
』
を

そ
の

根
幹

に
据

え
て

き
た

。
「
守

」
・
・
・
型

に
学

び
「
破

」
・
・
・
工

夫
す

る
こ

と
を

覚
え

、
「
離

」
・
・
・
型

を
捨

て
新

た
な

型
を

創
る

経
営

の
基

本
的

課
題

で
あ

る
日

常
業

務
の

「
カ

イ
ゼ

ン
」
も

、
型

に
学

び
工

夫
す

る
こ

と
を

覚
え

、
型

を
捨

て
、

新
た

な
型

を
創

る
、

人
間

が
主

役
の

「
知

識
創

造
シ

ス
テ

ム
」
で

、
あ

る
べ

き
だ

、
と

主
張

し
つ

づ
け

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

り
ま

す
。

な
ぜ

、
ＩＴ

シ
ス

テ
ム

に
人

間
の

仕
事

を
合

わ
せ

る
の

か
？

ユ
ー

ザ
ー

自
身

が
仕

事
の

ス
タ

イ
ル

に
合

わ
せ

て
シ

ス
テ

ム
を

つ
く
り

上
げ

、
育

て
て

い
く
自

立
型

の
シ

ス
テ

ム
で

あ
る

べ
き

だ
！

最
初

に
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
プ

ロ
グ

ラ
ム

あ
り

き
で

、
仕

事
を

そ
れ

に
会

わ
せ

る
他

律
型

で
は

組
織

の
プ

ロ
セ

ス
を

継
続

的
に

改
善

し
て

い
く
こ

と
が

と
て

も
困

難
に

、
あ

る
い

は
不

可
能

に
な

る
か

ら
だ

。
「
沈

み
逝

く
日

本
企

業
に

残
さ

れ
た

時
間

は
な

い
」
、

と
、

今
年

こ
そ

は
、

社
会

も
企

業
も

、
「
傍

観
者

集
団

」
か

ら
「
本

気
の

集
団

」
へ

【
長

文
の

た
め

、
意

見
の

一
部

を
掲

載
】

「
知

識
情

報
社

会
の

実
現

に
向

け
た

情
報

通
信

政
策

の
在

り
方

」
に

係
る

検
討

ア
ジ

ェ
ン

ダ
に

対
す

る
意

見
募

集
の

結
果

　
（
一

覧
）

資
料

１
－

２

1



意
見

番
号

意
見

提
出

者
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

項
目

提
出

意
見

（
長

文
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

そ
の

一
部

）

5

日
本

電
気

株
式

会
社

２
　

基
本

理
念

　
追

加
す

べ
き

理
念

と
し

て
　

「
強

固
で

柔
軟

な
情

報
社

会
基

盤
の

実
現

」
を

提
案

し
ま

す
。

　
つ

い
に

大
災

害
が

発
生

し
、

そ
の

前
に

は
我

々
は

な
す

術
も

な
く
、

自
然

の
脅

威
の

前
に

立
ち

す
く
む

だ
け

で
あ

っ
た

。
確

か
に

、
地

震
や

津
波

そ
の

も
の

を
防

ぐ
こ

と
は

で
き

な
い

。
特

に
IC

T
に

お
い

て
は

、
何

の
力

も
持

た
な

い
と

言
っ

て
良

い
で

あ
ろ

う
。

し
か

し
、

「
防

災
」
そ

の
も

の
は

出
来

な
く
と

も
、

い
く
ら

か
で

も
被

害
を

食
い

止
め

る
こ

と
「
減

災
」
は

可
能

で
あ

ろ
う

。
ま

ず
は

平
時

の
観

測
を

行
い

、
予

兆
を

得
る

こ
と

に
は

IC
T
は

大
き

な
役

割
を

果
た

す
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
。

次
に

、
い

ざ
異

変
が

起
き

た
な

ら
ば

そ
れ

を
い

ち
早

く
察

知
し

、
物

理
的

な
衝

撃
が

人
間

社
会

を
襲

う
前

に
、

い
く
ら

か
で

も
準

備
を

取
り

被
害

を
小

さ
く
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

さ
ら

に
、

異
変

の
後

の
情

報
収

集
を

す
ば

や
く
、

確
実

に
行

う
こ

と
に

よ
っ

て
、

二
次

災
害

の
発

生
を

防
ぐ

こ
と

が
可

能
に

な
る

。
二

次
以

降
の

災
害

は
基

本
的

に
人

災
で

あ
り

、
IC

T
に

よ
っ

て
大

き
く
防

ぐ
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
。

よ
し

ん
ば

防
ぐ

こ
と

が
出

来
な

く
て

も
、

す
ば

や
い

現
状

分
析

と
高

度
な

判
断

に
よ

っ
て

最
小

限
の

被
害

に
と

ど
め

る
こ

と
が

出
来

る
で

あ
ろ

う
。

　
今

回
の

大
災

害
の

教
訓

は
、

自
然

は
人

間
の

想
像

を
超

え
た

も
の

で
あ

る
、

と
い

う
こ

と
で

あ
ろ

う
。

如
何

に
対

処
的

な
手

を
打

と
う

と
も

、
規

模
や

ス
ピ

ー
ド

、
複

合
化

な
ど

に
よ

り
、

い
と

も
簡

単
に

人
間

の
想

像
を

超
え

て
し

ま
う

。
と

な
れ

ば
、

災
害

の
規

模
な

ど
を

想
定

し
つ

つ
も

、
何

が
あ

ろ
う

と
も

生
き

残
る

、
強

固
な

情
報

社
会

基
盤

を
作

る
し

か
な

い
。

さ
ら

に
、

大
災

害
の

後
に

来
る

べ
き

復
旧

、
復

興
は

長
期

に
わ

た
る

こ
と

が
予

想
さ

れ
、

人
間

生
活

、
社

会
生

活
の

視
点

を
持

っ
た

IC
T
が

無
く
て

は
な

ら
な

い
。

現
在

は
、

国
が

一
丸

と
な

っ
て

そ
の

復
旧

さ
ら

に
は

復
興

に
向

け
て

急
ピ

ッ
チ

で
動

い
て

い
る

が
、

ま
ず

は
ラ

イ
フ

ラ
イ

ン
の

確
保

が
喫

緊
の

課
題

で
あ

り
、

そ
の

整
備

が
急

が
れ

て
い

る
。

こ
の

ラ
イ

フ
ラ

イ
ン

は
電

気
・
ガ

ス
・
水

道
・
道

路
と

い
っ

た
重

要
イ

ン
フ

ラ
に

目
が

行
き

が
ち

で
あ

る
が

、
ＩＣ

Ｔ
も

こ
の

ラ
イ

フ
ラ

イ
ン

の
一

つ
と

し
て

必
須

の
イ

ン
フ

ラ
で

あ
る

こ
と

を
忘

れ
て

は
な

ら
な

い
。

安
否

の
確

認
等

の
情

報
の

伝
達

が
ど

れ
ほ

ど
重

要
で

そ
れ

が
断

た
れ

た
と

き
の

混
乱

や
不

安
感

を
、

今
回

国
民

は
身

を
も

っ
て

痛
感

し
た

。
災

害
に

対
す

る
復

旧
や

耐
震

災
性

に
つ

い
て

ＩＣ
Ｔ

そ
の

も
の

及
び

ＩＣ
Ｔ

に
よ

る
寄

与
は

計
り

知
れ

な
い

。
　

こ
の

必
須

の
イ

ン
フ

ラ
で

あ
る

ＩＣ
Ｔ

に
つ

い
て

は
、

国
が

主
導

し
て

推
進

す
る

べ
き

と
考

え
る

。
そ

の
視

点
は

、
前

に
も

述
べ

た
よ

う
に

、
強

固
で

柔
軟

な
情

報
社

会
基

盤
の

実
現

で
あ

る
。

世
界

で
も

類
を

見
な

い
大

震
災

を
経

験
し

た
の

で
あ

る
が

、
ＩＣ

Ｔ
を

用
い

て
い

ち
早

く
復

旧
し

、
さ

ら
に

は
復

興
に

つ
な

げ
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
ま

た
、

東
ア

ジ
ア

を
始

め
、

世
界

に
は

災
害

に
苦

し
む

国
や

地
域

が
多

く
存

在
す

る
。

こ
こ

で
培

っ
た

強
固

で
柔

軟
な

社
会

基
盤

を
こ

れ
ら

の
国

や
地

域
に

提
供

す
る

こ
と

で
、

地
球

的
な

規
模

で
の

防
災

・
減

災
に

日
本

が
寄

与
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
れ

が
ひ

い
て

は
日

本
の

国
際

的
な

地
位

を
向

上
し

、
国

際
競

争
力

の
強

化
に

つ
な

が
る

と
考

え
ら

れ
る

。
　

こ
の

よ
う

な
強

固
な

情
報

社
会

基
盤

を
構

築
す

る
に

は
、

IC
T
技

術
と

し
て

、
以

下
が

挙
げ

ら
れ

る
。

①
 自

然
災

害
、

安
全

保
障

危
機

に
耐

え
う

る
「
強

固
性

」
②

 想
定

外
の

事
象

に
対

応
可

能
な

「
柔

軟
性

」
③

 上
記

の
強

固
か

つ
柔

軟
な

IC
T
基

盤
上

に
お

け
る

「
人

と
し

て
の

視
点

に
連

携
し

た
利

活
用

性
」

6

三
菱

電
機

株
式

会
社

宇
宙

シ
ス

テ
ム

事
業

部
２

　
基

本
理

念
　

ア
ジ

ェ
ン

ダ
に

示
さ

れ
て

い
る

基
本

理
念

に
基

づ
き

、
本

格
的

な
「
知

識
情

報
社

会
」
の

実
現

に
向

け
、

２
０

２
０

年
頃

ま
で

を
視

野
に

我
が

国
と

し
て

の
「
総

合
戦

略
」
を

描
く
こ

と
は

重
要

で
あ

り
、

検
討

の
成

果
に

大
き

な
期

待
を

し
て

お
り

ま
す

。
　

検
討

に
際

し
て

は
、

基
本

理
念

に
あ

る
「
国

民
本

位
」
お

よ
び

「
社

会
的

諸
課

題
の

解
決

」
の

視
点

を
踏

ま
え

た
シ

ス
テ

ム
の

構
築

が
重

要
と

考
え

て
お

り
ま

す
。

　
既

に
、

社
会

イ
ン

フ
ラ

／
ラ

イ
フ

ラ
イ

ン
と

し
て

定
着

し
て

い
る

情
報

通
信

手
段

は
、

災
害

／
遭

難
等

で
の

通
信

お
よ

び
災

害
監

視
・
地

球
観

測
等

の
情

報
収

集
（
セ

ン
サ

ー
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
等

）
等

、
社

会
的

課
題

で
あ

る
安

全
・
安

心
に

係
る

利
用

へ
の

期
待

が
高

ま
っ

て
い

ま
す

。
こ

れ
ら

に
、

よ
り

高
度

に
、

か
つ

確
実

に
対

応
し

た
シ

ス
テ

ム
を

実
現

す
る

こ
と

が
、

国
民

一
人

ひ
と

り
の

安
全

・
安

心
を

確
保

す
る

こ
と

と
な

り
、

基
本

理
念

を
実

現
す

る
も

の
と

考
え

ま
す

。
　

ま
た

、
情

報
通

信
の

高
度

化
に

伴
い

、
都

市
圏

／
地

方
と

の
情

報
格

差
拡

大
の

問
題

も
社

会
的

課
題

の
一

つ
に

な
る

と
考

え
ら

れ
ま

す
。

そ
の

た
め

、
別

途
検

討
中

の
「
地

域
活

性
化

戦
略

」
、

「
ス

マ
ー

ト
ク

ラ
ウ

ド
」
、

「
ス

マ
ー

ト
グ

リ
ッ

ド
」
お

よ
び

「
ス

マ
ー

ト
シ

テ
ィ

」
等

と
の

連
携

を
図

り
、

地
方

／
地

域
毎

に
異

な
る

固
有

の
情

報
通

信
ニ

ー
ズ

に
き

め
細

か
く
対

応
す

る
こ

と
が

重
要

に
な

る
と

考
え

ま
す

。
　

こ
れ

ら
の

、
安

全
・
安

心
お

よ
び

地
方

／
地

域
の

個
別

ニ
ー

ズ
へ

の
対

応
を

図
る

た
め

に
は

、
地

上
通

信
と

衛
星

通
信

と
を

有
機

的
に

連
携

さ
せ

た
ト

ー
タ

ル
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
シ

ス
テ

ム
の

構
築

が
重

要
で

あ
り

、
「
総

合
戦

略
」
の

一
部

と
し

て
検

討
す

る
こ

と
が

必
要

と
考

え
ま

す
。

ま
た

、
衛

星
通

信
は

、
ス

マ
ー

ト
グ

リ
ッ

ド
お

よ
び

ＩＴ
Ｓ

等
で

重
要

と
な

る
モ

バ
イ

ル
通

信
に

も
有

効
で

あ
り

、
ト

ー
タ

ル
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

一
部

を
形

成
す

る
重

要
な

手
段

に
な

り
得

る
と

考
え

ま
す

。
　

な
お

、
近

年
、

衛
星

通
信

は
、

マ
ル

チ
ビ

ー
ム

化
等

に
よ

り
、

端
末

の
小

型
化

お
よ

び
高

速
化

等
、

格
段

と
利

便
性

向
上

が
可

能
に

な
り

ま
す

。
こ

れ
ら

の
衛

星
通

信
技

術
の

高
度

化
に

対
し

、
研

究
開

発
戦

略
の

一
部

と
し

て
取

り
込

む
こ

と
が

必
要

と
考

え
ま

す
。

7

株
式

会
社

ラ
ッ

ク
２

　
基

本
理

念
　

ま
ず

、
今

回
の

大
震

災
を

受
け

、
既

に
ご

検
討

さ
れ

て
い

る
こ

と
と

は
思

い
ま

す
が

、
地

震
大

国
日

本
に

お
け

る
震

災
対

策
（
注

意
喚

起
、

被
害

状
況

把
握

、
災

害
情

報
提

供
、

な
ど

）
へ

の
IC

T
の

有
効

か
つ

実
質

的
な

活
用

の
ご

検
討

を
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

　
そ

の
際

、
IC

T
の

機
器

・
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

「
供

給
者

」
や

IC
T
を

高
度

に
活

用
す

る
こ

と
の

で
き

る
企

業
や

専
門

家
の

目
線

で
は

な
く
、

震
災

弱
者

と
な

る
高

齢
者

等
の

視
点

に
立

っ
て

検
討

を
進

め
る

こ
と

が
必

要
と

考
え

ま
す

。

8

個
人

２
　

基
本

理
念

検
討

ア
ジ

ェ
ン

ダ
全

体
に

お
い

て
、

知
識

情
報

社
会

に
お

け
る

IC
T
利

活
用

に
よ

る
効

果
の

程
度

が
具

体
的

に
定

め
ら

れ
て

い
る

の
か

が
気

に
な

り
ま

す
。

ま
た

検
討

メ
ン

バ
間

で
そ

の
意

識
が

共
有

さ
れ

て
い

る
の

で
し

ょ
う

か
。

具
体

的
な

イ
メ

ー
ジ

を
実

際
の

利
用

者
で

あ
る

国
民

、
そ

れ
を

整
備

し
て

い
る

民
間

企
業

や
研

究
機

関
等

の
重

点
ス

テ
ー

ク
ホ

ル
ダ

ー
間

で
共

有
し

た
上

で
進

め
て

頂
き

た
い

で
す

。
特

に
企

業
と

研
究

機
関

の
積

極
的

な
連

携
は

今
後

よ
り

一
層

必
要

で
あ

る
と

考
え

ま
す

。

9

個
人

２
　

基
本

理
念

真
の

知
識

情
報

社
会

と
は

国
民

と
国

民
、

組
織

と
組

織
、

国
民

と
組

織
、

国
民

と
そ

れ
以

外
の

多
様

な
繋

が
り

を
許

容
し

た
、

よ
り

効
率

的
で

無
駄

の
な

い
情

報
流

通
が

基
礎

に
な

る
と

考
え

ま
す

。
例

え
ば

１
つ

の
情

報
を

得
る

た
め

に
国

民
が

消
費

す
る

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

制
御

等
、

政
策

パ
ラ

ダ
イ

ム
の

転
換

に
お

い
て

は
よ

り
全

て
の

国
民

を
公

平
に

捉
え

た
取

り
組

み
を

推
進

し
て

頂
き

た
い

と
思

い
ま

す
。

ま
た

早
期

に
国

民
を

巻
き

込
ん

だ
計

画
を

立
案

頂
き

、
そ

れ
に

従
っ

て
政

策
を

進
め

て
頂

か
な

け
れ

ば
知

識
情

報
社

会
が

実
現

さ
れ

る
事

に
よ

っ
て

生
じ

る
弊

害
を

懸
念

し
ま

す
。

さ
ら

に
社

会
的

諸
課

題
の

１
つ

と
し

て
考

え
ら

れ
る

高
齢

者
の

生
活

を
サ

ポ
ー

ト
す

る
た

め
に

は
、

ス
マ

ー
ト

グ
リ

ッ
ド

へ
の

取
り

組
み

が
重

要
で

あ
る

と
考

え
ま

す
。

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
網

だ
け

が
整

備
さ

れ
て

い
て

も
真

の
知

識
情

報
社

会
に

は
な

ら
ず

、
ラ

ス
ト

ワ
ン

マ
イ

ル
を

ど
れ

だ
け

ケ
ア

で
き

る
の

か
が

重
要

だ
と

考
え

ま
す

。

1
0

社
団

法
人

デ
ジ

タ
ル

メ
デ

ィ
ア

協
会

２
（
１

）
国

民
本

意
の

IC
T
政

策
へ

の
パ

ラ
ダ

イ
ム

転
換

・
IC

T
産

業
は

M
o
o
re

の
法

則
に

従
っ

て
成

長
し

て
い

ま
す

。
逆

に
、

こ
の

法
則

を
前

提
と

し
て

新
し

い
技

術
を

開
発

し
な

け
れ

ば
、

取
り

残
さ

れ
て

い
き

ま
す

。
・
一

般
的

に
、

「
国

民
本

位
」
「
消

費
者

視
点

」
に

よ
る

技
術

開
発

は
、

そ
の

時
点

で
使

え
る

技
術

を
い

か
に

消
費

者
向

け
に

チ
ュ

ー
ニ

ン
グ

し
て

組
み

合
わ

せ
る

か
、

と
い

う
点

に
注

力
し

ま
す

。
・
こ

の
た

め
、

過
度

に
「
国

民
本

位
」
「
消

費
者

視
点

」
を

協
調

す
る

と
、

新
し

い
技

術
開

発
が

疎
か

に
さ

れ
、

競
争

力
を

減
退

さ
せ

る
恐

れ
な

き
に

し
も

あ
ら

ず
と

考
え

ま
す

の
で

、
ＩＣ

Ｔ
政

策
と

し
て

は
、

「
技

術
の

優
位

性
は

確
保

し
た

上
で

、
国

民
本

位
の

．
．

」
と

い
う

書
き

方
の

方
が

よ
い

の
で

は
な

い
か

と
愚

考
致

し
ま

す
。

2



意
見

番
号

意
見

提
出

者
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

項
目

提
出

意
見

（
長

文
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

そ
の

一
部

）

1
1

株
式

会
社

ラ
ッ

ク
２

（
１

）
国

民
本

位
の

IC
T
政

策
へ

の
パ

ラ
ダ

イ
ム

転
換

検
討

の
目

的
で

も
記

載
さ

れ
て

い
る

と
お

り
、

我
が

国
の

向
か

う
べ

き
方

向
は

「
知

識
情

報
社

会
」
で

あ
り

、
IC

T
が

単
な

る
道

具
か

ら
、

す
で

に
社

会
を

支
え

る
重

要
な

基
盤

に
な

っ
て

い
る

こ
と

を
国

民
全

体
が

認
識

し
て

推
進

す
る

こ
と

が
重

要
と

考
え

ま
す

。
IC

T
の

利
活

用
を

最
大

限
に

図
る

た
め

に
は

、
国

を
挙

げ
て

「
IC

T
を

国
民

自
ら

使
い

こ
な

し
、

進
化

さ
せ

て
い

く
状

況
を

作
っ

て
い

く
」
こ

と
が

重
要

な
こ

と
と

考
え

ま
す

。
こ

う
し

た
観

点
か

ら
「
国

民
本

位
へ

の
パ

ラ
ダ

イ
ム

転
換

」
と

い
う

基
本

理
念

が
掲

げ
ら

れ
て

い
る

も
の

と
理

解
し

て
い

ま
す

。
し

か
し

な
が

ら
、

個
々

に
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

を
見

て
い

く
と

、
「
新

事
業

創
出

」
や

「
国

際
競

争
力

の
強

化
」
な

ど
、

産
業

側
の

視
点

に
立

っ
た

内
容

が
ほ

と
ん

ど
を

占
め

て
い

る
と

い
う

印
象

を
受

け
ま

す
。

民
間

企
業

は
、

ボ
ー

ダ
レ

ス
が

進
む

市
場

競
争

の
中

で
、

新
し

い
事

業
環

境
に

対
応

で
き

る
競

争
力

の
維

持
・
強

化
を

図
っ

て
お

り
、

政
府

の
政

策
や

審
議

会
の

議
論

に
頼

る
よ

う
な

企
業

は
生

き
残

っ
て

い
く
こ

と
も

困
難

だ
と

思
わ

れ
ま

す
。

む
し

ろ
、

政
府

や
審

議
会

に
は

、
社

会
全

体
と

し
て

IC
T
を

活
用

し
個

々
の

国
民

の
生

活
力

を
向

上
さ

せ
る

こ
と

、
つ

ま
り

「
国

民
生

活
IC

T
活

用
力

」
の

向
上

を
図

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

て
お

り
、

基
盤

を
支

え
る

組
織

や
企

業
だ

け
で

は
対

応
で

き
な

い
、

国
全

体
と

し
て

の
IC

T
リ

テ
ラ

シ
の

向
上

に
取

り
組

む
こ

と
が

重
要

と
考

え
ま

す
。

そ
し

て
、

そ
の

IC
T
リ

テ
ラ

シ
向

上
を

図
る

た
め

に
有

効
か

つ
効

率
的

な
方

法
の

１
つ

は
、

我
が

国
の

情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

体
制

を
「
ま

じ
め

に
」
か

つ
「
合

理
的

」
に

実
装

し
て

い
く
こ

と
だ

と
考

え
ま

す
。

つ
ま

り
、

国
民

を
含

め
た

情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

体
制

の
整

備
が

、
我

が
国

の
競

争
力

と
な

り
、

国
際

貢
献

の
基

盤
に

つ
な

が
る

も
の

と
考

え
ま

す
。

 政
策

の
推

進
に

あ
た

っ
て

は
、

「
モ

ノ
」
だ

け
で

は
な

く
、

国
民

自
ら

が
実

践
的

な
知

識
・
知

見
を

身
に

付
け

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

単
な

る
議

論
や

報
告

書
の

提
言

に
留

ま
ら

な
い

、
国

を
挙

げ
た

社
会

シ
ス

テ
ム

を
構

築
い

た
だ

け
る

よ
う

お
願

い
い

た
し

ま
す

。

1
2

個
人

２
（
１

）
国

民
本

位
の

IC
T
政

策
へ

の
パ

ラ
ダ

イ
ム

転
換

　
2
0
1
1
年

3
月

の
東

日
本

大
震

災
の

発
生

以
降

、
多

く
の

被
災

者
が

停
電

／
輻

輳
な

ど
の

被
害

に
遭

っ
た

こ
と

で
、

現
在

の
社

会
が

、
い

か
に

高
度

な
ＩＣ

Ｔ
イ

ン
フ

ラ
に

支
え

ら
れ

て
い

た
か

を
、

強
制

的
に

実
感

さ
せ

た
と

同
時

に
、

現
在

の
ＩＣ

Ｔ
技

術
の

限
界

点
を

露
呈

し
た

と
言

え
る

。
　

こ
の

地
震

災
害

か
ら

の
復

興
の

優
先

度
が

高
い

時
期

と
な

っ
て

か
ら

、
今

後
の

ＩＣ
Ｔ

技
術

に
関

す
る

戦
略

を
検

討
す

る
際

に
は

、
地

震
災

害
か

ら
の

復
興

を
検

討
す

る
際

に
、

ＩＣ
Ｔ

技
術

に
よ

る
コ

ス
ト

ダ
ウ

ン
と

イ
ノ

ベ
ー

シ
ョ

ン
の

発
生

は
欠

か
せ

な
い

要
素

で
あ

り
、

そ
れ

ら
を

用
い

て
他

国
に

先
駆

け
て

深
刻

な
災

害
に

関
す

る
ソ

リ
ュ

ー
シ

ョ
ン

を
構

築
す

る
こ

と
は

、
国

民
生

活
の

観
点

か
ら

も
国

際
社

会
の

観
点

か
ら

も
求

め
ら

れ
る

も
の

で
あ

る
と

考
え

る
。

そ
の

よ
う

な
前

提
で

考
え

た
と

き
、

「
ＩＣ

Ｔ
で

生
活

や
社

会
が

良
く
な

っ
た

」
と

感
じ

る
こ

と
は

確
か

に
重

要
だ

が
、

こ
れ

に
つ

い
て

は
「
無

く
な

っ
た

時
だ

け
気

づ
く
も

の
」
が

多
い

と
い

う
の

も
事

実
で

あ
る

。
　

本
来

、
ＩＣ

Ｔ
技

術
と

は
人

間
の

生
活

に
大

き
く
干

渉
し

た
り

、
そ

の
人

生
に

つ
い

て
衣

食
住

よ
り

も
必

要
と

さ
れ

る
も

の
は

少
な

い
。

高
度

に
ＩＣ

Ｔ
化

が
進

ん
だ

社
会

と
は

、
生

活
の

中
に

革
新

的
な

技
術

が
溶

け
込

み
、

人
間

は
自

分
の

触
れ

る
も

の
が

ど
の

よ
う

な
構

造
で

成
り

立
っ

て
い

る
の

か
、

と
考

え
る

必
要

が
無

く
な

る
社

会
で

あ
る

。
こ

れ
ら

を
一

つ
の

概
念

と
し

て
捉

え
「
ク

ラ
ウ

ド
＝

雲
の

中
に

隠
れ

た
」
と

い
う

言
葉

が
付

け
ら

れ
て

い
る

。
利

用
者

に
対

し
て

裏
側

の
仕

組
み

を
見

せ
な

い
か

ら
こ

そ
、

ＩＣ
Ｔ

技
術

は
凄

ま
じ

い
速

度
で

高
度

化
し

て
い

る
の

だ
が

、
逆

に
今

回
の

震
災

に
よ

っ
て

、
利

用
者

が
普

段
意

識
し

て
い

な
い

問
題

点
も

浮
彫

り
に

な
っ

た
と

考
え

る
。

基
本

的
に

、
日

本
に

お
け

る
ＩＣ

Ｔ
技

術
の

方
法

論
は

、
も

の
づ

く
り

の
よ

う
に

「
単

体
で

の
品

質
を

高
め

る
」
方

法
に

進
ん

で
き

た
。

す
な

わ
ち

、
2
4
時

間
3
6
5
日

同
じ

品
質

で
稼

動
す

る
、

な
ど

が
、

多
く
の

企
業

が
求

め
る

品
質

で
あ

る
。

　
だ

が
、

今
回

の
被

災
地

に
お

い
て

必
要

と
さ

れ
た

の
は

、
例

え
ば

超
高

速
で

ア
ク

セ
ス

で
き

る
3
.9

Ｇ
の

無
線

通
信

で
は

な
く
、

被
災

地
域

の
多

く
が

一
斉

に
連

絡
し

て
も

混
線

し
な

い
よ

う
な

単
純

な
仕

組
み

で
あ

っ
た

。
　

そ
れ

ら
は

、
同

時
に

広
範

囲
で

発
生

し
た

問
題

点
に

対
応

で
き

る
体

制
、

す
な

わ
ち

「
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
」
体

制
の

強
化

で
あ

っ
た

と
考

え
る

こ
と

が
出

来
る

。
　

被
災

地
に

て
有

効
活

用
さ

れ
た

携
帯

電
話

や
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
サ

ー
ビ

ス
等

に
共

通
す

る
の

は
「
情

報
の

分
散

化
」
す

な
わ

ち
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
が

考
慮

さ
れ

た
シ

ス
テ

ム
で

あ
る

。
特

に
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
サ

ー
ビ

ス
は

、
海

外
に

も
サ

ー
バ

が
分

散
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

国
内

の
混

乱
か

ら
分

離
さ

れ
て

お
り

、
非

常
時

に
も

多
く
の

効
果

を
与

え
る

こ
と

が
出

来
た

。
　

だ
が

、
そ

の
負

の
側

面
と

し
て

、
国

か
ら

の
正

確
な

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

が
利

か
な

い
国

際
サ

ー
ビ

ス
で

あ
る

、
と

い
う

問
題

点
か

ら
、

多
く
の

流
言

飛
語

や
意

見
の

衝
突

な
ど

が
頻

発
し

て
い

た
こ

と
も

確
か

で
あ

る
。

こ
の

よ
う

な
社

会
に

お
け

る
大

事
件

を
想

定
し

て
社

会
イ

ン
フ

ラ
を

概
念

的
に

多
様

化
し

て
構

築
す

る
こ

と
は

難
し

い
。

つ
ま

り
は

、
平

時
は

多
く
の

利
用

者
が

快
適

に
使

用
で

き
、

国
内

外
と

の
接

続
を

含
め

た
経

済
の

振
興

に
寄

与
す

る
ＩＣ

Ｔ
イ

ン
フ

ラ
を

提
供

す
る

。
だ

が
、

有
事

に
は

即
座

に
そ

れ
ら

の
利

便
性

の
意

味
合

い
を

変
化

さ
せ

る
こ

と
が

出
来

る
。

例
え

ば
通

信
や

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
手

段
が

国
の

統
制

下
に

入
り

、
一

斉
情

報
配

信
や

効
率

的
な

利
用

が
可

能
な

仕
組

み
を

整
備

す
る

、
す

な
わ

ち
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
の

シ
ス

テ
ム

を
用

意
し

て
お

く
。

　
そ

の
よ

う
な

シ
ス

テ
ム

を
整

備
す

る
中

で
、

有
事

に
備

え
る

意
味

で
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
を

利
用

し
た

正
確

な
情

報
の

吸
い

上
げ

や
被

害
状

況
/
心

理
状

態
の

分
析

が
可

能
な

技
術

を
研

究
し

、
確

立
し

て
お

く
、

と
い

う
こ

と
が

真
の

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

で
あ

る
。

こ
の

難
し

い
課

題
の

両
立

こ
そ

が
、

日
本

に
お

け
る

今
後

の
ＩＣ

Ｔ
社

会
が

実
現

す
る

べ
き

姿
で

は
な

い
か

と
考

え
る

。

1
3

社
団

法
人

デ
ジ

タ
ル

メ
デ

ィ
ア

協
会

２
（
２

）
IC

T
に

よ
る

社
会

的
諸

課
題

の
解

決
と

国
際

貢
献

・
国

際
貢

献
を

考
え

る
際

の
考

え
方

に
つ

い
て

意
見

を
述

べ
ま

す
。

・
先

ず
、

現
在

、
国

際
競

争
力

の
あ

る
製

品
開

発
に

お
い

て
は

、
　

　
　

　
　

・
先

ず
グ

ロ
ー

バ
ル

で
ビ

ジ
ネ

ス
す

る
た

め
の

仕
様

を
定

め
、

設
計

し
、

　
　

　
　

　
・
続

い
て

、
各

地
域

（
例

え
ば

、
日

本
、

米
国

、
英

国
、

等
）
向

け
の

ロ
ー

カ
ラ

イ
ズ

仕
様

や
設

計
を

追
加

す
る

と
い

う
よ

う
に

、
グ

ロ
ー

バ
ル

で
の

ビ
ジ

ネ
ス

か
ら

先
に

考
え

ま
す

。
国

内
向

け
の

も
の

を
海

外
に

展
開

し
よ

う
、

と
い

う
発

想
で

は
、

ビ
ジ

ネ
ス

の
ス

ピ
ー

ド
に

対
応

で
き

ま
せ

ん
。

・
次

に
、

鉄
道

や
原

発
な

ど
の

技
術

力
が

主
体

の
シ

ス
テ

ム
に

比
べ

、
病

院
シ

ス
テ

ム
（
H

IS
:H

o
sp

it
al

 I
n
fo

rm
at

io
n
 S

ys
te

m
）
の

よ
う

に
、

保
険

点
数

制
度

等
の

国
内

制
度

と
リ

ン
ク

す
る

シ
ス

テ
ム

は
、

海
外

に
適

用
す

る
の

は
非

常
に

難
し

い
の

が
現

状
で

す
。

こ
の

分
野

で
日

本
企

業
が

海
外

に
進

出
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

海
外

企
業

の
買

収
・
提

携
を

つ
う

じ
て

、
完

全
に

海
外

向
け

シ
ス

テ
ム

を
現

地
で

新
規

に
作

っ
て

い
ま

す
。

・
特

に
、

海
外

で
は

社
会

保
障

番
号

の
よ

う
な

統
一

さ
れ

た
国

民
ID

の
使

用
が

可
能

で
あ

る
こ

と
が

多
い

の
に

対
し

て
、

わ
が

国
で

は
国

民
総

背
番

号
制

度
に

対
す

る
嫌

悪
感

か
ら

こ
の

よ
う

な
ID

の
使

用
が

普
及

し
て

お
ら

ず
、

シ
ス

テ
ム

毎
に

異
な

っ
た

ID
が

用
い

ら
れ

る
た

め
、

シ
ス

テ
ム

間
の

デ
ー

タ
交

換
に

困
難

が
伴

う
場

合
が

少
な

く
あ

り
ま

せ
ん

。
・
従

っ
て

、
「
(2

)I
C

T
に

よ
る

社
会

的
諸

課
題

の
解

決
と

国
際

貢
献

」
を

検
討

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
「
グ

ロ
ー

バ
ル

展
開

も
見

据
え

た
IC

T
の

利
活

用
の

地
域

で
の

実
証

（
国

内
制

度
の

変
革

も
含

む
）
」
ま

で
踏

み
込

む
こ

と
も

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
の

で
は

な
い

か
と

愚
考

致
し

ま
す

。
（
自

治
省

・
郵

政
省

・
総

務
庁

を
母

体
と

す
る

総
務

省
と

し
て

は
難

し
い

か
も

し
れ

ま
せ

ん
が

。
）

1
4

株
式

会
社

ラ
ッ

ク
２

（
２

）
IC

T
に

よ
る

社
会

的
諸

課
題

の
解

決
と

国
際

貢
献

　
社

会
的

諸
課

題
の

解
決

に
は

、
ま

ず
政

府
自

ら
が

新
し

い
基

盤
で

IC
T
と

社
会

シ
ス

テ
ム

を
パ

ッ
ケ

ー
ジ

化
し

徹
底

的
に

利
活

用
い

た
だ

い
た

う
え

で
、

地
球

的
課

題
の

解
決

に
「
貢

献
す

る
シ

ス
テ

ム
」
と

し
て

提
供

を
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

 そ
の

際
、

我
が

国
IC

T
の

特
色

で
あ

る
無

謬
性

の
追

求
を

行
い

つ
つ

、
危

機
対

応
が

効
く
、

柔
軟

で
弾

力
性

の
あ

る
運

用
シ

ス
テ

ム
と

し
て

い
た

だ
く
こ

と
が

肝
要

だ
と

考
え

ま
す

。
IC

T
の

飛
躍

的
な

発
展

、
サ

イ
バ

ー
攻

撃
に

代
表

さ
れ

る
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

利
用

の
脅

威
な

ど
、

IC
T
環

境
は

、
即

応
的

な
改

善
、

危
機

対
応

な
ど

の
運

用
、

設
備

投
資

が
欠

か
せ

ま
せ

ん
。

　
民

間
企

業
に

お
い

て
も

、
J
-
S
O

X
に

象
徴

さ
れ

る
会

計
基

準
の

高
度

化
に

よ
り

、
場

当
た

り
的

な
IC

T
投

資
が

困
難

に
な

っ
て

い
ま

す
。

政
府

主
導

で
、

特
に

IC
T
の

利
活

用
を

標
榜

さ
れ

て
い

る
総

務
省

が
、

危
機

対
応

が
効

く
、

柔
軟

で
弾

力
性

の
あ

る
予

算
制

度
を

勘
案

し
た

運
用

シ
ス

テ
ム

を
構

築
し

、
そ

の
モ

デ
ル

を
示

す
こ

と
が

重
要

と
考

え
ま

す
。

3



意
見

番
号

意
見

提
出

者
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

項
目

提
出

意
見

（
長

文
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

そ
の

一
部

）

1
5

個
人

２
（
２

）
ＩＣ

Ｔ
に

よ
る

社
会

的
諸

課
題

の
解

決
と

国
際

貢
献

　
本

ア
ジ

ェ
ン

ダ
が

発
行

さ
れ

た
時

点
に

お
け

る
「
課

題
先

進
国

」
の

定
義

は
、

戦
争

か
ら

の
復

興
と

経
済

成
長

、
公

害
や

都
市

計
画

、
高

齢
化

社
会

と
医

療
制

度
　

な
ど

の
観

点
が

主
な

も
の

で
あ

っ
た

と
考

え
る

が
、

現
時

点
で

は
こ

れ
に

加
え

て
「
大

規
模

災
害

時
の

備
え

と
復

興
」
に

関
す

る
ソ

リ
ュ

ー
シ

ョ
ン

構
築

が
加

わ
る

も
の

と
考

え
る

。
　

被
災

地
の

復
興

の
よ

う
な

国
家

的
な

事
業

を
、

国
民

に
実

感
さ

せ
る

た
め

の
手

段
と

し
て

推
進

す
る

、
と

位
置

づ
け

る
こ

と
は

、
ＩＣ

Ｔ
技

術
の

あ
る

べ
き

進
歩

の
方

向
性

を
示

す
意

味
で

も
重

要
で

あ
る

と
考

え
る

。
　

だ
が

、
現

実
的

に
は

、
国

内
で

流
通

し
て

い
る

ＩＣ
Ｔ

サ
ー

ビ
ス

は
、

海
外

で
構

築
さ

れ
た

も
の

が
ベ

ー
ス

と
な

っ
て

い
る

分
野

が
大

変
多

い
。

今
後

、
ＩＣ

Ｔ
サ

ー
ビ

ス
を

基
礎

と
し

た
社

会
シ

ス
テ

ム
イ

ン
フ

ラ
に

よ
る

復
興

と
整

備
は

急
務

で
は

あ
る

が
、

日
本

国
内

だ
け

で
通

用
す

る
規

制
や

慣
習

に
合

わ
せ

た
も

の
を

整
備

／
進

化
さ

せ
て

も
「
ガ

ラ
パ

ゴ
ス

化
」
す

る
だ

け
で

真
に

世
界

各
国

が
求

め
る

品
質

の
サ

ー
ビ

ス
と

し
て

展
開

さ
れ

る
も

の
で

は
な

い
と

考
え

る
。

　
ＩＣ

Ｔ
サ

ー
ビ

ス
の

特
徴

は
、

時
間

/
場

所
的

な
制

約
か

ら
の

解
放

に
あ

る
。

そ
れ

は
「
利

用
者

＝
日

本
国

民
」
が

必
ず

し
も

成
り

立
た

な
い

こ
と

を
意

味
す

る
。

海
外

の
企

業
は

、
サ

ー
ビ

ス
や

製
品

を
開

発
す

る
際

に
、

自
国

だ
け

で
完

結
す

る
も

の
で

は
な

く
、

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

に
利

用
で

き
る

サ
ー

ビ
ス

を
検

討
す

る
こ

と
が

多
い

。
こ

の
分

野
に

お
け

る
日

本
と

し
て

の
研

究
開

発
分

野
は

、
遅

れ
て

い
る

と
言

わ
ざ

る
と

得
な

い
。

　
世

界
も

含
め

た
様

々
な

事
象

や
ニ

ー
ズ

と
、

日
本

の
中

に
あ

る
「
課

題
」
を

全
て

含
め

て
分

析
、

抽
象

化
す

る
こ

と
で

、
真

に
国

際
社

会
で

必
要

と
さ

れ
る

技
術

を
確

立
さ

せ
る

こ
と

が
出

来
る

だ
ろ

う
。

　
そ

の
た

め
に

は
、

例
え

ば
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

上
に

存
在

す
る

各
種

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

情
報

や
行

動
履

歴
と

、
実

生
活

に
お

け
る

移
動

履
歴

や
店

舗
で

の
購

買
履

歴
な

ど
、

有
効

的
に

結
合

／
活

用
さ

れ
て

い
な

い
デ

ー
タ

の
分

析
の

精
度

を
高

め
、

様
々

な
「
課

題
」
に

対
し

て
、

真
に

必
要

と
さ

れ
て

い
る

サ
ー

ビ
ス

を
導

き
出

す
術

が
求

め
ら

れ
て

い
る

。
　

具
体

的
に

は
、

国
内

外
の

様
々

な
デ

ー
タ

の
分

析
基

盤
の

整
備

や
、

デ
ー

タ
の

活
用

を
促

進
す

る
た

め
の

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
技

術
な

ど
を

推
進

し
、

ガ
ラ

パ
ゴ

ス
化

し
た

進
化

で
は

な
く
、

真
に

国
際

的
に

貢
献

で
き

る
ソ

リ
ュ

ー
シ

ョ
ン

を
開

発
す

る
礎

と
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

1
6

社
団

法
人

デ
ジ

タ
ル

メ
デ

ィ
ア

協
会

２
（
３

）
IC

T
に

よ
る

持
続

的
な

経
済

成
長

の
実

現
・
「
IC

T
の

利
活

用
」
は

効
率

向
上

や
社

会
的

問
題

の
解

決
に

は
非

常
に

有
効

だ
と

思
い

ま
す

が
、

そ
れ

を
持

続
的

に
可

能
に

し
て

経
済

成
長

に
つ

な
げ

る
に

は
「
技

術
開

発
」
が

不
可

欠
で

あ
る

と
愚

考
致

し
ま

す
。

1
7

株
式

会
社

ラ
ッ

ク
２

（
３

）
IC

T
に

よ
る

持
続

的
な

経
済

成
長

の
実

現
　

「
科

学
・
技

術
・
情

報
通

信
立

国
」
戦

略
と

あ
り

ま
す

が
、

既
に

2
0
世

紀
の

遺
物

で
あ

る
可

能
性

は
否

め
ま

せ
ん

。
2
1
世

紀
の

持
続

的
な

経
済

成
長

を
睨

ん
だ

場
合

に
は

、
人

の
生

活
、

行
動

や
思

考
を

最
大

限
に

支
援

で
き

る
シ

ス
テ

ム
の

構
築

と
運

用
が

重
要

な
キ

ー
ワ

ー
ド

で
あ

る
と

考
え

ま
す

。
そ

の
為

に
は

、
社

会
を

脅
か

す
可

能
性

の
あ

る
最

先
端

の
脅

威
に

関
す

る
研

究
を

戦
略

的
に

行
い

そ
の

防
御

方
法

を
先

ん
じ

て
実

装
し

て
い

く
こ

と
が

、
持

続
的

な
経

済
成

長
と

国
際

貢
献

の
た

め
の

技
術

基
盤

と
し

て
必

須
と

考
え

ま
す

。
　

ま
た

、
我

が
国

IC
T
の

特
色

で
あ

る
無

謬
性

は
極

力
追

及
す

べ
き

で
す

が
、

1
0
0
%
の

安
全

性
を

保
証

す
る

IC
T
な

ど
は

あ
り

得
な

い
こ

と
か

ら
、

そ
の

リ
ス

ク
を

誰
が

ど
う

判
断

し
て

い
く
の

か
、

政
府

主
導

で
明

確
な

基
準

を
策

定
し

て
い

た
だ

き
た

い
と

考
え

ま
す

。

1
8

個
人

２
（
３

）
ＩＣ

Ｔ
に

よ
る

持
続

的
な

経
済

成
長

の
実

現
　

ＩＣ
Ｔ

に
よ

る
地

域
的

課
題

の
解

決
策

（
ソ

リ
ュ

ー
シ

ョ
ン

）
は

、
ア

ジ
ア

各
国

を
含

む
グ

ロ
ー

バ
ル

な
地

球
的

課
題

の
解

決
へ

の
貢

献
を

通
じ

、
我

が
国

の
国

際
競

争
力

の
強

化
に

つ
な

が
る

。
ま

た
、

ＩＣ
Ｔ

の
利

活
用

は
、

我
が

国
の

社
会

経
済

の
さ

ま
ざ

ま
な

場
面

に
お

け
る

効
率

性
向

上
に

寄
与

す
る

。
こ

の
た

め
、

環
境

・
医

療
・
教

育
等

の
分

野
を

中
心

に
、

あ
ら

ゆ
る

分
野

に
お

い
て

ＩＣ
Ｔ

の
利

活
用

を
促

進
す

る
こ

と
を

成
長

戦
略

の
柱

と
し

て
位

置
付

け
る

こ
と

が
重

要
で

あ
り

、
2
0
1
0
年

6
月

に
閣

議
決

定
さ

れ
た

「
新

成
長

戦
略

」
に

お
い

て
も

、
7
つ

の
戦

略
分

野
の

一
つ

と
し

て
、

「
科

学
・
技

術
・
情

報
通

信
立

国
戦

略
」
が

掲
げ

ら
れ

、
こ

れ
を

踏
ま

え
た

「
2
1
世

紀
の

日
本

の
復

活
に

向
け

た
2
1
の

国
家

戦
略

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

」
の

一
つ

と
し

て
「
情

報
通

信
技

術
の

利
活

用
の

促
進

」
が

掲
げ

ら
れ

て
い

る
。

こ
う

し
た

徹
底

的
な

ＩＣ
Ｔ

の
利

活
用

や
新

事
業

の
創

出
等

に
よ

り
持

続
的

な
経

済
成

長
の

実
現

を
目

指
す

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
　

「
環

境
・
医

療
・
教

育
の

振
興

」
と

い
う

観
点

で
考

え
た

際
に

、
現

状
の

日
本

の
規

制
/
法

制
度

の
枠

組
み

の
中

で
の

効
率

化
の

提
案

が
多

く
な

っ
て

し
ま

う
の

は
仕

方
が

な
い

が
、

日
本

の
枠

組
み

の
中

だ
け

で
考

え
ず

、
新

し
い

制
度

提
案

を
一

か
ら

提
案

す
る

こ
と

も
必

要
で

あ
る

。
　

例
え

ば
、

2
0
1
1
年

3
月

の
東

日
本

大
震

災
以

降
、

被
災

地
の

復
興

に
向

け
て

多
く
の

企
業

が
「
ス

マ
ー

ト
シ

テ
ィ

構
想

」
「
海

外
臨

床
試

験
デ

ー
タ

利
用

」
「
海

外
の

初
等

教
育

の
遠

隔
受

講
」
な

ど
に

つ
い

て
企

画
案

を
作

成
し

て
い

る
。

　
だ

が
、

現
状

の
日

本
の

法
規

制
や

企
業

の
枠

組
み

の
中

で
は

、
具

体
的

な
議

論
や

実
験

を
行

う
こ

と
す

ら
難

し
い

状
況

に
あ

る
。

　
現

在
、

多
く
の

国
が

こ
の

よ
う

な
先

進
的

な
取

り
組

み
に

つ
い

て
、

具
体

的
な

適
用

方
法

を
含

め
て

議
論

し
て

い
る

中
で

、
日

本
だ

け
が

推
進

の
た

め
の

方
策

を
放

棄
す

る
の

で
は

、
他

国
の

イ
ノ

ベ
ー

シ
ョ

ン
速

度
に

追
い

つ
か

な
い

。
　

特
に

地
震

に
よ

る
被

害
が

甚
大

で
あ

っ
た

地
域

な
ど

に
つ

い
て

、
国

内
外

を
問

わ
ず

に
イ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

的
な

提
案

を
募

集
し

、
国

と
し

て
特

区
制

度
の

適
用

や
ベ

ン
チ

ャ
ー

企
業

支
援

を
行

う
こ

と
で

、
復

興
を

支
援

す
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

の
で

は
な

い
か

。
　

そ
の

よ
う

な
企

業
か

ら
の

投
資

や
技

術
を

受
け

入
れ

る
こ

と
に

よ
っ

て
職

や
生

活
イ

ン
フ

ラ
を

失
っ

た
地

域
に

対
し

て
、

復
興

の
た

め
の

道
筋

を
作

る
こ

と
が

可
能

と
な

る
だ

ろ
う

。
　

地
震

の
よ

う
な

地
球

的
な

課
題

に
対

し
て

、
日

本
か

ら
提

示
す

る
解

決
方

法
は

先
進

的
な

ＩＣ
Ｔ

技
術

／
製

品
だ

け
で

は
な

い
。

　
行

政
の

規
制

緩
和

の
あ

り
方

か
ら

、
国

内
外

の
投

資
の

呼
び

込
み

方
、

地
域

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

の
復

活
の

さ
せ

方
な

ど
、

社
会

全
体

を
含

め
た

総
合

的
な

ソ
リ

ュ
ー

シ
ョ

ン
パ

ッ
ケ

ー
ジ

を
構

築
し

、
国

際
的

に
広

め
て

い
く
こ

と
が

、
あ

る
べ

き
国

際
貢

献
の

姿
と

な
る

だ
ろ

う
。

　
ＩＣ

Ｔ
技

術
の

進
歩

や
イ

ン
フ

ラ
の

構
築

に
対

す
る

投
資

や
研

究
開

発
は

、
官

産
学

に
加

え
て

民
（
地

域
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
や

Ｎ
Ｐ

Ｏ
）
ま

で
が

一
体

と
な

っ
た

運
用

が
求

め
ら

れ
る

。
　

そ
れ

ら
異

な
る

団
体

同
士

が
、

同
じ

ＩＣ
Ｔ

基
盤

を
用

い
て

交
流

で
き

る
仕

組
み

が
必

要
と

な
る

だ
ろ

う
。

例
え

ば
、

情
報

を
広

く
公

開
す

る
手

段
、

意
見

を
広

く
吸

い
上

げ
る

手
段

、
そ

れ
ら

を
分

析
し

て
ソ

リ
ュ

ー
シ

ョ
ン

を
提

示
す

る
手

段
を

整
備

す
る

必
要

が
あ

る
だ

ろ
う

。

1
9

個
人

３
　

IC
T
市

場
の

構
造

変
化

と
将

来
像

に
つ

い
て

市
場

構
造

の
変

化
に

伴
い

、
今

後
も

益
々

IC
T
環

境
は

我
々

の
生

活
と

切
り

離
せ

な
い

も
の

と
な

り
ま

す
。

こ
の

構
造

の
変

化
に

柔
軟

に
対

応
す

る
た

め
に

は
、

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
責

務
を

広
く
捉

え
、

偏
り

の
な

い
検

討
を

進
め

る
必

要
が

あ
る

と
考

え
ま

す
。

他
方

で
、

物
理

的
に

IC
T
環

境
が

使
用

で
き

な
く
な

っ
た

状
況

下
で

は
、

現
在

と
は

比
較

に
な

ら
な

い
程

の
混

乱
が

発
生

す
る

と
考

え
ま

す
。

例
え

ば
、

先
日

発
生

し
た

東
北

地
方

太
平

洋
沖

地
震

の
際

は
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
上

の
情

報
が

錯
綜

し
、

ノ
イ

ズ
が

大
量

に
混

入
す

る
等

、
国

民
が

正
確

な
行

動
選

択
が

で
き

な
か

っ
た

事
は

既
報

の
通

り
で

す
。

し
た

が
っ

て
、

そ
の

よ
う

な
状

況
に

陥
ら

な
い

イ
ン

フ
ラ

設
計

・
構

築
や

IC
T
以

外
の

分
野

と
の

密
な

連
携

が
可

能
な

限
り

早
期

に
実

現
さ

れ
る

事
が

必
要

で
あ

る
と

考
え

て
い

ま
す

。
前

述
の

背
景

も
あ

り
、

新
世

代
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
等

、
既

存
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
捉

わ
れ

な
い

新
し

い
概

念
を

創
出

す
る

よ
う

な
研

究
は

早
急

に
検

討
が

必
要

で
あ

る
と

考
え

て
い

ま
す

。
ま

た
、

市
場

構
造

の
変

化
に

伴
い

今
後

さ
ら

に
市

場
を

活
性

化
さ

せ
た

い
の

で
あ

れ
ば

、
物

理
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
が

よ
り

オ
ー

プ
ン

に
運

用
さ

れ
る

べ
き

と
考

え
て

い
ま

す
。

M
V

N
O

の
よ

う
な

イ
ン

フ
ラ

上
で

の
仮

想
サ

ー
ビ

ス
を

1
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
や

1
ユ

ー
ザ

レ
ベ

ル
で

行
え

る
だ

け
の

フ
レ

キ
シ

ビ
リ

テ
ィ

が
必

要
だ

と
考

え
て

い
ま

す
。

例
え

ば
、

キ
ャ

リ
ア

に
保

証
さ

れ
た

高
信

頼
な

運
用

と
ユ

ー
ザ

レ
ベ

ル
で

の
柔

軟
な

運
用

を
1
つ

の
物

理
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
で

共
存

さ
せ

ら
れ

る
ハ

ー
ド

ウ
ェ

ア
・
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
技

術
が

必
要

で
す

。
物

理
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
が

オ
ー

プ
ン

化
さ

れ
れ

ば
、

次
々

と
新

し
い

プ
レ

イ
ヤ

ー
が

誕
生

し
競

争
が

活
性

化
し

ま
す

。
つ

ま
り

、
す

べ
て

を
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
し

よ
う

と
す

る
の

で
は

な
く
ユ

ー
ザ

や
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
か

ら
生

み
出

さ
れ

た
サ

ー
ビ

ス
を

育
て

る
土

壌
を

提
供

す
る

べ
き

で
す

。

4



意
見

番
号

意
見

提
出

者
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

項
目

提
出

意
見

（
長

文
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

そ
の

一
部

）

2
0

合
同

会
社

ウ
ィ

ト
ラ

３
①

通
信

・
放

送
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

変
化

と
そ

の
影

響
提

案
項

目
名

：
「
ス

マ
ー

ト
シ

テ
ィ

の
通

信
イ

ン
フ

ラ
の

あ
る

べ
き

姿
の

研
究

」
内

容
・
理

由
（
１

）
「
通

信
・
放

送
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

変
化

と
そ

の
影

響
」
に

対
す

る
提

言
IC

T
技

術
の

急
速

な
進

展
に

よ
る

ブ
ロ

ー
ド

バ
ン

ド
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

構
築

と
活

用
が

先
進

諸
国

の
将

来
の

産
業

全
体

の
生

産
性

に
大

き
く
影

響
す

る
こ

と
は

明
ら

か
で

あ
る

。
日

本
政

府
は

「
早

く
か

ら
ユ

ビ
キ

タ
ス

社
会

の
実

現
」
を

標
榜

し
て

き
た

が
、

近
年

の
ス

マ
ー

ト
フ

ォ
ン

や
タ

ブ
レ

ッ
ト

端
末

ブ
ー

ム
に

見
ら

れ
る

よ
う

に
、

ワ
イ

ヤ
レ

ス
技

術
を

ク
ラ

ウ
ド

コ
ン

ピ
ュ

ー
テ

ィ
ン

グ
と

組
み

合
わ

せ
て

ユ
ビ

キ
タ

ス
社

会
を

実
現

す
る

こ
と

は
現

実
の

も
の

と
な

っ
て

き
て

い
る

。
つ

ま
り

要
素

技
術

は
着

々
と

進
展

し
て

い
る

。
こ

の
よ

う
な

ユ
ビ

キ
タ

ス
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

実
現

す
る

う
え

で
の

ボ
ト

ル
ネ

ッ
ク

は
個

々
の

IC
T
技

術
よ

り
も

む
し

ろ
、

基
地

局
の

設
置

場
所

を
探

す
と

か
、

配
線

工
事

を
す

る
と

か
い

っ
た

都
市

イ
ン

フ
ラ

と
連

携
し

た
活

動
の

経
済

性
が

大
き

く
影

響
し

て
き

て
い

る
。

し
か

し
な

が
ら

こ
れ

ま
で

の
検

討
で

は
こ

の
よ

う
な

工
事

コ
ス

ト
を

抜
本

的
に

削
減

す
る

た
め

の
検

討
が

十
分

に
な

さ
れ

て
い

る
と

は
言

い
難

い
。

本
提

案
は

都
市

イ
ン

フ
ラ

と
通

信
イ

ン
フ

ラ
の

連
携

の
検

討
を

促
す

も
の

で
あ

る
。

2
1

株
式

会
社

ケ
イ

・
オ

プ
テ

ィ
コ

ム
３

①
通

信
・
放

送
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

変
化

と
そ

の
影

響
イ

ン
フ

ラ
や

ＩＣ
Ｔ

の
向

上
に

よ
り

、
あ

る
コ

ン
テ

ン
ツ

が
提

供
さ

れ
る

地
域

か
ら

物
理

的
に

離
れ

た
別

の
地

域
に

お
い

て
も

、
物

理
的

お
よ

び
時

間
的

な
隔

離
を

感
じ

る
こ

と
な

く
当

該
コ

ン
テ

ン
ツ

を
視

聴
す

る
こ

と
が

、
技

術
的

に
可

能
に

な
り

ま
し

た
。

こ
れ

に
よ

り
、

著
作

物
の

権
利

保
護

と
そ

の
利

用
形

態
の

間
で

、
従

来
は

想
定

さ
れ

な
か

っ
た

よ
う

な
問

題
が

発
生

し
得

る
可

能
性

が
あ

り
ま

す
。

今
後

、
ＩＣ

Ｔ
利

活
用

を
図

る
上

で
、

利
用

者
が

権
利

侵
害

を
懸

念
す

る
こ

と
な

く
利

用
で

き
る

よ
う

、
法

や
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

整
備

を
検

討
課

題
と

し
て

挙
げ

て
い

た
だ

き
た

い
と

考
え

ま
す

。

2
2

社
団

法
人

デ
ジ

タ
ル

メ
デ

ィ
ア

協
会

３
①

通
信

・
放

送
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

変
化

と
そ

の
影

響
・
今

回
の

震
災

報
道

で
、

「
ニ

コ
ニ

コ
生

放
送

」
や

「
U

S
T
E
R

A
M

」
に

よ
る

記
者

会
見

実
況

放
送

が
示

し
た

よ
う

に
、

ネ
ッ

ト
放

送
の

実
力

が
世

の
中

に
認

識
さ

れ
た

と
考

え
て

お
り

ま
す

。
・
こ

の
よ

う
な

IP
生

放
送

で
は

、
大

容
量

の
基

幹
網

を
必

要
と

し
、

配
信

事
業

者
は

通
信

事
業

者
に

多
額

の
支

払
い

を
必

要
と

し
て

い
ま

す
。

配
信

事
業

者
の

負
担

を
軽

減
し

、
新

し
い

マ
ス

メ
デ

ィ
ア

チ
ャ

ネ
ル

を
育

て
る

よ
う

な
検

討
を

お
願

い
し

た
い

と
存

じ
ま

す
。

・
か

つ
て

問
題

と
な

っ
て

い
た

ラ
ス

ト
ワ

ン
マ

イ
ル

の
ブ

ロ
ー

ド
バ

ン
ド

化
の

問
題

は
、

有
線

に
つ

い
て

は
ほ

ぼ
解

消
し

た
と

考
え

て
良

く
、

今
後

は
、

エ
ン

ド
ユ

ー
ザ

の
ブ

ロ
ー

ド
バ

ン
ド

化
に

対
応

し
た

基
幹

網
を

ど
う

す
る

か
が

、
コ

ン
テ

ン
ツ

業
界

の
新

サ
ー

ビ
ス

開
発

の
た

め
に

も
重

要
に

な
る

と
愚

考
致

し
ま

す
。

・
あ

る
放

送
関

係
者

が
、

「
1
9
7
2
年

の
佐

藤
栄

作
元

首
相

の
退

任
記

者
会

見
が

、
新

聞
社

を
閉

め
出

し
て

T
V

放
送

の
み

に
限

定
し

た
の

が
、

T
V

放
送

が
報

道
メ

デ
ィ

ア
と

し
て

正
式

に
認

知
さ

れ
た

エ
ポ

ッ
ク

と
な

っ
た

。
今

回
の

震
災

で
の

各
種

記
者

会
見

の
IP

生
放

送
は

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

が
報

道
メ

デ
ィ

ア
と

し
て

広
く
認

知
さ

れ
る

エ
ポ

ッ
ク

に
な

る
だ

ろ
う

。
」
と

言
っ

て
い

ま
し

た
。

こ
の

勢
い

を
活

か
す

よ
う

な
議

論
を

、
IP

同
時

再
送

信
も

含
め

て
お

願
い

し
た

い
と

存
じ

ま
す

。

2
3

社
団

法
人

 日
本

ケ
ー

ブ
ル

テ
レ

ビ
連

盟
３

①
通

信
・
放

送
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

変
化

と
そ

の
影

響
災

害
時

等
に

お
け

る
シ

ー
ム

レ
ス

な
情

報
伝

達
手

段
（
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
等

）
の

確
保

に
つ

い
て

　
今

般
の

「
東

北
地

方
太

平
洋

沖
地

震
」
に

際
し

、
自

治
体

、
病

院
、

学
校

、
地

元
防

災
チ

ー
ム

等
の

機
関

と
、

ソ
ー

シ
ャ

ル
メ

デ
ィ

ア
、

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

、
ケ

ー
ブ

ル
テ

レ
ビ

、
放

送
等

の
情

報
伝

達
メ

デ
ィ

ア
と

の
間

の
相

互
連

携
の

不
足

に
よ

り
、

必
要

な
情

報
が

必
要

な
時

、
必

要
な

者
に

「
つ

な
が

ら
な

い
」
と

い
う

状
況

が
明

ら
か

と
な

り
ま

し
た

。

2
4

社
団

法
人

 日
本

ケ
ー

ブ
ル

テ
レ

ビ
連

盟
３

①
通

信
・
放

送
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

変
化

と
そ

の
影

響
３

②
IC

T
利

活
用

の
変

化
と

そ
の

影
響

検
討

ア
ジ

ェ
ン

ダ
中

、
ケ

ー
ブ

ル
テ

レ
ビ

事
業

者
に

よ
る

サ
ー

ビ
ス

展
開

の
観

点
も

含
め

、
次

の
項

目
に

つ
い

て
重

点
的

な
検

討
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

・
 固

定
ブ

ロ
ー

ド
バ

ン
ド

網
の

整
備

、
ワ

イ
ヤ

レ
ス

分
野

に
お

け
る

次
世

代
通

信
網

（
3
.9

G
）
の

普
及

、
携

帯
端

末
向

け
マ

ル
チ

メ
デ

ィ
ア

放
送

の
開

始
等

が
進

み
、

本
格

的
な

ユ
ビ

キ
タ

ス
ネ

ッ
ト

社
会

を
迎

え
る

中
、

今
後

、
通

信
・
放

送
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
市

場
は

ど
の

よ
う

に
変

化
し

て
い

く
と

考
え

ら
れ

る
か

。
・
 通

信
・
放

送
の

融
合

・
連

携
等

に
よ

り
、

コ
ン

テ
ン

ツ
等

の
複

数
経

路
で

の
配

信
（
マ

ル
チ

デ
リ

バ
リ

ー
）
が

ど
の

よ
う

に
進

む
と

考
え

ら
れ

る
か

。
例

え
ば

、
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
型

の
デ

ジ
タ

ル
サ

イ
ネ

ー
ジ

（
電

子
看

板
）
や

携
帯

端
末

・
パ

ソ
コ

ン
・
テ

レ
ビ

等
の

連
携

は
ど

の
よ

う
に

進
む

と
考

え
ら

れ
る

か
。

ま
た

、
こ

う
し

た
連

携
が

進
展

す
る

と
し

た
場

合
、

期
待

さ
れ

る
経

済
的

効
果

や
留

意
す

べ
き

事
項

は
何

か
。

・
 エ

ネ
ル

ギ
ー

、
交

通
、

物
流

等
の

分
野

で
IC

T
の

力
に

よ
っ

て
効

率
化

・
高

付
加

価
値

化
を

図
る

試
み

は
ど

の
よ

う
に

進
ん

で
い

く
と

考
え

ら
れ

る
か

。
例

え
ば

、
ク

ラ
ウ

ド
サ

ー
ビ

ス
、

M
2
M

（
m

ac
h
in

e
 t

o
m

ac
h
in

e
）
通

信
、

ス
マ

ー
ト

グ
リ

ッ
ド

、
セ

ン
サ

ー
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
、

IT
S
（
In

te
lli

ge
n
t 

T
ra

n
sp

o
rt

 S
ys

te
m

）
等

の
普

及
は

ど
の

よ
う

な
影

響
を

及
ぼ

す
か

。
・
 S

N
S
(S

o
c
ia

l 
N

e
tw

o
rk

in
g 

S
e
rv

ic
e
)、

ミ
ニ

ブ
ロ

グ
等

の
ソ

ー
シ

ャ
ル

メ
デ

ィ
ア

は
ど

の
よ

う
に

普
及

し
て

い
く
と

考
え

ら
れ

る
か

。
ま

た
、

こ
う

し
た

メ
デ

ィ
ア

の
普

及
は

、
個

人
間

、
企

業
・
個

人
間

等
の

知
識

・
情

報
流

通
の

活
性

化
、

社
会

に
お

け
る

合
意

形
成

や
新

た
な

文
化

の
創

造
等

に
ど

の
よ

う
な

影
響

を
及

ぼ
す

と
考

え
ら

れ
る

か
。

・
 デ

ジ
タ

ル
機

器
の

飛
躍

的
な

機
能

向
上

と
低

価
格

化
(コ

モ
デ

ィ
テ

ィ
化

)が
進

む
中

、
今

後
の

事
業

モ
デ

ル
の

在
り

方
は

ど
の

よ
う

に
変

化
し

て
い

く
と

考
え

ら
れ

る
か

。
例

え
ば

、
デ

ジ
タ

ル
機

器
と

サ
ー

ビ
ス

の
連

携
等

の
「
モ

ノ
の

サ
ー

ビ
ス

化
」
が

進
む

際
、

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

機
能

【
コ

ン
テ

ン
ツ

統
合

機
能

や
認

証
・
課

金
機

能
】
の

連
携

は
ど

の
よ

う
に

進
む

と
考

え
ら

れ
る

か
。

2
5

株
式

会
社

日
立

製
作

所
３

①
通

信
・
放

送
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

変
化

と
そ

の
影

響
・
ス

マ
ー

ト
フ

ォ
ン

な
ど

高
機

能
携

帯
端

末
の

普
及

や
、

実
世

界
の

セ
ン

サ
ー

数
増

加
な

ど
に

よ
り

、
多

種
の

サ
ー

ビ
ス

が
登

場
し

て
く
る

と
予

測
さ

れ
ま

す
。

多
種

の
サ

ー
ビ

ス
で

は
、

リ
ア

ル
タ

イ
ム

性
や

ス
ル

ー
プ

ッ
ト

な
ど

サ
ー

ビ
ス

毎
に

異
な

る
性

能
が

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
要

求
さ

れ
る

為
、

こ
れ

に
応

え
る

よ
う

な
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
が

必
要

に
な

る
と

考
え

ら
れ

ま
す

。
・
既

存
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
か

ら
新

世
代

へ
の

移
行

に
は

、
増

設
や

保
守

作
業

中
も

ユ
ー

ザ
へ

の
サ

ー
ビ

ス
を

継
続

で
き

る
よ

う
、

管
理

者
に

よ
っ

て
適

切
に

制
御

可
能

な
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
構

造
の

あ
り

方
に

つ
い

て
の

ご
議

論
を

提
案

致
し

ま
す

。
・
「
放

送
と

通
信

の
融

合
・
連

携
」
が

進
む

こ
と

で
、

新
し

い
メ

デ
ィ

ア
を

使
っ

た
映

像
配

信
や

テ
レ

ビ
再

送
信

、
双

方
向

通
信

が
可

能
と

な
り

、
３

Ｄ
映

像
な

ど
よ

り
リ

ア
ル

な
映

像
を

配
信

可
能

と
な

り
、

テ
レ

ワ
ー

ク
等

に
よ

る
知

的
生

産
性

向
上

が
可

能
に

な
り

ま
す

。
こ

の
為

に
サ

ー
ビ

ス
プ

ロ
バ

イ
ダ

/
放

送
局

/
端

末
メ

ー
カ

な
ど

業
界

横
断

の
推

進
体

制
が

必
要

と
考

え
ま

す
。
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意
見

番
号

意
見

提
出

者
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

項
目

提
出

意
見

（
長

文
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

そ
の

一
部

）

2
6

株
式

会
社

毎
日

放
送

３
①

通
信

・
放

送
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

変
化

と
そ

の
影

響
　

「
通

信
・
放

送
の

融
合

・
連

携
等

に
よ

り
、

コ
ン

テ
ン

ツ
等

の
複

数
経

路
で

の
配

信
（
マ

ル
チ

デ
リ

バ
リ

ー
）
が

ど
の

よ
う

に
進

む
と

考
え

ら
れ

る
か

。
例

え
ば

、
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
型

の
デ

ジ
タ

ル
サ

イ
ネ

ー
ジ

（
電

子
看

板
）
や

携
帯

端
末

・
パ

ソ
コ

ン
・
テ

レ
ビ

等
の

連
携

は
ど

の
よ

う
に

進
む

と
考

え
ら

れ
る

か
。

ま
た

こ
う

し
た

連
携

が
進

展
す

る
と

し
た

場
合

、
期

待
さ

れ
る

経
済

的
効

果
や

留
意

す
べ

き
事

項
と

は
何

か
。

」
な

る
記

述
の

う
ち

、
下

線
部

「
例

え
ば

・
・
・
」
以

降
に

つ
い

て
　

コ
ン

テ
ン

ツ
は

そ
れ

ぞ
れ

に
、

利
用

対
象

者
、

利
用

手
段

、
利

用
シ

ー
ン

、
利

用
目

的
な

ど
コ

ン
テ

ク
ス

ト
を

併
せ

も
っ

て
お

り
、

各
々

の
デ

リ
バ

リ
ー

は
そ

れ
ぞ

れ
に

合
致

す
る

配
信

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

が
合

理
的

に
選

択
さ

れ
る

こ
と

が
好

ま
し

い
。

　
し

か
し

上
記

の
記

述
は

こ
う

し
た

点
が

十
分

に
斟

酌
さ

れ
て

お
ら

ず
、

「
コ

ン
テ

ン
ツ

を
外

形
的

に
捉

え
た

、
単

に
マ

ル
チ

デ
リ

バ
リ

ー
と

い
う

技
術

あ
り

き
の

議
論

」
に

な
る

危
険

性
を

孕
ん

で
い

る
。

　
『
２

・
基

本
理

念
（
１

）
国

民
本

位
の

ＩＣ
Ｔ

政
策

へ
の

パ
ラ

ダ
イ

ム
転

換
』
に

お
い

て
は

、
「
事

業
者

中
心

か
ら

利
用

者
中

心
へ

、
組

織
中

心
か

ら
国

民
中

心
へ

、
技

術
中

心
か

ら
人

間
中

心
へ

、
の

政
策

パ
ラ

ダ
イ

ム
転

換
を

計
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

」
と

い
う

趣
旨

が
謳

わ
れ

て
お

り
、

こ
れ

に
照

ら
せ

ば
、

こ
こ

は
「
利

用
者

便
益

に
直

結
す

る
コ

ン
テ

ク
ス

ト
に

応
じ

た
多

様
な

配
信

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
整

備
」
を

謳
う

こ
と

が
妥

当
で

は
な

い
か

。
　

具
体

的
に

は
「
コ

ン
テ

ン
ツ

が
も

つ
性

質
」
に

応
じ

て
配

信
手

段
が

選
択

で
き

る
環

境
を

整
え

る
こ

と
、

す
な

わ
ち

一
斉

同
報

的
な

も
の

は
放

送
、

オ
ン

デ
マ

ン
ド

的
な

も
の

は
通

信
、

の
よ

う
に

、
エ

ネ
ル

ギ
ー

環
境

の
視

点
か

ら
も

合
理

的
に

選
択

で
き

る
、

多
様

な
配

信
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

環
境

整
備

に
つ

い
て

検
討

す
る

こ
と

が
必

要
で

は
な

い
か

。
　

『
グ

ロ
ー

バ
ル

時
代

に
お

け
る

IC
T
政

策
に

関
す

る
タ

ス
ク

フ
ォ

ー
ス

 電
気

通
信

市
場

の
環

境
変

化
へ

の
対

応
検

討
部

会
「
ワ

イ
ヤ

レ
ス

ブ
ロ

ー
ド

バ
ン

ド
実

現
の

た
め

の
周

波
数

検
討

ワ
ー

キ
ン

グ
グ

ル
ー

プ
」
』
の

と
り

ま
と

め
で

は
、

コ
ン

テ
ン

ツ
の

大
容

量
化

に
よ

っ
て

「
移

動
通

信
シ

ス
テ

ム
の

サ
ー

ビ
ス

に
よ

る
ト

ラ
ヒ

ッ
ク

は
、

2
0
1
7
年

に
は

2
0
0
7
年

の
約

2
0
0
倍

に
増

大
す

る
」
と

の
指

摘
が

あ
る

。
こ

れ
に

対
し

て
同

ワ
ー

キ
ン

グ
グ

ル
ー

プ
は

、
「
更

な
る

高
速

・
大

容
量

化
」
「
周

波
数

確
保

」
と

い
っ

た
伝

送
容

量
そ

の
も

の
を

増
量

す
る

必
要

性
を

指
摘

し
な

が
ら

、
同

時
に

「
放

送
の

デ
ジ

タ
ル

化
の

進
展

」
と

し
て

、
「
デ

ジ
タ

ル
放

送
の

更
な

る
高

度
化

に
よ

る
新

た
な

サ
ー

ビ
ス

の
実

現
が

期
待

さ
れ

て
い

る
」
と

指
摘

し
て

い
る

。
　

コ
ン

テ
ク

ス
ト

に
応

じ
て

各
々

の
コ

ン
テ

ン
ツ

が
そ

れ
ぞ

れ
に

合
理

的
な

配
信

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
選

択
で

き
る

環
境

整
備

は
非

常
に

重
要

で
あ

る
と

考
え

る
。

2
7

個
人

３
①

通
信

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
変

化
と

そ
の

影
響

３
②

ＩＣ
Ｔ

利
活

用
の

変
化

と
そ

の
影

響
４

（
１

）
新

事
業

創
出

戦
略

通
信

サ
ー

ビ
ス

の
将

来
像

と
社

会
イ

ン
フ

ラ
１

）
完

全
定

額
か

ら
サ

ー
ビ

ス
利

用
料

に
応

じ
た

従
量

課
金

に
な

る
こ

と
は

必
須

２
）
モ

バ
イ

ル
業

界
で

は
電

子
書

籍
な

ど
リ

ッ
チ

コ
ン

テ
ン

ツ
が

今
後

予
想

さ
れ

る
が

Ｐ
Ｆ

の
外

資
（
ア

ッ
プ

ル
、

グ
ー

グ
ー

ル
）
の

“
中

抜
き

事
業

”
を

拡
大

、
“
手

の
中

で
“
と

い
う

こ
と

に
な

る
。

１
）
 ２

）
よ

り
経

済
負

担
の

低
く
か

つ
信

頼
性

の
高

い
通

信
イ

ン
フ

ラ
を

国
民

に
提

供
す

る
こ

と
が

社
会

貢
献

に
な

り
、

ＩＣ
Ｔ

の
恩

恵
を

国
民

が
実

感
す

る
こ

と
に

な
る

の
で

は
な

い
で

し
ょ

う
か

？
生

活
に

密
着

し
た

空
間

に
て

こ
の

通
信

手
段

と
P

F
事

業
通

信
手

段
：
 専

用
線

＋
Ｗ

ｉｆ
ｉ、

Ｉｒ
ｄ
ａ

Ｐ
Ｆ

事
業

：
信

頼
で

き
る

国
内

事
業

者
を

展
開

す
れ

ば
い

か
が

で
し

ょ
う

？
例

え
ば

全
国

の
駅

な
ど

で
こ

れ
を

展
開

す
れ

ば
○

生
活

に
密

着
し

て
い

る
空

間
な

の
で

国
民

が
便

利
に

な
っ

た
と

実
感

○
パ

ケ
ッ

ト
通

信
代

が
完

全
従

量
に

移
行

し
て

も
消

費
者

負
担

は
激

減
○

キ
ャ

リ
ア

の
設

備
投

資
も

抑
制

可
能

で
は

な
い

で
し

ょ
う

か
？

【
長

文
の

た
め

、
意

見
の

一
部

を
掲

載
】

2
8

個
人

３
①

通
信

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
変

化
と

そ
の

影
響

３
②

ＩＣ
Ｔ

利
活

用
の

変
化

と
そ

の
影

響
４

（
１

）
新

事
業

創
出

戦
略

高
齢

者
へ

の
社

会
貢

献
高

齢
者

に
と

っ
て

の
ＩＣ

Ｔ
の

利
便

性
向

上
・
ス

マ
ー

ト
フ

ォ
ン

な
ど

に
慣

れ
親

し
ん

だ
世

代
・
Ｐ

Ｃ
や

携
帯

に
慣

れ
親

し
ん

だ
世

代
・
携

帯
電

話
さ

え
利

用
で

き
な

い
世

代
利

用
格

差
の

拡
大

は
広

が
る

一
方

文
化

習
慣

行
動

様
式

に
根

ざ
し

た
Ｕ

Ｉで
な

い
と

ま
す

ま
す

格
差

が
広

が
る

→
文

化
習

慣
と

な
っ

た
家

電
と

の
連

携
を

推
進

[Ｔ
Ｖ

と
通

信
機

器
]

Ｔ
Ｖ

本
体

に
無

線
通

信
モ

ジ
ュ

ー
ル

と
相

互
通

信
可

能
な

Ｕ
Ｉを

装
備

し
、

例
え

ば
、

災
害

時
の

公
共

機
関

へ
の

ア
ク

セ
ス

例
え

ば
ス

ー
パ

ー
な

ど
へ

の
サ

イ
ト

へ
の

直
接

ア
ク

セ
ス

を
可

能
と

す
る

。
[冷

蔵
庫

と
通

信
機

器
]

冷
蔵

庫
の

前
面

に
タ

ッ
チ

パ
ネ

ル
式

通
信

機
器

を
搭

載
し

、
ス

ー
パ

ー
な

ど
の

サ
イ

ト
へ

直
接

ア
ク

セ
ス

し
注

文
ー

＞
配

達
を

行
っ

て
も

ら
う

。
【
長

文
の

た
め

、
意

見
の

一
部

を
掲

載
】
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意
見

番
号

意
見

提
出

者
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

項
目

提
出

意
見

（
長

文
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

そ
の

一
部

）

2
9

個
人

３
①

通
信

・
放

送
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

変
化

と
そ

の
影

響
　

公
表

さ
れ

ま
し

た
「
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

」
を

見
ま

す
と

、
“
平

常
時

”
に

お
け

る
IC

T
利

活
用

の
総

合
戦

略
と

研
究

開
発

課
題

に
つ

い
て

示
さ

れ
て

い
ま

す
。

す
な

わ
ち

、
①

 ブ
ロ

ー
ド

バ
ン

ド
／

ゼ
ロ

地
域

の
解

消
（
２

０
１

１
年

３
月

見
込

み
）
及

び
地

上
デ

ジ
タ

ル
放

送
へ

の
完

全
移

行
（
同

年
７

月
）
に

よ
り

、
通

信
／

放
送

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
「
完

全
デ

ジ
タ

ル
化

」
が

完
了

②
 固

定
ブ

ロ
ー

ド
バ

ン
ド

網
の

整
備

、
ワ

イ
ヤ

レ
ス

分
野

に
お

け
る

次
世

代
通

信
網

（
３

．
９

G
）
の

普
及

。
③

 ２
０

２
０

年
頃

を
想

定
し

た
新

世
代

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

や
フ

ォ
ト

ニ
ッ

ク
（
オ

ー
ル

光
通

信
）
の

構
築

。
④

 固
定

ブ
ロ

ー
ド

バ
ン

ド
網

の
整

備
に

よ
る

ク
ラ

ウ
ド

サ
ー

ビ
ス

の
普

及
な

ど
が

示
さ

れ
て

い
ま

す
が

、
こ

れ
ら

は
、

「
地

上
ブ

ロ
ー

ド
バ

ン
ド

通
信

網
に

よ
る

IC
T
利

活
用

」
を

想
定

さ
れ

た
も

の
と

考
え

ま
す

。
　

“
平

常
時

”
に

お
い

て
は

、
正

し
い

考
え

方
だ

と
思

い
ま

す
が

、
今

般
の

東
北

関
東

大
震

災
の

よ
う

な
大

規
模

災
害

や
、

台
風

な
ど

の
地

域
災

害
時

に
も

、
平

常
時

と
同

じ
IC

T
利

活
用

サ
ー

ビ
ス

の
維

持
／

継
続

を
す

る
た

め
の

戦
略

と
研

究
開

発
も

同
時

に
進

め
る

必
要

が
あ

る
と

考
え

ま
す

。
　

今
回

の
大

震
災

を
見

ま
す

と
、

地
上

通
信

網
は

、
ブ

ロ
ー

ド
バ

ン
ド

回
線

、
携

帯
電

話
を

含
め

て
、

す
べ

て
壊

滅
状

態
で

あ
り

、
今

後
も

数
ヶ

月
間

に
渉

っ
て

こ
の

状
況

が
続

く
と

考
え

ま
す

。
被

災
者

の
通

信
手

段
は

、
わ

ず
か

な
衛

星
電

話
回

線
の

み
の

状
況

で
す

。
ま

た
、

報
道

が
現

地
か

ら
送

り
出

す
画

像
情

報
も

、
ラ

イ
ブ

映
像

は
通

信
衛

星
を

介
し

た
S
N

G
（
S
at

e
lli

te
 N

e
w

s 
G

at
h
e
ri
n
g）

の
み

の
状

況
で

す
。

逆
に

考
え

れ
ば

、
通

信
衛

星
を

も
っ

と
活

用
し

た
IC

T
利

活
用

を
進

め
れ

ば
、

災
害

時
に

も
ブ

ロ
ー

ド
バ

ン
ド

通
信

網
を

維
持

で
き

る
可

能
性

が
あ

る
と

考
え

ま
す

。
　

今
回

の
「
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

」
は

、
上

記
の

通
り

、
「
地

上
ブ

ロ
ー

ド
バ

ン
ド

通
信

網
」
が

前
提

に
あ

る
わ

け
で

す
が

、
国

民
の

誰
も

が
、

平
常

時
だ

け
で

な
く
災

害
時

な
ど

に
お

い
て

も
、

IC
T
利

活
用

の
恩

恵
を

得
る

た
め

に
は

、
「
通

信
衛

星
と

地
上

網
を

有
機

的
に

結
合

／
一

体
化

し
た

ブ
ロ

ー
ド

バ
ン

ド
通

信
網

」
の

構
築

の
検

討
も

戦
略

的
に

行
う

べ
き

と
考

え
ま

す
。

　
衛

星
と

地
上

網
を

シ
ー

ム
レ

ス
に

有
機

的
に

結
合

で
き

れ
ば

、
例

え
ば

、
通

信
衛

星
端

末
か

ら
発

信
し

た
情

報
が

地
上

網
に

“
い

つ
の

間
に

か
”
接

続
さ

れ
、

ク
ラ

ウ
ド

サ
ー

ビ
ス

や
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

サ
ー

ビ
ス

を
地

上
網

と
全

く
同

じ
よ

う
に

衛
星

通
信

端
末

か
ら

も
使

え
る

よ
う

に
な

り
ま

す
。

今
回

の
大

震
災

で
は

、
基

礎
自

治
体

で
あ

る
市

町
村

の
昨

日
が

完
全

に
麻

痺
し

て
い

ま
す

が
、

「
衛

星
と

地
上

網
が

有
機

的
に

結
合

／
一

体
化

し
た

ブ
ロ

ー
ド

バ
ン

ド
通

信
網

」
が

あ
り

、
市

町
村

の
行

政
デ

ー
タ

が
ク

ラ
ウ

ド
化

さ
れ

て
い

れ
ば

、
避

難
所

の
衛

星
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

端
末

か
ら

衛
星

～
地

上
網

（
光

フ
ァ

イ
バ

も
う

）
を

通
じ

て
、

市
町

村
の

業
務

を
行

う
こ

と
も

可
能

で
あ

り
、

当
然

、
住

民
は

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
網

に
自

由
に

接
続

で
き

る
の

で
、

必
要

な
情

報
を

即
時

に
か

つ
自

由
に

得
る

こ
と

も
で

き
ま

す
。

　
是

非
、

地
上

ブ
ロ

ー
ド

バ
ン

ド
通

信
網

を
前

提
と

し
た

議
論

だ
け

で
な

く
、

通
信

衛
星

と
地

上
網

を
一

体
化

し
た

ブ
ロ

ー
ド

バ
ン

ド
通

信
網

に
つ

い
て

も
ご

検
討

い
た

だ
け

れ
ば

と
考

え
ま

す
。

3
0

個
人

３
①

通
信

・
放

送
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

変
化

と
そ

の
影

響
「
知

識
情

報
社

会
」
を

実
現

す
る

た
め

に
は

、
国

民
一

人
ひ

と
り

が
必

要
と

す
る

情
報

の
収

集
・
蓄

積
の

充
実

化
と

共
に

、
そ

れ
ら

の
知

識
情

報
に

容
易

に
ア

ク
セ

ス
で

き
、

日
々

、
身

近
に

感
じ

な
が

ら
利

用
活

用
で

き
る

こ
と

が
重

要
で

あ
り

ま
す

。
即

ち
、

国
民

一
人

ひ
と

り
が

、
誰

で
も

公
平

に
、

い
つ

で
も

、
ど

こ
で

も
、

必
要

な
情

報
が

得
ら

れ
る

ユ
ビ

キ
タ

ス
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
環

境
の

整
備

が
必

要
に

な
る

と
考

え
ま

す
。

そ
の

た
め

、
こ

れ
ま

で
必

ず
し

も
十

分
に

対
応

出
来

て
い

な
い

以
下

の
視

点
も

重
視

し
た

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
構

築
が

必
要

と
考

え
ま

す
。

●
 災

害
時

な
ど

の
安

心
・
安

全
に

係
る

情
報

通
信

国
民

一
人

ひ
と

り
が

、
特

に
、

災
害

、
遭

難
時

に
お

い
て

も
、

誰
で

も
、

ど
こ

か
ら

で
も

、
安

心
・
安

全
を

確
保

す
る

た
め

に
必

要
な

情
報

が
入

手
可

能
と

な
り

、
通

信
手

段
を

確
保

す
る

こ
と

。
そ

の
た

め
に

は
、

地
上

通
信

網
と

共
に

衛
星

通
信

網
の

整
備

を
す

る
こ

と
。

●
 情

報
格

差
の

解
消

情
報

通
信

の
高

度
化

に
伴

い
、

海
上

、
山

間
部

、
携

帯
不

感
地

域
等

に
お

い
て

、
益

々
、

情
報

格
差

が
拡

大
す

る
可

能
性

が
あ

り
ま

す
。

そ
の

た
め

、
情

報
格

差
を

社
会

的
課

題
と

し
て

捉
え

、
誰

で
も

公
平

に
情

報
に

ア
ク

セ
ス

で
き

る
環

境
の

整
備

を
行

う
こ

と
。

●
 地

域
毎

の
ニ

ー
ズ

に
き

め
細

か
く
対

応
情

報
の

ニ
ー

ズ
は

、
都

市
圏

と
地

方
、

海
岸

部
と

山
間

部
、

自
然

災
害

毎
（
地

震
、

台
風

、
噴

火
等

）
の

対
応

等
で

異
な

り
ま

す
。

こ
れ

ら
の

地
域

毎
の

ニ
ー

ズ
へ

の
対

応
と

共
に

、
別

途
検

討
中

の
「
IC

T
 地

域
活

性
化

懇
談

会
」
で

も
テ

ー
マ

と
な

っ
て

い
る

「
地

域
住

民
本

位
」
の

考
え

方
等

も
踏

ま
え

、
地

域
重

視
・
活

性
化

の
視

点
か

ら
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

整
備

す
る

こ
と

。
こ

れ
ら

の
要

求
を

実
現

す
る

た
め

に
は

、
ブ

ロ
ー

ド
バ

ン
ド

に
よ

る
各

家
庭

の
パ

ソ
コ

ン
端

末
と

個
人

携
帯

端
末

に
よ

る
情

報
通

信
の

充
実

化
が

必
要

と
な

り
ま

す
。

特
に

、
「
国

民
一

人
ひ

と
り

」
、

「
災

害
等

の
安

心
・
安

全
」
、

ま
た

、
近

年
の

大
き

な
ト

レ
ン

ド
で

あ
る

「
携

帯
端

末
多

機
能

化
」
等

を
考

慮
す

る
と

、
携

帯
端

末
の

充
実

化
が

必
要

不
可

欠
と

考
え

ま
す

。
そ

の
た

め
、

個
人

が
常

時
携

帯
す

る
端

末
に

、
日

常
利

用
す

る
携

帯
電

話
、

多
様

な
情

報
を

容
易

に
入

手
可

能
な

情
報

端
末

、
か

つ
、

災
害

・
遭

難
時

に
地

上
通

信
網

が
使

用
で

き
な

い
時

で
も

衛
星

通
信

の
利

用
が

可
能

な
安

心
・
安

全
の

た
め

の
端

末
等

、
「
多

様
な

機
能

を
オ

ー
ル

イ
ン

ワ
ン

化
し

た
利

便
性

の
高

い
携

帯
端

末
」
の

実
現

が
要

望
さ

れ
る

も
の

と
考

え
ま

す
。

こ
の

よ
う

な
、

地
上

携
帯

電
話

と
衛

星
通

信
を

同
じ

携
帯

端
末

で
シ

ー
ム

レ
ス

に
利

用
す

る
た

め
の

開
発

は
、

現
在

、
総

務
省

殿
の

研
究

開
発

「
安

心
・
安

全
イ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

を
創

造
す

る
地

上
/
衛

星
共

用
携

帯
電

話
シ

ス
テ

ム
技

術
」
に

て
実

施
し

て
お

り
、

ま
た

、
宇

宙
基

本
計

画
に

も
、

そ
の

成
果

を
利

用
し

た
「
次

世
代

情
報

通
信

技
術

衛
星

」
の

計
画

が
あ

り
ま

す
。

こ
れ

ら
の

開
発

お
よ

び
計

画
を

加
速

し
、

そ
の

成
果

を
基

に
、

実
用

シ
ス

テ
ム

化
す

る
こ

と
が

期
待

で
き

ま
す

。
な

お
、

前
記

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
構

築
上

に
お

い
て

重
視

し
た

視
点

は
、

今
後

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

ビ
ジ

ネ
ス

ト
レ

ン
ド

と
し

て
予

測
さ

れ
る

「
社

会
性

」
、

「
地

域
性

」
お

よ
び

「
移

動
体

/
パ

ー
ソ

ナ
ル

」
に

即
し

た
も

の
で

あ
り

、
多

く
の

ビ
ジ

ネ
ス

機
会

を
創

出
で

き
、

ま
た

、
小

型
端

末
の

衛
星

通
信

は
災

害
・
環

境
監

視
等

の
セ

ン
サ

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

へ
の

応
用

等
、

多
く
の

社
会

的
貢

献
が

可
能

と
考

え
ま

す
。

以
上

の
よ

う
に

、
地

上
/
衛

星
網

に
よ

る
ユ

ビ
キ

タ
ス

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

は
、

知
識

情
報

社
会

に
不

可
欠

で
あ

り
、

安
心

・
安

全
な

社
会

の
実

現
、

ビ
ジ

ネ
ス

機
会

の
創

出
等

が
可

能
で

あ
り

、
是

非
、

総
合

戦
略

、
新

事
業

創
出

戦
略

、
研

究
開

発
戦

略
、

地
域

活
性

化
戦

略
等

に
取

り
込

む
こ

と
を

検
討

し
て

頂
き

た
く
、

宜
し

く
お

願
い

致
し

ま
す

。

3
1

個
人

３
①

通
信

・
放

送
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

変
化

と
そ

の
影

響
　

2
0
1
1
年

3
月

に
発

生
し

た
東

日
本

大
震

災
の

中
で

、
多

く
の

ユ
ー

ザ
が

必
要

と
し

た
の

は
3
.9

G
の

高
速

無
線

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

で
は

な
く
、

災
害

や
電

力
不

足
に

強
く
、

一
斉

接
続

し
た

際
に

混
線

を
起

こ
さ

な
い

単
純

な
仕

組
み

で
あ

っ
た

。
　

今
後

の
技

術
の

動
向

を
見

た
と

し
て

も
、

数
十

メ
ガ

/
秒

以
上

の
伝

送
方

式
が

必
要

な
箇

所
が

そ
う

多
い

と
は

考
え

ら
れ

ず
、

む
し

ろ
イ

ン
フ

ラ
と

し
て

の
安

定
性

や
最

大
接

続
数

の
増

加
な

ど
の

観
点

の
方

が
必

要
と

さ
れ

る
だ

ろ
う

。
　

IP
ベ

ー
ス

の
ヒ

エ
ラ

ル
キ

ー
型

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
で

は
、

一
斉

通
信

に
対

し
て

は
脆

弱
に

な
る

。
ど

の
状

況
で

も
利

用
で

き
る

、
近

距
離

無
線

型
の

Ｐ
2
Ｐ

型
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

社
会

イ
ン

フ
ラ

と
し

て
整

備
し

て
お

く
な

ど
が

必
要

に
な

る
。

　
ス

マ
ー

ト
グ

リ
ッ

ド
な

ど
の

考
え

方
は

こ
れ

に
近

い
。

通
常

は
電

力
送

電
の

役
割

だ
が

、
IP

接
続

が
難

し
い

場
合

は
近

距
離

無
線

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
利

用
し

て
Ｐ

2
Ｐ

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
接

続
が

可
能

に
な

る
。

　
通

常
時

に
求

め
ら

れ
る

性
能

と
、

非
常

時
に

利
用

で
き

る
機

能
は

異
な

る
た

め
、

相
反

す
る

問
題

が
発

生
す

る
と

考
え

ら
れ

る
が

、
そ

れ
ら

を
乗

り
越

え
る

た
め

の
多

様
な

研
究

開
発

の
方

向
性

を
示

す
べ

き
で

あ
る

。

3
2

個
人

３
①

通
信

・
放

送
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

変
化

と
そ

の
影

響
　

現
状

の
法

制
度

で
は

、
ク

ラ
ウ

ド
側

に
コ

ン
テ

ン
ツ

を
集

中
し

て
保

存
し

、
多

様
な

ア
ク

セ
ス

に
対

応
す

る
、

と
い

う
方

法
は

否
定

さ
れ

て
い

る
状

況
で

あ
る

。
（
※

2
0
1
1
年

1
月

1
8
日

　
ま

ね
き

Ｔ
Ｖ

に
対

し
て

下
さ

れ
た

最
高

裁
の

判
決

な
ど

を
参

考
と

す
る

）
　

既
に

米
国

の
テ

レ
ビ

局
な

ど
は

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
上

へ
の

番
組

の
再

送
信

な
ど

に
熱

心
で

あ
り

、
そ

の
部

分
に

よ
る

二
次

・
三

次
の

事
業

化
に

対
し

て
様

々
な

イ
ノ

ベ
ー

シ
ョ

ン
が

発
生

し
て

い
る

。
　

野
放

図
な

法
解

釈
に

基
づ

い
た

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
再

送
信

事
業

な
ど

は
当

然
認

め
ら

れ
る

も
の

で
は

な
い

が
、

例
え

ば
ラ

ジ
オ

局
な

ど
が

合
同

で
行

っ
て

い
る

「
ra

di
ko

」
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
な

ど
は

、
実

験
期

間
は

場
所

の
制

限
を

持
た

せ
て

い
た

が
、

公
共

性
か

ら
の

観
点

を
重

視
し

、
問

題
点

が
未

整
備

な
状

態
で

あ
っ

て
も

2
0
1
1
年

3
月

1
4
日

か
ら

地
域

の
枠

を
取

り
、

日
本

全
国

へ
の

再
送

信
を

可
能

と
し

て
い

る
。

　
こ

の
例

に
習

い
、

様
々

な
分

野
で

の
著

作
権

に
関

係
す

る
ベ

ン
チ

ャ
ー

企
業

の
構

想
を

募
集

し
、

再
送

信
に

対
し

て
の

問
題

が
発

生
し

た
際

に
、

行
政

か
ら

の
意

見
反

映
が

可
能

な
仕

組
み

を
作

り
な

が
ら

著
作

権
の

枠
組

み
を

整
備

す
る

こ
と

が
必

要
と

考
え

る
。

7



意
見

番
号

意
見

提
出

者
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

項
目

提
出

意
見

（
長

文
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

そ
の

一
部

）

3
3

個
人

３
①

通
信

・
放

送
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

変
化

と
そ

の
影

響
　

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

型
の

デ
ジ

タ
ル

サ
イ

ネ
ー

ジ
（
電

子
看

板
）
に

つ
い

て
　

従
来

の
紙

ベ
ー

ス
の

広
告

と
比

べ
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
型

の
デ

ジ
タ

ル
サ

イ
ネ

ー
ジ

は
情

報
の

更
新

速
度

，
更

新
に

か
か

る
コ

ス
ト

の
点

で
非

常
に

有
利

で
あ

る
．

特
に

注
目

す
べ

き
用

途
と

し
て

地
域

広
告

が
あ

る
．

　
地

域
商

店
街

の
店

舗
の

ほ
と

ん
ど

は
個

人
経

営
で

あ
り

，
お

客
に

き
め

の
細

か
い

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
で

き
る

こ
と

が
売

り
で

あ
る

が
，

ス
ー

パ
ー

や
量

販
店

と
比

較
す

る
と

，
商

品
の

広
告

を
広

域
で

配
布

す
る

こ
と

が
難

し
く
，

新
し

い
顧

客
の

獲
得

に
苦

労
し

て
い

る
店

が
多

い
．

　
た

と
え

ば
電

車
・
バ

ス
の

吊
り

広
告

や
新

聞
の

折
り

込
み

チ
ラ

シ
と

い
っ

た
従

来
の

紙
ベ

ー
ス

の
広

告
は

，
そ

れ
ぞ

れ
掲

載
主

に
支

払
う

広
告

費
が

高
く
，

個
人

店
舗

が
日

替
わ

り
で

商
品

広
告

を
出

す
と

い
っ

た
形

で
の

利
用

は
困

難
で

あ
る

．
　

そ
の

点
，

デ
ジ

タ
ル

サ
イ

ネ
ー

ジ
は

施
設

の
設

置
・
維

持
コ

ス
ト

等
の

固
定

費
を

除
け

ば
コ

ン
テ

ン
ツ

の
流

通
コ

ス
ト

は
ほ

と
ん

ど
か

か
ら

ず
，

上
記

の
日

替
わ

り
広

告
や

，
さ

ら
に

進
ん

で
時

間
単

位
で

内
容

が
変

わ
る

広
告

と
い

っ
た

も
の

を
出

す
こ

と
も

比
較

的
容

易
で

あ
る

．
　

例
え

ば
商

店
街

全
体

で
駅

に
設

置
し

た
サ

イ
ネ

ー
ジ

に
夕

方
限

定
の

タ
イ

ム
セ

ー
ル

情
報

を
流

し
，

帰
宅

す
る

通
勤

客
に

ア
ピ

ー
ル

す
る

と
い

っ
た

形
の

広
告

が
考

え
ら

れ
，

地
域

の
経

済
効

果
が

大
い

に
期

待
で

き
る

．
　

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

型
の

サ
イ

ネ
ー

ジ
は

ユ
ー

ザ
か

ら
広

告
主

へ
の

方
向

に
情

報
を

流
す

こ
と

が
で

き
る

点
で

従
来

の
広

告
と

は
決

定
的

に
異

な
る

た
め

，
今

後
は

，
こ

れ
を

う
ま

く
活

か
す

形
で

，
ユ

ー
ザ

毎
に

異
な

る
嗜

好
に

適
応

し
た

多
様

な
広

告
情

報
提

示
の

方
法

を
開

発
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
．

　
一

例
と

し
て

，
N

IC
T
で

開
発

さ
れ

，
岩

見
沢

市
と

の
共

同
で

実
験

が
続

け
ら

れ
て

い
る

N
e
rv

e
n
e
tプ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
で

は
こ

の
コ

ン
セ

プ
ト

に
近

い
形

で
の

地
域

サ
イ

ネ
ー

ジ
が

運
用

さ
れ

て
い

る
．

こ
こ

で
は

，
あ

ら
か

じ
め

ユ
ー

ザ
が

自
分

の
嗜

好
性

を
登

録
し

て
お

き
，

サ
イ

ネ
ー

ジ
に

自
分

の
ID

を
入

力
す

る
と

，
嗜

好
性

に
合

っ
た

広
告

情
報

が
優

先
的

に
表

示
さ

れ
る

．
ま

た
広

告
を

見
た

後
で

店
舗

に
足

を
運

べ
ば

追
加

の
特

典
が

得
ら

れ
る

．
　

ユ
ー

ザ
ID

の
入

力
方

法
と

し
て

は
こ

の
他

に
F
e
lic

aを
リ

ー
ダ

に
か

ざ
す

手
法

も
開

発
が

行
わ

れ
て

い
る

．
　

店
舗

側
か

ら
す

れ
ば

，
広

告
を

見
た

ユ
ー

ザ
の

う
ち

何
割

が
店

舗
に

足
を

運
ん

だ
か

を
把

握
で

き
，

広
告

効
果

の
測

定
が

非
常

に
容

易
で

あ
る

と
い

う
メ

リ
ッ

ト
も

あ
る

．
　

今
後

は
，

ユ
ー

ザ
が

過
去

に
閲

覧
し

た
商

品
に

関
し

て
そ

の
時

刻
，

天
候

な
ど

の
コ

ン
テ

キ
ス

ト
情

報
を

分
析

し
，

次
に

そ
の

ユ
ー

ザ
が

閲
覧

す
る

際
に

商
品

の
リ

コ
メ

ン
ド

を
す

る
，

ユ
ー

ザ
と

似
た

属
性

（
性

別
，

年
代

）
を

持
つ

他
の

ユ
ー

ザ
の

行
動

分
析

結
果

に
基

づ
い

て
広

告
の

掲
載

順
位

を
決

定
す

る
と

い
っ

た
技

術
を

取
り

込
ん

で
，

ひ
と

り
ひ

と
り

の
好

み
や

行
動

パ
タ

ー
ン

に
沿

っ
た

使
い

や
す

い
も

の
に

し
て

い
く
こ

と
に

よ
っ

て
さ

ら
に

広
告

効
果

の
向

上
が

期
待

で
き

る
．

3
4

ｴ
ﾇ
･ﾃ

ｨ･
ﾃ
ｨ･

ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ｹ

ｰ
ｼ
ｮ

ﾝ
ｽ

ﾞ株
式

会
社

３
②

IC
T
利

活
用

の
変

化
と

そ
の

影
響

・
教

育
分

野
に

お
け

る
IC

T
利

活
用

促
進

に
つ

い
て

は
、

今
後

ク
ラ

ウ
ド

型
・
共

同
利

用
型

等
の

形
で

進
展

し
て

い
く
こ

と
が

予
想

さ
れ

て
お

り
、

校
務

情
報

シ
ス

テ
ム

の
効

率
化

や
地

域
間

連
携

、
ま

た
デ

ジ
タ

ル
教

材
等

を
始

め
と

す
る

教
育

コ
ン

テ
ン

ツ
の

活
用

を
通

じ
た

「
協

働
教

育
」
実

現
へ

の
期

待
が

高
ま

っ
て

お
り

ま
す

。
こ

の
よ

う
な

教
育

分
野

に
お

け
る

IC
T
利

活
用

の
一

層
の

促
進

に
向

け
、

デ
ジ

タ
ル

教
材

等
の

コ
ン

テ
ン

ツ
フ

ォ
ー

マ
ッ

ト
の

高
度

化
・
標

準
化

や
各

種
IC

T
ツ

ー
ル

の
統

合
管

理
を

実
現

す
る

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

の
標

準
化

等
の

検
討

及
び

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

に
配

慮
し

た
情

報
連

携
方

式
の

実
現

に
向

け
た

具
体

的
検

証
等

を
進

め
て

い
く
こ

と
が

必
要

で
あ

る
と

考
え

ま
す

。
・
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

の
効

率
化

等
の

観
点

か
ら

、
IP

v6
を

ベ
ー

ス
と

し
た

セ
ン

サ
ー

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
活

用
が

推
進

さ
れ

て
お

り
、

今
後

、
複

数
の

セ
ン

サ
ー

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
ク

ラ
ウ

ド
上

で
相

互
に

接
続

す
る

こ
と

に
よ

る
イ

ン
フ

ラ
整

備
の

効
率

化
や

個
別

の
利

用
用

途
以

上
の

新
た

な
価

値
の

創
出

と
い

っ
た

一
層

の
付

加
価

値
創

造
が

期
待

さ
れ

て
お

り
ま

す
。

セ
ン

サ
ー

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
活

用
に

あ
た

っ
て

は
、

総
務

省
「
IP

v6
を

用
い

た
環

境
分

野
の

ク
ラ

ウ
ド

サ
ー

ビ
ス

ワ
ー

キ
ン

グ
グ

ル
ー

プ
」
に

お
い

て
も

実
証

実
験

を
通

じ
た

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
策

定
等

が
行

わ
れ

て
い

る
と

こ
ろ

で
す

が
、

引
き

続
き

、
セ

ン
サ

ー
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

相
互

接
続

の
た

め
の

ル
ー

ル
整

備
や

基
盤

と
な

る
ク

ラ
ウ

ド
関

連
技

術
確

立
の

た
め

の
更

な
る

具
体

的
検

証
等

を
推

し
進

め
て

い
く
こ

と
が

望
ま

し
い

と
考

え
ま

す
。

・
ク

ラ
ウ

ド
サ

ー
ビ

ス
の

普
及

・
促

進
に

よ
っ

て
、

新
し

い
ビ

ジ
ネ

ス
モ

デ
ル

創
出

や
ベ

ン
チ

ャ
ー

ビ
ジ

ネ
ス

等
の

迅
速

な
事

業
立

ち
上

げ
と

い
っ

た
期

待
が

高
ま

る
一

方
、

ク
ラ

ウ
ド

サ
ー

ビ
ス

利
用

時
に

は
、

利
用

者
が

意
識

し
な

い
と

こ
ろ

で
個

人
情

報
や

機
密

情
報

等
の

デ
ー

タ
が

国
境

を
越

え
て

流
通

す
る

こ
と

が
考

え
ら

れ
ま

す
。

こ
の

よ
う

な
状

況
下

に
お

い
て

利
用

者
に

よ
る

適
正

な
情

報
管

理
を

可
能

と
す

る
た

め
に

は
、

ク
ラ

ウ
ド

サ
ー

ビ
ス

利
用

時
の

リ
ス

ク
及

び
そ

の
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
方

法
に

関
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
策

定
等

の
環

境
整

備
が

必
要

と
考

え
ま

す
。

こ
の

よ
う

な
環

境
整

備
に

あ
た

り
、

関
連

す
る

事
業

者
等

が
積

極
的

に
取

組
む

こ
と

は
も

ち
ろ

ん
で

す
が

、
国

に
お

い
て

も
国

際
的

な
ル

ー
ル

づ
く
り

等
の

観
点

か
ら

各
種

施
策

を
推

進
し

て
い

く
べ

き
と

考
え

ま
す

。

3
5

株
式

会
社

ケ
イ

・
オ

プ
テ

ィ
コ

ム
３

②
ＩＣ

Ｔ
利

活
用

の
変

化
と

そ
の

影
響

従
来

、
ＩＣ

Ｔ
を

情
報

伝
達

手
段

と
し

て
利

用
す

る
場

合
、

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

の
よ

う
に

情
報

の
流

れ
が

一
方

向
で

あ
る

サ
ー

ビ
ス

が
一

般
的

で
し

た
が

、
先

日
の

大
規

模
災

害
時

に
は

、
ツ

ィ
ッ

タ
ー

や
Ｆ

ａ
ｃ
ｅ
ｂ
ｏ
ｏ
ｋ
と

い
っ

た
Ｓ

Ｎ
Ｓ

（
Ｓ

ｏ
ｃ
ｉａ

ｌ 
Ｎ

ｅ
ｔｗ

ｏ
ｒｋ

ｉｎ
ｇ
　

Ｓ
ｅ
ｒｖ

ｉｃ
ｅ
）
が

、
安

否
確

認
や

情
報

伝
達

に
大

い
に

利
用

さ
れ

ま
し

た
。

情
報

端
末

の
多

様
化

、
高

機
能

化
が

進
む

に
つ

れ
、

こ
の

よ
う

な
サ

ー
ビ

ス
は

ま
す

ま
す

重
要

性
を

増
す

と
考

え
ら

れ
ま

す
。

ＩＣ
Ｔ

利
活

用
検

討
の

際
に

は
、

Ｓ
Ｎ

Ｓ
を

医
療

・
行

政
・
教

育
等

の
分

野
で

、
ど

の
よ

う
に

活
用

し
て

い
く
か

を
、

検
討

課
題

と
し

て
挙

げ
て

い
た

だ
き

た
い

と
考

え
ま

す
。

3
6

株
式

会
社

K
D

D
I研

究
所

W
eb

デ
ー

タ
コ

ン
ピ

ュ
ー

テ
ィ

ン
グ

グ
ル

ー
プ

３
②

ＩＣ
Ｔ

利
活

用
の

変
化

と
そ

の
影

響
【
項

目
名

】
現

実
空

間
・
サ

イ
バ

ー
空

間
連

携
サ

ー
ビ

ス
　

A
Ｒ

（
拡

張
現

実
A

u
gm

e
n
te

d 
R

e
al

it
y）

、
ラ

イ
フ

ロ
グ

等
、

現
実

空
間

と
サ

イ
バ

ー
空

間
を

連
携

さ
せ

た
サ

ー
ビ

ス
は

、
携

帯
電

話
等

の
利

用
者

が
、

実
空

間
上

に
仮

想
的

な
付

箋
（
エ

ア
タ

グ
）
を

自
由

に
配

置
す

る
と

い
う

、
W

e
b2

.0
的

な
ソ

ー
シ

ャ
ル

メ
デ

ィ
ア

サ
ー

ビ
ス

と
し

て
、

現
在

、
急

速
に

立
ち

上
が

っ
て

い
る

。
今

後
は

、
携

帯
電

話
が

、
実

空
間

上
の

詳
細

な
位

置
お

よ
び

そ
の

周
辺

の
建

造
物

、
道

路
、

標
識

、
看

板
、

物
体

等
を

自
動

的
に

認
識

し
て

、
観

光
情

報
、

道
案

内
情

報
、

購
入

情
報

等
を

柔
軟

に
提

供
す

る
、

Ａ
Ｒ

連
動

型
の

情
報

提
供

サ
ー

ビ
ス

が
広

く
普

及
す

る
と

考
え

る
。

利
用

者
の

母
数

が
一

定
数

を
超

え
れ

ば
、

Ａ
Ｒ

上
の

広
告

サ
ー

ビ
ス

も
開

始
さ

れ
、

そ
れ

が
起

爆
剤

と
な

っ
て

、
様

々
な

フ
リ

ー
ミ

ア
ム

系
の

現
実

空
間

・
サ

イ
バ

ー
空

間
連

携
サ

ー
ビ

ス
が

新
し

い
市

場
を

形
成

す
る

だ
ろ

う
。

さ
ら

に
、

携
帯

電
話

の
セ

ン
サ

、
あ

る
い

は
携

帯
電

話
網

に
お

け
る

サ
ー

バ
等

に
お

い
て

観
測

可
能

な
様

々
な

情
報

が
集

め
ら

れ
る

こ
と

に
よ

り
、

個
々

の
利

用
者

の
状

況
を

理
解

し
、

行
動

の
目

的
や

意
図

を
推

測
で

き
る

よ
う

に
な

る
。

こ
れ

に
よ

っ
て

、
従

来
の

、
位

置
連

動
型

サ
ー

ビ
ス

を
高

度
化

し
、

そ
の

人
、

そ
の

場
所

、
そ

の
状

況
に

適
し

た
情

報
を

提
供

す
る

状
況

連
動

型
サ

ー
ビ

ス
、

あ
る

い
は

ラ
イ

フ
ロ

グ
駆

動
型

の
行

動
支

援
サ

ー
ビ

ス
が

進
展

す
る

と
考

え
る

。
そ

の
際

に
留

意
す

べ
き

事
項

と
し

て
は

、
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
や

個
人

情
報

の
保

護
が

挙
げ

ら
れ

る
。

一
方

、
諸

外
国

の
ＩＣ

Ｔ
ベ

ン
ダ

ー
が

提
供

す
る

サ
ー

ビ
ス

に
対

抗
し

う
る

、
利

便
性

の
高

い
魅

力
的

な
サ

ー
ビ

ス
を

国
内

企
業

が
提

供
し

て
い

く
た

め
に

は
、

膨
大

な
ラ

イ
フ

ロ
グ

デ
ー

タ
を

収
集

・
記

録
し

、
縦

横
か

つ
柔

軟
に

分
析

す
る

こ
と

を
可

能
に

す
る

法
的

な
枠

組
み

も
必

要
で

あ
る

。

3
7

車
両

情
報

活
用

研
究

所
３

②
ＩＣ

Ｔ
利

活
用

の
変

化
と

そ
の

影
響

こ
れ

ま
で

日
本

列
島

の
経

済
の

基
幹

部
分

を
支

え
て

き
た

、
自

動
車

産
業

の
今

後
を

考
え

た
と

き
、

今
の

ま
ま

で
は

ま
ず

い
と

思
い

ま
す

。
経

済
活

性
化

、
雇

用
再

創
出

の
た

め
に

、
サ

ー
ビ

ス
科

学
の

研
究

と
共

に
、

社
会

的
要

請
の

「
安

全
の

確
保

」
、

「
環

境
に

優
し

い
」
「
効

率
性

の
向

上
」
を

目
指

し
て

、
車

両
の

一
生

を
情

報
連

鎖
と

い
う

形
で

、
捉

え
る

た
め

の
仕

組
み

を
大

至
急

整
備

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

車
両

情
報

を
点

か
ら

線
へ

結
び

つ
け

、
ラ

イ
フ

サ
イ

ク
ル

の
視

点
で

統
一

し
た

仕
組

み
や

施
策

が
必

要
と

な
り

ま
す

。
行

動
様

式
の

変
革

と
し

て
、

従
来

型
の

「
受

動
的

取
り

組
み

」
か

ら
脱

却
し

、
デ

ー
タ

に
基

づ
い

た
「
能

動
的

取
り

組
み

」
へ

と
産

官
学

含
め

て
、

行
動

様
式

を
シ

フ
ト

し
て

い
く
べ

き
も

の
で

あ
る

と
考

え
ま

す
。

【
長

文
の

た
め

、
意

見
の

一
部

を
掲

載
】

8



意
見

番
号

意
見

提
出

者
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

項
目

提
出

意
見

（
長

文
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

そ
の

一
部

）

3
8

株
式

会
社

日
立

製
作

所
３

②
ＩＣ

Ｔ
利

活
用

の
変

化
と

そ
の

影
響

・
ＩＣ

Ｔ
の

利
活

用
を

検
討

す
る

上
で

は
、

国
民

が
普

段
か

ら
慣

れ
親

し
ん

で
い

る
（
広

く
国

民
に

普
及

し
て

い
る

）
ＩＣ

Ｔ
を

い
か

に
国

民
生

活
に

役
立

て
る

か
、

と
い

う
発

想
が

重
要

で
あ

る
と

考
え

ま
す

。
ＩＣ

Ｔ
を

適
用

す
る

医
療

・
介

護
、

教
育

、
行

政
、

農
業

等
の

分
野

ご
と

に
関

係
府

省
と

制
度

・
規

制
の

あ
り

方
の

ご
検

討
を

提
案

致
し

ま
す

。
・
ヒ

ト
や

車
/
モ

ノ
の

動
き

が
ト

レ
ー

ス
で

き
る

よ
う

に
な

る
こ

と
で

、
交

通
と

リ
テ

ー
ル

、
医

療
と

保
険

を
組

合
せ

る
な

ど
、

複
合

的
な

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
事

業
者

が
出

現
す

る
と

予
測

さ
れ

、
知

識
の

集
約

化
に

よ
る

生
産

性
向

上
へ

の
影

響
に

着
目

さ
れ

た
ご

議
論

を
提

案
致

し
ま

す
。

・
ク

ラ
ウ

ド
サ

ー
ビ

ス
の

普
及

に
つ

い
て

は
、

良
い

意
味

で
の

輸
出

規
制

に
よ

る
情

報
の

制
御

が
働

か
な

い
可

能
性

が
あ

る
た

め
、

デ
ー

タ
利

用
者

の
所

在
と

、
デ

ー
タ

が
保

存
さ

れ
て

い
る

国
が

異
な

る
こ

と
に

よ
る

法
制

度
の

影
響

を
関

連
省

庁
と

協
力

し
て

検
討

さ
れ

る
こ

と
を

提
案

致
し

ま
す

。
ま

た
、

こ
れ

ま
で

デ
ー

タ
流

通
の

方
策

と
し

て
、

デ
ー

タ
自

体
に

Ｄ
Ｒ

Ｍ
等

の
保

護
を

加
え

る
方

策
が

取
ら

れ
て

参
り

ま
し

た
が

、
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
と

し
て

安
全

な
デ

ー
タ

流
通

が
促

進
さ

れ
る

技
術

に
つ

い
て

の
検

討
を

提
案

致
し

ま
す

。
・
テ

ロ
や

国
際

関
係

悪
化

等
の

要
因

等
に

よ
り

国
際

間
の

デ
ー

タ
流

通
が

阻
害

さ
れ

、
社

会
イ

ン
フ

ラ
へ

悪
影

響
を

及
ぼ

す
怖

れ
が

あ
り

ま
す

た
め

、
社

会
イ

ン
フ

ラ
へ

の
影

響
度

に
つ

い
て

の
ご

検
討

を
提

案
致

し
ま

す
。

・
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
機

器
の

消
費

す
る

電
力

が
増

大
し

、
地

球
温

暖
化

な
ど

を
招

く
怖

れ
が

あ
り

ま
す

の
で

省
電

力
対

策
技

術
の

ご
検

討
を

提
案

致
し

ま
す

。

3
9

個
人

３
②

ＩＣ
Ｔ

利
活

用
の

変
化

と
そ

の
影

響
1
.全

国
的

な
非

常
時

連
絡

網
S
S
S
A

の
ご

提
案

①
 安

否
確

認
サ

ー
ビ

ス
の

一
元

化
と

利
用

者
属

性
情

報
の

蓄
積

日
本

全
国

の
事

業
所

の
従

業
員

・
家

族
の

安
否

確
認

サ
ー

ビ
ス

を
国

が
一

元
化

し
て

運
用

し
ま

す
。

生
年

月
・
性

別
・
郵

便
番

号
な

ど
、

住
民

の
属

性
情

報
（
匿

名
化

済
み

）
を

蓄
積

し
て

お
き

ま
す

。
個

人
情

報
は

保
有

し
ま

せ
ん

。
事

業
所

の
事

業
継

続
（
B

C
M

）
に

必
要

な
す

べ
て

の
従

業
員

（
非

正
規

雇
用

を
含

む
）
が

対
象

で
す

。
平

成
2
1
年

経
済

セ
ン

サ
ス

基
礎

調
査

の
調

査
結

果
に

よ
る

と
、

日
本

の
事

業
所

数
は

６
百

万
、

従
業

者
数

は
6
3
百

万
で

す
。

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

従
業

者
数

、
事

業
の

種
類

な
ど

が
調

査
済

み
で

す
。

国
が

提
供

す
る

安
否

確
認

サ
ー

ビ
ス

は
、

す
べ

て
の

事
業

所
を

対
象

と
し

ま
す

。
事

業
所

に
属

さ
な

い
個

人
も

利
用

者
登

録
が

可
能

で
す

。
携

帯
電

話
を

使
わ

な
い

一
人

暮
ら

し
の

お
年

寄
り

な
ど

の
災

害
時

要
援

護
者

に
は

別
途

の
対

応
が

必
要

に
な

り
ま

す
。

②
 地

震
発

生
直

後
の

安
否

確
認

サ
ー

ビ
ス

提
供

大
震

災
発

生
直

後
、

携
帯

基
地

局
が

バ
ッ

テ
リ

ー
ま

た
は

発
電

機
で

稼
働

し
て

い
る

間
に

、
国

の
専

門
機

関
が

、
震

源
地

、
激

甚
度

、
発

生
時

刻
、

季
節

、
風

向
き

な
ど

を
踏

ま
え

、
属

性
情

報
（
居

住
地

、
現

在
位

置
な

ど
）
を

用
い

て
、

安
否

問
合

せ
す

べ
き

住
民

の
セ

グ
メ

ン
ト

を
作

り
ま

す
。

国
ま

た
は

自
治

体
が

、
安

否
問

合
せ

e
メ

ー
ル

の
発

信
を

携
帯

電
話

事
業

者
に

依
頼

し
ま

す
。

安
否

の
応

答
は

e
メ

ー
ル

ま
た

は
W

E
B

経
由

で
す

。
こ

の
プ

ロ
セ

ス
を

可
能

な
限

り
自

動
化

し
て

地
震

発
生

の
数

分
後

か
ら

メ
ー

ル
を

発
信

し
始

め
ま

す
。

以
上

の
①

②
の

仕
組

み
の

呼
称

を
S
S
S
A

（
S
o
c
ia

l 
S
o
lid

ar
it
y 

S
ys

te
m

su
p
p
o
rt

ed
 b

y
A

n
o
n
ym

it
y、

匿
名

化
に

支
え

ら
れ

た
社

会
的

連
帯

の
仕

組
み

)と
し

ま
す

。
③

S
S
S
A

の
主

な
特

徴
a.

 １
億

人
規

模
の

ほ
ぼ

真
正

な
属

性
情

報
が

蓄
積

さ
れ

て
い

る
。

個
人

情
報

を
保

有
し

な
い

b.
 属

性
を

利
用

し
て

任
意

の
住

民
セ

グ
メ

ン
ト

を
形

成
で

き
る

c
. 
国

ま
た

は
自

治
体

か
ら

、
セ

グ
メ

ン
ト

に
属

す
る

住
民

へ
の

プ
ッ

シ
ュ

型
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
起

動
d.

 セ
グ

メ
ン

ト
に

属
す

る
一

人
ひ

と
り

の
住

民
と

国
ま

た
は

自
治

体
の

間
で

、
直

接
に

双
方

向
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
が

で
き

る
④

 地
震

以
外

の
災

害
へ

の
適

用
S
S
S
A

は
、

津
波

・
高

潮
、

火
山

噴
火

、
水

害
、

雪
害

、
感

染
症

、
原

子
力

災
害

、
大

火
、

プ
ラ

ン
ト

爆
発

な
ど

で
の

、
避

難
準

備
情

報
提

供
・
避

難
勧

告
・
避

難
指

示
及

び
リ

ス
ク

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
に

も
適

用
で

き
ま

す
。

【
長

文
の

た
め

、
意

見
の

一
部

を
掲

載
】

4
0

個
人

３
②

ＩＣ
Ｔ

利
活

用
の

変
化

と
そ

の
影

響
４

（
１

）
新

事
業

創
出

戦
略

４
（
２

）
研

究
開

発
戦

略

Ｇ
ｌｏ

ｂ
ａ
ｌへ

の
ク

ラ
ウ

ド
を

利
用

し
た

“
知

恵
”
の

提
供

（
国

際
競

争
力

強
化

と
経

済
成

長
）

In
te

lli
ge

n
c
e＋

cl
o
u
d

“
物

“
だ

け
の

世
界

展
開

で
な

く
”
知

恵
”
と

の
組

み
合

わ
せ

を
！

！
日

本
が

誇
れ

る
最

強
コ

ン
テ

ン
ツ

は
、

先
人

の
構

築
し

た
信

頼
性

に
優

れ
る

生
活

イ
ン

フ
ラ

シ
ス

テ
ム

（
ｅ
ｘ
；
鉄

道
、

電
気

、
水

道
、

）
な

ど
で

は
な

い
で

し
ょ

う
か

？
Ｎ

Ｅ
Ｔ

で
世

界
中

に
接

続
可

能
と

な
る

現
在

、
ク

ラ
ウ

ド
と

い
う

手
段

を
利

用
し

て
こ

れ
ら

の
“
知

恵
“
”
知

識
”
サ

ー
ビ

ス
を

世
界

に
提

供
す

れ
ば

、
国

際
貢

献
で

き
る

ば
か

り
で

な
く
継

続
可

能
な

ビ
ジ

ネ
ス

モ
デ

ル
を

構
築

す
る

こ
と

が
可

能
で

は
な

い
で

し
ょ

う
か

？
【
長

文
の

た
め

、
意

見
の

一
部

を
掲

載
】

4
1

個
人

３
②

ＩＣ
Ｔ

利
活

用
の

変
化

と
そ

の
影

響
５

②
ＩＣ

Ｔ
に

よ
る

社
会

変
化

や
文

化
へ

の
影

響

ソ
ー

シ
ャ

ル
ネ

ッ
ト

の
未

来
像

　
ソ

ー
シ

ャ
ル

ネ
ッ

ト
は

、
様

々
な

方
法

、
表

現
手

段
に

て
拡

大
を

み
せ

る
が

、
様

々
な

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

が
国

境
な

く
出

現
し

、
ま

た
　

Ｔ
ｗ

ｉｔ
ｔｅ

ｒ－
＞

Ｆ
ａ
ｃ
ｅ
ｂ
ｏ
ｏ
ｋ
で

見
て

と
れ

る
よ

う
に

、
“
（
匿

名
性

）
―

＞
顕

名
（
名

有
り

）
“
へ

と
遷

移
し

て
い

る
。

　
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
の

乱
立

、
参

加
人

数
の

膨
大

な
増

加
に

伴
い

、
情

報
の

正
確

性
、

安
全

性
が

今
以

上
に

必
要

と
さ

れ
る

。
　

よ
っ

て
、

よ
り

信
頼

性
の

あ
る

情
報

網
の

構
築

、
こ

の
“
信

頼
性

“
を

保
障

す
る

仕
組

み
が

必
要

な
る

の
で

は
な

い
で

し
ょ

う
か

？
　

ま
た

　
Ｔ

Ｖ
な

ど
の

不
特

定
多

数
へ

の
広

告
モ

デ
ル

か
ら

　
こ

う
し

た
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
を

利
用

し
た

広
告

、
影

響
を

与
え

る
人

物
へ

の
タ

ー
ゲ

ッ
ト

を
絞

っ
た

マ
ー

ケ
ッ

ト
が

D
P

Iの
浸

透
と

と
も

に
変

化
す

る
こ

と
が

予
想

さ
れ

る
。

　
こ

う
し

た
（
個

人
）
情

報
の

取
り

扱
い

に
つ

い
て

、
事

前
に

対
策

を
練

る
必

要
が

あ
る

の
で

は
な

い
で

し
ょ

う
か

？

4
2

個
人

３
②

ＩＣ
Ｔ

利
活

用
の

変
化

と
そ

の
影

響
仲

介
事

業
の

変
化

　
Ｅ

Ｃ
サ

イ
ト

の
出

現
、

個
人

同
士

の
直

接
的

な
商

行
為

、
デ

ー
タ

化
可

能
な

商
材

（
例

え
ば

音
楽

、
書

籍
）
＋

　
通

信
機

器
の

進
歩

に
よ

り
　

既
存

仲
介

業
の

ビ
ジ

ネ
ス

モ
デ

ル
の

構
造

変
化

が
よ

り
顕

著
に

な
る

と
思

わ
れ

る
。

　
こ

う
い

っ
た

変
化

を
容

認
す

る
方

向
な

の
か

、
規

制
す

る
方

向
な

の
か

方
向

性
の

明
確

な
提

示
を

行
う

必
要

が
あ

る
の

で
は

な
い

で
し

ょ
う

か
？

4
3

個
人

３
②

ＩＣ
Ｔ

利
活

用
の

変
化

と
そ

の
影

響
“
金

“
の

意
味

の
変

化
　

日
本

銀
行

の
管

理
す

る
紙

幣
、

貨
幣

以
外

に
も

ネ
ッ

ト
上

で
同

様
の

価
値

と
し

て
存

在
す

る
ワ

ー
ル

ド
ワ

イ
ド

に
通

用
す

る
様

々
な

実
態

の
な

い
“
お

金
の

よ
う

な
も

の
”
が

出
現

し
て

い
る

。
　

ま
た

、
既

に
紙

幣
、

貨
幣

と
の

交
換

が
可

能
と

な
り

融
合

が
進

み
つ

つ
あ

る
。

　
極

論
で

は
あ

る
が

、
海

外
で

発
行

さ
れ

た
Ｗ

ｅ
ｂ
マ

ネ
ー

や
ポ

イ
ン

ト
な

ど
が

ネ
ッ

ト
上

の
様

々
な

交
換

サ
イ

ト
を

経
由

し
て

　
“
金

“
　

に
変

換
さ

れ
る

事
態

も
考

え
ら

れ
る

。
　

総
務

省
、

金
融

庁
な

ど
で

あ
ら

か
じ

め
各

事
象

を
想

定
し

法
整

備
し

て
お

く
こ

と
が

重
要

で
は

な
い

で
し

ょ
う

か
？

9



意
見

番
号

意
見

提
出

者
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

項
目

提
出

意
見

（
長

文
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

そ
の

一
部

）

4
4

個
人

３
②

ＩＣ
Ｔ

利
活

用
の

変
化

と
そ

の
影

響
緊

急
時

の
通

信
確

保
　

携
帯

電
話

が
人

々
の

生
活

に
密

着
し

、
生

活
イ

ン
フ

ラ
と

認
知

さ
れ

た
よ

う
に

見
え

た
が

有
事

の
際

の
脆

弱
性

も
暴

露
し

た
。

　
今

回
の

災
害

で
も

わ
か

る
よ

う
に

、
ま

ず
通

信
手

段
の

確
保

と
そ

れ
に

付
随

す
る

適
正

な
る

情
報

が
、

そ
の

後
の

支
援

の
決

め
手

と
な

る
。

　
日

常
生

活
で

の
便

利
な

ツ
ー

ル
と

し
て

の
携

帯
電

話
の

役
割

で
な

く
、

生
活

基
盤

の
支

え
で

あ
る

と
い

う
認

識
を

国
民

の
財

産
で

あ
る

電
波

を
利

用
し

て
事

業
を

行
っ

て
い

る
方

た
ち

に
は

、
強

い
意

識
を

持
っ

て
運

営
し

て
い

た
だ

く
と

と
も

に
、

フ
レ

ク
シ

ブ
ル

に
対

応
（
代

替
　

）
可

能
な

（
デ

ー
タ

）
通

信
イ

ン
フ

ラ
の

準
備

が
必

要
で

は
な

い
の

で
し

ょ
う

か
？

　
ｅ
ｘ
：
被

災
地

の
臨

時
（
固

定
）
電

話
（
ポ

ー
タ

ブ
ル

衛
星

局
）
に

Ｗ
ＩＦ

Ｉ設
備

の
標

準
化

（
I-

P
ad

な
ど

で
　

み
ん

な
で

Ｎ
Ｅ

Ｔ
見

ら
れ

る
ー

＞
使

え
な

い
老

齢
の

方
も

一
緒

に
見

ら
れ

る
。

情
報

の
Ｓ

Ｈ
Ａ

Ｒ
Ｅ

が
可

能
に

な
る

。
（
遅

く
て

も
な

い
よ

り
マ

シ
）

　
　

 ：
別

の
社

会
イ

ン
フ

ラ
の

Ｎ
Ｗ

相
互

利
用

　
（
例

え
ば

携
帯

基
地

局
な

ど
が

破
損

し
た

場
合

、
近

隣
の

駅
か

ら
簡

易
的

に
回

線
な

ど
を

準
備

で
き

る
仕

組
み

）
 ま

た
　

匿
名

掲
示

板
、

Ｔ
ｗ

ｉｔ
ｔｅ

ｒな
ど

Ｎ
ｅ
ｔの

拡
大

に
よ

る
情

報
の

多
様

性
が

生
じ

る
現

代
に

な
の

で
　

“
情

報
の

信
頼

性
“
を

誰
が

ど
う

や
っ

て
保

証
す

る
の

か
？

と
い

う
議

論
が

必
要

な
の

で
は

な
い

で
し

ょ
う

か
？

4
5

個
人

３
②

ＩＣ
Ｔ

利
活

用
の

変
化

と
そ

の
影

響
放

送
通

信
の

あ
り

方
　

有
事

の
際

に
は

、
各

民
間

メ
デ

ィ
ア

は
　

放
送

の
統

合
―

＞
情

報
の

一
元

化
、

必
要

に
あ

わ
せ

た
放

送
体

系
ル

ー
ル

を
明

確
に

し
て

お
く
必

要
が

あ
る

の
で

は
な

い
で

し
ょ

う
か

？
　

　
　

E
X
　

：
Ａ

局
は

　
常

に
非

難
所

の
非

難
住

民
情

報
放

送
 　

　
　

　
　

：
民

間
放

送
は

　
３

時
間

毎
の

持
ち

回
り

放
送

と
す

る
。

 　
　

　
　

　
：
放

送
局

の
ヘ

リ
な

ど
は

　
物

資
運

搬
に

優
先

さ
せ

る
。

 　
　

　
　

　
：
デ

ジ
タ

ル
放

送
で

の
震

災
時

な
ど

で
の

相
互

通
信

利
用

で
の

安
否

情
報

な
ど

の
サ

イ
ト

の
標

準
化

　
　

　
　

　
　

　
な

ど
 　

ま
た

　
国

民
の

財
産

で
あ

る
電

波
を

利
用

し
た

事
業

を
展

開
し

て
い

る
事

業
者

に
つ

い
て

は
、

“
生

活
イ

ン
フ

ラ
“
と

い
う

認
識

の
下

に
新

た
な

条
件

な
ど

を
義

務
付

け
る

こ
と

は
で

き
な

い
の

で
し

ょ
う

か
？

　
例

え
ば

　
通

信
（
携

帯
）
事

業
者

は
　

移
動

基
地

局
車

両
を

各
県

に
何

台
整

備
や

加
入

者
５

０
万

あ
た

り
１

台
な

ど

4
6

個
人

３
②

IC
T
利

活
用

の
変

化
と

そ
の

影
響

　
知

識
情

報
社

会
に

お
け

る
情

報
通

信
技

術
は

、
サ

イ
バ

ー
空

間
で

の
高

度
な

情
報

流
通

基
盤

と
し

て
の

役
割

に
加

え
、

実
世

界
に

接
点

を
持

つ
こ

と
が

極
め

て
重

要
と

考
え

る
。

そ
の

実
現

に
よ

り
、

情
報

通
信

基
盤

が
、

企
業

活
動

や
行

政
の

効
率

化
、

個
人

の
利

便
性

や
娯

楽
の

追
求

に
加

え
、

人
と

共
生

し
人

を
支

援
す

る
こ

と
で

、
広

く
社

会
課

題
の

解
決

に
貢

献
す

る
こ

と
を

期
待

す
る

。
　

現
在

、
解

決
す

べ
き

社
会

課
題

に
は

、
我

が
国

に
お

け
る

急
速

な
少

子
高

齢
化

が
も

た
ら

す
医

療
や

介
護

に
要

す
る

コ
ス

ト
の

軽
減

、
エ

ネ
ル

ギ
ー

や
食

糧
自

給
率

の
改

善
、

グ
ロ

ー
バ

ル
に

は
、

環
境

、
安

全
、

貧
困

問
題

の
軽

減
な

ど
が

挙
げ

ら
れ

る
。

こ
れ

ら
の

課
題

の
解

決
に

向
け

て
情

報
通

信
技

術
を

活
用

す
る

た
め

に
は

、
消

費
者

の
生

活
空

間
や

実
世

界
に

き
め

細
か

く
入

り
込

み
、

正
確

な
状

況
把

握
と

的
確

な
制

御
を

可
能

と
す

る
、

実
世

界
と

連
携

し
た

情
報

通
信

基
盤

の
整

備
が

必
須

と
考

え
る

。
　

こ
の

新
し

い
情

報
通

信
基

盤
は

、
多

様
な

端
末

や
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
が

相
互

接
続

さ
れ

た
環

境
に

な
る

と
想

定
さ

れ
、

既
存

の
広

域
網

で
は

実
現

で
き

な
い

オ
ー

プ
ン

な
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
運

用
技

術
の

確
立

が
喫

緊
の

課
題

と
考

え
る

。
特

に
、

信
頼

性
、

例
え

ば
可

用
性

や
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
が

保
証

さ
れ

て
い

る
こ

と
、

さ
ら

に
、

想
定

を
越

え
た

甚
大

な
障

害
や

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

危
機

に
際

し
て

も
緩

や
か

な
品

質
劣

化
で

継
続

運
用

さ
れ

る
堅

牢
性

は
、

国
民

生
活

の
ラ

イ
フ

ラ
イ

ン
と

し
て

、
必

須
の

要
件

と
考

え
る

。
こ

れ
を

、
安

価
な

サ
ー

ビ
ス

提
供

、
消

費
者

の
負

荷
軽

減
な

ど
、

他
の

要
件

と
同

時
に

満
足

さ
せ

る
こ

と
が

、
実

用
化

に
向

け
て

取
り

組
む

べ
き

課
題

と
考

え
る

。
　

我
が

国
は

、
ブ

ロ
ー

ド
バ

ン
ド

環
境

や
携

帯
電

話
の

普
及

率
が

高
く
、

情
報

サ
ー

ビ
ス

に
対

す
る

消
費

者
の

受
容

性
も

高
い

。
一

方
で

、
上

述
し

た
少

子
高

齢
化

へ
の

対
応

や
エ

ネ
ル

ギ
ー

や
食

糧
の

自
給

率
改

善
と

い
っ

た
、

こ
れ

ま
で

の
情

報
通

信
基

盤
だ

け
で

は
有

効
に

解
決

で
き

な
い

課
題

の
顕

在
化

も
早

い
た

め
、

実
世

界
と

連
携

し
た

情
報

通
信

基
盤

の
整

備
に

よ
る

生
活

品
質

の
向

上
は

喫
緊

の
課

題
と

考
え

る
。

さ
ら

に
、

諸
外

国
に

先
駆

け
て

、
基

盤
整

備
の

ノ
ウ

ハ
ウ

を
蓄

積
す

る
こ

と
で

、
国

際
競

争
力

の
獲

得
に

も
貢

献
で

き
る

と
期

待
さ

れ
る

。
基

礎
的

な
技

術
研

究
か

ら
実

用
化

、
国

際
競

争
力

獲
得

の
た

め
の

標
準

化
活

動
、

市
場

創
出

、
必

要
な

法
制

度
の

整
備

と
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

策
定

な
ど

、
一

貫
し

た
施

策
に

向
け

た
提

言
を

期
待

す
る

。

4
7

個
人

３
②

ＩＣ
Ｔ

利
活

用
の

変
化

と
そ

の
影

響
現

在
，

情
報

サ
ー

ビ
ス

に
お

け
る

い
く
つ

か
の

領
域

に
お

い
て

，
一

部
の

海
外

の
サ

ー
ビ

ス
の

寡
占

状
態

が
で

き
て

い
ま

す
．

た
と

え
ば

日
本

か
ら

の
検

索
の

利
用

は
，

海
外

の
大

手
二

社
の

サ
ー

ビ
ス

が
シ

ェ
ア

の
ほ

と
ん

ど
を

占
め

て
い

ま
す

．
こ

れ
ら

の
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

ロ
グ

は
サ

ー
ビ

ス
運

営
者

側
に

蓄
積

さ
れ

て
お

り
，

彼
等

が
そ

の
気

に
な

れ
ば

，
そ

の
ロ

グ
を

分
析

す
る

こ
と

も
可

能
で

す
し

，
す

で
に

し
て

い
る

可
能

性
も

あ
り

ま
す

．
そ

う
す

る
と

，
た

と
え

ば
あ

る
特

定
の

企
業

が
ど

の
よ

う
な

分
野

を
調

査
し

て
お

り
，

ど
の

よ
う

な
分

野
に

進
も

う
と

し
て

い
る

の
か

と
い

っ
た

情
報

が
外

部
に

漏
れ

て
い

る
こ

と
に

な
り

，
企

業
と

し
て

は
大

き
な

リ
ス

ク
に

な
り

ま
す

．
ま

た
同

様
の

問
題

は
，

企
業

の
み

な
ら

ず
省

庁
レ

ベ
ル

で
も

深
刻

だ
と

想
像

し
ま

す
．

こ
う

い
っ

た
情

報
の

流
出

は
，

少
な

く
と

も
日

本
国

内
に

と
ど

め
た

く
，

ま
た

で
き

れ
ば

中
立

的
な

国
研

や
国

立
大

学
に

の
み

知
ら

れ
る

と
い

う
状

況
が

理
想

的
だ

と
考

え
ま

す
．

ま
た

近
年

，
 W

e
b上

の
情

報
を

収
集

し
そ

こ
か

ら
二

次
情

報
を

作
成

す
る

技
術

が
発

達
し

て
き

て
お

り
ま

す
．

た
と

え
ば

病
名

と
そ

の
病

気
に

効
果

の
あ

る
食

材
を

大
規

模
な

文
書

か
ら

抽
出

す
る

技
術

な
ど

が
あ

り
ま

す
．

こ
れ

ら
の

情
報

は
ビ

ジ
ネ

ス
の

観
点

か
ら

も
有

用
な

情
報

で
あ

り
，

こ
れ

ら
を

海
外

の
一

部
の

企
業

に
の

み
利

用
さ

れ
て

し
ま

う
の

は
問

題
だ

と
考

え
ま

す
．

企
業

が
独

自
に

で
記

事
収

集
・
検

索
の

シ
ス

テ
ム

を
構

築
す

る
と

い
う

方
法

も
考

え
ら

れ
ま

す
が

，
そ

う
い

っ
た

こ
と

を
各

企
業

が
行

な
っ

て
い

て
は

無
駄

も
大

き
く
な

る
の

で
，

で
き

れ
ば

国
の

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

と
し

て
集

中
的

に
進

め
て

い
く
こ

と
が

理
想

的
だ

と
考

え
ま

す
．

今
回

の
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

で
述

べ
ら

れ
て

い
る

項
目

は
上

記
の

問
題

に
対

し
て

非
常

に
効

果
的

で
あ

り
，

国
と

し
て

よ
り

注
力

し
て

い
か

れ
る

こ
と

を
希

望
い

た
し

ま
す

．

4
8

個
人

３
②

ＩＣ
Ｔ

利
活

用
の

変
化

と
そ

の
影

響
ア

メ
リ

カ
か

ら
始

ま
り

昨
今

世
界

的
に

驚
異

的
な

盛
り

上
が

り
を

見
せ

る
ソ

ー
シ

ャ
ル

メ
デ

ィ
ア

は
マ

ス
メ

デ
ィ

ア
を

も
凌

駕
す

る
影

響
力

を
も

っ
て

い
る

。
最

初
に

そ
の

名
を

轟
か

せ
た

の
は

、
オ

バ
マ

大
統

領
の

キ
ャ

ン
ペ

ー
ン

の
時

だ
っ

た
が

、
最

近
で

は
ウ

ィ
キ

リ
ー

ク
ス

や
チ

ュ
ニ

ジ
ア

や
エ

ジ
プ

ト
の

革
命

に
お

い
て

、
民

衆
の

反
体

制
へ

の
ボ

ル
テ

ー
ジ

を
高

め
る

の
に

絶
大

な
影

響
を

及
ぼ

し
た

。
こ

の
ソ

ー
シ

ャ
ル

メ
デ

ィ
ア

は
現

在
日

本
が

抱
え

て
い

る
様

々
な

閉
塞

感
を

打
ち

破
る

可
能

性
を

秘
め

て
い

る
。

ま
さ

に
今

月
東

日
本

を
襲

っ
た

大
震

災
に

お
い

て
も

、
ソ

ー
シ

ャ
ル

メ
デ

ィ
ア

が
大

き
な

役
割

を
果

た
し

た
の

は
す

で
に

世
界

の
メ

デ
ィ

ア
の

報
じ

る
と

こ
ろ

で
あ

っ
た

。
発

展
途

上
国

に
お

い
て

、
支

配
者

の
圧

政
に

対
抗

す
る

の
を

手
助

け
し

た
ソ

ー
シ

ャ
ル

メ
デ

ィ
ア

の
力

は
、

そ
れ

は
現

行
体

制
を

倒
す

と
い

う
よ

う
な

も
の

で
は

な
く
、

日
本

で
は

恐
ら

く
違

う
形

で
革

命
を

も
た

ら
す

と
考

え
ら

れ
る

。
私

は
著

作
「
ソ

ー
シ

ャ
ル

メ
デ

ィ
ア

革
命

」
の

中
で

、
北

米
で

爆
発

的
に

加
速

し
て

い
る

ソ
ー

シ
ャ

ル
メ

デ
ィ

ア
の

勢
い

と
、

企
業

が
ど

の
よ

う
に

ソ
ー

シ
ャ

ル
メ

デ
ィ

ア
を

用
い

て
い

る
か

と
い

う
こ

と
に

つ
い

て
説

明
し

た
。

そ
し

て
、

日
本

に
そ

の
波

が
い

く
た

め
に

は
、

多
く
の

障
壁

が
あ

る
と

い
う

点
を

述
べ

た
の

だ
が

、
こ

の
点

に
つ

い
て

考
え

る
こ

と
が

ま
さ

に
日

本
が

世
界

に
先

駆
け

て
IC

T
の

革
命

と
し

て
果

た
す

べ
き

内
容

で
あ

る
と

信
じ

て
い

る
。

【
長

文
の

た
め

、
意

見
の

一
部

を
掲

載
】

1
0



意
見

番
号

意
見

提
出

者
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

項
目

提
出

意
見

（
長

文
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

そ
の

一
部

）

4
9

個
人

３
②

ＩＣ
Ｔ

利
活

用
の

変
化

と
そ

の
影

響
　

現
在

、
w

e
b上

で
ブ

ロ
グ

、
S
N

S
、

Q
&
A

サ
イ

ト
を

通
し

て
、

様
々

な
知

識
が

提
供

・
交

換
さ

れ
て

お
り

ま
す

が
、

現
在

の
形

態
は

ほ
ぼ

匿
名

性
の

S
N

S
、

Q
&
A

と
な

っ
て

お
り

、
本

当
に

そ
の

情
報

を
信

頼
し

て
良

い
の

か
ど

う
か

不
安

な
要

素
が

多
く
、

ま
た

、
実

際
に

間
違

っ
た

答
え

・
流

言
飛

語
も

多
く
存

在
し

て
い

ま
す

。
現

在
、

大
学

や
機

関
を

中
心

に
研

究
者

情
報

の
積

極
的

な
発

信
が

行
わ

れ
て

い
ま

す
が

、
ウ

ェ
ブ

2
.0

の
技

術
が

用
い

ら
れ

た
り

す
る

な
ど

、
徐

々
に

S
N

S
に

近
い

形
態

に
な

っ
て

き
て

お
り

ま
す

。
あ

く
ま

で
可

能
性

の
一

つ
で

す
が

、
近

い
将

来
こ

の
よ

う
な

情
報

発
信

は
さ

ら
に

発
展

し
、

大
学

、
医

療
機

関
、

政
府

、
官

僚
に

よ
る

非
匿

名
の

情
報

発
信

が
次

世
代

的
な

S
N

S
の

形
で

実
現

す
る

と
考

え
て

お
り

ま
す

。
そ

の
実

現
を

見
越

し
て

、
専

門
領

域
の

言
語

資
源

、
知

識
資

源
、

テ
キ

ス
ト

解
析

技
術

、
推

薦
技

術
、

専
門

家
発

見
技

術
、

知
識

の
自

動
抽

出
技

術
な

ど
の

「
知

」
の

イ
ン

フ
ラ

を
整

備
す

る
こ

と
が

目
下

最
も

重
要

な
こ

と
と

具
申

し
ま

す
。

以
下

、
そ

の
こ

と
の

詳
細

に
つ

い
て

述
べ

さ
せ

て
い

た
だ

き
ま

す
。

【
長

文
の

た
め

、
意

見
の

一
部

を
掲

載
】

5
0

個
人

３
②

ＩＣ
Ｔ

利
活

用
の

変
化

と
そ

の
影

響
　

一
般

に
、

ＩＣ
Ｔ

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
の

分
野

の
イ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

は
「
省

力
化

/
コ

ス
ト

ダ
ウ

ン
」
と

「
高

度
化

/
付

加
価

値
」
の

ど
ち

ら
か

に
行

わ
れ

る
と

考
え

ら
れ

る
。

　
医

療
・
介

護
、

教
育

、
行

政
、

農
業

な
ど

は
、

一
般

的
に

生
産

性
が

低
い

事
業

分
野

と
さ

れ
る

た
め

、
ＩＣ

Ｔ
に

よ
る

「
省

力
化

/
コ

ス
ト

ダ
ウ

ン
」
方

向
の

イ
ノ

ベ
ー

シ
ョ

ン
で

得
ら

れ
る

効
果

が
大

き
い

と
考

え
る

が
、

日
本

の
雇

用
慣

習
を

考
え

る
と

、
効

率
化

に
よ

り
余

剰
と

な
っ

た
人

員
を

簡
単

に
削

減
出

来
ず

、
結

果
的

に
業

態
の

因
習

を
保

持
し

て
し

ま
い

が
ち

だ
。

　
現

実
問

題
と

し
て

、
日

本
で

成
功

し
て

い
る

医
療

の
ベ

ン
チ

ャ
ー

企
業

の
多

く
は

、
雇

用
に

関
す

る
ソ

リ
ュ

ー
シ

ョ
ン

提
供

で
成

長
し

て
お

り
、

医
療

の
独

自
技

術
を

持
つ

研
究

開
発

型
ベ

ン
チ

ャ
ー

企
業

な
ど

は
経

営
が

苦
し

い
状

況
に

あ
る

。
　

通
常

の
産

業
の

場
合

な
ら

ば
、

余
剰

の
人

員
は

新
し

い
事

業
分

野
の

開
拓

、
例

え
ば

海
外

へ
の

営
業

販
路

の
開

拓
な

ど
を

行
う

の
だ

が
、

国
に

よ
る

規
制

に
縛

ら
れ

て
い

る
人

員
は

自
由

に
海

外
に

展
開

す
る

こ
と

も
難

し
い

。
　

そ
の

た
め

、
ＩＣ

Ｔ
の

適
用

分
野

を
「
高

度
化

/
付

加
価

値
」
の

方
向

に
シ

フ
ト

さ
せ

て
い

く
と

と
も

に
、

社
会

制
度

や
雇

用
制

度
の

柔
軟

性
な

ど
を

長
期

的
に

整
備

す
る

こ
と

で
、

総
合

的
に

本
分

野
の

伸
長

を
計

画
す

る
べ

き
と

考
え

る
。

5
1

個
人

３
②

ＩＣ
Ｔ

利
活

用
の

変
化

と
そ

の
影

響
　

ク
ラ

ウ
ド

型
サ

ー
ビ

ス
や

ス
マ

ー
ト

グ
リ

ッ
ド

、
セ

ン
サ

ー
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
な

ど
に

共
通

す
る

の
は

、
今

ま
で

行
わ

れ
て

い
た

多
く
の

情
報

を
集

中
管

理
し

、
そ

れ
ら

の
デ

ー
タ

を
活

用
し

て
、

そ
の

機
能

以
外

の
事

業
に

活
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

点
に

あ
る

。
　

そ
れ

ら
が

社
会

イ
ン

フ
ラ

と
し

て
多

く
活

用
さ

れ
る

よ
う

に
な

る
と

、
必

然
的

に
ク

ラ
ウ

ド
側

に
様

々
な

未
整

備
な

情
報

が
集

約
さ

れ
、

そ
れ

ら
を

マ
イ

ニ
ン

グ
す

る
、

又
は

別
の

情
報

と
結

合
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
価

値
化

が
進

み
、

事
業

化
さ

れ
る

こ
と

が
期

待
で

き
る

。
　

ラ
イ

フ
ロ

グ
と

い
う

ビ
ジ

ネ
ス

は
そ

の
よ

う
な

未
整

備
な

情
報

を
、

他
の

サ
ー

ビ
ス

に
転

用
可

能
な

形
に

整
理

し
、

他
の

事
業

と
の

コ
ラ

ボ
レ

ー
シ

ョ
ン

を
増

大
さ

せ
る

た
め

に
存

在
す

る
と

考
え

ら
れ

る
。

　
特

に
マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

や
行

動
分

析
に

に
関

す
る

デ
ー

タ
マ

イ
ニ

ン
グ

や
、

言
語

解
析

に
よ

る
感

情
の

分
析

な
ど

の
分

野
で

は
、

こ
の

よ
う

な
デ

ー
タ

の
大

規
模

流
通

が
行

わ
れ

た
際

に
大

変
有

望
な

事
業

分
野

に
成

長
す

る
と

考
え

ら
れ

る
。

　
こ

の
よ

う
な

分
野

に
お

け
る

サ
ー

ビ
ス

の
推

進
は

、
ベ

ー
ス

と
な

っ
た

開
発

思
想

の
部

分
に

最
終

的
に

負
う

部
分

が
大

き
い

。
　

例
え

ば
、

日
本

に
お

け
る

ス
マ

ー
ト

グ
リ

ッ
ド

や
太

陽
光

発
電

シ
ス

テ
ム

は
、

今
回

の
地

震
に

際
し

て
無

力
で

あ
っ

た
。

　
地

震
が

少
な

い
ア

メ
リ

カ
で

生
ま

れ
、

潤
沢

な
電

力
環

境
が

用
意

さ
れ

て
い

る
前

提
で

発
展

し
た

技
術

は
、

そ
れ

ら
の

送
電

線
が

断
絶

さ
れ

た
瞬

間
に

殆
ど

動
か

な
く
な

っ
た

と
の

話
が

聞
か

れ
る

。
　

こ
の

よ
う

な
有

事
に

お
け

る
問

題
点

の
改

善
を

行
う

こ
と

は
、

今
後

普
及

が
予

想
さ

れ
る

新
興

国
に

お
け

る
ソ

リ
ュ

ー
シ

ョ
ン

に
な

る
可

能
性

が
高

い
。

す
な

わ
ち

不
安

定
な

電
力

供
給

状
況

下
で

あ
っ

て
も

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

や
ＩＣ

Ｔ
機

器
の

利
用

が
可

能
に

な
る

こ
と

で
、

利
用

者
の

生
活

が
保

証
で

き
る

よ
う

に
な

る
。

　
今

後
の

日
本

に
お

け
る

サ
ー

ビ
ス

ビ
ジ

ネ
ス

の
あ

り
方

、
上

記
の

よ
う

な
「
社

会
的

責
任

」
を

意
識

し
た

開
発

思
想

に
対

し
て

行
わ

れ
る

べ
き

で
あ

る
。

5
2

個
人

３
②

ＩＣ
Ｔ

利
活

用
の

変
化

と
そ

の
影

響
　

現
在

人
気

が
出

て
い

る
ミ

ニ
ブ

ロ
グ

な
ど

の
イ

ン
フ

ラ
は

、
多

く
が

米
国

を
本

拠
地

と
し

て
い

る
。

こ
れ

ら
の

多
く
は

直
接

的
な

利
用

に
対

し
て

国
/
地

域
の

別
は

無
い

が
、

そ
の

著
作

権
や

デ
ー

タ
の

公
開

/
利

用
に

関
し

て
は

米
国

の
法

律
に

適
用

さ
れ

る
こ

と
が

多
く
存

在
す

る
。

　
こ

の
よ

う
な

日
本

語
の

大
量

デ
ー

タ
を

海
外

の
企

業
が

保
有

す
る

こ
と

で
、

日
本

の
研

究
者

が
そ

れ
ら

を
利

用
し

た
研

究
開

発
を

行
う

道
が

閉
ざ

さ
れ

て
し

ま
う

と
考

え
る

。
　

海
外

の
企

業
は

全
世

界
で

の
共

通
の

基
盤

と
し

て
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
行

う
た

め
、

個
別

の
言

語
に

つ
い

て
の

研
究

者
は

活
用

す
る

こ
と

が
難

し
い

。
　

現
実

的
な

問
題

と
し

て
、

国
内

で
1
0
0
0
万

人
以

上
ユ

ー
ザ

が
存

在
す

る
T
w

it
te

rで
は

、
半

年
に

一
度

程
度

の
割

合
で

技
術

仕
様

の
変

更
が

起
こ

り
、

そ
の

た
び

に
取

得
で

き
る

情
報

量
が

制
限

さ
れ

る
、

と
い

う
事

象
が

発
生

し
て

い
る

。
　

こ
の

よ
う

な
状

況
を

放
置

し
て

お
く
と

、
災

害
な

ど
に

よ
っ

て
必

要
な

情
報

を
伝

播
し

た
り

、
国

民
の

被
害

状
況

を
調

査
す

る
時

な
ど

に
、

積
極

的
に

利
用

す
る

こ
と

が
出

来
な

い
可

能
性

が
あ

る
。

　
例

え
ば

、
一

定
以

上
の

会
員

数
を

集
め

た
サ

ー
ビ

ス
に

対
し

て
は

、
社

会
イ

ン
フ

ラ
と

し
て

の
責

任
を

全
う

す
る

よ
う

求
め

る
な

ど
、

新
し

い
分

野
に

対
し

て
も

利
用

者
の

利
便

性
に

向
け

た
強

制
力

を
付

け
る

べ
き

と
考

え
る

。
　

国
内

で
新

規
発

生
し

た
事

業
に

対
し

て
、

厳
密

に
現

行
法

を
適

用
し

て
規

制
を

か
け

る
こ

と
は

、
長

期
的

に
見

て
日

本
全

体
の

メ
リ

ッ
ト

に
な

ら
な

い
。

だ
が

、
国

外
の

独
占

的
位

置
づ

け
の

企
業

の
進

出
に

対
し

て
、

情
報

公
開

や
ユ

ー
ザ

サ
ポ

ー
ト

の
質

向
上

な
ど

を
義

務
付

け
る

こ
と

は
、

顧
客

保
護

、
産

業
保

護
、

現
行

法
遵

守
な

ど
の

点
に

つ
い

て
、

あ
る

べ
き

「
規

制
」
の

あ
り

方
で

あ
る

と
考

え
る

。

5
3

個
人

３
②

ＩＣ
Ｔ

利
活

用
の

変
化

と
そ

の
影

響
　

デ
ジ

タ
ル

機
器

の
コ

モ
デ

ィ
テ

ィ
化

は
恐

ら
く
止

ま
ら

な
い

と
考

え
る

が
、

そ
れ

ら
の

機
器

が
利

用
す

る
サ

ー
ビ

ス
は

様
々

な
も

の
が

存
在

す
る

は
ず

で
あ

る
。

　
現

在
、

コ
モ

デ
ィ

テ
ィ

分
野

で
の

販
売

力
の

差
は

、
デ

ザ
イ

ン
・
ユ

ー
ザ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
・
マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

、
と

い
う

、
ソ

フ
ト

面
に

大
き

く
軸

足
が

移
っ

て
い

る
。

過
去

に
性

能
に

対
す

る
過

当
競

争
を

続
け

て
い

た
日

本
企

業
が

そ
の

パ
ラ

ダ
イ

ム
シ

フ
ト

に
対

応
出

来
な

い
状

態
と

な
っ

て
い

る
。

今
後

は
そ

れ
に

加
え

て
ＩＣ

Ｔ
サ

ー
ビ

ス
が

加
わ

る
こ

と
は

間
違

い
な

い
だ

ろ
う

。
　

こ
れ

は
、

サ
ー

ビ
ス

も
コ

モ
デ

ィ
テ

ィ
化

が
進

み
、

ユ
ー

ザ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

や
マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

の
分

野
の

差
別

化
が

必
要

と
な

る
こ

と
を

意
味

す
る

。
　

だ
が

、
多

く
の

デ
ジ

タ
ル

機
器

を
開

発
し

て
い

る
メ

ー
カ

ー
に

は
サ

ー
ビ

ス
を

同
時

に
運

営
し

た
り

、
ユ

ー
ザ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
を

サ
ー

ビ
ス

側
と

共
通

化
す

る
、

な
ど

と
い

う
ノ

ウ
ハ

ウ
や

体
力

が
無

い
こ

と
が

多
い

。
そ

れ
が

iP
h
o
n
e
な

ど
の

サ
ー

ビ
ス

＆
機

器
を

連
動

さ
せ

た
サ

ー
ビ

ス
の

強
さ

で
あ

る
と

考
え

る
。

　
日

本
の

強
み

で
あ

る
デ

ジ
タ

ル
機

器
開

発
の

会
社

と
、

有
望

な
ＩＣ

Ｔ
ベ

ン
チ

ャ
ー

企
業

な
ど

を
マ

ッ
チ

ン
グ

さ
せ

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

世
界

で
展

開
可

能
な

サ
ー

ビ
ス

を
構

築
す

る
な

ど
、

事
業

規
模

や
業

種
を

越
え

た
コ

ラ
ボ

レ
ー

シ
ョ

ン
の

場
が

必
要

と
な

っ
て

く
る

だ
ろ

う
。

5
4

個
人

３
②

ＩＣ
Ｔ

利
活

用
の

変
化

と
そ

の
影

響
　

一
般

的
に

日
本

国
内

で
流

通
し

て
い

る
文

化
、

特
に

マ
ン

ガ
、

ア
ニ

メ
等

の
サ

ブ
カ

ル
チ

ャ
ー

の
分

野
に

お
い

て
は

、
小

規
模

の
回

線
で

も
配

信
が

可
能

な
も

の
が

多
い

。
だ

が
、

現
状

で
は

こ
の

よ
う

な
電

子
配

信
に

適
し

た
分

野
に

対
し

て
も

国
内

で
の

勢
力

争
い

と
法

制
度

の
未

整
備

の
た

め
、

市
場

の
拡

大
に

寄
与

し
て

い
な

い
状

況
が

あ
る

。
　

こ
れ

ら
コ

ン
テ

ン
ツ

の
流

通
に

よ
る

再
配

信
の

仕
組

み
を

整
備

し
な

い
こ

と
に

は
、

多
く
の

優
良

な
コ

ン
テ

ン
ツ

ホ
ル

ダ
ー

が
世

界
で

の
流

通
経

路
を

求
め

て
海

外
に

拠
点

を
変

更
す

る
こ

と
も

あ
り

得
る

。
　

国
内

の
事

業
者

は
、

コ
ン

テ
ン

ツ
流

通
の

し
く
み

を
作

る
こ

と
で

は
な

く
、

実
際

の
需

要
を

喚
起

さ
せ

る
仕

組
み

、
む

し
ろ

マ
ー

ケ
テ

ィ
ン

グ
的

な
観

点
で

の
活

動
や

、
マ

ネ
タ

イ
ズ

を
行

う
べ

き
分

野
の

開
拓

を
行

う
こ

と
か

ら
先

に
行

う
べ

き
で

あ
る

。

1
1



意
見

番
号

意
見

提
出

者
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

項
目

提
出

意
見

（
長

文
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

そ
の

一
部

）

5
5

個
人

３
②

ＩＣ
Ｔ

利
活

用
の

変
化

と
そ

の
影

響
　

日
本

で
は

国
内

騒
動

に
関

す
る

部
分

で
の

サ
イ

バ
ー

攻
撃

の
可

能
性

は
少

な
い

と
考

え
る

が
、

他
国

と
の

心
理

・
心

情
的

な
摩

擦
か

ら
大

規
模

な
ハ

ッ
キ

ン
グ

を
仕

掛
け

ら
れ

る
、

と
い

う
可

能
性

は
充

分
あ

る
と

考
え

る
。

今
後

の
国

外
の

情
勢

次
第

に
よ

っ
て

は
、

大
規

模
な

ハ
ッ

キ
ン

グ
に

よ
っ

て
国

内
ＩＣ

Ｔ
技

術
が

打
撃

を
受

け
る

可
能

性
が

あ
る

と
考

え
る

。
　

2
0
1
1
年

3
月

の
東

日
本

大
震

災
で

は
、

災
害

時
に

流
布

さ
れ

る
ソ

ー
シ

ャ
ル

メ
デ

ィ
ア

を
利

用
し

た
虚

偽
情

報
の

流
通

に
関

し
て

も
、

過
去

と
は

比
べ

物
に

な
ら

な
い

ほ
ど

影
響

度
が

強
く
な

っ
て

き
た

。
　

ソ
ー

シ
ャ

ル
メ

デ
ィ

ア
に

よ
る

デ
マ

ゴ
ギ

ー
や

プ
ロ

パ
ガ

ン
ダ

な
ど

の
手

法
は

、
今

後
多

く
の

組
織

が
研

究
し

、
悪

用
さ

れ
る

可
能

性
が

あ
り

、
そ

の
分

野
に

対
す

る
備

え
も

必
要

と
な

る
。

　
オ

ー
プ

ン
ガ

バ
メ

ン
ト

の
よ

う
な

、
国

の
情

報
の

透
明

性
を

高
め

る
活

動
振

興
さ

せ
る

取
り

組
み

は
、

長
期

的
に

見
る

と
虚

偽
情

報
の

流
布

を
防

ぎ
、

不
要

な
心

理
的

不
安

を
増

加
さ

せ
な

い
た

め
の

、
強

力
な

解
決

法
の

1
つ

で
あ

る
と

考
え

る
。

5
6

個
人

３
②

ＩＣ
Ｔ

利
活

用
の

変
化

と
そ

の
影

響
　

ＩＳ
Ｐ

の
立

場
か

ら
考

え
る

な
ら

ば
、

国
内

の
ト

ラ
フ

ィ
ッ

ク
増

加
の

手
段

が
違

法
Ｐ

2
Ｐ

な
ど

か
ら

Y
o
u
T
u
be

な
ど

の
動

画
配

信
サ

ー
ビ

ス
に

移
り

変
わ

っ
て

か
ら

、
ト

ラ
フ

ィ
ッ

ク
の

制
限

が
難

し
い

状
況

と
な

っ
た

。
総

量
と

し
て

の
回

線
ト

ラ
フ

ィ
ッ

ク
は

増
加

し
て

い
る

が
、

顧
客

に
対

し
て

応
分

の
負

担
を

い
た

だ
く
こ

と
が

出
来

な
い

状
況

は
非

常
に

苦
し

い
。

　
顧

客
が

回
線

速
度

の
高

い
サ

ー
ビ

ス
に

変
更

す
る

と
、

回
線

の
ビ

ッ
ト

単
価

は
安

く
な

る
た

め
、

相
対

的
に

ＩＳ
Ｐ

業
者

の
取

り
分

は
少

な
く
な

る
。

キ
ャ

リ
ア

が
直

接
ＩＳ

Ｐ
の

業
務

範
囲

を
侵

食
す

る
事

例
も

多
く

な
っ

て
い

る
た

め
、

キ
ャ

リ
ア

側
に

は
回

線
に

関
す

る
、

よ
り

一
層

の
コ

ス
ト

ダ
ウ

ン
を

希
望

す
る

。

　
だ

が
、

そ
の

一
方

で
東

日
本

大
震

災
な

ど
の

被
災

地
の

状
況

を
見

て
み

る
と

、
国

内
の

通
信

状
況

が
こ

の
よ

う
な

大
災

害
に

強
い

形
に

出
来

て
い

な
い

こ
と

を
感

じ
る

。
　

現
状

、
国

内
に

流
通

し
て

い
る

携
帯

電
話

が
1
億

台
以

上
存

在
す

る
以

上
、

例
え

ば
国

家
的

な
大

災
害

が
発

生
し

た
際

に
は

、
そ

れ
ら

が
全

て
ＩＰ

接
続

す
る

可
能

性
が

あ
る

。
特

に
大

規
模

災
害

が
発

生
し

た
際

に
は

通
信

が
通

じ
な

い
こ

と
自

体
が

利
用

者
の

不
安

を
増

大
さ

せ
る

た
め

、
非

常
時

の
接

続
の

方
法

を
検

討
す

る
べ

き
だ

。
　

平
時

に
は

高
速

通
信

網
と

し
て

利
用

さ
れ

て
い

て
も

、
災

害
発

生
時

に
は

低
速

で
数

万
台

が
同

時
に

接
続

し
て

も
問

題
な

い
仕

組
み

を
構

築
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
。

　
ま

た
、

電
力

と
い

う
1
種

類
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
に

依
存

し
な

い
基

地
局

の
開

発
な

ど
も

同
時

に
進

め
る

こ
と

で
、

国
民

の
ラ

イ
フ

ラ
イ

ン
と

な
る

こ
と

が
出

来
る

と
考

え
ら

れ
る

。
　

当
然

の
こ

と
な

が
ら

、
こ

の
よ

う
な

イ
ン

フ
ラ

技
術

は
作

る
だ

け
で

な
く
、

国
民

に
対

す
る

周
知

の
必

要
性

も
高

ま
っ

て
く
る

た
め

、
定

期
的

な
災

害
訓

練
な

ど
、

国
民

の
防

災
意

識
を

高
め

る
よ

う
な

方
法

も
検

討
す

べ
き

で
あ

る
。

5
7

株
式

会
社

日
立

製
作

所
３

③
そ

の
他

留
意

す
べ

き
事

項
3
/
1
1
の

大
震

災
時

の
通

信
の

輻
輳

等
に

よ
り

ＩＣ
Ｔ

に
対

す
る

ユ
ー

ザ
の

安
心

感
の

低
下

が
危

惧
さ

れ
ま

す
。

よ
り

災
害

や
テ

ロ
攻

撃
に

対
す

る
「
耐

性
強

化
」
の

ご
検

討
を

提
案

致
し

ま
す

。

5
8

個
人

４
　

IC
T
総

合
戦

略
の

検
討

に
つ

い
て

現
在

の
ソ

ー
シ

ャ
ル

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

は
、

基
本

的
に

は
個

人
と

個
人

と
の

繋
が

り
か

ら
形

成
さ

れ
、

ユ
ー

ザ
は

そ
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

上
で

情
報

を
検

索
・
取

得
す

る
機

会
が

増
え

て
き

て
い

ま
す

。
そ

こ
で

発
信

さ
れ

て
い

る
情

報
の

大
半

は
ユ

ー
ザ

個
人

が
知

っ
て

い
る

人
が

発
信

し
て

お
り

、
従

来
の

ロ
ボ

ッ
ト

型
の

検
索

エ
ン

ジ
ン

か
ら

得
ら

れ
る

情
報

よ
り

も
信

頼
度

が
高

い
も

の
と

な
っ

て
い

ま
す

。
個

人
が

不
特

定
多

数
に

情
報

発
信

し
、

入
手

し
た

い
人

だ
け

が
そ

れ
を

入
手

す
る

と
い

っ
た

使
わ

れ
方

か
ら

、
社

会
的

地
位

と
は

関
係

な
く
個

人
と

個
人

が
非

常
に

フ
ラ

ッ
ト

に
近

い
状

態
で

繋
が

る
場

で
あ

る
と

も
言

え
ま

す
。

こ
の

よ
う

な
背

景
か

ら
近

い
将

来
（
1
～

2
年

）
は

有
益

な
情

報
提

供
の

場
と

し
て

企
業

、
官

公
庁

の
利

用
促

進
が

見
込

ま
れ

ま
す

。
さ

ら
に

そ
の

先
（
3
～

5
年

）
で

は
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

の
場

と
し

て
よ

り
普

及
が

進
み

、
ソ

ー
シ

ャ
ル

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

上
で

E
C

サ
イ

ト
が

商
品

の
提

供
を

行
う

と
い

う
よ

う
な

、
既

存
サ

ー
ビ

ス
の

展
開

が
考

え
ら

れ
ま

す
。

ま
た

、
企

業
だ

け
で

な
く
個

人
も

含
め

て
そ

の
他

の
様

々
な

サ
ー

ビ
ス

提
供

者
が

活
用

す
る

よ
う

に
な

れ
ば

、
サ

ー
ビ

ス
の

多
様

化
・
質

の
向

上
に

つ
な

が
り

、
経

済
を

活
性

化
さ

せ
る

こ
と

に
な

る
の

で
、

普
及

し
つ

つ
あ

る
今

、
ソ

ー
シ

ャ
ル

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

等
の

サ
ー

ビ
ス

層
の

標
準

化
へ

の
取

り
組

む
は

急
務

で
あ

る
と

考
え

ま
す

。
国

民
中

心
で

政
策

を
進

め
る

の
で

あ
れ

ば
、

国
民

に
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

あ
ら

ゆ
る

分
野

の
企

業
の

参
加

が
必

要
で

あ
る

と
考

え
ま

す
。

国
民

が
「
IC

T
で

生
活

や
社

会
が

良
く
な

っ
た

」
と

実
感

で
き

る
IC

T
環

境
の

実
現

を
目

指
す

の
で

あ
れ

ば
、

常
に

国
民

に
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
て

い
る

企
業

は
、

IC
T
分

野
関

係
者

だ
け

で
は

知
り

得
な

い
よ

う
な

ニ
ー

ズ
を

理
解

し
て

い
る

か
ら

で
す

。
本

検
討

会
に

参
加

さ
れ

て
い

る
関

係
者

に
は

リ
ー

ダ
シ

ッ
プ

を
取

っ
て

そ
う

い
っ

た
企

業
の

研
究

活
動

へ
の

参
加

を
促

す
よ

う
な

役
割

を
求

め
て

い
ま

す
。

5
9

ソ
フ

ト
バ

ン
ク

Ｂ
Ｂ

株
式

会
社

／
ソ

フ
ト

バ
ン

ク
テ

レ
コ

ム
株

式
会

社
／

ソ
フ

ト
バ

ン
ク

モ
バ

イ
ル

株
式

会
社

４
（
１

）
新

事
業

創
出

戦
略

IC
T
の

利
活

用
を

国
民

生
活

や
社

会
の

改
善

に
つ

な
げ

て
い

く
と

す
る

「
IC

T
総

合
戦

略
」
を

実
現

し
て

い
く
た

め
に

は
、

社
会

イ
ン

フ
ラ

と
し

て
光

ブ
ロ

ー
ド

バ
ン

ド
を

全
世

帯
に

整
備

す
る

こ
と

が
大

前
提

と
し

て
必

要
で

す
。

総
務

省
殿

は
、

2
0
1
5
年

頃
の

達
成

を
目

標
と

す
る

「
光

の
道

」
構

想
を

掲
げ

て
い

ま
す

。
「
光

の
道

」
を

着
実

に
完

成
さ

せ
、

全
て

の
国

民
が

等
し

く
情

報
に

ア
ク

セ
ス

す
る

こ
と

を
可

能
に

す
る

「
情

報
ア

ク
セ

ス
権

」
を

保
障

す
る

環
境

を
整

え
る

こ
と

こ
そ

が
、

新
事

業
創

出
促

進
策

の
基

礎
に

な
る

も
の

と
考

え
ま

す
。

6
0

個
人

４
（
１

）
新

事
業

創
出

戦
略

　
日

本
国

内
で

の
ＩＣ

Ｔ
利

用
は

国
際

的
に

見
て

進
ん

で
お

り
、

人
口

動
態

的
に

高
齢

化
が

進
み

、
劇

的
な

市
場

拡
大

が
見

込
め

な
い

状
況

と
な

っ
て

い
る

。
だ

が
、

2
0
1
1
年

3
月

に
発

生
し

た
東

日
本

大
震

災
の

後
の

経
済

の
復

興
や

社
会

的
責

任
を

伴
っ

た
ＩＣ

Ｔ
社

会
の

構
築

を
求

め
ら

れ
る

こ
と

は
間

違
い

な
い

。
　

今
回

の
震

災
を

受
け

て
、

日
本

が
他

国
よ

り
賞

賛
さ

れ
た

の
は

、
有

事
に

お
い

て
も

自
己

の
利

益
を

主
張

せ
ず

、
整

然
と

規
範

を
保

つ
日

本
国

民
の

姿
で

あ
っ

た
。

こ
の

よ
う

な
平

時
は

経
済

活
動

を
促

進
し

、
有

事
に

は
規

範
と

人
命

救
助

を
優

先
す

る
、

と
い

う
考

え
方

は
、

今
後

の
ＩＣ

Ｔ
社

会
が

求
め

る
べ

き
理

想
の

1
つ

で
あ

る
と

考
え

る
。

　
現

在
の

日
本

で
流

通
し

て
い

る
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

サ
ー

ビ
ス

の
多

く
は

米
国

な
ど

か
ら

シ
ス

テ
ム

を
輸

入
し

た
も

の
が

多
く
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
を

利
用

し
た

事
業

の
効

率
化

や
売

上
利

益
の

最
大

化
を

希
求

す
る

た
め

に
構

築
さ

れ
た

も
の

が
多

い
と

考
え

る
。

　
例

え
ば

米
国

で
開

発
さ

れ
た

Ｅ
Ｃ

レ
コ

メ
ン

ド
シ

ス
テ

ム
な

ど
を

被
災

者
に

向
け

た
ニ

ー
ズ

把
握

の
手

段
と

す
る

こ
と

は
難

し
い

。
　

今
後

の
ＩＣ

Ｔ
技

術
の

方
向

性
は

、
こ

の
よ

う
な

効
率

性
の

追
求

を
ベ

ー
ス

と
し

た
技

術
に

よ
っ

て
行

わ
れ

る
の

で
は

な
く
、

非
常

時
に

国
民

の
生

活
を

担
保

す
る

「
社

会
的

責
任

」
に

基
づ

い
た

技
術

か
ら

発
展

し
て

い
く
べ

き
で

あ
る

。
　

日
本

が
戦

後
の

混
乱

か
ら

経
済

復
興

を
遂

げ
た

一
番

の
原

動
力

は
「
も

の
つ

く
り

」
の

精
神

に
よ

っ
て

、
「
安

価
」
で

「
高

機
能

」
と

い
う

、
相

反
す

る
問

題
を

解
決

し
た

製
品

を
多

く
世

に
出

し
た

こ
と

で
あ

る
。

　
こ

の
大

震
災

の
混

乱
か

ら
経

済
復

興
を

行
う

た
め

に
は

、
社

会
的

責
任

の
精

神
に

基
づ

い
た

「
安

心
」
と

平
時

に
利

用
す

る
際

の
「
高

機
能

」
と

い
う

要
素

を
、

安
価

に
両

立
さ

せ
る

こ
と

が
必

要
と

考
え

る
。

　
だ

が
、

一
方

で
そ

の
よ

う
な

高
品

質
の

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
の

た
め

に
は

、
国

内
の

様
々

な
法

規
制

の
存

在
が

問
題

視
さ

れ
て

く
る

。
　

既
に

国
内

の
ＩＣ

Ｔ
ベ

ン
チ

ャ
ー

は
「
事

後
成

立
法

に
よ

っ
て

未
来

の
事

業
が

規
制

さ
れ

る
」
こ

と
を

懸
念

す
る

こ
と

で
新

規
分

野
へ

の
進

出
を

諦
め

て
い

る
、

と
い

う
現

実
が

あ
る

。
（
※

2
0
1
1
年

0
1
月

1
8
日

　
ま

ね
き

Ｔ
Ｖ

に
対

し
て

下
さ

れ
た

最
高

裁
の

判
決

な
ど

を
参

考
と

す
る

）
　

事
後

立
法

に
よ

る
責

任
の

追
求

を
行

う
事

象
は

、
企

業
が

個
人

情
報

の
流

通
や

分
析

に
対

し
て

過
剰

に
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
意

識
を

持
つ

よ
う

に
な

っ
て

し
ま

い
、

多
く
の

有
益

な
情

報
や

有
望

な
分

析
事

業
な

ど
が

死
蔵

さ
れ

て
い

く
と

い
う

可
能

性
を

増
加

さ
せ

る
。

　
今

回
の

震
災

の
中

で
、

ＩＣ
Ｔ

技
術

が
寄

与
で

き
る

分
野

を
明

確
に

し
、

復
興

の
た

め
の

時
限

立
法

と
い

う
形

で
も

構
わ

な
い

た
め

、
同

じ
問

題
を

発
生

さ
せ

な
い

た
め

の
ノ

ウ
ハ

ウ
を

蓄
積

す
べ

き
で

あ
る

。
　

世
界

で
も

有
数

の
災

害
に

見
舞

わ
れ

た
日

本
と

い
う

国
家

は
、

そ
の

ノ
ウ

ハ
ウ

を
最

大
限

に
活

用
し

た
社

会
イ

ン
フ

ラ
を

構
築

す
べ

き
で

あ
り

、
そ

れ
が

今
後

の
国

際
的

な
ＩＣ

Ｔ
産

業
に

対
し

て
必

要
と

さ
れ

る
サ

ー
ビ

ス
・
製

品
を

多
く
生

み
出

す
、

と
考

え
る

。

1
2



意
見

番
号

意
見

提
出

者
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

項
目

提
出

意
見

（
長

文
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

そ
の

一
部

）

6
1

ソ
フ

ト
バ

ン
ク

Ｂ
Ｂ

株
式

会
社

／
ソ

フ
ト

バ
ン

ク
テ

レ
コ

ム
株

式
会

社
／

ソ
フ

ト
バ

ン
ク

モ
バ

イ
ル

株
式

会
社

４
（
１

）
①

新
事

業
創

出
戦

略
に

向
け

た
環

境
整

備
の

在
り

方
・
 今

後
の

IC
T
総

合
戦

略
を

考
え

る
際

に
、

ク
ラ

ウ
ド

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

と
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
は

国
の

IC
T
政

策
と

し
て

重
要

な
位

置
を

占
め

る
も

の
で

あ
り

、
教

育
、

医
療

、
福

祉
、

行
政

サ
ー

ビ
ス

等
を

一
元

化
し

た
「
J
ap

an
ク

ラ
ウ

ド
」
と

し
て

構
築

す
る

こ
と

に
よ

り
、

利
用

者
が

、
い

つ
で

も
ど

こ
で

も
利

用
可

能
な

サ
ー

ビ
ス

を
実

現
す

べ
き

で
す

。
・
 ま

た
、

ク
ラ

ウ
ド

戦
略

は
新

事
業

創
出

の
点

で
重

要
で

あ
る

と
と

も
に

、
様

々
な

産
業

に
お

け
る

生
産

活
動

の
効

率
化

・
活

性
化

を
促

進
さ

せ
、

ひ
い

て
は

日
本

の
国

際
競

争
力

の
向

上
に

大
き

く
貢

献
す

る
も

の
と

考
え

ま
す

。
・
 行

政
に

よ
る

IC
T
の

積
極

的
な

利
活

用
へ

の
取

り
組

み
や

、
民

間
の

通
信

事
業

者
に

よ
る

高
度

な
イ

ン
フ

ラ
構

築
及

び
低

廉
な

料
金

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
・
ア

プ
リ

ケ
ー

シ
ョ

ン
の

提
供

等
に

よ
り

、
地

域
の

ニ
ー

ズ
に

適
合

し
た

電
子

行
政

サ
ー

ビ
ス

や
電

子
医

療
サ

ー
ビ

ス
等

を
実

現
す

る
こ

と
が

重
要

と
考

え
ま

す
。

6
2

社
団

法
人

デ
ジ

タ
ル

メ
デ

ィ
ア

協
会

４
（
１

）
①

新
規

事
業

創
出

に
向

け
た

環
境

整
備

の
在

り
方

・
新

規
事

業
の

創
出

に
は

（
社

内
も

含
め

た
）
ベ

ン
チ

ャ
ー

企
業

が
大

き
な

役
割

を
果

た
す

と
考

え
ま

す
が

、
最

大
の

課
題

は
フ

ァ
イ

ナ
ン

ス
で

す
。

・
総

務
省

（
国

）
が

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

面
の

支
援

を
検

討
す

る
に

あ
た

っ
て

は
、

　
　

・
「
千

三
つ

」
と

い
わ

れ
る

ほ
ど

、
IP

A
（
株

式
上

場
）
に

ま
で

到
る

こ
と

の
で

き
る

成
功

確
率

が
低

い
ベ

ン
チ

ャ
ー

投
資

に
前

金
か

ら
の

支
援

が
で

き
る

よ
う

な
制

度
　

　
・
ベ

ン
チ

ャ
ー

が
必

要
と

す
る

と
き

に
タ

イ
ム

リ
に

資
金

を
提

供
で

き
る

制
度

の
検

討
を

お
願

い
し

た
い

と
存

じ
ま

す
。

・
逆

に
言

え
ば

、
失

敗
を

認
め

る
制

度
が

で
き

る
か

ど
う

か
が

ポ
イ

ン
ト

で
あ

る
と

愚
考

致
し

ま
す

。
・
欧

米
で

は
、

軍
事

技
術

開
発

が
多

く
の

IC
T
ベ

ン
チ

ャ
ー

を
生

ん
で

い
ま

す
が

、
わ

が
国

で
は

、
防

衛
庁

予
算

が
充

分
で

は
な

い
こ

と
も

考
え

る
と

、
ベ

ン
チ

ャ
ー

育
成

に
当

た
っ

て
省

庁
間

の
連

携
を

検
討

す
る

こ
と

も
必

要
で

は
な

い
か

と
愚

考
致

し
ま

す
。

6
3

社
団

法
人

テ
レ

コ
ム

サ
ー

ビ
ス

協
会

４
（
１

）
①

新
事

業
創

出
に

向
け

た
環

境
整

備
の

在
り

方
･新

事
業

創
出

に
向

け
た

Ｎ
Ｇ

Ｎ
へ

の
期

待
と

現
状

　
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

や
移

動
体

通
信

の
発

展
と

と
も

に
、

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
取

り
巻

く
事

業
環

境
は

大
き

く
変

わ
り

つ
つ

あ
り

ま
す

。
国

民
生

活
の

向
上

や
国

際
競

争
力

の
強

化
の

た
め

に
は

、
新

た
に

構
築

さ
れ

る
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
上

で
多

種
多

様
な

ア
プ

リ
ケ

ー
シ

ョ
ン

が
出

現
す

る
環

境
が

整
備

さ
れ

る
こ

と
が

必
要

で
す

。
新

た
な

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

と
い

う
意

味
で

は
、

2
0
0
8
年

に
商

用
サ

ー
ビ

ス
が

開
始

さ
れ

た
Ｎ

Ｔ
Ｔ

東
西

の
Ｎ

Ｇ
Ｎ

（
フ

レ
ッ

ツ
光

ネ
ク

ス
ト

）
に

期
待

し
ま

し
た

が
、

現
状

で
の

Ｎ
Ｇ

Ｎ
の

サ
ー

ビ
ス

は
限

定
的

で
あ

り
、

Ｎ
Ｇ

Ｎ
上

で
構

築
す

る
通

信
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
の

構
築

の
た

め
の

オ
ー

プ
ン

化
も

不
十

分
で

あ
る

と
考

え
ま

す
。

こ
の

よ
う

な
現

状
に

と
ど

ま
っ

て
い

る
最

大
の

理
由

は
、

現
在

の
Ｎ

Ｇ
Ｎ

が
Ｎ

Ｔ
Ｔ

東
西

だ
け

の
サ

ー
ビ

ス
で

あ
り

、
事

業
者

間
の

競
争

環
境

が
全

く
存

在
し

な
い

こ
と

に
あ

る
と

考
え

ま
す

。
・
Ｎ

Ｇ
Ｎ

上
に

多
種

多
様

な
サ

ー
ビ

ス
が

出
現

す
る

た
め

に
は

　
Ｎ

Ｇ
Ｎ

の
よ

う
な

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

上
に

多
く
の

サ
ー

ビ
ス

が
出

現
す

る
た

め
に

は
、

複
数

の
通

信
キ

ャ
リ

ア
に

よ
る

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

サ
ー

ビ
ス

の
競

争
と

、
そ

の
上

位
の

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

事
業

者
に

よ
る

サ
ー

ビ
ス

の
競

争
が

不
可

欠
で

す
。

特
に

、
通

信
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

の
が

大
規

模
な

通
信

キ
ャ

リ
ア

だ
け

の
場

合
、

ど
う

し
て

も
マ

ス
向

け
の

普
遍

的
な

サ
ー

ビ
ス

だ
け

に
偏

り
、

「
特

定
の

業
界

」
向

け
、

「
特

定
の

企
業

グ
ル

ー
プ

」
向

け
、

「
特

定
の

地
域

」
向

け
、

「
特

定
の

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

向
け

」
な

ど
の

サ
ー

ビ
ス

が
登

場
し

に
く
い

構
造

と
な

っ
て

し
ま

い
ま

す
。

こ
の

よ
う

な
多

種
多

様
な

サ
ー

ビ
ス

が
出

現
す

る
た

め
に

は
、

ア
プ

リ
ケ

ー
シ

ョ
ン

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

よ
う

と
す

る
事

業
者

が
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

機
能

を
簡

単
に

利
用

で
き

る
様

々
な

通
信

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

サ
ー

ビ
ス

が
提

供
さ

れ
る

こ
と

が
必

要
で

す
。

・
次

世
代

移
動

体
網

の
構

築
と

Ｆ
Ｍ

Ｃ
サ

ー
ビ

ス
へ

の
期

待
　

本
来

、
複

数
の

通
信

キ
ャ

リ
ア

に
よ

る
Ｎ

Ｇ
Ｎ

の
競

争
と

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

レ
イ

ヤ
の

オ
ー

プ
ン

化
に

よ
っ

て
、

上
記

の
よ

う
な

多
種

多
様

な
サ

ー
ビ

ス
が

出
現

す
る

環
境

が
整

備
さ

れ
る

こ
と

を
期

待
し

て
い

ま
し

た
が

、
現

状
で

は
全

く
期

待
は

ず
れ

に
終

わ
っ

て
い

ま
す

。
さ

ら
に

、
Ｎ

Ｇ
Ｎ

な
ど

の
固

定
網

の
領

域
で

は
、

今
後

も
複

数
の

通
信

キ
ャ

リ
ア

に
よ

る
競

争
は

期
待

で
き

な
い

と
考

え
て

い
ま

す
。

　
し

か
し

、
現

在
複

数
の

通
信

キ
ャ

リ
ア

に
よ

っ
て

Ｌ
Ｔ

Ｅ
な

ど
の

次
世

代
移

動
体

網
の

構
築

が
進

め
ら

れ
て

い
ま

す
。

次
世

代
移

動
体

網
の

構
築

が
進

む
と

、
固

定
網

と
移

動
体

網
の

境
界

が
な

く
な

り
、

両
方

の
サ

ー
ビ

ス
を

統
合

し
た

本
格

的
な

Ｆ
Ｍ

Ｃ
サ

ー
ビ

ス
が

登
場

す
る

こ
と

が
期

待
さ

れ
ま

す
。

固
定

網
と

移
動

体
網

を
統

合
し

た
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

た
め

に
は

、
両

方
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

と
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

を
持

つ
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
事

業
者

の
存

在
が

必
須

と
な

り
ま

す
。

そ
の

際
に

は
、

当
然

固
定

網
と

移
動

体
網

そ
れ

ぞ
れ

の
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
レ

イ
ヤ

の
開

放
が

必
要

で
す

。
・
Ｆ

Ｍ
Ｃ

サ
ー

ビ
ス

の
本

格
化

と
多

種
多

様
な

サ
ー

ビ
ス

の
出

現
　

固
定

網
、

移
動

体
網

両
方

と
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

を
持

つ
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
事

業
者

が
出

現
し

、
さ

ら
に

複
数

の
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
事

業
者

が
競

争
す

る
こ

と
で

、
多

種
多

様
な

Ｆ
Ｍ

Ｃ
サ

ー
ビ

ス
が

出
現

す
る

こ
と

を
期

待
し

て
い

ま
す

。
大

規
模

事
業

者
だ

け
で

な
く
、

ユ
ー

ザ
の

立
場

に
近

く
、

小
回

り
が

利
き

、
地

域
に

密
着

し
た

事
業

者
が

参
入

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

サ
ー

ビ
ス

競
争

が
活

性
化

さ
れ

ま
す

。
過

去
の

例
を

見
て

も
、

こ
の

よ
う

な
事

業
者

が
市

場
を

リ
ー

ド
し

て
い

く
こ

と
に

な
る

と
考

え
ま

す
。

【
長

文
の

た
め

、
意

見
の

一
部

を
掲

載
】
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ナ
シ

ュ
ア

ソ
リ

ュ
ー

シ
ョ

ン
ズ

株
式

会
社

４
（
１

)①
新

事
業

創
出

に
向

け
た

環
境

整
備

の
在

り
方

(1
)新

事
業

創
出

戦
略

①
新

事
業

創
出

に
向

け
た

環
境

整
備

の
在

り
方

へ
の

意
見

日
本

の
IT

業
界

（
情

報
サ

ー
ビ

ス
業

）
全

体
の

半
分

以
上

が
受

託
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
開

発
業

に
な

っ
て

い
る

。
さ

ら
に

受
託

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

開
発

業
に

お
け

る
元

請
け

に
対

す
る

下
請

け
の

労
働

生
産

性
は

約
半

分
と

い
う

調
査

結
果

も
出

て
い

る
。

日
本

が
IC

T
分

野
で

発
展

的
経

済
成

長
を

実
現

す
る

た
め

に
は

、
元

請
け

/
下

請
け

と
い

う
階

層
化

形
式

で
は

な
く
、

ビ
ジ

ネ
ス

的
に

フ
ラ

ッ
ト

に
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
開

発
が

出
来

る
環

境
を

国
が

提
供

す
る

必
要

が
あ

る
で

は
な

い
か

と
考

え
る

。
そ

も
そ

も
、

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

開
発

は
本

を
書

く
と

い
う

行
為

と
同

じ
で

、
発

想
が

原
点

で
あ

り
、

G
o
o
gl

e
、

F
ac

e
bo

o
kや

M
ic

ro
so

ft
な

ど
ベ

ン
チ

ャ
ー

か
ら

成
功

し
た

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

会
社

は
、

そ
の

よ
う

な
ビ

ジ
ネ

ス
階

層
構

造
で

縛
ら

れ
な

い
自

由
発

想
か

ら
生

ま
れ

て
き

た
と

考
え

る
。

そ
こ

で
、

日
本

の
階

層
的

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

ビ
ジ

ネ
ス

構
造

を
変

化
さ

せ
る

た
め

の
施

策
と

し
て

、
地

域
IC

T
サ

ー
ビ

ス
の

課
題

解
決

を
ミ

ッ
シ

ョ
ン

と
し

、
将

来
的

に
地

域
活

性
化

に
貢

献
す

る
た

め
の

サ
ー

ビ
ス

/
シ

ス
テ

ム
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
の

提
供

が
可

能
な

地
域

IC
T
事

業
会

社
を

公
的

に
立

ち
上

げ
、

国
/
自

治
体

/
地

方
大

学
が

支
援

す
る

体
制

が
必

要
で

な
い

か
と

考
え

て
い

る
。

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

開
発

に
つ

い
て

は
、

パ
ソ

コ
ン

が
あ

れ
ば

基
本

的
に

ど
こ

で
も

で
き

る
た

め
、

首
都

圏
に

事
業

所
を

構
え

る
必

要
も

な
く
、

ま
た

地
域

IC
T
の

実
現

課
題

は
そ

の
地

域
に

よ
っ

て
プ

ラ
イ

オ
リ

テ
ィ

も
異

な
る

た
め

、
地

域
そ

れ
ぞ

れ
に

水
平

分
散

し
て

検
討

し
て

い
く
意

義
は

十
分

に
あ

る
と

考
え

る
。

地
域

IC
T
事

業
会

社
に

つ
い

て
は

、
国

/
自

治
体

が
協

力
し

て
投

資
で

き
る

第
3
セ

ク
タ

構
想

も
視

野
に

入
れ

て
是

非
検

討
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

高
度

な
IC

T
人

材
に

つ
い

て
は

、
そ

の
地

域
IC

T
事

業
会

社
を

中
心

に
地

方
大

学
協

力
も

の
と

育
成

環
境

が
作

ら
れ

、
地

域
IC

T
事

業
会

社
同

士
で

技
術

資
産

を
保

有
し

、
サ

ー
ビ

ス
パ

ッ
ケ

ー
ジ

化
し

て
い

く
こ

と
で

住
民

利
用

の
実

績
や

品
質

も
考

慮
し

た
競

争
力

の
あ

る
魅

力
あ

る
パ

ッ
ケ

ー
ジ

を
生

み
出

せ
れ

ば
、

海
外

展
開

し
て

い
く
こ

と
で

国
際

事
業

推
進

に
も

貢
献

で
き

る
と

考
え

る
。

国
の

行
う

事
業

は
全

国
共

通
イ

ン
フ

ラ
と

い
う

こ
と

で
、

地
域

IC
T
事

業
会

社
と

の
共

同
サ

ー
ビ

ス
運

用
シ

ナ
リ

オ
も

描
け

れ
ば

、
IC

T
全

体
の

サ
ー

ビ
ス

も
加

速
的

に
向

上
す

る
と

考
え

て
い

る
。

6
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社
団

法
人

 日
本

ケ
ー

ブ
ル

テ
レ

ビ
連

盟
４

（
１

）
①

新
事

業
創

出
に

向
け

た
環

境
整

備
の

在
り

方
均

衡
あ

る
国

土
発

展
と

地
域

経
済

の
た

め
の

ＩＣ
Ｔ

関
係

事
業

者
の

役
割

と
利

活
用

、
特

に
利

活
用

体
制

構
築

の
具

体
的

な
在

り
方

に
つ

い
て

　
ＩＣ

Ｔ
事

業
者

が
直

接
的

な
利

益
を

求
め

る
の

で
は

な
く
、

地
域

経
済

に
貢

献
す

る
中

で
最

終
的

に
利

益
の

一
端

を
享

受
す

る
よ

う
な

在
り

方
が

重
要

と
考

え
ま

す
。

そ
の

た
め

に
は

、
農

林
水

産
業

、
医

療
・
福

祉
、

安
心

・
安

全
等

の
各

分
野

に
お

い
て

、
そ

れ
ぞ

れ
に

従
事

す
る

地
域

の
者

が
ＩＣ

Ｔ
を

活
用

で
き

る
よ

う
に

な
る

と
と

も
に

、
IC

T
利

活
用

を
効

果
的

に
進

め
る

た
め

の
地

域
パ

ー
ト

ナ
ー

シ
ッ

プ
の

確
立

が
急

務
で

す
。

ま
た

、
こ

の
際

、
地

域
の

課
題

解
決

能
力

に
長

け
た

ケ
ー

ブ
ル

テ
レ

ビ
事

業
者

に
代

表
さ

れ
る

ＩＣ
Ｔ

事
業

者
、

学
識

者
等

と
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

（
物

的
、

人
的

、
知

的
リ

ソ
ー

ス
を

含
む

。
）
を

、
分

野
間

の
調

和
を

図
り

つ
つ

、
無

駄
な

く
効

率
的

に
活

用
す

る
こ

と
が

重
要

で
す

。

1
3



意
見

番
号

意
見

提
出

者
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

項
目

提
出

意
見

（
長

文
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

そ
の

一
部

）

6
6

ｴ
ﾇ
･ﾃ

ｨ･
ﾃ
ｨ･

ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ｹ

ｰ
ｼ
ｮ

ﾝ
ｽ

ﾞ株
式

会
社

４
（
１

）
②

IC
T
の

利
活

用
促

進
に

お
け

る
環

境
整

備
の

在
り

方

・
総

務
省

「
グ

ロ
ー

バ
ル

時
代

に
お

け
る

IC
T
政

策
に

関
す

る
タ

ス
ク

フ
ォ

ー
ス

 地
球

的
課

題
検

討
部

会
　

最
終

報
告

書
」
等

に
お

い
て

も
示

さ
れ

て
い

る
通

り
、

IC
T
利

活
用

に
よ

る
C

O
2
排

出
量

削
減

等
の

環
境

負
荷

軽
減

へ
の

貢
献

に
つ

い
て

は
大

き
な

期
待

が
寄

せ
ら

れ
て

お
り

、
引

き
続

き
、

国
に

お
い

て
も

環
境

分
野

に
お

け
る

IC
T
利

活
用

を
推

し
進

め
て

い
く
こ

と
が

必
要

と
考

え
ま

す
。

な
お

、
近

年
急

速
に

普
及

が
進

ん
で

い
る

ク
ラ

ウ
ド

サ
ー

ビ
ス

は
、

仮
想

化
技

術
に

よ
る

IC
T
リ

ソ
ー

ス
の

効
率

的
利

用
等

を
通

じ
て

環
境

負
荷

軽
減

に
つ

い
て

も
大

き
な

役
割

を
果

す
と

考
え

ら
れ

て
お

り
ま

す
。

こ
の

よ
う

な
ク

ラ
ウ

ド
サ

ー
ビ

ス
に

よ
る

環
境

負
荷

軽
減

に
関

す
る

定
量

的
か

つ
適

正
な

評
価

が
可

能
と

な
れ

ば
、

ク
ラ

ウ
ド

サ
ー

ビ
ス

の
一

層
の

利
用

が
促

進
さ

れ
、

更
な

る
環

境
負

荷
軽

減
に

資
す

る
と

考
え

ら
れ

ま
す

。
こ

の
様

な
観

点
か

ら
、

例
え

ば
ク

ラ
ウ

ド
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

に
よ

っ
て

実
現

さ
れ

る
電

力
消

費
効

率
化

や
C

O
2
排

出
量

削
減

効
果

等
の

評
価

モ
デ

ル
の

策
定

を
行

っ
て

い
く
こ

と
が

有
効

で
は

な
い

か
と

考
え

ま
す

。
・
危

機
管

理
・
防

災
分

野
に

お
い

て
IC

T
利

活
用

を
推

進
す

る
こ

と
で

、
災

害
の

予
知

・
予

防
や

災
害

時
の

情
報

収
集

・
伝

達
等

の
高

度
化

を
実

現
し

、
被

害
の

最
小

化
等

に
資

す
る

も
の

と
考

え
ま

す
。

具
体

的
に

は
、

各
自

治
体

の
共

同
利

用
が

可
能

な
危

機
管

理
・
防

災
情

報
基

盤
の

整
備

が
有

効
で

あ
る

と
考

え
ま

す
。

例
え

ば
、

気
象

セ
ン

サ
ー

や
水

位
セ

ン
サ

ー
、

道
路

監
視

カ
メ

ラ
と

い
っ

た
多

様
な

観
測

・
監

視
情

報
を

広
範

囲
に

渡
っ

て
ク

ラ
ウ

ド
基

盤
上

に
収

集
し

、
そ

れ
ら

を
効

果
的

に
分

析
・
活

用
す

る
こ

と
で

、
よ

り
精

度
の

高
い

避
難

勧
告

や
経

路
誘

導
等

を
効

率
的

に
実

現
す

る
こ

と
が

可
能

に
な

る
と

考
え

ま
す

。
・
国

民
の

安
心

・
安

全
な

IC
T
利

用
を

実
現

す
る

た
め

の
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策
は

今
後

も
重

点
的

に
推

進
し

て
い

く
べ

き
と

考
え

ま
す

。
例

え
ば

、
マ

ル
ウ

ェ
ア

に
よ

る
W

e
bサ

イ
ト

改
ざ

ん
を

通
じ

た
ID

・
パ

ス
ワ

ー
ド

盗
取

等
の

被
害

が
相

次
い

で
お

り
、

官
民

一
体

と
な

っ
た

対
策

が
必

要
で

す
。

特
に

昨
今

急
速

に
普

及
が

進
ん

で
い

る
ス

マ
ー

ト
フ

ォ
ン

等
の

新
た

な
IC

T
端

末
に

つ
い

て
も

検
討

を
行

っ
て

い
く
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
と

考
え

ま
す

。
・
ク

ラ
ウ

ド
サ

ー
ビ

ス
は

今
後

様
々

な
分

野
に

お
い

て
一

層
の

利
活

用
が

期
待

さ
れ

て
お

り
ま

す
。

し
か

し
、

ク
ラ

ウ
ド

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

て
情

報
管

理
等

を
行

う
際

に
、

業
法

や
各

省
庁

が
公

表
し

て
い

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
が

ど
の

よ
う

に
適

用
さ

れ
る

か
が

不
明

確
な

た
め

、
ク

ラ
ウ

ド
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

促
進

の
妨

げ
と

な
っ

て
い

る
可

能
性

が
あ

り
ま

す
。

例
え

ば
医

療
分

野
に

お
い

て
は

、
総

務
省

に
よ

っ
て

「
A

S
P

・
S
aa

S
事

業
者

が
医

療
情

報
を

取
り

扱
う

際
の

安
全

管
理

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
が

策
定

さ
れ

る
等

、
ク

ラ
ウ

ド
サ

ー
ビ

ス
の

利
活

用
に

向
け

た
環

境
整

備
が

図
ら

れ
て

き
て

お
り

ま
す

。
こ

の
よ

う
な

動
き

を
他

の
分

野
に

も
広

げ
て

い
く
こ

と
に

よ
り

、
一

層
の

IC
T
利

活
用

促
進

に
繋

が
る

も
の

と
考

え
ま

す
。

ま
た

、
企

業
の

基
幹

業
務

や
電

子
行

政
等

の
社

会
イ

ン
フ

ラ
に

お
い

て
ク

ラ
ウ

ド
サ

ー
ビ

ス
の

一
層

の
利

活
用

を
進

め
て

い
く
た

め
に

は
、

高
い

信
頼

性
や

即
応

性
が

求
め

ら
れ

ま
す

。
こ

の
様

な
ク

ラ
ウ

ド
サ

ー
ビ

ス
の

高
度

化
を

実
現

す
る

た
め

に
は

、
例

え
ば

複
数

の
ク

ラ
ウ

ド
間

に
お

け
る

連
携

の
仕

組
み

を
構

築
す

る
こ

と
が

有
効

で
あ

り
、

そ
の

た
め

の
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

や
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
プ

ロ
ト

コ
ル

等
の

標
準

化
に

向
け

た
研

究
開

発
が

求
め

ら
れ

る
と

考
え

ま
す

。

6
7

ソ
フ

ト
バ

ン
ク

Ｂ
Ｂ

株
式

会
社

／
ソ

フ
ト

バ
ン

ク
テ

レ
コ

ム
株

式
会

社
／

ソ
フ

ト
バ

ン
ク

モ
バ

イ
ル

株
式

会
社

４
（
１

）
②

IC
T
利

活
用

促
進

に
お

け
る

環
境

整
備

の
在

り
方

・
 2

0
1
1
年

3
月

に
発

生
し

た
東

日
本

大
震

災
に

お
い

て
は

、
人

々
を

安
心

さ
せ

、
冷

静
な

対
応

に
導

く
た

め
に

、
正

確
な

情
報

の
提

供
と

そ
れ

を
支

え
る

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
重

要
性

が
再

認
識

さ
れ

ま
し

た
。

IC
T
を

用
い

た
サ

ー
ビ

ス
の

普
及

に
よ

り
、

社
会

イ
ン

フ
ラ

と
し

て
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
重

要
性

が
増

す
中

で
、

災
害

対
策

と
い

う
観

点
に

お
け

る
IC

T
の

役
割

等
を

再
度

検
証

す
べ

き
と

考
え

ま
す

。
・
 具

体
的

に
は

、
IC

T
イ

ン
フ

ラ
の

耐
障

害
性

や
早

期
復

旧
方

法
と

い
っ

た
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

提
供

手
段

確
保

に
係

る
検

討
の

他
、

IC
T
を

用
い

た
有

効
な

災
害

情
報

の
提

供
や

テ
レ

ワ
ー

ク
の

促
進

と
い

っ
た

災
害

時
に

お
け

る
IC

T
の

利
活

用
方

策
等

の
検

討
が

必
要

と
考

え
ま

す
。

6
8

社
団

法
人

デ
ジ

タ
ル

メ
デ

ィ
ア

協
会

４
（
１

）
②

IC
T
の

利
活

用
促

進
に

お
け

る
環

境
整

備
の

在
り

方

・
コ

ン
テ

ン
ツ

業
界

の
人

材
教

育
に

つ
い

て
述

べ
ま

す
。

・
わ

が
国

で
は

、
残

念
な

が
ら

英
語

の
教

材
・
資

料
を

活
用

で
き

る
人

材
は

充
分

で
は

あ
り

ま
せ

ん
。

・
米

国
で

は
、

南
カ

リ
フ

ォ
ル

ニ
ア

大
学

の
よ

う
に

、
ハ

リ
ウ

ッ
ド

と
連

携
し

て
コ

ン
テ

ン
ツ

制
作

に
付

い
て

の
充

実
し

た
教

育
コ

ー
ス

を
備

え
た

大
学

が
あ

り
、

そ
こ

か
ら

は
立

派
な

教
材

も
出

て
い

ま
す

が
、

日
本

の
コ

ン
テ

ン
ツ

業
界

で
は

ほ
と

ん
ど

利
用

さ
れ

て
い

ま
せ

ん
。

・
コ

ン
テ

ン
ツ

業
界

で
は

、
ク

ー
ル

ジ
ャ

パ
ン

と
い

う
旗

印
で

海
外

展
開

を
図

る
こ

と
が

吹
聴

さ
れ

て
い

ま
す

が
、

一
方

で
は

、
明

治
の

初
め

頃
に

海
外

文
明

・
文

化
を

移
入

し
て

世
界

を
キ

ャ
ッ

チ
ア

ッ
プ

し
た

の
と

同
じ

事
も

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
と

考
え

て
お

り
ま

す
。

・
国

と
し

て
、

英
語

を
使

い
こ

な
せ

な
い

人
材

を
前

提
に

、
海

外
教

材
・
文

献
の

日
本

語
化

を
支

援
す

る
こ

と
は

、
非

常
に

意
味

の
あ

る
こ

と
で

あ
る

と
愚

考
致

し
ま

す
。

6
9

株
式

会
社

日
立

製
作

所
４

（
１

）
②

ＩＣ
Ｔ

の
利

活
用

促
進

に
お

け
る

環
境

整
備

の
在

り
方

・
社

会
イ

ン
フ

ラ
に

お
け

る
ＩＣ

Ｔ
利

活
用

に
つ

い
て

は
、

今
後

橋
梁

や
河

川
等

の
屋

外
の

広
範

囲
に

わ
た

る
維

持
管

理
が

重
要

に
な

る
と

予
想

さ
れ

ま
す

。
多

数
の

対
象

物
の

ユ
ニ

ー
ク

な
管

理
と

、
危

険
性

の
高

い
構

造
物

に
お

い
て

は
セ

ン
シ

ン
グ

デ
ー

タ
も

活
用

し
た

管
理

が
必

要
で

す
。

モ
バ

イ
ル

端
末

に
搭

載
し

た
短

・
中

・
長

距
離

通
信

機
能

を
活

用
し

、
短

距
離

通
信

で
の

通
常

管
理

、
中

距
離

通
信

で
の

異
常

状
況

の
認

識
、

長
距

離
通

信
で

の
管

理
Ｄ

Ｂ
へ

の
ア

ク
セ

ス
を

組
み

合
わ

せ
る

技
術

の
検

討
を

ご
提

案
致

し
ま

す
。

・
様

々
な

分
野

で
の

ＩＣ
Ｔ

利
活

用
が

促
進

さ
れ

る
こ

と
に

よ
り

、
基

幹
網

及
び

無
線

網
の

バ
ッ

ク
ホ

ー
ル

で
の

ト
ラ

フ
ィ

ッ
ク

が
こ

れ
ま

で
以

上
に

増
大

し
ま

す
。

そ
の

た
め

ＩＣ
Ｔ

利
活

用
を

重
点

的
に

推
進

し
て

い
く
分

野
（
ア

プ
リ

ケ
ー

シ
ョ

ン
）
と

同
時

に
、

基
盤

的
環

境
整

備
と

し
て

、
通

信
イ

ン
フ

ラ
の

強
化

も
提

案
し

ま
す

。

7
0

一
般

社
団

法
人

モ
バ

イ
ル

・コ
ン

テ
ン

ツ
・フ

ォ
ー

ラ
ム

４
（
１

）
②

IC
T
の

利
活

用
促

進
に

お
け

る
環

境
整

備
の

在
り

方

IC
T
利

活
用

を
支

え
る

基
盤

的
環

境
整

備
に

お
い

て
、

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

や
コ

ン
テ

ン
ツ

著
作

権
管

理
の

分
野

に
お

い
て

、
そ

れ
ら

の
技

術
等

が
広

く
標

準
化

さ
れ

た
も

の
が

普
及

す
る

こ
と

が
、

ユ
ー

ザ
・
事

業
者

に
と

っ
て

の
メ

リ
ッ

ト
に

繋
が

る
と

考
え

ら
れ

る
。

ま
た

IC
T
の

広
が

り
は

国
境

を
越

え
る

た
め

、
国

内
に

と
ど

ま
ら

ず
世

界
標

準
化

や
、

モ
バ

イ
ル

分
野

に
お

い
て

は
日

本
初

の
世

界
標

準
化

を
進

め
る

た
め

の
普

及
方

策
等

も
検

討
願

い
た

い
。

7
1

個
人

４
（
１

）
②

ＩＣ
Ｔ

の
利

活
用

促
進

に
お

け
る

環
境

整
備

の
在

り
方

総
務

省
が

利
活

用
を

重
点

的
に

推
進

す
べ

き
、

と
考

え
て

い
る

多
く
の

分
野

は
、

社
会

に
お

い
て

規
制

に
縛

ら
れ

、
か

つ
守

ら
れ

る
こ

と
で

生
産

性
が

下
落

し
、

世
界

的
な

競
争

力
を

持
た

な
く
な

っ
て

い
る

こ
と

が
多

い
。

そ
れ

ら
、

生
産

性
が

低
い

分
野

に
対

し
て

ＩＣ
Ｔ

を
導

入
す

る
こ

と
は

、
そ

の
後

の
効

率
の

向
上

に
つ

い
て

は
見

込
む

こ
と

が
出

来
る

が
、

そ
れ

は
あ

く
ま

で
も

「
国

際
平

均
」
に

な
っ

た
だ

け
で

あ
り

、
実

際
は

コ
モ

デ
ィ

テ
ィ

化
を

推
進

し
て

い
る

だ
け

で
あ

る
可

能
性

が
高

い
。

例
え

ば
、

ス
マ

ー
ト

シ
テ

ィ
構

想
な

ど
の

イ
ン

フ
ラ

整
備

事
業

を
国

が
主

導
し

て
行

っ
た

場
合

、
参

入
す

る
業

者
の

選
定

基
準

な
ど

が
明

確
に

規
定

さ
れ

て
し

ま
い

、
新

規
の

ア
イ

デ
ィ

ア
を

試
行

し
た

い
と

考
え

る
ベ

ン
チ

ャ
ー

企
業

は
参

加
が

難
し

い
。

国
際

的
に

同
じ

規
格

の
製

品
を

並
べ

る
こ

と
が

ＩＣ
Ｔ

で
は

な
く
、

そ
の

事
業

分
野

に
お

け
る

イ
ノ

ベ
ー

シ
ョ

ン
を

発
生

さ
せ

、
ト

ラ
イ

ア
ン

ド
エ

ラ
ー

を
何

度
も

起
こ

す
こ

と
が

可
能

な
仕

組
み

が
必

要
と

考
え

る
。

例
え

ば
、

2
0
1
1
年

3
月

に
発

生
し

た
東

日
本

大
震

災
の

あ
と

、
さ

ま
ざ

ま
な

市
町

村
の

復
興

が
行

わ
れ

る
が

、
そ

の
際

に
新

し
い

市
街

地
の

ビ
ジ

ョ
ン

を
多

く
の

企
業

か
ら

募
集

し
、

公
募

に
沿

っ
た

形
で

国
が

復
興

を
支

援
す

る
。

復
興

ま
で

の
数

年
間

は
特

区
扱

い
と

し
、

さ
ま

ざ
ま

な
制

度
の

運
用

を
可

能
と

す
る

こ
と

が
出

来
る

と
良

い
と

考
え

る
。

例
1
：
住

民
台

帳
や

医
療

デ
ー

タ
な

ど
の

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

を
提

供
し

て
も

ら
い

、
震

災
で

被
害

を
受

け
た

ユ
ー

ザ
の

ケ
ア

を
行

う
代

わ
り

に
現

行
法

で
は

扱
え

な
い

個
人

情
報

を
利

用
し

た
W

E
B

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
。

例
2
：
新

規
の

ス
マ

ー
ト

グ
リ

ッ
ド

方
式

や
、

電
気

自
動

車
向

け
イ

ン
フ

ラ
を

提
供

す
る

代
わ

り
に

、
実

証
実

験
フ

ィ
ー

ル
ド

を
提

供
し

て
随

時
制

度
を

変
更

す
る

。
上

記
の

よ
う

な
、

企
業

が
復

興
を

支
援

す
る

代
わ

り
に

、
デ

ー
タ

実
証

フ
ィ

ー
ル

ド
と

し
て

町
自

体
を

提
供

す
る

仕
組

み
を

作
る

こ
と

で
、

産
と

官
の

両
方

に
メ

リ
ッ

ト
の

あ
る

仕
組

み
を

作
る

こ
と

が
出

来
る

の
で

は
な

い
か

と
考

え
る

。

1
4



意
見

番
号

意
見

提
出

者
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

項
目

提
出

意
見

（
長

文
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

そ
の

一
部

）

7
2

一
般

社
団

法
人

モ
バ

イ
ル

・コ
ン

テ
ン

ツ
・フ

ォ
ー

ラ
ム

４
（
１

）
③

新
事

業
の

創
出

と
標

準
化

の
連

携
強

化
策

モ
バ

イ
ル

分
野

は
日

本
が

非
常

に
進

ん
で

い
る

と
こ

ろ
で

は
あ

る
が

、
技

術
革

新
が

速
く
、

単
独

の
メ

ー
カ

・
企

業
だ

け
で

は
、

先
進

的
な

研
究

開
発

を
世

界
的

な
標

準
化

を
目

指
し

て
行

う
こ

と
は

難
し

い
側

面
も

あ
り

、
新

事
業

を
創

出
す

る
に

あ
た

り
、

出
来

る
限

り
標

準
的

な
も

の
と

し
て

普
及

さ
れ

る
よ

う
、

国
か

ら
企

業
へ

の
研

究
資

金
や

標
準

化
の

た
め

の
活

動
支

援
が

あ
る

と
よ

い
。

7
3

個
人

４
（
１

）
③

新
事

業
の

創
出

と
標

準
化

の
連

携
強

化
策

日
本

は
、

公
害

や
高

齢
化

な
ど

の
点

で
「
課

題
先

進
国

」
と

言
わ

れ
、

そ
の

中
で

発
展

し
て

き
た

技
術

は
、

多
く
の

場
合

で
先

進
的

な
取

り
組

み
を

行
い

、
民

間
フ

ォ
ー

ラ
ム

標
準

に
近

い
位

置
に

あ
る

も
の

が
多

か
っ

た
は

ず
だ

。
だ

が
、

現
実

的
に

は
国

際
的

に
採

用
さ

れ
る

規
格

は
少

な
く
、

そ
の

た
め

に
ＩＣ

Ｔ
の

グ
ロ

ー
バ

ル
な

意
味

で
の

地
位

が
向

上
し

て
い

な
い

状
況

が
あ

る
。

多
く
の

規
格

に
つ

い
て

、
日

本
は

「
先

に
進

む
」
こ

と
で

規
格

の
中

身
を

磨
き

、
そ

れ
を

世
界

に
配

信
す

る
方

法
を

執
っ

て
い

る
の

だ
が

、
そ

れ
で

は
規

格
が

成
熟

し
た

と
き

に
は

、
日

本
は

市
場

と
し

て
の

参
入

価
値

を
失

っ
て

し
ま

っ
て

い
る

。
後

か
ら

参
入

す
る

企
業

は
「
日

本
市

場
に

行
き

わ
た

っ
た

規
格

だ
か

ら
質

が
高

い
」
と

は
考

え
ず

「
他

の
国

が
も

う
参

入
す

る
余

地
が

無
い

規
格

な
の

だ
か

ら
、

採
用

す
る

旨
み

が
な

い
」
と

考
え

る
。

そ
れ

な
ら

ば
、

今
後

需
要

が
伸

び
る

と
さ

れ
る

一
番

有
望

な
国

の
意

見
に

合
わ

せ
て

規
格

を
作

る
の

が
順

当
だ

ろ
う

。
こ

こ
で

重
要

な
の

は
、

日
本

と
い

う
「
課

題
先

進
国

」
は

、
規

格
を

練
り

こ
ん

だ
後

に
は

不
要

に
な

っ
て

い
る

、
と

い
う

事
実

で
あ

る
。

つ
ま

り
、

市
場

と
し

て
の

有
望

性
、

他
国

か
ら

の
投

資
を

呼
び

込
む

に
値

す
る

よ
う

な
市

場
規

模
を

持
っ

て
い

る
こ

と
が

重
要

で
あ

り
、

早
期

か
ら

そ
の

有
望

な
市

場
を

海
外

に
開

放
し

て
い

れ
ば

自
ず

と
そ

の
市

場
の

フ
ォ

ー
ラ

ム
標

準
は

取
れ

る
と

考
え

る
。

国
内

大
手

の
電

気
会

社
が

連
合

を
組

む
だ

け
で

は
な

く
、

海
外

の
資

本
を

合
わ

せ
て

国
内

で
規

格
を

練
り

こ
む

取
り

組
み

が
な

け
れ

ば
そ

の
よ

う
な

状
態

に
は

な
ら

な
い

。
今

後
有

望
と

思
わ

れ
る

国
際

標
準

規
格

の
獲

得
を

目
指

す
分

野
に

つ
い

て
は

、
国

が
行

う
実

証
実

験
フ

ェ
イ

ズ
か

ら
他

国
の

企
業

と
共

同
で

市
場

を
開

拓
し

、
そ

の
後

の
グ

ロ
ー

バ
ル

展
開

に
つ

な
げ

る
点

を
積

極
的

に
評

価
す

る
べ

き
で

あ
る

。

7
4

社
団

法
人

 日
本

ケ
ー

ブ
ル

テ
レ

ビ
連

盟
４

（
１

）
③

新
事

業
の

創
出

と
標

準
化

の
連

携
強

化
策

少
子

化
、

高
齢

化
、

今
回

の
震

災
に

よ
る

ダ
ウ

ン
ス

パ
イ

ラ
ル

等
に

対
応

し
た

、
経

済
成

長
戦

略
と

「
神

経
系

」
と

し
て

の
ＩＣ

Ｔ
／

情
報

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
具

体
的

役
割

に
つ

い
て

　
こ

れ
ま

で
の

IC
T
利

活
用

モ
デ

ル
の

実
証

等
に

つ
い

て
は

、
分

野
毎

に
断

片
的

に
実

施
さ

れ
て

い
る

印
象

が
強

く
、

国
全

体
の

成
長

戦
略

と
整

合
性

を
図

り
、

ＩＣ
Ｔ

利
活

用
を

主
軸

と
し

た
地

域
の

新
事

業
創

出
等

に
関

す
る

ト
ー

タ
ル

プ
ラ

ン
を

作
成

す
る

必
要

が
あ

る
と

考
え

ま
す

。

7
5

ｴ
ﾇ
･ﾃ

ｨ･
ﾃ
ｨ･

ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ｹ

ｰ
ｼ
ｮ

ﾝ
ｽ

ﾞ株
式

会
社

４
（
１

）
④

そ
の

他
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

に
も

示
さ

れ
て

い
る

と
お

り
、

サ
イ

バ
ー

攻
撃

は
国

境
を

越
え

て
行

わ
れ

る
こ

と
が

多
い

た
め

、
対

処
に

あ
た

っ
て

は
国

内
の

み
な

ら
ず

海
外

の
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
関

連
団

体
等

と
の

連
携

を
効

果
的

に
推

し
進

め
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

こ
の

よ
う

な
広

域
連

携
を

円
滑

に
行

う
た

め
に

は
、

情
報

流
通

の
際

の
デ

ー
タ

フ
ォ

ー
マ

ッ
ト

・
イ

ン
タ

ー
フ

ェ
ー

ス
の

共
通

化
や

情
報

共
有

シ
ス

テ
ム

の
構

築
等

が
有

効
で

は
な

い
か

と
考

え
ま

す
。

ま
た

、
サ

イ
バ

ー
攻

撃
の

予
知

・
検

知
の

精
度

を
向

上
さ

せ
て

い
く
こ

と
も

重
要

で
す

。
具

体
的

に
は

、
主

要
な

攻
撃

手
法

の
一

つ
で

あ
る

マ
ル

ウ
ェ

ア
の

収
集

・
分

析
等

を
効

率
的

に
実

施
す

る
た

め
の

シ
ス

テ
ム

開
発

等
が

必
要

で
あ

る
と

考
え

ま
す

。

7
6

株
式

会
社

ニ
ー

モ
ニ

ッ
ク

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

４
（
１

）
④

そ
の

他
　

主
要

ア
ジ

ェ
ン

ダ
の

一
つ

と
し

て
パ

ス
ワ

ー
ド

問
題

に
本

腰
を

入
れ

て
取

り
組

む
こ

と
を

提
案

し
ま

す
。

　
本

格
的

な
「
知

識
情

報
社

会
」
は

老
若

の
誰

で
も

が
信

頼
し

て
容

易
に

利
用

で
き

る
電

子
的

本
人

認
証

基
盤

の
確

立
な

し
に

は
実

現
し

え
ま

せ
ん

。
悪

意
集

団
に

窃
取

さ
れ

た
本

人
認

証
情

報
は

サ
イ

バ
ー

攻
撃

の
主

要
武

器
の

一
つ

に
な

り
え

る
も

の
で

も
あ

り
ま

す
。

　
本

人
認

証
に

は
記

憶
照

合
  
so

m
e
th

in
g 

th
e
 p

e
rs

o
n
 k

n
o
w

s
所

有
物

照
合

 s
o
m

e
th

in
g 

ph
ys

ic
al

 t
h
e
 p

e
rs

o
n
 p

o
ss

e
ss

e
s

生
体

照
合

  
so

m
e
th

in
g 

ab
o
u
t 

th
e
 p

e
rs

o
n
’
s 

ap
pe

ar
an

c
e
 o

r 
be

h
av

io
u
r

の
３

種
類

が
あ

る
と

言
わ

れ
て

い
ま

す
が

、
記

憶
照

合
で

使
わ

れ
る

パ
ス

ワ
ー

ド
・
暗

証
番

号
は

間
違

い
な

く
本

人
し

か
知

り
え

な
い

秘
密

情
報

で
あ

り
え

る
の

に
対

し
て

、
所

有
物

の
存

在
や

生
体

の
特

徴
点

は
秘

密
情

報
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。
　

つ
ま

り
、

パ
ス

ワ
ー

ド
の

よ
う

な
秘

密
情

報
は

当
人

が
意

識
喪

失
状

態
に

あ
っ

て
は

開
示

で
き

な
い

の
に

対
し

て
、

非
秘

密
情

報
で

あ
る

所
有

物
の

存
在

や
生

体
の

特
徴

点
は

当
人

が
意

識
喪

失
状

態
で

あ
っ

て
も

第
三

者
に

よ
っ

て
利

用
さ

れ
て

し
ま

う
こ

と
が

あ
り

え
ま

す
。

所
有

物
照

合
や

生
体

認
証

は
、

記
憶

照
合

の
補

助
的

手
段

と
し

て
の

活
用

を
図

る
べ

き
も

の
で

あ
っ

て
、

主
た

る
本

人
認

証
手

段
と

な
り

え
る

も
の

で
は

あ
り

ま
せ

ん
。

　
そ

の
記

憶
照

合
の

標
準

的
実

行
手

段
と

し
て

現
在

広
範

に
使

用
さ

れ
て

い
る

パ
ス

ワ
ー

ド
は

可
用

性
と

機
密

性
の

両
立

が
極

め
て

困
難

で
あ

り
、

す
べ

て
の

国
民

の
参

加
を

得
る

べ
き

「
知

識
情

報
社

会
」
の

実
現

維
持

の
責

務
に

堪
え

な
い

こ
と

は
明

ら
か

で
す

。
本

腰
を

入
れ

た
パ

ス
ワ

ー
ド

問
題

研
究

を
推

進
し

て
は

如
何

か
と

考
え

る
次

第
で

す
。

　
電

子
的

本
認

証
問

題
な

い
し

パ
ス

ワ
ー

ド
問

題
は

海
外

で
も

頭
痛

の
種

に
な

っ
て

お
り

研
究

開
発

の
成

果
は

国
際

貢
献

に
も

つ
な

が
る

も
の

と
信

じ
ま

す
。

7
7

株
式

会
社

日
立

製
作

所
４

（
１

）
④

そ
の

他
・
無

数
の

個
人

間
で

の
知

識
や

情
報

の
や

り
取

り
が

加
速

さ
れ

る
と

と
も

に
、

情
報

流
通

の
諸

課
題

を
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

と
考

え
ま

す
。

今
後

、
デ

ー
タ

の
流

通
を

促
進

す
る

安
全

な
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
の

構
築

を
検

討
す

る
と

と
も

に
、

不
正

デ
ー

タ
（
著

作
権

侵
害

デ
ー

タ
、

漏
え

い
デ

ー
タ

な
ど

）
の

被
害

拡
散

防
止

に
は

国
際

的
な

連
携

が
不

可
欠

と
考

え
ま

す
。

デ
ー

タ
の

流
通

を
促

す
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
、

不
正

デ
ー

タ
の

被
害

拡
散

防
止

の
た

め
の

ス
キ

ー
ム

を
検

討
さ

れ
る

こ
と

を
提

案
致

し
ま

す
。

7
8

一
般

社
団

法
人

モ
バ

イ
ル

・コ
ン

テ
ン

ツ
・フ

ォ
ー

ラ
ム

４
（
１

）
④

そ
の

他
デ

ジ
タ

ル
コ

ン
テ

ン
ツ

の
流

通
を

取
り

巻
く
状

況
は

非
常

に
変

化
が

激
し

く
、

ク
ラ

ウ
ド

化
、

回
線

の
大

容
量

化
、

利
用

端
末

の
種

類
の

拡
大

（
P

C
、

携
帯

電
話

、
ゲ

ー
ム

専
用

機
、

他
）
、

な
ど

が
相

ま
っ

て
、

ラ
イ

セ
ン

ス
管

理
の

方
法

や
流

通
（
送

受
信

の
た

め
の

伝
送

路
）
を

適
切

に
整

備
す

る
こ

と
で

、
よ

り
大

容
量

の
魅

力
的

な
コ

ン
テ

ン
ツ

の
提

供
が

可
能

と
な

る
。

ラ
イ

セ
ン

ス
の

管
理

に
お

い
て

は
、

利
用

者
視

点
で

見
れ

ば
、

同
一

コ
ン

テ
ン

ツ
を

複
数

の
利

用
端

末
で

利
用

す
る

毎
に

課
金

さ
れ

る
よ

り
は

、
一

利
用

者
の

単
位

で
課

金
さ

れ
自

身
が

保
有

す
る

複
数

端
末

で
再

課
金

無
く
利

用
出

来
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

つ
ま

り
は

、
デ

ジ
タ

ル
コ

ン
テ

ン
ツ

を
利

用
者

が
権

利
と

し
て

所
有

す
る

が
所

有
す

る
端

末
の

場
所

・
機

器
は

問
わ

な
い

も
の

で
あ

る
。

そ
の

際
に

違
法

な
入

手
手

段
と

な
ら

な
い

よ
う

に
配

慮
さ

れ
る

こ
と

が
同

時
に

必
要

で
あ

る
。

な
お

、
こ

の
よ

う
な

所
有

形
態

に
す

る
こ

と
に

お
い

て
は

、
別

途
著

作
権

法
の

改
正

等
に

よ
り

、
適

切
な

措
置

が
必

要
で

あ
る

こ
と

は
言

う
ま

で
も

無
く
、

関
係

省
庁

間
で

連
携

し
た

協
議

を
希

望
す

る
。

ま
た

、
そ

の
よ

う
な

所
有

形
態

が
適

切
に

運
用

さ
れ

た
場

合
、

デ
ジ

タ
ル

コ
ン

テ
ン

ツ
は

必
要

に
応

じ
て

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

等
を

介
し

て
都

度
利

用
す

る
よ

う
な

も
の

と
な

る
と

、
光

ケ
ー

ブ
ル

な
ど

固
定

網
、

無
線

電
波

、
地

上
波

・
衛

星
電

波
な

ど
い

わ
ゆ

る
通

信
と

放
送

が
有

機
的

に
連

携
し

て
利

用
者

が
使

用
で

き
る

よ
う

な
環

境
が

あ
る

と
望

ま
し

い
が

、
コ

ン
テ

ン
ツ

を
提

供
す

る
事

業
者

か
ら

見
た

場
合

、
通

信
は

比
較

的
自

由
な

裁
量

に
お

い
て

、
適

切
な

運
用

を
前

提
と

し
て

、
大

容
量

の
回

線
を

利
用

し
や

す
い

状
況

に
は

あ
る

が
、

よ
り

広
く
大

容
量

の
コ

ン
テ

ン
ツ

を
届

け
る

仕
組

み
で

も
あ

る
放

送
に

つ
い

て
は

、
事

業
者

か
ら

見
て

自
由

な
裁

量
が

あ
る

と
は

言
い

難
い

。

1
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意
見

番
号

意
見

提
出

者
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

項
目

提
出

意
見

（
長

文
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

そ
の

一
部

）

7
9

個
人

４
（
１

）
④

そ
の

他
　

本
年

３
月

１
１

日
に

発
生

し
た

東
北

大
地

震
は

大
津

波
に

よ
り

一
瞬

に
し

て
地

域
全

体
が

壊
滅

す
る

な
ど

、
従

来
の

災
害

事
態

想
定

を
超

え
る

も
の

で
あ

り
、

不
安

定
な

プ
レ

ー
ト

の
境

界
を

多
く
抱

え
る

日
本

と
し

て
は

今
後

も
東

北
地

震
級

の
災

害
を

想
定

し
て

お
く
必

要
が

あ
り

ま
す

。
そ

こ
で

今
回

の
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

に
災

害
発

生
時

の
危

機
管

理
と

い
う

観
点

か
ら

『
予

期
せ

ぬ
災

害
な

ど
で

一
切

の
所

持
物

を
失

っ
て

い
て

も
即

座
に

社
会

活
動

の
再

開
を

可
能

に
す

る
本

人
認

証
と

情
報

通
信

の
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
』
を

検
討

課
題

と
し

て
提

示
す

る
も

の
で

す
。

　
津

波
が

迫
っ

て
着

の
身

着
の

ま
ま

で
高

台
に

逃
げ

、
よ

う
や

く
一

命
は

取
り

と
め

た
も

の
の

免
許

証
も

含
め

て
す

べ
て

の
持

ち
物

を
失

っ
た

。
携

帯
電

話
も

銀
行

カ
ー

ド
も

保
険

証
も

な
い

。
こ

う
し

た
災

害
避

難
民

が
大

量
に

発
生

し
た

場
合

、
ＩＣ

Ｔ
は

ど
う

機
能

す
べ

き
か

。
　

検
討

課
題

は
多

い
と

思
わ

れ
ま

す
が

、
ＩＣ

Ｔ
を

機
能

さ
せ

る
に

は
何

ら
か

の
形

で
本

人
認

証
を

行
う

こ
と

が
前

提
と

な
り

ま
す

。
一

切
の

所
持

物
を

失
っ

た
と

こ
ろ

か
ら

出
発

し
て

、
身

体
の

負
傷

も
視

野
に

い
れ

る
と

記
憶

照
合

以
外

に
頼

れ
る

本
人

認
証

手
段

は
あ

り
ま

せ
ん

。
ま

た
、

そ
も

そ
も

社
会

生
活

の
中

で
人

間
の

自
己

の
同

一
性

（
ア

イ
デ

ン
テ

ィ
テ

ィ
）
の

確
認

は
、

人
と

人
と

の
間

に
存

在
す

る
も

の
と

し
て

の
自

己
に

つ
い

て
の

「
記

憶
の

継
続

性
の

認
識

」
な

し
に

は
成

立
し

得
な

い
も

の
で

あ
り

、
そ

の
意

味
で

も
記

憶
認

証
は

正
し

い
本

人
確

認
手

段
で

あ
り

ま
す

。
し

か
し

な
が

ら
記

憶
認

証
の

代
表

手
段

で
あ

る
パ

ス
ワ

ー
ド

に
は

「
覚

え
や

す
い

も
の

は
破

ら
れ

や
す

く
、

破
ら

れ
に

く
い

も
の

は
覚

え
に

く
い

」
と

い
う

大
き

な
欠

点
が

あ
り

ま
す

。
平

常
時

に
は

「
パ

ス
ワ

ー
ド

は
他

人
に

推
測

さ
れ

に
く
い

ラ
ン

ダ
ム

な
も

の
を

使
い

、
定

期
的

に
変

更
し

ま
し

ょ
う

」
と

い
う

運
用

も
可

能
な

の
か

も
し

れ
ま

せ
ん

が
、

パ
ニ

ッ
ク

に
陥

り
や

す
い

災
害

現
場

で
は

ま
ず

不
可

能
で

す
。

　
い

ず
れ

起
こ

る
と

予
想

さ
れ

て
い

る
東

南
海

大
地

震
に

備
え

る
た

め
に

も
ぜ

ひ
取

り
上

げ
て

い
た

だ
く
よ

う
希

望
い

た
し

ま
す

。

8
0

個
人

４
（
１

）
④

そ
の

他
メ

デ
ィ

ア
リ

テ
ラ

シ
ー

の
問

題
を

語
る

場
合

に
、

韓
国

・
中

国
の

よ
う

な
「
国

家
管

理
型

」
と

米
国

・
欧

州
の

よ
う

な
「
市

場
自

律
型

」
の

大
き

く
2
つ

の
枠

組
み

が
存

在
す

る
。

日
本

で
は

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
初

期
か

ら
米

国
の

影
響

を
受

け
た

こ
と

で
「
市

場
自

律
型

」
が

大
勢

を
取

っ
て

お
り

、
多

く
の

場
合

個
人

管
理

に
結

び
つ

く
施

策
は

ユ
ー

ザ
か

ら
の

抵
抗

に
よ

り
、

矯
正

さ
れ

る
傾

向
に

あ
る

。
だ

が
、

こ
の

よ
う

な
野

放
図

な
市

場
自

律
型

の
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

社
会

は
、

2
0
1
1
年

3
月

の
東

日
本

大
震

災
の

際
に

多
く
の

誹
謗

中
傷

や
虚

偽
報

告
を

生
む

土
壌

と
な

っ
た

。
今

後
の

日
本

に
お

け
る

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
社

会
の

自
律

性
を

保
つ

際
に

は
有

事
に

お
け

る
情

報
管

理
の

方
法

や
、

虚
偽

や
誹

謗
中

傷
に

対
す

る
簡

便
な

罰
則

・
訴

訟
手

段
が

必
要

と
な

る
。

同
時

に
、

政
府

や
大

企
業

か
ら

発
信

さ
れ

る
情

報
に

数
字

の
齟

齬
や

事
後

報
告

な
ど

が
多

く
、

国
民

が
情

報
の

真
偽

に
対

し
て

懐
疑

的
に

な
っ

た
こ

と
か

ら
、

不
確

定
な

別
の

情
報

ソ
ー

ス
が

氾
濫

す
る

原
因

と
な

っ
て

い
る

。
例

え
ば

、
今

回
の

震
災

報
道

な
ど

の
影

響
を

鑑
み

た
場

合
、

震
災

の
ど

の
よ

う
な

報
道

発
表

を
行

っ
た

こ
と

が
、

ど
の

よ
う

な
憶

測
や

誤
情

報
を

発
生

さ
せ

た
か

、
な

ど
の

検
討

は
必

須
で

あ
る

と
考

え
る

。
だ

が
、

現
在

の
よ

う
な

情
報

発
信

ツ
ー

ル
が

多
様

化
し

て
い

る
時

代
で

は
、

全
て

の
情

報
を

統
合

す
る

こ
と

は
難

し
い

。
だ

が
、

大
手

の
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
サ

ー
ビ

ス
会

社
に

関
し

て
は

、
社

会
的

責
任

の
一

環
と

し
て

、
統

一
の

情
報

発
信

手
段

や
・
誤

情
報

の
検

知
・
情

報
拡

散
の

状
況

な
ど

を
調

査
で

き
る

仕
組

み
を

整
え

る
べ

き
で

あ
る

。
今

回
の

天
災

時
に

ＩＣ
Ｔ

技
術

が
果

た
し

た
役

割
と

、
そ

れ
を

活
用

す
る

こ
と

で
得

ら
れ

た
成

果
を

分
析

し
た

上
で

、
他

国
に

対
す

る
災

害
イ

ン
フ

ラ
ソ

リ
ュ

ー
シ

ョ
ン

と
し

て
パ

ッ
ケ

ー
ジ

化
す

る
。

　
更

に
、

被
害

時
の

ノ
ウ

ハ
ウ

共
有

や
被

害
か

ら
の

復
興

支
援

ま
で

含
め

、
他

国
と

の
連

携
を

含
ん

だ
、

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

可
能

な
サ

ー
ビ

ス
群

を
志

向
し

て
育

成
す

べ
き

で
あ

る
と

考
え

る
。

8
1

個
人

４
（
１

）
④

そ
の

他
日

本
に

お
け

る
携

帯
電

話
業

界
な

ど
の

「
ガ

ラ
パ

ゴ
ス

化
」
が

叫
ば

れ
て

久
し

い
が

、
そ

の
中

で
国

際
的

に
利

用
で

き
る

「
ユ

ニ
バ

ー
サ

ル
デ

ザ
イ

ン
」
を

標
榜

し
た

ア
ッ

プ
ル

社
の

iP
h
o
n
e
/
iP

ad
が

国
内

市
場

を
席

巻
し

て
い

る
。

日
本

に
お

け
る

「
ユ

ニ
バ

ー
サ

ル
デ

ザ
イ

ン
」
は

、
基

本
的

に
「
日

本
の

子
供

か
ら

老
人

ま
で

使
え

ま
す

」
と

い
う

意
味

で
使

わ
れ

る
こ

と
が

多
い

。
そ

れ
に

対
し

て
、

他
国

で
は

「
人

種
・
宗

教
・
言

語
・
年

齢
」
な

ど
幅

広
い

基
準

に
照

ら
し

合
わ

せ
た

上
で

の
製

品
開

発
を

志
向

し
て

い
る

。

結
果

的
に

見
る

と
、

世
界

向
け

に
作

ら
れ

た
iP

ad
な

ど
は

老
人

に
も

使
え

る
ＩＣ

Ｔ
機

器
と

し
て

受
け

入
れ

ら
れ

て
い

る
状

況
が

あ
り

、
む

し
ろ

日
本

国
内

で
の

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ
ン

製
品

は
ＩＣ

Ｔ
の

利
用

を
促

進
し

な
い

製
品

、
む

し
ろ

「
情

報
格

差
の

固
定

化
」
に

結
び

つ
い

て
い

た
の

で
は

な
い

か
と

考
え

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
れ

ら
の

問
題

は
、

当
然

、
日

本
国

内
の

製
造

業
の

企
画

力
の

問
題

で
も

あ
る

が
、

日
本

国
内

で
の

評
価

基
準

や
規

制
に

よ
る

条
件

、
お

よ
び

、
ユ

ニ
バ

ー
サ

ル
デ

ザ
イ

ン
賞

の
受

賞
な

ど
の

社
会

的
評

価
に

負
う

部
分

も
大

き
い

。
国

内
に

お
け

る
規

格
の

あ
り

方
や

認
定

基
準

を
見

直
し

た
上

で
、

国
際

的
に

競
争

優
位

性
を

持
て

る
製

品
に

つ
な

が
る

施
策

を
検

討
す

る
べ

き
だ

。

8
2

個
人

４
（
１

）
④

そ
の

他
世

界
を

見
る

と
、

現
在

ま
で

に
高

度
に

ＩＣ
Ｔ

化
が

進
ん

だ
社

会
に

お
い

て
、

大
規

模
な

全
面

戦
争

が
起

き
た

実
績

は
今

の
と

こ
ろ

存
在

し
な

い
。

時
間

と
空

間
の

違
い

を
埋

め
る

ＩＣ
Ｔ

社
会

に
お

い
て

は
、

自
国

保
護

と
い

う
考

え
方

は
他

国
市

場
の

閉
鎖

と
い

う
デ

メ
リ

ッ
ト

を
生

む
た

め
、

相
互

依
存

の
関

係
を

生
む

こ
と

が
平

和
維

持
に

寄
与

し
て

い
る

と
考

え
る

。
だ

が
、

そ
の

対
極

と
し

て
の

ナ
シ

ョ
ナ

リ
ズ

ム
や

デ
マ

ゴ
ギ

ー
に

よ
る

連
携

と
サ

イ
バ

ー
攻

撃
は

、
か

つ
て

無
い

ほ
ど

の
勢

い
で

計
画

・
実

行
が

可
能

な
状

況
と

な
っ

て
い

る
。

今
後

、
独

裁
主

義
的

な
国

が
目

指
す

方
向

性
の

1
つ

と
し

て
、

過
去

に
毒

ガ
ス

の
よ

う
な

安
価

な
大

量
殺

戮
兵

器
が

流
通

し
た

よ
う

に
、

大
規

模
Ｄ

Ｄ
ｏ
Ｓ

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

や
組

織
的

デ
マ

ゴ
ギ

ー
に

よ
る

国
内

混
乱

サ
イ

バ
ー

兵
器

が
開

発
さ

れ
る

可
能

性
は

否
定

で
き

な
い

。
未

知
の

問
題

に
対

す
る

脅
威

を
防

ぐ
方

法
と

い
う

の
は

非
常

に
難

し
い

が
、

問
題

が
発

生
し

て
か

ら
収

拾
す

る
ま

で
の

シ
ミ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

や
法

的
整

備
を

行
う

こ
と

は
可

能
と

な
る

。
例

え
ば

、
日

本
の

現
行

法
で

は
違

法
と

認
識

さ
れ

る
問

題
点

を
突

く
よ

う
な

サ
イ

バ
ー

攻
撃

が
開

発
さ

れ
た

場
合

、
そ

の
攻

撃
に

対
し

て
防

御
手

段
を

作
っ

た
人

間
は

逮
捕

さ
れ

て
し

ま
う

。
技

術
開

発
が

常
に

進
行

し
て

い
る

分
野

に
関

す
る

立
法

上
の

問
題

な
ど

に
つ

い
て

、
事

後
に

問
題

が
発

生
し

な
い

仕
組

み
の

構
築

を
希

望
す

る
。

ま
た

、
2
0
1
1
年

の
東

日
本

大
震

災
で

は
、

役
所

事
態

が
壊

滅
的

な
打

撃
を

受
け

た
こ

と
で

、
そ

の
中

に
蓄

積
さ

れ
て

い
た

住
民

台
帳

な
ど

が
損

失
す

る
事

態
に

陥
っ

た
。

こ
れ

ら
の

管
理

台
帳

な
ど

の
多

く
は

、
機

密
情

報
漏

洩
な

ど
の

問
題

か
ら

利
用

法
や

管
理

の
手

法
が

制
限

さ
れ

て
お

り
、

災
害

発
生

時
な

ど
の

住
民

確
認

な
ど

の
利

用
が

想
定

さ
れ

て
い

な
い

。
デ

ー
タ

の
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
に

つ
い

て
は

今
後

の
議

論
が

活
発

と
な

り
、

安
全

性
が

高
ま

る
こ

と
は

間
違

い
な

い
と

考
え

る
が

、
現

実
問

題
と

し
て

は
、

有
事

に
そ

れ
ら

の
手

段
を

用
い

て
被

災
地

住
民

管
理

サ
ー

ビ
ス

な
ど

に
転

用
出

来
な

い
現

状
を

議
論

す
べ

き
で

あ
る

。
機

器
の

二
重

化
に

留
ま

ら
ず

、
運

用
体

制
の

二
重

化
に

よ
っ

て
、

平
時

に
も

有
事

に
も

国
民

生
活

を
保

証
す

る
と

い
う

考
え

方
が

必
要

だ
ろ

う
。

ＩＣ
Ｔ

が
使

え
な

く
な

る
事

態
や

、
そ

の
状

況
で

被
害

状
況

や
対

処
方

法
を

検
討

す
る

方
策

ま
で

シ
ミ

ュ
レ

ー
ト

し
、

国
体

の
維

持
が

可
能

な
仕

組
み

を
検

討
し

て
お

く
べ

き
で

あ
る

。

1
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意
見

番
号

意
見

提
出

者
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

項
目

提
出

意
見

（
長

文
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

そ
の

一
部

）

8
3

グ
ロ

ー
バ

ル
ク

ラ
ウ

ド
基

盤
連

携
技

術
フ

ォ
ー

ラ
ム

４
（
２

）
研

究
開

発
戦

略
４

（
４

）
標

準
化

戦
略

「
ク

ラ
ウ

ド
基

盤
連

携
技

術
に

関
す

る
研

究
開

発
お

よ
び

標
準

化
活

動
」
の

必
要

性
を

主
張

い
た

し
ま

す
。

ク
ラ

ウ
ド

技
術

・
ク

ラ
ウ

ド
サ

ー
ビ

ス
は

、
電

子
行

政
、

医
療

、
教

育
な

ど
の

社
会

イ
ン

フ
ラ

を
支

え
る

重
要

な
技

術
で

あ
り

、
安

心
・
安

全
た

る
社

会
イ

ン
フ

ラ
の

根
本

を
支

え
る

技
術

で
す

。
国

民
の

生
活

に
深

く
影

響
す

る
領

域
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
他

国
に

依
存

す
べ

き
で

は
な

い
と

考
え

ま
す

。
　

特
に

ク
ラ

ウ
ド

連
携

技
術

は
、

世
界

に
先

駆
け

て
、

複
数

の
ク

ラ
ウ

ド
を

自
由

自
在

に
連

携
さ

せ
て

多
様

な
高

度
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

技
術

で
あ

り
、

そ
の

結
果

、
複

数
の

中
小

ク
ラ

ウ
ド

事
業

者
の

連
携

に
よ

っ
て

、
巨

大
な

ク
ラ

ウ
ド

を
上

回
る

高
信

頼
性

を
実

現
す

る
こ

と
が

可
能

と
な

れ
ば

、
我

が
国

の
ク

ラ
ウ

ド
事

業
の

発
展

に
寄

与
す

る
こ

と
に

も
繋

が
り

ま
す

。
　

ま
た

ク
ラ

ウ
ド

連
携

技
術

の
ス

コ
ー

プ
に

は
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
技

術
も

含
ま

れ
て

お
り

、
本

技
術

に
よ

り
ク

ラ
ウ

ド
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
全

体
の

省
電

力
化

を
図

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
さ

ら
に

、
多

様
な

社
会

イ
ン

フ
ラ

ク
ラ

ウ
ド

の
相

互
連

携
を

行
う

異
種

ク
ラ

ウ
ド

連
携

の
場

と
し

て
も

機
能

で
き

る
こ

と
か

ら
、

将
来

、
国

民
生

活
に

多
様

な
便

宜
を

も
た

ら
す

ソ
リ

ュ
ー

シ
ョ

ン
の

創
出

も
期

待
さ

れ
て

い
ま

す
。

本
研

究
・
活

動
の

中
心

と
し

て
は

、
主

に
以

下
の

3
種

類
の

活
動

が
挙

げ
ら

れ
ま

す
。

一
つ

目
は

標
準

化
で

あ
り

、
本

団
体

で
検

討
し

て
い

た
成

果
を

、
国

際
的

な
関

連
団

体
で

あ
る

IE
E
E
・
IT

U
・
そ

の
他

に
提

案
も

し
く
は

意
見

交
換

を
行

う
こ

と
が

重
要

で
す

。
G

IC
T
F
で

は
既

に
、

上
記

の
関

連
団

体
と

の
活

発
な

相
互

交
流

を
進

め
て

き
ま

し
た

。
二

つ
目

と
し

て
は

ク
ラ

ウ
ド

間
連

携
技

術
の

利
用

シ
ナ

リ
オ

の
検

討
で

す
。

G
IC

T
F
で

は
応

用
部

会
を

中
心

に
ク

ラ
ウ

ド
連

携
技

術
の

具
体

的
な

ユ
ー

ス
ケ

ー
ス

の
検

討
を

進
め

て
お

り
、

既
に

海
外

の
団

体
か

ら
も

参
照

さ
れ

て
い

る
ホ

ワ
イ

ト
ペ

イ
パ

ー
を

発
行

し
て

い
ま

す
。

（
h
tt

p
:/

/
w

w
w

.g
ic

tf
.jp

/
do

c
/
G

IC
T
F
_W

h
it
e
pa

pe
r_

2
0
1
0
0
9
0
2
.p

df
）

三
つ

目
と

し
て

は
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
技

術
と

ク
ラ

ウ
ド

技
術

の
連

携
が

挙
げ

ら
れ

ま
す

。
G

IC
T
F
で

は
2
0
1
1
年

1
月

に
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
分

科
会

を
設

置
し

、
本

分
科

会
を

通
じ

て
、

日
本

が
強

み
と

す
る

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

関
連

技
術

（
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
仮

想
化

等
）
と

ク
ラ

ウ
ド

系
技

術
の

連
携

や
融

合
を

検
討

し
て

い
ま

す
。

こ
れ

に
よ

り
、

日
本

の
ク

ラ
ウ

ド
技

術
・
ク

ラ
ウ

ド
サ

ー
ビ

ス
の

国
際

競
争

力
と

プ
レ

ゼ
ン

ス
を

維
持

し
、

さ
ら

に
高

め
て

い
く
こ

と
が

で
き

る
と

考
え

ま
す

。
 「

ク
ラ

ウ
ド

基
盤

連
携

技
術

に
関

す
る

研
究

開
発

お
よ

び
標

準
化

活
動

」
は

、
以

下
の

理
由

に
示

す
よ

う
に

社
会

イ
ン

フ
ラ

ク
ラ

ウ
ド

の
発

展
に

大
き

く
寄

与
す

る
も

の
で

あ
り

、
強

力
に

推
進

す
べ

き
で

あ
る

と
考

え
ま

す
.

ま
た

、
複

数
の

サ
ー

ビ
ス

プ
ロ

バ
イ

ダ
、

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

事
業

者
間

で
の

相
互

接
続

を
推

進
す

る
こ

と
が

不
可

欠
で

あ
り

、
国

が
イ

ニ
シ

ア
チ

ブ
を

と
り

産
官

学
連

携
の

も
と

で
推

進
す

る
こ

と
が

相
応

し
い

と
考

え
ま

す
。

【
長

文
の

た
め

、
意

見
の

一
部

を
掲

載
】

8
4

株
式

会
社

デ
ィ

ー
ピ

ー
シ

ス
テ

ム
４

（
２

）
研

究
開

発
戦

略
　

今
回

の
大

震
災

・
原

発
事

故
の

風
評

被
害

等
に

よ
っ

て
、

外
国

人
留

学
生

や
外

資
系

会
社

員
の

帰
国

、
外

国
で

の
日

本
製

品
や

農
産

物
の

輸
入

停
止

、
外

国
人

観
光

客
の

激
減

等
の

事
態

が
起

き
て

い
ま

す
。

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
の

発
達

に
よ

り
、

世
界

は
接

近
し

た
と

言
わ

れ
て

い
ま

す
が

、
言

語
の

壁
は

ま
だ

大
き

く
、

日
本

語
で

発
信

さ
れ

た
情

報
を

外
国

人
が

正
確

に
取

得
す

る
手

段
が

限
ら

れ
て

い
る

も
の

と
思

い
知

ら
さ

れ
ま

す
。

　
弊

社
は

音
声

認
識

を
は

じ
め

と
し

た
知

識
情

報
処

理
技

術
の

開
発

に
携

わ
っ

て
い

ま
す

が
、

グ
ロ

ー
バ

ル
・
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

技
術

の
さ

ら
な

る
発

展
の

必
要

性
を

強
く
感

じ
ま

す
。

海
外

か
ら

の
日

本
国

内
の

情
報

へ
の

ア
ク

セ
ス

を
容

易
か

つ
拡

大
さ

せ
る

た
め

に
、

W
E
B

等
に

よ
る

適
切

な
情

報
提

供
手

段
、

と
り

わ
け

日
本

語
か

ら
外

国
語

へ
の

文
字

や
音

声
に

よ
る

翻
訳

技
術

の
重

要
性

は
非

常
に

高
ま

っ
て

い
る

と
考

え
ま

す
。

　
こ

の
震

災
に

よ
り

、
日

本
の

景
気

が
後

退
し

、
民

間
企

業
の

事
業

活
動

に
大

き
な

影
響

を
与

え
て

お
り

、
こ

の
領

域
の

研
究

開
発

が
停

滞
し

て
し

ま
う

こ
と

を
懸

念
し

て
い

ま
す

。
官

学
民

が
協

同
し

て
い

る
現

在
の

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
技

術
の

研
究

は
、

政
府

の
支

援
を

増
強

し
て

い
た

だ
い

て
、

さ
ら

に
活

発
に

推
進

し
て

い
く
べ

き
だ

と
考

え
ま

す
。

8
5

日
本

電
気

株
式

会
社

４
（
２

）
研

究
開

発
戦

略
　

等
　

災
害

行
動

は
、

い
ろ

い
ろ

な
地

方
自

治
体

で
取

り
ま

と
め

ら
れ

て
お

り
、

大
略

以
下

の
よ

う
に

時
間

順
に

な
す

べ
き

こ
と

が
列

挙
さ

れ
て

い
る

。
こ

れ
ら

の
行

動
に

対
し

て
、

IC
T
技

術
を

適
用

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
そ

の
活

動
を

大
き

く
効

率
化

、
高

度
化

で
き

る
と

期
待

さ
れ

る
。

　
こ

れ
ら

の
研

究
開

発
を

推
進

す
る

た
め

に
、

活
発

な
産

学
官

連
携

の
オ

ー
プ

ン
イ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

の
枠

組
み

が
必

要
で

あ
る

。
産

学
官

オ
ー

プ
ン

イ
ノ

ベ
ー

シ
ョ

ン
を

活
性

化
さ

せ
る

場
の

構
築

、
国

内
に

お
い

て
分

散
さ

れ
た

研
究

拠
点

の
相

互
連

携
、

研
究

要
素

間
コ

ー
デ

ィ
ネ

イ
タ

ー
等

の
育

成
等

に
よ

り
、

グ
ロ

ー
バ

ル
な

視
点

に
立

っ
た

標
準

化
の

戦
略

策
定

と
国

際
連

携
の

促
進

が
期

待
さ

れ
る

。

時
間

 
や
る

べ
き
こ
と

 
対
応

す
る
技
術

 

発
生

 
予

知
す
る

、
緊
急
連

絡
 

セ
ン

サ
ー

ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
技
術

 

衛
星

通
信

関
連
技
術

 

次
世

代
放

送
技
術

 

~
数

十
分

 
身

を
守

る
、

安
全

の
確

保
、

状
況

の
確
認

 

D
is

r
u

p
ti

o
n

 T
o
le

r
a
n

t 
N

W
 

In
te

r
n

e
t 

o
f 

T
h

in
g
s
 

~
数

時
間

 
二

次
災

害
の

防
止

、
情

報
収

集
、

 

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク
仮
想

化
技
術

 

コ
グ

ニ
テ

ィ
ブ
無
線

技
術

 

~
数

週
間

 
救

助
、
救

難
 

次
世

代
ワ

イ
ヤ
レ
ス

ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
技

術
 

新
世

代
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
技
術

 

~
数

ヶ
月

 
復

旧
 

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク
ロ
ボ

ッ
ト
技
術

 

人
間

／
シ

ス
テ
ム
連

携
技
術

 

マ
ル

チ
プ

リ
ン
シ
パ

ル
技
術

 

プ
ラ

イ
バ

シ
ー
保
護

技
術

 

ク
ラ

ウ
ド

端
末
協
調

制
御
技
術

 

~
年

 
復

興
 

ク
ラ

ウ
ド

関
連
連
携

（
イ
ン
タ

ー
ク
ラ

ウ
ド

）
技
術

 

社
会

イ
ン

フ
ラ
協
調

利
用
技
術

 

行
動

心
理

学
／
イ
ン

セ
ン
テ
ィ

ブ
理
論

 

 
次

の
災
害

へ
の
備
え

 
高
速

世
界

情
報
格
納

技
術

 

高
効

率
デ

ー
タ
管
理

技
術

 

大
規

模
デ

ー
タ
処
理

技
術
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意
見

番
号

意
見

提
出

者
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

項
目

提
出

意
見

（
長

文
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

そ
の

一
部

）

8
6

個
人

４
（
２

）
研

究
開

発
戦

略
　

IC
T
の

利
活

用
に

よ
り

、
「
知

」
の

グ
ロ

ー
バ

ル
化

は
民

間
企

業
が

新
規

事
業

を
立

ち
上

げ
雇

用
促

進
を

行
う

上
で

重
要

な
要

因
の

ひ
と

つ
は

、
「
こ

と
ば

」
の

障
壁

を
解

消
す

る
イ

ン
フ

ラ
整

備
と

い
え

ま
す

。
た

と
え

ば
・
　

消
費

財
の

海
外

流
通

促
進

の
必

要
性

　
日

本
の

生
活

文
化

を
体

現
す

る
、

我
が

国
の

ソ
フ

ト
パ

ワ
ー

と
も

い
う

べ
き

消
費

財
（
生

活
雑

貨
・
食

料
品

等
）
は

、
こ

れ
ま

で
国

内
の

小
売

店
舗

等
を

中
心

に
流

通
し

て
い

た
。

 し
か

し
、

少
子

高
齢

化
の

進
展

に
伴

っ
て

国
内

消
費

市
場

が
縮

小
す

る
中

、
我

が
国

の
多

様
な

消
費

財
の

海
外

販
売

を
促

進
す

る
こ

と
は

、
ア

ジ
ア

等
の

新
興

国
の

消
費

市
場

の
成

長
に

貢
献

す
る

ば
か

り
か

、
現

地
の

消
費

者
に

対
し

て
日

本
へ

の
関

心
を

喚
起

し
、

訪
日

観
光

客
等

の
増

加
に

よ
る

国
内

消
費

市
場

の
活

性
化

等
に

つ
な

が
る

の
で

は
な

い
か

。
 ま

た
、

小
ロ

ッ
ト

だ
が

個
性

的
で

多
様

な
消

費
財

を
国

際
展

開
す

る
上

で
は

、
リ

ア
ル

の
小

売
店

舗
だ

け
で

な
く
、

ネ
ッ

ト
通

販
の

国
際

展
開

が
強

力
な

ツ
ー

ル
と

な
る

。
 こ

う
し

た
観

点
か

ら
、

政
府

は
「
ジ

ャ
パ

ン
・
ク

ー
ル

」
商

品
へ

の
ニ

ー
ズ

が
高

ま
り

、
か

つ
、

近
年

、
中

間
所

得
層

の
厚

み
が

増
し

て
い

る
ア

ジ
ア

大
都

市
圏

へ
の

企
業

の
進

出
を

支
援

す
る

こ
と

を
目

的
に

、
ア

ジ
ア

域
内

で
の

安
全

・
安

心
な

国
際

電
子

商
取

引
や

効
率

的
な

国
際

流
通

・
物

流
基

盤
の

整
備

を
目

指
し

て
る

。
・
　

情
報

流
の

「
壁

」
　

流
通

の
３

要
素

を
、

「
物

流
」
、

「
金

流
」
（
決

済
）
、

「
情

報
流

」
と

し
た

場
合

、
物

流
や

決
済

は
既

存
イ

ン
フ

ラ
を

利
用

す
る

こ
と

で
あ

る
程

度
進

め
ら

れ
る

部
分

で
あ

る
が

、
情

報
流

に
つ

い
て

は
、

抜
本

的
な

強
化

の
必

要
性

を
指

摘
す

る
声

は
強

い
。

な
ぜ

な
ら

、
ネ

ッ
ト

通
販

等
が

提
供

す
る

商
品

の
情

報
を

国
外

の
事

業
者

や
消

費
者

に
伝

え
る

際
、

ＩＴ
技

術
の

進
展

に
伴

っ
て

情
報

発
信

の
時

間
的

・
距

離
的

制
約

は
か

な
り

下
げ

ら
れ

た
も

の
の

、
国

際
取

引
で

あ
る

が
故

の
言

語
の

違
い

、
画

面
上

の
情

報
伝

達
で

あ
る

が
故

の
訴

求
力

の
弱

さ
が

課
題

と
し

て
指

摘
さ

れ
て

い
る

。
・
　

共
通

基
盤

整
備

「
知

の
イ

ン
フ

ラ
」
の

重
点

的
な

研
究

開
発

体
制

の
必

要
性

　
言

語
障

壁
を

解
消

す
る

た
め

の
共

通
基

盤
整

備
を

早
期

に
実

現
す

る
た

め
に

は
、

産
官

学
の

知
の

連
携

が
重

要
で

あ
る

こ
と

は
自

明
で

あ
る

。
特

に
、

総
務

省
管

轄
の

独
立

行
政

法
人

情
報

通
信

研
究

機
構

は
、

中
心

課
題

で
あ

る
次

世
代

自
然

言
語

処
理

、
次

世
代

機
械

翻
訳

シ
ス

テ
ム

の
研

究
開

発
に

従
来

か
ら

取
り

組
ん

で
お

り
、

そ
の

成
果

も
世

界
的

に
評

価
さ

れ
て

い
る

。
次

世
代

の
翻

訳
シ

ス
テ

ム
は

大
規

模
な

対
訳

コ
ー

パ
ス

を
整

備
し

、
そ

こ
か

ら
得

ら
れ

る
言

語
情

報
を

学
習

す
る

こ
と

で
、

従
来

方
式

を
凌

駕
す

る
翻

訳
精

度
を

実
現

す
る

方
式

と
し

て
注

目
さ

れ
て

い
る

。
今

般
の

震
災

を
受

け
、

防
災

・
減

災
、

災
害

の
復

旧
・
復

興
、

ネ
ッ

ト
上

に
流

通
す

る
デ

マ
や

風
評

被
害

の
軽

減
等

安
心

・
安

全
に

資
す

る
た

め
の

情
報

通
信

技
術

の
重

要
性

も
再

認
識

さ
れ

た
と

同
時

に
、

国
際

社
会

へ
の

情
報

発
信

な
ら

び
に

在
日

外
国

人
等

へ
対

す
る

的
確

、
迅

速
な

情
報

伝
達

等
に

、
上

記
言

語
障

壁
を

解
消

す
る

機
械

翻
訳

シ
ス

テ
ム

の
早

期
の

実
現

は
、

各
方

面
か

ら
期

待
さ

れ
て

い
る

も
の

と
確

信
す

る
。

　
こ

れ
ら

言
語

の
翻

訳
技

術
の

研
究

開
発

は
、

我
が

国
の

知
識

情
報

社
会

の
実

現
に

必
要

不
可

欠
な

重
要

な
政

策
に

も
位

置
づ

け
ら

れ
る

の
で

は
な

い
か

と
強

く
信

じ
る

も
の

で
あ

り
、

短
期

的
に

重
点

的
な

研
究

資
金

の
配

分
と

産
官

学
の

英
知

を
結

集
す

る
国

家
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
と

し
て

、
「
言

葉
」
の

問
題

を
克

服
す

る
こ

と
こ

そ
が

、
我

が
国

の
グ

ロ
ー

バ
ル

社
会

で
の

発
展

の
た

め
に

は
益

々
重

要
に

な
る

と
考

え
ま

す
。

8
7

個
人

４
（
２

）
研

究
開

発
戦

略
　

W
e
b上

に
存

在
す

る
膨

大
な

テ
キ

ス
ト

情
報

に
対

す
る

効
率

的
な

ア
ク

セ
ス

を
国

民
に

提
供

す
る

こ
と

は
、

本
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

に
お

い
て

目
標

と
し

て
い

る
「
本

格
的

な
知

識
情

報
社

会
」
を

実
現

す
る

上
で

必
要

不
可

欠
で

す
。

現
在

、
そ

の
よ

う
な

テ
キ

ス
ト

情
報

に
対

す
る

主
た

る
国

民
の

ア
ク

セ
ス

手
段

と
し

て
は

、
民

間
の

検
索

エ
ン

ジ
ン

が
そ

の
主

た
る

役
割

を
担

っ
て

お
り

ま
す

が
、

こ
の

よ
う

な
社

会
的

に
重

要
な

情
報

イ
ン

フ
ラ

に
関

し
て

は
、

寡
占

化
に

よ
る

将
来

的
な

弊
害

を
防

ぐ
た

め
に

も
、

ア
ク

セ
ス

の
信

頼
性

・
公

共
性

を
確

保
す

る
と

い
う

観
点

か
ら

国
が

積
極

的
な

役
割

を
果

た
す

こ
と

が
必

要
だ

と
考

え
ま

す
。

そ
れ

を
実

現
す

る
た

め
の

情
報

処
理

技
術

と
し

て
、

ペ
タ

バ
イ

ト
ス

ケ
ー

ル
の

大
規

模
な

テ
キ

ス
ト

デ
ー

タ
を

扱
う

た
め

の
様

々
な

基
盤

技
術

、
大

量
の

デ
ー

タ
か

ら
有

用
な

知
識

を
抽

出
し

、
整

理
、

統
合

す
る

た
め

の
発

展
的

な
デ

ー
タ

／
テ

キ
ス

ト
マ

イ
ニ

ン
グ

技
術

な
ど

は
、

今
後

の
研

究
開

発
戦

略
に

お
い

て
取

り
組

む
べ

き
重

要
な

課
題

で
あ

る
と

考
え

ら
れ

ま
す

。

8
8

ア
ル

プ
ス

電
気

株
式

会
社

４
（
２

）
①

今
後

取
り

組
む

べ
き

研
究

開
発

課
題

【
意

見
要

旨
】

　
電

波
を

使
っ

た
心

拍
・
呼

吸
等

の
バ

イ
タ

ル
サ

イ
ン

検
出

技
術

は
、

予
病

に
応

用
で

き
る

技
術

で
あ

り
、

「
ラ

イ
フ

・
イ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

」
分

野
に

お
い

て
、

デ
バ

イ
ス

開
発

、
臨

床
実

験
等

の
研

究
開

発
を

推
進

す
べ

き
で

あ
る

。
【
意

見
詳

細
】

　
電

波
を

使
っ

て
心

拍
・
呼

吸
等

の
バ

イ
タ

ル
サ

イ
ン

を
検

出
で

き
る

技
術

は
7
0
年

代
か

ら
知

ら
れ

て
い

る
が

、
一

般
化

さ
れ

る
に

至
っ

て
い

な
い

。
一

般
化

さ
れ

な
い

理
由

と
し

て
は

、
電

波
特

有
の

取
り

扱
い

に
く

さ
、

有
効

な
デ

バ
イ

ス
の

不
足

、
臨

床
実

験
の

不
足

が
考

え
ら

れ
る

。
　

一
方

、
こ

の
技

術
は

、
非

侵
襲

・
非

拘
束

状
態

で
そ

れ
ら

バ
イ

タ
ル

サ
イ

ン
を

検
出

で
き

る
た

め
、

健
康

状
態

の
常

時
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
を

容
易

に
す

る
こ

と
が

可
能

と
な

る
。

健
康

な
人

で
も

常
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

す
る

こ
と

で
、

体
の

異
変

を
検

出
し

や
す

く
な

り
、

予
病

に
つ

な
げ

る
こ

と
が

期
待

で
き

る
。

日
本

は
少

子
・
高

齢
化

社
会

の
先

進
国

で
あ

る
が

、
本

技
術

は
医

療
費

増
大

の
抑

制
対

策
と

し
て

好
適

で
あ

り
、

研
究

成
果

を
世

界
に

発
信

す
る

価
値

は
高

い
。

「
ラ

イ
フ

・
イ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

」
分

野
に

お
い

て
、

デ
バ

イ
ス

開
発

、
臨

床
実

験
等

の
研

究
開

発
を

推
進

す
べ

き
で

あ
る

。

8
9

ア
ル

プ
ス

電
気

株
式

会
社

４
（
２

）
①

今
後

取
り

組
む

べ
き

研
究

開
発

課
題

【
意

見
要

旨
】

　
安

全
・
安

心
・
健

康
と

い
う

観
点

か
ら

ID
認

証
や

心
拍

・
脈

拍
な

ど
の

バ
イ

タ
ル

サ
イ

ン
の

人
体

近
傍

で
の

情
報

通
信

と
し

て
今

後
拡

大
が

見
込

ま
れ

る
B

A
N

(B
o
dy

 A
re

a 
N

e
tw

o
rk

)に
お

い
て

、
日

本
で

先
行

し
て

い
る

電
界

通
信

技
術

を
戦

略
的

に
研

究
開

発
し

、
国

際
標

準
化

を
推

進
し

て
い

く
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

【
意

見
詳

細
】

　
日

本
企

業
に

よ
り

数
年

前
か

ら
研

究
開

発
さ

れ
て

き
た

電
界

通
信

技
術

が
、

こ
こ

1
-
2
年

で
ID

信
号

や
生

体
デ

ー
タ

の
人

体
近

傍
で

の
通

信
と

し
て

実
用

化
が

進
ん

で
き

て
い

る
。

こ
れ

は
各

企
業

に
よ

る
研

究
開

発
と

ア
プ

リ
ケ

ー
シ

ョ
ン

の
創

出
の

結
果

で
あ

る
が

、
一

方
で

人
体

近
傍

の
情

報
通

信
と

し
て

主
に

医
療

市
場

向
け

を
中

心
に

IE
E
E
な

ど
で

B
A

N
(B

o
d
y 

A
re

a 
N

e
tw

o
rk

)の
規

格
標

準
化

の
議

論
が

始
ま

っ
て

い
る

。
今

後
安

全
・
安

心
や

、
医

療
費

の
抑

制
に

向
け

た
健

康
維

持
・
救

急
医

療
・
診

断
治

療
・
高

齢
者

介
護

な
ど

の
分

野
で

こ
の

よ
う

な
ニ

ー
ズ

が
高

ま
っ

て
い

く
こ

と
が

想
定

さ
れ

る
。

上
記

市
場

の
拡

大
に

向
け

て
、

電
界

通
信

技
術

の
通

信
の

安
定

性
や

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

性
の

向
上

や
、

評
価

・
測

定
方

法
の

確
立

な
ど

研
究

開
発

や
実

証
実

験
が

必
要

で
あ

り
、

産
官

学
に

て
規

格
標

準
化

に
よ

る
相

互
通

信
を

推
進

し
て

い
く
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
。

安
全

且
つ

確
実

な
情

報
通

信
技

術
と

し
て

「
ラ

イ
フ

・
イ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

」
へ

の
貢

献
と

、
低

消
費

電
力

の
通

信
と

し
て

「グ
リ

ー
ン

イ
ノ

ベ
ー

シ
ョ

ン
」の

実
現

と
し

て
戦

略
的

に
成

長
さ

せ
て

い
く
必

要
が

あ
る

と
考

え
る

。

1
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意
見

番
号

意
見

提
出

者
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

項
目

提
出

意
見

（
長

文
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

そ
の

一
部

）

9
0

合
同

会
社

ウ
ィ

ト
ラ

４
（
２

）
①

今
後

取
り

組
む

べ
き

研
究

開
発

課
題

（
２

）
「
研

究
開

発
戦

略
」
に

対
す

る
提

言
上

記
の

課
題

の
解

決
策

を
検

討
す

る
た

め
に

「
ス

マ
ー

ト
シ

テ
ィ

の
通

信
イ

ン
フ

ラ
の

あ
る

べ
き

姿
」
を

検
討

す
る

研
究

開
発

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

を
提

案
し

た
い

。
現

実
の

社
会

に
お

い
て

は
既

に
出

来
上

が
っ

て
い

る
都

市
の

上
で

様
々

な
制

約
条

件
を

考
慮

し
つ

つ
通

信
イ

ン
フ

ラ
を

強
化

し
て

い
か

な
く
て

は
な

ら
な

い
。

こ
れ

は
研

究
開

発
と

い
う

よ
り

も
ビ

ジ
ネ

ス
上

の
課

題
と

み
な

さ
れ

て
い

る
。

現
実

の
都

市
構

造
に

合
わ

せ
て

解
決

す
べ

き
問

題
だ

か
ら

で
あ

る
。

し
か

し
中

国
や

イ
ン

ド
に

お
け

る
ス

マ
ー

ト
シ

テ
ィ

の
よ

う
に

、
こ

れ
か

ら
巨

大
都

市
を

建
設

す
る

よ
う

な
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
に

お
い

て
は

既
存

都
市

の
制

約
を

外
し

た
理

想
的

な
通

信
イ

ン
フ

ラ
を

構
築

す
る

こ
と

が
可

能
で

あ
り

、
真

の
意

味
の

ユ
ビ

キ
タ

ス
社

会
の

た
め

の
通

信
イ

ン
フ

ラ
を

検
討

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
そ

の
時

、
固

定
の

ブ
ロ

ー
ド

バ
ン

ド
を

ど
の

よ
う

に
配

備
し

て
お

き
、

ワ
イ

ヤ
レ

ス
ブ

ロ
ー

ド
バ

ン
ド

を
ど

の
よ

う
に

組
み

合
わ

せ
る

か
、

ワ
イ

ヤ
レ

ス
ブ

ロ
ー

ド
バ

ン
ド

へ
の

ア
ク

セ
ス

ポ
イ

ン
ト

を
ど

の
よ

う
に

準
備

し
て

お
く
か

を
あ

ら
か

じ
め

考
慮

し
て

お
け

ば
、

低
コ

ス
ト

で
固

定
・
ワ

イ
ヤ

レ
ス

ブ
ロ

ー
ド

バ
ン

ド
を

実
現

す
る

こ
と

が
で

き
、

ユ
ビ

キ
タ

ス
社

会
実

現
の

経
済

合
理

性
が

成
り

立
つ

よ
う

に
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

検
討

に
は

固
定

網
お

よ
び

携
帯

電
話

の
よ

う
な

公
衆

網
の

基
地

局
だ

け
で

な
く
、

ホ
ッ

ト
ス

ポ
ッ

ト
や

屋
内

に
お

け
る

超
高

速
無

線
伝

送
の

た
め

の
ア

ン
テ

ナ
配

備
も

検
討

す
べ

き
だ

ろ
う

。
こ

の
よ

う
な

構
想

が
実

現
す

れ
ば

IC
T
技

術
の

輸
出

の
み

な
ら

ず
、

現
在

世
界

で
話

題
に

な
っ

て
い

る
都

市
イ

ン
フ

ラ
の

輸
出

に
と

っ
て

も
大

き
な

ツ
ー

ル
と

な
る

こ
と

が
期

待
で

き
、

我
が

国
の

将
来

の
産

業
全

体
に

大
き

く
貢

献
で

き
る

と
考

え
る

。
ま

た
、

日
本

国
内

の
地

域
再

開
発

の
よ

う
な

際
に

も
、

検
討

結
果

を
取

り
込

ん
で

で
き

る
範

囲
で

効
率

化
す

る
こ

と
は

可
能

だ
ろ

う
。

本
提

案
は

要
素

技
術

の
提

案
で

は
な

い
の

で
本

来
な

ら
ば

「
研

究
開

発
戦

略
」
以

外
の

カ
テ

ゴ
リ

ー
に

入
れ

る
べ

き
か

も
し

れ
な

い
。

し
か

し
、

現
状

で
は

ま
だ

ビ
ジ

ョ
ン

が
明

確
で

な
い

こ
と

と
、

「
ス

マ
ー

ト
シ

テ
ィ

の
通

信
イ

ン
フ

ラ
の

あ
る

べ
き

姿
」
は

現
状

の
技

術
の

み
な

ら
ず

数
十

年
後

の
技

術
も

視
野

に
入

れ
て

検
討

す
べ

き
課

題
で

あ
る

た
め

に
、

新
技

術
を

盛
り

込
め

る
可

能
性

が
高

い
の

で
「
研

究
開

発
戦

略
」
と

し
て

提
案

し
て

い
る

。
こ

の
提

案
を

実
行

す
る

場
合

は
総

務
省

内
部

に
閉

じ
ず

に
国

土
交

通
省

や
経

済
産

業
省

な
ど

と
の

連
携

が
不

可
欠

で
あ

る
こ

と
を

付
記

し
て

お
き

た
い

。

9
1

社
団

法
人

関
西

経
済

連
合

会
産

業
部

４
（
２

）
①

今
後

取
り

組
む

べ
き

研
究

開
発

課
題

現
行

の
ア

ジ
ェ

ン
ダ

に
加

え
、

下
記

の
点

に
つ

い
て

盛
り

込
ん

で
い

た
だ

き
た

く
思

い
ま

す
。

①
経

済
・
社

会
が

さ
ら

に
グ

ロ
ー

バ
ル

化
し

て
い

く
中

で
、

多
言

語
音

声
翻

訳
機

な
ど

ユ
 ニ

バ
ー

サ
ル

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
の

研
究

開
発

を
推

進
す

べ
き

で
あ

る
。

②
近

年
、

一
部

の
海

外
検

索
エ

ン
ジ

ン
に

よ
っ

て
、

ネ
ッ

ト
上

の
情

報
へ

の
ア

ク
セ

ス
が

寡
占

化
さ

れ
る

状
況

に
あ

る
と

思
い

ま
す

。
我

が
国

の
根

幹
的

な
生

活
・
産

業
の

基
盤

と
し

て
、

国
民

が
安

心
し

て
ア

ク
セ

ス
・
入

手
が

で
き

、
か

つ
新

し
い

技
術

開
発

お
よ

び
ビ

ジ
ネ

ス
創

出
に

つ
な

げ
ら

れ
る

共
通

基
盤

的
な

「
知

」
の

イ
ン

フ
ラ

を
整

備
す

る
た

め
の

情
報

通
信

面
か

ら
の

研
究

開
発

の
推

進
が

急
が

れ
る

。

9
2

株
式

会
社

K
D

D
I研

究
所

４
（
２

）
①

今
後

取
り

組
む

べ
き

研
究

開
発

課
題

提
案

項
目

名
：
「
超

堅
牢

型
ク

ラ
ウ

ド
ネ

ッ
ト

ワ
ー

キ
ン

グ
」

内
容

・
理

由
　

今
後

取
り

組
む

べ
き

研
究

開
発

課
題

と
い

た
し

ま
し

て
、

ク
ラ

ウ
ド

コ
ン

ピ
ュ

ー
テ

ィ
ン

グ
で

利
用

さ
れ

て
い

る
仮

想
化

技
術

を
さ

ら
に

高
度

化
し

、
大

規
模

災
害

に
耐

え
う

る
超

堅
牢

な
通

信
シ

ス
テ

ム
、

デ
ー

タ
セ

ン
タ

ー
を

実
現

す
る

ク
ラ

ウ
ド

ネ
ッ

ト
ワ

ー
キ

ン
グ

技
術

を
早

急
に

確
立

す
る

必
要

が
あ

る
と

考
え

ま
す

。
今

般
の

大
規

模
震

災
に

お
い

て
も

G
o
o
gl

e
等

の
デ

ー
タ

セ
ン

タ
ー

が
提

供
す

る
各

種
サ

ー
ビ

ス
は

、
国

民
生

活
の

基
盤

と
な

っ
て

お
り

、
そ

の
堅

牢
化

は
啓

蟄
の

課
題

と
な

っ
て

お
り

ま
す

。
ま

た
日

本
の

科
学

技
術

に
お

け
る

情
報

通
信

技
術

の
比

重
は

極
め

て
大

き
く
、

グ
リ

ー
ン

な
ら

び
に

ラ
イ

フ
イ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

の
実

現
に

お
い

て
も

、
ク

ラ
ウ

ド
ネ

ッ
ト

ワ
ー

キ
ン

グ
技

術
は

高
度

な
通

信
イ

ン
フ

ラ
を

下
支

え
す

る
と

と
も

に
、

裾
野

の
広

い
社

会
的

応
用

で
積

極
的

に
リ

ー
ド

し
て

い
く
駆

動
力

と
な

り
ま

す
。

バ
ッ

ク
ボ

ー
ン

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

か
ら

移
動

通
信

を
提

供
す

る
ア

ク
セ

ス
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

仮
想

化
連

携
さ

せ
た

ク
ラ

ウ
ド

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
よ

り
、

物
理

構
成

に
依

存
し

な
い

高
信

頼
性

を
エ

ン
ド

・
ツ

ー
・
エ

ン
ド

で
実

現
す

る
こ

と
が

可
能

と
な

り
ま

す
。

さ
ら

に
複

数
の

ク
ラ

ウ
ド

を
高

度
に

連
携

さ
せ

る
イ

ン
タ

ー
ク

ラ
ウ

ド
技

術
を

確
立

す
る

こ
と

に
よ

り
、

さ
ら

な
る

堅
牢

化
、

省
エ

ネ
ル

ギ
ー

化
が

可
能

と
な

り
ま

す
。

こ
の

よ
う

な
高

信
頼

な
ク

ラ
ウ

ド
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

実
現

す
る

仮
想

化
技

術
に

関
す

る
研

究
開

発
を

強
力

に
推

進
し

、
実

用
化

に
お

い
て

世
界

を
リ

ー
ド

す
る

こ
と

に
よ

り
、

我
が

国
に

お
け

る
新

事
業

の
創

出
に

寄
与

す
る

の
み

な
ら

ず
、

国
際

競
争

力
の

強
化

に
も

直
結

す
る

と
考

え
ま

す
。
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株
式

会
社

K
D

D
I研

究
所

W
eb

デ
ー

タ
コ

ン
ピ

ュ
ー

テ
ィ

ン
グ

グ
ル

ー
プ

４
（
２

）
①

今
後

取
り

組
む

べ
き

研
究

開
発

課
題

【
項

目
名

】
実

空
間

情
報

解
析

技
術

検
討

ア
ジ

ェ
ン

ダ
に

お
け

る
「
３

 Ｉ
Ｃ

Ｔ
市

場
の

構
造

変
化

と
将

来
像

　
②

ＩＣ
Ｔ

利
活

用
の

変
化

と
そ

の
影

響
」
に

記
述

さ
れ

て
い

る
通

り
、

近
い

将
来

に
お

い
て

、
Ａ

Ｒ
（
拡

張
現

実
A

u
gm

e
n
te

d 
R

e
al

it
y）

、
ラ

イ
フ

ロ
グ

等
、

現
実

空
間

と
サ

イ
バ

ー
空

間
を

連
携

さ
せ

た
サ

ー
ビ

ス
の

創
生

が
見

込
ま

れ
る

が
、

そ
の

実
現

に
向

け
て

留
意

す
べ

き
は

「
２

．
基

本
理

念
」
の

（
１

）
に

も
言

及
さ

れ
て

い
る

、
利

用
者

、
国

民
、

人
間

を
中

心
と

し
た

サ
ー

ビ
ス

を
指

向
す

る
こ

と
で

あ
る

。
そ

こ
で

鍵
を

握
る

の
は

中
心

と
な

る
べ

き
人

間
、

お
よ

び
人

間
を

取
り

巻
く
状

況
を

、
正

し
く
理

解
す

る
技

術
で

あ
る

。
例

え
ば

、
人

間
か

ら
取

得
し

う
る

セ
ン

サ
デ

ー
タ

や
行

動
ロ

グ
デ

ー
タ

を
効

率
的

に
収

集
・
記

録
し

、
高

度
な

確
率

推
論

・
機

械
学

習
の

手
法

を
用

い
て

、
個

人
の

状
況

お
よ

び
空

間
の

状
況

を
推

定
す

る
、

実
空

間
情

報
解

析
技

術
の

高
度

化
が

重
要

な
研

究
課

題
と

な
る

。
ま

た
、

収
集

さ
れ

た
デ

ー
タ

や
推

定
さ

れ
た

状
況

を
家

族
や

友
人

で
共

有
し

た
り

、
そ

れ
ら

を
時

空
間

で
統

計
処

理
し

、
タ

イ
ム

リ
ー

な
情

報
提

供
お

よ
び

行
動

支
援

を
行

う
に

は
、

従
来

よ
り

も
桁

違
い

に
大

規
模

な
デ

ー
タ

を
リ

ア
ル

タ
イ

ム
に

収
集

し
、

高
速

に
分

析
す

る
必

要
が

あ
る

。
そ

の
た

め
の

大
規

模
情

報
処

理
基

盤
を

構
築

す
る

技
術

を
研

究
開

発
す

る
こ

と
は

、
我

が
国

の
産

業
競

争
力

を
強

化
す

る
上

で
極

め
て

重
要

で
あ

る
と

考
え

る
。
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株
式

会
社

K
D

D
I研

究
所

次
世

代
通

信
ア

ー
キ

テ
ク

チ
ャ

ー
グ

ル
ー

プ

４
（
２

）
①

今
後

取
り

組
む

べ
き

研
究

開
発

課
題

　
IC

T
を

支
え

る
通

信
・
放

送
の

ブ
ロ

ー
ド

バ
ン

ド
化

・
デ

ジ
タ

ル
化

が
順

調
に

進
捗

し
て

い
る

現
状

に
お

い
て

、
こ

れ
を

、
社

会
経

済
の

あ
ら

ゆ
る

場
面

で
利

活
用

し
、

新
た

な
価

値
を

生
む

「
知

識
情

報
社

会
」
を

、
「
高

齢
化

」
や

「
地

震
・
大

雨
等

の
災

害
」
等

の
課

題
先

進
国

で
あ

る
日

本
の

立
場

か
ら

実
現

し
て

い
く
こ

と
は

、
今

後
の

日
本

の
競

争
力

を
高

め
る

上
で

非
常

に
効

果
的

で
あ

る
。

　
一

方
で

、
先

日
発

生
し

た
震

災
で

の
通

信
状

況
を

鑑
み

る
と

、
非

常
時

の
通

信
手

段
と

し
て

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
は

一
定

の
役

割
を

果
た

し
た

も
の

の
、

例
え

ば
通

信
設

備
の

破
壊

さ
れ

た
場

所
等

で
、

更
に

一
歩

進
ん

だ
安

全
・
安

心
を

実
現

す
る

た
め

に
は

、
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
構

築
の

柔
軟

性
を

向
上

さ
せ

る
な

ど
、

IC
T
イ

ン
フ

ラ
自

体
に

も
新

し
い

発
想

に
基

づ
い

た
更

な
る

信
頼

性
向

上
が

必
要

と
考

え
る

。
こ

の
た

め
、

現
在

の
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

が
抱

え
て

い
る

様
々

な
課

題
を

抜
本

的
に

解
決

す
る

、
新

し
い

高
信

頼
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

研
究

・
検

討
を

、
よ

り
強

力
に

推
進

す
べ

き
で

あ
る

。
　

以
上

を
鑑

み
、

４
．

IC
T
総

合
戦

略
の

検
討

に
お

け
る

(2
)研

究
開

発
戦

略
の

①
今

後
取

り
組

む
べ

き
研

究
開

発
課

題
で

は
、

利
用

者
中

心
の

高
度

IC
T
利

活
用

を
支

え
る

、
以

下
の

技
術

を
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

と
考

え
る

。
[1

] 
超

分
散

高
信

頼
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
　

現
在

、
各

種
仮

想
化

技
術

に
よ

り
、

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

装
置

を
含

む
多

様
な

計
算

機
が

自
身

の
計

算
資

源
の

一
部

を
is

o
la

te
し

た
形

で
外

部
に

提
供

可
能

と
な

り
つ

つ
あ

る
。

ま
た

、
計

算
機

資
源

が
あ

ら
ゆ

る
場

所
に

展
開

さ
れ

、
ユ

ビ
キ

タ
ス

コ
ン

ピ
ュ

ー
テ

ィ
ン

グ
環

境
と

呼
べ

る
状

況
が

具
現

化
し

つ
つ

あ
る

。
　

そ
こ

で
、

計
算

機
資

源
が

あ
ら

ゆ
る

場
所

に
展

開
さ

れ
て

い
る

ユ
ビ

キ
タ

ス
コ

ン
ピ

ュ
ー

テ
ィ

ン
グ

環
境

に
対

応
し

、
必

ず
し

も
信

頼
関

係
に

あ
る

わ
け

で
は

な
い

不
特

定
多

数
の

ノ
ー

ド
群

を
対

象
に

、
安

全
か

つ
自

律
分

散
的

に
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

構
成

し
計

算
を

実
行

す
る

た
め

の
基

盤
技

術
を

確
立

し
、

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

構
築

機
会

を
飛

躍
的

に
拡

大
す

る
こ

と
を

目
指

す
。

　
こ

の
よ

う
な

環
境

で
は

、
多

種
多

様
な

プ
レ

イ
ヤ

ー
（
通

信
事

業
、

ユ
ー

ザ
ユ

ー
ザ

、
学

校
や

企
業

な
ど

）
が

、
至

る
所

で
自

身
の

計
算

資
源

を
提

供
可

能
な

状
況

で
あ

り
、

こ
れ

ら
を

い
か

に
簡

単
・
安

全
に

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

化
し

て
利

用
で

き
る

か
が

重
要

で
あ

る
。

　
一

方
で

、
現

在
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

や
分

散
コ

ン
ピ

ュ
ー

テ
ィ

ン
グ

技
術

は
、

ノ
ー

ド
間

に
何

ら
か

の
信

頼
関

係
が

あ
る

こ
と

が
前

提
で

あ
る

た
め

、
上

述
の

よ
う

な
、

不
特

定
多

数
の

ノ
ー

ド
群

が
必

ず
し

も
相

互
信

頼
関

係
に

な
い

状
況

で
、

自
律

分
散

で
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

構
築

し
安

全
に

利
用

す
る

た
め

の
各

種
技

術
を

研
究

開
発

す
る

。
　

上
記

研
究

開
発

に
よ

っ
て

、
任

意
の

ユ
ー

ザ
が

今
そ

こ
に

あ
る

ノ
ー

ド
を

自
由

に
活

用
し

、
必

要
な

処
理

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
、

真
の

ユ
ビ

キ
タ

ス
コ

ン
ピ

ュ
ー

テ
ィ

ン
グ

・
ネ

ッ
ト

ワ
ー

キ
ン

グ
環

境
が

世
界

に
先

駆
け

て
実

現
す

る
。

こ
れ

に
対

応
し

た
ユ

ー
ザ

主
導

の
先

進
的

な
新

し
い

ア
プ

リ
ケ

ー
シ

ョ
ン

の
登

場
も

期
待

で
き

る
。

こ
れ

ら
に

よ
っ

て
、

IC
T
イ

ン
フ

ラ
の

構
築

ま
で

も
含

ん
だ

高
度

な
利

活
用

を
、

従
来

の
事

業
者

中
心

で
は

な
く
、

利
用

者
中

心
で

実
現

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

1
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意
見

番
号

意
見

提
出

者
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

項
目

提
出

意
見

（
長

文
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

そ
の

一
部

）
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株
式

会
社

K
D

D
I研

究
所

情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

グ
ル

ー
プ

４
（
２

）
①

今
後

取
り

組
む

べ
き

研
究

開
発

課
題

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

情
報

を
含

む
デ

ー
タ

の
流

通
技

術
　

さ
ま

ざ
ま

な
情

報
が

電
子

化
さ

れ
て

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

で
利

用
す

る
こ

と
が

可
能

と
な

っ
て

い
と

と
も

に
、

ラ
イ

フ
ロ

グ
等

の
技

術
の

発
展

に
よ

り
、

あ
ら

ゆ
る

種
類

の
個

人
的

な
情

報
の

記
録

も
容

易
に

な
っ

て
い

る
。

こ
れ

ら
の

デ
ー

タ
を

利
用

す
る

こ
と

に
よ

り
、

様
々

な
シ

ー
ン

で
よ

り
利

便
性

の
高

い
サ

ー
ビ

ス
の

展
開

が
可

能
と

な
る

。
し

か
し

、
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
情

報
を

含
む

デ
ー

タ
に

つ
い

て
は

、
慎

重
な

取
り

扱
い

が
必

要
で

あ
る

。
ま

た
、

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

情
報

を
含

む
デ

ー
タ

の
取

り
扱

い
に

つ
い

て
は

各
事

業
者

の
責

任
と

な
っ

て
お

り
、

明
確

な
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
は

存
在

し
て

い
な

い
。

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

を
含

む
情

報
を

安
全

に
管

理
し

、
さ

ら
に

、
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
情

報
流

出
を

避
け

る
形

で
加

工
し

た
デ

ー
タ

を
利

用
、

お
よ

び
、

デ
ー

タ
を

利
用

す
る

た
め

の
適

切
な

ア
ク

セ
ス

制
御

機
能

や
情

報
の

流
出

元
の

特
定

が
可

能
と

な
る

追
跡

機
能

等
の

技
術

が
確

立
す

れ
ば

、
よ

り
多

く
の

種
類

の
情

報
を

相
互

利
用

す
る

こ
と

が
可

能
と

な
り

、
新

し
い

ア
プ

リ
ケ

ー
シ

ョ
ン

や
サ

ー
ビ

ス
が

実
現

す
る

と
考

え
ら

れ
る

。
　

今
後

の
さ

ら
な

る
情

報
流

通
の

促
進

を
目

指
し

、
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
情

報
を

含
む

デ
ー

タ
の

取
り

扱
い

に
関

す
る

技
術

的
な

検
討

を
行

い
、

利
用

可
能

な
技

術
を

ベ
ー

ス
と

し
た

政
策

的
な

取
り

組
み

を
推

進
す

べ
き

で
あ

る
。
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株
式

会
社

K
D

D
I研

究
所

統
合

コ
ア

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

制
御

グ
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（
２

）
①

今
後

取
り

組
む

べ
き

研
究

開
発

課
題

【
概

要
】
現

在
、

コ
ス

ト
ダ

ウ
ン

を
主

な
目

的
と

し
た

ク
ラ

ウ
ド

型
サ

ー
ビ

ス
の

活
用

が
進

展
し

て
い

ま
す

。
し

か
し

こ
の

よ
う

な
傾

向
は

、
物

理
的

に
は

少
数

の
事

業
者

が
有

す
る

デ
ー

タ
セ

ン
タ

へ
の

デ
ー

タ
の

寡
占

的
集

中
が

進
む

こ
と

を
意

味
し

て
お

り
、

リ
ス

ク
分

散
や

情
報

可
用

性
の

向
上

と
い

っ
た

観
点

か
ら

は
、

必
ず

し
も

好
ま

し
い

と
は

言
え

ま
せ

ん
。

こ
れ

ら
の

問
題

を
解

決
す

る
た

め
に

は
、

全
国

土
的

に
情

報
の

超
分

散
化

を
可

能
と

す
る

自
律

分
散

指
向

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
イ

ン
フ

ラ
技

術
の

研
究

開
発

が
必

要
で

あ
る

と
考

え
ま

す
。

さ
ら

に
本

技
術

は
、

日
本

国
内

に
留

ま
ら

ず
全

世
界

的
な

普
及

を
進

め
る

こ
と

で
、

極
め

て
汎

用
性

の
高

い
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
サ

ー
ビ

ス
を

実
現

す
る

た
め

の
基

礎
技

術
と

な
り

得
る

と
考

え
ま

す
。

【
詳

細
】
現

在
の

ク
ラ

ウ
ド

型
サ

ー
ビ

ス
は

、
デ

ー
タ

セ
ン

タ
に

お
け

る
計

算
機

資
源

の
仮

想
化

技
術

を
ベ

ー
ス

と
し

て
お

り
、

計
算

機
や

ス
ト

レ
ー

ジ
等

の
物

理
的

資
源

の
有

効
利

用
と

そ
れ

に
よ

る
コ

ス
ト

ダ
ウ

ン
、

及
び

幅
広

い
ユ

ー
ザ

層
へ

の
均

一
な

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

大
き

く
貢

献
し

て
い

る
こ

と
は

明
ら

か
で

す
。

し
か

し
一

方
で

は
、

少
数

の
事

業
者

の
デ

ー
タ

セ
ン

タ
に

デ
ー

タ
が

集
中

す
る

状
況

を
生

み
出

す
こ

と
と

な
り

、
ま

た
海

外
の

デ
ー

タ
セ

ン
タ

に
情

報
が

格
納

さ
れ

る
こ

と
を

考
え

る
と

、
国

家
的

な
情

報
管

理
と

安
全

保
障

の
観

点
か

ら
は

必
ず

し
も

現
状

の
ま

ま
で

推
移

す
る

こ
と

が
得

策
と

は
言

え
ま

せ
ん

。
ま

た
国

内
に

お
い

て
も

、
デ

ー
タ

セ
ン

タ
が

特
定

地
域

に
偏

在
す

る
状

態
と

な
る

と
、

自
然

災
害

や
特

定
業

者
の

設
備

故
障

に
よ

る
情

報
消

失
が

危
惧

さ
れ

る
上

、
遠

隔
地

域
か

ら
の

情
報

ア
ク

セ
ス

に
遅

延
や

帯
域

制
限

が
加

わ
る

こ
と

と
な

り
、

情
報

社
会

に
お

け
る

地
域

格
差

の
原

因
と

な
り

ま
す

。
上

記
の

懸
念

事
項

は
、

既
存

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
イ

ン
フ

ラ
で

は
、

ア
プ

リ
ケ

ー
シ

ョ
ン

が
必

要
と

す
る

遅
延

・
帯

域
等

の
特

性
を

適
応

的
に

制
御

で
き

な
い

こ
と

に
強

く
関

連
し

ま
す

。
局

所
分

散
さ

れ
た

複
数

の
デ

ー
タ

格
納

地
点

と
そ

れ
ら

を
接

続
す

る
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
が

自
律

分
散

的
に

連
動

す
る

ア
ー

キ
テ

ク
チ

ャ
を

実
現

で
き

れ
ば

、
物

理
的

に
は

超
分

散
化

さ
れ

た
デ

ー
タ

を
あ

た
か

も
近

接
す

る
単

一
の

デ
ー

タ
セ

ン
タ

に
格

納
し

て
い

る
か

の
よ

う
に

取
り

扱
う

こ
と

が
で

き
ま

す
。

さ
ら

に
、

ア
プ

リ
ケ

ー
シ

ョ
ン

が
求

め
る

機
能

を
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
イ

ン
フ

ラ
が

適
応

的
に

提
供

す
る

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

高
度

化
技

術
を

加
え

る
こ

と
で

、
従

来
の

IP
ベ

ー
ス

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
上

で
は

必
要

な
性

能
を

得
る

こ
と

が
難

し
か

っ
た

、
高

度
医

療
サ

ー
ビ

ス
な

ど
の

ミ
ッ

シ
ョ

ン
・
ク

リ
テ

ィ
カ

ル
な

ア
プ

リ
ケ

ー
シ

ョ
ン

を
提

供
す

る
こ

と
も

可
能

と
な

り
、

安
心

安
全

か
つ

高
品

質
な

日
本

発
の

IC
T
基

盤
を

実
現

で
き

ま
す

。
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４
（
２

）
①

今
後

取
り

組
む

べ
き

研
究

開
発

課
題

　
本

検
討

ア
ジ

ェ
ン

ダ
は

、
急

速
に

進
化

を
遂

げ
る

情
報

通
信

社
会

に
お

い
て

、
コ

ン
テ

ン
ツ

、
シ

ス
テ

ム
、

サ
ー

ビ
ス

な
ど

を
一

般
生

活
環

境
の

た
め

に
活

用
す

る
具

体
的

な
施

策
を

示
す

こ
と

で
、

ブ
ロ

ー
ド

バ
ン

ド
化

や
デ

ジ
タ

ル
化

が
真

価
を

発
揮

す
る

未
来

を
日

本
が

率
先

し
て

構
築

し
よ

う
と

す
る

戦
略

を
記

述
す

る
も

の
で

あ
り

、
大

変
有

望
な

内
容

と
考

え
る

。
　

一
方

、
来

る
べ

き
知

識
情

報
社

会
で

は
、

考
え

や
経

験
な

ど
の

高
度

な
知

的
活

動
に

伴
う

情
報

お
よ

び
生

活
必

需
の

情
報

を
円

滑
か

つ
広

範
囲

に
双

方
向

で
伝

達
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
こ

と
を

鑑
み

、
「
4

IC
T
総

合
戦

略
の

検
討

」
の

「
(2

)研
究

開
発

戦
略

」
の

「
①

今
後

取
り

組
む

べ
き

研
究

開
発

課
題

」
に

お
い

て
は

、
こ

れ
ら

を
実

現
す

る
た

め
の

よ
り

多
く
の

技
術

課
題

を
考

慮
す

べ
き

と
考

え
る

。
例

え
ば

、
以

下
の

３
点

は
特

に
重

要
課

題
と

認
識

し
て

い
る

。
[1

] 
マ

ル
チ

デ
バ

イ
ス

活
用

技
術

　
「
事

業
者

中
心

か
ら

利
用

者
中

心
へ

」
の

実
現

の
た

め
に

は
、

利
用

者
の

環
境

に
合

わ
せ

て
最

適
な

デ
バ

イ
ス

や
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

機
動

的
か

つ
柔

軟
に

利
用

可
能

と
す

る
マ

ル
チ

デ
バ

イ
ス

活
用

技
術

が
必

須
と

な
る

。
デ

バ
イ

ス
や

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
シ

ー
ム

レ
ス

に
選

択
可

能
な

通
信

方
式

や
コ

ン
テ

ン
ツ

フ
ォ

ー
マ

ッ
ト

の
検

討
に

加
え

、
複

数
種

類
の

デ
バ

イ
ス

や
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

同
時

に
利

用
し

な
が

ら
、

こ
れ

ら
が

相
互

に
連

携
し

つ
つ

異
な

る
役

割
を

担
っ

て
動

作
す

る
動

的
役

割
分

担
型

シ
ス

テ
ム

構
築

技
術

が
、

地
域

的
デ

ジ
タ

ル
デ

バ
イ

ド
解

消
の

観
点

か
ら

も
重

要
課

題
と

考
え

る
。

[2
] 

ソ
ー

シ
ャ

ル
メ

デ
ィ

ア
集

計
活

用
技

術
　

「
組

織
中

心
か

ら
国

民
中

心
へ

」
の

実
現

の
た

め
に

は
、

双
方

向
性

や
共

有
制

を
特

徴
と

し
た

い
わ

ゆ
る

ソ
ー

シ
ャ

ル
メ

デ
ィ

ア
の

進
化

・
活

用
が

不
可

避
で

あ
る

。
社

会
基

盤
の

一
部

と
し

て
位

置
づ

け
、

高
度

な
利

用
を

実
現

す
る

た
め

に
は

、
自

由
か

つ
手

軽
と

い
う

特
長

を
維

持
し

な
が

ら
も

、
自

然
発

生
的

な
情

報
シ

ス
テ

ム
・
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
を

総
合

的
に

理
解

・
利

用
可

能
な

シ
ス

テ
ム

・
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
へ

と
発

展
さ

せ
る

必
要

が
あ

る
。

そ
の

た
め

、
各

種
ソ

ー
シ

ャ
ル

メ
デ

ィ
ア

情
報

の
集

計
・
集

約
機

能
、

理
解

を
助

け
る

た
め

の
動

的
可

視
化

機
能

、
多

種
フ

ォ
ー

マ
ッ

ト
メ

デ
ィ

ア
連

携
機

能
な

ど
、

ア
ク

テ
ィ

ブ
な

情
報

発
信

と
パ

ッ
シ

ブ
な

情
報

利
用

の
両

方
を

実
現

す
る

技
術

の
確

立
が

必
須

と
考

え
る

。
[3

] 
デ

ジ
タ

ル
サ

イ
ネ

ー
ジ

高
度

化
技

術
　

「
技

術
中

心
か

ら
人

間
中

心
へ

」
の

実
現

の
た

め
に

は
、

ユ
ー

ザ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

の
新

た
な

進
化

を
も

た
ら

す
技

術
が

必
要

で
あ

る
。

特
に

、
屋

内
外

の
生

活
の

各
シ

ー
ン

で
T
P

O
に

応
じ

た
情

報
を

イ
ン

タ
ラ

ク
テ

ィ
ブ

に
授

受
す

る
デ

ジ
タ

ル
サ

イ
ネ

ー
ジ

が
、

今
後

急
激

に
普

及
し

、
そ

の
高

度
な

利
用

法
が

課
題

と
な

る
と

予
想

さ
れ

る
。

技
術

的
に

は
、

低
リ

テ
ラ

シ
ー

層
の

利
用

を
促

進
す

る
た

め
の

対
話

型
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

や
、

複
数

の
サ

イ
ネ

ー
ジ

相
互

が
時

間
・
空

間
的

に
連

携
す

る
マ

ル
チ

サ
イ

ネ
ー

ジ
連

動
技

術
、

ま
た

利
用

者
に

適
合

し
た

情
報

の
表

示
や

タ
イ

ミ
ン

グ
を

選
択

す
る

パ
ー

ソ
ナ

ラ
イ

ズ
型

サ
イ

ネ
ー

ジ
な

ど
が

、
重

要
課

題
と

考
え

る
。
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４
（
２

）
①

今
後

取
り

組
む

べ
き

研
究

開
発

課
題

(2
)研

究
開

発
戦

略
①

今
後

取
り

組
む

べ
き

課
題

へ
の

意
見

今
回

の
東

北
地

方
太

平
洋

沖
地

震
の

こ
と

も
あ

る
が

、
災

害
に

向
け

た
通

信
イ

ン
フ

ラ
の

整
備

課
題

は
日

本
の

地
域

に
お

け
る

防
災

対
策

と
し

て
急

務
と

考
え

る
。

通
信

経
路

が
す

べ
て

拠
点

に
集

中
し

て
い

る
今

の
通

信
方

式
の

脆
さ

が
今

回
被

災
さ

れ
た

方
や

周
辺

地
域

も
含

め
て

情
報

難
民

を
作

り
出

し
た

と
い

え
る

か
も

し
れ

な
い

。
現

在
の

F
T
T
H

含
め

て
す

べ
て

の
キ

ャ
リ

ア
ア

ク
セ

ス
ラ

イ
ン

は
通

信
回

線
/
通

信
制

御
/
通

信
管

理
の

す
べ

て
に

お
い

て
集

中
方

式
な

の
で

、
災

害
時

に
端

末
間

ロ
ー

カ
ル

通
信

（
例

え
ば

避
難

所
間

で
の

通
信

）
が

し
た

く
て

も
集

中
通

信
拠

点
が

つ
ぶ

れ
て

し
ま

え
ば

通
信

そ
の

も
の

が
不

能
と

な
る

イ
ン

フ
ラ

構
成

で
あ

る
。

こ
の

課
題

を
解

決
す

る
た

め
の

ア
ク

セ
ス

ラ
イ

ン
と

し
て

あ
る

べ
き

姿
を

こ
の

よ
う

な
災

害
を

教
訓

と
し

て
研

究
す

る
必

要
が

あ
る

の
で

は
な

い
か

と
考

え
る

。
し

か
し

警
察

無
線

/
防

災
無

線
の

よ
う

な
目

的
制

限
付

き
で

専
用

イ
ン

フ
ラ

は
必

要
で

は
な

く
様

々
な

地
域

IC
T
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

で
き

、
イ

ン
フ

ラ
会

社
、

公
共

機
関

や
地

域
企

業
/
商

店
な

ど
が

直
接

住
民

に
情

報
配

信
で

き
る

「
地

域
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
」
が

研
究

課
題

と
し

て
重

要
で

あ
る

と
考

え
る

。
災

害
情

報
提

供
/
地

域
ニ

ュ
ー

ス
提

供
/
安

心
・
安

全
サ

ー
ビ

ス
提

供
/
高

齢
者

見
守

り
サ

ー
ビ

ス
提

供
な

ど
を

基
本

的
な

福
祉

生
活

に
関

わ
る

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

、
住

民
に

無
料

提
供

す
る

こ
と

を
考

え
た

場
合

、
現

在
の

通
信

キ
ャ

リ
ア

回
線

を
使

っ
た

サ
ー

ビ
ス

で
は

コ
ス

ト
的

に
実

現
で

き
な

い
問

題
が

あ
る

た
め

、
自

治
体

主
導

の
地

域
IC

T
サ

ー
ビ

ス
の

実
現

と
展

開
と

い
う

意
味

に
お

い
て

も
研

究
す

る
意

義
は

大
き

い
。

　
上

記
課

題
解

決
の

具
体

例
と

し
て

、
独

）
情

報
通

信
研

究
機

構
の

新
世

代
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
と

弊
社

で
共

同
研

究
し

て
い

る
N

e
rv

e
N

e
tと

い
う

地
域

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

技
術

が
存

在
し

、
既

に
過

去
5
年

間
研

究
継

続
し

て
き

た
実

績
が

あ
る

。
既

に
北

海
道

岩
見

沢
市

で
の

実
証

実
験

、
小

金
井

テ
ス

ト
ベ

ッ
ト

で
の

研
究

実
験

な
ど

の
実

験
フ

ェ
ー

ズ
に

入
っ

て
い

る
。

こ
の

技
術

の
枠

組
み

を
ベ

ー
ス

と
し

て
、

様
々

な
地

域
サ

ー
ビ

ス
と

連
携

し
て

実
証

で
き

る
研

究
開

発
の

仕
組

み
を

是
非

作
っ

て
い

た
だ

き
た

い
と

考
え

て
い

る
。

2
0



意
見

番
号

意
見

提
出

者
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

項
目

提
出

意
見

（
長

文
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

そ
の

一
部

）

9
9

日
本

セ
キ

ュ
ア

テ
ッ

ク
研

究
所

４
（
２

）
①

今
後

取
り

組
む

べ
き

研
究

開
発

課
題

パ
ス

ワ
ー

ド
は

代
表

的
な

電
子

的
本

人
認

証
手

段
と

し
て

あ
ら

ゆ
る

場
面

で
使

わ
れ

、
社

会
に

大
き

く
貢

献
し

て
き

ま
し

た
。

し
か

し
な

が
ら

、
現

状
の

文
字

に
よ

る
パ

ス
ワ

ー
ド

は
、

「
覚

え
ら

れ
な

い
」
「
メ

モ
書

き
を

す
る

」
「
使

い
回

し
す

る
」
等

、
そ

の
運

用
と

安
全

性
に

さ
ま

ざ
ま

な
問

題
を

抱
え

て
い

る
の

が
実

情
で

す
。

本
格

的
な

「
知

識
情

報
社

会
」
で

は
い

つ
で

も
ど

こ
で

も
老

若
の

誰
で

も
が

ス
ト

レ
ス

な
く
使

え
る

パ
ス

ワ
ー

ド
が

求
め

ら
れ

ま
す

。
そ

の
実

現
に

よ
り

初
め

て
電

子
的

本
人

認
証

の
「
可

用
性

」
と

「
機

密
性

」
の

両
立

が
実

現
す

る
と

考
え

ま
す

。

政
府

の
提

示
す

る
ト

ー
ク

ン
の

安
全

基
準

（
２

０
１

０
年

２
月

　
電

子
政

府
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
作

成
検

討
会

　
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
分

科
会

発
信

の
オ

ン
ラ

イ
ン

手
続

き
に

お
け

る
リ

ス
ク

評
価

及
び

電
子

署
名

・
認

証
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

よ
る

定
義

）
に

よ
る

と
レ

ベ
ル

１
か

ら
レ

ベ
ル

４
ま

で
パ

ス
ワ

ー
ド

は
共

通
項

目
で

す
。

そ
の

パ
ス

ワ
ー

ド
は

広
く
使

わ
れ

て
い

る
も

の
の

、
メ

モ
記

載
や

同
一

パ
ス

ワ
ー

ド
の

複
数

シ
ス

テ
ム

で
の

使
い

回
し

や
パ

ス
ワ

ー
ド

厳
格

運
用

時
の

失
念

対
応

コ
ス

ト
の

増
加

な
ど

に
見

ら
れ

る
よ

う
に

人
は

無
機

質
で

長
い

文
字

列
を

数
多

く
覚

え
る

こ
と

は
困

難
で

す
。

即
ち

人
間

中
心

の
本

人
認

証
シ

ス
テ

ム
に

な
っ

て
い

な
い

こ
と

に
起

因
す

る
と

思
わ

れ
ま

す
。

そ
こ

で
、

い
つ

で
も

ど
こ

で
も

老
若

の
誰

で
も

が
ス

ト
レ

ス
な

く
使

え
る

パ
ス

ワ
ー

ド
シ

ス
テ

ム
の

開
発

に
本

腰
を

入
れ

て
取

り
組

み
、

当
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

に
採

り
上

げ
る

こ
と

は
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
の

基
礎

的
与

件
と

も
い

え
る

本
人

認
証

の
確

実
性

が
増

す
事

を
意

味
し

、
国

際
貢

献
に

も
寄

与
す

る
か

と
考

え
る

次
第

で
す

。

1
0
0

株
式

会
社

日
立

製
作

所
４

（
２

）
①

今
後

取
り

組
む

べ
き

研
究

開
発

課
題

・
今

後
取

り
組

む
べ

き
研

究
開

発
課

題
と

し
て

「
グ

リ
ー

ン
イ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

」
及

び
「
ラ

イ
フ

・
イ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

」
は

重
要

な
課

題
だ

と
認

識
し

、
検

討
さ

れ
る

こ
と

に
賛

同
致

し
ま

す
が

、
下

記
の

項
目

を
（
例

）
に

加
え

ら
れ

る
こ

と
を

提
案

致
し

ま
す

。
●

継
続

的
な

通
信

速
度

の
向

上
や

敷
設

済
み

の
通

信
イ

ン
フ

ラ
の

利
用

率
向

上
の

た
め

の
技

術
低

コ
ス

ト
か

つ
高

耐
力

光
多

値
伝

送
向

け
信

号
処

理
技

術
等

の
研

究
開

発
に

つ
い

て
の

検
討

を
提

案
致

し
ま

す
。

●
ゼ

ロ
デ

イ
攻

撃
対

策
技

術
IC

T
利

活
用

の
負

の
側

面
と

し
て

、
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策
が

十
分

に
実

施
さ

れ
て

い
な

い
機

器
を

対
象

と
す

る
攻

撃
に

よ
っ

て
社

会
全

体
に

深
刻

な
事

故
を

発
生

さ
せ

る
可

能
性

が
あ

る
。

こ
う

し
た

機
器

で
は

、
未

知
の

脆
弱

性
や

、
対

策
が

公
開

さ
れ

て
い

な
い

脆
弱

性
を

対
象

と
す

る
攻

撃
が

多
く
な

る
こ

と
が

想
定

さ
れ

る
た

め
、

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

と
し

て
ゼ

ロ
デ

イ
攻

撃
（
対

策
が

公
開

さ
れ

て
い

な
い

脆
弱

性
に

対
す

る
攻

撃
）
を

防
御

す
る

た
め

の
技

術
開

発
が

必
要

で
あ

る
と

考
え

る
。

●
情

報
の

不
正

流
通

対
策

技
術

い
っ

た
ん

組
織

外
に

出
た

デ
ー

タ
に

対
す

る
被

害
拡

散
防

止
に

つ
い

て
の

検
討

を
提

案
致

し
ま

す
。

【
長

文
の

た
め

、
意

見
の

一
部

を
掲

載
】

1
0
1

富
士

通
株

式
会

社
４

（
２

）
①

今
後

取
り

組
む

べ
き

研
究

開
発

課
題

　
デ

ジ
タ

ル
機

器
の

機
能

向
上

と
、

国
民

の
安

全
を

守
る

と
い

う
観

点
か

ら
、

今
後

の
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
に

関
す

る
研

究
課

題
と

し
て

、
以

下
の

２
つ

の
課

題
を

盛
り

込
む

べ
き

と
考

え
ま

す
。

【
研

究
開

発
課

題
１

】
　

多
種

多
様

な
端

末
や

通
信

事
業

者
（
キ

ャ
リ

ア
）
に

依
存

し
な

い
、

統
一

的
な

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

対
策

を
実

現
す

る
技

術
の

研
究

開
発

〔
 課

題
に

取
組

む
必

要
性

 〕
　

・
個

人
で

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
に

ア
ク

セ
ス

す
る

手
段

が
多

様
化

し
、

様
々

な
端

末
で

様
々

な
キ

ャ
リ

ア
（
公

衆
無

線
回

線
な

ど
）
が

使
用

で
き

る
。

　
・
そ

の
一

方
で

、
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策
は

、
端

末
毎

あ
る

い
は

キ
ャ

リ
ア

毎
に

個
別

に
提

供
さ

れ
て

い
る

。
　

・
す

な
わ

ち
、

安
全

に
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

を
利

用
す

る
に

は
、

国
民

自
身

が
、

端
末

・
キ

ャ
リ

ア
そ

れ
ぞ

れ
の

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

対
策

の
違

い
を

意
識

し
適

切
な

対
応

を
し

な
け

れ
ば

な
ら

ず
、

組
み

合
わ

せ
も

多
様

化
し

て
い

る
。

〔
 な

ぜ
民

間
で

な
く
、

国
で

の
施

策
な

の
か

 〕
　

・
特

定
の

キ
ャ

リ
ア

に
限

定
さ

れ
る

も
の

で
な

く
、

複
数

の
端

末
ベ

ン
ダ

と
キ

ャ
リ

ア
に

ま
た

が
る

課
題

で
あ

る
．

　
・
ＩＣ

Ｔ
分

野
共

通
の

課
題

で
あ

る
安

心
・
安

全
な

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
ア

ク
セ

ス
環

境
の

実
現

に
む

け
て

、
国

な
ど

の
中

立
的

な
第

三
者

機
関

に
よ

る
推

進
が

求
め

ら
れ

る
。

〔
 本

研
究

成
果

の
国

民
へ

の
還

元
 〕

　
・
国

民
へ

の
安

心
・
安

全
な

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
ア

ク
セ

ス
環

境
が

実
現

で
き

、
「
ラ

イ
フ

・
イ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

」
に

寄
与

で
き

る
。

1
0
2

富
士

通
株

式
会

社
４

（
２

）
①

今
後

取
り

組
む

べ
き

研
究

開
発

課
題

【
研

究
開

発
課

題
２

】
　

情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

に
対

す
る

人
の

リ
ス

ク
認

知
に

関
す

る
調

査
研

究
〔
 課

題
に

取
組

む
必

要
性

 〕
　

・
個

人
レ

ベ
ル

で
は

，
適

切
な

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

対
策

が
行

わ
れ

ず
脆

弱
な

ま
ま

放
置

さ
れ

て
い

る
状

況
が

発
生

し
て

い
る

。
　

・
そ

の
理

由
と

し
て

、
　

・
 個

人
に

と
っ

て
は

，
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策
を

講
じ

る
コ

ス
ト

に
見

合
う

効
果

が
分

か
り

に
く
い

状
況

と
な

っ
て

い
る

。
　

・
  

一
人

ひ
と

り
の

情
報

収
集

能
力

や
認

知
判

断
力

に
は

違
い

が
あ

り
、

行
動

に
ば

ら
つ

き
が

多
く
生

じ
て

し
ま

う
。

　
・
す

な
わ

ち
、

各
個

人
に

と
っ

て
は

，
「
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策
を

し
な

い
こ

と
」
（
＝

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

対
策

の
不

作
為

）
が

合
理

的
な

対
応

と
認

識
さ

れ
て

い
る

部
分

が
あ

る
が

、
社

会
に

と
っ

て
は

必
ず

し
も

好
ま

し
い

と
は

限
ら

な
い

。
例

え
ば

、
攻

撃
の

踏
み

台
と

し
て

利
用

さ
れ

、
社

会
基

盤
に

大
き

な
影

響
が

出
る

お
そ

れ
が

あ
る

。
（
e
g.

 韓
国

D
D

o
S
被

害
）

　
・
こ

の
よ

う
な

、
個

人
と

社
会

と
で

利
害

背
反

な
状

況
を

解
消

す
る

た
め

、
人

々
の

心
理

ま
で

ア
プ

ロ
ー

チ
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

て
い

る
。

〔
 な

ぜ
民

間
で

な
く
、

国
で

の
施

策
な

の
か

 〕
　

・
人

々
の

多
様

性
を

鑑
み

な
が

ら
も

、
社

会
全

体
と

し
て

の
効

果
を

最
大

化
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

　
・
個

人
や

個
別

企
業

が
単

独
で

は
解

決
で

き
な

い
複

合
的

な
問

題
で

あ
り

、
ア

ン
ケ

ー
ト

や
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
、

実
証

実
験

な
ど

に
よ

り
、

検
証

さ
れ

る
こ

と
が

重
要

。
〔
 本

研
究

成
果

の
国

民
へ

の
還

元
 〕

　
・
リ

ス
ク

に
対

す
る

個
人

の
感

じ
方

と
そ

の
対

処
の

仕
方

に
つ

い
て

明
ら

か
に

す
る

こ
と

で
、

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

リ
ス

ク
に

対
す

る
認

知
の

向
上

が
図

れ
る

。
　

・
自

分
か

ら
進

ん
で

取
組

み
た

い
と

判
断

す
る

利
得

（
イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

）
が

明
ら

か
に

さ
れ

る
こ

と
で

、
組

織
内

シ
ス

テ
ム

に
お

け
る

半
ば

強
制

的
な

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

対
策

と
は

異
な

る
、

国
民

向
け

の
自

発
的

な
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策
の

推
奨

が
可

能
と

な
る

。
　

・
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
に

対
す

る
リ

ス
ク

認
知

に
お

け
る

社
会

と
個

人
と

の
ギ

ャ
ッ

プ
が

明
ら

か
に

な
る

と
共

に
、

こ
れ

ら
の

ギ
ャ

ッ
プ

を
解

消
す

る
こ

と
で

、
国

民
が

安
心

安
全

と
感

じ
ら

れ
る

社
会

基
盤

シ
ス

テ
ム

の
提

供
が

可
能

と
な

る
。

2
1



意
見

番
号

意
見

提
出

者
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

項
目

提
出

意
見

（
長

文
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

そ
の

一
部

）

1
0
3

早
稲

田
大

学
 研

究
戦

略
セ

ン
タ

ー
４

（
２

）
①

今
後

取
り

組
む

べ
き

研
究

開
発

課
題

オ
ー

ル
光

通
信

を
支

え
る

IC
T
デ

バ
イ

ス
2
0
2
0
年

頃
を

想
定

し
た

新
世

代
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
や

フ
ォ

ト
ニ

ッ
ク

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

（
オ

ー
ル

光
通

信
）
の

構
築

は
、

爆
発

的
に

増
大

す
る

情
報

の
や

り
と

り
を

ス
ム

ー
ズ

に
す

る
と

と
も

に
、

電
力

利
用

効
率

を
大

幅
に

向
上

さ
せ

た
超

高
速

・
大

容
量

通
信

網
の

実
現

が
目

標
と

さ
れ

て
い

ま
す

。
こ

こ
に

お
け

る
光

ス
イ

ッ
チ

ン
グ

、
光

ラ
ベ

リ
ン

グ
、

光
多

重
・
分

離
等

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

上
の

光
信

号
処

理
を

行
う

た
め

に
は

、
光

技
術

の
み

な
ら

ず
、

そ
れ

を
駆

動
す

る
た

め
の

同
等

の
高

速
性

能
を

具
備

す
る

「
電

子
デ

バ
イ

ス
」
が

必
須

で
あ

る
こ

と
は

明
ら

か
で

す
。

更
な

る
電

力
利

用
効

率
お

よ
び

信
号

処
理

能
力

の
向

上
に

必
要

な
要

素
技

術
を

詳
細

検
討

し
、

オ
ー

ル
光

通
信

の
構

築
に

不
可

欠
な

高
速

動
作

す
る

IC
T
デ

バ
イ

ス
（
電

気
信

号
を

増
幅

・
処

理
す

る
デ

バ
イ

ス
、

光
と

電
気

を
互

い
に

変
換

す
る

デ
バ

イ
ス

な
ど

）
に

つ
い

て
重

点
的

な
取

り
組

み
が

必
要

で
あ

る
と

考
え

ま
す

。

1
0
4

早
稲

田
大

学
 研

究
戦

略
セ

ン
タ

ー
４

（
２

）
①

今
後

取
り

組
む

べ
き

研
究

開
発

課
題

IC
T
技

術
の

利
活

用
の

中
で

、
①

知
識

の
共

有
、

②
時

空
間

節
約

の
解

放
、

の
二

つ
が

重
要

な
キ

ー
ワ

ー
ド

に
な

る
と

考
え

ま
す

。
特

に
、

我
が

国
が

直
面

す
る

少
子

高
齢

化
社

会
に

お
い

て
こ

れ
ら

二
つ

の
有

効
性

・
利

便
性

を
如

何
に

広
く
国

民
に

理
解

、
そ

し
て

活
用

し
て

も
ら

い
、

人
中

心
の

知
識

情
報

社
会

と
し

て
構

築
す

る
か

、
こ

れ
が

本
政

策
部

会
で

議
論

さ
れ

て
い

る
内

容
と

考
え

ま
す

。
知

識
情

報
社

会
の

実
現

に
よ

り
、

身
近

な
と

こ
ろ

で
は

移
動

困
難

な
高

齢
者

の
さ

ま
ざ

ま
な

知
識

獲
得

の
助

け
に

な
る

ほ
か

、
在

宅
勤

務
な

ど
の

拡
大

に
よ

る
移

動
エ

ネ
ル

ギ
ー

・
コ

ス
ト

削
減

、
そ

れ
に

伴
う

子
育

て
・
介

護
等

の
時

間
の

有
効

利
用

な
ど

多
く
の

メ
リ

ッ
ト

が
期

待
さ

れ
ま

す
。

も
ち

ろ
ん

知
識

共
有

に
よ

る
幅

広
い

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

ー
の

形
成

と
拡

大
に

よ
り

、
よ

り
密

接
な

人
と

人
と

の
つ

な
が

り
が

構
築

で
き

、
よ

り
人

間
性

溢
れ

る
豊

か
な

生
活

を
実

現
で

き
る

も
の

と
期

待
さ

れ
ま

す
。

し
か

し
な

が
ら

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

や
ク

ラ
ウ

ド
コ

ン
ピ

ュ
ー

テ
ィ

ン
グ

が
広

く
利

用
さ

れ
つ

つ
あ

る
現

在
で

も
、

現
実

に
は

満
員

電
車

に
ゆ

ら
れ

な
が

ら
の

長
時

間
の

会
社

通
勤

や
、

ご
く
限

ら
れ

た
人

た
ち

に
よ

る
偏

っ
た

知
識

共
有

と
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
ー

形
成

な
ど

、
IC

T
技

術
の

メ
リ

ッ
ト

が
広

く
国

民
に

浸
透

し
て

い
な

い
と

危
惧

さ
れ

ま
す

。
こ

れ
は

、
社

会
生

活
に

お
け

る
現

実
空

間
と

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

等
の

知
識

情
報

空
間

の
間

に
、

未
だ

に
「
壁

」
が

存
在

し
て

い
る

こ
と

を
意

味
し

て
い

ま
す

。
こ

の
壁

を
取

り
払

い
、

双
方

の
空

間
を

誰
も

が
シ

ー
ム

レ
ス

に
、

そ
し

て
シ

ン
プ

ル
に

行
き

来
で

き
る

こ
と

が
、

人
中

心
の

知
識

情
報

社
会

の
構

築
と

さ
ら

な
る

発
展

に
つ

な
が

る
と

考
え

ま
す

。
こ

れ
を

実
現

す
る

た
め

、
重

要
な

技
術

政
策

課
題

の
一

つ
と

し
て

現
実

空
間

と
知

識
情

報
空

間
を

行
き

来
す

る
情

報
の

大
容

量
化

、
シ

ー
ム

レ
ス

化
を

実
現

す
る

こ
と

が
挙

げ
ら

れ
ま

す
。

こ
れ

に
よ

り
現

実
空

間
と

知
識

情
報

空
間

の
間

に
存

在
す

る
壁

を
無

く
す

こ
と

が
可

能
に

な
る

と
考

え
ら

れ
ま

す
。

こ
れ

は
あ

る
意

味
で

は
拡

張
現

実
感

に
近

い
イ

メ
ー

ジ
に

な
り

ま
す

。
こ

の
シ

ー
ム

レ
ス

な
大

容
量

情
報

通
信

を
支

え
る

IC
T
技

術
が

、
次

の
日

本
が

目
指

す
べ

き
技

術
政

策
課

題
で

あ
る

と
考

え
ま

す
。

具
体

的
に

は
電

波
、

光
な

ど
の

高
い

周
波

数
領

域
で

の
ハ

ー
ド

ウ
ェ

ア
技

術
（
光

・
電

子
デ

バ
イ

ス
）
の

高
度

化
と

そ
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

応
用

が
基

盤
技

術
と

し
て

最
重

要
に

な
る

と
考

え
ら

れ
ま

す
。

も
ち

ろ
ん

こ
れ

ら
高

度
な

ハ
ー

ド
ウ

ェ
ア

技
術

を
基

盤
と

し
て

、
利

用
者

本
位

の
ユ

ー
ザ

ー
イ

ン
タ

ー
フ

ェ
ー

ス
や

柔
軟

で
安

心
な

大
容

量
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
構

築
な

ど
の

社
会

イ
ン

フ
ラ

整
備

、
さ

ら
に

は
国

民
に

実
際

に
利

活
用

し
て

も
ら

え
る

よ
う

な
環

境
整

備
も

国
策

と
し

て
必

要
に

な
る

と
思

い
ま

す
。

新
し

い
ハ

ー
ド

ウ
ェ

ア
技

術
な

ど
最

先
端

技
術

分
野

の
実

社
会

へ
の

展
開

や
国

際
産

業
競

争
力

強
化

の
た

め
に

は
産

官
学

連
携

が
必

須
と

考
え

ま
す

。
中

で
も

、
「
官

」
の

役
割

は
重

要
で

あ
る

と
考

え
ま

す
。

「
官

」
が

牽
引

力
と

な
り

、
新

分
野

へ
の

知
見

を
有

す
る

「
学

」
と

産
業

化
を

め
ざ

す
「
産

」
を

束
ね

て
い

く
こ

と
で

、
新

し
い

IC
T
政

策
へ

の
道

筋
は

形
成

さ
れ

る
も

の
と

考
え

ま
す

。
以

下
に

重
点

化
す

べ
き

と
考

え
る

項
目

を
列

挙
致

し
ま

す
。

1
0
5

早
稲

田
大

学
 研

究
戦

略
セ

ン
タ

ー
４

（
２

）
①

今
後

取
り

組
む

べ
き

研
究

開
発

課
題

新
た

な
電

波
資

源
の

開
拓

近
年

、
携

帯
電

話
や

ス
マ

ー
ト

フ
ォ

ン
の

普
及

、
更

に
は

高
速

ブ
ロ

ー
ド

バ
ン

ド
の

普
及

に
よ

り
、

誰
で

も
大

容
量

の
デ

ー
タ

を
高

速
で

や
り

と
り

す
る

こ
と

が
可

能
な

時
代

に
な

り
つ

つ
あ

り
ま

す
。

こ
れ

に
対

応
す

べ
く
6
0
 G

H
z帯

で
も

高
速

無
線

伝
送

シ
ス

テ
ム

の
開

発
が

急
激

に
進

め
ら

れ
て

い
ま

す
が

、
将

来
、

更
な

る
大

容
量

な
情

報
を

シ
ー

ム
レ

ス
に

（
意

識
す

る
間

も
な

い
ぐ

ら
い

）
や

り
と

り
す

る
時

代
が

到
来

す
る

こ
と

は
間

違
い

な
い

で
し

ょ
う

。
1
0
0
 G

H
z以

上
の

周
波

数
帯

域
は

こ
れ

ま
で

通
信

利
用

が
技

術
的

に
困

難
と

さ
れ

て
い

た
た

め
、

通
信

用
に

割
り

当
て

ら
れ

て
い

る
帯

域
が

必
ず

し
も

十
分

で
あ

る
と

言
え

な
い

状
況

が
近

づ
き

つ
つ

あ
り

ま
す

。
技

術
開

発
を

さ
ら

に
進

め
る

と
と

も
に

、
電

波
の

周
波

数
利

用
の

あ
り

方
に

つ
い

て
も

、
さ

ら
な

る
議

論
を

深
め

、
日

本
が

世
界

を
リ

ー
ド

す
れ

ば
、

新
た

な
産

業
創

出
に

つ
な

げ
ら

れ
る

こ
と

が
出

来
る

の
で

は
と

思
い

ま
す

。
現

在
、

1
2
0
 G

H
z帯

や
テ

ラ
ヘ

ル
ツ

帯
で

の
無

線
通

信
に

向
け

た
研

究
開

発
が

進
め

て
お

ら
れ

ま
す

が
、

現
状

の
高

周
波

デ
バ

イ
ス

を
そ

の
ま

ま
利

用
す

る
と

、
小

型
・
軽

量
な

無
線

通
信

装
置

の
実

現
は

困
難

で
す

。
無

線
シ

ス
テ

ム
の

利
用

イ
メ

ー
ジ

、
シ

ス
テ

ム
構

成
に

と
っ

て
端

末
の

サ
イ

ズ
と

い
う

の
は

極
め

て
重

要
な

要
素

で
、

単
に

小
型

化
さ

れ
た

と
い

う
こ

と
で

は
な

く
、

通
信

シ
ス

テ
ム

の
あ

り
方

そ
の

も
の

に
大

き
く

影
響

を
与

え
る

技
術

分
野

で
あ

る
と

い
え

ま
す

。
こ

の
よ

う
な

観
点

か
ら

、
こ

れ
ま

で
の

新
規

電
波

資
源

（
ミ

リ
波

帯
～

T
H

z帯
）
開

拓
へ

の
取

り
組

み
に

加
え

て
、

IC
T
研

究
の

重
要

な
一

分
野

と
し

て
1
0
0
 G

H
z帯

近
傍

や
1
0
0
 G

H
z～

サ
ブ

ミ
リ

波
帯

に
対

応
し

た
無

線
通

信
装

置
内

部
の

全
て

の
部

品
を

含
む

小
型

・
軽

量
化

に
関

す
る

基
礎

的
研

究
か

ら
応

用
的

研
究

を
幅

広
く
推

し
進

め
て

い
く
必

要
が

あ
る

と
考

え
ま

す
。

1
0
6

個
人

４
（
２

）
①

今
後

取
り

組
む

べ
き

研
究

開
発

課
題

提
案

項
目

名
：
「
ミ

リ
波

を
用

い
た

ス
ー

パ
ー

ネ
ッ

ト
の

研
究

開
発

」
内

容
・
理

由
　

今
後

取
り

組
む

べ
き

研
究

開
発

課
題

と
い

た
し

ま
し

て
、

無
線

ア
ク

セ
ス

や
W

iF
iで

利
用

さ
れ

て
い

る
無

線
通

信
技

術
を

大
幅

に
高

度
化

し
、

近
距

離
の

超
高

速
ア

ク
セ

ス
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
や

宅
内

に
お

け
る

Ｔ
Ｖ

、
ビ

デ
オ

レ
コ

ー
ダ

、
パ

ソ
コ

ン
、

携
帯

端
末

等
の

機
器

間
を

超
高

速
で

結
ぶ

ホ
ー

ム
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
な

ど
を

実
現

す
る

た
め

、
要

素
技

術
の

進
展

が
著

し
い

ミ
リ

波
を

用
い

た
ス

ー
パ

ー
ネ

ッ
ト

に
関

す
る

実
用

的
な

技
術

を
早

急
に

立
ち

上
げ

る
こ

と
を

提
案

い
た

し
ま

す
。

　
国

民
が

「
IC

T
で

生
活

や
社

会
が

良
く
な

っ
た

」
と

実
感

す
る

た
め

に
は

、
個

々
人

の
身

近
な

と
こ

ろ
で

の
通

信
手

段
を

格
段

に
進

歩
さ

せ
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

IC
T
は

こ
こ

ま
で

や
っ

て
く
れ

る
の

か
、

と
い

う
高

度
な

機
能

と
利

便
性

を
実

現
す

る
た

め
に

は
無

線
で

あ
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

現
在

用
い

ら
れ

て
い

る
無

線
通

信
は

周
波

数
帯

域
、

通
信

ス
ピ

ー
ド

、
混

雑
度

等
で

大
き

な
壁

に
当

た
っ

て
い

ま
す

。
今

後
の

知
識

情
報

社
会

で
は

取
り

扱
わ

れ
る

デ
ー

タ
量

が
膨

大
に

な
り

、
か

つ
そ

の
大

量
の

デ
ー

タ
の

や
り

取
り

が
個

々
人

の
身

近
な

と
こ

ろ
で

な
さ

れ
る

こ
と

に
な

り
ま

す
。

そ
の

た
め

に
は

、
ミ

リ
波

を
用

い
て

近
距

離
の

超
高

速
通

信
や

大
量

の
デ

ー
タ

を
扱

う
身

近
な

機
器

の
間

を
ス

ム
ー

ズ
に

つ
な

ぐ
ス

ー
パ

ー
ネ

ッ
ト

の
世

界
を

実
現

す
る

必
要

あ
り

ま
す

。
こ

の
ス

ー
パ

ー
ネ

ッ
ト

を
実

現
す

る
た

め
の

手
段

と
し

て
ミ

リ
波

が
最

も
有

望
で

あ
り

そ
の

要
素

技
術

は
格

段
の

進
歩

を
見

せ
て

い
ま

す
が

、
実

用
的

な
レ

ベ
ル

に
持

っ
て

い
く
た

め
に

は
リ

ス
ク

の
大

き
い

多
く
の

課
題

が
あ

り
、

研
究

開
発

を
一

段
と

加
速

さ
せ

る
こ

と
が

不
可

欠
で

す
。

　
ま

た
、

元
々

、
こ

の
分

野
で

は
日

本
は

先
進

的
な

研
究

開
発

を
し

て
き

て
お

り
ま

す
が

、
昨

今
、

実
用

性
が

高
ま

っ
て

き
て

い
る

こ
と

を
背

景
に

世
界

的
な

競
争

が
激

し
く
な

っ
て

き
て

い
ま

す
。

今
こ

そ
、

産
官

学
の

総
力

を
挙

げ
て

、
実

現
に

取
り

組
む

べ
き

喫
緊

の
研

究
開

発
課

題
で

あ
る

と
確

信
し

ま
す

。

1
0
7

個
人

４
（
２

）
①

今
後

取
り

組
む

べ
き

研
究

開
発

課
題

ア
ジ

ェ
ン

ダ
の

項
目

は
，

平
常

時
に

お
け

る
ＩＣ

Ｔ
の

利
用

面
で

の
イ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

に
や

や
偏

向
し

て
い

る
か

も
し

れ
な

い
．

現
在

，
様

々
な

シ
ス

テ
ム

が
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
化

し
て

お
り

，
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
は

電
力

，
ガ

ス
，

上
下

水
道

，
交

通
，

物
流

シ
ス

テ
ム

と
並

ぶ
社

会
の

イ
ン

フ
ラ

と
な

り
つ

つ
あ

る
．

し
か

し
，

今
回

の
東

北
関

東
大

震
災

で
は

，
通

信
シ

ス
テ

ム
が

最
大

被
災

地
の

東
北

以
外

の
関

東
な

ど
で

も
マ

ヒ
し

て
し

ま
い

，
災

害
に

対
し

て
脆

弱
で

あ
る

こ
と

を
露

呈
し

て
し

ま
っ

て
い

る
．

地
震

国
家

日
本

が
世

界
に

問
う

災
害

に
耐

性
の

あ
る

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

技
術

を
示

す
こ

と
に

失
敗

し
て

し
ま

っ
た

．
た

だ
し

，
こ

の
課

題
は

先
進

国
で

は
日

本
が

一
番

切
実

で
あ

る
た

め
，

他
の

国
任

せ
に

し
て

よ
い

解
が

出
る

と
も

思
え

な
い

．
し

た
が

っ
て

，
日

本
の

通
信

市
場

に
お

け
る

中
心

的
課

題
と

し
て

研
究

開
発

を
進

め
る

必
要

が
あ

る
．

そ
の

意
味

で
は

，
研

究
開

発
戦

略
の

補
足

強
化

が
重

要
と

考
え

る
．

2
2



意
見

番
号

意
見

提
出

者
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

項
目

提
出

意
見

（
長

文
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

そ
の

一
部

）

1
0
8

個
人

４
（
２

）
①

今
後

取
り

組
む

べ
き

研
究

開
発

課
題

　
「
グ

リ
ー

ン
イ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

」
及

び
「
ラ

イ
フ

・
イ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

」
と

も
間

接
的

に
は

関
係

す
る

か
も

し
れ

な
い

が
，

我
が

国
が

直
面

す
る

重
要

課
題

と
し

て
は

，
フ

ォ
ー

ル
ト

ト
レ

ラ
ン

ト
型

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
シ

ス
テ

ム
が

欠
か

せ
な

い
．

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
の

次
の

新
し

い
世

代
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
，

国
民

の
誰

も
が

安
心

し
て

使
用

で
き

る
将

来
の

社
会

基
盤

と
し

て
実

現
す

る
た

め
に

ど
の

よ
う

な
要

素
技

術
を

開
発

し
た

ら
い

い
の

か
，

こ
れ

ま
で

い
ろ

い
ろ

検
討

さ
れ

て
き

た
が

，
ど

ち
ら

か
と

い
う

と
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
等

の
平

常
時

の
「
安

心
」
が

主
要

課
題

だ
っ

た
．

し
か

し
，

こ
の

た
び

の
災

害
を

考
え

る
と

，
災

害
時

に
強

い
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

方
が

安
心

・
安

全
な

社
会

生
活

を
送

る
上

で
は

欠
か

せ
な

い
．

そ
の

た
め

に
は

災
害

現
場

で
生

き
残

っ
た

要
件

が
全

く
異

な
る

複
数

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

つ
な

ぎ
合

わ
せ

，
広

域
の

安
否

確
認

サ
ー

ビ
ス

と
し

て
ス

ム
ー

ズ
に

シ
ス

テ
ム

を
実

現
で

き
る

よ
う

な
技

術
を

確
立

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
．

　
ま

た
，

様
々

な
タ

ス
ク

グ
ル

ー
プ

で
考

え
て

欲
し

い
の

は
，

コ
ン

テ
ン

ツ
は

平
常

時
は

リ
ッ

チ
コ

ン
テ

ン
ツ

が
安

く
（
タ

ダ
で

）
手

に
入

れ
ば

い
い

と
ユ

ー
ザ

は
指

向
し

が
ち

で
あ

り
，

B
e
st

 E
ff
o
rt

で
も

許
容

さ
れ

や
す

い
が

，
災

害
時

は
安

否
情

報
を

確
実

に
届

け
る

こ
と

を
要

求
さ

れ
る

．
「
生

き
て

い
る

ど
う

か
」
と

い
う

数
十

文
字

の
情

報
を

確
実

に
届

け
ら

れ
る

こ
と

が
最

優
先

で
あ

る
．

評
価

尺
度

の
全

く
異

な
る

こ
の

課
題

に
は

今
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

は
全

く
応

え
ら

れ
て

い
な

い
こ

と
が

こ
の

た
び

の
災

害
で

不
幸

に
も

露
呈

し
て

し
ま

っ
た

．
　

検
討

す
べ

き
は

以
下

と
考

え
ら

れ
る

．
　

１
．

携
帯

電
話

網
に

お
い

て
，

通
信

イ
ン

フ
ラ

は
無

事
だ

が
，

想
定

さ
れ

る
猛

烈
な

ト
ラ

ヒ
ッ

ク
増

に
も

耐
え

ら
れ

る
よ

う
に

す
る

に
は

ど
う

す
れ

ば
い

い
か

？
　

２
．

携
帯

電
話

網
等

の
イ

ン
フ

ラ
が

崩
壊

し
た

災
害

現
場

に
お

い
て

，
迅

速
に

最
小

限
の

通
信

サ
ー

ビ
ス

を
開

始
す

る
に

は
ど

う
す

る
の

か
？

（
衛

星
通

信
は

ビ
ジ

ネ
ス

的
に

は
厳

し
い

の
で

国
家

事
業

と
し

て
常

時
サ

ー
ビ

ス
す

る
覚

悟
が

要
る

）

こ
こ

か
ら

は
，

個
人

的
な

体
験

談
で

す
．

地
震

後
は

専
攻

長
と

い
う

立
場

も
あ

り
，

東
大

本
郷

に
留

め
置

か
れ

ま
し

た
が

，
9
5
%
の

発
呼

規
制

下
に

も
か

か
わ

ら
ず

au
の

C
メ

ー
ル

(S
M

S
)は

快
調

に
通

信
で

き
ま

し
た

．
い

つ
も

こ
の

よ
う

に
動

く
の

な
ら

ば
，

安
否

確
認

に
は

最
適

で
す

．
実

際
，

電
話

を
ブ

ロ
ッ

ク
す

る
に

も
シ

グ
ナ

リ
ン

グ
が

要
る

わ
け

で
，

シ
グ

ナ
リ

ン
グ

の
中

に
メ

ッ
セ

ー
ジ

を
埋

め
込

ん
で

い
る

S
M

S
は

上
手

に
運

用
す

る
と

１
の

課
題

の
解

に
な

る
可

能
性

が
あ

る
．

そ
こ

で
，

タ
ス

ク
グ

ル
ー

プ
に

は
，

今
回

の
災

害
時

に
東

京
都

下
と

か
関

東
圏

内
で

の
S
M

S
通

信
が

ど
の

程
度

使
え

た
の

か
調

べ
て

も
ら

い
た

い
．

も
し

使
え

な
か

っ
た

場
合

は
，

そ
の

技
術

的
理

由
も

明
ら

か
に

し
，

次
世

代
を

考
え

る
際

の
情

報
源

と
し

て
活

か
す

べ
き

と
考

え
ま

す
．

１
万

人
以

上
の

命
の

代
償

が
あ

っ
た

わ
け

で
，

そ
の

よ
う

な
災

禍
を

で
き

る
だ

け
避

け
ら

れ
る

よ
う

な
技

術
の

イ
ノ

ベ
ー

シ
ョ

ン
を

考
え

て
い

っ
て

欲
し

い
．

1
0
9

個
人

４
（
２

）
①

今
後

取
り

組
む

べ
き

研
究

開
発

課
題

（
３

）
の

②
ＩＣ

Ｔ
利

活
用

の
変

化
と

そ
の

影
響

に
つ

い
て

現
場

か
ら

の
声

を
届

け
さ

せ
て

頂
き

ま
す

．
近

年
，

ネ
ッ

ト
を

は
じ

め
，

医
療

，
特

許
，

各
分

野
で

情
報

が
氾

濫
し

て
い

ま
す

．
そ

の
一

方
で

，
こ

れ
に

効
率

よ
く
ア

ク
セ

ス
す

る
手

段
が

乏
し

く
，

情
報

過
多

と
な

っ
た

デ
ー

タ
は

活
き

た
デ

ー
タ

と
な

る
ど

こ
ろ

か
，

生
活

や
業

務
の

障
害

と
な

る
こ

と
さ

え
あ

り
ま

す
．

ま
た

，
こ

の
度

の
震

災
で

明
ら

か
に

な
っ

た
点

は
，

T
w

it
te

rな
ど

の
ソ

ー
シ

ャ
ル

メ
デ

ィ
ア

や
電

子
掲

示
板

，
携

帯
電

話
サ

ー
ビ

ス
な

ど
様

々
な

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

サ
ー

ビ
ス

を
複

合
的

に
利

用
可

能
と

す
る

技
術

が
必

要
だ

と
い

う
こ

と
で

あ
り

，
そ

の
た

め
の

基
盤

と
な

る
情

報
通

信
技

術
の

研
究

開
発

を
こ

れ
か

ら
も

大
い

に
推

進
し

て
実

施
す

べ
き

だ
と

思
い

ま
す

．

1
1
0

個
人

４
（
２

）
①

今
後

取
り

組
む

べ
き

研
究

開
発

課
題

提
案

項
目

名
：
「
ミ

リ
波

を
用

い
た

ア
ク

セ
ス

ク
ラ

ウ
ド

の
研

究
開

発
」

内
容

・
理

由
　

近
年

、
タ

ブ
レ

ッ
ト

P
C

、
ス

マ
‐
ト

フ
ォ

ン
と

呼
ば

れ
る

多
機

能
携

帯
端

末
や

高
機

能
携

帯
電

話
が

爆
発

的
に

普
及

し
つ

つ
あ

る
。

超
高

速
の

C
P

U
を

持
た

ず
ハ

‐
ド

を
軽

く
し

て
持

ち
運

び
を

容
易

に
し

、
イ

ン
タ

‐
ネ

ッ
ト

へ
の

無
線

接
続

機
能

を
有

し
、

ま
た

低
消

費
電

力
で

バ
ッ

テ
リ

‐
に

よ
る

長
時

間
運

転
が

可
能

、
と

い
っ

た
特

徴
を

持
つ

。
ユ

‐
ザ

‐
は

、
情

報
を

利
用

す
る

都
度

、
端

末
を

ネ
ッ

ト
ワ

‐
ク

に
接

続
し

、
そ

の
先

に
用

意
さ

れ
た

多
彩

な
ア

プ
リ

ケ
‐
シ

ョ
ン

を
、

高
い

セ
キ

ュ
リ

テ
イ

の
元

で
活

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

必
要

な
と

き
情

報
を

端
末

に
ダ

ウ
ン

ロ
‐
ド

し
、

必
要

な
と

き
ネ

ッ
ト

ワ
‐
ク

の
先

の
コ

ン
ピ

ュ
‐
タ

に
計

算
さ

せ
、

必
要

な
と

き
デ

‐
タ

‐
を

ア
ッ

プ
ロ

‐
ド

す
る

シ
ナ

リ
オ

で
は

、
端

末
の

C
P

U
の

負
担

低
減

と
は

対
照

的
に

端
末

の
通

信
機

能
の

重
要

性
が

飛
躍

的
に

高
ま

る
と

と
も

に
、

ア
ク

セ
ス

頻
度

、
伝

送
容

量
、

き
め

細
か

な
サ

‐
ビ

ス
エ

リ
ア

な
ど

、
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

負
荷

も
ま

す
ま

す
大

き
く
な

る
。

　
一

方
、

ユ
‐
ザ

が
ネ

ッ
ト

ワ
‐
ク

の
先

に
接

続
さ

れ
た

コ
ン

ピ
ュ

‐
タ

‐
を

直
接

意
識

す
る

こ
と

な
く
多

彩
な

情
報

サ
‐
ビ

ス
や

高
い

セ
キ

ュ
リ

テ
イ

を
各

自
の

端
末

で
享

受
で

き
る

形
態

は
ク

ラ
ウ

ド
コ

ン
ピ

ュ
‐
テ

ィ
ン

グ
と

呼
ば

れ
急

速
に

広
ま

り
つ

つ
あ

る
。

前
述

の
よ

う
な

多
機

能
携

帯
端

末
が

こ
の

ク
ラ

ウ
ド

コ
ン

ピ
ュ

‐
テ

ィ
ン

グ
サ

ー
ビ

ス
と

結
び

付
く
ビ

ジ
ネ

ス
は

、
今

ま
さ

に
IC

T
産

業
の

本
流

と
な

り
つ

つ
あ

る
「
あ

っ
と

い
う

間
」

の
ギ

ガ
ビ

ッ
ト

レ
ベ

ル
の

超
高

速
転

送
が

望
ま

し
い

。
そ

の
た

め
に

は
光

基
幹

通
信

路
の

み
な

ら
ず

、
支

線
や

ア
ク

セ
ス

、
そ

し
て

端
末

に
い

た
る

経
路

が
す

べ
て

超
高

速
と

な
る

こ
と

が
必

要
で

、
そ

う
な

っ
て

初
め

て
ユ

‐
ザ

は
ブ

ロ
ー

ド
バ

ン
ド

を
体

感
す

る
こ

と
に

な
る

。
無

線
ネ

ッ
ト

ワ
‐
ク

構
築

の
観

点
で

は
、

周
波

数
の

枯
渇

、
高

速
性

、
低

消
費

電
力

、
ユ

ー
ザ

過
密

度
な

ど
末

端
系

ほ
ど

困
難

な
課

題
が

山
積

し
て

お
り

、
ク

ラ
ウ

ド
ビ

ジ
ネ

ス
を

支
え

る
ネ

ッ
ト

ワ
‐
ク

議
論

か
ら

重
要

な
ボ

ト
ル

ネ
ッ

ク
が

抜
け

落
ち

て
い

る
感

が
あ

る
。

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

側
の

負
荷

軽
減

の
た

め
の

解
決

策
と

し
て

、
末

端
の

デ
バ

イ
ス

に
近

い
部

分
の

ク
ラ

ウ
ド

化
「
ア

ク
セ

ス
ク

ラ
ウ

ド
」
と

い
う

議
論

が
予

想
さ

れ
る

。
こ

の
ア

ク
セ

ス
ク

ラ
ウ

ド
を

支
え

る
物

理
ネ

ッ
ト

ワ
‐
ク

と
し

て
、

末
端

で
デ

バ
イ

ス
の

近
傍

に
存

在
す

る
超

高
速

無
線

ネ
ッ

ト
ワ

‐
ク

は
、

ク
ラ

ウ
ド

ビ
ジ

ネ
ス

を
支

え
る

要
素

と
し

て
益

々
重

要
性

が
認

識
さ

れ
て

ゆ
く
で

あ
ろ

う
。

提
案

す
る

研
究

開
発

課
題

は
、

前
述

の
周

波
数

の
枯

渇
、

高
速

性
、

低
消

費
電

力
、

ユ
ー

ザ
過

密
度

と
い

う
端

末
直

前
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

課
題

を
、

ミ
リ

波
が

固
有

の
特

徴
と

し
て

有
す

る
、

高
速

性
、

小
型

化
、

低
干

渉
性

（
鋭

い
指

向
性

と
短

距
離

伝
搬

）
、

高
速

性
（
広

帯
域

特
性

）
を

活
用

し
解

決
す

る
も

の
で

、
結

果
と

し
て

ア
ク

セ
ス

ク
ラ

ウ
ド

を
支

え
る

「
ミ

リ
波

ア
ク

セ
ス

フ
リ

ー
ウ

ェ
ー

」
の

実
現

を
目

指
す

も
の

で
あ

る
。

　
ユ

‐
ザ

は
、

コ
ン

テ
ン

ツ
提

供
者

に
高

機
能

携
帯

電
話

を
使

っ
て

必
要

と
す

る
情

報
の

ダ
ウ

ン
ロ

‐
ド

を
依

頼
す

る
。

例
え

ば
駅

の
改

札
口

、
エ

ス
カ

レ
‐
タ

‐
な

ど
を

利
用

し
た

と
き

に
、

ユ
‐
ザ

の
も

つ
高

機
能

携
帯

電
話

に
短

時
間

で
ダ

ウ
ン

ロ
‐
ド

さ
れ

る
。

ユ
‐
ザ

は
自

分
の

も
つ

端
末

を
意

識
す

る
の

み
で

、
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

先
の

情
報

機
器

は
も

ち
ろ

ん
、

端
末

直
前

の
ミ

リ
波

ネ
ッ

ト
ワ

‐
ク

も
意

識
し

な
い

。
し

た
が

っ
て

こ
の

よ
う

な
シ

ス
テ

ム
は

、
“
ワ

イ
ヤ

レ
ス

ク
ラ

ウ
ド

ネ
ッ

ト
ワ

‐
ク

”
と

呼
ぶ

の
が

相
応

し
い

。
本

研
究

開
発

の
目

的
は

、
こ

こ
数

年
で

必
須

と
な

る
ギ

ガ
ビ

ッ
ト

級
の

ワ
イ

ヤ
レ

ス
ク

ラ
ウ

ド
ネ

ッ
ト

ワ
‐
ク

構
築

の
た

め
の

要
素

技
術

を
開

発
す

る
こ

と
で

あ
り

、
年

率
7
0
 %

で
増

加
す

る
わ

が
国

の
無

線
デ

‐
タ

‐
通

信
量

の
増

大
に

対
応

し
た

イ
ン

フ
ラ

構
築

、
ク

ラ
ウ

ド
ビ

ジ
ネ

ス
の

た
め

に
は

必
須

の
技

術
で

あ
る

。
高

品
質

な
通

信
を

可
能

と
す

る
た

め
に

端
末

の
変

復
調

特
性

を
通

常
の

イ
ン

フ
ラ

通
信

機
器

が
持

つ
水

準
ま

で
改

善
さ

せ
る

。

2
3



意
見

番
号

意
見

提
出

者
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

項
目

提
出

意
見

（
長

文
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

そ
の

一
部

）

1
1
1

個
人

４
（
２

）
①

今
後

取
り

組
む

べ
き

研
究

開
発

課
題

提
案

項
目

名
：
「
電

波
・
ミ

リ
波

IC
T
技

術
を

用
い

た
局

地
豪

雨
 （

ゲ
リ

ラ
豪

雨
）
セ

ン
サ

ー
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

研
究

開
発

」
内

容
・
理

由
　

地
球

温
暖

化
と

の
関

連
も

指
摘

さ
れ

る
気

象
の

変
化

の
ひ

と
つ

に
、

日
本

で
も

熱
帯

地
方

に
固

有
と

思
わ

れ
て

い
た

局
所

豪
雨

(ゲ
リ

ラ
降

雨
)が

観
測

さ
れ

る
頻

度
が

急
増

し
て

い
る

。
こ

の
豪

雨
は

雨
域

直
径

が
１

ｋ
ｍ

程
度

と
極

端
に

強
く
観

測
、

予
測

が
極

め
て

難
し

い
が

、
大

き
さ

に
半

比
例

し
て

極
端

に
強

い
雨

で
あ

る
。

人
的

被
害

を
含

む
多

く
の

災
害

が
報

告
さ

れ
て

い
る

。
雲

高
も

低
く
ｋ
ｍ

オ
ー

ダ
ー

の
局

所
的

降
雨

を
、

1
0
km

～
5
0
km

も
の

巨
視

的
観

測
を

行
な

う
従

来
の

ア
メ

ダ
ス

や
気

象
レ

ー
ダ

ー
で

観
測

す
る

こ
と

は
容

易
で

は
な

い
。

こ
の

豪
雨

は
、

予
報

（
F
o
re

c
as

t）
で

は
な

く
通

知
（
N

o
w

c
as

t）
的

な
ア

ラ
ー

ム
シ

ス
テ

ム
で

検
知

す
る

こ
と

が
、

効
果

的
で

あ
る

。
　

一
方

、
ミ

リ
波

技
術

は
、

限
り

あ
る

無
線

周
波

数
を

拡
げ

る
ブ

レ
ー

ク
ス

ル
ー

と
し

て
研

究
が

加
速

さ
れ

て
き

て
い

る
。

S
ili

c
o
n
技

術
も

加
わ

り
経

済
効

果
も

加
わ

る
こ

と
で

、
今

後
取

り
組

む
べ

き
研

究
開

発
課

題
と

し
て

最
優

先
で

あ
る

。
こ

の
周

波
数

を
屋

外
無

線
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
と

し
て

利
用

す
る

際
の

困
難

な
課

題
が

「
降

雨
減

衰
」
で

あ
り

、
こ

れ
を

克
服

す
る

ア
イ

デ
ア

が
、

基
地

局
が

約
０

．
６

km
間

隔
で

稠
密

に
配

備
さ

れ
る

既
存

の
移

動
体

通
信

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
利

用
し

た
ミ

リ
波

屋
外

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

で
あ

る
。

ア
ク

セ
ス

系
の

通
信

路
を

無
線

で
し

か
も

太
く
す

る
こ

と
で

、
ユ

ー
ザ

か
ら

見
た

ス
ト

レ
ス

（
遅

延
や

時
間

時
間

）
の

な
い

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
実

現
し

、
社

会
全

体
と

し
て

の
ク

ラ
ウ

ド
シ

ス
テ

ム
の

完
成

を
狙

う
。

　
こ

こ
で

は
、

こ
の

ミ
リ

波
無

線
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

有
効

な
２

次
的

利
用

方
法

と
し

て
、

局
所

豪
雨

ア
ラ

ー
ム

シ
ス

テ
ム

を
提

案
し

て
い

る
。

密
な

基
地

局
間

を
結

ぶ
ミ

リ
波

無
線

回
線

の
受

信
電

界
減

衰
量

か
ら

、
地

点
の

降
雨

分
布

の
逆

算
、

領
域

内
の

積
算

降
雨

量
の

直
読

が
可

能
と

な
る

。
　

ア
ク

セ
ス

や
W

iF
iで

利
用

さ
れ

て
い

る
無

線
通

信
技

術
を

大
幅

に
高

度
化

高
速

化
し

、
近

距
離

の
超

高
速

ア
ク

セ
ス

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
充

実
で

き
る

と
と

も
に

、
安

心
な

生
活

を
保

障
す

る
イ

ン
フ

ラ
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
も

同
時

に
実

現
で

き
る

。
高

速
性

と
降

雨
に

対
す

る
高

い
感

度
（
減

衰
特

性
）
を

有
す

る
ミ

リ
波

は
S
ili

c
o
n
技

術
の

導
入

と
共

に
加

速
し

て
お

り
そ

の
要

素
技

術
は

格
段

の
進

歩
を

見
せ

て
い

ま
す

が
、

実
用

的
な

レ
ベ

ル
に

持
っ

て
い

く
た

め
に

は
リ

ス
ク

の
大

き
い

多
く
の

課
題

が
あ

り
、

研
究

開
発

を
一

段
と

加
速

さ
せ

る
こ

と
が

不
可

欠
で

す
。

　
ミ

リ
波

要
素

技
術

の
進

展
を

イ
ン

テ
リ

ジ
ェ

ン
ト

な
ネ

ッ
ト

に
適

用
す

る
技

術
を

早
急

に
立

ち
上

げ
る

こ
と

を
提

案
い

た
し

ま
す

。
ミ

リ
波

分
野

で
は

元
々

日
本

は
先

進
的

な
研

究
開

発
を

し
て

き
て

お
り

ま
す

が
、

昨
今

、
実

用
性

が
高

ま
っ

て
き

て
い

る
こ

と
を

背
景

に
世

界
的

な
競

争
が

激
し

く
な

っ
て

き
て

い
ま

す
。

今
こ

そ
、

産
官

学
の

総
力

を
挙

げ
て

、
実

現
に

取
り

組
む

べ
き

大
で

あ
る

と
確

信
し

ま
す

。

1
1
2

個
人

４
（
２

）
①

今
後

取
り

組
む

べ
き

研
究

開
発

課
題

研
究

開
発

課
題

:
想

定
外

の
事

象
に

対
応

可
能

な
ト

ラ
ス

タ
ブ

ル
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
技

術
の

開
発

概
要

：
　

想
定

外
の

事
象

に
対

応
可

能
な

、
新

た
な

概
念

に
基

づ
く
、

ト
ラ

ス
タ

ブ
ル

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

技
術

の
開

発
が

必
要

で
あ

る
。

つ
ま

り
、

次
世

代
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
シ

ス
テ

ム
開

発
に

お
い

て
は

、
想

定
さ

れ
た

要
求

や
事

象
の

み
に

閉
じ

て
い

る
も

の
で

あ
っ

て
は

な
ら

な
い

。
従

来
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

は
、

シ
ス

テ
ム

設
計

時
に

想
定

さ
れ

る
使

わ
れ

方
や

想
定

内
の

障
害

に
の

み
対

応
す

る
も

の
で

あ
っ

た
。

一
方

、
社

会
経

済
の

急
激

な
変

化
に

よ
り

、
異

種
の

組
織

や
個

人
が

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

を
通

じ
て

連
携

す
る

必
要

が
出

て
き

て
お

り
、

そ
れ

ら
の

ニ
ー

ズ
は

、
シ

ス
テ

ム
開

発
・
整

備
時

に
は

予
想

で
き

な
い

。
そ

の
結

果
、

シ
ス

テ
ム

設
計

時
に

は
想

定
さ

れ
な

い
使

わ
れ

方
に

も
耐

え
る

必
要

が
あ

る
。

 ま
た

、
使

わ
れ

方
に

加
え

て
、

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

内
外

の
想

定
外

の
変

化
、

故
障

、
攻

撃
に

も
耐

え
る

、
堅

忍
持

久
な

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
設

計
、

運
用

技
術

、
お

よ
び

、
サ

ブ
シ

ス
テ

ム
の

ブ
ラ

ッ
ク

ボ
ッ

ク
ス

化
な

ど
で

全
シ

ス
テ

ム
を

完
全

理
解

せ
ず

と
も

運
用

可
能

な
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
シ

ス
テ

ム
を

構
築

可
能

な
技

術
を

確
立

す
る

必
要

が
あ

る
。

　
開

発
す

べ
き

要
素

技
術

例
と

し
て

は
、

以
下

の
よ

う
な

も
の

が
考

え
ら

れ
る

。
・
異

種
ニ

ー
ズ

を
容

易
に

受
入

れ
可

能
と

す
る

柔
軟

性
を

持
つ

シ
ス

テ
ム

構
成

技
術

、
お

よ
び

、
制

御
技

術
。

そ
れ

を
可

能
と

す
る

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

仮
想

化
技

術
。

・
異

種
シ

ス
テ

ム
共

存
技

術
。

例
え

ば
、

バ
ー

ジ
ョ

ン
の

異
な

る
サ

ブ
シ

ス
テ

ム
同

士
を

安
全

に
共

存
さ

せ
る

技
術

、
バ

ー
ジ

ョ
ン

の
古

い
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
と

新
し

い
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
を

安
全

に
共

存
さ

せ
る

技
術

な
ど

。
・
シ

ス
テ

ム
の

稼
働

を
止

め
ず

に
シ

ス
テ

ム
を

更
新

す
る

技
術

。
例

え
ば

、
シ

ス
テ

ム
を

稼
働

さ
せ

つ
つ

、
バ

ー
ジ

ョ
ン

の
古

い
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
を

新
し

い
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
に

安
全

に
置

換
え

る
技

術
。

・
正

常
処

理
に

加
え

て
、

想
定

外
の

異
常

へ
の

対
処

処
理

も
タ

イ
ム

リ
ー

に
実

行
で

き
る

技
術

。
・
シ

ス
テ

ム
コ

ン
ポ

ー
ネ

ン
ト

に
故

障
が

発
生

し
て

も
、

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

に
対

す
る

攻
撃

が
あ

っ
て

も
、

シ
ス

テ
ム

全
体

と
し

て
は

タ
イ

ム
リ

ー
に

動
作

し
続

け
る

技
術

。

1
1
3

個
人

４
（
２

）
①

今
後

取
り

組
む

べ
き

研
究

開
発

課
題

　
社

会
・
経

済
の

高
度

化
、

少
子

化
・
高

齢
化

社
会

の
進

展
、

地
球

環
境

問
題

の
深

刻
化

、
自

然
災

害
の

増
加

等
に

伴
い

、
IC

T
技

術
の

利
用

拡
大

や
関

連
す

る
技

術
の

高
度

化
は

わ
が

国
の

近
未

来
に

お
け

る
重

要
な

社
会

的
要

請
と

な
り

つ
つ

あ
り

、
そ

れ
に

向
け

た
施

策
の

構
築

が
必

要
で

あ
る

。
　

私
は

気
象

庁
に

在
籍

し
、

気
象

観
測

シ
ス

テ
ム

の
利

用
技

術
に

関
す

る
研

究
と

そ
の

現
業

利
用

に
関

す
る

行
政

的
仕

事
に

従
事

し
て

き
ま

し
た

。
こ

こ
で

は
、

本
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

の
中

の
「
研

究
開

発
戦

略
」
に

つ
い

て
私

の
意

見
を

述
べ

さ
せ

て
い

た
だ

き
ま

す
。

　
気

象
観

測
の

分
野

に
お

い
て

は
電

波
を

利
用

し
た

観
測

シ
ス

テ
ム

は
重

要
な

役
割

を
果

た
し

て
い

る
。

そ
の

中
で

も
気

象
レ

ー
ダ

ー
は

台
風

や
集

中
豪

雨
な

ど
の

大
雨

の
監

視
、

飛
行

場
に

お
け

る
ダ

ウ
ン

バ
ー

ス
ト

の
監

視
に

お
い

て
主

役
的

な
役

割
を

演
じ

て
お

り
、

さ
ら

に
近

年
で

は
竜

巻
の

監
視

や
都

市
型

水
害

を
も

た
ら

す
局

地
的

大
雨

（
ゲ

リ
ラ

豪
雨

）
の

監
視

に
お

い
て

そ
の

重
要

性
が

注
目

さ
れ

て
い

る
。

　
気

象
レ

ー
ダ

ー
は

気
象

庁
、

国
土

交
通

省
、

電
力

会
社

、
地

方
自

治
体

等
に

よ
っ

て
そ

れ
ぞ

れ
の

目
的

に
応

じ
て

運
用

さ
れ

て
い

る
が

、
そ

の
利

用
拡

大
に

と
も

な
い

、
電

波
資

源
の

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

内
で

の
分

配
、

及
び

他
分

野
と

の
再

配
分

が
大

き
な

課
題

と
な

っ
て

い
る

。
ま

た
、

た
と

え
ば

ゲ
リ

ラ
豪

雨
の

研
究

や
現

業
的

な
監

視
の

た
め

に
は

、
走

査
速

度
の

増
大

（
時

間
分

解
能

の
高

度
化

）
や

空
分

解
能

の
高

度
化

に
よ

る
現

象
探

知
の

精
緻

化
、

偏
波

機
能

の
利

用
に

よ
る

降
水

強
度

測
定

の
高

精
度

と
雨

・
雪

・
雹

な
ど

降
水

粒
子

判
別

機
能

が
必

要
で

あ
る

が
、

現
行

の
パ

ラ
ボ

ラ
ア

ン
テ

ナ
と

電
子

管
を

用
い

た
気

象
レ

ー
ダ

ー
シ

ス
テ

ム
で

は
そ

れ
ら

は
実

現
す

る
こ

と
が

不
可

能
で

あ
る

。
　

こ
う

し
た

状
況

に
あ

っ
て

、
幸

い
に

も
総

務
省

等
の

ご
努

力
に

よ
り

気
象

レ
ー

ダ
ー

に
お

け
る

固
体

素
子

化
実

験
が

行
わ

れ
、

使
用

す
る

電
波

の
狭

周
波

数
帯

化
に

つ
い

て
実

現
の

目
処

が
立

っ
て

き
た

。
ま

た
同

様
に

、
１

次
元

フ
ェ

ー
ズ

ド
ア

レ
イ

レ
ー

ダ
ー

の
開

発
も

進
め

ら
れ

て
い

る
。

こ
れ

ら
の

技
術

は
次

世
代

気
象

レ
ー

ダ
ー

の
プ

ロ
ト

タ
イ

プ
と

し
て

重
要

な
位

置
を

占
め

る
と

思
わ

れ
る

。
　

今
後

、
さ

ら
に

実
用

的
な

次
世

代
気

象
レ

ー
ダ

ー
技

術
を

構
築

す
る

た
め

に
は

、
フ

ェ
ー

ズ
ド

ア
レ

イ
レ

ー
ダ

ー
の

２
次

元
化

に
よ

る
非

回
転

ア
ン

テ
ナ

に
よ

る
超

高
速

観
測

の
実

現
や

、
こ

れ
ま

で
フ

ェ
ー

ズ
ド

ア
レ

イ
レ

ー
ダ

ー
で

は
実

現
で

き
な

か
っ

た
偏

波
機

能
の

搭
載

に
関

す
る

技
術

開
発

が
必

要
で

あ
る

。
　

長
年

レ
ー

ダ
ー

の
開

発
と

製
品

化
に

携
わ

っ
て

き
た

わ
が

国
の

産
業

界
に

お
い

て
は

、
高

精
度

、
高

信
頼

性
の

レ
ー

ダ
ー

の
開

発
は

得
意

と
す

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

た
だ

し
、

こ
れ

ら
の

技
術

開
発

が
実

現
し

て
も

、
そ

れ
ら

を
も

と
に

し
た

製
品

が
国

内
だ

け
で

な
く
国

際
的

に
広

く
普

及
す

る
た

め
に

は
、

製
作

に
係

る
費

用
の

低
廉

化
が

絶
対

条
件

と
し

て
必

要
で

あ
る

。
産

・
官

・
学

が
連

携
し

て
こ

れ
ら

の
技

術
を

応
用

し
た

機
器

と
利

用
技

術
を

低
廉

で
開

発
す

れ
ば

、
国

際
競

争
力

の
高

い
製

品
の

開
発

が
達

成
で

き
る

。
　

以
上

の
こ

と
か

ら
、

本
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

の
中

の
「
研

究
開

発
戦

略
」
の

ひ
と

つ
と

し
て

、
２

次
元

フ
ェ

ー
ズ

ド
ア

レ
イ

偏
波

レ
ー

ダ
ー

の
開

発
を

取
り

上
げ

て
い

た
だ

く
よ

う
希

望
い

た
し

ま
す

。

2
4



意
見

番
号

意
見

提
出

者
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

項
目

提
出

意
見

（
長

文
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

そ
の

一
部

）

1
1
4

個
人

４
（
２

）
①

今
後

取
り

組
む

べ
き

研
究

開
発

課
題

IC
T
の

技
術

力
は

、
日

本
が

国
際

社
会

で
経

済
面

で
成

長
し

て
い

く
た

め
に

は
必

要
不

可
欠

と
考

え
ま

す
。

研
究

開
発

戦
略

と
研

究
課

題
に

関
し

て
コ

メ
ン

ト
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。
研

究
開

発
戦

略
と

し
て

は
、

ア
メ

リ
カ

で
政

府
主

導
で

進
ん

で
い

る
研

究
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
で

あ
る

F
IA

（
F
u
tu

re
 I
n
te

rn
e
t 

A
rc

h
it
e
c
tu

re
)や

,欧
米

で
E
U

主
導

で
進

ん
で

い
る

研
究

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

で
あ

る
F
P

7
に

対
抗

で
き

る
白

紙
か

ら
新

し
い

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

ア
ー

キ
テ

ク
チ

ャ
の

研
究

を
政

府
主

導
で

進
め

る
べ

き
で

あ
る

と
提

案
し

ま
す

。
日

本
で

は
、

独
立

行
政

法
人

の
情

報
通

信
研

究
機

構
で

一
部

進
め

ら
れ

て
い

る
よ

う
で

あ
る

が
、

予
算

規
模

が
欧

米
と

比
べ

る
と

小
さ

い
の

で
、

政
府

主
導

で
さ

ら
に

す
す

め
て

い
く
べ

き
だ

と
考

え
る

。
今

回
の

地
震

発
生

後
、

移
動

体
通

信
は

ほ
と

ん
ど

使
い

も
の

に
な

ら
な

く
な

っ
た

。
研

究
課

題
と

し
て

は
、

今
後

の
通

信
は

さ
ら

に
移

動
体

通
信

中
心

に
な

っ
て

い
く
る

の
で

、
災

害
時

に
も

耐
え

ら
れ

る
モ

ビ
リ

テ
ィ

に
関

わ
る

ア
ー

キ
テ

ク
チ

ャ
を

白
紙

か
ら

設
計

す
る

こ
と

を
提

案
す

る
。

そ
の

モ
ビ

リ
テ

ィ
ア

ー
キ

テ
ク

チ
ャ

の
設

計
を

、
グ

リ
ー

ン
を

考
慮

し
、

リ
ソ

ー
ス

を
余

剰
に

確
保

す
る

こ
と

な
く
、

最
適

に
、

ま
た

で
き

る
限

り
最

少
に

リ
ソ

ー
ス

を
利

用
す

る
よ

う
に

す
る

こ
と

も
研

究
課

題
と

考
え

ま
す

。

1
1
5

個
人

４
（
２

）
①

今
後

取
り

組
む

べ
き

研
究

課
題

「
在

宅
初

診
か

ら
診

療
所

で
の

詳
細

検
診

ま
で

に
適

用
可

能
な

シ
ー

ム
レ

ス
な

遠
隔

医
療

シ
ス

テ
ム

の
整

備
」

を
提

案
い

た
し

ま
す

。
こ

れ
ま

で
に

も
、

在
宅

医
療

、
遠

隔
画

像
診

断
、

遠
隔

医
療

コ
ン

サ
ル

テ
ー

シ
ョ

ン
(病

病
間

連
携

)な
ど

の
シ

ス
テ

ム
が

開
発

さ
れ

、
運

用
さ

れ
て

い
ま

す
が

、
こ

れ
ら

は
全

て
「
作

り
込

み
」
の

シ
ス

テ
ム

で
あ

り
、

国
内

外
へ

広
く
展

開
で

き
る

も
の

で
は

あ
り

ま
せ

ん
。

本
邦

が
蓄

積
し

て
い

る
技

術
を

広
く
展

開
し

、
実

質
的

な
経

済
効

果
を

上
げ

る
た

め
に

は
、

ま
ず

遠
隔

医
療

シ
ス

テ
ム

そ
の

も
の

の
コ

モ
デ

テ
ィ

化
を

目
指

す
こ

と
が

必
要

で
す

。
ま

た
、

遠
隔

医
療

の
効

能
を

最
大

に
引

き
出

す
た

め
に

は
、

最
も

適
用

数
が

多
く
、

か
つ

、
遠

隔
化

す
る

こ
と

に
よ

る
医

療
資

源
削

減
効

果
の

最
も

大
き

い
初

診
を

対
象

に
す

る
こ

と
は

当
然

の
理

で
あ

り
、

事
実

諸
外

国
で

は
フ

ラ
イ

ン
グ

ド
ク

タ
ー

等
の

出
動

判
断

や
、

在
宅

処
方

(薬
剤

指
導

)な
ど

へ
の

適
用

が
多

く
見

ら
れ

る
と

こ
ろ

で
す

が
、

医
師

法
第

2
0
条

お
よ

び
関

連
省

令
の

制
限

に
よ

り
、

本
邦

で
は

(一
部

の
研

究
例

を
除

い
て

)ま
だ

着
手

さ
れ

て
い

な
い

状
況

が
あ

り
ま

す
。

社
会

政
策

と
し

て
考

え
れ

ば
、

例
え

ば
、

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
な

ど
の

新
感

染
症

の
ア

ウ
ト

ブ
レ

イ
ク

時
、

病
院

や
診

療
所

に
患

者
を

出
向

か
せ

て
初

診
を

行
う

こ
と

は
、

未
感

染
者

が
医

療
機

関
に

来
る

こ
と

に
よ

っ
て

二
次

感
染

を
受

け
る

、
あ

る
い

は
、

感
染

者
が

公
共

交
通

機
関

な
ど

で
医

療
機

関
へ

向
か

う
こ

と
に

よ
っ

て
、

経
路

上
で

の
二

次
感

染
の

リ
ス

ク
を

増
大

す
る

も
の

で
あ

り
、

ま
ず

移
動

前
に

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
を

行
わ

せ
る

基
本

的
な

環
境

を
整

え
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

欧
米

で
は

来
院

さ
せ

る
こ

と
な

く
「
友

人
」
が

タ
ミ

フ
ル

な
ど

の
処

方
を

受
け

て
こ

れ
を

窓
か

ら
投

げ
入

れ
て

届
け

る
な

ど
の

方
法

で
処

方
薬

を
届

け
感

染
リ

ス
ク

を
下

げ
る

な
ど

の
は

か
ら

れ
ま

し
た

が
、

本
邦

の
処

方
に

関
わ

る
精

度
か

ら
は

こ
れ

は
難

し
く
、

ま
た

、
薬

剤
の

最
適

配
置

の
観

点
か

ら
見

て
も

好
ま

し
い

ア
プ

ロ
ー

チ
で

あ
る

と
は

言
い

難
い

と
こ

ろ
が

あ
り

ま
す

。
こ

の
場

合
、

肺
炎

リ
ス

ク
の

あ
る

患
者

だ
け

を
搬

送
し

、
後

は
自

宅
に

て
と

ら
れ

た
情

報
と

遠
隔

診
断

で
得

ら
れ

た
情

報
か

ら
処

方
を

行
い

、
必

要
な

と
こ

ろ
に

必
要

な
薬

剤
を

届
け

る
フ

レ
ー

ム
を

整
え

る
こ

と
は

、
社

会
的

リ
ス

ク
を

低
減

す
る

措
置

と
し

て
必

要
な

事
項

で
す

。
こ

の
た

め
に

は
、

体
温

、
血

圧
な

ど
の

基
本

的
な

情
報

を
計

算
機

取
得

し
、

視
診

、
聴

診
な

ど
の

基
本

的
初

診
情

報
の

取
得

が
可

能
な

情
報

シ
ス

テ
ム

を
、

自
宅

計
算

機
な

ど
を

用
い

て
「
プ

ラ
グ

ア
ン

ド
プ

レ
イ

で
」
実

現
で

き
る

仕
掛

け
の

構
築

(情
報

工
学

研
究

)が
必

要
に

な
り

ま
す

。
ま

た
、

こ
の

基
本

的
な

枠
組

み
を

適
用

で
き

る
、

特
区

制
定

を
通

じ
た

社
会

実
証

実
験

棟
も

行
う

こ
と

が
必

要
で

す
。

体
温

、
血

圧
な

ど
に

つ
い

て
は

、
既

に
業

界
団

体
が

C
o
n
ti
n
u
aな

ど
の

接
続

規
格

を
発

表
す

る
に

至
っ

て
お

り
、

こ
れ

ら
の

機
器

も
十

分
に

コ
モ

デ
ィ

テ
ィ

化
さ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
す

ぐ
に

で
も

適
用

す
る

こ
と

は
可

能
で

す
。

一
方

聴
診

に
つ

い
て

は
、

単
に

聴
診

器
を

計
算

機
に

つ
な

げ
る

だ
け

で
は

、
正

し
い

音
響

窓
か

ら
正

し
い

方
法

で
取

得
さ

れ
た

情
報

を
提

供
す

る
こ

と
は

叶
わ

ず
、

こ
れ

を
適

切
に

指
示

・
指

導
で

き
る

、
マ

ル
チ

メ
デ

ィ
ア

通
信

環
境

(遠
隔

マ
ル

チ
モ

ー
ダ

ル
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

)に
関

わ
る

十
分

な
研

究
を

行
う

必
要

が
あ

り
ま

す
。

ま
た

、
同

様
の

環
境

の
拡

張
と

し
て

、
Y
R

P
等

で
実

施
さ

れ
て

い
る

よ
う

な
遠

隔
超

音
波

診
断

(救
急

車
や

診
療

所
へ

の
適

用
)に

耐
え

る
よ

う
な

、
簡

易
型

ロ
ボ

ッ
ト

に
よ

る
遠

隔
機

器
操

作
が

適
用

さ
れ

る
べ

き
場

面
も

あ
る

と
考

え
ら

れ
、

こ
れ

ら
に

関
す

る
研

究
も

重
要

な
課

題
で

す
。

ま
た

、
画

像
品

質
、

通
信

品
質

を
家

庭
用

計
算

機
の

レ
ベ

ル
か

ら
、

診
療

所
な

ど
に

配
置

す
る

べ
き

超
高

解
像

度
、

あ
る

い
は

、
立

体
映

像
ま

で
、

一
つ

の
標

準
的

な
接

続
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

で
「
シ

ー
ム

レ
ス

に
」
か

つ
「
プ

ラ
グ

ア
ン

ド
プ

レ
イ

で
」
取

り
扱

え
る

よ
う

な
基

礎
技

術
の

確
立

も
求

め
ら

れ
ま

す
。

こ
れ

ま
で

の
よ

う
な

遠
隔

ロ
ボ

ッ
ト

手
術

の
よ

う
な

高
度

先
進

医
療

に
特

化
し

た
遠

隔
医

療
研

究
の

あ
り

方
を

改
め

、
最

も
困

難
で

は
あ

る
が

も
っ

と
も

効
果

的
で

あ
る

、
初

診
を

対
象

と
し

た
ス

ケ
ー

ラ
ブ

ル
な

遠
隔

医
療

の
実

現
を

目
指

し
た

、
技

術
面

、
社

会
面

を
含

め
た

総
合

的
研

究
を

目
標

の
一

つ
と

さ
れ

る
こ

と
を

期
待

し
ま

す
。

1
1
6

個
人

４
（
２

）
①

今
後

取
り

組
む

べ
き

研
究

開
発

課
題

本
件

に
つ

き
ま

し
て

は
、

先
頃

の
震

災
に

お
け

る
通

信
事

情
を

鑑
み

、
今

の
通

信
を

根
本

的
に

変
え

る
新

た
な

通
信

方
式

の
研

究
開

発
が

必
要

と
考

え
ま

す
。

特
に

緊
急

通
信

の
提

供
方

法
、

基
幹

網
不

通
時

に
お

け
る

新
た

な
通

信
方

式
へ

の
取

り
組

み
、

省
電

力
で

も
動

作
す

る
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
機

器
の

開
発

、
が

重
要

課
題

と
考

え
ま

す
。

ま
た

そ
れ

ら
新

た
な

通
信

方
式

を
実

際
に

実
験

で
き

る
テ

ス
ト

ベ
ッ

ド
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

構
築

や
、

テ
ス

ト
に

使
用

で
き

る
電

波
資

源
の

解
放

も
必

要
と

考
え

ま
す

。

1
1
7

個
人

４
（
２

）
①

今
後

取
り

組
む

べ
き

研
究

開
発

課
題

　
研

究
開

発
戦

略
中

の
「
今

後
取

り
組

む
べ

き
研

究
開

発
課

題
」
に

つ
い

て
、

特
に

ラ
イ

フ
イ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

と
い

っ
た

科
学

技
術

基
本

計
画

の
核

心
と

な
る

部
分

に
つ

い
て

、
重

点
的

に
取

り
扱

う
項

目
と

し
て

は
、

通
信

イ
ン

フ
ラ

の
革

新
的

拡
充

と
柔

軟
且

つ
多

様
性

・
自

己
成

長
性

の
あ

る
シ

ス
テ

ム
の

創
生

と
い

っ
た

内
容

に
な

る
と

考
え

る
。

即
ち

、
次

世
代

の
通

信
イ

ン
フ

ラ
が

担
う

社
会

的
な

責
務

が
、

も
は

や
個

人
を

直
結

さ
せ

る
志

向
と

な
っ

て
お

り
、

ま
た

、
そ

の
接

続
需

要
も

真
の

ブ
ロ

ー
ド

バ
ン

ド
（
１

G
bp

sク
ラ

ス
）
を

要
求

す
る

水
準

に
な

っ
て

き
て

い
る

。
（
←

現
存

の
高

速
モ

バ
イ

ル
は

、
概

念
上

の
ブ

ロ
ー

ド
バ

ン
ド

で
あ

っ
て

、
実

態
が

伴
わ

な
い

）
　

こ
の

視
点

か
ら

、
次

に
必

要
と

な
る

具
体

的
な

研
究

開
発

分
野

は
、

「
ミ

リ
波

ブ
ロ

ー
ド

バ
ン

ド
通

信
デ

バ
イ

ス
を

融
合

さ
せ

た
リ

ア
ル

超
高

速
モ

バ
イ

ル
通

信
シ

ス
テ

ム
」
と

こ
れ

を
支

え
る

「
次

世
代

ミ
リ

波
イ

ン
フ

ラ
通

信
デ

バ
イ

ス
：
ワ

イ
ヤ

レ
ス

フ
ァ

イ
バ

ー
」
に

な
る

と
思

わ
れ

る
。

　
現

存
の

モ
バ

イ
ル

通
信

シ
ス

テ
ム

は
、

確
実

に
何

処
に

い
る

個
人

ユ
ー

ザ
ー

も
収

容
す

る
と

い
う

目
標

に
は

届
き

つ
つ

あ
る

。
し

か
し

一
方

で
、

各
個

人
の

取
り

扱
う

デ
ー

タ
の

サ
イ

ズ
も

巨
大

化
傾

向
に

あ
り

、
接

続
需

要
は

瞬
間

的
に

G
B

T
を

受
け

渡
し

た
い

と
す

る
レ

ベ
ル

に
ま

で
到

達
し

て
い

る
。

即
ち

、
「
個

人
ユ

ー
ザ

ー
の

必
要

と
し

た
瞬

間
に

、
そ

の
個

人
に

向
け

て
G

bp
sク

ラ
ス

の
通

信
路

を
適

応
的

で
あ

り
な

が
ら

確
実

に
開

く
手

段
」
が

必
要

と
な

っ
て

き
て

い
る

の
で

あ
る

。

1
1
8

個
人

４
（
２

）
①

今
後

取
り

組
む

べ
き

研
究

開
発

課
題

グ
リ

ー
ン

イ
ノ

ベ
ー

シ
ョ

ン
や

ラ
イ

フ
イ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

の
分

野
は

、
現

在
、

世
界

的
に

多
く
の

企
業

や
研

究
者

が
展

開
を

行
っ

て
い

る
た

め
、

大
変

な
激

戦
区

と
言

え
る

。
だ

が
、

そ
れ

ら
の

多
く
が

オ
ー

プ
ン

イ
ノ

ベ
ー

シ
ョ

ン
型

、
す

な
わ

ち
、

多
く
の

企
業

に
対

し
て

デ
ー

タ
や

成
果

を
公

表
し

て
、

利
用

者
と

プ
レ

イ
ヤ

ー
を

増
や

し
、

そ
の

中
で

事
業

化
の

シ
ー

ズ
を

探
し

て
い

く
方

法
が

一
般

的
だ

。
だ

が
、

国
内

で
は

そ
れ

ら
の

デ
ー

タ
の

公
表

や
流

通
が

充
分

に
行

わ
れ

て
い

な
い

現
状

が
あ

る
。

国
内

で
の

デ
ー

タ
の

流
通

と
利

用
を

促
進

す
る

た
め

の
研

究
開

発
を

行
う

必
要

が
あ

る
。

活
発

な
デ

ー
タ

の
流

通
と

利
用

、
及

び
公

正
な

ル
ー

ル
の

策
定

が
行

わ
れ

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

初
め

て
オ

ー
プ

ン
イ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

や
ベ

ン
チ

ャ
ー

企
業

の
施

策
が

活
用

で
き

る
よ

う
に

な
る

。
デ

ー
タ

の
流

通
フ

ィ
ー

ル
ド

が
確

定
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

今
ま

で
独

自
の

研
究

フ
ィ

ー
ル

ド
を

構
築

し
て

き
た

研
究

者
同

士
が

、
同

じ
土

俵
の

上
で

研
究

成
果

を
交

換
す

る
こ

と
が

可
能

に
な

り
、

協
業

が
可

能
と

な
る

。
大

規
模

な
設

備
や

デ
ー

タ
フ

ィ
ー

ル
ド

が
必

要
な

デ
ー

タ
マ

イ
ニ

ン
グ

や
ア

ル
ゴ

リ
ズ

ム
の

研
究

開
発

分
野

は
、

そ
の

よ
う

な
恩

恵
を

受
け

る
可

能
性

が
高

い
た

め
、

世
界

に
先

駆
け

て
推

進
す

る
べ

き
と

考
え

る
。

2
5



意
見

番
号

意
見

提
出

者
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

項
目

提
出

意
見

（
長

文
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

そ
の

一
部

）

1
1
9

個
人

４
（
２

）
①

今
後

取
り

組
む

べ
き

研
究

開
発

課
題

「
3
. 
IC

T
市

場
の

構
造

変
化

と
将

来
像

」
お

よ
び

「
4
. 
IC

T
総

合
戦

略
の

検
討

」に
お

い
て

，
「
知

識
」
と

「
情

報
」
が

区
別

無
く
言

及
さ

れ
て

い
る

．
し

か
し

，
現

在
の

状
況

は
「
情

報
」
の

流
通

は
効

率
化

し
て

い
る

が
，

そ
れ

が
必

ず
し

も
「
知

識
」
の

円
滑

・
健

全
な

利
用

に
つ

な
が

っ
て

い
な

い
と

い
う

こ
と

を
認

識
す

べ
き

で
あ

る
．

そ
し

て
，

「
情

報
」
を

「
知

識
」
に

昇
華

さ
せ

る
た

め
の

科
学

技
術

研
究

を
項

目
と

し
て

立
て

る
必

要
が

あ
る

と
思

わ
れ

る
．

例
え

ば
，

4
. 
(1

) 
④

 の
第

一
項

目
と

も
関

連
す

る
こ

と
と

し
て

，
多

様
な

コ
ン

テ
ン

ツ
を

自
由

に
利

用
可

能
と

な
る

こ
と

で
，

必
ず

し
も

知
識

の
質

が
上

が
っ

て
い

る
わ

け
で

は
な

い
．

む
し

ろ
誤

っ
た

情
報

・
危

険
な

情
報

が
広

ま
り

や
す

く
な

っ
て

い
る

状
況

で
あ

り
，

多
く
の

情
報

か
ら

正
し

い
知

識
を

選
択

す
る

た
め

の
情

報
通

信
技

術
が

必
要

で
あ

る
．

例
え

ば
，

今
回

の
大

震
災

に
お

い
て

tw
it
te

rを
始

め
と

し
た

情
報

通
信

技
術

が
大

い
に

活
躍

し
た

が
，

一
方

で
デ

マ
や

根
拠

の
な

い
風

評
被

害
も

広
く
早

く
拡

散
す

る
こ

と
と

な
っ

た
．

情
報

を
取

捨
選

択
し

て
知

識
に

昇
華

さ
せ

る
技

術
は

，
国

民
の

安
心

に
直

結
す

る
も

の
で

あ
り

，
研

究
項

目
と

し
て

特
に

言
及

す
べ

き
も

の
で

あ
る

と
考

え
ら

れ
る

．

1
2
0

個
人

４
（
２

）
①

今
後

取
り

組
む

べ
き

研
究

開
発

課
題

提
案

項
目

名
：
「
弾

力
的

光
ネ

ッ
ト

ワ
ー

キ
ン

グ
」

内
容

・
理

由
　

今
後

取
り

組
む

べ
き

研
究

開
発

課
題

と
い

た
し

ま
し

て
、

通
信

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
省

電
力

化
の

た
め

に
不

可
欠

と
考

え
ら

れ
る

オ
ー

ル
光

化
技

術
を

高
度

化
し

、
柔

軟
性

に
富

む
光

ネ
ッ

ト
ワ

ー
キ

ン
グ

技
術

を
早

急
に

確
立

す
る

必
要

が
あ

る
と

考
え

ま
す

。
多

様
化

す
る

社
会

が
産

み
出

す
多

様
な

ア
プ

リ
ケ

ー
シ

ョ
ン

を
支

え
る

効
率

的
な

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

と
し

て
は

、
柔

軟
性

に
富

み
、

必
要

な
だ

け
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

リ
ソ

ー
ス

を
弾

力
的

に
利

用
す

る
光

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
実

現
が

必
要

で
す

。
従

来
の

光
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

お
い

て
は

、
光

領
域

で
処

理
で

き
る

最
小

単
位

（
粒

度
）
が

波
長

単
位

で
固

定
さ

れ
て

し
ま

う
た

め
、

不
必

要
な

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

リ
ソ

ー
ス

ま
で

割
り

当
て

る
必

要
が

あ
り

、
非

効
率

で
あ

る
と

い
う

課
題

が
あ

り
ま

す
。

こ
れ

に
対

し
、

多
様

な
光

パ
ス

を
適

応
的

に
生

成
・
収

容
す

る
技

術
を

確
立

す
る

こ
と

で
、

必
要

最
小

限
の

電
力

で
多

様
な

ア
プ

リ
ケ

ー
シ

ョ
ン

に
対

応
可

能
な

、
柔

軟
で

効
率

的
な

通
信

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

が
実

現
可

能
と

な
り

ま
す

。
こ

の
よ

う
な

省
電

力
で

弾
力

的
な

光
通

信
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

関
す

る
研

究
開

発
を

強
力

に
推

進
し

、
実

用
化

に
お

い
て

世
界

を
リ

ー
ド

す
る

こ
と

に
よ

り
、

国
際

競
争

力
の

強
化

に
直

結
す

る
と

考
え

ま
す

。
さ

ら
に

、
こ

の
よ

う
な

柔
軟

な
通

信
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

実
現

に
よ

り
、

情
報

通
信

基
盤

と
し

て
の

利
活

用
が

さ
ら

に
進

み
、

IC
T
に

よ
る

産
業

・
社

会
活

動
の

効
率

化
等

に
よ

る
省

電
力

化
に

対
す

る
効

果
も

極
め

て
大

き
い

と
考

え
ら

え
ま

す
。

1
2
1

株
式

会
社

日
立

製
作

所
４

（
２

）
②

研
究

開
発

の
仕

組
み

（
シ

ス
テ

ム
）
の

在
り

方
・
教

育
、

福
祉

、
医

療
・
介

護
、

行
政

、
観

光
、

農
業

等
の

さ
ま

ざ
ま

な
分

野
に

お
い

て
は

、
現

在
、

そ
れ

ぞ
れ

国
、

地
方

自
治

体
に

よ
る

さ
ま

ざ
ま

な
法

的
規

制
が

か
け

ら
れ

て
い

ま
す

。
新

し
い

発
想

に
基

づ
く
技

術
実

証
に

お
い

て
は

、
既

存
の

枠
組

み
か

ら
外

れ
た

方
法

を
試

行
す

る
こ

と
が

し
ば

し
ば

必
要

と
な

る
た

め
、

当
該

規
制

が
妨

げ
と

な
る

場
合

が
散

見
さ

れ
ま

す
。

今
後

の
IC

T
利

活
用

に
向

け
た

研
究

開
発

加
速

、
成

果
普

及
の

迅
速

化
に

は
、

実
証

段
階

、
普

及
段

階
に

必
要

な
規

制
緩

和
に

つ
い

て
の

ご
検

討
を

提
案

致
し

ま
す

。

1
2
2

個
人

４
（
２

）
②

研
究

開
発

の
仕

組
み

の
在

り
方

４
（
２

）
③

産
学

官
の

役
割

分
担

の
在

り
方

提
案

項
目

名
：
「
大

学
を

中
心

と
し

た
複

数
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
横

断
型

産
官

学
研

究
協

力
体

の
構

築
」

内
容

・
理

由
　

従
来

よ
り

、
シ

ー
ズ

オ
リ

エ
ン

テ
ド

研
究

に
文

部
科

学
省

の
科

学
研

究
費

補
助

金
制

度
が

あ
る

。
近

年
こ

れ
に

加
え

て
、

ニ
ー

ズ
オ

リ
エ

ン
テ

ド
型

（
ソ

リ
ュ

ー
シ

ョ
ン

研
究

の
形

）
で

、
多

く
の

政
府

関
連

（
官

）
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
が

遂
行

さ
れ

て
い

る
。

い
ず

れ
の

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

も
、

複
数

企
業

、
大

学
、

政
府

関
連

公
的

研
究

機
関

が
協

同
で

推
進

さ
れ

、
そ

れ
ぞ

れ
成

功
裡

に
終

了
し

て
い

る
。

こ
れ

ら
の

殆
ど

に
お

い
て

大
学

は
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
進

捗
管

理
の

中
心

と
な

る
存

在
で

は
な

く
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
中

の
要

素
研

究
を

分
担

す
る

こ
と

が
多

い
。

　
し

か
し

、
こ

れ
ら

の
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

成
果

の
社

会
還

元
に

は
、

共
通

の
問

題
点

が
存

在
す

る
。

1
) 

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
を

挙
げ

る
た

め
成

果
は

そ
れ

ぞ
れ

の
参

加
機

関
に

分
散

し
て

帰
属

さ
れ

る
。

こ
の

た
め

、
複

数
企

業
が

こ
れ

ら
の

成
果

を
融

合
し

て
研

究
を

継
続

し
、

よ
り

実
用

的
な

成
果

物
に

仕
上

げ
る

際
に

IP
の

共
用

が
容

易
で

は
な

い
。

異
な

る
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
間

の
成

果
の

組
み

合
わ

せ
も

よ
り

難
し

い
。

2
) 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

内
の

複
数

企
業

の
垣

根
が

下
が

ら
ず

、
真

の
意

味
で

の
協

同
に

よ
る

シ
ナ

ジ
ー

効
果

が
上

が
ら

な
い

。
そ

れ
ぞ

れ
の

構
成

企
業

、
メ

ン
バ

ー
は

情
報

交
換

は
行

な
う

が
、

研
究

は
同

時
に

並
行

的
に

併
進

で
あ

る
も

の
の

、
役

割
分

担
に

お
い

て
運

命
協

同
体

の
関

係
に

は
な

っ
て

い
な

い
。

3
) 
１

企
業

で
は

長
期

例
え

ば
５

年
程

度
か

か
る

よ
う

な
テ

ー
マ

を
継

続
す

る
こ

と
は

負
担

が
大

き
い

。
大

き
な

ブ
レ

ー
ク

ス
ル

ー
を

伴
う

研
究

開
発

に
は

５
年

程
度

は
最

低
で

も
必

要
で

あ
る

。
こ

こ
で

提
案

す
る

産
官

学
の

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
形

態
は

、
大

学
を

中
心

と
し

て
具

体
的

な
ニ

ー
ズ

に
対

し
て

役
割

分
担

を
行

い
ア

プ
ロ

ー
チ

を
行

な
う

よ
う

な
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
で

あ
る

。
そ

の
特

長
は

以
下

の
よ

う
な

も
の

で
あ

る
。

4
) 

大
学

の
特

長
を

生
か

し
、

企
業

が
IP

な
ど

の
垣

根
を

下
げ

て
協

力
す

る
こ

と
で

、
上

記
1
)、

2
)の

問
題

を
緩

和
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

5
) 

最
近

は
企

業
の

研
究

開
発

の
視

点
が

短
か

く
な

り
、

3
)の

問
題

が
顕

在
化

し
て

い
る

。
大

学
は

人
材

も
よ

り
長

期
的

な
配

置
が

普
通

で
あ

り
、

長
期

の
テ

ー
マ

を
執

念
深

く
人

材
育

成
と

並
行

し
て

進
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
れ

に
よ

り
、

企
業

の
弱

点
で

あ
る

3
)を

緩
和

で
き

る
。

6
) 
4
)と

5
)に

も
関

連
す

る
が

、
年

代
的

に
前

後
す

る
複

数
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

成
果

物
を

組
み

合
わ

せ
、

ソ
リ

ュ
ー

シ
ョ

ン
研

究
を

実
用

シ
ス

テ
ム

の
実

現
に

導
く
こ

と
が

で
き

る
。

欧
米

で
は

、
こ

の
よ

う
な

大
学

を
中

心
に

形
成

さ
れ

る
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
は

珍
し

く
な

く
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

間
で

の
競

争
が

、
企

業
間

の
競

争
で

は
な

く
、

技
術

分
野

ご
と

の
競

争
に

な
る

よ
う

な
仕

組
み

に
な

っ
て

い
る

。
加

え
て

、
こ

の
形

の
複

数
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
間

の
成

果
物

の
連

携
は

、
結

果
と

し
て

異
な

る
省

庁
の

連
携

を
促

す
も

の
と

な
る

可
能

性
が

大
き

く
、

次
の

よ
う

な
効

果
も

期
待

で
き

る
。

7
) 

政
府

系
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
に

お
け

る
、

省
庁

や
部

、
課

の
組

織
縦

割
り

の
弊

害
、

障
壁

、
重

な
り

の
解

消
に

も
寄

与
す

る
。

1
2
3

個
人

４
（
２

）
②

研
究

開
発

の
仕

組
み

（
シ

ス
テ

ム
）
の

在
り

方
４

（
２

）
③

産
学

官
の

役
割

分
担

の
在

り
方

こ
れ

に
つ

き
ま

し
て

は
欧

州
F
P

7
で

取
り

組
ま

れ
て

い
る

E
T
P

(欧
州

テ
ク

ノ
ロ

ジ
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
)を

参
考

に
し

、
日

本
版

T
P

の
運

用
が

望
ま

れ
ま

す
。

2
6



意
見

番
号

意
見

提
出

者
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

項
目

提
出

意
見

（
長

文
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

そ
の

一
部

）

1
2
4

個
人

４
（
２

）
②

研
究

開
発

の
仕

組
み

（
シ

ス
テ

ム
）
の

在
り

方
現

状
の

基
礎

研
究

や
競

争
的

資
金

の
あ

り
方

に
対

し
て

必
要

な
視

点
が

あ
る

と
考

え
る

。
一

般
の

企
業

が
持

つ
研

究
所

な
ど

で
も

言
え

る
こ

と
だ

が
、

日
本

で
は

研
究

開
発

の
シ

ー
ズ

の
数

と
、

そ
れ

を
実

際
の

事
業

に
昇

華
さ

せ
て

い
く
起

業
家

の
数

を
比

べ
る

と
、

圧
倒

的
に

前
者

の
ほ

う
が

多
い

状
況

が
あ

る
。

そ
の

よ
う

な
起

業
家

は
、

多
く
の

場
合

で
手

法
や

手
続

き
が

煩
雑

に
な

る
国

の
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
へ

の
参

加
を

希
望

し
な

い
。

国
庫

か
ら

出
た

お
金

を
利

用
し

て
構

築
さ

れ
た

基
礎

研
究

が
、

そ
れ

ら
の

起
業

家
の

元
に

届
け

ら
れ

る
こ

と
な

く
終

了
し

て
い

く
可

能
性

が
高

い
と

い
う

形
に

な
っ

て
い

る
。

起
業

家
側

に
し

て
み

る
と

、
今

後
の

事
業

展
開

を
考

え
ず

に
作

成
さ

れ
た

研
究

内
容

を
自

社
の

顧
客

に
適

用
す

る
こ

と
で

、
売

上
が

下
が

る
、

又
は

シ
ス

テ
ム

の
運

用
費

が
増

加
す

る
な

ど
の

デ
メ

リ
ッ

ト
が

あ
る

た
め

、
利

用
を

躊
躇

う
場

合
が

多
く
発

生
す

る
。

実
際

の
サ

ー
ビ

ス
は

、
初

期
の

開
発

費
よ

り
も

、
保

守
・
運

用
に

必
要

な
経

費
の

方
が

大
き

く
、

実
際

に
適

用
し

た
も

の
が

失
敗

だ
っ

た
場

合
に

は
撤

去
費

用
や

ユ
ー

ザ
へ

の
長

期
の

サ
ポ

ー
ト

ま
で

が
必

要
と

な
る

。
こ

の
よ

う
な

リ
ス

ク
を

負
っ

て
ま

で
サ

ー
ビ

ス
に

適
用

し
た

場
合

「
実

事
業

に
適

用
し

た
」
こ

と
に

対
す

る
評

価
と

、
人

的
/
金

銭
的

な
補

助
を

行
う

こ
と

が
必

要
で

は
な

い
か

と
考

え
る

。
特

に
人

的
な

補
助

と
し

て
有

望
な

の
は

サ
ー

ビ
ス

の
運

用
を

行
う

要
員

の
確

保
で

あ
る

。
専

門
的

な
サ

ー
ビ

ス
を

行
う

場
合

、
そ

の
分

野
に

特
化

し
た

人
員

を
用

意
す

る
必

要
が

あ
り

、
そ

の
よ

う
な

人
材

が
た

ま
た

ま
同

じ
会

社
の

中
に

い
る

、
と

い
う

こ
と

は
考

え
づ

ら
い

。
例

え
ば

研
究

職
や

学
生

な
ど

を
上

手
く
組

織
し

て
、

研
究

項
目

を
採

用
し

た
企

業
に

対
し

て
派

遣
し

、
サ

ー
ビ

ス
の

保
守

・
運

用
に

つ
い

て
あ

る
程

度
責

任
を

持
つ

よ
う

な
体

制
を

整
備

す
る

だ
け

で
も

、
多

く
の

企
業

に
と

っ
て

導
入

ま
で

の
ハ

ー
ド

ル
が

下
が

る
と

考
え

ら
れ

る
。

1
2
5

個
人

４
（
２

）
②

研
究

開
発

の
仕

組
み

（
シ

ス
テ

ム
）
の

在
り

方
現

在
、

国
の

情
報

通
信

技
術

の
研

究
開

発
を

推
進

す
る

た
め

の
人

材
を

を
め

ぐ
る

環
境

は
、

必
ず

し
も

整
っ

て
は

い
な

い
。

具
体

的
に

は
、

国
立

研
究

所
に

お
い

て
（
こ

れ
は

大
学

で
も

同
様

で
あ

る
が

）
多

く
の

研
究

員
が

任
期

付
き

の
職

に
従

事
し

て
お

り
、

不
安

定
な

身
分

で
の

研
究

を
余

儀
な

く
さ

れ
て

い
る

。
中

に
は

単
年

度
契

約
の

身
分

等
も

あ
り

、
と

て
も

研
究

に
専

念
で

き
る

環
境

と
は

言
い

難
い

。
情

報
通

信
分

野
に

お
い

て
は

、
こ

の
問

題
は

、
現

在
は

ま
だ

そ
れ

ほ
ど

顕
在

化
し

て
い

な
い

が
、

も
し

も
今

後
研

究
員

の
失

職
が

相
次

ぎ
、

そ
れ

が
広

く
世

間
、

特
に

大
学

生
・
大

学
院

生
に

知
ら

れ
る

こ
と

と
な

れ
ば

、
今

後
政

府
の

情
報

通
信

分
野

の
研

究
を

推
進

す
る

人
材

の
確

保
は

、
困

難
と

な
る

こ
と

が
予

想
さ

れ
る

。
現

在
、

G
o
o
gl

e
、

Y
ah

o
o
!と

い
っ

た
企

業
が

IC
T
人

材
の

受
け

皿
と

な
っ

て
い

る
が

、
こ

の
よ

う
な

企
業

で
は

行
え

な
い

研
究

を
遂

行
す

る
た

め
に

は
、

政
府

に
お

け
る

情
報

通
信

技
術

研
究

を
担

う
人

材
を

め
ぐ

る
環

境
を

改
善

す
る

こ
と

が
不

可
欠

で
あ

る
と

考
え

る
。

1
2
6

株
式

会
社

日
立

製
作

所
４

（
２

）
③

産
学

官
の

役
割

分
担

の
在

り
方

・
政

府
主

導
の

も
と

、
技

術
標

準
化

、
必

要
な

レ
ギ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

の
検

討
等

の
産

学
官

を
ま

た
が

る
問

題
に

つ
い

て
、

専
門

家
が

集
ま

っ
て

、
専

門
委

員
会

を
構

成
し

た
上

で
の

ご
検

討
を

提
案

致
し

ま
す

。
・
教

育
、

福
祉

、
医

療
・
介

護
、

行
政

、
観

光
、

農
業

等
の

さ
ま

ざ
ま

な
分

野
に

お
い

て
は

、
現

在
、

そ
れ

ぞ
れ

国
、

地
方

自
治

体
に

よ
る

さ
ま

ざ
ま

な
法

的
規

制
が

か
け

ら
れ

て
い

ま
す

。
新

し
い

発
想

に
基

づ
く
技

術
実

証
に

お
い

て
は

、
既

存
の

枠
組

み
か

ら
外

れ
た

方
法

を
試

行
す

る
こ

と
が

し
ば

し
ば

必
要

と
な

る
た

め
、

当
該

規
制

が
妨

げ
と

な
る

場
合

が
散

見
さ

れ
ま

す
。

今
後

の
IC

T
利

活
用

に
向

け
た

研
究

開
発

加
速

、
成

果
普

及
の

迅
速

化
に

は
、

実
証

段
階

、
普

及
段

階
に

必
要

な
規

制
緩

和
に

つ
い

て
の

ご
検

討
を

提
案

致
し

ま
す

。

1
2
7

早
稲

田
大

学
 研

究
戦

略
セ

ン
タ

ー
４

（
２

）
③

産
学

官
の

役
割

分
担

の
在

り
方

産
学

官
連

携
に

つ
い

て
近

年
、

諸
外

国
で

は
IC

T
 分

野
へ

の
政

府
に

よ
る

研
究

開
発

投
資

が
強

化
さ

れ
て

い
ま

す
。

米
国

で
は

省
庁

横
断

的
な

IC
T
 研

究
開

発
プ

ロ
グ

ラ
ム

と
し

て
ネ

ッ
ト

ワ
ー

キ
ン

グ
及

び
情

報
技

術
研

究
開

発
計

画
（
N

IT
R

D
: 
N

e
tw

o
rk

in
g 

an
d 

In
fo

rm
at

io
n
 T

e
c
h
n
o
lo

gy
 R

e
se

ar
c
h
 a

n
d 

D
e
ve

lo
pm

e
n
tA

c
t）

で
過

去
最

大
の

約
3
0
 億

米
ド

ル
（
2
0
0
7
 年

度
予

算
）
を

支
出

、
欧

州
で

は
第

7
 次

欧
州

フ
レ

ー
ム

ワ
ー

ク
計

画
（
F
P

7
: 
S
e
ve

n
th

 F
ra

m
e
w

o
rk

 P
ro

gr
am

m
e
）
で

は
総

研
究

開
発

予
算

3
2
4
 億

ユ
ー

ロ
（
7
 ヵ

年
）
の

う
ち

、
全

分
野

で
最

大
と

な
る

3
 割

近
く
の

予
算

を
IC

T
 分

野
に

投
資

し
て

い
ま

す
。

ま
た

韓
国

で
も

IC
T
 分

野
へ

の
研

究
開

発
予

算
が

2
0
0
1
 年

か
ら

2
0
0
5
 年

に
か

け
て

約
1
.5

 倍
増

加
す

る
と

と
も

に
科

学
技

術
分

野
全

体
の

約
2
 割

を
占

め
て

い
ま

す
。

し
か

し
な

が
ら

我
が

国
日

本
に

お
け

る
IC

T
分

野
へ

の
政

府
研

究
開

発
投

資
は

1
0
％

程
度

で
横

ば
い

を
続

け
て

お
り

、
国

際
競

争
に

打
ち

勝
つ

た
め

に
も

IC
T
 分

野
へ

の
研

究
開

発
へ

の
戦

略
的

投
資

を
積

極
的

に
実

施
す

べ
き

で
あ

る
と

考
え

ま
す

。
ま

た
個

別
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
に

お
い

て
も

、
米

国
や

欧
州

で
は

情
報

通
信

技
術

に
限

ら
ず

、
軍

事
技

術
や

国
家

戦
略

と
絡

ん
だ

研
究

開
発

が
精

力
的

に
実

施
さ

れ
て

い
ま

す
。

米
国

で
様

々
な

研
究

開
発

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

を
主

導
し

て
い

る
組

織
と

し
て

、
国

防
総

省
高

等
研

究
計

画
局

（
D

A
R

P
A

: 
D

e
fe

n
se

 A
dv

an
c
e
d
 R

e
se

ar
c
h
 P

ro
je

c
ts

 A
ge

n
c
y）

が
挙

げ
ら

れ
ま

す
。

D
A

R
P

A
 は

歴
史

的
に

も
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

の
原

型
と

な
る

A
R

P
A

n
e
t 

を
開

発
し

た
機

関
と

し
て

も
有

名
で

、
「
軍

需
技

術
の

開
発

に
と

ど
ま

ら
ず

、
社

会
に

貢
献

す
る

あ
ら

ゆ
る

分
野

の
基

礎
的

な
研

究
開

発
」
も

カ
バ

ー
し

て
い

る
こ

と
は

周
知

の
通

り
で

す
。

近
年

、
日

本
に

お
け

る
研

究
開

発
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
は

「
出

口
イ

メ
ー

ジ
（
＝

応
用

シ
ス

テ
ム

、
ア

プ
リ

ケ
ー

シ
ョ

ン
、

商
品

化
、

市
場

規
模

）
」
を

強
く
求

め
ら

れ
る

こ
と

が
多

く
、

一
般

的
に

言
わ

れ
る

「
基

礎
的

研
究

」
が

実
施

し
に

く
い

現
状

が
あ

る
よ

う
に

思
い

ま
す

。
米

国
D

A
R

P
A

の
よ

う
に

「
軍

需
技

術
の

開
発

に
と

ど
ま

ら
ず

、
社

会
に

貢
献

す
る

あ
ら

ゆ
る

分
野

の
基

礎
的

な
研

究
開

発
」
を

日
本

で
は

「
最

先
端

IC
T
技

術
の

開
発

に
と

ど
ま

ら
ず

、
社

会
に

貢
献

す
る

あ
ら

ゆ
る

分
野

に
波

及
可

能
な

基
礎

～
応

用
的

を
カ

バ
ー

す
る

研
究

開
発

」
を

実
施

す
べ

き
で

あ
る

と
と

も
に

、
国

際
産

業
競

争
力

確
保

に
向

け
た

「
A

ll 
J
ap

an
」
と

し
て

の
「
戦

略
的

取
り

組
み

」
が

必
要

で
あ

る
と

考
え

ま
す

。
海

外
が

軍
需

で
技

術
全

体
を

引
っ

張
ろ

う
と

し
て

い
る

の
で

あ
れ

ば
、

日
本

は
日

本
ら

し
く
ハ

イ
エ

ン
ド

民
需

で
IC

T
を

牽
引

す
る

と
い

う
考

え
方

も
あ

る
と

思
い

ま
す

。
例

え
ば

、
日

本
が

誇
る

イ
ン

フ
ラ

で
あ

る
高

速
鉄

道
向

け
IC

T
や

人
口

が
希

薄
な

地
域

、
航

空
機

内
IC

T
な

ど
こ

れ
ま

で
の

ハ
ー

ド
ウ

ェ
ア

で
は

高
速

通
信

が
困

難
で

あ
っ

た
分

野
に

対
す

る
研

究
開

発
を

取
り

上
げ

る
こ

と
で

ハ
イ

エ
ン

ド
IC

T
ハ

ー
ド

ウ
ェ

ア
を

育
て

て
、

国
際

産
業

競
争

力
の

向
上

を
目

指
す

と
い

う
方

策
は

有
効

で
あ

る
と

考
え

ま
す

。
ま

た
、

こ
れ

ら
の

ハ
イ

エ
ン

ド
IC

T
は

災
害

地
で

の
通

信
確

保
、

防
災

性
の

向
上

に
大

き
な

貢
献

を
す

る
も

の
で

あ
り

、
世

界
一

地
震

が
多

く
て

も
世

界
一

地
震

に
強

い
国

家
を

作
る

た
め

の
重

要
課

題
の

一
つ

で
あ

る
と

確
信

し
ま

す
。

ハ
イ

エ
ン

ド
IC

T
研

究
推

進
に

は
、

産
学

官
連

携
が

不
可

欠
で

あ
る

と
考

え
ま

す
。

「
学

」
は

基
礎

的
研

究
開

発
を

、
「
産

」
は

応
用

的
研

究
開

発
か

ら
製

品
化

を
、

そ
し

て
「
官

」
は

「
学

産
」
間

の
ブ

リ
ッ

ジ
機

能
を

果
た

す
と

と
も

に
中

～
長

期
的

研
究

の
推

進
（
基

礎
的

～
先

端
的

研
究

）
、

新
規

国
家

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
提

案
、

更
に

は
産

官
学

共
同

研
究

・
連

携
の

マ
ネ

ー
ジ

メ
ン

ト
を

、
そ

れ
ぞ

れ
分

担
し

進
め

る
べ

き
で

す
。

ま
た

近
年

、
単

独
企

業
で

は
研

究
開

発
用

の
大

型
設

備
投

資
等

が
難

し
い

現
状

の
中

で
、

「
官

」
が

大
型

研
究

開
発

設
備

を
整

備
し

、
「
産

学
」
に

施
設

利
用

さ
せ

る
な

ど
、

「
官

」
を

中
心

と
し

た
次

世
代

へ
の

技
術

伝
承

を
担

う
と

い
う

方
策

も
検

討
す

べ
き

で
あ

る
と

考
え

ま
す

。

2
7



意
見

番
号

意
見

提
出

者
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

項
目

提
出

意
見

（
長

文
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

そ
の

一
部

）

1
2
8

個
人

４
（
２

）
③

産
学

官
の

役
割

分
担

の
在

り
方

　
産

業
界

か
ら

の
視

点
で

考
え

る
な

ら
ば

、
学

界
に

求
め

ら
れ

る
役

割
は

「
研

究
」
と

「
人

材
」
に

尽
き

る
。

　
研

究
の

成
果

を
利

用
す

る
の

み
な

ら
ず

、
事

業
分

野
に

精
通

し
た

人
材

の
確

保
が

非
常

に
重

要
に

な
る

の
だ

が
、

こ
の

よ
う

な
事

情
が

現
代

に
即

さ
な

い
形

に
な

っ
て

い
る

。
特

に
ＩＣ

Ｔ
分

野
で

は
、

2
年

も
経

過
す

る
と

1
つ

の
分

野
が

隆
盛

～
凋

落
し

て
い

る
こ

と
も

お
か

し
く
な

い
程

、
速

度
が

早
い

と
さ

れ
て

い
る

た
め

、
4
年

間
の

勉
学

の
成

果
が

明
日

の
課

題
に

通
用

す
る

か
は

保
証

さ
れ

な
い

。
そ

の
た

め
不

明
瞭

な
尺

度
で

人
間

を
選

別
す

る
し

か
な

く
、

学
生

側
で

も
長

期
的

な
研

究
を

行
う

こ
と

は
難

し
い

状
態

と
な

る
。

官
側

に
求

め
ら

れ
る

役
割

と
し

て
は

、
産

業
界

と
学

校
と

の
即

時
の

マ
ッ

チ
ン

グ
を

進
め

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

雇
用

の
ミ

ス
マ

ッ
チ

を
な

く
す

こ
と

に
あ

る
と

考
え

る
。

例
え

ば
前

項
で

記
載

し
た

と
お

り
、

特
定

の
研

究
項

目
を

採
用

し
た

企
業

に
対

し
て

、
サ

ー
ビ

ス
の

保
守

・
運

用
要

員
と

し
て

学
生

や
研

究
者

を
活

用
し

、
そ

の
雇

用
に

対
し

て
補

助
を

出
す

。
優

秀
な

ら
ば

そ
の

ま
ま

正
規

雇
用

に
す

る
仕

組
み

な
ど

を
整

備
す

る
べ

き
と

考
え

る
。

　
ま

た
、

2
0
1
1
年

3
月

の
東

日
本

大
震

災
に

よ
っ

て
職

を
失

っ
た

方
々

な
ど

を
対

象
に

し
て

、
多

く
の

大
学

や
高

校
の

授
業

を
遠

隔
地

で
受

講
で

き
る

仕
組

み
や

、
英

会
話

な
ど

ｅ
ラ

ー
ニ

ン
グ

に
適

し
た

教
材

を
多

く
解

放
す

る
な

ど
し

て
、

復
興

す
る

た
め

の
ス

キ
ル

を
身

に
つ

け
さ

せ
る

よ
う

な
取

り
組

み
が

必
要

だ
と

考
え

る
。

山
口

県
美

祢
の

民
間

刑
務

所
「
美

祢
社

会
復

帰
促

進
セ

ン
タ

ー
」
で

は
、

受
刑

者
に

対
し

て
R

u
by

に
よ

る
プ

ロ
グ

ラ
ミ

ン
グ

を
教

え
る

こ
と

で
有

名
に

な
っ

て
い

る
。

例
え

ば
仮

設
住

宅
や

避
難

所
に

集
ま

っ
た

若
者

な
ど

に
対

し
て

、
就

職
支

援
の

た
め

の
仕

組
み

を
積

極
的

に
整

備
す

る
こ

と
も

必
要

と
さ

れ
る

だ
ろ

う
。

こ
の

よ
う

な
被

災
者

に
向

け
た

復
帰

支
援

活
動

に
対

し
て

国
が

積
極

的
に

補
助

を
出

す
こ

と
で

新
事

業
の

発
展

を
見

込
む

こ
と

も
で

き
る

。
産

官
学

の
プ

レ
イ

ヤ
ー

に
は

、
こ

の
よ

う
な

雇
用

問
題

と
ス

キ
ル

ア
ッ

プ
を

同
時

に
解

決
さ

せ
る

よ
う

な
仕

組
み

作
り

を
進

め
て

頂
き

た
い

。

1
2
9

一
般

社
団

法
人

モ
バ

イ
ル

・コ
ン

テ
ン

ツ
・フ

ォ
ー

ラ
ム

４
（
３

）
国

際
戦

略
４

（
４

）
標

準
化

戦
略

　
急

速
に

進
展

し
て

い
る

IC
T
を

取
り

巻
く
環

境
に

日
本

企
業

が
総

力
を

挙
げ

て
標

準
化

戦
略

を
推

進
す

る
に

あ
た

り
、

多
く
の

関
係

企
業

が
参

集
す

る
評

議
会

等
の

開
催

を
検

討
頂

き
た

い
。

国
内

の
魅

力
的

な
コ

ン
テ

ン
ツ

・
サ

ー
ビ

ス
を

海
外

へ
展

開
し

て
い

く
に

あ
た

り
、

国
内

法
規

と
海

外
の

法
制

度
の

違
い

を
明

確
に

し
、

海
外

へ
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

上
で

の
柔

軟
な

法
整

備
の

構
築

を
検

討
頂

き
た

い
。

1
3
0

個
人

４
（
３

）
国

際
戦

略
４

（
４

）
標

準
化

戦
略

　
本

件
に

つ
き

ま
し

て
は

、
東

京
大

学
の

小
川

 紘
一

教
授

の
解

析
結

果
が

有
効

で
あ

る
と

思
い

ま
す

。
詳

細
は

、
「
国

際
標

準
化

と
事

業
戦

略
―

日
本

型
イ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

と
し

て
の

標
準

化
ビ

ジ
ネ

ス
モ

デ
ル

」
と

い
う

著
書

に
書

い
て

あ
り

ま
す

の
で

、
そ

ち
ら

を
ご

覧
下

さ
い

。

1
3
1

個
人

４
（
３

）
国

際
戦

略
　

ＩＣ
Ｔ

を
イ

ン
フ

ラ
事

業
と

し
て

官
民

一
体

と
な

っ
て

他
国

に
売

り
に

い
く
、

と
い

う
戦

略
に

つ
い

て
は

多
く
の

部
分

で
の

有
益

性
が

語
ら

れ
て

い
る

。
だ

が
、

そ
れ

ら
の

ソ
リ

ュ
ー

シ
ョ

ン
へ

の
信

頼
感

は
、

2
0
1
1
年

3
月

に
発

生
し

た
東

日
本

大
震

災
の

発
生

に
よ

っ
て

、
か

な
り

低
下

し
た

と
考

え
ら

れ
る

。
 H

1
0
9
　

今
ま

で
重

要
な

戦
略

で
あ

っ
た

日
本

の
「
安

全
」
な

ブ
ラ

ン
ド

は
、

非
常

時
の

危
機

管
理

能
力

の
無

さ
を

大
き

く
内

外
に

さ
ら

け
出

し
て

し
ま

っ
た

こ
と

で
疑

問
符

が
付

く
よ

う
に

な
っ

た
は

ず
で

あ
る

。
 特

に
各

種
の

会
社

の
利

害
が

渦
巻

く
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
形

成
に

つ
い

て
、

合
議

と
擦

り
合

わ
せ

、
密

室
で

の
決

定
を

行
っ

て
い

る
姿

は
、

国
民

に
対

し
て

も
非

常
に

不
安

を
与

え
た

。
こ

の
よ

う
な

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
進

め
方

を
国

が
行

っ
て

い
る

こ
と

に
対

し
て

、
今

後
の

推
進

体
制

の
再

考
を

お
願

い
し

た
い

。
特

に
情

報
の

透
明

性
と

非
常

時
の

対
処

法
や

責
任

の
所

在
な

ど
の

検
討

を
充

分
に

す
る

べ
き

だ
ろ

う
。

1
3
2

個
人

４
（
５

）
地

域
活

性
化

戦
略

４
　

ＩＣ
Ｔ

総
合

戦
略

の
検

討
の

内
、

（
５

）
の

地
域

活
性

化
戦

略
が

短
す

ぎ
る

　
地

域
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
に

対
す

る
、

ＩＣ
Ｔ

利
活

用
を

入
れ

て
ほ

し
い

　
言

う
ま

で
も

な
く
、

今
の

日
本

に
お

け
る

最
大

の
問

題
は

少
子

高
齢

化
で

あ
る

。
　

地
域

に
お

け
る

過
疎

化
高

齢
化

の
対

策
と

し
て

、
ＩＣ

Ｔ
を

最
大

限
活

用
す

べ
き

で
あ

る
　

古
く
か

ら
あ

っ
た

、
老

人
ク

ラ
ブ

や
、

老
人

大
学

な
ど

の
地

域
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
な

ど
は

人
数

不
足

、
資

金
不

足
な

ど
に

よ
り

、
ど

ん
ど

ん
縮

小
し

て
い

っ
て

お
り

、
要

介
護

者
の

増
加

や
、

医
療

介
護

費
用

の
増

大
は

大
き

な
問

題
と

な
る

。
　

今
の

う
ち

に
Ｓ

Ｎ
Ｓ

な
ど

の
活

用
で

、
地

域
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
対

策
を

講
じ

て
置

か
な

い
と

孤
独

死
や

地
域

切
捨

て
な

ど
が

発
生

し
、

対
策

に
財

政
が

逼
迫

し
、

日
本

の
経

済
崩

壊
を

招
く
の

で
は

な
い

か
と

危
惧

さ
れ

る
。

こ
れ

は
介

護
対

策
に

も
活

用
で

き
る

の
で

地
方

に
お

け
る

保
険

者
負

担
を

軽
減

で
き

る
こ

と
に

も
つ

な
が

る
の

で
は

な
い

か
。

　
縦

割
り

行
政

で
な

く
、

総
合

的
な

戦
略

を
検

討
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

1
3
3

個
人

４
（
５

）
地

域
活

性
化

戦
略

地
域

の
活

性
化

を
行

う
こ

と
が

出
来

な
い

理
由

は
、

大
き

く
分

け
て

2
つ

に
集

約
さ

れ
る

と
考

え
て

い
る

。
1
つ

は
絶

対
的

な
量

が
足

り
な

い
、

と
い

う
点

。
現

在
良

く
行

わ
れ

て
い

る
ＩＣ

Ｔ
施

策
は

、
例

え
ば

Ｓ
Ｎ

Ｓ
の

よ
う

に
「
参

加
者

が
数

百
万

人
を

越
え

て
か

ら
実

効
力

が
高

く
な

る
も

の
」
が

多
い

。
数

百
人

が
参

加
し

た
く
ら

い
で

は
、

サ
ー

ビ
ス

の
運

営
費

用
の

ほ
う

が
割

高
に

な
っ

て
し

ま
い

、
結

果
的

に
失

敗
す

る
も

の
が

多
い

。
2
つ

目
は

、
参

加
者

の
意

識
が

低
い

、
と

い
う

点
で

あ
る

。
仮

に
人

数
が

少
な

か
っ

た
と

し
て

も
、

地
域

で
の

参
加

率
が

1
0
0
％

に
な

れ
ば

、
そ

の
場

所
で

利
用

す
る

メ
リ

ッ
ト

が
発

生
す

る
。

実
際

に
は

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
推

進
リ

ー
ダ

ー
が

地
域

を
説

得
し

て
、

積
極

的
に

住
民

に
利

用
し

て
も

ら
う

た
め

の
仕

組
み

を
作

る
必

要
が

あ
る

。
多

く
の

地
域

活
性

化
の

問
題

点
の

多
く
は

、
こ

の
ど

ち
ら

か
に

類
し

た
も

の
で

あ
る

と
考

え
る

。

こ
れ

ら
の

問
題

点
の

多
く
は

「
地

域
を

活
性

化
し

な
く
て

は
な

ら
な

い
」
と

考
え

る
人

と
「
原

状
維

持
で

良
い

」
と

考
え

る
人

の
対

立
構

造
か

ら
成

立
し

て
い

る
。

特
区

制
度

な
ど

の
構

築
に

つ
い

て
も

、
実

際
に

は
そ

れ
を

行
っ

た
際

の
参

加
者

数
や

意
識

の
高

さ
な

ど
を

ベ
ー

ス
に

し
て

考
え

る
必

要
が

あ
る

。
そ

の
上

で
、

地
域

を
説

得
し

て
高

い
参

加
者

意
識

を
持

っ
た

自
治

体
な

ど
に

つ
い

て
、

他
の

地
域

と
の

明
ら

か
な

る
補

助
金

等
の

差
別

化
を

行
う

こ
と

が
重

要
と

考
え

る
。

む
し

ろ
、

住
民

の
積

極
的

な
参

加
が

無
い

か
ぎ

り
、

自
治

体
の

運
営

が
ま

ま
な

ら
な

い
レ

ベ
ル

ま
で

に
危

機
感

を
持

た
せ

る
よ

う
な

こ
と

も
、

原
状

で
は

必
要

な
の

で
は

な
い

だ
ろ

う
か

。

1
3
4

ソ
フ

ト
バ

ン
ク

Ｂ
Ｂ

株
式

会
社

／
ソ

フ
ト

バ
ン

ク
テ

レ
コ

ム
株

式
会

社
／

ソ
フ

ト
バ

ン
ク

モ
バ

イ
ル

株
式

会
社

５
　

そ
の

他
検

討
す

べ
き

事
項

・
 I
C

T
政

策
の

み
な

ら
ず

行
政

の
運

営
に

当
た

っ
て

の
政

策
議

論
や

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

つ
い

て
は

、
英

国
や

米
国

の
事

例
を

参
考

に
し

た
「
オ

ー
プ

ン
ガ

バ
メ

ン
ト

」
の

展
開

と
有

効
利

用
の

実
現

に
向

け
た

施
策

を
、

よ
り

積
極

的
に

推
進

す
べ

き
と

考
え

ま
す

。
・
 具

体
的

に
は

、
以

下
の

3
点

を
実

施
す

る
こ

と
が

必
要

と
考

え
ま

す
。

①
 一

元
的

な
運

営
の

実
施

　
こ

れ
ま

で
の

省
庁

毎
の

運
営

で
は

な
く
、

行
政

サ
ー

ビ
ス

を
一

元
的

に
扱

う
こ

と
で

、
消

費
者

の
利

便
性

向
上

と
と

も
に

、
W

e
bサ

イ
ト

等
の

シ
ス

テ
ム

を
活

用
し

た
国

民
参

加
型

議
論

の
拡

大
を

図
る

べ
き

と
考

え
ま

す
。

②
 利

用
者

の
評

価
の

徹
底

　
上

記
シ

ス
テ

ム
に

対
す

る
利

用
者

の
評

価
と

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
の

実
施

を
徹

底
し

、
継

続
的

な
改

良
を

行
う

こ
と

で
利

便
性

を
向

上
さ

せ
る

べ
き

と
考

え
ま

す
。

③
 政

策
決

定
議

論
と

の
連

動
　

政
策

決
定

の
場

に
お

け
る

議
論

と
「
オ

ー
プ

ン
ガ

バ
メ

ン
ト

」
で

の
議

論
を

連
動

さ
せ

る
こ

と
で

多
く
の

国
民

の
意

見
を

直
接

的
に

反
映

で
き

る
よ

う
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
に

よ
る

会
合

の
中

継
等

も
積

極
的

に
活

用
す

べ
き

と
考

え
ま

す
。

2
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意
見

番
号

意
見

提
出

者
検

討
ア

ジ
ェ

ン
ダ

項
目

提
出

意
見

（
長

文
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

そ
の

一
部

）

1
3
5

株
式

会
社

日
立

製
作

所
５

①
「
オ

ー
プ

ン
ガ

バ
メ

ン
ト

」
の

推
進

オ
ー

プ
ン

ガ
バ

メ
ン

ト
を

推
進

す
る

た
め

に
は

、
利

用
者

の
利

便
性

を
高

め
る

こ
と

が
、

最
終

的
に

は
「
透

明
性

」
、

「
市

民
参

加
」
を

促
す

こ
と

に
つ

な
が

る
と

考
え

ま
す

。
そ

の
た

め
、

パ
ソ

コ
ン

に
限

ら
ず

、
携

帯
性

が
高

く
、

い
つ

で
も

ど
こ

で
で

も
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

ア
ク

セ
ス

で
き

る
携

帯
電

話
等

の
モ

バ
イ

ル
端

末
は

、
オ

ー
プ

ン
ガ

バ
メ

ン
ト

に
不

可
欠

な
ア

ク
セ

ス
手

段
で

あ
る

と
考

え
ま

す
。

今
後

、
参

照
系

サ
ー

ビ
ス

が
普

及
す

る
こ

と
を

想
定

し
た

オ
ー

プ
ン

ガ
バ

メ
ン

ト
へ

の
ア

ク
セ

ス
手

段
と

し
て

モ
バ

イ
ル

技
術

に
つ

い
て

の
検

討
を

提
案

致
し

ま
す

。

1
3
6

株
式

会
社

ラ
ッ

ク
５

①
「
オ

ー
プ

ン
ガ

バ
メ

ン
ト

」
の

推
進

省
庁

ご
と

に
ば

ら
ば

ら
の

情
報

開
示

体
制

を
や

め
る

べ
き

と
考

え
ま

す
。

各
府

省
庁

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

の
リ

ニ
ュ

ー
ア

ル
は

、
各

府
省

庁
単

位
に

個
別

に
行

わ
れ

て
お

り
、

各
入

札
既

存
業

者
の

裁
量

に
依

存
す

る
と

こ
ろ

が
多

く
、

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

の
デ

ザ
イ

ン
、

掲
載

さ
れ

る
内

容
、

情
報

の
深

さ
な

ど
も

利
用

者
つ

ま
り

国
民

を
意

識
し

た
も

の
と

は
言

い
難

い
状

況
と

考
え

ま
す

。
そ

こ
で

、
省

庁
・
下

部
組

織
に

共
通

し
た

情
報

開
示

基
盤

に
関

し
て

運
用

を
含

め
て

検
討

す
べ

き
と

考
え

ま
す

。
・
国

民
か

ら
見

て
、

統
一

感
の

あ
る

わ
か

り
や

す
い

デ
ザ

イ
ン

や
構

成
。

・
わ

か
り

易
い

表
現

と
内

容
。

・
必

要
な

情
報

が
掲

載
さ

れ
て

お
り

、
す

ぐ
に

ア
ク

セ
ス

で
き

る
。

正
し

い
情

報
開

示
が

民
間

企
業

に
も

求
め

ら
れ

る
中

、
政

府
主

導
で

の
積

極
的

な
推

進
を

お
願

い
い

た
し

ま
す

。

1
3
7

株
式

会
社

日
立

製
作

所
５

②
ＩＣ

Ｔ
に

よ
る

社
会

変
化

や
文

化
へ

の
影

響
ＩＣ

Ｔ
の

発
展

が
重

要
イ

ン
フ

ラ
（
情

報
通

信
、

金
融

、
航

空
、

鉄
道

、
電

力
、

ガ
ス

、
政

府
・
行

政
サ

ー
ビ

ス
（
地

方
公

共
団

体
を

含
む

）
、

医
療

、
水

道
及

び
物

流
な

ど
）
に

ど
の

よ
う

な
効

果
を

与
え

う
る

か
、

ま
た

各
イ

ン
フ

ラ
事

業
の

ＩＣ
Ｔ

投
資

促
進

に
対

し
て

ど
の

よ
う

な
ス

キ
ー

ム
が

考
え

う
る

か
に

つ
い

て
、

関
係

府
省

、
関

係
事

業
者

に
お

け
る

ご
検

討
を

提
案

致
し

ま
す

。

1
3
8

個
人

５
②

IC
T
に

よ
る

社
会

変
化

や
文

化
へ

の
影

響
　

2
0
1
1
年

3
月

に
発

生
し

た
東

日
本

大
震

災
に

つ
い

て
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
上

で
の

多
く
の

流
言

飛
語

が
飛

び
交

っ
た

背
景

に
は

、
国

の
情

報
が

オ
ー

プ
ン

で
は

な
い

、
と

い
う

不
信

感
が

挙
げ

ら
れ

る
。

現
代

の
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

社
会

で
は

、
ジ

ャ
ス

ミ
ン

革
命

を
例

に
出

す
ま

で
も

な
く
、

隣
の

国
の

政
治

事
情

や
情

報
公

開
の

レ
ベ

ル
に

つ
い

て
、

ど
の

よ
う

に
利

用
さ

れ
て

い
る

か
、

な
ど

の
比

較
が

簡
単

に
で

き
て

し
ま

う
。

そ
れ

は
、

現
在

の
日

本
で

の
情

報
公

開
の

あ
り

方
が

、
情

報
の

透
明

性
の

確
保

や
国

民
の

利
便

性
を

高
め

る
施

策
を

重
視

し
て

い
な

い
よ

う
に

見
え

て
し

ま
う

こ
と

に
他

な
ら

な
い

。
国

が
発

表
す

る
項

目
よ

り
も

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
で

流
れ

る
流

言
飛

語
の

方
が

心
地

良
い

か
ら

こ
そ

信
じ

て
い

く
の

だ
と

考
え

る
。

よ
く
「
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

上
に

掲
載

さ
れ

て
い

る
か

ら
情

報
公

開
し

て
い

る
」
と

話
す

自
治

体
が

多
い

が
、

情
報

が
氾

濫
し

て
い

る
現

代
に

お
い

て
、

そ
の

情
報

を
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

上
に

、
そ

れ
も

検
索

対
策

も
行

わ
ず

に
置

い
て

お
く
こ

と
は

、
現

実
的

に
考

え
る

と
何

も
発

信
し

て
い

な
い

状
況

に
等

し
い

。
現

実
的

に
は

国
は

毎
日

の
よ

う
に

新
し

い
発

表
を

し
て

い
る

が
、

そ
れ

を
大

き
く
伝

え
る

た
め

の
手

段
を

何
も

使
っ

て
い

な
い

。
　

本
来

は
新

聞
の

よ
う

な
メ

デ
ィ

ア
が

そ
れ

を
行

う
べ

き
だ

っ
た

の
だ

が
、

現
代

の
よ

う
な

新
聞

の
社

会
的

地
位

が
相

対
的

に
下

が
っ

て
い

る
時

代
で

は
、

情
報

発
信

の
方

法
を

考
え

直
す

必
要

が
あ

る
だ

ろ
う

。
　

国
と

い
う

の
は

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

の
集

ま
り

で
あ

る
。

　
現

代
で

は
、

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

サ
ー

ビ
ス

は
様

々
な

も
の

が
氾

濫
し

て
い

る
が

、
そ

の
ど

れ
も

が
ユ

ー
ザ

に
対

し
て

、
情

報
発

信
や

友
人

の
勧

誘
を

求
め

、
情

報
の

送
受

信
/
ト

ラ
ン

ザ
ク

シ
ョ

ン
を

多
く
発

生
さ

せ
る

こ
と

を
求

め
て

い
る

。
そ

れ
が

存
在

し
な

い
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
サ

ー
ビ

ス
は

す
ぐ

に
陳

腐
化

し
、

他
の

サ
ー

ビ
ス

に
取

っ
て

変
わ

ら
れ

て
し

ま
う

。
　

今
後

の
オ

ー
プ

ン
ガ

バ
メ

ン
ト

の
あ

り
方

を
陳

腐
な

言
葉

で
並

べ
て

し
ま

う
と

、
G

o
o
gl

e
よ

り
も

情
報

検
索

が
的

確
で

、
F
ac

e
bo

o
kよ

り
も

有
益

な
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
を

作
り

、
A

m
az

o
n
よ

り
も

簡
便

な
イ

ン
フ

ラ
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

が
求

め
ら

れ
、

T
w

it
te

rの
よ

う
に

国
民

か
ら

の
情

報
が

集
ま

っ
て

く
る

必
要

が
あ

る
。

　
国

家
と

い
う

も
の

が
国

民
の

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

と
情

報
を

公
的

に
集

め
た

も
の

で
あ

る
、

と
い

う
基

本
概

念
を

サ
ー

ビ
ス

レ
ベ

ル
の

視
点

ま
で

落
と

し
こ

む
こ

と
が

、
現

在
求

め
ら

れ
て

い
る

と
考

え
る

。

1
3
9

株
式

会
社

ケ
イ

・
オ

プ
テ

ィ
コ

ム
５

③
そ

の
他

の
事

項
大

規
模

災
害

時
の

情
報

連
絡

手
段

と
し

て
、

ＩＣ
Ｔ

は
不

可
欠

な
も

の
と

な
っ

て
い

ま
す

。
現

在
、

個
人

の
情

報
連

絡
手

段
と

し
て

は
携

帯
電

話
（
無

線
通

信
）
が

一
般

的
で

す
が

、
そ

の
利

用
比

率
が

高
く
な

り
過

ぎ
、

災
害

時
に

輻
輳

が
発

生
す

る
問

題
が

顕
在

化
し

て
お

り
ま

す
。

有
線

通
信

と
無

線
通

信
の

役
割

分
担

を
明

確
化

し
、

耐
障

害
性

、
可

用
性

、
費

用
対

効
果

等
の

面
か

ら
、

そ
れ

ぞ
れ

を
ど

の
よ

う
な

方
針

で
構

築
し

て
い

く
べ

き
か

検
討

す
べ

き
と

考
え

ま
す

。

1
4
0

株
式

会
社

日
立

製
作

所
５

③
そ

の
他

の
事

項
特

記
す

べ
き

項
目

と
し

て
、

今
後

の
経

済
活

動
を

支
え

る
電

力
供

給
の

安
定

化
に

つ
い

て
の

議
論

を
行

っ
て

頂
き

た
い

と
考

え
ま

す
。

直
近

で
は

、
夏

場
の

電
力

供
給

不
足

を
ど

う
乗

り
切

る
か

等
、

既
存

の
ＩＣ

Ｔ
技

術
を

組
み

合
わ

せ
て

如
何

に
効

果
を

創
出

す
る

か
に

つ
い

て
の

検
討

を
提

案
致

し
ま

す
。

1
4
1

株
式

会
社

ラ
ッ

ク
５

③
そ

の
他

の
事

項
　

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
、

パ
ソ

コ
ン

、
携

帯
電

話
、

ス
マ

ー
ト

フ
ォ

ン
の

普
及

状
況

を
考

え
る

と
、

現
状

の
IC

T
基

盤
を

活
用

し
た

国
民

意
見

の
収

集
手

段
を

積
極

的
に

推
進

す
べ

き
と

考
え

ま
す

。
　

政
府

で
行

わ
れ

て
い

る
統

計
制

度
、

情
報

収
集

な
ど

に
積

極
的

に
活

用
い

た
だ

き
、

我
が

国
国

民
の

意
見

を
即

時
に

大
量

に
収

集
す

る
手

段
の

一
つ

と
し

て
有

効
活

用
を

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
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クラウドサービス利活用事例集

資料２

● 国内事業所のエネルギー使用量の集計・管理業務の効率化、可視化を図るSaaS型環境情報管理サービ
ス。

● クラウドを活用することで、スピーディな導入が可能になるとともに、複数の事業所・拠点などから
入力された電力使用量やガス使用量などの環境パフォーマンス情報をWeb経由で収集・集計し、本格
的なデータベースシステムによる一元管理を実現。

 国内拠点におけるエネルギー資料量の把握と
集計をスピーディに実現する環境をわずか2ヶ月で
整備。

 改正省エネ法と温対法への対応で求められる
複雑な管理業務や各種届出の負担を軽減。

 製造行程各ステージでの環境負荷がリアルタ
イムに可視化されることで、環境負荷軽減に関す
る取組のタイムリーな支援が可能に。

 改正省エネ法により、エネルギー使用量を把
握・管理する対象が企業全体へと拡大。

 改正省エネ法や温対法への対応を図りつつ、
環境情報のさらなる有効活用を実現していくため
に、エネルギー使用量等の各種情報の集計業務
の自動化や精度向上を図るためのシステム化が
必要不可欠。

導入の背景

導入の効果

環境パフォーマンス情報の一元管理を実現

【システム管理者】

カスタマーセンター

■グループの集計
■定期報告書作成

■問合せ窓口
■システム運用
■システム保守
■ユーザマスタ管理
■組織マスタ管理

インターネット

【全社集計者】

SaaS型サービス
EcoAssist-Enterprise-Light

Excel 省エネ定期報告書

環境DB
サーバ

環境情報管理
システム

■システム運用
■組織情報管理
■ユーザ情報管理

Excel

各組織

■データ入力
■閲覧

Excel

各組織

■データ入力
■閲覧

Ｂカンパニー

Ａカンパニー
■特定グループでの

データ集計

親会社

Excel

各組織

■データ入力
■閲覧

■特定グループでの
データ集計

組織対応の集計・評価 製品/ライン対応の集計・評価全社集計・法定報告など



● 航空機１機あたり2000点もの部品があり、これらの部品にＲＦＩＤ等を貼り付けることで、部品個体
情報や整備履歴情報等をクラウド上に蓄積し一元的に管理することで、複数組織・会社にまたがるサ
プライチェーンマネジメントを実現。併せて、安全性向上やコスト削減を実現。

 複数組織・会社をまたがった情報共有が可能と
なり。整備業務の効率化及び迅速なライン整備に
よるオンタイム離陸を実現。

 整備記録の正確な蓄積、トレーサビリティによる
メインテナンスの信頼性向上、的確な在庫管理を
確立することで、効率的なメインテナンス業務及び
サプライチェーンマネジメントを構築し、コスト削減
並びに安全性向上を実現。

 景気停滞、燃料高騰、廉価エアラインの台頭等
で経営環境が厳しい中、航空機のメインテナンス精
度向上、効率化によるコストダウンが必要。

 1機あたり2000点もの部品からなる航空機を効
率的に管理するには、部品個体情報・整備履歴情
報等の一元管理が必要。

導入の背景

導入の効果

クラウドを活用したサプライチェーンマネジメントの構築

● グローバルに納品した自社の機械の位置情報や稼働状況に関する情報を、モバイルネットワーク
を介してクラウド上に収集。

● サービスエンジニアによる保守業務を効率化するとともに、グローバルに点在する自社製品の管理を
一元化、遠隔監視する仕組みを整えることで、保守サービスの充実を図るとともに、グローバル競争
力の強化を実現。

 サービス・エンジニアが修理に必要とするマニュ
アル等の情報を社外から確認することができるよう
になり、保守業務の効率が飛躍的に向上。

 モバイルネットワークを介して、クラウド上に機
械の位置情報や稼働状況を遠隔収集し、グローバ
ルに散在する顧客先に設置した加工機械の遠隔
監視を実現。

 機械を納入するだけではなく、保守に力を入れ
ていくことにより、ユーザ企業との継続的なビジネ
ス関係を構築したい。

 グローバルは競争に勝ち抜くため、システムコ
ストを抑えつつも、グローバルに散在するユーザ企
業向け保守サービスを核として競合する新興国企
業との差別化戦略を打ち出す必要があった。

導入の背景

導入の効果

モバイルやＭtoＭを活用した新たな保守サービスの実現



利用企業は、自社で新たに情報分析のためのシ
ステム構築する必要がなく、迅速かつ低価格で
サービスを利用可能

提供される分析結果を活用して製品の企画や開
発に生かすなど顧客満足度向上の施策を立案する
ことが可能

自動車業界においては、リコールなどにつながる
不具合は非常に大きなビジネスインパクトとなって
いる。

自動車メーカーや部品サプライヤーは不具合の
早期発見に十分活用できていない為、対策が後手
にまわり対策コストが増大している

導入の背景

クラウドを活用し大容量の顧客情報の迅速な分析を実現

●自動車メーカーや部品メーカーがクラウド上で提供される共通辞書とテキスト・マイニングツールに
より、毎日更新される最新データの各種分析、またアーリーウォーニング機能により、あらかじめ設
定した不具合を検知。

導入の効果
テキスト

データ

抽出

構造化データ
取り出し

テキスト解析

データ
マイニ
ング

DB
(ユーザーの声)

レポート内容の例

自動車
メーカー

部品メーカー

部品メーカー

1.操作性に関する情報の分析
2.部品レベルでの操作性の状況
3.ユーザーからのフィードバックの

最新状況

自動車業界向け情報分析SaaS

分
析
結
果

Cloud 基盤

辞書機能
70万件データ

５．ファセット･ペア分析

４．トレンド分析

３．偏差分析

２．時系列分析

１．ファセット分析

 キャンペーンによるアクセス急増に対しても、販
売機会を逃がすことなく、同時に利用者へのサービ
ス向上を実現して、売り上げ増に貢献。

 高いサービスレベルと堅牢なセキュリティを実現
しつつ、20％以上のコスト削減。従来の多くのサー
バーの管理・運用からの解放。

 急増するインターネット取引に対して、従来の固
定的なITリソースでは、繁忙期の販売機会損失と
閑散期の余剰ITリソースの問題がますます重大に
なってきた。

 売り上げの半分以上を支える基幹システムなの
で、信頼性と堅牢なセキュリティが大前提であった。

導入の背景

クラウドの拡張性を生かして商機をキャッチ

● 従来システムでは、急激なアクセス増の場合はアクセス制限をかけていたので、販売機会の損失の可
能性があった。

● クラウドの特徴である利用量に応じたITリソースを調達し、季節変動などに対しても余剰リソースを
削減することにより3年間で20%以上のコスト削減が可能となった。また急なアクセス増に対して自
動的にバースト対応可能なクラウド・サービスを利用することにより、商機を逃さず、同時に利用者
に対するサービス向上を実現。

導入の効果

ITリソース

従来の固定リソース

余剰資源量分
を削減

急なアクセス増にも
自動バースト対応

↑

ー→ 時間

従来は急なアクセ
ス増では販売損失

クラウドの柔軟な
リソース提供

アクセス量



● ゲームソフトの開発にあたっては期間限定で短期的に利用するサーバ等開発環境が必要となる上、オ
ンラインゲームの提供にあたっては利用ピーク時のリソース負荷を考慮する必要があった。

● クラウドサービスを活用することで、膨大な開発環境を安価かつ迅速に利用することが可能になると
ともに、ピーク時のシステム負荷を予測・考慮することなく、サービスの売れ行きに合わせて柔軟な
リソース融通が可能になったことで、スモールスタートによる新ビジネスの手軽な立ち上げを実現。

 開発基盤となるサーバ等の開発環境リソースを
安価かつ迅速に準備することが可能となった。

 オンラインゲームの加入者数に合わせて、即時
にプラットフォームを拡張することが可能となり、
ピーク時のリソース融通を気にすることなく、ゲーム
を提供することが可能となった。

 ゲームソフト開発毎にサーバ等膨大な開発環境
を期間限定で整える必要がある。

 オンラインゲームを提供するには、加入者数の
増加に合わせて、段階的にプラットフォームのリ
ソースを柔軟に拡張する必要がある。

導入の背景

導入の効果

柔軟なリソース融通による新ビジネス創出への貢献

ゲーム会社A社

オンプレミス（利用者）

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド

● 住民サービスの向上、行政の効率化・高度化、地域経済の活性化を目的に、「北海道電子自治体プラ
ットフォーム構想（ＨＡＲＰ構想）に基づく電子自治体の取組を推進。

● クラウドを活用し、共通化可能な汎用的な業務はSaaS、各自治体の独自性が高い業務はIaaS・PaaSと
して、インフラストラクチャーレベル、プラットフォームレベルを提供することで、各自治体の独自
性を確保しつつ、効率的・効果的なシステム構築を実現。

 共通プラットフォームの活用による効率的かつ
効果的なシステムの構築・運用の実現。

 SaaS・IaaS・PaaSを使い分けることで、汎用業務
の共通化を図るとともに、自治体毎の独自性を確
保した業務アプリケーションの稼働を実現。

 住民サービスの向上及び自治体毎のサービス
格差の是正を実現。

 市町村の多くは財政難により、ＩＣＴ予算を削減
する必要があった。

 政令指定都市から人口千人程度の村まで多様
な自治体が存在することから住民サービスにも大
きな格差を抱えており、平準化する必要があった。

導入の背景

導入の効果

市町村の独自性を活かした自治体クラウド



● 住民サービスの向上とトータルコスト削減を目的に、山形県置賜地域７市町は、基幹業務システム・
内部情報システムのクラウド化を推進。

● 住民情報・税務・国保、年金・介護、福祉等の基幹業務系と、人事給与・財務会計等の内部情報系、
計12業務について、データセンタに設置した業務パッケージソフトにてネットワークを介して提供。
原則カスタマイズせず、パラメータ設定により各市町の個別ニーズに対応。

 ７市町平均で全体のシステム運用・保守コストを
約20～40％削減。

 一部市町村において未導入だった福祉系業務
のシステム化を図るとともに、水道料金の24時間コ
ンビニ収納対応等住民サービスの向上を実現。

 節減した経費を活用して、戸籍の電算化等の新
事業を実施。

 帳票出力・封入・封緘等のアウトソーシングによ
り、職員のシステム運用に関わる負担が軽減。

 法改正等による度重なる改修によってシステム
運用経費が増す一方、財政的な逼迫によるコスト
圧縮の必要があった。

 業務に合わせて開発されてきたシステム運用維
持にかかる職員の負担軽減する必要があった。

導入の背景

導入の効果

トータルコスト削減と行政サービス向上を両立

● IaaSの実行環境を佐賀県内に設置し、オペレーションは「自動化・無人化」技術によって、佐賀県内
データセンタでの現地オペレーションではなく、東京からの「遠隔地対応」によりサービスを提供。

● IaaSが「費用削減」「利便性の向上」「本来業務への傾注」「俊敏性の向上」「エコな環境」を実現
できるクラウド技術であることを確認。

導入の背景

導入の効果

自治体クラウドの推進を実現するIaaS

データセンタ施設

インフラ
レイヤ

LGWAN接続

IaaS
（ストレージバックアップ・広域災害対策・改ざん防止）

バックアップ連携基盤（ソフトウェア）

ミドルウェア
レイヤ

アプリケーション
レイヤ

認証連携基盤 業務データ連携基盤

共同利用型業務（住記・税・国保）

参加6自治体

武雄市 鹿島市 嬉野市

白石町 江北町 大町町

実証実験用端末
パソコン・バーコードリーダ × 2組
プリンタ 1台

業務データ
送付元データセンタ

北海道 徳島県

大分県 宮崎県

業務データ
保存先データセンタ

京都府

ＬＧＷＡＮ

クラウドセンター

東京センタ

共同利用型業務アプ
リケーションの利用

業務データの遠隔地
オフサイトバック
アップ

広域災害対策
（ディザスタリカバ
リ）

滞納管理

秘密分散

秘密分散

VPN（仮想専用線）

遠隔地運用

 公共サービスの質の維持向上と歳出削減を両
立させる必要がある。

 自治体が既存業務に合わせて単独で作るシス
テムから他の自治体と共同利用するシステムへの
転換が必要となっている。

 IaaSを利用することにより、従来の所有型と比
較すると10年間運用する際の経年コストが約37%削
減できることが見込まれる。

 単年度で比較した場合、最大で年間約42%の費
用削減が見込まれる。

 広域災害対策に掛かる費用は、7年間で比較し
た場合、所有型より約62%の費用削減が見込まれ
る。



● 口蹄疫の被害が拡大する中、防疫措置のため膨大な量の情報を迅速に収集・集計するとともに、併
せて、集計したデータに基づき、被災農家の復興支援を早急に行う必要があった。

● SaaS型クラウドを活用することで、10日間で情報を一元管理するシステムを構築するとともに、
データベース化された情報を活用して、被災農家に対する補助金の速やかな交付を実現。

 新たなハードウェアを準備する必要がないSaaS
型システムを活用することで、わずか10日間という
スピード導入を実現。

 クラウドを活用し情報管理を一元化することで、
報告業務等の効率化を実現するとともに、データ
ベース化された家畜評価や手続き進行状況の情報
を活用することで、補償金交付等の復興支援を円
滑に進めることができた。

 防疫対策に忙殺される中、進捗報告等に扱う情
報量は膨大となり、既存システムでの集計作業で
は限界であった。

 現場情報を集約し、国や関係機関への報告及
びマスコミ等へ発表するためには、情報管理を一
元化する必要があった。

 防疫対策に加え、補償金交付等の被災農家へ
の復興支援が必要であった。

導入の背景

導入の効果

緊急時の情報管理支援を実現

データセンター

SaaS（クラウド）環境

宮崎県庁

 オンプレミスで臨床試験業務支援アプリケーショ
ンを導入する場合、平均で25百万の導入費用と６
～8ヶ月の導入期間を有するが、クラウドを通じて
提供することで、導入費用は約１／４程度に、導入
期間は約１／２程度に削減可能。

 クラウドを活用することで、臨床試験計画数に
よって定まるコンピューターリソースを自在に増減
することが可能であるため、小さく立ち上げ拡張す
る等、効率的かつ柔軟に立ち上げることが可能。

 国内製薬業はグローバル化に伴う競争激化、
規制緩和に伴う異業種参入、医療費抑制の強化等
により、効率的な研究開発が求められている。

 なかでも、研究開発費の約７割程度占めている
臨床開発については、共同開発を行っている事業
者毎にそれぞれ同じアプリケーションを構築してい
る等の非効率を改善する必要があった。

製薬業における効率的な研究開発の実現

● 国内製薬業はグローバル化に伴う競争激化・規制緩和・医療費抑制強化等により、効率的な研究開発
が求められており、なかでも、研究開発費の約７割を占める臨床開発における効率化が鍵。

● 臨床試験業務アプリケーションにおいてクラウドを活用することで、導入費用は約１／４程度に導入
期間は約１／２程度の削減が可能になるとともに、柔軟なリソース融通による、プロジェクトのスム
ースな立ち上げが実現。

導入の背景

導入の効果



 システム運用負荷を軽減するとともに、従来属
人化していた部分を可能な限り自動化することで、
人的リソースをコンテンツ制作に振り向けることに
よる情報クオリティーの向上を期待。

 CMS (Content Management System)にクラウド
を活用して、インターネット時代の迅速なニュース
配信と多様な端末への拡張性に柔軟に対応可能。

 システムの複雑化に伴い、コンテンツ更新等の
運用に携わるスタッフの負荷が増大し、負担を解消
する必要があった。

 テレビやラジオといった従来のメディア以外にも
多様なインターネット端末に迅速に対応する必要が
あった。

導入の背景

クラウドを活用した迅速なニュース配信の実現

● 日本国内のニュースを16ヶ国語に翻訳し、デジタル化されたニュースのコンテンツをマルチユースに
多様な視聴端末に迅速に配信。

● クラウドを活用し、各言語配信完了までの処理時間を従来と比べて20%未満に短縮化。また、システ
ム運用負荷を軽減すると同時に、システムの拡張性・柔軟性を併せて実現。

導入の効果

外部ネットワーク

クラウド・データーセンター

放送センター

● 電子出版物の販売開始から、コンテンツ管理、売上管理、印税支払い管理まで一連の煩雑な業務をク
ラウドサービスを通じて総合的に提供。

● 出版各社は、普及が見込まれる電子書籍に対応したシステムを構築・運用する必要があるが、クラウ
ドを通じて提供される本サービスを活用することによって、スピーディーかつ安価に体制を整えるこ
とが可能。

 電子書籍に対応した売上や印税支払い等の一
連の業務に対応した専用の自社システムを構築・
運用する必要がなく、手軽で安価に権利関係や経
理関係の処理が可能。

 クラウドゆえに、希望すれば即座にサービスの
享受が可能。

 電子書籍の出版には、コンテンツ管理・売上管
理・印税支払い管理等の様々な業務が発生。

 出版社はこれら一連の煩雑な業務を行うために、
自社でシステムを構築・運用する予算や要因を割く
必要があった。

導入の背景

導入の効果

クラウドの活用による電子出版の円滑化

クラウド・データーセンター



 橋桁や橋脚の姿勢及び振動を長期継続的に監
視することで、橋梁劣化の早期発見が可能。

 災害時にリアルタイムで被害情報を提供するこ
とで、迅速な災害対策活動の支援が可能。

 重車両の通行状況の継続的な把握が可能とな
ることで、点検・補修・架替の優先度を定量的に検
討することが可能。

 我が国の道路・橋梁等の社会資本ストックの多
くは、高度経済成長期に集中的に整備されたため、
今後一斉に老朽化を迎える。

 国・地方の財政状況が逼迫する中、維持修繕や
更新投資等、戦略的な維持管理が求められる。

導入の背景

導入の効果

クラウドを活用した橋梁モニタリングシステムの構築

● 我が国の道路・橋梁等の多くは高度経済成長期に集中的に整備されたため、同時期に老朽化を迎える
こととなる。財政状況も厳しい中、今後は社会資本ストックの効率的かつ戦略的な維持管理が必要。

● 橋梁に設置したセンサを用いて、リアルタイムかつ継続的に橋梁を監視するシステムをクラウド上に
構築することで、橋梁劣化の早期発見や点検・補修の優先度の定量的把握を実現。

● 厳しい経済情勢の中、さまざまな業種の企業が更なるコスト削減をもとめられており、これまで郵送
していた書面を、すばやく・安価に電子化したいというニーズが高まっていた。

● クラウド上の電子ポストサービスにファイルを投函することで、簡単・セキュアに電子交付が可能。
企業のコストを削減すると同時に、利用者の利便性を向上することができる。

 書面郵送交付に関わる費用を削減

用紙代、印刷代、人件費、保管コストなど、書面郵送
交付に関わる費用を削減するとともに、地球環境の
改善に貢献。（木材利用・CO2排出の削減）

クラウドを活用して書面の印刷・郵送コストを大幅に削減

特徴１

 セキュリティと利便性を両立

IT書面一括法、各業法に対応したセキュアな電子交
付システム。また、豊富な管理機能により企業側の
利便性を高めると同時に、利用者の書面管理の手
間を削減。書面の紛失がなくなり、過去書面の検索
も容易に。

 すばやく・安価にサービスを使い始められる

クラウドサービスのため、自社でシステムを構築す
る必要がなく、すばやく安価に電子化可能。

特徴２

特徴３

電子ポスティング
サービス



● ＩＣＴを通じて、非効率さが目立つ教育行政システムや校務を効率化するとともに、有益な教材や教
職員個々が有するナレッジを共有することが重要。

● クラウドを介してポータルサイトや教材等を統合し、SaaSを通じて提供することにより教育・校務シ
ステムの効率的な提供を実現するとともに、ＩＣＴを活用したナレッジ共有等により教育の双方向性を
高め、お互いに教え合い、学び合う協働教育を実現する。

 SaaS化を通じた効率化

学校や教育委員会単位で開設している各種システ
ムのSaaS等を通じての提供による経費節減や負担
軽減を図る。

教育クラウドによる「協働教育」の実現

特徴１

 協働教育の実現

教育現場で使われる教材やナレッジデータベースを
クラウドを介して全国に提供することで、ICT機器を
活用して児童・生徒が互いに教え合い、学び合う「協
働教育（フィーチャースクール）」を実現。

 遠隔教育の実現

遠隔講義（座学）に留まらず、遠隔でのシステム開
発演習等を可能とするシステムを通じての遠隔教育
を実現。

特徴２

特徴３
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